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過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究 
 

研究代表者 高橋正也 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 
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＜研究要旨＞ 

【目的】本研究は、過労死等の実態をより詳細に解明して有効な防止対策を提案するために、

過労死等労災事案の解析及び予防研究（疫学研究［職域コホート研究、現場介入研究］、実験

研究［心血管系の作業負担、労働者の体力科学］、対策実装研究）を実施し、これらの研究成

果を国民や社会に広く還元することを目的とする。 

【方法】本研究は、過労死等防止対策推進法（平成 26 年 11 月施行）に基づく調査研究等とし

て平成 27 年度より開始し、令和 6 年度から令和 8 年度はこれまでの研究成果を踏まえ「実態

解明の深化と対策指向の強化」として計画した。具体的には①調査復命書の情報を解析し過

労死等の実態及び発生原因と防止策を検討する「事案研究」（柱 1）、②過労死等防止対策づ

くりを強化するため、疫学研究、実験研究、対策実装研究を「予防研究」として統合し、1 労働

時間・時間以外要因と心身の健康との縦断的関連の解明研究(コホートチーム)、2 労働現場に

即した対策の提案研究（現場介入チーム）、3 過労死等の高リスク群（高齢者等）の循環器負担

の解明と対策提案研究(心血管系チーム)、4 労働者の健康維持のための体力科学的評価と対

策提案研究（体力科学チーム）、5 業界ステークホルダーと協働したエビデンスに基づく予防策

の労働現場での実践と検証研究（対策実装チーム）のチームで研究を実施し、得られた結果を

過労死等事案の解析や労働・社会面の調査研究とも連携した（柱 2）。さらに、令和 5 年度に構

築した過労死等研究の成果の公開と普及のための過労死等防止調査研究センターのポータ

ルサイトの内容を充実させた（柱 3）。 

【結果】事案研究（柱 1）では、①過去 13 年間の過労死等の業務上外事案の特徴の経年変化

を分析し、過労死等の発生病態の解明として②脳・心臓疾患うち院外心肺停止事案、③精神

障害事案のうちパワーハラスメント事案の行為者・非行為者及び行為内容、④セクシュアルハラ

スメントと強制わいせつ事案、重点業種として⑤精神障害事案における産業医等の関与に関

する分析、⑥道路貨物運送業における精神障害の自殺・死亡事案、⑦業種・職種別の過労死

等の特徴に関するファクトシート作成（医療、IT 産業、自動車運転従事者、建設業等）、⑧トラッ

ク運送業における運行パターンの定量解析、社会科学視点として⑨脳・心臓疾患の連続、深

夜、不規則勤務の分析結果が得られた。予防研究（柱 2）では、1 コホートチームは⑩JNIOSH

コホートを利用して高ストレス状態の労働者の特徴を明らかにし、2 現場介入チームは⑪指輪

型生体デバイスを用いたトラック事業者への睡眠介入調査、⑫心理社会的ストレスを評価する

バイオマーカーの検討、⑬現場コミュニケーションと心理的安全性、⑭「過労徴候しらべ改訂

版」の開発を行った。3 心血管系チームは⑮高年齢労働者の心血管系負担の実験研究を実施

し、体力科学チームは⑯労働者が自己測定できる CRF 評価法の一つの mJST の評価等を行

った。対策実装チームは⑰実装研究の総括、⑱労災認定件数が急増している精神障害の過

労死等対策実装戦略の検討、⑲事業者によるハイリスク者の把握と管理、⑳重層構造の解明、

㉑小規模事業場の健康・労務管理を含めた産業保健サービスの支援手法の検討、㉒個人の

行動変容の支援のためウェアラブルデバイスの活用研究、㉓参加型職場環境改善手法の開
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発と現場応用研究を実施した。さらに、過労死等研究成果の公表、過労死等事案の特徴（重

点業種別）を視覚化して公開する準備等を進め、ポータルサイトのコンテンツを拡充した（柱

3）。 

【考察】事案研究、予防研究、成果の公表の 3 つの柱をもとに研究を実施し、我が国における

過労死等の実態解明とともに有効な防止対策像について多くの示唆が得られた。今後、脳・心

臓疾患だけでなく、申請件数・認定件数ともに増加傾向が続く精神障害・自殺に重点を置いた

過労死等防止対策研究と、包括的な研究体制の再考、学際的な対策実装研究の継続によっ

て総合的な過労死等防止を進めることが期待される。 

研究分担者: 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労死

等防止調査研究センター・統括研究員） 

佐々木毅（同研究所産業保健研究グルー

プ・部長） 

久保智英（同研究所過労死等防止調査研

究センター・上席研究員） 

井澤修平（同センター・上席研究員） 

劉 欣欣（同センター・上席研究員） 

松尾知明（同センター・上席研究員） 

池田大樹（同センター・主任研究員） 

松元 俊（同センター・主任研究員） 

佐藤ゆき（同センター・研究員） 

西村悠貴（同センター・研究員） 

木内敬太（同センター・研究員） 

鈴木一弥（同センター・研究員） 

茂木伸之（同センター・研究員） 

山内貴史（同センター・研究員） 

守田祐作（同センター・研究員） 

髙橋有記（同センター・研究員） 

中辻めぐみ（同センター・研究員） 

田原裕之（同センター・研究員） 

池添弘邦（独立行政法人労働政策研究・研 

修機構・統括研究員） 

髙見具広（同機構・主任研究員） 

藤本隆史（同機構・リサーチアソシエイト） 

酒井一博（公益財団法人大原記念労働科

学研究所研究部・主管研究員） 

佐々木司（同研究所・上席主任研究員） 

北島洋樹（同研究所・主任研究員） 

石井賢治（同研究所・主任研究員） 

深澤健二（株式会社アドバンテッジリスクマ

ネジメント・メディカルアドバイザー） 

 

■研究概要（統括報告） 
本研究は過労死等の実態をより詳細に解明

して有効な防止対策を提案するために、過労

死等労災事案の解析及び予防研究（疫学研

究［職域コホート研究、現場介入研究］、実験

研究［心血管系の作業負担、労働者の体力科

学］、対策実装研究）を実施するとともに、本研

究の成果を国民や社会に広く還元することを

目的としている。 

過労死等防止対策推進法（平成 26 年 11 月

施行）は 4 つの対策－①調査研究等、②啓発、

③相談体制の整備等、④民間団体の活動に

対する支援を規定している。すなわち、①調査

研究等による知見に基づいて、過労死等防止

に有効な取組みを進めていくことが示されてい

る。本研究が始まった平成 27 年度から現在

（令和 6 年度）まで、過労死等防止調査研究セ

ンター（以下「過労死 C」という。）3 年ごとの計

画として、第一期（平成 27 年度から 29 年度）：

「過労死等の実態解明の始動」、第二期（平成

30 年度から令和 2 年度）：「実態解明と防止対

策の検討」、第三期（令和 3 年度から令和 5 年

度）：「実態解明と実施可能な防止対策の提示」

を行ってきた。 

第四期（令和 6 年度から令和 8 年度）は「実

態解明の深化と対策指向の強化」として、過労

死等事案の解析（柱 1）、予防研究（柱 2）の 2

本柱で計画を立案した。また、令和 5 年度に

構築した過労死等研究の成果の公開と普及

のためのポータルサイトのコンテンツを充実さ

せた（柱 3）。また得られた研究成果等は労働・

社会面の調査研究に相互に生かした。柱 1～

3 の全体概要を図表 1 に示した。 

令和 6 年度は 3 年計画の 1 年目として以下

の研究を実施した。 

○柱 1）過労死等事案の解析：業種ごとの実

態・傾向を把握した（過労死等事案の経年変

化、心臓疾患の病態、ハラスメント事案の詳細、

精神障害事案の事業場対応、道路貨物運送

業の精神障害事案、トラックドライバーの過重

労働、脳・心臓疾患の連続・深夜・不規則勤務

分析）。また、業種・職種別のファクトシートを

作成した。 

○柱 2）予防研究：過労死等防止対策づくり
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を強化するため、疫学研究、実験研究、対策

実装研究を「予防研究」として統合し、各研究

間の相互補完を目指した。さらに、過労死等

事案の解析や労働・社会面の調査研究とも連

携を密にした。具体的には次のとおりである。 

1 職域コホート研究（高ストレス状態の労働

者の特徴評価）、2 現場介入研究（トラックドラ

イバーにおける睡眠の「見える化」介入データ

の解析、心理社会的ストレスを評価するバイオ

マーカーの検討、建設業の職場コミュニケー

ション実態調査、過労徴候しらべの改訂）、3 

心血管系の作業負担軽減（高年齢労働者に

おける勤務中の心血管系負担とその軽減策）、

4 体力科学に基づく健康維持（メンタルフィッ

トネスの妥当性、フィジカル・メンタルフィットネ

スと健康の追跡調査）、5 対策実装研究（5 つ

のアクションと精神障害の過労死等防止戦略

の検討等）、労働・社会面の調査研究との連携

（就業者調査、事業場調査、重点業種等調査

［自動車運転従事者と外食産業従事者］）。 

○柱 3）成果の公開と普及：過労死 C ポータ

ルサイトのコンテンツを拡充した（図表 2）。過

労死等事案の特徴（例、業種別の事案数）を

視覚化して公開する準備を行った。 

 

 

 
図表 1．過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究の概要 

 

 

 
図表 2．過労死等防止ポータルサイト 

（https://records.johas.go.jp/） 

 

□倫理面での配慮 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研

究倫理審査委員会にて審査され、承認を得

たうえで行った。それぞれの分担研究の通

知番号は図表 3 のとおりである。 

 

□事案研究及び予防研究の成果 

図表 4 に事案研究（柱 1）、予防研究（柱 2）

に関して各分担研究報告書のタイトル、筆頭

著者、研究で得られた主な知見を概観できる

一覧表を示した。本総括研究報告書では、こ
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れらの研究の結果、考察及び結論と研究概要

を示した。 

 

図表 3．倫理審査委員会・通知番号 

 通知番号 
過労死等 
事案研究 

2022N10 

予防研究 
 
 

JNIOSH コホート： 

H2812、H2919 

現場介入： 

2023N04、2023N13、 

2024N15、2024N19 
心血管系： 

2022N07、2024N30 

体力科学： 

2021N17、2024N09 
対策実装： 

2023N26、2024N20 
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図表 4．本研究の各分担研究の概要（事案研究 9 件、予防研究 14 件、合計 23 件） 

№ 
分

類 

研究分担 

執筆者 
タイトル 研究から得られた主な知見 

1 事
案 

佐々木毅 脳・心臓疾患及び

精神障害の過労

死等事案の経年

変化解析 

（業務上外の認定事案の経年変化） 

・近年の過労死等の業務上事案数の増加にと

もない属性等には短期的な変化は認められる

が、中長期的には顕著な変化は認められなか

った。 

2 事
案 

守田祐作 脳・心臓疾患の過

労死等事案にお

ける院外心肺停止

の病態に関する研

究 

（病態に関する医学研究：脳・心臓疾患） 

・過重負荷の認められた業務上認定事案で不

整脈による院外心肺停止が多く、時間外労働

が月平均 100 時間を超えると虚血性心疾患より

も不整脈による院外心肺停止発症のリスクがよ

り大きくなることが示唆された。特に心筋症のあ

る者、35 歳未満、過量飲酒者については、より

リスクが大きいため注意が必要である。 

3 事
案 

木内敬太 精神障害の労災

認定事案における

いじめ・暴力・ハラ

スメント－令和3年

度パワーハラスメ

ント認定事案の分

析－ 

（病態に関する医学研究：精神障害） 

・令和 3 年度のパワハラ認定事案の多くは「精

神的な攻撃」を伴っていた。事業主・役員や管

理者から部下に対するパワハラが多かった。事

後対応がなされていても、形式的な対応にとど

まるものが多かった。相談がなされていないと思

われる事案も多く、職場や上司等による積極的

な対応が求められる。 

4 事
案 

髙橋有記 精神科医の視点

による精神障害の

労災認定事案に

おけるセクシュア

ルハラスメントに関

する分析 

（病態に関する医学研究：精神障害） 

・セクハラでは製造業、建設業、強制わいせつ

等では金融業,保険業に有意に被災者が多い。

加えて、セクハラでは適応障害、強制わいせつ

等では心的外傷後ストレス障害を発症すること

が多いことが明らかとなった。 

5 事
案 

田原裕之 精神障害事案に

おける産業医等の

関与に関する分析 

（病態に関する医学研究：職場支援） 

・産業医意見欄に対応内容が記載されていた

調査復命書は支給事案・不支給事案とも1割未

満であったが、不支給事案のほうが記載割合は

高かった。記載内容としては労災請求前に作ら

れた資料の転記が多かった。 

6 事
案 

茂木伸之 道路貨物運送業

における精神障害

の自殺・死亡事案

の解析 

（重点業種：自動車運転従事者の精神障害） 

・道路貨物運送業の業務上の自殺・死亡事案

は、全て男性であった。業務における心理的負

荷において、運転業務では、出来事「強」の「仕

事の量・質」が最も多く、非運転業務では、「特

別な出来事（極度の長時間労働）」が最も多い

ことが明らかになった。 
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№ 
分

類 

研究分担 

執筆者 
タイトル 研究から得られた主な知見 

7 事
案 

吉川 徹 業種・職種別の過

労死等の特徴と分

析結果活用に関

する研究 2024 

（重点業種：過労死等の実態のファクトシート） 

・医師、看護師、情報通信業を対象として過労

死等防止の啓発と防止策の普及を促進するフ

ァクトシートを作成した。また、精神障害の労災

認定事由の相違と防止視点を支援する業種比

較版のファクトシートを作成した。今後の普及が

期待される。 

8 事
案 

酒井一博 トラック運送業に

おける運行パター

ンの定量解析 

（重点業種：自動車運転従事者） 

・2024 年 4 月を境にドライバーの運行パターン

には変化が生じており、時間外労働規制変更

等の 2024 年問題は運行パターンにも現れてい

る。ドライバーの健康管理、メンタルヘルス対策

等の環境と職業性ストレスは、必ずしも大規模、

中規模、小規模と企業規模順にはならない。 

9 事
案 

髙見具広 脳・心臓疾患の労

災認定事案にお

ける連続勤務、深

夜勤務、不規則勤

務の分析 

（社会科学視点：労働時間の質の評価） 

・労働者の健康確保のためには、長時間労働

の是正とともに、連続勤務や深夜勤務・不規則

勤務の削減等、働き方を見直す必要がある。 

10 予
防
・コ
ホ
ー
ト 

高橋正也 労働安全衛生総

合 研 究 所

（JNIOSH）職域コ

ホート研究 

（JNIOSH コホート研究） 

・大規模コホートデータから継続的に高ストレス

状態を呈しがちである、あるいはこれまで高スト

レスを呈していなかったが高ストレス状態となっ

てしまう労働者の背景的特徴や傾向について

明らかとなった。 

11 予
防
・
現
場
介
入 

松元 俊 指輪型生体デバ

イスを用いたトラッ

ク事業者への睡眠

介入調査 

（介入研究：トラック事業者への睡眠介入調査） 

・指輪型生体デバイスとスマートフォンアプリを

用いた毎日の睡眠の「見える化」による介入は、

個々の睡眠時間の延長や睡眠時刻の固定に

は寄与しなかった。睡眠時間の延長には、出勤

時刻を遅くすることが有効であり、その結果とし

て血圧を低下させるかもしれない。不規則勤務

者の睡眠改善のためには、勤務スケジュール

への介入が重要であることが示された。 

12 

 
予
防
・
現
場
介
入 

井澤修平 心理社会的ストレ

スを評価するバイ

オ マ ー カ ー の 検

討：情報通信業の

労働者のいじめの

体験と爪コルチゾ

ールの関連 

（観察研究：生体コルチゾールの指標研究） 

・本研究では、いじめを体験している情報通信

業の労働者は、爪コルチゾールの値が高いこと

が示された。心理社会的ストレスによる慢性的

な生体負担を評価するバイオマーカーとして、

爪コルチゾールが有望であることが示唆され

た。 
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№ 
分

類 

研究分担 

執筆者 
タイトル 研究から得られた主な知見 

13 予
防
・
現
場
介
入 

西村悠貴 建設会社の土木

現場における現場

コミュニケーション

と心理的安全性に

関する調査研究 

（介入研究：コミュニケーションと心理的安全性） 

・元請け社員と協力会社社員という、立場の異

なる労働者が一緒にプロジェクトを推進するとい

う土木現場において、職場コミュニケーションや

心理的安全性に関する実態調査及び健康・生

産性指標との関連を検証した。今年度は調査を

実施し、来年度以降に詳細な解析を実施する。 

14 予
防
・
現
場
介
入 

木内敬太 「過労徴候しらべ

改訂版」の妥当性

検証－日本の労

働者を対象とした

ウェブ調査の結果

から－ 

（疫学研究：「過労徴候しらべ改訂版」の検証） 

・過労徴候しらべ改訂版は、過重労働による過

労徴候の増加や、休息による緩和を測定する

上で有効である。但し、「精神症状」や「極度の

身体不調」に関しては、さらなる概念的・測定的

検討が望まれる。 

15 予
防
・
心
血
管
系 

劉 欣欣 高年齢労働者の

心血管系負担に

関する研究 

（実験研究：ドライバーの心血管系負担） 

・過労死等が多い職種（運輸業）と高リスク者

（高年齢労働者）の勤務中の心血管系負担を

明らかにし、その負担の軽減策を提案していく

ことが本実験班の近年のミッションである。前期

の研究では、ドライバーの勤務中の心血管系負

担を緩和するため、1時間程度の昼休憩の確保

が望ましいことを示した。 

16 予
防
・
体
力
科
学 

松尾知明 過労死関連疾患

の予防対策に向

け た 体 力 評 価 研

究 

（実験研究：心肺持久力評価研究） 

・mJST は労働者が自己測定できる CRF 評価法

として有用である。しかし、mJST のように運動強

度が短時間で変動する体力測定では、手首装

着型デバイスでの HR（すなわち脈拍）測定によ

る V
．
O2max 推定は、妥当性がやや低下する可能

性がある。 

17 予
防
・
実
装 

酒井一博 過労死等の防止

の た め の 対 策 実

装に関する研究 

（実装研究：アクション 1～5 の取組みの総括） 

・ステークホルダー会議の業界メンバーとの連

携の継続により、より現場当事者に接近した実

態調査と改善の取組みの試行が可能になっ

た。 

18 予
防
・
実
装 

吉川 徹 対策実装研究： 

過労死等としての

精神障害の増加

事由とその防止策

に関する検討 

（実装研究：精神障害の防止アプローチ） 

・精神障害の防止には、主に「A．適応障害/疲

弊性うつ病（過重労働による）」と「B．急性ストレ

ス障害／PTSD（事故や災害の体験による）」の

2 つの病態に着目し、業種・業態、事業場の規

模、サプライチェーン、人事労務における人的

資源、産業保健体制の状況に応じた、実行可

能な啓発・普及策及び防止対策の実施が必要

である。 
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№ 
分

類 

研究分担 

執筆者 
タイトル 研究から得られた主な知見 

19 予
防
・
実
装 

石井賢治 アクション 1： 

ハイリスクドライバ

ーの把握と対策 

（実装 1：脳・心臓疾患ハイリスク） 

・ハイリスクドライバーを病院受診に結びつける

ためには、潜在的に存在する多様なニーズへ

の包括的な対応が重要であり、手引きと共に、

これらを推進する仕組みの構築が必要である。 

20 予
防
・
実
装 

茂木伸之 アクション 2： 

建設現場における

現場監督・技術者

の作業観察調査 

（実装 2：重層多層構造の解明） 

・現場調査において 2 時間から 4 時間の時間外

労働があることが明らかとなった。また、勤怠管

理から月 40 時間以上の時間外労働時間が認

められ、長時間労働の削減が必要であることが

示唆された 

21 予
防
・
実
装 

吉川 徹 アクション 3： 

中小事業場への

産業保健支援・サ

ービス手法の検討 

（実装 3：中小事業場の産業保健サービス） 

・中小事業場では安全と健康確保に関する十

分な知識の理解と実践をすることには課題があ

る。安全衛生を人権デューデリジェンスとして捉

えることで業界団体やサプライチェーンなど事

業者個人に委ねられない体制整備と現場視点

で経営に役立つ産業保健サービスを提供する

視点が求められる。 

22 予
防
・
実
装 

酒井一博 アクション 4： 

生活習慣の改善

の取組み 

（実装 4：ウェアラブルデバイスと健康管理） 

・多様な作業者が従事する建設現場をハブとす

る健康行動を促進する取組み事例が示された。

こうした取組みの実装のための今後の課題が整

理された。 

23 予
防
・
実
装 

酒井一博 アクション 5： 

改善型チェックリス

トの開発と実践 

（実装 5：参加型職場環境改善） 

・参加型職場改善プログラムの運輸職場への適

用は、少なくとも議論・コミュニケーションの機

会、管理者による現場の意見の把握に関して

有効であった。企業の状況に応じ、改善が実

行・継続する適用方法の検討が必要である。 
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A～E．事案研究（経年、病態、重点、社

会科学） 
図表 4 に示した通り、本年度の事案研究班

では 9 編の分担研究報告をまとめた。具体的

には、1)経年変化分析、2)病態・負荷要因の

分析、3)重点業種に関連した分析、4)社会科

学的視点に関する分析を行った。 

 

A．目的 

1. 経年変化 

1) 業務上認定事案の経年変化分析 

脳・心臓疾患及び精神障害の過労死等事

案について業務上及び業務外の過労死等デ

ータベースを構築・解析し、性別、発症時年齢

階層、決定時疾患名、業種、健康管理等並び

に労働時間以外の業務の過重性（負荷要因、

出来事）等の経年変化を検討することを目的と

した。 

2. 病態・負荷要因 

1) 院外心肺停止の病態研究 

過重労働と循環器疾患の発症の関連を示

す報告はあるものの、そのメカニズムについて

はいまだ不明な点が多い。過重労働による心

停止発症メカニズムを探るため、心停止の原

因となる①心筋虚血による心停止、基礎心疾

患を元にした②不整脈による心停止、③心不

全による心停止の 3 つの病態について、過重

負荷と関連の強い病態を明らかにした。 

2) パワーハラスメント事案の分析 

近年、いじめ・暴力・ハラスメントの事案が急

増している。そこで、令和 3 年度の精神障害に

関する労災認定事案のうち、「上司等から、身

体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメント

を受けた」が認められた事案の特徴を検討した。 

3) セクシュアルハラスメント事案の分析 

平成 23 年の労災認定基準の改定でセクシ

ュアルハラスメント（以下「セクハラ」という。）が

追加されたが、その実態については十分解析

されていない。そこで、平成 24 年度～令和 3

年度における10 年間のセクハラ及び強制わい

せつ等で労災認定された精神障害事案のデ

ータベースを基に基礎集計を行い、セクハラ

及び強制わいせつ等の予防を目的とした詳細

分析を行った。 

4) 職場支援・産業医等の関与に関する分析 

過労死等の事案における「職場の支援」に

関しては、上司・同僚による支援に加え、産業

医等の産業保健職による支援の状況も精神障

害の発症や予防、悪化と関係している可能性

が想定される。令和 5 年の精神障害の労災認

定基準の改定においても、心理的負荷の出来

事が中程度であったとしても、職場の支援がな

い場合は心理的負荷が「強」となることが、明

確に示された。本研究では、過労死等事案の

調査復命書における産業医の意見を記入す

る欄の情報を用いて、産業医等の関与につい

て分析することで、職場支援の程度に関する

知見を整理する目的で解析を行った。 

3. 重点業種 

1) 道路貨物運送業の自殺事案分析 

精神障害の労災認定事案には、生存事案

と死亡事案（自殺事案）が含まれるが、その心

理的負荷要因が異なることが知られている。し

かし、道路貨物運送業では、自動車運転従事

者が多いのか、長時間労働になりやすく業務

のプレッシャーなども高い運行管理者が被災

しているのかその実態が不明である。そこで、

平成 22 年度から令和 3 年度の 12 年間の労

災支給決定された道路貨物運送業における

精神障害事案の自殺・死亡事案について検

討を行った。 

2) 業種・職種別ファクトシート 2024 

第 14 次労働災害防止計画（令和 5(2023)年

度から令和 9(2027)年度）では、過労死 C にお

ける研究成果を踏まえた業種別・職種別の防

止対策の作成及び周知に取り組むことが記載

され、業種別・職種別に注目した防止対策の

取り組みが必要とされている。本研究では、令

和 6（2024）年 4 月に時間外労働の上限規制

の適用が開始された医師、重点業種「医療」の

看護師、「IT 産業」の情報通信業、精神障害

の業種別の労災認定事由に注目し、対象業

種・職種における事案分析研究等の知見の整

理及び成果の活用について検討し、過労死等

の実態を端的に紹介するファクトシートの開発

を行った。 

3) トラック運送業の運行パターンの定量解析 

過労死等脳・心臓疾患事案から得られた特

徴的な運行パターンに基づいて、運輸事業者

の運行の特徴や過重性について評価すること

及び時間外労働規制等の制度変更が実施さ

れる 2024 年 4 月を境に運行パターンにどのよ

うな変化が生じているのか調査を行った。また、

Web 調査により、過労死等のリスクを低減させ

る条件や適切な管理方法を検討した。 



 

10 

 

4. 社会科学 

1) 連続・深夜・不規則勤務の社会科学分析 

脳・心臓疾患の労災認定事案における過重

負荷に関し、休息時間の確保に関わる連続勤

務、深夜勤務、不規則な勤務・交替制勤務と

いった勤務状況を分析することで、時間外労

働の長さにとどまらず、労働者の健康悪化をも

たらした勤務状況について多角的に考察した。 

 

B．方法 

1. 経年変化 

1) 業務上認定事案の経年変化分析 

過労死等データベースは、厚生労働省が

『過労死等の労災補償状況』で公表している

データ及び調査復命書等の提供を受け、デー

タ整理（ラベリング等）・項目別入力・検査を経

て、平成 22～令和 4 年度の（1）業務上事案デ

ータベース（脳・心臓疾患 3,294 件、精神障害

6,438 件）、（2）業務外事案データベース（脳・

心臓疾患 5,268 件、精神障害 12,512 件）を構

築し、当該データベースから基本集計を行っ

た。 

2. 病態・負荷要因 

1) 院外心肺停止の病態研究 

調査復命書の記載内容に基づき作成され

た過労死等 DB（脳・心臓疾患事案の業務上

認定事案 2,027 件、平成 22 年 4 月～平成 29

年 3 月の 7 年間及び業務外認定事案 1,961

件、平成 22 年 1 月～平成 27 年 3 月の 5 年

間分）を用い、決定時疾患名が心筋梗塞、狭

心症、心停止のうち院外心肺停止を来した業

務上認定事案 450 件及び業務外認定事案

479 件を対象に、心停止発症の病態分類、性

別、年齢、喫煙、飲酒、職種、発症 6 か月前平

均時間外労働時間を調査し、業務上認定事

案と業務外認定事案で病態分類の比較を行

った。また、業務上認定事案で多かった不整

脈による心停止について、時間外労働時間別

の発症リスクをロジスティック回帰分析で分析

した。 

2) パワーハラスメント事案の分析 

令和 3 年度に支給決定された精神障害事

案 629 件（パワハラ認定事案 150 件を含む）を

分析対象とした。調査復命書の記載内容を精

査し、パワハラ 6 類型のうちどの種類のパワハ

ラが行われたのかを確認し、心理的負荷の強

度別に集計した。事後対応の記載の有無も確

認した。加害者、被害者別に項目を分類し、

被害者の年代、性別、生死の別、業種、職種

について、パワハラの 6 類型及び出来事の認

定とそれ以外の出来事の認定の頻度と割合を

集計した。また、特別な出来事、恒常的長時

間労働、具体的出来事のそれぞれとパワハラ

の重複についてもその頻度と割合を集計した。 

3) セクシュアルハラスメント事案の分析 

対象とする業種は全業種とし、平成 24 年度

～令和 3 年度における 10 年間のデータベー

ス（セクハラ 331 件、強制わいせつ等 108 件）

を基に基礎集計を行い、さらに令和 3 年度の

セクハラ 57 件、強制わいせつ等 20 件の調査

復命書を精読し、分析を試みた。 

4) 職場支援・産業医等の関与に関する分析 

支給・不支給を合わせた平成 30 年度 1,461

件、令和元年度 1,586 件の調査復命書を対象

に、産業医意見欄から産業医等による対応内

容が読み取れた事案をカウントし、各年度で労

働者数と支給・不支給の別で集計した。さらに、

記載内容の探索的な検討を試みた。 

3. 重点業種 

1) 道路貨物運送業の自殺事案分析 

労災支給決定された 5,728 件の精神障害事

案データベースを使用し、道路貨物運送業 49

件、運輸に附帯するサービス業 2 件、合計 51

件（運転業務 23 件、非運転業務 28 件）を対象

とした。分析項目は、基本属性、発症時・死亡

時年齢、決定時疾患名、入社日から発症及び

発症から自殺・死亡までの日数等とし、業務に

おける心理的負荷（平成 23 年認定基準）の記

述統計を行った。 

2) 業種・職種別ファクトシート 2024 

平成 27(2015)年度より実施してきた過労死

等事案研究のうち、重点業種「医療」「IT 産業」

に関連した調査研究報告を収集し、各分担研

究報告においてまとめられた過労死等防止の

ために取り組むべき視点の整理を行った。また、

多業種・多職種の精神障害に注目して、認定

事由とされた心理的負荷の違いの整理を行っ

た。これらの結果をもとに A4 で 2 枚程度の「業

種・職種別に過労死等の実態をまとめたファク

トシート」を作成した。また、令和 5(2023)年度

に作成した「自動車運転従事者」「建設業」に

ついても、公開に向けてのデータの見直し、レ

イアウトの修正などを行った。 

3) トラック運送業の運行パターンの定量解析 

デジタルタコグラフ（以下「デジタコ」という。）

データから運行を 8 パターン分類し、2019 年 4
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月～2022 年 6 月と 2023 年 6 月～2024 年 6

月の 2 期での運行パターンの比較分析及び

2024 年 4 月前後の運行パターンの推移の評

価を行った。また、Web 調査により、職業性スト

レス簡易調査票、所属企業及び個人の健康

診断の実施・受診状況及び健康課題の相談

窓口について調査し、事業者規模別に分析し

た。 

4. 社会科学 

1) 連続・深夜・不規則勤務の社会科学分析 

平成 22 年度～令和 4 年度における脳・心

臓疾患の労災認定事案のうち、「長期間の過

重業務」が過重負荷として認定された事案を

対象とした。具体的には、「調査復命書」に付

属する「労働時間集計表」の記録を、過労死

等データベースの属性情報と接続したものを

データとして使用し、労働時間集計表データ

に欠損がない 2,848 事案を分析対象とした。 

 

Ｃ．結果 

1. 経年変化 

1) 業務上認定事案の経年変化分析 

（1）令和 4 年度の脳・心臓疾患及び精神障

害の業務上事案では、性別比、年齢、死亡・

自殺（未遂を含む）、疾患名について前年度と

若干の差異があったものの、通年では、脳・心

臓疾患は男性が約 95%、年齢は 40～59 歳が

多く、死亡は 4 割弱、脳血管疾患が約 6 割、

業種（大分類）は「運輸業，郵便業」が合計件

数、雇用者 100 万人対換算値とも最も多く、ま

た、精神障害は女性が約 36%で、年齢は 50 歳

未満が多く、自殺（未遂を含む）が約 16%、気

分[感情]障害（F30～F39）が 45%弱、業種（大

分類）で合計件数が多いのは「製造業」であっ

たが、雇用者 100 万人対換算値が高いのは

「運輸業，郵便業」であった。（2）令和 4 年度の

業務外事案では脳・心臓疾患の性別比、死亡、

疾患名について前年度と若干差異があったも

のの、精神障害では前年度との顕著な差異は

なかった。通年では、脳・心臓疾患は男性が

約 85%、年齢は業務上事案に比べ 60 歳以上

が多く、死亡は約 34%、脳血管疾患が約 6 割、

「運輸業，郵便業」が合計件数、雇用者 100 万

人対換算値とも最も多く、また、精神障害は、

女性が約 44%、業務上事案に比べ 29 歳以下

が少なく、自殺（未遂を含む）が約 11%、気分

[感情]障害（F30～F39）が約 39%、業種（大分

類）で合計件数が多いのは「医療，福祉」であ

るが、雇用者 100 万人対換算値が高いのは

「情報通信業」であった。 

2. 病態・負荷要因 

1) 院外心肺停止の病態研究 

業務上認定事案は業務外認定事案に比較

し、男性が多く、若年で、喫煙率が高く、非飲

酒者が少なかった。業務上認定事案では不整

脈による心停止が 34%と業務外認定事案の

25%と比べ有意に多かった。また、発症 6 か月

前の平均時間外労働時間が 100 時間以上の

群で有意に不整脈による心停止が多く、ロジス

ティック回帰分析で性、年代、職種等を調整後

でも 60 時間未満群と比較して 100 時間以上

の時間外労働群の不整脈発症リスクは OR 

2.12（1.24-3.61）倍と有意に高かった。 

2) パワーハラスメント事案の分析 

パワハラの 6 類型では、精神的な攻撃を伴

う事案が最も多かった（約 89%）。パワハラ認定

事案のうち、事後対応の有無が不明であった

ものが約 69%、事後対応ありが約 25%、事後対

応なしが約 7%であった。パワハラの加害者は

管理者（部長、課長、主任、店長等）が最も多

く、約 67％、被害者は部下が最も多く 75%の事

案に該当した。被害者の詳細について、半数

程度は一般的な正社員であるが、残りの半数

には、新入社員をはじめ、係長・主任相当、非

正規雇用、有資格者など、特定の弱い立場に

ある人が含まれていた。10 代男性に対する身

体的な攻撃や、10 代女性に対する個の侵害、

60 代でのパワハラの割合の多さなど、年代、

性別とパワハラ被害の関連が一部認められた。

一部の業種、職種において、パワハラ認定事

案の割合がやや多かった。ノルマの未達や非

正規社員としての不利益取扱い、仕事のペー

スの変化、部下とのトラブルなど、具体的出来

事とパワハラとの関連も認められた。パワハラ

のみの認定事案は 91 件であった。 

3) セクシュアルハラスメント事案の分析 

調査対象期間におけるセクハラ被災者は

331 件であり、男性 9 件（2.7％）、女性 322 件

（97.3％）であった。強制わいせつ等の被災者

は 108 件であり、男性 3 件（2.8%）、女性 105 件

（97.2％）であった。セクハラ及び強制わいせ

つ等に関しては、少人数の事業場での被災者

数が多く、女性のセクハラ被災者は「製造業」、

「建設業」、女性の強制わいせつ等被災者は

「金融業,保険業」に有意に多かった。セクハラ

では適応障害を発症することが多く、強制わい
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せつ等では心的外傷後ストレス障害を発症す

ることが多かった。 

4) 職場支援・産業医等の関与に関する分析 

産業医等による対応内容の記載割合は、各

年度と支給・不支給の別において 3.3〜6.5％

（15〜30 件に 1 件）、労働者数 50 人以上に限

れば 4.4〜9.9％（10〜23 件に 1 件）の範囲で

あった。両方の年度において、支給よりも不支

給の事案のほうが記載割合は高かった。記載

内容としては、労災の請求前に作られた資料

（例：医師による面接指導報告書の内容）の転

記が、請求後に作られた資料（例：労働基準監

督署が産業医に照会した内容）よりも多かった。 

3. 重点業種 

1) 道路貨物運送業の自殺事案分析 

自殺事案 51 件は全て男性であった。業務

における心理的負荷のうち、特別な出来事及

び出来事「強」が単独の事案（35 件）では、運

転業務（17 件）においては、心理的負荷要因

として「仕事の量・質」が 10 件（58.8％）と最も

多く、そのうち 8 件が「1 か月に 80 時間以上の

時間外労働を行った」であった。次いで「対人

関係」が 3 件（17.6％）、「仕事の失敗、過重な

責任の発生等」が 2 件（11.8％）の順であった。

非運転業務（18 件）においては、「特別な出来

事（極度の長時間労働）」が最も多く 8 件

（44.4％）で、そのうち、職位では「管理職」及

び「その他」がそれぞれ 3 件で、管理職の 3 件

は、「異動による支店の立て直しとそれに伴う

上司からの𠮟責」、「上司からの半年に及ぶ𠮟

責及び業績見込み違い」、「地震による所内倉

庫の復旧業務」が影響したことによる「特別な

出来事（極度の長時間労働）」であった。 

2) 業種・職種別ファクトシート 2024 

これまで公開された過労死等の実態に関す

る研究報告書（医療 3 報、IT 産業 2 報）及び

関連して発表された学術論文等を参照し、対

象となった業種・職種において過労死等の実

態として整理すべき事項をまとめた。これらの

結果に基づき医療（医師）、医療（看護師）、IT

産業（情報通信業）、業種・職種別の精神障害

の労災認定事由としての心理的負荷要因に関

する情報を整理し、過労死等の実態の紹介及

び過労死等防止を促進するファクトシート案を

作成した。「自動車運転従事者」「建設業」に

ついても見直し、HP 公開版を作成した。 

3) トラック運送業の運行パターンの定量解析 

ドライバー個人の運行パターンは、従来同

様、早朝時間帯に出庫するパターンが多くを

占めるが、最近はその割合が約 6 割にまで減

少しており、連続勤務型や短休息型の運行パ

ターンが増加していた。しかしながら、2024 年

4 月を境に運行パターンに変化が見られ、早

朝出庫型不規則タイプのパターンで運行する

ドライバーが急増した。ドライバーの健康管理、

メンタルヘルス対策等の環境は、企業規模に

より相違があり、職業性ストレスは必ずしも大企

業で少ない結果とはならなかった。 

4. 社会科学 

1) 連続・深夜・不規則勤務の社会科学分析 

対象事案における 1 か月あたりの勤務日数

の中央値は 24.50 日であり、1 か月あたりの勤

務日数が 26 日超の事案が 19.9%を占めた。中

央値で見ると、「農林業」、「漁業」、「宿泊業, 

飲食サービス業」、「複合サービス事業」等の

業種や、「農林漁業従事者」、「建設・採掘従

事者」、「サービス職業従事者」等の職種にお

いて勤務日数が多い傾向にあり、休日を特に

取得しにくい業種・職種と言える。また、評価

期間内で 14 日以上の連続勤務がある事案が

26.4%を占めた。就業時間帯に関して、中央値

で見ると、「漁業」、「運輸業, 郵便業」等の業

種や、「保安職業従事者」、「輸送・機械運転

従事者」、「農林漁業従事者」等の職種におい

て深夜勤務の頻度が高い。さらには、中央値

で見ると、「漁業」、「運輸業, 郵便業」、「金融

業, 保険業」、「医療, 福祉」等の業種や、「保

安職業従事者」、「輸送・機械運転従事者」、

「農林漁業従事者」等の職種では、始業時刻

の標準偏差が大きく、始業時刻が一定でない

不規則勤務・交替制勤務の状況が多く観察さ

れた。 

 

Ｄ．考察 

1. 経年変化 

1) 業務上認定事案の経年変化分析 

令和 4 年度の業務上事案数は脳・心臓疾患、

精神障害とも前年度に比べ増加しており、この

部分の属性等に変化があるが、通年では属性

等に顕著な違いはなく、これは業務外事案で

もほぼ同様であった。よって、過労死等防止対

策を展開する上で、継続的なモニタリングとデ

ータベースの構築は今後も必要と考えられる。 

2. 病態・負荷要因 

1) 院外心肺停止の病態研究 

長時間労働により心筋梗塞の発症リスクが
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増加することは複数の報告があるが、今回の

分析研究により時間外労働が月平均 100 時間

を超えると不整脈による心停止発症のリスクが

より大きくなることが示唆された。その機序とし

て、(1)長時間労働による睡眠時間の短縮が、

交感神経の過剰亢進と心筋細胞の興奮性を

高 め 、 心 拍 数 増 加 や 異 常 興 奮 （ early 

afterdepolarization など）を生じて、心房細動

（AF）や心室性不整脈（PVC, VT）などの不整

脈発作を誘発した可能性が考えられる。また、

(2)睡眠不足により、コルチゾールやカテコー

ルアミン（アドレナリンなど）が増加し、これによ

り、血清カリウム低下（低カリウム血症）やマグ

ネシウム異常が起こりやすく、心筋の再分極異

常を引き起こし、QT延長や心室性不整脈を誘

発している可能性が推測された。さらに、(3)長

時間労働などによる睡眠不足は血圧上昇や

血管内皮機能障害を促進し、冠動脈の血流

低下を招き、心筋虚血により、異常伝導や局

所的な再分極異常が起こり、不整脈発生基盤

が形成される可能性なども推測された。 

2) パワーハラスメント事案の分析 

今回の分析から、職場での厳しい叱責が度

を越して精神的な攻撃となる事案が多いことが

わかり、特に管理的な地位にいる労働者への

パワハラ防止に関わる教育やトレーニングの

提供が必要である。また、対象は労災認定さ

れた事案であり、労災認定のための心理的負

荷要因を主に評価しているため限られた情報

の資料ではあるが、事後対応の不十分さが認

められた。形式的な対応ではなく、当事者間

の軋轢の解消や被害を訴える労働者の労働

環境改善に主眼を置いた事後対応が必要で

ある。新入社員など、一部の属性の労働者は、

弱い立場に置かれやすく、パワハラの被害に

もあいやすい可能性が示唆されたことから、キ

ャリア、年代、事業場内の立場などによって対

策を検討することが必要と考えられた。 

3) セクシュアルハラスメント事案の分析 

セクハラ及び強制わいせつ等の共通した危

険因子は、女性若年労働者、少人数の事業

場であることが考えられた。セクハラ及び強制

わいせつ等では事後の対応は困難であるため、

被災者より相談があった際には、迅速かつ適

切な対応が必要である。加えて、必要に応じて

身体科だけではなく精神科医療にも繋げるこ

とが肝要である。 

4) 職場支援・産業医等の関与に関する分析 

今回の対象期間では支給よりも不支給のほ

うが記載割合は高かったが、同じ傾向が続くの

かを知るには更なる分析が必要である。また、

いずれの年度においても、「転記」が「非転記」

よりも多かった。今回、記載内容の詳細につい

て一般化できるほどの分析はできなかったが、

産業医等の活動が労災認定されるような出来

事の発生防止に直接的に効いている可能性

だけでなく、記録が残っていたこと自体が事業

場における安全衛生活動が活発に行われて

いる表れである可能性も想定された。今後、分

析対象を他の年度に広げて対応内容が記載

された事案を増やすとともに、各種資料の作成

時期及び精神障害発症時期との関係等につ

いて分析を試みること等が想定される。 

3. 重点業種 

1) 道路貨物運送業の自殺事案分析 

業務における心理的負荷は、運転業務では、

出来事「強」の「仕事の量・質」が最も多く、そ

の 80％が出来事「1 か月に 80 時間以上の時

間外労働を行った」であり、長時間労働が常態

化していたことによる自殺・死亡事案であること

が明らかになった。非運転業務では、「特別な

出来事（極度の長時間労働）」が最も多く、そ

の内、管理職においては「仕事の失敗、過重

な責任の発生等」に伴う上司とのトラブルが明

らかになり、対人関係を考慮に入れた対策が

必要と考えられる。対人関係は、件数は少な

いが長時間労働要因の次に多い事案であり、

加えて長時間労働要因に付随した要因も見ら

れたためハラスメント対策が必要と考えられる。 

2) 業種・職種別ファクトシート 2024 

作成された資材（業種・職種別ファクトシート

2024）の活用が期待される。一方、作成された

ファクトシート（案）はその対象者ごとで過労死

等防止に関する対策内容が異なる可能性があ

り、内容及び情報の伝え方などを含めて今後

も検討を進める必要がある。特に、現場の管理

者、医師、看護師、IT 産業で働くシステムエン

ジニア等の技術職や事務職、人事・労務管理

担当者、産業保健実務者、また行政担当者や

研究者からの意見などを集約し、過労死等防

止に重要なファクトシートとして見直し、公開し、

活用する場面などを検討する必要がある。 

3) トラック運送業の運行パターンの定量解析 

トラック輸送に関連する諸課題の表出や、そ

の対応により、2024 年 4 月を境に運行パター
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ンには変化が生じており、今後のパターン解

析により実態を明らかにできるものと思われる。

また、多面的なドライバーの健康管理の実態

把握と対策案が必要である。 

4. 社会科学 

1) 連続・深夜・不規則勤務の社会科学分析 

本研究で対象とした事案の大半は長時間

労働の状況にあるが、加えて、連続勤務、頻

繁な深夜勤務、不規則勤務・交替制勤務のケ

ースが一定程度ある。こうした働き方は、休息

時間の著しい制約や、生体リズムとの不整合

等により、健康に悪影響を及ぼす。また、勤務

の状況には、業種や職種による差があり、特定

の業種や職種で課題が大きいことが示された。 

 

Ｅ．結論 

過労死等事案の解析：業種ごとの実態・傾

向を把握した（過労死等事案の経年変化、心

臓疾患の病態、ハラスメント事案の詳細、精神

障害事案の事業場対応、道路貨物運送業の

精神障害事案、トラックドライバーの過重労働、

脳・心臓疾患の連続・深夜・不規則勤務）。ま

た、業種・職種別のファクトシートを作成した。 
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A～E．予防研究（コホート、現場介入、

心血管系、体力科学、対策実装） 
過労死等防止対策づくりを強化するため、

疫学研究、実験研究、対策実装研究を「予防

研究」として統合し、各研究間の相互補完を目

指した。具体的には、1 労働時間・時間以外要

因と心身の健康との縦断的関連の解明研究

(コホートチーム)、2 労働現場に即した対策の

提案研究（現場介入チーム）、3 過労死等の高

リスク群（高齢者等）の循環器負担の解明と対

策提案研究(心血管系チーム)、4 労働者の健

康維持のための体力科学的評価と対策提案

研究（体力科学チーム）、5 業界ステークホル

ダーと協働したエビデンスに基づく予防策の

労働現場での実践と検証研究（対策実装チー

ム）の 5 つのチームで研究を実施し、過労死等

事案の解析や労働・社会面の調査研究とも連

携を密にした。 

図表 4 に示した通り、本年度の予防研究で

は 14 編の分担研究報告をまとめた。 

 

Ａ．目的 

1. JNIOSH コホート研究 

JNIOSH 職域コホート研究の収集状況と全

体の特徴を示し、これまで収集したデータから

本年度はメンタルヘルスに着目し職業性ストレ

スの経年変化とその背景要因等について縦断

的に検証した。 

2. 現場介入と対策提案研究 

1) トラック事業者への睡眠介入調査 

指輪型生体デバイスとスマートフォンアプリ

を用いた毎日の睡眠の「見える化」と睡眠アド

バイスによる介入が、不規則勤務者の睡眠の

取り方と健康・安全に及ぼす影響を検証した。 

2) 生体コルチゾールの指標研究 

爪には過去数か月にわたって体内で分泌さ

れたコルチゾールが蓄積されており、慢性的

なストレスを評価する指標として注目されてい

る。本研究では、過労死等多発職種の一つで

ある情報通信業の労働者を対象に、心理社会

的なストレスとしていじめの体験をとりあげ、爪

に含まれるコルチゾールとの関連を横断的に

検討した。 

3) コミュニケーションと心理的安全性 

本研究は、日本全国の土木現場を対象に、

元請け社員と協力会社職長間のコミュニケー

ションの実態とその労働安全・衛生への影響を

明らかにすることを目的とした。特に、両者の

間でコミュニケーションの質や量に関する認識

のずれの有無を調査して、土木現場における

安全・健康な職場環境を実現するための知見

を得ることを目指す。 

4) 「過労徴候しらべ改訂版」の検証 

過労徴候しらべ改訂版は、過重労働による

過労徴候の増加や、休息による緩和を測定す

る上で有効である。令和 5 年度までに開発・検

証を行った過労徴候しらべ改訂版の妥当性を、

日本の労働者を対象としたウェブ調査の結果

に基づいて検証した。 

3. 循環器負担の解明と対策提案研究 

今期の研究では、高年齢労働者の勤務中

の心血管系反応を明らかにし、その反応特徴

によって複数の反応グループに分類すること

を目的とした。今後は各反応グループの特徴

に合わせた負担の軽減策について検討する。 

4. 体力科学的評価と対策提案研究 

過労死等の実態解明に向けては、労働環

境などの外的要因だけでなく労働者自身の特

性（内的要因）にも目を向ける必要がある。体

力科学チームはそのような内的要因の１つで

ある心肺持久力（cardiorespiratory fitness ：

CRF）に着目しており、これまでの研究で労働

者向け CRF 評価法として、質問票（WLAQ）と

簡易体力検査法（J-NIOSH ステップテスト：JST）

を開発した。最近は WLAQ を用いた疫学調査

研究や JST の実用性を高める（自己測定を可

能にする）ための実験研究に取り組んでいる。

本年度は改良版 JST（mJST）の妥当性検証実

験の結果（研究①）と、WLAQ を用いたコホー

ト研究の概要（研究②）について報告する。 

5. 対策実装研究 

過労死等の防止のための対策実装研究では、

産業界の安全衛生のキーパーソン、産業保

健・労務の有識者・研究者をメンバーとする

「過労死等の防止対策ステークホルダー会議」

での議論を通じて、過労死等の削減に向けた

仕組みや支援ツールの提案、モデル的な事

業の実装及び効果（現場改善、とりわけ過重

労働の軽減や、生産性の向上）の検証を行っ

た。 

 

Ｂ．方法 

1. JNIOSH コホート研究 

収集状況は参加者数等を年度ごとに示す。

職業性ストレスの経年変化については 2020 年
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度と 2021 年度調査の継続参加者（対象人数 

n=25,862）のデータを用いる。職業性ストレス

の経年変化については 2 年間のストレス状態

で分類した（LL: 低ストレス状態が継続、HL: 

高ストレスから低ストレス状態に変化、LH: 低

ストレスから高ストレス状態に変化、HH: 高スト

レス状態が継続）。状態の分類別に性別、年

齢、雇用形態、職種、勤務形態、労働時間の

変化などの特徴を比較した。 

2. 現場介入と対策提案研究 

1) トラック事業者への睡眠介入調査 

貨物自動車運送業の地場トラックドライバー、

内勤者、倉庫作業者の 40 人が本調査に参加

した。2 か月間の介入条件と 2 か月間の統制

条件での調査をクロスオーバーデザインで行

った。介入条件では参加者が 2 か月間の指輪

型生体デバイス装着とスマートフォンアプリで

毎日の睡眠状況の確認を行った。その他の測

定項目は、調査期間を通して、機器を用いて

の睡眠、血圧、反応時間検査測定、唾液採取、

WEB アンケート、勤務データであった。 

2) 生体コルチゾールの指標研究 

本研究は、オンライン調査と 4 週間にわたる

爪の採取から構成されており、2023 年 10 月～

2025 年 5 月に調査会社を通して実施された。

対象者は 20 歳から 49 歳の情報通信業の労

働者であり、爪のコルチゾールの測定が完了

し、外れ値などを除外した 725 名のデータが解

析の対象となった。オンライン調査では、人口

統計学的要因や労働要因に関する設問とあ

わせて、新職業性ストレス簡易調査票より抜粋

したいじめに関する項目を含めた。具体的に

は、「職場で自分がいじめにあっている（セクハ

ラ、パワハラを含む）」という設問に対して、「そ

うだ」「まあそうだ」「ややちがう」「ちがう」の選択

肢で回答を求めた。 

3) コミュニケーションと心理的安全性 

令和 6 年 12 月に、大手ゼネコンの土木現

場 49 か所で働く労働者 861 名を対象とした匿

名調査を実施した。質問票では、デモグラフィ

ックデータ、勤怠データ、睡眠に関する設問に

加えて、現場の雰囲気やコミュニケーションに

関する設問、心理的安全性、ワークエンゲー

ジメント、うつ症状リスクに関する質問を尋ねた。

861 名のうち、研究利用に同意した 798 名のデ

ータを解析対象とした。今後さらに、現場（49

現場）や立場（元請け・協力会社職長）別の基

礎統計や立場間での認識のずれを分析し、心

理的安全性やワークエンゲージメントとの関連

性を検証する予定とした。 

4) 「過労徴候しらべ改訂版」の検証 

令和 6 年 1 月に日本の労働者を対象にウェ

ブ調査を行い、得られたデータ 6,936 件を分

析した。まず因子分析により因子的妥当性を

確認し、その後、各項目の代表値や得点分布

を検討した。さらに相関分析を用いて、過労徴

候と他の変数（過重労働の経験、睡眠による

休養、連休による休息、抑うつやストレス、脳・

心臓疾患の徴候）との関連を検討した。加えて、

過重労働の種類や年末年始の休息経験の有

無による過労徴候の差も検証した。 

3. 循環器負担の解明と対策提案研究 

前期(R3～R5)のドライバーを対象とした実験

のデータをさらに分析し、研究成果の一部が

英文原著論文として受理されたため、その詳

細を報告する。今期実験では、60 代の高年齢

労働者を対象とし、勤務中(9:00～18:00)の心

血管系反応などを測定する予定とした。今年

度は実験環境の整備、倫理審査の申請、実験

プロトコールの設定、作業課題の作成などを

行った。 

4. 体力科学的評価と対策提案研究 

研究①の対象者は mJST とランニングマシン

による最大酸素摂取量（VO2max）測定（CRF

の基準測定法）に参加した労働者男女 49 人

（30～59 歳）である。mJST 実施中の心拍数

（HR）測定は、実験スタッフによるモニター心

電計での測定と、参加者自身による手首装着

型デバイスでの測定の 2 手法で行った。研究

②では、構築中の研究コホートのベースライン

記述統計値をまとめた。主な調査項目は、

WLAQ から得られる CRF 値や勤務時間等と、

健診結果から得られる各種検査数値である。 

5. 対策実装研究 

対策実装研究チームは令和 4（2022）年度

に 5 つの対策アクションをステークホルダー会

議で提案した。それらは、①事業者によるハイ

リスク者の把握と管理、②重層構造の解明、③

小規模事業場の健康・労務管理の改善と支援、

④個人の行動変容の支援、及び⑤職場環境

改善の推進である。本年度は、令和 5(2023)年

までの研究に続き、対策の仕組みづくり及びツ

ール開発を継続し、ツールの適用を進めた。

また、2 つの新規アクション（精神疾患対策、介

護労働での対策）の可能性の検討を行った。 
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Ｃ．結果 

1. JNIOSH コホート研究 

2024 年度は計 85,416 人が研究協力に同意

（参加率約 44％）し、2018 年度調査からの参

加者数はのべ約 41 万人となった。職業性スト

レス変化の分類ごとの割合は LL:81.3％、HL: 

5.5％、LH: 6.9％、HH: 6.2％であり、2 年間で

一度でも高ストレスを呈したことのある者は全

体の約 18％であった。継続的な高ストレス状

態（HH）は「女性」、「管理職以外」で高い傾向

が見られた（HH：女性 7.5％、男性 5.0％、管

理職 3.0％、管理職以外 6.7％）。低ストレスか

ら高ストレス状態（LH）となった特徴として 30 歳

未満が多く、労働時間が 41 時間/週以上に

増えていた。 

2. 現場介入と対策提案研究 

1) トラック事業者への睡眠介入調査 

睡眠の「見える化」及び睡眠アドバイスによ

る、参加者の睡眠への意識や行動の変化は 3

割程度であり、介入条件で睡眠時間は延びな

かった。睡眠時間の延長は、早い就床時刻と

遅い出勤時刻と関連しており、睡眠時間が長

い月ほど血圧値が低下する関連が示された。 

2) 生体コルチゾールの指標研究 

いじめの体験の設問に対して、「そうだ」と回

答した労働者は 12 名（1.7%）であった。交絡要

因を調整した共分散分析を実施したところ、

「そうだ」を選択した人は、「ややちがう」「ちがう」

を選択した人よりも爪コルチゾールの値が高い

ことが示された。 

3) コミュニケーションと心理的安全性 

集計結果では、女性比率が低く、元請け社

員は協力会社職長よりも労働時間が長く睡眠

時間が短い傾向が見られた。また、ネガティブ

な発言を受けた経験は元請け社員の方が多

かった一方、ポジティブな発言を受けた経験も

元請け社員の方が多かった。職場（現場）の心

理的安全性尺度については、元請け社員と協

力会社社員間で大きな差はなかった。今後よ

り詳細な集計・解析を実施する予定とした。 

4) 「過労徴候しらべ改訂版」の検証 

対象者の平均年齢は 47 歳（女性 53%、男性

46%）で、雇用形態は 60%が無期雇用であった。

業種・職種は多様であり、因子分析の結果、先

行研究で報告されている 3 因子（「疲労感と睡

眠障害」「精神症状」「極度の身体不調」）が概

ね再確認されたが、一部の精神症状項目の因

子負荷量は低めであった。また、各項目の得

点は 0（まったくなかった）に偏る傾向が見られ、

床効果（データの分布が測定範囲の下限に偏

っている状態）が示唆された。相関分析では、

過労徴候が過重労働の経験、睡眠や連休に

よる休息感、抑うつ・ストレス、脳・心臓疾患の

徴候と関連していることが示された。さらに、過

重労働の種類や連休の有無などによって過労

徴候の程度が異なることも確認された。 

3. 循環器負担の解明と対策提案研究 

ドライバーのシミュレータ運転中の心血管系

反応と異なる休憩パターンによるこれらの反応

への影響を明らかにした論文を公表した。主

な結果として、計 30 分より計 60 分の休憩、ト

ータルの休憩時間が同じ場合は 2 回に分割す

るより 1 回のまとまった休憩が心血管系反応の

緩和効果が大きかった。今期の実験準備は予

定通り進んでおり、来年度本実験を行う予定

である。 

4. 体力科学的評価と対策提案研究 

①mJST 実施中の HR は手首装着型デバイ

スの値が心電計の値より総じて低かった。この

影響もあり、手首装着型デバイスの HR を使っ

た mJST での推定 VO2max と実測 VO2max と

の相関係数（r=0.68）は、先行研究における心

電計の HR を使った JST での相関係数（r=0.73）

より低かったが、誤差評価値（SEE）は mJST

（4.4 mL・kg-1min-1）と JST（4.5 mL・kg-1min-

1）で同等であった。②構築中の研究コホート

は、国内企業 2 社それぞれの社員グループと、

研究所測定会の参加者グループの計 3 グル

ープで構成している。コホート研究（長期追跡

調査）としての活用が見込まれる対象者数は

現段階で計 2,400 人ほどである。 

5. 対策実装研究 

新たに精神疾患による過労死等の予防対

策の実装方策の検討に着手した。タイムスタデ

ィの手法による実態調査への着手（アクション

2：建設現場監督の働き方）、企業、事業者団

体、産業保健の関係組織が連携する仕組み

の構築・運営（アクション 3：産業保健サービス）、

チェックリストの Web 化（アクション 3）、健康管

理支援の結果の分析と課題の整理（建設技能

者）、カードゲーム式職場改善ツールの運輸

職場への適用が進展した。 

最終的に、労災認定件数が急増している精

神障害の過労死等対策実装戦略の検討、事

業者によるハイリスク者の把握と管理、重層構

造の解明、小規模事業場の健康・労務管理を
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含めた産業保健サービスの支援手法の検討、

個人の行動変容の支援のためウェアラブルデ

バイスの活用研究、参加型職場環境改善手法

の開発と現場応用研究を実施し、実装研究の

総括の報告書をまとめた。 

 

Ｄ．考察 

1. JNIOSH コホート研究 

本年度の約 2.6 万人の追跡データによる検

証から、高ストレスを抱える傾向にあるのは「女

性」や「管理職以外」の職種であること、高スト

レスに移行しやすいのは 30 歳未満であること

と、労働時間の慢性的な増加があることが示

唆された。次年度以降も引き続き得られた研

究成果の解析を継続する方針とした。 

2. 現場介入と対策提案研究 

1) トラック事業者への睡眠介入調査 

睡眠時間を延長する要因が、勤務拘束時

間や勤務間インターバルではなく、就床時刻

や出勤時刻であったことから、不規則勤務者

の睡眠時間は、勤務を行う時刻の影響を強く

受けることが推測された。また、参加者の平均

睡眠時間にかかわらず、睡眠時間が長い月ほ

ど血圧値が低下する関連が示されたことから、

睡眠記録による継続的な「見える化」と、出勤

時刻に注目した勤務改善をあわせて行う必要

性が窺えた。 

2) 生体コルチゾールの指標研究 

いじめを体験している労働者では、爪コル

チゾールの高いことが示された。いじめによる

心理社会的ストレスの生体負担が爪コルチゾ

ールに反映されたと解釈できる。 

3) コミュニケーションと心理的安全性 

労働時間が長いと睡眠時間が短縮すること

が知られており、今回も特に元請け社員でそ

の傾向が見られた。ネガティブ・ポジティブな

発言を受けた経験率において元請け社員の

方が高かった点は、コミュニケーション量の多

さや調査方法による回答バイアスの可能性が

考えられるため、さらなる解析が必要である。

今後は、認識のズレに着目した解析や現場別

の傾向抽出を行い、職場の心理的安全性と労

働衛生・安全指標との関連を考察していく予

定である。 

4) 「過労徴候しらべ改訂版」の検証 

過労徴候しらべ改訂版は、比較的大規模な

労働者を対象とした研究においても 3 因子構

造が概ね支持され、他の変数との関連から、

妥当性が支持された。一方で、床効果の存在

や精神症状項目の因子負荷量の低さなど、改

良が求められる点も確認された。「極度の身体

不調」は、過重労働や連休による休息との関

連が限定的であり、さらなる概念的な検討が求

められる。過労死等の防止対策としては、特定

の過重労働を無くすだけではなく、すべての

過重労働がない状態を目指すことが重要であ

ると示唆された。連休などの休息に関しては、

物理的な休暇日数だけでなく、主観的な休息

感の確保が過労徴候の緩和に有用である可

能性が示された。 

3. 循環器負担の解明と対策提案研究 

前期の実験結果が、運輸業のドライバーの

勤務中の休憩設定などに活かせれば、勤務

中の心血管系負担の軽減、さらに心血管系疾

患が原因となる過労死等の予防につながると

考えられる。今期の実験結果が、高年齢労働

者の健康管理に活用できると考えられる。 

4. 体力科学的評価と対策提案研究 

①HR 測定に手首装着型デバイスを用いる

ことによる課題はあるものの、mJST は JST の代

替法として活用できそうである。②WLAQ コホ

ート研究は、外的因子としての労働時間と内

的因子としてのCRFの相互的な健康影響を分

析することを目的とした長期疫学調査研究で

ある。追跡調査を継続して行い、成果に繋げ

たい。 

5. 対策実装研究 

ステークホルダー会議メンバーを中心とした

業界のキーパーソンの助言と協力の継続によ

り、各アクションにおいて現場の当事者への調

査や現場との協働による改善の取組みが進展

した。新規課題（精神、介護福祉労働）につい

ては、予備的なヒアリングにより問題・課題が多

いことが伺われた。いわゆる 2024 年問題の該

当年以降の状況の観測と記録、対策の実装の

仕組みの在り方の検討、及び生産性の向上を

含む過労死等防止対策の効果検証を継続す

る。 

 

Ｅ．結論 

過労死等防止対策を強化するため、疫学研

究、実験研究、対策実装研究を「予防研究」と

して統合し、各研究間の相互補完を目指し、

過労死等事案の解析や労働・社会面の調査

研究とも連携を密にした。第四期 3 年計画の 1

年目には、1 職域コホート研究（高ストレス状
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態の労働者の特徴評価）、2 現場介入研究（ト

ラックドライバーにおける睡眠の「見える化」介

入データの解析、心理社会的ストレスを評価

するバイオマーカーの検討、建設業の職場コ

ミュニケーション実態調査、過労徴候しらべの

改訂）、3 心血管系の作業負担軽減（高年齢

労働者における勤務中の心血管系負担とその

軽減策）、4 体力科学に基づく健康維持（メン

タルフィットネスの妥当性、フィジカル・メンタル

フィットネスと健康の追跡調査）、5 対策実装

研究（5 つのアクションと精神障害の過労死等

防止戦略の検討等）を実施した。これらの研究

成果は労働・社会面の調査研究と連携（就業

者調査、事業場調査、重点業種等調査［自動

車運転従事者と外食産業従事者］）した。また、

ポータルサイトのコンテンツを拡充し、過労死

等事案の特徴（例、業種別の事案数）を視覚

化して公開する準備を行った。 

 

Ｆ．健康危機情報（統括） 
該当せず。 

 

Ｇ．研究発表（統括） 
1. 論文発表 

1-1.論文（査読あり） 

1)  Rina So, Fumiko Murai, Jaehoon Seol, 

Tomoaki Matsuo. The impact of 

occupational sitting time and 

occupation on cardiometabolic health in 

Japanese workers. International 

Archives of Occupational and 

Environmental Health. 2025; 98(1): 25–

32. 

2)  Keita Kiuchi, Toru Yoshikawa, Masaya 

Takahashi. Analyzing 11 Years of 

Workers’ Compensation for 

Overwork-Related Health Issues in 

Japan (2010–2020): Current Trends 

and Future Strategies for Prevention. 

Journal of work health and safety 

regulation. 2024; 2(2): 171-201. 

3)  Yuki Takahashi, Toru Yoshikawa, Kenji 

Yamamoto, Masaya Takahashi. 

Characteristics of mental disorders 

among information technology workers 

in 238 compensated cases in Japan. 

Industrial Health. 2024; 62(1): 67-76. 

4)  Tomohide Kubo, Hiroki Ikeda, Shuhei 

Izawa, Yuki Nishimura. How many 

monthly nighttime-sleep opportunities 

are optimal for recovery from fatigue 

among shift-working nurses? A 1-

month sleep log observational study to 

test anchor nighttime sleep in Japan. 

BMJ Public Health. 2024; 2(2): 

e001438, 10.1136/bmjph-2024-

001438 

5)  Xinxin Liu, Hiroki Ikeda, Yuki 

Nishimura, Shun Matsumoto, Tomohide 

Kubo. Effects of different break 

patterns during driving on 

cardiovascular responses in male 

drivers. Industrial Health. 2025. (In 

press) 

6)  高田琢弘, 加島遼平, 小林秀行, 王 

薈琳, 佐々木毅, 高橋正也. 事業場

における労働時間把握方法の実態－

業種・従業員規模・時間外労働時間に

着 目 し て － ． 労 働 安 全 衛 生 研 究 . 

2025; 18(1): 23-30. 

7)  吉川 徹. 労災保険特別加入者 (自

営業者・中小事業主・一人親方等) に

おける過労死等事案の特徴からみた

過労死等防止視点. 産業保健法学会

誌. 2024; 3(1): 52-59. 

8)  吉川 徹, 佐々木毅, 高橋正也. 東日

本大震災に関連した脳・心臓疾患の過

労死等労災認定事案の分析結果から

みた災害時の過重労働対策の力点. 

産業保健法学会誌. 2024; 3(1): 144-

152. 

9)  岩浅 巧, 吉川 徹, 高橋正也. 過労

死等事案から探る船員の労働災害の

実態と防止対策の検討. 産業衛生学

雑誌. 2024; 66(6): 314-328. 

10)  木内敬太, 吉川 徹. 精神障害の労災

認定事案における心理的負荷としての

パワーハラスメントの動向．産業精神保

健. 2024; 32(3): 258-265. 

11)  久保智英. ICT の発展と労働時間法政

策の課題：働く人々のオフの量と質の

確保の重要性. 日本労働法学会誌. 

2024; 137: 159－162. 
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1-2.書籍・著書 

1)  吉川 徹.医療機関追記「医師の働き方

改革」の概略. 産業保健マニュアル改

訂第 8 版（追補.改正）. 南山堂. 2025; 

22-24. 

2)  久保智英（編著）, 松元 俊, 池田大

樹, 井澤修平, 西村悠貴, 木内敬太. 

「疲れたら休む・休める・休ませる」を実

現するために：職場の疲労対策のヒント. 

東京. 中央労働災害防止協会. 2025. 

3)  木内敬太. 仕事から心理的に離れる. 

久保智英編著, 「疲れたら休む・休め

る・休ませる」を実現するために 職場

の疲労対策のヒント. 東京. 中央労働

災害防止協会. 2025; 48-52. 

4)  木内敬太. レジリエンスとワーク・エン

ゲイジメント. 久保智英編著, 「疲れた

ら休む・休める・休ませる」を実現する

ために 職場の疲労対策のヒント. 東

京. 中央労働災害防止協会. 2025; 

57-60. 

5)  高見具広. 脳・心臓疾患の労災認定

事案における拘束時間、勤務間インタ

ーバルの分析 労働政策研究・研修機

構編『過重負荷による労災認定事案の

研究 その 6』JILPT 資料シリーズ

No.285. 本論. 2024． 

6)  高橋正也. 睡眠と職場，そして運転. 

立花直子監訳, オックスフォード睡眠

医学ハンドブック. 東京. 丸善出版. 

2024; 310-323. 

7)  高橋正也. 健康起因事故. 公益財団

法人国際交通安全学会編, 未来を拓

く交通・安全学. 東京. 丸善出版. 

2024; 209-212. 

8)  吉川 徹, 細見由美子. Section 4 医療

者のリスクとその予防 3）針刺し対策, 

発生時の対処. 自信がもてる！血管

へのアプローチ－採血と静脈路確保. 

医歯薬出版. 2024; 52(13): 1349-1354. 

9)  久保智英, 太田充彦. 睡眠・休養と健

康［第 4 章人間の活動と健康］, 佐藤 

祐造 (監修),  柴田英治，松原達昭，

八谷寛（編集），テキスト健康科学 改

訂第 3 版. 東京. 南江堂．2024; 190-

193. 

10)  松元 俊. 交代制勤務, 日本睡眠学

会編, 睡眠学の百科事典. 東京. 丸

善出版. 2024; 214-215. 

11)  池田大樹. 睡眠慣性. 日本睡眠学会 

編, 睡眠の百科事典. 東京. 丸善出

版. 2024; 280-281. 

12)  池田大樹. 自己覚醒. 日本睡眠学会 

編, 睡眠の百科事典. 東京. 丸善出

版. 2024; 308-309. 

13)  池田大樹. 研究デザインの種類と選び

方. 金森悟, 福田洋 編著, 産業保健

現場のデータ活用術. メディカ出版. 

2024; 116-119. 

 

1-3.総説・解説等 査読なし 

1)  高橋正也. はじめに. 医学のあゆみ. 

2025; 292(7): 537. 

2)  高橋正也, 吉川 徹. 過労死等研究

の 今 後 の 方 向 性 . 医 学 の あ ゆ み . 

2025; 292(7): 575-576. 

3)  佐々木毅, 吉川 徹. 過労死等労災

事案の経年的特徴. 医学のあゆみ. 

2025; 292(7): 538-542. 

4)  守田祐作. 過労死等としての脳・心臓

疾患の実態とその発症メカニズム. 医

学のあゆみ. 2025; 292(7): 543-546. 

5)  高橋有記, 山本賢司. 過労死等として

の精神障害・自殺の特徴. 医学のあゆ

み. 2025; 292(7): 547-551. 

6)  久保智英. 職場の特性に応じたテーラ

ーメイドの疲労対策の重要性－職場の

疲労カウンセリング. 医学のあゆみ. 

2025; 292(7): 553-556. 

7)  久保智英. 介護現場の健康確保－働

き過ぎや交代勤務の疲労を蓄積させ

ないポイント. ケアワーク. 2025; 375(3

月号): 10-12. 

8)  劉 欣欣, 池田大樹, 松尾知明, 蘇 

リナ. 過労死等防止調査研究センター

実 験 研 究 の 成 果 . 医 学 の あ ゆ み . 

2025; 292(7): 557-560. 

9)  石井賢治, 鈴木一弥, 吉川 徹. 過労

死等防止調査研究センター対策実装

研究チ-ムの成果. 医学のあゆみ. 

2025; 292(7): 561-566. 

10)  高橋正也. 過労死等防止に関する調

査研究と社会実装への道筋. 連合総

研レポート DIO. 2024; 399(7): 21-28. 

11)  吉川 徹, 高橋有記. 特集：医療現場

が変わる,医療を変える. 医師の過労
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死・過労自殺の実態と医師の働き方改

革 へ の 期 待 . 労 働 の 科 学 . 2024; 

79(7): 22-26. 

12)  西村悠貴, 吉川 徹, 高橋正也. 日本

の過労自殺の現況と関連要因．ストレ
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66(3): 137. 

46) 吉川 徹. シンポジウム 10:S10-3 建設

業における過労死・過労自殺の実態か

らみた産業保保健チームへの期待. 

産業衛生学雑誌. 2024; 66(Suppl.): 

216. 

47) 小木和孝, 長須美和子, 佐野友美, 

吉川悦子, 吉川 徹, 仲尾 豊樹, 川

上 剛. 一般口演: OL31-4 産業保健
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国際研修における参加型手法の活用. 

第 97 回日本産業衛生学会講演集. 産

業衛生学雑誌. 2024; 66(Suppl.) 510. 

48) 吉川 徹. シンポジウム「中小企業を支

えるコミュニティ」：ステークホルダー会

議を通じて取り組む運輸業・建設業の

過労死等防止対策. 日本産業衛生学

会中小企業安全衛生研究会第 58 回

全国集会. 抄録集. 2024; 7. 

49) 吉川 徹. シンポジウム 3：これからの

労働時間法制のあり方と健康確保－労

働のオンとオフの境界線:本セッション

の趣旨. 日本産業保健法学会第 4 回

学術大会抄録集. 2024; 4(Suppl.): 56. 

50) 山田泰行, 青木和浩, 窪田敦之, 水

野基樹, 山中航, 鈴木宏哉, 渡部宙, 

細井咲希, 甲斐素子, 鈴木大地, 和

気秀文, 仲尾豊樹, 吉川 徹, 吉川悦

子, 鳥居塚崇, 竹内由利子, 小木和

孝, 森田なつき, 小倉かさね, 山本康

貴. スポーツイベントの満足度を高める

参加型改善 (スポーツ PAOT) の実

践-産学官民連携によるプロスポーツイ

ベントの改善活動. 日本人間工学会第

65 大会抄録集. 2024; 65(Suppl.): 2E1-

4. 

51) 中西麻由子, 吉川 徹, 中辻めぐみ, 

高橋正也, 鈴木一弥, 石井賢次, 仙

波京子, 野原理子, 深沢健二, 酒井

一博. 中小企業向けの過労死等防止

のためのセルフチェックシートの開発 

続 報 . 産 業 衛 生 学 雑 誌 . 2024; 

66(Suppl.): 490. 

52) 中西麻由子. 新たな労働の課題 産業

保 健 看 護 職 に 出 来 る こ と  CoCo 

Healthy Working ～過労死等防止研

究から産業保健看護職に期待すること

～. 第 34 回日本産業衛生学会全国協

議会. 講演集. 2024; 62. 

 

2-3.学会発表（その他） 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定

を含む）（統括） 
なし 
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別添 4 

令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案解析） 

 

脳・心臓疾患及び精神障害の過労死等事案の経年変化解析 
 

研究分担者 佐々木毅 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

産業保健研究グループ・部長 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】脳・心臓疾患及び精神障害の過労死等事案について業務上及び業務外の過労死等

データベースを構築・解析し、性別、発症時年齢階層、決定時疾患名、業種、健康管理等並

びに労働時間以外の業務の過重性（負荷要因、出来事）等の経年変化を検討することを目的

とした。 

【方法】過労死等データベースは、厚生労働省が『過労死等の労災補償状況』で公表している

データ及び調査復命書等の提供を受け、データ整理（ラベリング等）・項目別入力・検査を経

て、平成 22～令和 4 年度の（1）業務上事案データベース（脳・心臓疾患 3,294 件、精神障害

6,438 件）、（2）業務外事案データベース（脳・心臓疾患 5,268 件、精神障害 12,512 件）を構築

し、当該データベースから基本集計を行った。 

【結果】（1）令和4年度の脳・心臓疾患及び精神障害の業務上事案では、性別比、年齢、死亡・

自殺（未遂を含む）、疾患名について前年度と若干の差異があったものの、通年では、脳・心臓

疾患は男性が約 95%、年齢は 40～59 歳が多く、死亡は 4 割弱、脳血管疾患が約 6 割、業種

（大分類）は「運輸業，郵便業」が合計件数、雇用者 100 万人対換算値とも最も多く、また、精神

障害は女性が約 36%で、年齢は 50 歳未満が多く、自殺（未遂を含む）が約 16%、気分[感情]障

害（F30～F39）が 45%弱、業種（大分類）で合計件数が多いのは「製造業」であったが、雇用者

100 万人対換算値が高いのは「運輸業，郵便業」であった。（2）令和 4 年度の業務外事案では

脳・心臓疾患の性別比、死亡、疾患名について前年度と若干差異があったものの、精神障害

では前年度との顕著な差異はなかった。通年では、脳・心臓疾患は男性が約 85%、年齢は業務

上事案に比べ 60 歳以上が多く、死亡は約 34%、脳血管疾患が約 6 割、「運輸業，郵便業」が

合計件数、雇用者 100 万人対換算値とも最も多く、また、精神障害は、女性が約 44%、業務上

事案に比べ 29 歳以下が少なく、自殺（未遂を含む）が約 11%、気分[感情]障害（F30～F39）が

約 39%、業種（大分類）で合計件数が多いのは「医療，福祉」であるが、雇用者 100 万人対換算

値が高いのは「情報通信業」であった。 

【考察】令和 4 年度の業務上事案数は脳・心臓疾患、精神障害とも前年度に比べ増加してお

り、この部分の属性等に変化があるが、通年では属性等に顕著な違いはなく、これは業務外事

案でもほぼ同様であった。よって、過労死等防止対策を展開する上で、継続的なモニタリングと

データベースの構築は今後も必要と考えられる。 

【この研究から分かったこと】近年の過労死等の業務上事案数の増加にともない属性等には短

期的な変化は認められるが、中長期的には顕著な変化は認められなかった。 

【キーワード】労災支給事案、労災不支給事案、経年変化 

 

研究分担者: 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労死

等防止調査研究センター・統括研究員） 

高橋正也（同センター・センター長） 

山内貴史(同センター・研究員) 

 

Ａ．目的 

厚生労働省『令和 6 年版過労死等防止対

策白書』によると、同省『毎月勤労統計調査』

における我が国の労働者 1 人当たりの年間総

実労働時間は長期的には漸減し、令和 3 年に

若干の増加後、横ばい又は微増であった。ま



 

27 

 

た、総務省『労働力調査』における月末 1 週間

の就業時間別では、1 週間の就業時間が 60

時間以上である雇用者の割合は減少傾向で

ある。一方、仕事や職業生活に関することで強

い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の

割合は、未だ 50%未満とはなっていない。 

平成 26 年 6 月に過労死等防止対策推進法

が成立（同年 11 月に施行）し、平成 27 年 7 月

には過労死等の防止のための対策に関する

大綱が策定（平成 30 年 7 月、令和 3 年 7 月、

令和 6 年 8 月に変更）され、平成 26 年度に設

置された過労死等防止調査研究センターでは

過労死等の実態を多角的に把握するための

調査研究等を実施することとされている。その

うち過労死等事案の分析が一つの柱として位

置付けられ、業務上（労災支給決定（認定））

事案の分析の他に、業務外（労災請求を行っ

たものの労災として認定されなかった）事案に

ついても分析を行うとともに、どのように活用で

きるか等について検討を行うこととされた。 

本研究では、脳・心臓疾患及び精神障害の

過労死等事案について、平成 22～令和 4 年

度の業務上並びに業務外の過労死等データ

ベース（以下「業務上データベース」並びに

「業務外データベース」という。）を構築し、過

労死等防止対策に繋がると考えられる項目に

ついての経年変化を検討することを目的とした。 

 

Ｂ．方法 

1. 分析対象 

1) 平成22～令和4 年度の業務上データベース 

厚生労働省が『過労死等の労災補償状況』

で公表しているデータ、並びに全国の労働局

及び労働基準監督署から令和 4 年度の調査

復命書等の提供を受け、データ整理（ラベリン

グ等）・項目別入力・検査により作成した複数

のデータファイルを結合して、令和 4 年度の業

務上データベース（脳・心臓疾患 194 件、精神

障害 710 件）を作成した。 

次に、その令和 4 年度の業務上データベー

スと前年度に構築した平成 22～令和 3 年度の

業務上データベースを結合し、平成 22～令和

4 年度の業務上データベース（脳・心臓疾患

3,294 件、精神障害 6,438 件）を構築した。 

2) 平成22～令和4 年度の業務外データベース 

上記 1)と同様に、令和 4 年度の業務外事案

のデータと調査復命書等の提供を受け、令和

4 年度の業務外データベース（脳・心臓疾患

315 件、精神障害 1,276 件）を作成した。 

次に、その令和 4 年度の業務外データベー

スと前年度に構築した平成 22～令和 3 年度の

業務外データベースを結合し、平成 22～令和

4 年度の業務外データベース（脳・心臓疾患

5,268 件、精神障害 12,512 件）を構築した。 

2. 分析方法 

脳・心臓疾患及び精神障害事案の性別、年

齢（発症時、死亡時）、業職種（大分類、中分

類）、決定時疾患名、前駆症状、労務管理・健

康管理の状況、出来事（特別な出来事、恒常

的な長時間労働、具体的出来事）等のデータ

について、年度別に基本集計を行ったが、ここ

では平成 26 年 11 月に施行された過労死等防

止対策推進法の前後での推移を比較しやす

いよう、平成 22～26 年度（精神障害事案の出

来事は平成 24～26 年度）を合算して示し、以

降は年度毎として示した。 

なお、業職種の中分類については、厚生労

働省が『過労死等の労災補償状況』で公表し

ている支給決定件数の多い業職種（中分類の

上位 15 業職種）を平成 22～令和 4 年度まで

集計し、いずれかの年度で 1 度でも掲載され

ていた業職種を脳・心臓疾患及び精神障害の

過労死等事案の各々について抽出し集計した。

業務外事案データは、上記で抽出した業職種

を対象として集計した。 

また、心理的負荷による精神障害の認定基

準改正（令和 2 年 5 月）による具体的出来事の

追加（「上司等からのパワーハラスメント」、「同

僚等からのいじめ・嫌がらせ」）、脳・心臓疾患

の認定基準改正（令和 3 年 9 月）による対象疾

病の追加（重篤な心不全）及び労働時間以外

の負荷要因の見直し（勤務時間の不規則性、

心理的負荷を伴う業務等）の前後で項目が異

なる場合があることに留意されたい。 

3. 倫理面での配慮 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究倫

理審査委員会に申請し、審査され、承認を得

た上で行った（通知番号：2022N10）。 

 

Ｃ．結果 

1. 平成 22～令和 4 年度の業務上事案 

1) 脳・心臓疾患事案 

性別、年齢、死亡、決定時疾患名、前駆症

状について表 1-1 に示した。令和 4 年度は女

性が 1 割近くを占めたこと、年齢では 60 歳以

上の割合が更に増加したこと、死亡事案が 3
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割を下回ったこと、決定時疾患では脳血管疾

患が 7 割弱で虚血性心臓疾患等が 3 割強で

あったこと、前駆症状ありの割合が減少してい

ることが前年度までと異なる傾向であった。 

業種について表 1-2 と表 1-3 に示した。業

種（大分類）で最も合計件数並びに雇用者

100 万人対換算値が多いのは「運輸業，郵便

業」であり、両値ともわずかながら減少したが、

令和 4 年度は「建設業」、「宿泊業，飲食サー

ビス業」、「医療，福祉」では増加傾向であった。

抽出した業種（中分類）は 41 業種で総事案数

の約 9 割を占め、合計件数が多いのは「道路

貨物運送業」、「飲食店」、「総合工事業」、「そ

の他の事業サービス」、「道路旅客運送業」で

令和 3 年度までは減少傾向であったが、令和

4 年度は「飲食店」、「総合工事業」では増加し

た。 

職種について表 1-2 に示した。職種（大分

類）で最も件数が多いのは平成 22 年度以降

変わらず「輸送・機械運転従事者」で総事案数

の約 3 割を占め、令和 4 年度では「サービス職

業従事者」が急増した。抽出した職種（中分類）

は 37 職種で総事案数の 95%以上を占め、「自

動車運転従事者」、「法人・団体管理職員」、

「商品販売従事者」、「飲食物調理従事者」「営

業職業従事者」の順で多く、おおむね減少又

は横ばいであった。 

出退勤の管理状況、就業規則等、発症 6 か

月前の労働時間以外の負荷要因・時間外労

働時間数について表 1-4 に示した。なお、出

退勤の管理状況の把握方法、事業場の就業

規則／賃金規程の有無については認定基準

改正（令和 3 年 9 月）後には調査項目から除

外された。令和 4 年度は健康診断の受診割合、

面接指導を受けた割合とも前年度より減少し

た。また、発症前 6 か月の労働時間以外の負

荷要因の調査項目も上記の改正後に調査項

目が変更された。令和 4 年度では前年度に比

べ「休日のない連続勤務」「不規則な勤務・交

替勤務・深夜勤務」の割合が増加した。 

2) 精神障害事案 

性別、年齢、自殺（未遂を含む）、決定時疾

患名について表 2-1 に示した。女性の割合が

漸増し令和 4 年度には 45%弱となり、年齢では

前年度と比べ 29 歳以下がわずかながら増加

した一方、60 歳以上がわずかながら減少、自

殺（未遂を含む）事案は令和 4 年度には 1 割

を下回り、決定時疾患では気分[感情]障害

（F30～F39）と神経症性障害，ストレス関連障

害及び身体表現性障害（F40～F48）は平成

22～26 年度では半々であったが、令和 4 年度

には前者は 4 割を下回り、後者は 6 割超となっ

た。 

業種について表 2-2 と表 2-3 に示した。業

種（大分類）で令和 4 年度に最も件数が多い

のは「医療，福祉」であり、前年度と比べ件数

でも雇用者 100 万人対換算値でも顕著に増加

したのは「卸売業，小売業」、「建設業」で、一

方、「製造業」、「運輸業，郵便業」ではわずか

に減少した。抽出した業種（中分類）は32業種

で総事案数の 3/4 以上を占め、合計件数が多

いのは「社会保険・社会福祉・介護事業」、「医

療業」、「道路貨物運送業」、「総合工事業」、

「飲食店」で、特に「社会保険・社会福祉・介護

事業」、「医療業」では近年急増した。 

職種について表 2-2 に示した。職種（大分

類）で最も件数が多いのは平成 22 年度以降

変わらず「専門的・技術的職業従事者」で、近

年では「事務従事者」、「サービス職業従事者」

が増加した。抽出した職種（中分類）は26職種

で総事案数の 8 割以上を占め、「一般事務従

事者」、「自動車運転従事者」、「商品販売従

事者」、「営業職業従事者」、「法人・団体管理

職員」の順で多く、「法人・団体管理職員」を除

けばおおむね増加傾向であった。 

出来事について表 2-4 に示した。令和 2 年

6 月改正の認定基準で追加された「上司等か

ら、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラ

スメントを受けた」の該当件数の割合が令和 4

年度でも最も高く、「同僚等から、暴行又は（ひ

どい）いじめ・嫌がらせを受けた」と併せると対

象件数の 1/3 以上が該当した。 

2. 平成 22～令和 4 年度の業務外事案 

1) 脳・心臓疾患事案 

性別、年齢、死亡、決定時疾患名、前駆症

状について表 3-1 に示した。令和 4 年度は女

性の割合が 20%超となったこと、死亡事案が 3

割を下回ったこと、決定時疾患での脳血管疾

患が例年より若干増加したこと、うち疾患別で

は脳内出血の件数が微増したことが前年度ま

でと異なる傾向であったが、年齢では 50～59

歳、60 歳以上が多いこと、前駆症状項目の割

合の推移には特徴的な差異はなかった。 

業種について表 3-2 と表 3-3 に示した。業

種（大分類）で合計件数が多い順は「運輸業，

郵便業」、「建設業」、「卸売業，小売業」、「製
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造業」、「サービス業（他に分類されないもの）」

であり、令和 4 年度の件数及び雇用者 100 万

人対換算値は前年度と比べ、「卸売業，小売

業」のみ増加、他は減少であった。抽出した業

種（中分類）は 41 業種で総事案数の約 85%を

占め、合計件数が多いのは「道路貨物運送

業」、「その他の事業サービス業」、「総合工事

業」、「社会保険・社会福祉・介護事業」、「職

別工事業（設備工事業を除く）」、「道路旅客運

送業」であり、令和 4 年度は前年度と比べ「社

会保険・社会福祉・介護事業」を除きおおむね

減少傾向又は横ばいであった。 

職種について表 3-2 に示した。職種（大分

類）で最も件数が多いのは「輸送・機械運転従

事者」であり、「専門的・技術的職業従事者」、

「サービス職業従事者」、「建設・採掘従事者」、

「販売従事者」もそれに続いて多かった。抽出

した職種（中分類）は 37 職種で総事案数の 9

割以上を占め、「自動車運転従事者」、「建設

従事者（建設躯体工事従事者を除く）」、「営業

職業従事者」、「一般事務従事者」「商品販売

従事者」の順で多く、おおむね減少傾向であ

った。 

出退勤の管理状況、就業規則等、発症 6 か

月前の労働時間以外の負荷要因・時間外労

働時間数について表 3-4 に示した。令和 4 年

度は健康診断の受診割合、面接指導を受け

た割合、既往歴ありの割合とも前年度より減少

した。 

2) 精神障害事案 

性別、年齢、自殺（未遂を含む）、決定時疾

患名を表 4-1 に示した。令和 4 年度も女性の

比率が 5 割超となり、年齢では 40～49 歳、30

～39 歳の順で多く、50～59 歳が 29 歳以下を

若干上回り、自殺（未遂を含む）事案は前年度

と同件数であった。決定時疾患名は、気分[感

情]障害（F30～F39）が漸減、神経症性障害，

ストレス関連障害及び身体表現性障害（F40～

F48）が漸増し、最も多い疾患は適応障害で

47%であった。 

業種について表 4-2 と表 4-3 に示した。業

種（大分類）の合計件数では「医療，福祉」、

「製造業」、「卸売業，小売業」「運輸業，郵便

業」の順で多かったが、いずれも令和 4 年度の

件数は前年度より若干減少した。雇用者 100

万人対換算値の合計では「情報通信業」、「運

輸業，郵便業」、「医療，福祉」、「金融業，保

険業」の順で多く、これらも令和 4 年度は前年

度に比べ減少した。抽出した業種（中分類）は

32 業種で総事案数の約 3/4 を占め、合計件

数が多いのは「社会保険・社会福祉・介護事

業」、「医療業」、「情報サービス業」、「道路貨

物運送業」、「その他の小売業」、「その他の事

業サービス業」であった。 

職種について表 4-2 に示した。職種（大分

類）で最も件数が多いのは平成 27 年度以降

「事務従事者」か「専門的・技術的職業従事者」

であるが、令和 4 年度は前年度に比べ若干減

少した。抽出した職種（中分類）は26職種で総

事案数の 8 割超で、合計件数が多いのは「一

般事務従事者」、「商品販売従事者」、「営業

職業従事者」、「介護サービス職業従事者」、

「自動車運転従事者」であった。 

出来事について表 4-4 に示した。令和 4 年

度においても検討された件数の割合が「上司

とのトラブルがあった」が 5 割以上、「同僚との

トラブルがあった」、「仕事内容・仕事量の（大

きな）変化を生じさせる出来事があった」が 2 割

以上あり、いずれも漸増した。令和 2 年 6 月改

正の認定基準で追加された「上司等から、身

体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメント

を受けた」、「同僚等から、暴行又は（ひどい）

いじめ・嫌がらせを受けた」の検討件数の割合

は令和 4 年度においても上記項目よりは高く

はなかった。 

 

Ｄ．考察 

本研究では、脳・心臓疾患及び精神障害の

過労死等事案について平成 22～令和 4 年度

の業務上並びに業務外事案の経年変化を検

討した。 

1. 平成 22～令和 4 年度の業務上事案 

脳・心臓疾患事案では、令和 4 年度には性

別比、年齢、死亡、決定時疾患名について、

前年度までとの若干の差異があったものの、

通年では男性が 95%を占め、年齢では 40～49

歳及び 50～59 歳の割合が高く、死亡事案は 4

割弱、脳血管疾患が約 6 割で虚血性心疾患

等が約 4 割と属性に大きな変化はなかった。 

脳・心臓疾患事案における業種（大類類）で

は最も件数及び雇用者 100 万人対換算が多

い「運輸業，郵便業」はわずかながら減少し、

昨年度まではその他の業種も減少傾向が多か

ったが、令和 4 年度は「建設業」、「宿泊業，飲

食サービス業」、「医療，福祉」では増加傾向

であった。厚生労働省が平成 22～令和 4 年度
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「過労死等の労災補償状況」で公表した支給

決定件数の多い業種（中分類の上位 15 業種）

を抽出すると総事案数の約 9 割を占めたことか

ら、これらの業種（中分類）が過労死等防止対

策の喫緊の対象となると考えられる。また、業

種（大分類）の「運輸業，郵便業」のうち、中分

類では「道路貨物運送業」が大半を占めてい

る。このようなデータは業種（大分類）の中でも

今後の防止対策の推進を図る上で目安となる

であろう。 

脳・心臓疾患事案での事業場における出退

勤の管理状況、就業規則／賃金規程の有無

については認定基準の改正に伴い調査項目

から除外されたため、令和 4 年度以降の経年

変化解析は不可能となった。また、発症前 6 か

月の労働時間以外の負荷要因の調査項目も

上記の改正後に調査項目が変更されたため

令和 4 年度以前との比較は困難である。令和

4 年度では前年度に比べ「休日のない連続勤

務」「不規則な勤務・交替勤務・深夜勤務」の

割合が増加したが、実際にそのような実態なの

か、調査項目変更の影響なのかについては判

断が難しい。 

精神障害事案では、令和 4 年度には前年

度に比べると性別比、年齢、自殺（未遂を含

む）、決定時疾患名について若干の差異があ

ったものの、通年では男性：女性はおおむね

2：1、年齢は 50 歳未満が多く、自殺（未遂を含

む）事案は約 16%、決定時疾患名では気分[感

情]障害（F30～F39）が約 45%と神経症性障害，

ストレス関連障害及び身体表現性障害（F40～

F48）より若干低い割合と属性に大きな変化は

なかった。 

精神障害の業務上事案数は増加傾向にあ

るが、業種（大分類）では、「卸売業，小売業」、

「建設業」で顕著に増加したが、「製造業」、

「運輸業，郵便業」のようにわずかではあるが

減少した業種もあった。抽出した業種（中分類）

の件数は総事案数の約 3/4 と、前述の脳・心

臓疾患での抽出件数割合（約 9 割）と比べや

や低かった。過労死等防止対策はより広範な

業種（中分類）を対象としなければならないか

もしれない。 

精神障害事案における出来事は、令和 2 年

5 月改正の認定基準で追加された「上司等か

ら、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラ

スメントを受けた」の該当件数の割合は令和 4

年度も「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を

生じさせる出来事があった」より高くなり、「同僚

等から、暴行又は（ひどい）いじめ・嫌がらせを

受けた」を併せると対象件数の 1/3 以上が該

当することから、精神障害事案ではパワーハラ

スメント対策が喫緊の課題であることがうかが

える。 

2. 平成 22～令和 4 年度の業務外事案 

脳・心臓疾患事案では、令和 4 年度には性

別比、死亡、決定時疾患名について、前年度

までとの若干の差異があったものの、通年では

男性が約 85%（業務上事案では約 95%）、年齢

では業務上事案に比べ 60 歳以上が多いこと、

死亡事案の割合が約 34%（業務上事案では約

4 割）と若干低いことが属性における業務上事

案との違いとして挙げられるが、脳血管疾患は

約 6 割と業務上事案と同様であった。 

脳・心臓疾患事案における業種（大分類）は、

合計件数が「運輸業，郵便業」、「卸売業，小

売業」、「製造業」、「建設業」で多いこと、雇用

者 100 万人対換算値が「運輸業，郵便業」、

「建設業」で高いことは業務上事案と同様な傾

向であった。業種（中分類）は業務上事案と同

じ業種（中分類）を抽出したが、総事案数の約

85%が抽出された（業務上事案は約9割）ことか

ら、おおむね業務上事案と同じ業種（中分類）

であると考えられた。 

脳・心臓疾患事案における健康診断の受診

割合、面接指導を受けた割合は業務上事案よ

り若干低いものの、既往歴ありの割合は業務

上事案より若干高かった。 

精神障害事案では、令和 4 年度での顕著な

変化はなく、通年では女性の割合が 4 割以上

であること（業務上事案では約 36%）、29 歳以

下が少ないこと、自殺（未遂を含む）事案の割

合が約 11%（業務上事案では約 16%）と若干低

いこと、気分[感情]障害（F30～F39）の割合が

約 39%（業務上事案では 45%弱）と若干低いこ

とが属性における業務上事案との違いであっ

た。 

精神障害事案における業種（大分類）は、

合計件数が「医療，福祉」、「製造業」、「卸売

業，小売業」、「運輸業，郵便業」で多いこと、

雇用者 100 万人対換算では、「情報通信業」、

「運輸業，郵便業」、「医療，福祉」で多いこと

は業務上事案と同様の傾向であった。業種

（中分類）は業務上事案と同じ業種（中分類）

を対象としたが、総事案数の約 75%が抽出され

た（業務上事案は約 78%）ことから、おおむね
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業務上事案と同じ業種（中分類）であると考え

られた。 

精神障害の業務外事案における出来事は

心理的負荷が大きいと判断された具体的出来

事ではないため留意する必要があるものの、

検討された件数の割合が多かったのは「上司

とのトラブルがあった」、「仕事内容・仕事量の

（大きな）変化を生じさせる出来事があった」、

「同僚とのトラブルがあった」であり、令和 2 年 5

月改正の認定基準で追加されたパワーハラス

メントやパワーハラスメントに当たらない暴行や

いじめ等が多くなった業務上事案との違いが

あった。 

 

Ｅ．結論 

平成 22～令和 4 年度の業務上及び業務外

事案の経年変化について、令和 4 年度は前年

度に比べ、割合等に差異のある属性があった

が、通年では、顕著な差異は認められなかっ

たものの、業務上と業務外事案の若干の違い

が認められた。 

業務上事案の脳・心臓疾患では男性が約

95%（業務外では約 85%）、年齢は 40～59 歳が

多い（業務外では 50 歳以上が多い）、死亡は

4 割弱（業務外では約 34%）、脳血管疾患が約

6割（業務外でも約6割）、業種（大分類）は「運

輸業，郵便業」が合計件数では最も多く、「漁

業」を除けば、雇用者 100 万人対換算値が最

も高い（業務外でも同）。 

精神障害は女性が約 36%（業務外では約

44%）、年齢は 50 歳未満が多い（業務外では

29 歳以下が少ない）、自殺（未遂を含む）が約

16%（業務外では約 11%）、気分[感情]障害

（F30～F39）が 45%弱（業務外では約 39%）、業

種（大分類）で合計件数が多いのは「製造業」

（業務外では「医療，福祉」）であるが、雇用者

100 万人対換算値が高いのは「運輸業，郵便

業」（業務外では「情報通信業」）であった。 

過労死等防止対策を展開する上で業務上

（労災支給決定（認定））事案の分析のみなら

ず請求事案件数にも注目が集まっており、業

務上のみならず業務外（労災請求を行ったも

のの労災として認定されなかった）事案につい

ても継続的なモニタリングとデータベースの構

築は今後も必要と考えられる。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

なし  
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表 1-1 発症時・死亡時年齢、決定時疾患名、前駆症状 （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

事案数 1516 251 260 253 238 216 194 172 194 3294
[年度別%] [46.0] [7.6] [7.9] [7.7] [7.2] [6.6] [5.9] [5.2] [5.9] [100]

性別

1452 240 248 236 229 206 180 163 176 3130
(95.8) (95.6) (95.4) (93.3) (96.2) (95.4) (92.8) (94.8) (90.7) (95.0)

64 11 12 17 9 10 14 9 18 164
(4.2) (4.4) (4.6) (6.7) (3.8) (4.6) (7.2) (5.2) (9.3) (5.0)

発症時年齢

[M,
SD]

[49.3,
9.7]

[49.2,
9.9]

[49.2,
9.3]

[50.2,
8.8]

[50.8,
9.2]

[52.2,
8.6]

[51.8,
10.0]

[52.2,
10.0]

[52.5,
10.1]

[50.1,
9.6]

41 6 4 3 4 1 4 5 2 70
(2.7) (2.4) (1.5) (1.2) (1.7) (0.5) (2.1) (2.9) (1.0) (2.1)

204 36 34 24 20 15 17 9 18 377
(13.5) (14.3) (13.1) (9.5) (8.4) (6.9) (8.8) (5.2) (9.3) (11.4)

492 80 90 98 85 67 64 55 58 1089
(32.5) (31.9) (34.6) (38.7) (35.7) (31.0) (33.0) (32.0) (29.9) (33.1)

558 91 99 96 88 91 65 67 67 1222
(36.8) (36.3) (38.1) (37.9) (37.0) (42.1) (33.5) (39.0) (34.5) (37.1)

221 38 33 32 41 42 44 36 49 536
(14.6) (15.1) (12.7) (12.6) (17.2) (19.4) (22.7) (20.9) (25.3) (16.3)

うち死亡

905 155 153 161 156 130 127 115 140 2042
(59.7) (61.8) (58.8) (63.6) (65.5) (60.2) (65.5) (66.9) (72.2) (62.0)

611 96 107 92 82 86 67 57 54 1252
(40.3) (38.2) (41.2) (36.4) (34.5) (39.8) (34.5) (33.1) (27.8) (38.0)

死亡時年齢

[M,
SD]

[47.6,
9.8]

[46.6,
9.2]

[47.7,
9.6]

[47.6,
8.7]

[51.1,
8.9]

[51.5,
8.6]

[50.4,
10.3]

[50.9,
10.6]

[50.7,
10.8]

[48.4,
9.7]

25 3 2 2 1 1 1 3 0 38
(4.1) (3.1) (1.9) (2.2) (1.2) (1.2) (1.5) (5.3) (0.0) (3.0)

101 15 17 13 7 7 10 3 10 183
(16.5) (15.6) (15.9) (14.1) (8.5) (8.1) (14.9) (5.3) (18.5) (14.6)

215 39 38 41 27 26 20 20 16 442
(35.2) (40.6) (35.5) (44.6) (32.9) (30.2) (29.9) (35.1) (29.6) (35.3)

203 32 38 29 33 37 24 20 18 434
(33.2) (33.3) (35.5) (31.5) (40.2) (43.0) (35.8) (35.1) (33.3) (34.7)

67 7 12 7 14 15 12 11 10 155
(11.0) (7.3) (11.2) (7.6) (17.1) (17.4) (17.9) (19.3) (18.5) (12.4)

50-59歳

60歳以上

男性

女性

29歳以下

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60歳以上

生存

死亡

29歳以下

30-39歳

40-49歳

合計
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表 1-1（続き） 発症時・死亡時年齢、決定時疾患名、前駆症状 （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊令和 3 年 9 月までは解離性大動脈瘤として集計 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

決定時疾患名

脳血管疾患

933 162 154 159 141 135 113 96 131 2024
(61.5) (64.5) (59.2) (62.8) (59.2) (62.5) (58.2) (55.8) (67.5) (61.4)

434 90 78 82 59 65 48 44 74 974
(28.6) (35.9) (30.0) (32.4) (24.8) (30.1) (24.7) (25.6) (38.1) (29.6)

280 45 37 32 43 35 34 22 27 555
(18.5) (17.9) (14.2) (12.6) (18.1) (16.2) (17.5) (12.8) (13.9) (16.8)

215 27 38 44 39 35 30 30 29 487
(14.2) (10.8) (14.6) (17.4) (16.4) (16.2) (15.5) (17.4) (14.9) (14.8)

4 0 1 1 0 0 1 0 1 8
(0.3) (0.0) (0.4) (0.4) (0.0) (0.0) (0.5) (0.0) (0.5) (0.2)

虚血性心疾患等

583 89 106 94 97 81 81 76 63 1270
(38.5) (35.5) (40.8) (37.2) (40.8) (37.5) (41.8) (44.2) (32.5) (38.6)

266 30 41 38 40 41 31 31 31 549
(17.5) (12.0) (15.8) (15.0) (16.8) (19.0) (16.0) (18.0) (16.0) (16.7)

17 5 5 6 10 4 10 2 6 65
(1.1) (2.0) (1.9) (2.4) (4.2) (1.9) (5.2) (1.2) (3.1) (2.0)

222 36 40 35 31 22 24 26 17 453
(14.6) (14.3) (15.4) (13.8) (13.0) (10.2) (12.4) (15.1) (8.8) (13.8)

- - - - - - - 4 2 6
- - - - - - - (2.3) (1.0) (0.2)

78 18 20 15 16 14 16 13 7 197
(5.1) (7.2) (7.7) (5.9) (6.7) (6.5) (8.2) (7.6) (3.6) (6.0)

前駆症状

対象数 1516 251 260 253 238 216 194 172 194 3294

283 49 52 43 39 47 41 29 24 607
(18.7) (19.5) (20.0) (17.0) (16.4) (21.8) (21.1) (16.9) (12.4) (18.4)

116 18 24 21 15 15 16 8 8 241
(7.7) (7.2) (9.2) (8.3) (6.3) (6.9) (8.2) (4.7) (4.1) (7.3)

47 10 6 9 12 6 9 7 5 111
(3.1) (4.0) (2.3) (3.6) (5.0) (2.8) (4.6) (4.1) (2.6) (3.4)

184 22 24 21 15 29 20 19 14 348
(12.1) (8.8) (9.2) (8.3) (6.3) (13.4) (10.3) (11.0) (7.2) (10.6)

前駆症状あり

頭痛

胸部痛

その他

高血圧性脳症

脳内出血
（脳出血）

くも膜下出血

大動脈解離*

合計

脳梗塞

心筋梗塞

狭心症

心停止(心臓性
突然死を含む。)

重篤な心不全
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表 1-2 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(大分類)

461 96 97 99 94 68 58 59 56 1088
(30.4) (38.2) (37.3) (39.1) (39.5) (31.5) (29.9) (34.3) (28.9) (33.0)

223 35 29 35 24 32 38 22 26 464
(14.7) (13.9) (11.2) (13.8) (10.1) (14.8) (19.6) (12.8) (13.4) (14.1)

185 34 41 24 28 22 17 23 14 388
(12.2) (13.5) (15.8) (9.5) (11.8) (10.2) (8.8) (13.4) (7.2) (11.8)

152 28 18 17 14 17 27 17 30 320
(10.0) (11.2) (6.9) (6.7) (5.9) (7.9) (13.9) (9.9) (15.5) (9.7)

118 8 10 19 14 20 13 13 12 227
(7.8) (3.2) (3.8) (7.5) (5.9) (9.3) (6.7) (7.6) (6.2) (6.9)

113 22 20 28 32 21 15 7 19 277
(7.5) (8.8) (7.7) (11.1) (13.4) (9.7) (7.7) (4.1) (9.8) (8.4)

51 11 9 6 4 5 2 4 6 98
(3.4) (4.4) (3.5) (2.4) (1.7) (2.3) (1.0) (2.3) (3.1) (3.0)

45 5 10 2 6 5 8 6 14 101
(3.0) (2.0) (3.8) (0.8) (2.5) (2.3) (4.1) (3.5) (7.2) (3.1)

44 4 8 5 4 8 1 4 4 82
(2.9) (1.6) (3.1) (2.0) (1.7) (3.7) (0.5) (2.3) (2.1) (2.5)

35 2 4 7 5 6 4 6 2 71
(2.3) (0.8) (1.5) (2.8) (2.1) (2.8) (2.1) (3.5) (1.0) (2.2)

27 3 2 3 4 3 2 3 0 47
(1.8) (1.2) (0.8) (1.2) (1.7) (1.4) (1.0) (1.7) (0.0) (1.4)

23 0 3 3 2 2 2 1 7 43
(1.5) (0.0) (1.2) (1.2) (0.8) (0.9) (1.0) (0.6) (3.6) (1.3)

14 1 3 3 1 2 3 1 1 29
(0.9) (0.4) (1.2) (1.2) (0.4) (0.9) (1.5) (0.6) (0.5) (0.9)

10 2 1 0 1 1 0 2 0 17
(0.7) (0.8) (0.4) (0.0) (0.4) (0.5) (0.0) (1.2) (0.0) (0.5)

7 0 1 0 3 4 2 2 1 20
(0.5) (0.0) (0.4) (0.0) (1.3) (1.9) (1.0) (1.2) (0.5) (0.6)

7 0 1 0 1 0 1 2 2 14
(0.5) (0.0) (0.4) (0.0) (0.4) (0.0) (0.5) (1.2) (1.0) (0.4)

1 0 2 2 0 0 1 0 0 6
(0.1) (0.0) (0.8) (0.8) (0.0) (0.0) (0.5) (0.0) (0.0) (0.2)

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

1516 251 260 253 238 216 194 172 194 3294
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

合計

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

製造業

建設業

サービス業（他に
分類されないもの）

教育，学習支援業

漁業

金融業，保険業

農業，林業

複合サービス事業

電気・ガス・熱供
給・水道業

宿泊業，飲食サー
ビス業

情報通信業

医療，福祉

学術研究，専門・
技術サービス業

生活関連サービス
業，娯楽業

不動産業，物品賃
貸業

公務（他に分類さ
れるものを除く）

鉱業，採石業，砂
利採取業

分類不能の産業

大分類計
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表 1-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(大分類／中分類)

7 0 1 0 3 4 2 2 1 20
(0.5) (0.0) (0.4) (0.0) (1.3) (1.9) (1.0) (1.2) (0.5) (0.6)

13 1 3 3 1 2 3 1 1 28
(0.9) (0.4) (1.2) (1.2) (0.4) (0.9) (1.5) (0.6) (0.5) (0.9)

89 16 8 8 7 10 12 11 18 179
(5.9) (6.4) (3.1) (3.2) (2.9) (4.6) (6.2) (6.4) (9.3) (5.4)

21 9 7 3 0 3 4 4 5 56
(1.4) (3.6) (2.7) (1.2) (0.0) (1.4) (2.1) (2.3) (2.6) (1.7)

42 3 3 6 7 4 11 2 7 85
(2.8) (1.2) (1.2) (2.4) (2.9) (1.9) (5.7) (1.2) (3.6) (2.6)

30 6 5 4 5 7 6 2 5 70
(2.0) (2.4) (1.9) (1.6) (2.1) (3.2) (3.1) (1.2) (2.6) (2.1)

18 2 5 1 7 3 1 4 2 43
(1.2) (0.8) (1.9) (0.4) (2.9) (1.4) (0.5) (2.3) (1.0) (1.3)

19 7 5 0 0 1 3 1 0 36
(1.3) (2.8) (1.9) (0.0) (0.0) (0.5) (1.5) (0.6) (0.0) (1.1)

5 2 1 4 1 2 0 0 1 16
(0.3) (0.8) (0.4) (1.6) (0.4) (0.9) (0.0) (0.0) (0.5) (0.5)

27 3 3 6 3 3 4 2 1 52
(1.8) (1.2) (1.2) (2.4) (1.3) (1.4) (2.1) (1.2) (0.5) (1.6)

18 3 4 3 4 0 1 5 2 40
(1.2) (1.2) (1.5) (1.2) (1.7) (0.0) (0.5) (2.9) (1.0) (1.2)

10 2 6 0 1 0 0 0 0 19
(0.7) (0.8) (2.3) (0.0) (0.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.6)

31 9 7 2 4 3 1 3 3 63
(2.0) (3.6) (2.7) (0.8) (1.7) (1.4) (0.5) (1.7) (1.5) (1.9)

15 1 1 2 0 2 1 0 2 24
(1.0) (0.4) (0.4) (0.8) (0.0) (0.9) (0.5) (0.0) (1.0) (0.7)

67 8 7 10 9 5 2 0 2 110
(4.4) (3.2) (2.7) (4.0) (3.8) (2.3) (1.0) (0.0) (1.0) (3.3)

374 82 89 85 83 61 55 56 50 935
(24.7) (32.7) (34.2) (33.6) (34.9) (28.2) (28.4) (32.6) (25.8) (28.4)

8 3 0 0 1 2 1 0 1 16
(0.5) (1.2) (0.0) (0.0) (0.4) (0.9) (0.5) (0.0) (0.5) (0.5)

1 1 1 3 1 0 0 1 2 10
(0.1) (0.4) (0.4) (1.2) (0.4) (0.0) (0.0) (0.6) (1.0) (0.3)

24 3 7 2 8 3 4 1 1 53
(1.6) (1.2) (2.7) (0.8) (3.4) (1.4) (2.1) (0.6) (0.5) (1.6)

13 2 1 1 2 7 0 1 2 29
(0.9) (0.8) (0.4) (0.4) (0.8) (3.2) (0.0) (0.6) (1.0) (0.9)

合計

農業，林業／農業

漁業／漁業（水産養殖

業を除く）

建設業／総合工事業

建設業／職別工事業

（設備工事業を除く）

建設業／設備工事業

製造業／食料品製造業

製造業／金属製品製造

業

製造業／生産用機械器

具製造業

製造業／業務用機械器

具製造業

製造業／電気機械器具

製造業

運輸業，郵便業／倉庫

業

運輸業，郵便業／運輸

に附帯するサービス業

卸売業，小売業／飲食

料品卸売業

卸売業，小売業／建築

材料，鉱物・金属材料

等卸売業

製造業／輸送用機械器

具製造業

製造業／その他の製造

業

情報通信業／情報サー

ビス業

情報通信業／映像・音

声・文字情報制作業

運輸業，郵便業／道路

旅客運送業

運輸業，郵便業／道路

貨物運送業
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表 1-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(大分類／中分類)

15 1 0 5 0 1 0 1 3 26
(1.0) (0.4) (0.0) (2.0) (0.0) (0.5) (0.0) (0.6) (1.5) (0.8)

36 6 8 5 2 2 5 4 8 76
(2.4) (2.4) (3.1) (2.0) (0.8) (0.9) (2.6) (2.3) (4.1) (2.3)

33 4 2 11 6 11 16 4 2 89
(2.2) (1.6) (0.8) (4.3) (2.5) (5.1) (8.2) (2.3) (1.0) (2.7)

24 5 1 3 3 2 5 3 6 52
(1.6) (2.0) (0.4) (1.2) (1.3) (0.9) (2.6) (1.7) (3.1) (1.6)

41 11 7 3 2 2 3 6 2 77
(2.7) (4.4) (2.7) (1.2) (0.8) (0.9) (1.5) (3.5) (1.0) (2.3)

16 1 4 0 1 1 0 3 1 27
(1.1) (0.4) (1.5) (0.0) (0.4) (0.5) (0.0) (1.7) (0.5) (0.8)

22 3 3 3 3 7 1 1 1 44
(1.5) (1.2) (1.2) (1.2) (1.3) (3.2) (0.5) (0.6) (0.5) (1.3)

28 4 2 8 5 6 6 0 4 63
(1.8) (1.6) (0.8) (3.2) (2.1) (2.8) (3.1) (0.0) (2.1) (1.9)

79 15 14 19 24 13 8 5 14 191
(5.2) (6.0) (5.4) (7.5) (10.1) (6.0) (4.1) (2.9) (7.2) (5.8)

6 3 4 1 3 2 1 2 1 23
(0.4) (1.2) (1.5) (0.4) (1.3) (0.9) (0.5) (1.2) (0.5) (0.7)

9 0 2 3 3 2 2 2 0 23
(0.6) (0.0) (0.8) (1.2) (1.3) (0.9) (1.0) (1.2) (0.0) (0.7)

8 0 1 3 0 1 0 0 1 14
(0.5) (0.0) (0.4) (1.2) (0.0) (0.5) (0.0) (0.0) (0.5) (0.4)

18 2 1 1 2 3 2 4 1 34
(1.2) (0.8) (0.4) (0.4) (0.8) (1.4) (1.0) (2.3) (0.5) (1.0)

18 0 3 2 0 2 2 1 6 34
(1.2) (0.0) (1.2) (0.8) (0.0) (0.9) (1.0) (0.6) (3.1) (1.0)

26 2 6 1 4 4 2 5 7 57
(1.7) (0.8) (2.3) (0.4) (1.7) (1.9) (1.0) (2.9) (3.6) (1.7)

19 3 3 1 2 1 6 1 7 43
(1.3) (1.2) (1.2) (0.4) (0.8) (0.5) (3.1) (0.6) (3.6) (1.3)

7 1 1 2 2 5 1 2 2 23
(0.5) (0.4) (0.4) (0.8) (0.8) (2.3) (0.5) (1.2) (1.0) (0.7)

10 0 0 1 1 0 0 0 0 12
(0.7) (0.0) (0.0) (0.4) (0.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.4)

73 7 8 16 10 15 7 9 10 155
(4.8) (2.8) (3.1) (6.3) (4.2) (6.9) (3.6) (5.2) (5.2) (4.7)

4 0 0 0 0 0 3 1 0 8
(0.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.5) (0.6) (0.0) (0.2)

16 0 1 0 0 0 0 1 0 18
(1.1) (0.0) (0.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.6) (0.0) (0.5)

1340 231 235 231 220 202 181 151 182 2973
(88.4) (92.0) (90.4) (91.3) (92.4) (93.5) (93.3) (87.8) (93.8) (90.3)

宿泊業，飲食サービス

業／飲食店

宿泊業，飲食サービス

業／持ち帰り・配達飲

食サービス業

生活関連サービス業，

娯楽業／洗濯・理容・美

容・浴場業

生活関連サービス業，

娯楽業／その他の生活

関連サービス業

生活関連サービス業，

娯楽業／娯楽業

サービス業（他に分類さ

れないもの）／政治・経

済・文化団体

中分類計

サービス業（他に分類さ

れないもの）／その他

のサービス業

教育，学習支援業／学

校教育

医療，福祉／医療業

医療，福祉／社会保

険・社会福祉・介護事業

合計

卸売業，小売業／機械

器具卸売業

宿泊業，飲食サービス

業／宿泊業

卸売業，小売業／各種

商品小売業

卸売業，小売業／飲食

料品小売業

卸売業，小売業／機械

器具小売業

卸売業，小売業／その

他の小売業

学術研究，専門・技術

サービス業／専門サー

ビス業（他に分類されな

学術研究，専門・技術

サービス業／技術サー

ビス業（他に分類されな

サービス業（他に分類さ

れないもの）／廃棄物

処理業

サービス業（他に分類さ

れないもの）／職業紹

介・労働者派遣業

サービス業（他に分類さ

れないもの）／その他

の事業サービス業



 

37 

 

表 1-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(大分類)

427 88 90 89 88 68 60 54 57 1021
(28.2) (35.1) (34.6) (35.2) (37.0) (31.5) (30.9) (31.4) (29.4) (31.0)

220 33 30 25 21 26 27 27 27 436
(14.5) (13.1) (11.5) (9.9) (8.8) (12.0) (13.9) (15.7) (13.9) (13.2)

163 34 23 29 15 21 23 18 19 345
(10.8) (13.5) (8.8) (11.5) (6.3) (9.7) (11.9) (10.5) (9.8) (10.5)

153 20 23 36 33 26 23 10 27 351
(10.1) (8.0) (8.8) (14.2) (13.9) (12.0) (11.9) (5.8) (13.9) (10.7)

152 27 26 22 20 20 12 19 19 317
(10.0) (10.8) (10.0) (8.7) (8.4) (9.3) (6.2) (11.0) (9.8) (9.6)

142 15 10 15 15 6 13 7 9 232
(9.4) (6.0) (3.8) (5.9) (6.3) (2.8) (6.7) (4.1) (4.6) (7.0)

87 13 27 10 14 12 13 10 8 194
(5.7) (5.2) (10.4) (4.0) (5.9) (5.6) (6.7) (5.8) (4.1) (5.9)

75 8 14 7 4 7 12 7 11 145
(4.9) (3.2) (5.4) (2.8) (1.7) (3.2) (6.2) (4.1) (5.7) (4.4)

40 3 4 11 10 8 2 7 5 90
(2.6) (1.2) (1.5) (4.3) (4.2) (3.7) (1.0) (4.1) (2.6) (2.7)

36 9 9 6 14 17 5 9 9 114
(2.4) (3.6) (3.5) (2.4) (5.9) (7.9) (2.6) (5.2) (4.6) (3.5)

21 1 4 3 4 5 4 3 3 48
(1.4) (0.4) (1.5) (1.2) (1.7) (2.3) (2.1) (1.7) (1.5) (1.5)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.6) (0.0) (0.0)

1516 251 260 253 238 216 194 172 194 3294
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

合計

輸送・機械運転従
事者

建設・採掘従事者

保安職業従事者

運搬・清掃・包装
等従事者

農林漁業従事者

運輸・通信従事者

分類不能の職業

専門的・技術的職
業従事者

販売従事者

サービス職業従事
者

管理的職業従事者

事務従事者

生産工程従事者

大分類計
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表 1-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(大分類／中分類)

11 3 4 0 4 1 1 3 3 30
(0.7) (1.2) (1.5) (0.0) (1.7) (0.5) (0.5) (1.7) (1.5) (0.9)

67 22 22 21 16 15 10 15 11 199
(4.4) (8.8) (8.5) (8.3) (6.7) (6.9) (5.2) (8.7) (5.7) (6.0)

74 2 0 1 0 4 1 1 5 88
(4.9) (0.8) (0.0) (0.4) (0.0) (1.9) (0.5) (0.6) (2.6) (2.7)

17 2 1 5 0 0 3 1 0 29
(1.1) (0.8) (0.4) (2.0) (0.0) (0.0) (1.5) (0.6) (0.0) (0.9)

30 2 3 1 5 2 0 1 1 45
(2.0) (0.8) (1.2) (0.4) (2.1) (0.9) (0.0) (0.6) (0.5) (1.4)

39 13 8 10 10 13 14 11 11 129
(2.6) (5.2) (3.1) (4.0) (4.2) (6.0) (7.2) (6.4) (5.7) (3.9)

36 10 7 4 2 3 1 5 3 71
(2.4) (4.0) (2.7) (1.6) (0.8) (1.4) (0.5) (2.9) (1.5) (2.2)

14 0 0 0 0 2 1 0 0 17
(0.9) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.9) (0.5) (0.0) (0.0) (0.5)

18 1 5 0 0 5 2 4 3 38
(1.2) (0.4) (1.9) (0.0) (0.0) (2.3) (1.0) (2.3) (1.5) (1.2)

15 0 3 2 0 0 2 0 4 26
(1.0) (0.0) (1.2) (0.8) (0.0) (0.0) (1.0) (0.0) (2.1) (0.8)

21 3 0 2 0 0 1 2 0 29
(1.4) (1.2) (0.0) (0.8) (0.0) (0.0) (0.5) (1.2) (0.0) (0.9)

67 6 5 4 4 3 5 4 6 104
(4.4) (2.4) (1.9) (1.6) (1.7) (1.4) (2.6) (2.3) (3.1) (3.2)

5 4 1 2 2 0 2 0 0 16
(0.3) (1.6) (0.4) (0.8) (0.8) (0.0) (1.0) (0.0) (0.0) (0.5)

56 4 1 2 6 2 4 1 2 78
(3.7) (1.6) (0.4) (0.8) (2.5) (0.9) (2.1) (0.6) (1.0) (2.4)

11 0 2 7 3 1 1 2 0 27
(0.7) (0.0) (0.8) (2.8) (1.3) (0.5) (0.5) (1.2) (0.0) (0.8)

88 12 13 14 8 13 19 7 11 185
(5.8) (4.8) (5.0) (5.5) (3.4) (6.0) (9.8) (4.1) (5.7) (5.6)

69 20 10 14 7 8 4 11 8 151
(4.6) (8.0) (3.8) (5.5) (2.9) (3.7) (2.1) (6.4) (4.1) (4.6)

5 1 1 0 0 1 3 0 4 15
(0.3) (0.4) (0.4) (0.0) (0.0) (0.5) (1.5) (0.0) (2.1) (0.5)

6 0 1 3 1 1 1 0 0 13
(0.4) (0.0) (0.4) (1.2) (0.4) (0.5) (0.5) (0.0) (0.0) (0.4)

65 14 14 18 20 14 11 5 8 169
(4.3) (5.6) (5.4) (7.1) (8.4) (6.5) (5.7) (2.9) (4.1) (5.1)

合計

事務従事者／運輸・郵

便事務従事者

販売従事者／商品販売

従事者

販売従事者／営業職業

従事者

サービス職業従事者／

介護サービス職業従事

者

サービス職業従事者／

生活衛生サービス職業

従事者

サービス職業従事者／

飲食物調理従事者

管理的職業従事者／法

人・団体役員

管理的職業従事者／法

人・団体管理職員

管理的職業従事者／そ

の他の管理的職業従事

者

専門的・技術的職業従

事者／製造技術者（開

発）

専門的・技術的職業従

事者／製造技術者（開

発を除く）

専門的・技術的職業従

事者／建築・土木・測量

技術者

専門的・技術的職業従

事者／情報処理・通信

技術者

専門的・技術的職業従

事者／その他の技術者

専門的・技術的職業従

事者／医師，歯科医

師，獣医師，薬剤師

専門的・技術的職業従

事者／教員

専門的・技術的職業従

事者／その他の専門的

職業従事者

事務従事者／一般事務

従事者

事務従事者／会計事務

従事者

事務従事者／営業・販

売事務従事者
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表 1-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(大分類／中分類)

36 3 6 10 11 6 7 5 13 97
(2.4) (1.2) (2.3) (4.0) (4.6) (2.8) (3.6) (2.9) (6.7) (2.9)

6 0 0 3 0 2 0 0 2 13
(0.4) (0.0) (0.0) (1.2) (0.0) (0.9) (0.0) (0.0) (1.0) (0.4)

33 2 1 2 1 2 1 0 0 42
(2.2) (0.8) (0.4) (0.8) (0.4) (0.9) (0.5) (0.0) (0.0) (1.3)

40 3 4 11 10 8 2 7 5 90
(2.6) (1.2) (1.5) (4.3) (4.2) (3.7) (1.0) (4.1) (2.6) (2.7)

8 0 1 0 3 3 2 2 2 21
(0.5) (0.0) (0.4) (0.0) (1.3) (1.4) (1.0) (1.2) (1.0) (0.6)

13 1 3 3 1 2 2 1 1 27
(0.9) (0.4) (1.2) (1.2) (0.4) (0.9) (1.0) (0.6) (0.5) (0.8)

15 5 9 1 2 3 1 2 1 39
(1.0) (2.0) (3.5) (0.4) (0.8) (1.4) (0.5) (1.2) (0.5) (1.2)

36 3 8 6 5 6 3 5 3 75
(2.4) (1.2) (3.1) (2.4) (2.1) (2.8) (1.5) (2.9) (1.5) (2.3)

7 1 5 0 1 0 0 0 1 15
(0.5) (0.4) (1.9) (0.0) (0.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.5) (0.5)

13 1 2 0 0 0 8 2 2 28
(0.9) (0.4) (0.8) (0.0) (0.0) (0.0) (4.1) (1.2) (1.0) (0.9)

6 2 1 2 3 1 1 1 0 17
(0.4) (0.8) (0.4) (0.8) (1.3) (0.5) (0.5) (0.6) (0.0) (0.5)

411 87 89 89 85 67 58 53 57 996
(27.1) (34.7) (34.2) (35.2) (35.7) (31.0) (29.9) (30.8) (29.4) (30.2)

46 8 8 3 1 3 3 3 8 83
(3.0) (3.2) (3.1) (1.2) (0.4) (1.4) (1.5) (1.7) (4.1) (2.5)

9 0 2 2 2 2 5 1 2 25
(0.6) (0.0) (0.8) (0.8) (0.8) (0.9) (2.6) (0.6) (1.0) (0.8)

17 0 4 2 0 1 3 2 0 29
(1.1) (0.0) (1.5) (0.8) (0.0) (0.5) (1.5) (1.2) (0.0) (0.9)

24 7 4 6 13 11 4 5 4 78
(1.6) (2.8) (1.5) (2.4) (5.5) (5.1) (2.1) (2.9) (2.1) (2.4)

6 1 3 0 1 5 1 4 3 24
(0.4) (0.4) (1.2) (0.0) (0.4) (2.3) (0.5) (2.3) (1.5) (0.7)

1440 243 251 250 227 210 187 166 184 3158
(95.0) (96.8) (96.5) (98.8) (95.4) (97.2) (96.4) (96.5) (94.8) (95.9)

生産工程従事者／製品

製造・加工処理従事者

（金属製品）

生産工程従事者／製品

製造・加工処理従事者

（金属製品を除く）

生産工程従事者／機械

組立従事者

生産工程従事者／機械

整備・修理従事者

輸送・機械運転従事者

／自動車運転従事者

建設・採掘従事者／建

設従事者（建設躯体工

事従事者を除く）

建設・採掘従事者／電

気工事従事者

建設・採掘従事者／土

木作業従事者

運搬・清掃・包装等従事

者／運搬従事者

運搬・清掃・包装等従事

者／清掃従事者

中分類計

生産工程従事者／生産

関連・生産類似作業従

事者

サービス職業従事者／

接客・給仕職業従事者

サービス職業従事者／

居住施設・ビル等管理

人

サービス職業従事者／

その他のサービス職業

従事者

保安職業従事者／その

他の保安職業従事者

農林漁業従事者／農業

従事者

農林漁業従事者／漁業

従事者

合計
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表 1-3 雇用者 100 万人対事案数 （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) 総務省「労働力調査」の年平均（基本集計）における「年齢階級、産業別雇用者数」をもとに算出した。なお、平成 23 年の年

齢・業種別雇用者数は公表されていないので平成 22 年と平成 24 年の平均値で補正した値である。また、「分類不能の産業」は

雇用者合計数には含めていない。 

b) 「公務（他に分類されるものを除く）」「鉱業，採石業，砂利採取業」は合計での割合の算出に含めていない。 

  

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

事案数

5.5 4.5 4.6 4.4 4.1 3.7 3.3 2.9 3.3 4.5
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

発症時年齢

0.8 0.6 0.4 0.3 0.4 0.1 0.4 0.5 0.2 0.5

(2.9) (2.8) (1.8) (1.4) (2.0) (0.5) (2.4) (3.4) (1.2) (2.4)

3.2 3.1 2.9 2.1 1.8 1.3 1.6 0.8 1.7 2.5

(11.8) (14.0) (13.4) (10.1) (9.1) (7.7) (9.8) (6.0) (10.7) (11.4)

7.5 5.7 6.2 6.7 5.8 4.6 4.5 3.9 4.2 6.1

(27.5) (26.1) (28.5) (32.3) (29.9) (26.2) (28.3) (28.3) (26.9) (28.0)

10.3 8.2 8.8 8.3 7.4 7.5 5.2 5.3 5.1 8.1

(37.6) (37.5) (40.1) (40.1) (38.2) (42.8) (33.2) (38.0) (32.6) (37.6)

5.5 4.3 3.6 3.3 4.1 4.0 4.1 3.4 4.4 4.4

(20.1) (19.6) (16.3) (16.1) (20.9) (22.8) (26.3) (24.2) (28.6) (20.5)

合計 27.4 21.8 21.9 20.7 19.4 17.5 15.8 13.8 15.5 21.6
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

男女

60歳以上

合計

29歳以下

30-39歳

40-49歳

50-59歳
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表 1-3（続き） 雇用者 100 万人対事案数 （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) 総務省「労働力調査」の年平均（基本集計）における「年齢階級、産業別雇用者数」をもとに算出した。なお、平成 23 年の年

齢・業種別雇用者数は公表されていないので平成 22 年と平成 24 年の平均値で補正した値である。また、「分類不能の産業」は

雇用者合計数には含めていない。 

b) 「公務（他に分類されるものを除く）」「鉱業，採石業，砂利採取業」は合計での割合の算出に含めていない。  

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(大分類) b)

28.1 29.7 29.8 30.2 28.5 20.2 17.3 17.5 16.6 25.3
(22.2) (38.9) (27.1) (28.2) (35.6) (22.5) (15.4) (24.6) (23.1) (24.8)

4.7 3.6 3.0 3.5 2.4 3.2 3.9 2.2 2.7 3.7
(3.7) (4.8) (2.7) (3.3) (3.0) (3.6) (3.4) (3.1) (3.7) (3.6)

3.7 3.5 4.1 2.4 2.8 2.2 1.7 2.3 1.4 3.0
(3.0) (4.5) (3.7) (2.2) (3.4) (2.4) (1.5) (3.2) (1.9) (2.9)

7.4 6.9 4.5 4.2 3.4 4.1 6.7 4.3 7.6 6.1
(5.9) (9.0) (4.1) (3.9) (4.3) (4.6) (6.0) (6.1) (10.6) (5.9)

6.0 2.2 2.7 4.9 3.5 4.9 3.2 3.2 2.9 4.4
(4.8) (2.9) (2.4) (4.6) (4.4) (5.5) (2.9) (4.5) (4.0) (4.3)

7.2 6.8 6.0 8.3 8.9 5.8 4.4 2.2 5.8 6.5
(5.7) (8.9) (5.5) (7.7) (11.1) (6.4) (3.9) (3.1) (8.0) (6.3)

5.5 5.5 4.6 3.0 1.9 2.3 0.9 1.7 2.3 3.7
(4.4) (7.2) (4.2) (2.8) (2.4) (2.6) (0.8) (2.3) (3.2) (3.6)

1.3 0.7 1.3 0.3 0.7 0.6 1.0 0.7 1.6 1.0
(1.1) (0.9) (1.2) (0.2) (0.9) (0.7) (0.9) (1.0) (2.2) (1.0)

5.6 2.4 4.7 2.8 2.2 4.3 0.5 2.0 2.0 3.6
(4.4) (3.1) (4.3) (2.7) (2.7) (4.8) (0.5) (2.8) (2.8) (3.6)

3.8 1.1 2.2 3.9 2.7 3.2 2.2 3.6 1.2 3.0
(3.0) (1.5) (2.0) (3.6) (3.4) (3.6) (2.0) (5.1) (1.6) (3.0)

5.5 2.8 1.8 2.7 3.4 2.6 1.6 2.4 0.0 3.3
(4.4) (3.6) (1.7) (2.5) (4.2) (2.9) (1.4) (3.4) (0.0) (3.2)

1.7 0.0 1.1 1.0 0.7 0.6 0.6 0.3 2.2 1.1
(1.4) (0.0) (1.0) (1.0) (0.8) (0.7) (0.6) (0.4) (3.0) (1.1)

38.4 10.0 33.3 33.3 11.1 28.6 60.0 20.0 20.0 30.4
(30.3) (13.1) (30.3) (31.1) (13.9) (31.8) (53.4) (28.1) (27.8) (29.7)

1.3 1.3 0.6 0.0 0.6 0.6 0.0 1.2 0.0 0.8
(1.0) (1.7) (0.6) (0.0) (0.8) (0.7) (0.0) (1.7) (0.0) (0.8)

2.7 0.0 1.9 0.0 5.1 6.6 3.3 3.5 1.7 2.8
(2.1) (0.0) (1.7) (0.0) (6.4) (7.3) (2.9) (4.9) (2.4) (2.7)

2.8 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 1.9 4.0 4.0 2.0
(2.2) (0.0) (1.5) (0.0) (2.2) (0.0) (1.7) (5.6) (5.6) (2.0)

0.7 0.0 6.7 6.7 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 1.5
(0.5) (0.0) (6.1) (6.2) (0.0) (0.0) (2.9) (0.0) (0.0) (1.5)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) -

0.0 - - - - - - - 0.0 -
(0.0) - - - - - - - (0.0) -

126.5 76.5 110.0 107.2 80.1 89.9 112.4 71.3 71.9 102.4

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)
合計

合計

農業，林業

複合サービス事業

電気・ガス・熱供
給・水道業

公務（他に分類さ
れるものを除く）

鉱業，採石業，砂
利採取業

生活関連サービス
業，娯楽業

不動産業，物品賃
貸業

教育，学習支援業

漁業

金融業，保険業

サービス業（他に
分類されないもの）

宿泊業，飲食サー
ビス業

情報通信業

医療，福祉

学術研究，専門・
技術サービス業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

製造業

建設業
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表 1-4 出退勤の管理状況、就業規則等、発症 6 か月前の労働時間以外の負荷要因・ 

時間外労働時間数 （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Ⅰ：認定基準改正（令和 3 年 9 月）前に基づく分類 

      Ⅱ：認定基準改正（令和 3 年 9 月）後に基づく分類 

  

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

対象数

Ⅰ 1516 251 260 253 238 216 194 75 - 3003

Ⅱ - - - - - - - 97 194 291

出退勤の管理状況Ⅰ

448 86 105 93 100 66 71 27 - 996
(29.6) (34.3) (40.4) (36.8) (42.0) (30.6) (36.6) (36.0) - (33.2)

392 70 64 57 54 47 57 22 - 763
(25.9) (27.9) (24.6) (22.5) (22.7) (21.8) (29.4) (29.3) - (25.4)

257 50 41 57 51 34 43 8 - 541
(17.0) (19.9) (15.8) (22.5) (21.4) (15.7) (22.2) (10.7) - (18.0)

368 67 54 55 48 56 55 16 - 719
(24.3) (26.7) (20.8) (21.7) (20.2) (25.9) (28.4) (21.3) - (23.9)

就業規則等

1200 219 222 221 205 185 160 64 - 2476
(79.2) (87.3) (85.4) (87.4) (86.1) (85.6) (82.5) (85.3) - (82.5)

1074 203 203 199 183 169 152 63 - 2246
(70.8) (80.9) (78.1) (78.7) (76.9) (78.2) (78.4) (84.0) - (74.8)

1053 216 217 206 204 181 154 147 158 2536
(69.5) (86.1) (83.5) (81.4) (85.7) (83.8) (79.4) (85.5) (81.4) (77.0)

39 9 11 9 4 5 7 6 5 95
(2.6) (3.6) (4.2) (3.6) (1.7) (2.3) (3.6) (3.5) (2.6) (2.9)

532 99 104 112 120 111 92 87 95 1352
(35.1) (39.4) (40.0) (44.3) (50.4) (51.4) (47.4) (50.6) (49.0) (41.0)

発症前6か月の労働時間以外の負荷要因

210 32 27 34 25 26 22 11 - 387
(13.9) (12.7) (10.4) (13.4) (10.5) (12.0) (11.3) (14.7) - (12.9)

468 74 78 66 71 51 36 14 - 858
(30.9) (29.5) (30.0) (26.1) (29.8) (23.6) (18.6) (18.7) - (28.6)

122 22 29 9 14 13 9 4 - 222
(8.0) (8.8) (11.2) (3.6) (5.9) (6.0) (4.6) (5.3) - (7.4)

221 33 34 38 30 34 14 10 - 414
(14.6) (13.1) (13.1) (15.0) (12.6) (15.7) (7.2) (13.3) - (13.8)

79 18 8 9 14 11 10 5 - 154
(5.2) (7.2) (3.1) (3.6) (5.9) (5.1) (5.2) (6.7) - (5.1)

195 19 30 16 21 18 9 7 - 315
(12.9) (7.6) (11.5) (6.3) (8.8) (8.3) (4.6) (9.3) - (10.5)

健康診断ありⅠ, Ⅱ

賃金規程ありⅠ

交替勤務・深夜勤務Ⅰ

作業環境（温度、騒

音、時差）Ⅰ

精神的緊張を伴う業

務Ⅰ

既往歴ありⅠ, Ⅱ

面接指導ありⅠ, Ⅱ

合計

不規則な勤務Ⅰ

拘束時間の長い勤務
Ⅰ

出張の多い業務Ⅰ

管理者による確認

出勤簿

タイムカード

本人の申告

就業規則ありⅠ
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表 1-4（続き） 出退勤の管理状況、就業規則等、発症 6 か月前の労働時間以外の負荷要因・ 

時間外労働時間数 （業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Ⅰ：認定基準改正（令和 3 年 9 月）前に基づく分類 

      Ⅱ：認定基準改正（令和 3 年 9 月）後に基づく分類 

      注） Max の時間数は、平均ではなく各単月における最大値を示す。  

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

勤務時間の不規則性Ⅱ

- - - - - - - 24 51 75
- - - - - - - (24.7) (26.3) (25.8)

- - - - - - - 11 39 50
- - - - - - - (11.3) (20.1) (17.2)

- - - - - - - 24 54 78
- - - - - - - (24.7) (27.8) (26.8)

- - - - - - - 21 57 78
- - - - - - - (21.6) (29.4) (26.8)

事業場外における移動を伴う業務Ⅱ

- - - - - - - 1 5 6
- - - - - - - (1.0) (2.6) (2.1)

- - - - - - - 12 26 38
- - - - - - - (12.4) (13.4) (13.1)

- - - - - - - 11 21 32
- - - - - - - (11.3) (10.8) (11.0)

- - - - - - - 4 3 7
- - - - - - - (4.1) (1.5) (2.4)

- - - - - - - 4 11 15
- - - - - - - (4.1) (5.7) (5.2)

発症前の時間外労働時間数

発症前1か月

[N,
M]

[1466,
99.9]

[245,
99.0]

[258,
98.4]

[251,
99.8]

[227,
101.3]

[211,
93.2]

[187,
94.2]

[163,
88.6]

[176,
85.4]

[3184,
97.7]

{Max} {360.0} {225.9} {242.8} {224.0} {311.5} {220.5} {244.4} {227.9} {224.1} {360.0}

発症前2か月

[N,
M]

[1304,
95.2]

[225,
95.8]

[237,
100.7]

[239,
98.5]

[215,
98.3]

[189,
88.7]

[184,
92.6]

[162,
89.4]

[167,
81.8]

[2922,
94.5]

{Max} {316.5} {226.5} {224.1} {228.4} {215.5} {254.0} {253.0} {216.7} {211.2} {316.5}

発症前3か月

[N,
M]

[1205,
92.7]

[212,
89.7]

[222,
97.1]

[227,
91.7]

[204,
95.3]

[183,
91.1]

[183,
88.4]

[159,
86.7]

[166,
82.8]

[2761,
91.6]

{Max} {291.7} {238.0} {262.6} {224.3} {239.5} {275.0} {194.8} {262.4} {236.2} {291.7}

発症前4か月

[N,
M]

[1174,
90.8]

[210,
92.4]

[218,
91.5]

[225,
91.3]

[200,
93.2]

[176,
88.9]

[182,
85.6]

[157,
81.2]

[164,
82.1]

[2706,
89.6]

{Max} {288.5} {220.8} {229.8} {242.9} {205.0} {279.5} {231.2} {240.3} {272.5} {288.5}

発症前5か月

[N,
M]

[1143,
88.4]

[208,
90.1]

[217,
89.1]

[219,
86.9]

[199,
92.8]

[175,
89.0]

[179,
84.8]

[154,
77.9]

[160,
78.5]

[2654,
87.4]

{Max} {306.0} {246.1} {226.5} {246.9} {242.7} {288.5} {236.4} {237.9} {235.8} {306.0}

発症前6か月

[N,
M]

[1130,
86.2]

[207,
89.2]

[216,
88.2]

[215,
84.2]

[195,
90.7]

[172,
86.2]

[178,
81.7]

[152,
73.4]

[160,
72.9]

[2625,
84.9]

{Max} {315.5} {235.2} {250.1} {281.5} {248.4} {280.0} {248.3} {218.0} {220.5} {315.5}

心理的負荷を伴う

業務Ⅱ

身体的負荷を伴う

業務Ⅱ

作業環境（温度、

騒音）Ⅱ

　　出張の多い業務

　その他事業場外におけ
る移動を伴う業務

　拘束時間の長い勤
務

　休日のない連続勤
務

　勤務間インターバルが
短い勤務

　不規則な勤務・交替勤
務・深夜勤務

合計
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表 1-5 都道府県（業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

都道府県
63 7 16 13 13 13 11 7 10 153

(4.2) (2.8) (6.2) (5.1) (5.5) (6.0) (5.7) (4.1) (5.2) (4.6)

14 3 2 0 1 1 0 0 4 25
(0.9) (1.2) (0.8) (0.0) (0.4) (0.5) (0.0) (0.0) (2.1) (0.8)

14 4 5 2 2 0 0 4 1 32
(0.9) (1.6) (1.9) (0.8) (0.8) (0.0) (0.0) (2.3) (0.5) (1.0)

52 9 9 7 2 1 2 7 4 93
(3.4) (3.6) (3.5) (2.8) (0.8) (0.5) (1.0) (4.1) (2.1) (2.8)

7 2 0 0 0 2 0 0 2 13
(0.5) (0.8) (0.0) (0.0) (0.0) (0.9) (0.0) (0.0) (1.0) (0.4)

11 1 1 2 0 3 0 1 1 20
(0.7) (0.4) (0.4) (0.8) (0.0) (1.4) (0.0) (0.6) (0.5) (0.6)

20 3 3 6 4 6 1 2 3 48
(1.3) (1.2) (1.2) (2.4) (1.7) (2.8) (0.5) (1.2) (1.5) (1.5)

27 6 5 2 9 8 6 3 5 71
(1.8) (2.4) (1.9) (0.8) (3.8) (3.7) (3.1) (1.7) (2.6) (2.2)

16 5 5 8 2 4 3 6 2 51
(1.1) (2.0) (1.9) (3.2) (0.8) (1.9) (1.5) (3.5) (1.0) (1.5)

19 5 12 7 1 2 3 4 3 56
(1.3) (2.0) (4.6) (2.8) (0.4) (0.9) (1.5) (2.3) (1.5) (1.7)

61 10 11 15 14 10 15 8 9 153
(4.0) (4.0) (4.2) (5.9) (5.9) (4.6) (7.7) (4.7) (4.6) (4.6)

46 5 11 10 8 10 5 10 8 113
(3.0) (2.0) (4.2) (4.0) (3.4) (4.6) (2.6) (5.8) (4.1) (3.4)

238 35 29 33 35 20 27 20 24 461
(15.7) (13.9) (11.2) (13.0) (14.7) (9.3) (13.9) (11.6) (12.4) (14.0)

107 19 18 14 5 13 17 9 18 220
(7.1) (7.6) (6.9) (5.5) (2.1) (6.0) (8.8) (5.2) (9.3) (6.7)

12 2 5 0 3 4 4 1 5 36
(0.8) (0.8) (1.9) (0.0) (1.3) (1.9) (2.1) (0.6) (2.6) (1.1)

15 1 2 2 2 3 4 2 1 32
(1.0) (0.4) (0.8) (0.8) (0.8) (1.4) (2.1) (1.2) (0.5) (1.0)

15 1 3 1 3 2 1 0 4 30
(1.0) (0.4) (1.2) (0.4) (1.3) (0.9) (0.5) (0.0) (2.1) (0.9)

12 0 2 1 2 2 3 0 0 22
(0.8) (0.0) (0.8) (0.4) (0.8) (0.9) (1.5) (0.0) (0.0) (0.7)

8 0 0 2 4 1 2 0 2 19
(0.5) (0.0) (0.0) (0.8) (1.7) (0.5) (1.0) (0.0) (1.0) (0.6)

9 5 3 3 3 5 2 2 2 34
(0.6) (2.0) (1.2) (1.2) (1.3) (2.3) (1.0) (1.2) (1.0) (1.0)

8 3 4 1 0 3 1 4 1 25
(0.5) (1.2) (1.5) (0.4) (0.0) (1.4) (0.5) (2.3) (0.5) (0.8)

24 5 6 6 6 5 4 6 8 70
(1.6) (2.0) (2.3) (2.4) (2.5) (2.3) (2.1) (3.5) (4.1) (2.1)

74 20 15 10 13 20 13 6 11 182
(4.9) (8.0) (5.8) (4.0) (5.5) (9.3) (6.7) (3.5) (5.7) (5.5)

12 4 0 6 4 6 3 1 2 38
(0.8) (1.6) (0.0) (2.4) (1.7) (2.8) (1.5) (0.6) (1.0) (1.2)

合計

福井

山梨

長野

岐阜

静岡

愛知

富山

石川

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

三重

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

千葉

東京

神奈川

新潟
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表 1-5（続き） 都道府県（業務上：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

都道府県
26 3 3 3 4 1 1 2 2 45

(1.7) (1.2) (1.2) (1.2) (1.7) (0.5) (0.5) (1.2) (1.0) (1.4)

51 8 11 6 4 4 4 4 3 95
(3.4) (3.2) (4.2) (2.4) (1.7) (1.9) (2.1) (2.3) (1.5) (2.9)

149 20 25 26 37 17 22 16 17 329
(9.8) (8.0) (9.6) (10.3) (15.5) (7.9) (11.3) (9.3) (8.8) (10.0)

59 11 11 14 10 7 5 4 9 130
(3.9) (4.4) (4.2) (5.5) (4.2) (3.2) (2.6) (2.3) (4.6) (3.9)

17 1 1 2 3 0 3 3 0 30
(1.1) (0.4) (0.4) (0.8) (1.3) (0.0) (1.5) (1.7) (0.0) (0.9)

13 4 2 3 2 0 1 4 1 30
(0.9) (1.6) (0.8) (1.2) (0.8) (0.0) (0.5) (2.3) (0.5) (0.9)

7 1 1 0 1 0 1 3 0 14
(0.5) (0.4) (0.4) (0.0) (0.4) (0.0) (0.5) (1.7) (0.0) (0.4)

7 0 3 1 0 1 0 1 0 13
(0.5) (0.0) (1.2) (0.4) (0.0) (0.5) (0.0) (0.6) (0.0) (0.4)

16 3 1 3 4 3 3 2 2 37
(1.1) (1.2) (0.4) (1.2) (1.7) (1.4) (1.5) (1.2) (1.0) (1.1)

48 10 2 5 9 6 2 5 3 90
(3.2) (4.0) (0.8) (2.0) (3.8) (2.8) (1.0) (2.9) (1.5) (2.7)

16 1 5 2 1 0 1 4 1 31
(1.1) (0.4) (1.9) (0.8) (0.4) (0.0) (0.5) (2.3) (0.5) (0.9)

14 3 2 0 3 1 1 0 1 25
(0.9) (1.2) (0.8) (0.0) (1.3) (0.5) (0.5) (0.0) (0.5) (0.8)

11 2 0 3 3 1 1 3 1 25
(0.7) (0.8) (0.0) (1.2) (1.3) (0.5) (0.5) (1.7) (0.5) (0.8)

22 1 1 2 0 4 3 3 3 39
(1.5) (0.4) (0.4) (0.8) (0.0) (1.9) (1.5) (1.7) (1.5) (1.2)

10 1 2 1 2 0 2 0 2 20
(0.7) (0.4) (0.8) (0.4) (0.8) (0.0) (1.0) (0.0) (1.0) (0.6)

56 13 7 11 6 7 6 8 7 121
(3.7) (5.2) (2.7) (4.3) (2.5) (3.2) (3.1) (4.7) (3.6) (3.7)

11 1 3 2 2 1 0 0 2 22
(0.7) (0.4) (1.2) (0.8) (0.8) (0.5) (0.0) (0.0) (1.0) (0.7)

14 5 4 3 2 3 3 2 0 36
(0.9) (2.0) (1.5) (1.2) (0.8) (1.4) (1.5) (1.2) (0.0) (1.1)

19 4 5 6 2 6 1 2 3 48
(1.3) (1.6) (1.9) (2.4) (0.8) (2.8) (0.5) (1.2) (1.5) (1.5)

19 0 0 3 1 3 3 0 3 32
(1.3) (0.0) (0.0) (1.2) (0.4) (1.4) (1.5) (0.0) (1.5) (1.0)

13 2 2 3 1 2 1 1 0 25
(0.9) (0.8) (0.8) (1.2) (0.4) (0.9) (0.5) (0.6) (0.0) (0.8)

22 1 1 3 1 0 2 1 2 33
(1.5) (0.4) (0.4) (1.2) (0.4) (0.0) (1.0) (0.6) (1.0) (1.0)

12 1 1 0 4 5 1 1 2 27
(0.8) (0.4) (0.4) (0.0) (1.7) (2.3) (0.5) (0.6) (1.0) (0.8)

1516 251 260 253 238 216 194 172 194 3294
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

沖縄

合計

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

合計

滋賀

京都

大阪

兵庫
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表 2-1 発症時・死亡時年齢、決定時疾患名 （業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

事案数 2041 472 498 506 465 509 608 629 710 6438
[年度別%] [31.7] [7.3] [7.7] [7.9] [7.2] [7.9] [9.4] [9.8] [11.0] [100]

性別

1409 326 330 346 302 330 351 352 393 4139
(69.0) (69.1) (66.3) (68.4) (64.9) (64.8) (57.7) (56.0) (55.4) (64.3)

632 146 168 160 163 179 257 277 317 2299
(31.0) (30.9) (33.7) (31.6) (35.1) (35.2) (42.3) (44.0) (44.6) (35.7)

発症時年齢

[M, SD] [39.1,
11.4]

[40.1,
10.7]

[39.5,
11.5]

[39.3,
11.0]

[40.1,
11.2]

[39.2,
10.7]

[39.6,
11.5]

[39.4,
11.5]

[39.0,
11.2]

[39.4,
11.2]

453 89 116 120 98 119 139 159 189 1482
(22.2) (18.9) (23.3) (23.7) (21.1) (23.4) (22.9) (25.3) (26.6) (23.0)

646 137 136 131 122 132 169 145 169 1787
(31.7) (29.0) (27.3) (25.9) (26.2) (25.9) (27.8) (23.1) (23.8) (27.8)

544 147 144 159 147 170 174 200 213 1898
(26.7) (31.1) (28.9) (31.4) (31.6) (33.4) (28.6) (31.8) (30.0) (29.5)

311 85 82 81 79 75 103 100 119 1035
(15.2) (18.0) (16.5) (16.0) (17.0) (14.7) (16.9) (15.9) (16.8) (16.1)

87 14 20 15 19 13 23 25 20 236
(4.3) (3.0) (4.0) (3.0) (4.1) (2.6) (3.8) (4.0) (2.8) (3.7)

うち⾃殺（未遂を含む）
1655 379 414 408 389 421 527 550 643 5386
(81.1) (80.3) (83.1) (80.6) (83.7) (82.7) (86.7) (87.4) (90.6) (83.7)

386 93 84 98 76 88 81 79 67 1052
(18.9) (19.7) (16.9) (19.4) (16.3) (17.3) (13.3) (12.6) (9.4) (16.3)

死亡時年齢（未遂を除く）

[M, SD] [41.6,
12.6]

[41.9,
9.7]

[38.9,
10.6]

[41.0,
10.5]

[41.5,
12.1]

[41.5,
10.9]

[42.9,
12.6]

[40.7,
10.1]

[41.5,
11.4]

[41.3,
11.6]

75 12 21 16 15 15 14 12 13 193
(20.0) (13.8) (26.3) (16.7) (21.4) (17.9) (18.2) (16.2) (21.0) (19.2)

95 21 19 27 17 17 17 18 14 245
(25.3) (24.1) (23.8) (28.1) (24.3) (20.2) (22.1) (24.3) (22.6) (24.4)

104 33 25 34 20 34 22 29 18 319
(27.7) (37.9) (31.3) (35.4) (28.6) (40.5) (28.6) (39.2) (29.0) (31.7)

78 19 15 16 12 14 19 13 16 202
(20.8) (21.8) (18.8) (16.7) (17.1) (16.7) (24.7) (17.6) (25.8) (20.1)

23 2 0 3 6 4 5 2 1 46
(6.1) (2.3) (0.0) (3.1) (8.6) (4.8) (6.5) (2.7) (1.6) (4.6)

40-49歳

50-59歳

60歳以上

30-39歳

合計

男性

⼥性

29歳以下

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60歳以上

⽣存

⾃殺

29歳以下
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表 2-1（続き） 発症時・死亡時年齢、決定時疾患名 （業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

決定時疾患名
F30-F39︓気分[感情]障害

1001 233 250 258 206 223 225 238 259 2893
(49.0) (49.4) (50.2) (51.0) (44.3) (43.8) (37.0) (37.8) (36.5) (44.9)

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

27 12 8 7 6 5 5 9 4 83
(1.3) (2.5) (1.6) (1.4) (1.3) (1.0) (0.8) (1.4) (0.6) (1.3)
859 199 226 221 180 200 196 204 233 2518

(42.1) (42.2) (45.4) (43.7) (38.7) (39.3) (32.2) (32.4) (32.8) (39.1)
30 5 6 7 7 5 6 10 9 85

(1.5) (1.1) (1.2) (1.4) (1.5) (1.0) (1.0) (1.6) (1.3) (1.3)
9 1 1 2 0 3 4 2 4 26

(0.4) (0.2) (0.2) (0.4) (0.0) (0.6) (0.7) (0.3) (0.6) (0.4)
1 1 0 0 1 0 0 1 0 4

(0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.1)
1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
72 15 9 21 11 10 14 12 9 173

(3.5) (3.2) (1.8) (4.2) (2.4) (2.0) (2.3) (1.9) (1.3) (2.7)
F40-F48︓神経症性障害，ストレス関連障害及び⾝体表現性障害

1028 235 245 247 257 281 381 388 446 3508
(50.4) (49.8) (49.2) (48.8) (55.3) (55.2) (62.7) (61.7) (62.8) (54.5)

16 2 1 1 0 0 5 1 4 30
(0.8) (0.4) (0.2) (0.2) (0.0) (0.0) (0.8) (0.2) (0.6) (0.5)

53 17 14 10 9 14 18 22 18 175
(2.6) (3.6) (2.8) (2.0) (1.9) (2.8) (3.0) (3.5) (2.5) (2.7)

1 0 0 0 2 0 1 1 1 6
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.4) (0.0) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1)
106 16 19 25 22 42 49 37 46 362

(5.2) (3.4) (3.8) (4.9) (4.7) (8.3) (8.1) (5.9) (6.5) (5.6)
313 55 54 49 67 53 86 80 97 854

(15.3) (11.7) (10.8) (9.7) (14.4) (10.4) (14.1) (12.7) (13.7) (13.3)
361 104 119 133 132 138 169 201 227 1584

(17.7) (22.0) (23.9) (26.3) (28.4) (27.1) (27.8) (32.0) (32.0) (24.6)
8 0 0 2 0 1 1 3 1 16

(0.4) (0.0) (0.0) (0.4) (0.0) (0.2) (0.2) (0.5) (0.1) (0.2)
5 1 0 4 0 0 2 2 2 16

(0.2) (0.2) (0.0) (0.8) (0.0) (0.0) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2)
60 16 19 11 12 14 32 26 36 226

(2.9) (3.4) (3.8) (2.2) (2.6) (2.8) (5.3) (4.1) (5.1) (3.5)
20 4 5 1 2 4 2 4 6 48

(1.0) (0.8) (1.0) (0.2) (0.4) (0.8) (0.3) (0.6) (0.8) (0.7)
22 8 6 6 6 3 9 5 5 70

(1.1) (1.7) (1.2) (1.2) (1.3) (0.6) (1.5) (0.8) (0.7) (1.1)
4 1 0 0 0 0 0 1 0 6

(0.2) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.1)
59 11 8 5 5 12 7 5 3 115

(2.9) (2.3) (1.6) (1.0) (1.1) (2.4) (1.2) (0.8) (0.4) (1.8)
F2︓統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

11 4 2 1 2 3 2 2 5 32
(0.5) (0.8) (0.4) (0.2) (0.4) (0.6) (0.3) (0.3) (0.7) (0.5)

その他の疾患
1 0 1 0 0 2 0 1 0 5

(0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.4) (0.0) (0.2) (0.0) (0.1)

F4 下位分類不明

F43.8 その他の
重度ストレス反応
F43.9 重度ストレス
反応、詳細不明
F43以下の下位
分類不明

F44 解離性（転
換性）障害
F45 ⾝体表現性
障害
F48 その他の神経
症性障害

F40 恐怖症性不
安障害
F41 その他の不安
障害
F42 強迫性障害

F43.0 急性スト
レス反応
F43.1 ⼼的外
傷後ストレス障害
F43.2 適応障
害

F32 うつ病エピソー
ド
F33 反復性うつ病
性障害
F34 持続性気分
（感情）障害
F38 その他の気分
（感情）障害
F39 詳細不明の気
分（感情）障害
F3  下位分類不明

合計

F30 躁病エピソード
F31 双極性感情
障害
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表 2-2 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(⼤分類)
361 71 91 87 82 90 100 106 104 1092

(17.7) (15.0) (18.3) (17.2) (17.6) (17.7) (16.4) (16.9) (14.6) (17.0)

289 65 57 65 68 74 63 76 100 857
(14.2) (13.8) (11.4) (12.8) (14.6) (14.5) (10.4) (12.1) (14.1) (13.3)

246 47 80 82 70 78 148 142 164 1057
(12.1) (10.0) (16.1) (16.2) (15.1) (15.3) (24.3) (22.6) (23.1) (16.4)

220 57 45 62 51 50 63 67 63 678
(10.8) (12.1) (9.0) (12.3) (11.0) (9.8) (10.4) (10.7) (8.9) (10.5)

148 36 54 51 45 41 43 37 53 508
(7.3) (7.6) (10.8) (10.1) (9.7) (8.1) (7.1) (5.9) (7.5) (7.9)

152 36 28 21 27 29 40 34 31 398
(7.4) (7.6) (5.6) (4.2) (5.8) (5.7) (6.6) (5.4) (4.4) (6.2)

139 29 33 33 27 48 39 39 42 429
(6.8) (6.1) (6.6) (6.5) (5.8) (9.4) (6.4) (6.2) (5.9) (6.7)

124 30 27 34 23 31 27 27 32 355
(6.1) (6.4) (5.4) (6.7) (4.9) (6.1) (4.4) (4.3) (4.5) (5.5)

96 28 17 20 22 17 22 28 27 277
(4.7) (5.9) (3.4) (4.0) (4.7) (3.3) (3.6) (4.5) (3.8) (4.3)

58 19 10 8 13 12 11 20 23 174
(2.8) (4.0) (2.0) (1.6) (2.8) (2.4) (1.8) (3.2) (3.2) (2.7)

50 14 11 10 8 6 12 13 17 141
(2.4) (3.0) (2.2) (2.0) (1.7) (1.2) (2.0) (2.1) (2.4) (2.2)

53 12 16 7 8 8 17 14 8 143
(2.6) (2.5) (3.2) (1.4) (1.7) (1.6) (2.8) (2.2) (1.1) (2.2)

49 14 11 11 15 14 11 13 16 154
(2.4) (3.0) (2.2) (2.2) (3.2) (2.8) (1.8) (2.1) (2.3) (2.4)

18 2 4 2 2 3 6 4 3 44
(0.9) (0.4) (0.8) (0.4) (0.4) (0.6) (1.0) (0.6) (0.4) (0.7)

17 2 6 5 2 5 2 3 10 52
(0.8) (0.4) (1.2) (1.0) (0.4) (1.0) (0.3) (0.5) (1.4) (0.8)

11 3 4 1 1 1 2 4 8 35
(0.5) (0.6) (0.8) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) (0.6) (1.1) (0.5)

6 3 1 0 0 0 1 1 8 20
(0.3) (0.6) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) (0.2) (1.1) (0.3)

2 1 2 1 0 0 1 1 1 9
(0.1) (0.2) (0.4) (0.2) (0.0) (0.0) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1)

2 3 1 6 1 2 0 0 0 15
(0.1) (0.6) (0.2) (1.2) (0.2) (0.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

2041 472 498 506 465 509 608 629 710 6438
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

建設業

合計

製造業

卸売業，⼩売業

医療，福祉

運輸業，郵便業

鉱業，採⽯業，
砂利採取業

公務（他に分類さ
れるものを除く）

分類不能の産業

⼤分類計

漁業

サービス業（他に分
類されないもの）

宿泊業，飲⾷サー
ビス業

情報通信業

学術研究，専⾨・
技術サービス業

教育，学習⽀援
業

⾦融業，保険業

不動産業，物品
賃貸業

⽣活関連サービス
業，娯楽業

農業，林業

複合サービス事業

電気・ガス・熱供
給・⽔道業
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表 2-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(⼤分類／中分類)
81 18 27 25 23 28 27 22 33 284

(4.0) (3.8) (5.4) (4.9) (4.9) (5.5) (4.4) (3.5) (4.6) (4.4)

26 4 13 3 7 5 8 8 7 81
(1.3) (0.8) (2.6) (0.6) (1.5) (1.0) (1.3) (1.3) (1.0) (1.3)

41 14 14 23 15 8 8 7 13 143
(2.0) (3.0) (2.8) (4.5) (3.2) (1.6) (1.3) (1.1) (1.8) (2.2)

46 11 12 14 17 10 10 9 15 144
(2.3) (2.3) (2.4) (2.8) (3.7) (2.0) (1.6) (1.4) (2.1) (2.2)

33 6 6 6 7 6 8 9 8 89
(1.6) (1.3) (1.2) (1.2) (1.5) (1.2) (1.3) (1.4) (1.1) (1.4)

44 5 9 5 12 11 14 12 15 127
(2.2) (1.1) (1.8) (1.0) (2.6) (2.2) (2.3) (1.9) (2.1) (2.0)

21 6 5 6 4 2 6 10 7 67
(1.0) (1.3) (1.0) (1.2) (0.9) (0.4) (1.0) (1.6) (1.0) (1.0)

45 16 9 9 4 7 15 10 12 127
(2.2) (3.4) (1.8) (1.8) (0.9) (1.4) (2.5) (1.6) (1.7) (2.0)

49 6 17 12 11 13 15 15 11 149
(2.4) (1.3) (3.4) (2.4) (2.4) (2.6) (2.5) (2.4) (1.5) (2.3)

84 20 18 19 18 16 13 17 21 226
(4.1) (4.2) (3.6) (3.8) (3.9) (3.1) (2.1) (2.7) (3.0) (3.5)

29 6 3 9 3 11 9 8 4 82
(1.4) (1.3) (0.6) (1.8) (0.6) (2.2) (1.5) (1.3) (0.6) (1.3)

50 11 7 5 4 10 12 5 10 114
(2.4) (2.3) (1.4) (1.0) (0.9) (2.0) (2.0) (0.8) (1.4) (1.8)

123 36 26 45 37 29 32 47 37 412
(6.0) (7.6) (5.2) (8.9) (8.0) (5.7) (5.3) (7.5) (5.2) (6.4)

15 1 3 8 7 9 7 6 11 67
(0.7) (0.2) (0.6) (1.6) (1.5) (1.8) (1.2) (1.0) (1.5) (1.0)

48 9 7 16 7 11 6 8 11 123
(2.4) (1.9) (1.4) (3.2) (1.5) (2.2) (1.0) (1.3) (1.5) (1.9)

45 13 11 7 2 9 12 12 18 129
(2.2) (2.8) (2.2) (1.4) (0.4) (1.8) (2.0) (1.9) (2.5) (2.0)

41 6 12 7 19 10 9 13 16 133
(2.0) (1.3) (2.4) (1.4) (4.1) (2.0) (1.5) (2.1) (2.3) (2.1)

66 21 11 10 13 15 11 12 21 180
(3.2) (4.4) (2.2) (2.0) (2.8) (2.9) (1.8) (1.9) (3.0) (2.8)

26 9 4 4 6 1 10 8 11 79
(1.3) (1.9) (0.8) (0.8) (1.3) (0.2) (1.6) (1.3) (1.5) (1.2)

26 5 8 3 4 1 7 8 3 65
(1.3) (1.1) (1.6) (0.6) (0.9) (0.2) (1.2) (1.3) (0.4) (1.0)

合計

建設業／総合⼯事業

建設業／職別⼯事業
（設備⼯事業を除く）

建設業／設備⼯事業

製造業／⾷料品製造業

製造業／化学⼯業

製造業／⾦属製品製造
業

製造業／⽣産⽤機械器
具製造業

製造業／電気機械器具
製造業

製造業／輸送⽤機械器
具製造業

情報通信業／情報サー
ビス業

情報通信業／映像・⾳
声・⽂字情報制作業

運輸業，郵便業／道路
旅客運送業

運輸業，郵便業／道路
貨物運送業

卸売業，⼩売業／機械
器具卸売業

卸売業，⼩売業／各種
商品⼩売業

卸売業，⼩売業／飲⾷
料品⼩売業

卸売業，⼩売業／機械
器具⼩売業

卸売業，⼩売業／その
他の⼩売業

⾦融業，保険業／保険
業（保険媒介代理業，
保険サービス業を含む）
不動産業，物品賃貸業
／不動産賃貸業・管理

業
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表 2-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(⼤分類／中分類)
46 8 9 6 3 3 10 13 9 107

(2.3) (1.7) (1.8) (1.2) (0.6) (0.6) (1.6) (2.1) (1.3) (1.7)

30 15 5 8 12 10 8 9 12 109
(1.5) (3.2) (1.0) (1.6) (2.6) (2.0) (1.3) (1.4) (1.7) (1.7)

39 11 5 10 5 18 14 7 9 118
(1.9) (2.3) (1.0) (2.0) (1.1) (3.5) (2.3) (1.1) (1.3) (1.8)

87 18 26 21 20 28 23 29 31 283
(4.3) (3.8) (5.2) (4.2) (4.3) (5.5) (3.8) (4.6) (4.4) (4.4)

25 5 4 4 11 9 7 5 11 81
(1.2) (1.1) (0.8) (0.8) (2.4) (1.8) (1.2) (0.8) (1.5) (1.3)

40 11 7 6 8 8 5 16 18 119
(2.0) (2.3) (1.4) (1.2) (1.7) (1.6) (0.8) (2.5) (2.5) (1.8)

106 23 32 41 35 30 69 59 79 474
(5.2) (4.9) (6.4) (8.1) (7.5) (5.9) (11.3) (9.4) (11.1) (7.4)

136 24 46 41 35 48 79 82 85 576
(6.7) (5.1) (9.2) (8.1) (7.5) (9.4) (13.0) (13.0) (12.0) (8.9)

10 5 4 4 8 3 12 2 3 51
(0.5) (1.1) (0.8) (0.8) (1.7) (0.6) (2.0) (0.3) (0.4) (0.8)

29 6 3 0 2 4 2 2 3 51
(1.4) (1.3) (0.6) (0.0) (0.4) (0.8) (0.3) (0.3) (0.4) (0.8)

62 15 11 6 11 12 15 22 12 166
(3.0) (3.2) (2.2) (1.2) (2.4) (2.4) (2.5) (3.5) (1.7) (2.6)

29 7 7 1 2 2 0 5 5 58
(1.4) (1.5) (1.4) (0.2) (0.4) (0.4) (0.0) (0.8) (0.7) (0.9)

1578 371 381 384 372 387 483 497 561 5014
(77.3) (78.6) (76.5) (75.9) (80.0) (76.0) (79.4) (79.0) (79.0) (77.9)中分類計

合計

学術研究，専⾨・技術
サービス業／専⾨サービ
ス業（他に分類されない
学術研究，専⾨・技術
サービス業／技術サービ
ス業（他に分類されない
宿泊業，飲⾷サービス

業／宿泊業

宿泊業，飲⾷サービス
業／飲⾷店

⽣活関連サービス業，
娯楽業／娯楽業

教育，学習⽀援業／学
校教育

サービス業（他に分類さ
れないもの）／その他の

サービス業

医療，福祉／医療業

医療，福祉／社会保
険・社会福祉・介護事業

サービス業（他に分類さ
れないもの）／廃棄物

処理業
サービス業（他に分類さ
れないもの）／職業紹

介・労働者派遣業
サービス業（他に分類さ
れないもの）／その他の

事業サービス業
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表 2-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(⼤分類)
482 114 115 130 118 137 173 145 175 1589

(23.6) (24.2) (23.1) (25.7) (25.4) (26.9) (28.5) (23.1) (24.6) (24.7)

406 93 81 66 59 79 83 106 109 1082
(19.9) (19.7) (16.3) (13.0) (12.7) (15.5) (13.7) (16.9) (15.4) (16.8)

233 48 63 50 62 60 65 77 87 745
(11.4) (10.2) (12.7) (9.9) (13.3) (11.8) (10.7) (12.2) (12.3) (11.6)

244 53 64 70 59 81 91 105 105 872
(12.0) (11.2) (12.9) (13.8) (12.7) (15.9) (15.0) (16.7) (14.8) (13.5)

220 36 52 56 50 61 58 62 82 677
(10.8) (7.6) (10.4) (11.1) (10.8) (12.0) (9.5) (9.9) (11.5) (10.5)

143 44 30 40 34 29 29 39 37 425
(7.0) (9.3) (6.0) (7.9) (7.3) (5.7) (4.8) (6.2) (5.2) (6.6)

136 37 32 42 40 38 43 47 46 461
(6.7) (7.8) (6.4) (8.3) (8.6) (7.5) (7.1) (7.5) (6.5) (7.2)

79 18 27 36 20 9 24 16 31 260
(3.9) (3.8) (5.4) (7.1) (4.3) (1.8) (3.9) (2.5) (4.4) (4.0)

62 19 23 13 17 8 30 22 23 217
(3.0) (4.0) (4.6) (2.6) (3.7) (1.6) (4.9) (3.5) (3.2) (3.4)

20 4 5 2 3 2 6 4 12 58
(1.0) (0.8) (1.0) (0.4) (0.6) (0.4) (1.0) (0.6) (1.7) (0.9)

15 6 6 1 3 5 6 5 3 50
(0.7) (1.3) (1.2) (0.2) (0.6) (1.0) (1.0) (0.8) (0.4) (0.8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.0)

2041 472 498 506 465 509 608 629 710 6438
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

専⾨的・技術的職
業従事者

事務従事者

運搬・清掃・包装
等従事者

農林漁業従事者

保安職業従事者

運輸・通信従事者

分類不能の職業

合計

販売従事者

サービス職業従事
者

⽣産⼯程従事者

管理的職業従事
者

輸送・機械運転従
事者

建設・採掘従事者

⼤分類計
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表 2-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(⼤分類／中分類)
79 42 29 35 32 24 23 29 19 312

(3.9) (8.9) (5.8) (6.9) (6.9) (4.7) (3.8) (4.6) (2.7) (4.8)

59 0 0 2 0 1 3 9 15 89
(2.9) (0.0) (0.0) (0.4) (0.0) (0.2) (0.5) (1.4) (2.1) (1.4)

37 7 7 7 7 13 15 4 8 105
(1.8) (1.5) (1.4) (1.4) (1.5) (2.6) (2.5) (0.6) (1.1) (1.6)

37 9 6 9 11 17 13 8 9 119
(1.8) (1.9) (1.2) (1.8) (2.4) (3.3) (2.1) (1.3) (1.3) (1.8)

44 24 22 22 23 27 18 16 14 210
(2.2) (5.1) (4.4) (4.3) (4.9) (5.3) (3.0) (2.5) (2.0) (3.3)

91 19 17 23 17 15 13 12 19 226
(4.5) (4.0) (3.4) (4.5) (3.7) (2.9) (2.1) (1.9) (2.7) (3.5)

11 2 1 10 8 4 4 11 11 62
(0.5) (0.4) (0.2) (2.0) (1.7) (0.8) (0.7) (1.7) (1.5) (1.0)

74 8 13 21 22 15 45 36 46 280
(3.6) (1.7) (2.6) (4.2) (4.7) (2.9) (7.4) (5.7) (6.5) (4.3)

34 6 17 9 7 16 27 18 26 160
(1.7) (1.3) (3.4) (1.8) (1.5) (3.1) (4.4) (2.9) (3.7) (2.5)

45 11 3 3 5 5 4 2 7 85
(2.2) (2.3) (0.6) (0.6) (1.1) (1.0) (0.7) (0.3) (1.0) (1.3)

246 61 47 48 41 49 57 67 74 690
(12.1) (12.9) (9.4) (9.5) (8.8) (9.6) (9.4) (10.7) (10.4) (10.7)

28 8 9 6 5 7 6 17 10 96
(1.4) (1.7) (1.8) (1.2) (1.1) (1.4) (1.0) (2.7) (1.4) (1.5)

93 17 13 4 7 12 9 13 11 179
(4.6) (3.6) (2.6) (0.8) (1.5) (2.4) (1.5) (2.1) (1.5) (2.8)

144 25 25 22 23 33 30 33 38 373
(7.1) (5.3) (5.0) (4.3) (4.9) (6.5) (4.9) (5.2) (5.4) (5.8)

84 23 37 28 38 25 35 44 45 359
(4.1) (4.9) (7.4) (5.5) (8.2) (4.9) (5.8) (7.0) (6.3) (5.6)

52 12 20 20 20 26 37 47 39 273
(2.5) (2.5) (4.0) (4.0) (4.3) (5.1) (6.1) (7.5) (5.5) (4.2)

48 12 16 22 13 18 17 19 13 178
(2.4) (2.5) (3.2) (4.3) (2.8) (3.5) (2.8) (3.0) (1.8) (2.8)

64 14 22 17 16 29 19 27 30 238
(3.1) (3.0) (4.4) (3.4) (3.4) (5.7) (3.1) (4.3) (4.2) (3.7)

55 5 3 4 3 3 10 7 9 99
(2.7) (1.1) (0.6) (0.8) (0.6) (0.6) (1.6) (1.1) (1.3) (1.5)

61 5 8 7 13 13 15 14 20 156
(3.0) (1.1) (1.6) (1.4) (2.8) (2.6) (2.5) (2.2) (2.8) (2.4)

合計

管理的職業従事者／法
⼈・団体管理職員

管理的職業従事者／そ
の他の管理的職業従事

者
専⾨的・技術的職業従

事者／製造技術者（開
発）

専⾨的・技術的職業従
事者／製造技術者（開

発を除く）
専⾨的・技術的職業従

事者／建築・⼟⽊・測量
技術者

専⾨的・技術的職業従
事者／情報処理・通信

技術者
専⾨的・技術的職業従
事者／医師，⻭科医
師，獣医師，薬剤師

専⾨的・技術的職業従
事者／保健師，助産

師，看護師
専⾨的・技術的職業従

事者／社会福祉専⾨職
業従事者

専⾨的・技術的職業従
事者／その他の専⾨的

職業従事者
事務従事者／⼀般事務

従事者

事務従事者／会計事務
従事者

事務従事者／営業・販
売事務従事者

販売従事者／商品販売
従事者

販売従事者／営業職業
従事者

サービス職業従事者／
介護サービス職業従事

者
サービス職業従事者／

飲⾷物調理従事者

サービス職業従事者／
接客・給仕職業従事者

サービス職業従事者／そ
の他のサービス職業従事

者
⽣産⼯程従事者／製品
製造・加⼯処理従事者

（⾦属製品）
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表 2-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(⼤分類／中分類)
86 18 24 22 19 23 15 28 35 270

(4.2) (3.8) (4.8) (4.3) (4.1) (4.5) (2.5) (4.5) (4.9) (4.2)

116 34 26 38 35 36 34 41 42 402
(5.7) (7.2) (5.2) (7.5) (7.5) (7.1) (5.6) (6.5) (5.9) (6.2)

44 6 13 13 9 1 7 6 13 112
(2.2) (1.3) (2.6) (2.6) (1.9) (0.2) (1.2) (1.0) (1.8) (1.7)

10 5 4 18 5 5 4 4 4 59
(0.5) (1.1) (0.8) (3.6) (1.1) (1.0) (0.7) (0.6) (0.6) (0.9)

33 9 16 9 4 5 16 15 14 121
(1.6) (1.9) (3.2) (1.8) (0.9) (1.0) (2.6) (2.4) (2.0) (1.9)

17 7 4 3 11 3 12 5 7 69
(0.8) (1.5) (0.8) (0.6) (2.4) (0.6) (2.0) (0.8) (1.0) (1.1)

1692 389 402 422 394 425 488 532 578 5322
(82.9) (82.4) (80.7) (83.4) (84.7) (83.5) (80.3) (84.6) (81.4) (82.7)

運搬・清掃・包装等従事
者／清掃従事者

中分類計

合計

⽣産⼯程従事者／製品
製造・加⼯処理従事者

（⾦属製品を除く）
輸送・機械運転従事者
／⾃動⾞運転従事者

建設・採掘従事者／建
設従事者（建設躯体⼯

事従事者を除く）
建設・採掘従事者／電

気⼯事従事者

運搬・清掃・包装等従事
者／運搬従事者
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表 2-3 雇用者 100 万人対事案数 （業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 総務省「労働⼒調査」の年平均（基本集計）における「年齢階級、産業別雇⽤者数」をもとに算出した。なお、平成 23 年の年
齢・業種別雇⽤者数は公表されていないので、平成 22 年と平成 24 年の平均値で補正した値である。また、「分類不能の産業」は雇
⽤者合計数には含めていない。 
b) 「鉱業，採⽯業，砂利採取業」「公務（他に分類されるものを除く）」は合計での割合の算出に含めていない。 
  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

事案数

7.5 8.5 8.8 8.8 8.0 8.6 10.3 10.7 11.9 8.7
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

発症時年齢
8.9 9.0 11.5 11.9 9.4 11.2 13.1 15.0 17.9 11.1

(25.1) (22.3) (26.9) (27.9) (24.3) (26.6) (25.6) (28.4) (30.0) (26.3)

10.3 11.6 11.8 11.4 10.7 11.8 15.4 13.4 15.6 11.7
(29.0) (28.8) (27.6) (26.6) (27.7) (28.0) (30.2) (25.3) (26.1) (27.7)

8.3 10.5 10.0 10.8 10.0 11.7 12.1 14.3 15.3 10.6
(23.6) (26.0) (23.4) (25.4) (25.9) (27.7) (23.7) (27.0) (25.7) (25.0)

5.7 7.6 7.3 7.0 6.6 6.2 8.3 7.9 9.0 6.9
(16.2) (18.9) (17.0) (16.4) (17.2) (14.7) (16.2) (14.9) (15.1) (16.3)

2.2 1.6 2.2 1.6 1.9 1.2 2.2 2.3 1.8 2.0
(6.1) (3.9) (5.1) (3.7) (4.9) (2.9) (4.2) (4.4) (3.0) (4.6)

合計 35.4 40.3 42.7 42.7 38.7 42.1 51.1 52.8 59.6 42.1
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

50-59歳

合計

男⼥

29歳以下

30-39歳

40-49歳

60歳以上
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表 2-3（続き） 雇用者 100 万人対事案数 （業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 総務省「労働⼒調査」の年平均（基本集計）における「年齢階級、産業別雇⽤者数」をもとに算出した。なお、平成 23 年の年
齢・業種別雇⽤者数は公表されていないので、平成 22 年と平成 24 年の平均値で補正した値である。また、「分類不能の産業」は雇
⽤者合計数には含めていない。 
b) 「鉱業，採⽯業，砂利採取業」「公務（他に分類されるものを除く）」は合計での割合の算出に含めていない。  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(⼤分類) b)
7.3 7.2 9.1 8.7 8.1 8.9 10.0 10.6 10.3 8.4
(3.2) (4.0) (5.5) (6.2) (6.6) (6.6) (5.5) (5.6) (2.2) (5.1)

6.1 6.8 5.9 6.6 6.8 7.5 6.4 7.7 10.3 6.8
(2.7) (3.7) (3.5) (4.7) (5.6) (5.6) (3.6) (4.1) (2.2) (4.1)

7.3 6.3 10.3 10.4 8.7 9.6 17.7 16.6 18.7 10.7
(3.2) (3.4) (6.2) (7.4) (7.1) (7.1) (9.9) (8.8) (4.0) (6.4)

13.4 17.6 13.8 18.9 15.5 14.9 18.8 19.9 18.7 15.8
(5.9) (9.7) (8.3) (13.5) (12.6) (11.0) (10.4) (10.5) (4.0) (9.5)

7.2 8.8 13.5 12.5 11.0 10.0 10.7 9.4 13.4 9.6
(3.2) (4.9) (8.1) (8.9) (9.0) (7.4) (6.0) (5.0) (2.9) (5.8)

7.7 9.9 7.5 5.5 6.8 7.1 9.9 8.4 7.4 7.8
(3.4) (5.4) (4.5) (3.9) (5.6) (5.3) (5.5) (4.5) (1.6) (4.7)

8.8 9.0 10.0 9.8 7.5 13.2 11.5 12.3 12.8 10.0
(3.9) (4.9) (6.0) (7.0) (6.1) (9.8) (6.4) (6.5) (2.8) (6.0)

13.4 15.0 13.7 16.8 11.0 14.3 11.9 11.2 12.5 13.3
(5.9) (8.3) (8.2) (12.0) (8.9) (10.6) (6.6) (5.9) (2.7) (8.0)

12.3 16.8 9.9 11.4 11.8 9.1 11.7 14.2 13.6 12.3
(5.4) (9.2) (5.9) (8.1) (9.7) (6.7) (6.5) (7.5) (2.9) (7.4)

4.3 6.9 3.6 2.8 4.4 3.9 3.5 6.3 7.1 4.6
(1.9) (3.8) (2.1) (2.0) (3.6) (2.9) (2.0) (3.3) (1.5) (2.8)

6.4 9.3 6.9 6.1 4.9 3.7 7.4 8.0 10.9 6.8
(2.8) (5.1) (4.1) (4.4) (4.0) (2.7) (4.1) (4.2) (2.3) (4.1)

11.0 11.1 14.5 6.3 6.8 7.0 13.8 11.3 6.5 10.1
(4.8) (6.1) (8.7) (4.5) (5.5) (5.2) (7.7) (6.0) (1.4) (6.1)

5.4 8.0 6.2 6.1 8.2 7.4 6.1 7.8 9.4 6.6
(2.4) (4.4) (3.7) (4.3) (6.7) (5.5) (3.4) (4.2) (2.0) (4.0)

6.8 3.8 7.4 3.6 3.4 4.9 9.8 7.0 5.1 6.1
(3.0) (2.1) (4.4) (2.6) (2.8) (3.6) (5.5) (3.7) (1.1) (3.7)

6.8 3.4 10.0 8.8 3.4 9.1 3.8 6.0 20.0 7.6
(3.0) (1.9) (6.0) (6.3) (2.8) (6.7) (2.1) (3.2) (4.3) (4.5)

7.2 10.7 13.3 3.3 3.7 3.6 6.5 11.8 27.6 9.0
(3.2) (5.9) (8.0) (2.4) (3.0) (2.6) (3.6) (6.2) (5.9) (5.4)

16.4 30.0 11.1 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 160.0 20.9
(7.2) (16.5) (6.6) (0.0) (0.0) (0.0) (11.1) (10.6) (34.5) (12.6)

80.0 - - - - - - - 100.0 -
(35.1) - - - - - - - (21.5) -

0.2 1.3 0.4 2.6 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 -
(0.1) (0.7) (0.3) (1.9) (0.4) (0.6) (0.0) (0.0) (0.0) -

228.2 181.8 167.3 140.1 122.4 134.9 179.5 188.5 464.2 166.5
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

教育，学習⽀援
業

合計

製造業

卸売業，⼩売業

医療，福祉

運輸業，郵便業

建設業

サービス業（他に分
類されないもの）

宿泊業，飲⾷サー
ビス業

情報通信業

学術研究，専⾨・
技術サービス業

⾦融業，保険業

不動産業，物品
賃貸業

⽣活関連サービス
業，娯楽業

農業，林業

複合サービス事業

電気・ガス・熱供
給・⽔道業

漁業

鉱業，採⽯業，
砂利採取業

公務（他に分類さ
れるものを除く）

合計
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表 2-4 出来事（平成 23 年 12 月認定基準、平成 24 年度～） （業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*︓「⼼理的負荷による精神障害の認定基準」（平成 23 年 12 ⽉）に基づく分類（表の上⽅ 1〜36）であるが、令和 2 年 6 ⽉
以降は改正された認定基準（表の下⽅ 29、30）に基づく分類。 
注︓具体的出来事が重複している事案があるため、事案数と出来事数は⼀致しない  

年度
H24〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

対象数 1403 472 498 506 465 509 608 629 710 5800
[年度別%] [24.2] [8.1] [8.6] [8.7] [8.0] [8.8] [10.5] [10.8] [12.2] [100]

特別な出来事の評価
128 36 28 28 26 35 30 31 42 384
(9.1) (7.6) (5.6) (5.5) (5.6) (6.9) (4.9) (4.9) (5.9) (6.6)

124 53 46 39 32 33 26 35 28 416
(8.8) (11.2) (9.2) (7.7) (6.9) (6.5) (4.3) (5.6) (3.9) (7.2)

357 128 117 134 123 129 94 94 83 1259
(25.4) (27.1) (23.5) (26.5) (26.5) (25.3) (15.5) (14.9) (11.7) (21.7)

具体的出来事
153 47 65 56 58 50 77 51 61 618

(10.9) (10.0) (13.1) (11.1) (12.5) (9.8) (12.7) (8.1) (8.6) (10.7)

209 60 73 80 76 71 108 78 113 868
(14.9) (12.7) (14.7) (15.8) (16.3) (13.9) (17.8) (12.4) (15.9) (15.0)

12 3 3 12 5 2 2 8 9 56
(0.9) (0.6) (0.6) (2.4) (1.1) (0.4) (0.3) (1.3) (1.3) (1.0)

56 27 24 21 18 24 27 17 24 238
(4.0) (5.7) (4.8) (4.2) (3.9) (4.7) (4.4) (2.7) (3.4) (4.1)

36 12 14 7 7 16 10 9 11 122
(2.6) (2.5) (2.8) (1.4) (1.5) (3.1) (1.6) (1.4) (1.5) (2.1)

12 2 2 1 6 3 1 5 1 33
(0.9) (0.4) (0.4) (0.2) (1.3) (0.6) (0.2) (0.8) (0.1) (0.6)

10 11 11 11 6 10 10 16 9 94
(0.7) (2.3) (2.2) (2.2) (1.3) (2.0) (1.6) (2.5) (1.3) (1.6)

45 19 18 21 20 22 14 13 18 190
(3.2) (4.0) (3.6) (4.2) (4.3) (4.3) (2.3) (2.1) (2.5) (3.3)

31 17 10 8 7 11 7 14 7 112
(2.2) (3.6) (2.0) (1.6) (1.5) (2.2) (1.2) (2.2) (1.0) (1.9)

17 3 12 6 4 12 9 3 11 77
(1.2) (0.6) (2.4) (1.2) (0.9) (2.4) (1.5) (0.5) (1.5) (1.3)

17 8 7 8 3 11 6 9 5 74
(1.2) (1.7) (1.4) (1.6) (0.6) (2.2) (1.0) (1.4) (0.7) (1.3)

75 26 23 18 16 21 26 20 19 244
(5.3) (5.5) (4.6) (3.6) (3.4) (4.1) (4.3) (3.2) (2.7) (4.2)

1 4 4 1 2 3 2 1 1 19
(0.1) (0.8) (0.8) (0.2) (0.4) (0.6) (0.3) (0.2) (0.1) (0.3)

5 8 8 5 8 5 1 3 5 48
(0.4) (1.7) (1.6) (1.0) (1.7) (1.0) (0.2) (0.5) (0.7) (0.8)

269 113 126 122 117 109 116 113 139 1224
(19.2) (23.9) (25.3) (24.1) (25.2) (21.4) (19.1) (18.0) (19.6) (21.1)

148 59 51 59 53 46 44 31 26 517
(10.5) (12.5) (10.2) (11.7) (11.4) (9.0) (7.2) (4.9) (3.7) (8.9)

130 65 87 89 68 88 85 79 78 769
(9.3) (13.8) (17.5) (17.6) (14.6) (17.3) (14.0) (12.6) (11.0) (13.3)

6 3 0 7 4 2 8 6 10 46
(0.4) (0.6) (0.0) (1.4) (0.9) (0.4) (1.3) (1.0) (1.4) (0.8)

5 3 0 5 6 3 5 2 7 36
(0.4) (0.6) (0.0) (1.0) (1.3) (0.6) (0.8) (0.3) (1.0) (0.6)

15. 仕事内容・仕事量の（⼤きな）
変化を⽣じさせる出来事があった

16. 1か⽉に80時間以上の時間
外労働を⾏った
17. 2週間以上にわたって連続勤
務を⾏った

18. 勤務形態に変化があった

19. 仕事のペース、活動の変化が
あった

9. ノルマが達成できなかった

10. 新規事業の担当になった、会
社の建て直しの担当になった
11. 顧客や取引先から無理な注
⽂を受けた
12. 顧客や取引先からクレームを
受けた
13. ⼤きな説明会や公式の場で
の発表を強いられた
14. 上司が不在になることにより、
その代⾏を任された

3. 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事
故、重⼤事故を起こした
4. 会社の経営に影響するなどの
重⼤な仕事上のミスをした
5. 会社で起きた事故、事件につ
いて、責任を問われた
6. ⾃分の関係する仕事で多額の
損失等が⽣じた
7. 業務に関連し、違法⾏為を強
要された

8. 達成困難なノルマが課された

合計

⼼理的負荷が極度のもの

極度の⻑時間労働

恒常的な⻑時間

1. （重度の）病気やケガをした

2. 悲惨な事故や災害の体験、⽬
撃をした
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表 2-4（続き） 出来事（平成 23 年 12 月認定基準、平成 24 年度～） （業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*︓「⼼理的負荷による精神障害の認定基準」（平成 23 年 12 ⽉）に基づく分類（表の上⽅ 1〜36）であるが、令和 2 年 6 ⽉
以降は改正された認定基準（表の下⽅ 29、30）に基づく分類。 
注︓具体的出来事が重複している事案があるため、事案数と出来事数は⼀致しない  

年度
H24〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

50 16 24 12 10 15 12 16 16 171
(3.6) (3.4) (4.8) (2.4) (2.2) (2.9) (2.0) (2.5) (2.3) (2.9)

87 37 36 28 23 32 27 35 31 336
(6.2) (7.8) (7.2) (5.5) (4.9) (6.3) (4.4) (5.6) (4.4) (5.8)

27 6 10 6 16 13 9 9 7 103
(1.9) (1.3) (2.0) (1.2) (3.4) (2.6) (1.5) (1.4) (1.0) (1.8)

19 10 10 10 6 16 8 13 7 99
(1.4) (2.1) (2.0) (2.0) (1.3) (3.1) (1.3) (2.1) (1.0) (1.7)

2 3 3 2 1 3 7 5 11 37
(0.1) (0.6) (0.6) (0.4) (0.2) (0.6) (1.2) (0.8) (1.5) (0.6)

18 7 8 14 3 8 8 10 6 82
(1.3) (1.5) (1.6) (2.8) (0.6) (1.6) (1.3) (1.6) (0.8) (1.4)

10 2 8 9 4 2 4 7 7 53
(0.7) (0.4) (1.6) (1.8) (0.9) (0.4) (0.7) (1.1) (1.0) (0.9)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

1 2 1 2 0 2 1 1 1 11
(0.1) (0.4) (0.2) (0.4) (0.0) (0.4) (0.2) (0.2) (0.1) (0.2)

220 80 98 111 87 97 16 - - 709
(15.7) (16.9) (19.7) (21.9) (18.7) (19.1) (2.6) - - (15.9)

204 82 89 70 63 74 73 68 90 813
(14.5) (17.4) (17.9) (13.8) (13.5) (14.5) (12.0) (10.8) (12.7) (14.0)

33 15 15 12 14 18 15 15 20 157
(2.4) (3.2) (3.0) (2.4) (3.0) (3.5) (2.5) (2.4) (2.8) (2.7)

23 4 8 6 10 13 12 4 9 89
(1.6) (0.8) (1.6) (1.2) (2.2) (2.6) (2.0) (0.6) (1.3) (1.5)

7 4 3 10 9 7 12 11 9 72
(0.5) (0.8) (0.6) (2.0) (1.9) (1.4) (2.0) (1.7) (1.3) (1.2)

11 4 5 3 7 5 4 6 2 47
(0.8) (0.8) (1.0) (0.6) (1.5) (1.0) (0.7) (1.0) (0.3) (0.8)

1 1 1 0 0 2 1 1 1 8
(0.1) (0.2) (0.2) (0.0) (0.0) (0.4) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1)

91 30 34 36 38 50 49 69 73 470
(6.5) (6.4) (6.8) (7.1) (8.2) (9.8) (8.1) (11.0) (10.3) (8.1)

- - - - - - 116 152 180 448
- - - - - - (19.1) (24.2) (25.4) (23.0)

- - - - - - 71 74 80 225
- - - - - - (11.7) (11.8) (11.3) (11.6)

30. 同僚等から、暴⾏⼜は（ひど
い）いじめ・嫌がらせを受けた

32. 部下とのトラブルがあった

33. 理解してくれていた⼈の異動
があった

34. 上司が替わった

35. 同僚等の昇進・昇格があり、
昇進で先を越された
36. セクシュアルハラスメントを受け
た
29. 上司等から、⾝体的攻撃、精神
的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

26. 部下が減った

27. 早期退職制度の対象となっ
た
28. ⾮正規社員である⾃分の契
約満了が迫った
29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、
⼜は暴⾏を受けた

30. 上司とのトラブルがあった

31. 同僚とのトラブルがあった

20. 退職を強要された

21. 配置転換があった

22. 転勤をした

23. 複数名で担当していた業務
を1⼈で担当するようになった
24. ⾮正規社員であるとの理由等により、
仕事上の差別、不利益取扱いを受けた

25. ⾃分の昇格・昇進があった

合計
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表 2-5 都道府県（業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

都道府県
122 19 37 35 20 24 31 38 53 379

(6.0) (4.0) (7.4) (6.9) (4.3) (4.7) (5.1) (6.0) (7.5) (5.9)
14 7 0 3 6 4 4 2 4 44

(0.7) (1.5) (0.0) (0.6) (1.3) (0.8) (0.7) (0.3) (0.6) (0.7)
25 6 3 2 7 4 4 3 4 58

(1.2) (1.3) (0.6) (0.4) (1.5) (0.8) (0.7) (0.5) (0.6) (0.9)
81 11 10 8 4 3 9 10 21 157

(4.0) (2.3) (2.0) (1.6) (0.9) (0.6) (1.5) (1.6) (3.0) (2.4)
14 3 3 2 4 3 2 3 4 38

(0.7) (0.6) (0.6) (0.4) (0.9) (0.6) (0.3) (0.5) (0.6) (0.6)
20 7 4 4 6 9 9 5 2 66

(1.0) (1.5) (0.8) (0.8) (1.3) (1.8) (1.5) (0.8) (0.3) (1.0)
35 10 9 6 4 13 11 8 6 102

(1.7) (2.1) (1.8) (1.2) (0.9) (2.6) (1.8) (1.3) (0.8) (1.6)
50 9 12 8 4 7 9 9 15 123

(2.4) (1.9) (2.4) (1.6) (0.9) (1.4) (1.5) (1.4) (2.1) (1.9)
18 1 1 2 3 1 3 4 1 34

(0.9) (0.2) (0.2) (0.4) (0.6) (0.2) (0.5) (0.6) (0.1) (0.5)
15 6 5 6 8 10 4 4 7 65

(0.7) (1.3) (1.0) (1.2) (1.7) (2.0) (0.7) (0.6) (1.0) (1.0)
45 11 16 18 22 19 21 18 38 208

(2.2) (2.3) (3.2) (3.6) (4.7) (3.7) (3.5) (2.9) (5.4) (3.2)
64 17 12 15 7 12 28 30 31 216

(3.1) (3.6) (2.4) (3.0) (1.5) (2.4) (4.6) (4.8) (4.4) (3.4)
343 93 89 108 93 84 93 106 127 1136

(16.8) (19.7) (17.9) (21.3) (20.0) (16.5) (15.3) (16.9) (17.9) (17.6)
162 38 42 30 35 29 44 43 44 467

(7.9) (8.1) (8.4) (5.9) (7.5) (5.7) (7.2) (6.8) (6.2) (7.3)
32 5 2 4 8 8 4 5 11 79

(1.6) (1.1) (0.4) (0.8) (1.7) (1.6) (0.7) (0.8) (1.5) (1.2)
11 6 5 4 3 8 5 4 5 51

(0.5) (1.3) (1.0) (0.8) (0.6) (1.6) (0.8) (0.6) (0.7) (0.8)
12 5 2 4 7 9 4 4 3 50

(0.6) (1.1) (0.4) (0.8) (1.5) (1.8) (0.7) (0.6) (0.4) (0.8)
20 5 2 6 2 8 8 3 6 60

(1.0) (1.1) (0.4) (1.2) (0.4) (1.6) (1.3) (0.5) (0.8) (0.9)
19 4 4 1 6 8 1 2 9 54

(0.9) (0.8) (0.8) (0.2) (1.3) (1.6) (0.2) (0.3) (1.3) (0.8)
26 3 9 9 11 13 10 9 9 99

(1.3) (0.6) (1.8) (1.8) (2.4) (2.6) (1.6) (1.4) (1.3) (1.5)
22 2 3 4 0 8 11 6 4 60

(1.1) (0.4) (0.6) (0.8) (0.0) (1.6) (1.8) (1.0) (0.6) (0.9)
42 9 11 15 12 19 27 13 17 165

(2.1) (1.9) (2.2) (3.0) (2.6) (3.7) (4.4) (2.1) (2.4) (2.6)
58 10 27 18 20 21 32 34 35 255

(2.8) (2.1) (5.4) (3.6) (4.3) (4.1) (5.3) (5.4) (4.9) (4.0)
10 6 9 1 2 4 6 11 9 58

(0.5) (1.3) (1.8) (0.2) (0.4) (0.8) (1.0) (1.7) (1.3) (0.9)

合計

北海道

⻘森

岩⼿

宮城

秋⽥

千葉

東京

神奈川

新潟

富⼭

⽯川

⼭形

福島

茨城

栃⽊

群⾺

埼⽟

三重

福井

⼭梨

⻑野

岐⾩

静岡

愛知
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表 2-5（続き） 都道府県（業務上：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

都道府県
27 9 7 10 1 9 7 11 8 89

(1.3) (1.9) (1.4) (2.0) (0.2) (1.8) (1.2) (1.7) (1.1) (1.4)
67 15 12 9 11 23 22 14 28 201

(3.3) (3.2) (2.4) (1.8) (2.4) (4.5) (3.6) (2.2) (3.9) (3.1)
162 39 36 34 30 29 51 60 56 497

(7.9) (8.3) (7.2) (6.7) (6.5) (5.7) (8.4) (9.5) (7.9) (7.7)
122 24 25 22 31 32 25 54 28 363

(6.0) (5.1) (5.0) (4.3) (6.7) (6.3) (4.1) (8.6) (3.9) (5.6)
17 3 4 3 2 2 6 3 4 44

(0.8) (0.6) (0.8) (0.6) (0.4) (0.4) (1.0) (0.5) (0.6) (0.7)
8 2 0 6 7 3 5 7 6 44

(0.4) (0.4) (0.0) (1.2) (1.5) (0.6) (0.8) (1.1) (0.8) (0.7)
8 4 1 2 5 2 0 6 2 30

(0.4) (0.8) (0.2) (0.4) (1.1) (0.4) (0.0) (1.0) (0.3) (0.5)
5 1 0 1 0 1 0 1 8 17

(0.2) (0.2) (0.0) (0.2) (0.0) (0.2) (0.0) (0.2) (1.1) (0.3)
23 3 6 8 10 6 3 12 13 84

(1.1) (0.6) (1.2) (1.6) (2.2) (1.2) (0.5) (1.9) (1.8) (1.3)
57 13 15 16 4 9 16 10 6 146

(2.8) (2.8) (3.0) (3.2) (0.9) (1.8) (2.6) (1.6) (0.8) (2.3)
23 2 1 1 2 5 4 1 3 42

(1.1) (0.4) (0.2) (0.2) (0.4) (1.0) (0.7) (0.2) (0.4) (0.7)
6 2 1 5 3 0 2 3 3 25

(0.3) (0.4) (0.2) (1.0) (0.6) (0.0) (0.3) (0.5) (0.4) (0.4)
10 2 0 0 2 3 4 1 1 23

(0.5) (0.4) (0.0) (0.0) (0.4) (0.6) (0.7) (0.2) (0.1) (0.4)
18 1 4 1 4 2 4 4 4 42

(0.9) (0.2) (0.8) (0.2) (0.9) (0.4) (0.7) (0.6) (0.6) (0.7)
23 2 2 10 3 1 3 2 2 48

(1.1) (0.4) (0.4) (2.0) (0.6) (0.2) (0.5) (0.3) (0.3) (0.7)
76 21 31 26 23 15 23 27 29 271

(3.7) (4.4) (6.2) (5.1) (4.9) (2.9) (3.8) (4.3) (4.1) (4.2)
16 9 5 1 4 7 7 5 6 60

(0.8) (1.9) (1.0) (0.2) (0.9) (1.4) (1.2) (0.8) (0.8) (0.9)
24 7 11 11 4 7 8 3 5 80

(1.2) (1.5) (2.2) (2.2) (0.9) (1.4) (1.3) (0.5) (0.7) (1.2)
21 3 6 5 6 6 7 12 8 74

(1.0) (0.6) (1.2) (1.0) (1.3) (1.2) (1.2) (1.9) (1.1) (1.1)
15 4 7 6 6 6 16 7 10 77

(0.7) (0.8) (1.4) (1.2) (1.3) (1.2) (2.6) (1.1) (1.4) (1.2)
19 6 2 5 3 2 2 1 4 44

(0.9) (1.3) (0.4) (1.0) (0.6) (0.4) (0.3) (0.2) (0.6) (0.7)
13 4 0 5 3 2 5 4 1 37

(0.6) (0.8) (0.0) (1.0) (0.6) (0.4) (0.8) (0.6) (0.1) (0.6)
21 3 5 6 7 9 8 7 10 76

(1.0) (0.6) (1.0) (1.2) (1.5) (1.8) (1.3) (1.1) (1.4) (1.2)
2041 472 498 506 465 509 608 629 710 6438
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

合計

滋賀

京都

⼤阪

兵庫

⼭⼝

徳島

⾹川

愛媛

⾼知

福岡

奈良

和歌⼭

⿃取

島根

岡⼭

広島

沖縄

合計

佐賀

⻑崎

熊本

⼤分

宮崎

⿅児島
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表 3-1 発症時・死亡時年齢、決定時疾患名、前駆症状 （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

事案数 1959 420 420 411 451 468 471 353 315 5268
[年度別%] [37.2] [8.0] [8.0] [7.8] [8.6] [8.9] [8.9] [6.7] [6.0] [100]

性別

1665 363 361 333 378 400 397 295 249 4441
(85.0) (86.4) (86.0) (81.0) (83.8) (85.5) (84.3) (83.6) (79.0) (84.3)

294 57 59 78 73 68 74 58 66 827
(15.0) (13.6) (14.0) (19.0) (16.2) (14.5) (15.7) (16.4) (21.0) (15.7)

発症時年齢

[M,
SD]

[52.8,
10.9]

[53.7,
11.8]

[54.1,
11.3]

[53.7,
11.7]

[54.7,
11.6]

[54.1,
10.4]

[55.4,
10.8]

[54.5,
11.2]

[55.3,
10.6]

[53.8,
11.1]

54 8 7 10 10 3 8 6 5 111
(2.8) (1.9) (1.7) (2.4) (2.2) (0.6) (1.7) (1.7) (1.6) (2.1)

186 41 41 31 25 31 14 24 17 410
(9.5) (9.8) (9.8) (7.5) (5.5) (6.6) (3.0) (6.8) (5.4) (7.8)

477 105 98 110 121 122 120 85 66 1304
(24.3) (25.0) (23.3) (26.8) (26.8) (26.1) (25.5) (24.1) (21.0) (24.8)

627 117 127 133 126 176 165 122 119 1712
(32.0) (27.9) (30.2) (32.4) (27.9) (37.6) (35.0) (34.6) (37.8) (32.5)

615 149 147 127 169 136 164 116 108 1731
(31.4) (35.5) (35.0) (30.9) (37.5) (29.1) (34.8) (32.9) (34.3) (32.9)

うち死亡

1243 270 274 267 316 316 327 241 230 3484
(63.5) (64.3) (65.2) (65.0) (70.1) (67.5) (69.4) (68.3) (73.0) (66.1)

716 150 146 144 135 152 144 112 85 1784
(36.5) (35.7) (34.8) (35.0) (29.9) (32.5) (30.6) (31.7) (27.0) (33.9)

死亡時年齢

[M,
SD]

[51.6,
11.2]

[53.6,
11.5]

[52.2,
11.1]

[51.9,
11.8]

[50.9,
12.4]

[52.8,
10.8]

[53.5,
11.0]

[53.3,
9.1]

[54.1,
10.4]

[52.3,
11.2]

29 2 2 5 7 2 3 0 3 53
(4.1) (1.3) (1.4) (3.5) (5.2) (1.3) (2.1) (0.0) (3.5) (3.0)

81 15 19 11 13 10 10 7 1 167
(11.3) (10.0) (13.0) (7.6) (9.6) (6.6) (6.9) (6.3) (1.2) (9.4)

175 37 37 50 49 49 40 31 21 489
(24.4) (24.7) (25.3) (34.7) (36.3) (32.2) (27.8) (27.7) (24.7) (27.4)

230 44 48 41 27 56 49 47 35 577
(32.1) (29.3) (32.9) (28.5) (20.0) (36.8) (34.0) (42.0) (41.2) (32.3)

201 52 40 37 39 35 42 27 25 498
(28.1) (34.7) (27.4) (25.7) (28.9) (23.0) (29.2) (24.1) (29.4) (27.9)

合計

50-59歳

60歳以上

生存

死亡

29歳以下

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60歳以上

男性

女性

29歳以下

30-39歳

40-49歳
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表 3-1（続き） 発症時・死亡時年齢、決定時疾患名、前駆症状 （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊令和 3 年 9 月までは解離性大動脈瘤として集計  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

決定時疾患名

脳血管疾患

1165 246 270 248 286 289 290 223 210 3227
(59.5) (58.6) (64.3) (60.3) (63.4) (61.8) (61.6) (63.2) (66.7) (61.3)

608 128 133 115 144 149 143 115 116 1651
(31.0) (30.5) (31.7) (28.0) (31.9) (31.8) (30.4) (32.6) (36.8) (31.3)

291 61 65 64 60 60 60 45 43 749
(14.9) (14.5) (15.5) (15.6) (13.3) (12.8) (12.7) (12.7) (13.7) (14.2)

266 56 72 69 82 80 87 63 50 825
(13.6) (13.3) (17.1) (16.8) (18.2) (17.1) (18.5) (17.8) (15.9) (15.7)

0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
(0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.3) (0.0)

虚血性心疾患等

657 149 137 150 153 168 166 120 105 1805
(33.5) (35.5) (32.6) (36.5) (33.9) (35.9) (35.2) (34.0) (33.3) (34.3)

285 58 60 73 61 63 65 60 43 768
(14.5) (13.8) (14.3) (17.8) (13.5) (13.5) (13.8) (17.0) (13.7) (14.6)

39 11 4 6 13 11 16 6 6 112
(2.0) (2.6) (1.0) (1.5) (2.9) (2.4) (3.4) (1.7) (1.9) (2.1)

245 52 46 47 54 67 58 35 28 632
(12.5) (12.4) (11.0) (11.4) (12.0) (14.3) (12.3) (9.9) (8.9) (12.0)

0 0 0 0 0 0 0 5 6 11
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.4) (1.9) (0.2)

88 28 27 24 25 27 27 14 22 282
(4.5) (6.7) (6.4) (5.8) (5.5) (5.8) (5.7) (4.0) (7.0) (5.4)

その他

137 25 13 13 12 11 15 10 0 236
(7.0) (6.0) (3.1) (3.2) (2.7) (2.4) (3.2) (2.8) (0.0) (4.5)

前駆症状

対象数 1846 420 420 411 451 468 471 353 315 5155

314 84 76 71 84 74 86 49 52 890
(17.0) (20.0) (18.1) (17.3) (18.6) (15.8) (18.3) (13.9) (16.5) (17.3)

124 30 23 29 24 24 22 13 18 307
(6.7) (7.1) (5.5) (7.1) (5.3) (5.1) (4.7) (3.7) (5.7) (6.0)

52 13 9 11 21 14 12 7 14 153
(2.8) (3.1) (2.1) (2.7) (4.7) (3.0) (2.5) (2.0) (4.4) (3.0)

162 49 44 31 40 36 62 30 27 481
(8.8) (11.7) (10.5) (7.5) (8.9) (7.7) (13.2) (8.5) (8.6) (9.3)

前駆症状あり

頭痛

胸部痛

その他

高血圧性脳症

脳内出血
（脳出血）

くも膜下出血

大動脈解離*

合計

脳梗塞

心筋梗塞

狭心症

心停止(心臓性
突然死を含む。)

重篤な心不全
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表 3-2 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(大分類)

310 65 81 75 80 87 78 62 55 893
(15.8) (15.5) (19.3) (18.2) (17.7) (18.6) (16.6) (17.6) (17.5) (17.0)

304 63 68 55 54 72 68 43 52 779
(15.5) (15.0) (16.2) (13.4) (12.0) (15.4) (14.4) (12.2) (16.5) (14.8)

276 58 48 57 71 57 62 37 27 693
(14.1) (13.8) (11.4) (13.9) (15.7) (12.2) (13.2) (10.5) (8.6) (13.2)

319 75 60 50 66 71 71 49 39 800
(16.3) (17.9) (14.3) (12.2) (14.6) (15.2) (15.1) (13.9) (12.4) (15.2)

238 40 46 53 47 52 53 47 42 618
(12.1) (9.5) (11.0) (12.9) (10.4) (11.1) (11.3) (13.3) (13.3) (11.7)

82 29 23 21 25 33 27 6 10 256
(4.2) (6.9) (5.5) (5.1) (5.5) (7.1) (5.7) (1.7) (3.2) (4.9)

50 12 19 10 25 8 10 19 8 161
(2.6) (2.9) (4.5) (2.4) (5.5) (1.7) (2.1) (5.4) (2.5) (3.1)

119 28 28 36 37 32 38 43 48 409
(6.1) (6.7) (6.7) (8.8) (8.2) (6.8) (8.1) (12.2) (15.2) (7.8)

57 11 8 12 9 12 12 5 6 132
(2.9) (2.6) (1.9) (2.9) (2.0) (2.6) (2.5) (1.4) (1.9) (2.5)

46 15 10 8 11 11 10 6 6 123
(2.3) (3.6) (2.4) (1.9) (2.4) (2.4) (2.1) (1.7) (1.9) (2.3)

30 5 7 6 8 8 8 8 5 85
(1.5) (1.2) (1.7) (1.5) (1.8) (1.7) (1.7) (2.3) (1.6) (1.6)

40 7 7 8 6 8 11 8 7 102
(2.0) (1.7) (1.7) (1.9) (1.3) (1.7) (2.3) (2.3) (2.2) (1.9)

15 1 1 1 0 1 4 1 0 24
(0.8) (0.2) (0.2) (0.2) (0.0) (0.2) (0.8) (0.3) (0.0) (0.5)

22 2 5 8 2 10 8 7 1 65
(1.1) (0.5) (1.2) (1.9) (0.4) (2.1) (1.7) (2.0) (0.3) (1.2)

20 4 4 2 4 3 3 2 3 45
(1.0) (1.0) (1.0) (0.5) (0.9) (0.6) (0.6) (0.6) (1.0) (0.9)

13 2 3 3 3 2 5 4 3 38
(0.7) (0.5) (0.7) (0.7) (0.7) (0.4) (1.1) (1.1) (1.0) (0.7)

8 3 2 5 2 1 2 4 2 29
(0.4) (0.7) (0.5) (1.2) (0.4) (0.2) (0.4) (1.1) (0.6) (0.6)

9 0 0 1 1 0 1 2 0 14
(0.5) (0.0) (0.0) (0.2) (0.2) (0.0) (0.2) (0.6) (0.0) (0.3)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.3) (0.0)

1959 420 420 411 451 468 471 353 315 5268
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

合計

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

製造業

建設業

サービス業（他に
分類されないもの）

教育，学習支援業

漁業

金融業，保険業

農業，林業

複合サービス事業

電気・ガス・熱供
給・水道業

宿泊業，飲食サー
ビス業

情報通信業

医療，福祉

学術研究，専門・
技術サービス業

生活関連サービス
業，娯楽業

不動産業，物品賃
貸業

公務（他に分類さ
れるものを除く）

鉱業，採石業，砂
利採取業

分類不能の産業

大分類計
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表 3-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(大分類／中分類)

13 2 3 1 4 3 3 2 2 33
(0.7) (0.5) (0.7) (0.2) (0.9) (0.6) (0.6) (0.6) (0.6) (0.6)

15 1 1 1 0 1 3 0 0 22
(0.8) (0.2) (0.2) (0.2) (0.0) (0.2) (0.6) (0.0) (0.0) (0.4)

157 31 23 18 24 32 29 17 17 348
(8.0) (7.4) (5.5) (4.4) (5.3) (6.8) (6.2) (4.8) (5.4) (6.6)

79 24 27 16 28 26 23 17 10 250
(4.0) (5.7) (6.4) (3.9) (6.2) (5.6) (4.9) (4.8) (3.2) (4.7)

83 20 10 16 14 13 19 15 12 202
(4.2) (4.8) (2.4) (3.9) (3.1) (2.8) (4.0) (4.2) (3.8) (3.8)

37 8 10 5 15 8 10 8 2 103
(1.9) (1.9) (2.4) (1.2) (3.3) (1.7) (2.1) (2.3) (0.6) (2.0)

30 5 4 7 8 6 11 6 0 77
(1.5) (1.2) (1.0) (1.7) (1.8) (1.3) (2.3) (1.7) (0.0) (1.5)

25 5 0 2 3 3 6 1 1 46
(1.3) (1.2) (0.0) (0.5) (0.7) (0.6) (1.3) (0.3) (0.3) (0.9)

9 3 4 2 5 3 0 3 1 30
(0.5) (0.7) (1.0) (0.5) (1.1) (0.6) (0.0) (0.8) (0.3) (0.6)

30 7 5 7 6 8 6 1 7 77
(1.5) (1.7) (1.2) (1.7) (1.3) (1.7) (1.3) (0.3) (2.2) (1.5)

37 8 9 9 12 8 10 5 10 108
(1.9) (1.9) (2.1) (2.2) (2.7) (1.7) (2.1) (1.4) (3.2) (2.1)

14 2 1 0 0 1 0 0 0 18
(0.7) (0.5) (0.2) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.3)

28 6 11 5 16 6 6 15 5 98
(1.4) (1.4) (2.6) (1.2) (3.5) (1.3) (1.3) (4.2) (1.6) (1.9)

8 2 4 3 4 2 1 1 2 27
(0.4) (0.5) (1.0) (0.7) (0.9) (0.4) (0.2) (0.3) (0.6) (0.5)

102 21 28 14 15 24 18 15 8 245
(5.2) (5.0) (6.7) (3.4) (3.3) (5.1) (3.8) (4.2) (2.5) (4.7)

161 32 38 45 48 52 45 38 38 497
(8.2) (7.6) (9.0) (10.9) (10.6) (11.1) (9.6) (10.8) (12.1) (9.4)

4 3 5 3 8 1 7 4 2 37
(0.2) (0.7) (1.2) (0.7) (1.8) (0.2) (1.5) (1.1) (0.6) (0.7)

9 2 3 2 5 3 4 2 1 31
(0.5) (0.5) (0.7) (0.5) (1.1) (0.6) (0.8) (0.6) (0.3) (0.6)

21 4 6 10 4 2 4 5 4 60
(1.1) (1.0) (1.4) (2.4) (0.9) (0.4) (0.8) (1.4) (1.3) (1.1)

18 3 6 3 3 2 5 4 5 49
(0.9) (0.7) (1.4) (0.7) (0.7) (0.4) (1.1) (1.1) (1.6) (0.9)

製造業／輸送用機械器

具製造業

製造業／その他の製造

業

情報通信業／情報サー

ビス業

情報通信業／映像・音

声・文字情報制作業

運輸業，郵便業／道路

旅客運送業

運輸業，郵便業／道路

貨物運送業

合計

農業，林業／農業

漁業／漁業（水産養殖

業を除く）

建設業／総合工事業

建設業／職別工事業

（設備工事業を除く）

建設業／設備工事業

製造業／食料品製造業

運輸業，郵便業／倉庫

業

運輸業，郵便業／運輸

に附帯するサービス業

卸売業，小売業／飲食

料品卸売業

卸売業，小売業／建築

材料，鉱物・金属材料

等卸売業

製造業／金属製品製造

業

製造業／生産用機械器

具製造業

製造業／業務用機械器

具製造業

製造業／電気機械器具

製造業
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表 3-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(大分類／中分類)

18 3 6 3 0 4 7 4 5 50
(0.9) (0.7) (1.4) (0.7) (0.0) (0.9) (1.5) (1.1) (1.6) (0.9)

57 10 8 11 5 14 7 5 8 125
(2.9) (2.4) (1.9) (2.7) (1.1) (3.0) (1.5) (1.4) (2.5) (2.4)

47 9 10 11 12 13 10 4 5 121
(2.4) (2.1) (2.4) (2.7) (2.7) (2.8) (2.1) (1.1) (1.6) (2.3)

31 10 7 4 8 11 7 6 6 90
(1.6) (2.4) (1.7) (1.0) (1.8) (2.4) (1.5) (1.7) (1.9) (1.7)

62 14 13 4 11 12 12 6 13 147
(3.2) (3.3) (3.1) (1.0) (2.4) (2.6) (2.5) (1.7) (4.1) (2.8)

18 3 2 2 4 1 4 1 0 35
(0.9) (0.7) (0.5) (0.5) (0.9) (0.2) (0.8) (0.3) (0.0) (0.7)

30 3 5 6 5 8 3 2 6 68
(1.5) (0.7) (1.2) (1.5) (1.1) (1.7) (0.6) (0.6) (1.9) (1.3)

31 8 5 7 5 14 9 0 1 80
(1.6) (1.9) (1.2) (1.7) (1.1) (3.0) (1.9) (0.0) (0.3) (1.5)

44 19 14 11 18 17 15 4 7 149
(2.2) (4.5) (3.3) (2.7) (4.0) (3.6) (3.2) (1.1) (2.2) (2.8)

7 2 4 3 2 2 3 2 2 27
(0.4) (0.5) (1.0) (0.7) (0.4) (0.4) (0.6) (0.6) (0.6) (0.5)

14 4 3 3 1 2 4 1 3 35
(0.7) (1.0) (0.7) (0.7) (0.2) (0.4) (0.8) (0.3) (1.0) (0.7)

16 5 3 1 3 5 2 4 2 41
(0.8) (1.2) (0.7) (0.2) (0.7) (1.1) (0.4) (1.1) (0.6) (0.8)

16 6 4 4 7 4 4 1 1 47
(0.8) (1.4) (1.0) (1.0) (1.6) (0.9) (0.8) (0.3) (0.3) (0.9)

35 5 4 4 4 5 6 7 4 74
(1.8) (1.2) (1.0) (1.0) (0.9) (1.1) (1.3) (2.0) (1.3) (1.4)

30 14 8 10 15 11 10 22 20 140
(1.5) (3.3) (1.9) (2.4) (3.3) (2.4) (2.1) (6.2) (6.3) (2.7)

86 14 20 26 22 21 28 21 28 266
(4.4) (3.3) (4.8) (6.3) (4.9) (4.5) (5.9) (5.9) (8.9) (5.0)

16 4 5 3 4 9 2 8 3 54
(0.8) (1.0) (1.2) (0.7) (0.9) (1.9) (0.4) (2.3) (1.0) (1.0)

22 2 2 6 0 2 3 1 2 40
(1.1) (0.5) (0.5) (1.5) (0.0) (0.4) (0.6) (0.3) (0.6) (0.8)

153 26 29 41 37 35 43 35 31 430
(7.8) (6.2) (6.9) (10.0) (8.2) (7.5) (9.1) (9.9) (9.8) (8.2)

13 0 7 1 5 2 3 0 3 34
(0.7) (0.0) (1.7) (0.2) (1.1) (0.4) (0.6) (0.0) (1.0) (0.6)

29 7 3 0 0 1 1 1 3 45
(1.5) (1.7) (0.7) (0.0) (0.0) (0.2) (0.2) (0.3) (1.0) (0.9)

1655 357 360 330 390 397 393 294 280 4456
(84.5) (85.0) (85.7) (80.3) (86.5) (84.8) (83.4) (83.3) (88.9) (84.6)

サービス業（他に分類さ

れないもの）／職業紹

介・労働者派遣業

サービス業（他に分類さ

れないもの）／その他

の事業サービス業

合計

卸売業，小売業／機械

器具卸売業

宿泊業，飲食サービス

業／宿泊業

卸売業，小売業／各種

商品小売業

卸売業，小売業／飲食

料品小売業

卸売業，小売業／機械

器具小売業

卸売業，小売業／その

他の小売業

学術研究，専門・技術

サービス業／専門サー

ビス業（他に分類されな

学術研究，専門・技術

サービス業／技術サー

ビス業（他に分類されな

宿泊業，飲食サービス

業／飲食店

宿泊業，飲食サービス

業／持ち帰り・配達飲

食サービス業

生活関連サービス業，

娯楽業／洗濯・理容・美

容・浴場業

生活関連サービス業，

娯楽業／その他の生活

関連サービス業

生活関連サービス業，

娯楽業／娯楽業

サービス業（他に分類さ

れないもの）／政治・経

済・文化団体

中分類計

サービス業（他に分類さ

れないもの）／その他

のサービス業

教育，学習支援業／学

校教育

医療，福祉／医療業

医療，福祉／社会保

険・社会福祉・介護事業

サービス業（他に分類さ

れないもの）／廃棄物

処理業
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表 3-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(大分類)

283 53 68 67 65 83 60 60 55 794
(14.4) (12.6) (16.2) (16.3) (14.4) (17.7) (12.7) (17.0) (17.5) (15.1)

237 59 49 52 59 56 72 55 48 687
(12.1) (14.0) (11.7) (12.7) (13.1) (12.0) (15.3) (15.6) (15.2) (13.0)

201 50 58 45 51 54 35 39 29 562
(10.3) (11.9) (13.8) (10.9) (11.3) (11.5) (7.4) (11.0) (9.2) (10.7)

256 53 48 49 50 54 56 31 37 634
(13.1) (12.6) (11.4) (11.9) (11.1) (11.5) (11.9) (8.8) (11.7) (12.0)

111 23 28 26 30 20 36 27 22 323
(5.7) (5.5) (6.7) (6.3) (6.7) (4.3) (7.6) (7.6) (7.0) (6.1)

205 35 31 29 26 60 37 24 28 475
(10.5) (8.3) (7.4) (7.1) (5.8) (12.8) (7.9) (6.8) (8.9) (9.0)

175 41 25 36 49 37 36 25 21 445
(8.9) (9.8) (6.0) (8.8) (10.9) (7.9) (7.6) (7.1) (6.7) (8.4)

252 52 48 38 51 51 44 35 30 601
(12.9) (12.4) (11.4) (9.2) (11.3) (10.9) (9.3) (9.9) (9.5) (11.4)

82 15 17 24 19 17 29 20 17 240
(4.2) (3.6) (4.0) (5.8) (4.2) (3.6) (6.2) (5.7) (5.4) (4.6)

124 32 41 40 45 30 55 31 25 423
(6.3) (7.6) (9.8) (9.7) (10.0) (6.4) (11.7) (8.8) (7.9) (8.0)

33 7 7 5 6 6 10 5 3 82
(1.7) (1.7) (1.7) (1.2) (1.3) (1.3) (2.1) (1.4) (1.0) (1.6)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) (0.3) (0.0) (0.0)

1959 420 420 411 451 468 471 353 315 5268
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

運輸・通信従事者

分類不能の職業

専門的・技術的職
業従事者

販売従事者

サービス職業従事
者

管理的職業従事者

事務従事者

生産工程従事者

大分類計

輸送・機械運転従
事者

建設・採掘従事者

保安職業従事者

運搬・清掃・包装
等従事者

農林漁業従事者

合計
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表 3-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(大分類／中分類)

25 7 9 5 6 4 8 8 10 82
(1.3) (1.7) (2.1) (1.2) (1.3) (0.9) (1.7) (2.3) (3.2) (1.6)

40 15 18 21 22 10 18 18 10 172
(2.0) (3.6) (4.3) (5.1) (4.9) (2.1) (3.8) (5.1) (3.2) (3.3)

46 1 1 0 2 6 10 1 2 69
(2.3) (0.2) (0.2) (0.0) (0.4) (1.3) (2.1) (0.3) (0.6) (1.3)

15 4 4 5 5 0 1 1 2 37
(0.8) (1.0) (1.0) (1.2) (1.1) (0.0) (0.2) (0.3) (0.6) (0.7)

29 4 7 5 5 9 8 3 3 73
(1.5) (1.0) (1.7) (1.2) (1.1) (1.9) (1.7) (0.8) (1.0) (1.4)

40 15 11 11 7 17 20 6 10 137
(2.0) (3.6) (2.6) (2.7) (1.6) (3.6) (4.2) (1.7) (3.2) (2.6)

22 10 9 7 11 7 9 11 5 91
(1.1) (2.4) (2.1) (1.7) (2.4) (1.5) (1.9) (3.1) (1.6) (1.7)

23 5 0 0 1 2 2 1 1 35
(1.2) (1.2) (0.0) (0.0) (0.2) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.7)

9 5 1 4 4 4 1 4 3 35
(0.5) (1.2) (0.2) (1.0) (0.9) (0.9) (0.2) (1.1) (1.0) (0.7)

17 4 3 2 3 4 7 2 1 43
(0.9) (1.0) (0.7) (0.5) (0.7) (0.9) (1.5) (0.6) (0.3) (0.8)

24 6 3 7 5 1 5 1 3 55
(1.2) (1.4) (0.7) (1.7) (1.1) (0.2) (1.1) (0.3) (1.0) (1.0)

105 18 23 19 19 41 20 14 14 273
(5.4) (4.3) (5.5) (4.6) (4.2) (8.8) (4.2) (4.0) (4.4) (5.2)

9 1 2 3 1 1 5 2 2 26
(0.5) (0.2) (0.5) (0.7) (0.2) (0.2) (1.1) (0.6) (0.6) (0.5)

71 9 4 3 2 14 6 3 4 116
(3.6) (2.1) (1.0) (0.7) (0.4) (3.0) (1.3) (0.8) (1.3) (2.2)

12 6 1 3 2 2 5 3 5 39
(0.6) (1.4) (0.2) (0.7) (0.4) (0.4) (1.1) (0.8) (1.6) (0.7)

108 25 21 24 16 30 16 16 12 268
(5.5) (6.0) (5.0) (5.8) (3.5) (6.4) (3.4) (4.5) (3.8) (5.1)

89 25 36 19 34 22 19 23 16 283
(4.5) (6.0) (8.6) (4.6) (7.5) (4.7) (4.0) (6.5) (5.1) (5.4)

51 10 16 17 13 13 18 9 17 164
(2.6) (2.4) (3.8) (4.1) (2.9) (2.8) (3.8) (2.5) (5.4) (3.1)

10 1 1 3 1 1 2 0 2 21
(0.5) (0.2) (0.2) (0.7) (0.2) (0.2) (0.4) (0.0) (0.6) (0.4)

52 13 19 12 13 10 16 4 8 147
(2.7) (3.1) (4.5) (2.9) (2.9) (2.1) (3.4) (1.1) (2.5) (2.8)

事務従事者／運輸・郵

便事務従事者

販売従事者／商品販売

従事者

販売従事者／営業職業

従事者

サービス職業従事者／

介護サービス職業従事

者

サービス職業従事者／

生活衛生サービス職業

従事者

サービス職業従事者／

飲食物調理従事者

管理的職業従事者／そ

の他の管理的職業従事

者

専門的・技術的職業従

事者／製造技術者（開

発）

専門的・技術的職業従

事者／製造技術者（開

発を除く）

専門的・技術的職業従

事者／建築・土木・測量

技術者

専門的・技術的職業従

事者／情報処理・通信

技術者

専門的・技術的職業従

事者／その他の技術者

専門的・技術的職業従

事者／医師，歯科医

師，獣医師，薬剤師

専門的・技術的職業従

事者／教員

専門的・技術的職業従

事者／その他の専門的

職業従事者

事務従事者／一般事務

従事者

事務従事者／会計事務

従事者

事務従事者／営業・販

売事務従事者

管理的職業従事者／法

人・団体役員

管理的職業従事者／法

人・団体管理職員

合計
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表 3-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類） （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度

H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(大分類／中分類)

37 11 9 8 10 21 13 5 3 117
(1.9) (2.6) (2.1) (1.9) (2.2) (4.5) (2.8) (1.4) (1.0) (2.2)

29 4 2 3 7 5 4 5 2 61
(1.5) (1.0) (0.5) (0.7) (1.6) (1.1) (0.8) (1.4) (0.6) (1.2)

71 13 1 6 6 3 3 6 4 113
(3.6) (3.1) (0.2) (1.5) (1.3) (0.6) (0.6) (1.7) (1.3) (2.1)

82 15 17 24 19 17 29 20 17 240
(4.2) (3.6) (4.0) (5.8) (4.2) (3.6) (6.2) (5.7) (5.4) (4.6)

13 4 4 3 6 5 7 4 3 49
(0.7) (1.0) (1.0) (0.7) (1.3) (1.1) (1.5) (1.1) (1.0) (0.9)

13 1 1 1 0 1 3 1 0 21
(0.7) (0.2) (0.2) (0.2) (0.0) (0.2) (0.6) (0.3) (0.0) (0.4)

39 8 4 4 8 4 9 6 4 86
(2.0) (1.9) (1.0) (1.0) (1.8) (0.9) (1.9) (1.7) (1.3) (1.6)

66 18 10 16 25 15 16 10 3 179
(3.4) (4.3) (2.4) (3.9) (5.5) (3.2) (3.4) (2.8) (1.0) (3.4)

15 6 4 3 5 2 2 1 3 41
(0.8) (1.4) (1.0) (0.7) (1.1) (0.4) (0.4) (0.3) (1.0) (0.8)

23 2 5 4 4 9 4 6 6 63
(1.2) (0.5) (1.2) (1.0) (0.9) (1.9) (0.8) (1.7) (1.9) (1.2)

13 1 0 2 5 1 0 0 1 23
(0.7) (0.2) (0.0) (0.5) (1.1) (0.2) (0.0) (0.0) (0.3) (0.4)

262 48 62 61 59 78 57 56 46 729
(13.4) (11.4) (14.8) (14.8) (13.1) (16.7) (12.1) (15.9) (14.6) (13.8)

149 31 27 19 37 28 24 17 14 346
(7.6) (7.4) (6.4) (4.6) (8.2) (6.0) (5.1) (4.8) (4.4) (6.6)

25 9 3 7 6 6 7 6 6 75
(1.3) (2.1) (0.7) (1.7) (1.3) (1.3) (1.5) (1.7) (1.9) (1.4)

49 9 12 8 6 11 8 9 9 121
(2.5) (2.1) (2.9) (1.9) (1.3) (2.4) (1.7) (2.5) (2.9) (2.3)

50 18 25 21 22 18 30 7 11 202
(2.6) (4.3) (6.0) (5.1) (4.9) (3.8) (6.4) (2.0) (3.5) (3.8)

49 9 12 16 16 11 20 17 13 163
(2.5) (2.1) (2.9) (3.9) (3.5) (2.4) (4.2) (4.8) (4.1) (3.1)

1782 391 387 376 413 433 432 306 275 4795
(91.0) (93.1) (92.1) (91.5) (91.6) (92.5) (91.7) (86.7) (87.3) (91.0)

生産工程従事者／生産

関連・生産類似作業従

事者

合計

サービス職業従事者／

接客・給仕職業従事者

サービス職業従事者／

居住施設・ビル等管理

人

サービス職業従事者／

その他のサービス職業

従事者

保安職業従事者／その

他の保安職業従事者

農林漁業従事者／農業

従事者

農林漁業従事者／漁業

従事者

生産工程従事者／製品

製造・加工処理従事者

（金属製品）

生産工程従事者／製品

製造・加工処理従事者

（金属製品を除く）

生産工程従事者／機械

組立従事者

生産工程従事者／機械

整備・修理従事者

輸送・機械運転従事者

／自動車運転従事者

建設・採掘従事者／建

設従事者（建設躯体工

事従事者を除く）

建設・採掘従事者／電

気工事従事者

建設・採掘従事者／土

木作業従事者

運搬・清掃・包装等従事

者／運搬従事者

運搬・清掃・包装等従事

者／清掃従事者

中分類計
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表 3-3 雇用者 100 万人対事案数 （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) 総務省「労働力調査」の年平均（基本集計）における「年齢階級、産業別雇用者数」をもとに算出した。なお、平成 23 年の年

齢・業種別雇用者数は公表されていないので平成 22 年と平成 24 年の平均値で補正した値である。また、「分類不能の産業」は

雇用者合計数には含めていない。 

b) 「公務（他に分類されるものを除く）」「鉱業，採石業，砂利採取業」は合計での割合の算出に含めていない。 

  

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

事案数

7.2 7.5 7.4 7.2 7.7 7.9 8.0 6.0 5.3 7.1
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

発症時年齢

1.1 0.8 0.7 1.0 1.0 0.4 0.8 0.6 0.5 0.8

(2.8) (2.1) (1.8) (2.8) (2.5) (1.0) (1.9) (1.9) (1.8) (2.3)

3.0 3.5 3.6 2.7 2.2 2.7 1.3 2.2 1.6 2.7

(7.7) (8.9) (9.3) (7.5) (5.7) (6.9) (3.3) (7.6) (6.1) (7.3)

7.3 7.4 6.8 7.5 8.3 8.4 8.4 6.1 4.8 7.3

(19.1) (19.0) (17.8) (20.9) (21.5) (21.5) (21.4) (20.7) (18.6) (19.9)

11.6 10.6 11.3 11.5 10.5 14.4 13.3 9.6 9.0 11.4

(30.3) (27.1) (29.5) (32.1) (27.2) (37.1) (34.0) (32.8) (35.1) (31.2)

15.3 16.8 15.9 13.2 16.7 13.0 15.4 10.8 9.8 14.3

(40.1) (42.9) (41.6) (36.8) (43.2) (33.5) (39.5) (37.0) (38.3) (39.3)

合計 38.2 39.1 38.2 35.9 38.7 38.9 39.1 29.2 25.6 36.5
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

合計

29歳以下

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60歳以上

男女
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表 3-3（続き） 雇用者 100 万人対事案数 （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) 総務省「労働力調査」の年平均（基本集計）における「年齢階級、産業別雇用者数」をもとに算出した。なお、平成 23 年の年

齢・業種別雇用者数は公表されていないので平成 22 年と平成 24 年の平均値で補正した値である。また、「分類不能の産業」は

雇用者合計数には含めていない。 

b) 「公務（他に分類されるものを除く）」「鉱業，採石業，砂利採取業」は合計での割合の算出に含めていない。  

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(大分類) b)

18.9 20.1 24.9 22.9 24.2 25.9 23.2 18.4 16.3 20.8
(9.6) (14.8) (18.2) (16.7) (18.8) (18.5) (10.9) (14.3) (18.7) (14.5)

6.4 6.5 7.0 5.6 5.4 7.3 6.9 4.3 5.4 6.2
(3.3) (4.8) (5.1) (4.1) (4.2) (5.2) (3.3) (3.4) (6.1) (4.3)

5.6 5.9 4.8 5.7 7.0 5.6 6.2 3.7 2.7 5.3
(2.8) (4.3) (3.5) (4.1) (5.4) (4.0) (2.9) (2.9) (3.1) (3.7)

15.6 18.4 15.0 12.3 16.1 17.3 17.7 12.5 9.9 15.2
(7.9) (13.5) (10.9) (8.9) (12.5) (12.4) (8.3) (9.7) (11.3) (10.6)

12.2 11.0 12.3 13.8 11.9 12.8 13.1 11.6 10.0 12.1
(6.2) (8.1) (9.0) (10.1) (9.2) (9.1) (6.2) (9.0) (11.5) (8.5)

5.2 9.0 6.9 6.2 6.9 9.1 7.9 1.9 3.0 6.0
(2.6) (6.6) (5.1) (4.5) (5.4) (6.5) (3.7) (1.5) (3.5) (4.2)

5.4 6.0 9.6 5.0 11.9 3.7 4.4 7.9 3.1 6.0
(2.7) (4.4) (7.1) (3.6) (9.2) (2.6) (2.1) (6.1) (3.6) (4.2)

3.5 3.7 3.6 4.6 4.6 3.9 4.6 5.0 5.5 4.1
(1.8) (2.7) (2.6) (3.3) (3.6) (2.8) (2.1) (3.9) (6.3) (2.9)

7.3 6.6 4.7 6.8 4.8 6.4 6.4 2.5 3.0 5.9
(3.7) (4.8) (3.4) (5.0) (3.8) (4.6) (3.0) (2.0) (3.5) (4.1)

5.0 8.6 5.6 4.4 6.0 5.9 5.5 3.6 3.5 5.3
(2.6) (6.3) (4.1) (3.2) (4.6) (4.2) (2.6) (2.8) (4.0) (3.7)

6.1 4.6 6.4 5.4 6.8 7.0 6.5 6.5 4.0 6.0
(3.1) (3.4) (4.7) (3.9) (5.3) (5.0) (3.1) (5.0) (4.6) (4.2)

3.0 2.5 2.5 2.8 2.0 2.6 3.5 2.5 2.2 2.7
(1.5) (1.9) (1.8) (2.0) (1.6) (1.8) (1.7) (1.9) (2.5) (1.9)

41.1 10.0 11.1 11.1 0.0 14.3 80.0 20.0 0.0 25.1
(20.9) (7.4) (8.1) (8.1) (0.0) (10.2) (37.7) (15.5) (0.0) (17.6)

2.8 1.3 3.1 4.9 1.2 6.2 4.9 4.3 0.6 3.2
(1.4) (1.0) (2.3) (3.6) (1.0) (4.4) (2.3) (3.3) (0.7) (2.2)

7.6 7.5 7.4 3.6 6.8 4.9 4.9 3.5 5.1 6.2
(3.8) (5.6) (5.4) (2.6) (5.3) (3.5) (2.3) (2.7) (5.8) (4.4)

5.2 3.4 5.0 5.3 5.2 3.6 9.6 8.0 6.0 5.5
(2.7) (2.5) (3.7) (3.8) (4.0) (2.6) (4.5) (6.2) (6.9) (3.9)

5.2 10.7 6.7 16.7 7.4 3.6 6.5 11.8 6.9 7.4
(2.7) (7.9) (4.9) (12.1) (5.8) (2.6) (3.0) (9.1) (7.9) (5.2)

0.8 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4 0.8 0.0 -
(0.4) (0.0) (0.0) (0.3) (0.3) (0.0) (0.2) (0.6) (0.0) -

40.0 - - - - - - - 0.0 -
(20.3) - - - - - - - (0.0) -

197.0 136.0 136.7 137.3 128.8 140.0 212.2 128.9 87.3 143.1

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

情報通信業

医療，福祉

学術研究，専門・
技術サービス業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

製造業

建設業

合計

合計

農業，林業

複合サービス事業

電気・ガス・熱供
給・水道業

公務（他に分類さ
れるものを除く）

鉱業，採石業，砂
利採取業

生活関連サービス
業，娯楽業

不動産業，物品賃
貸業

教育，学習支援業

漁業

金融業，保険業

サービス業（他に
分類されないもの）

宿泊業，飲食サー
ビス業
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表 3-4 出退勤の管理状況、就業規則等、発症 6 か月前の労働時間以外の負荷要因・ 

時間外労働時間数 （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Ⅰ：認定基準改正（令和 3 年 9 月）前に基づく分類 

      Ⅱ：認定基準改正（令和 3 年 9 月）後に基づく分類 

  

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

対象数

Ⅰ 1846 420 420 411 451 468 471 160 - 4647

Ⅱ - - - - - - - 193 315 508

出退勤の管理状況Ⅰ

491 139 137 125 148 152 152 48 - 1392
(26.6) (33.1) (32.6) (30.4) (32.8) (32.5) (32.3) (30.0) - (30.0)

546 112 104 121 124 128 145 41 - 1321
(29.6) (26.7) (24.8) (29.4) (27.5) (27.4) (30.8) (25.6) - (28.4)

347 64 106 102 98 97 98 28 - 940
(18.8) (15.2) (25.2) (24.8) (21.7) (20.7) (20.8) (17.5) - (20.2)

380 98 106 122 124 121 122 42 - 1115
(20.6) (23.3) (25.2) (29.7) (27.5) (25.9) (25.9) (26.3) - (24.0)

就業規則等

1327 305 330 335 347 362 381 123 - 3510
(71.9) (72.6) (78.6) (81.5) (76.9) (77.4) (80.9) (76.9) - (75.5)

1152 260 295 285 314 328 337 108 - 3079
(62.4) (61.9) (70.2) (69.3) (69.6) (70.1) (71.5) (67.5) - (66.3)

1284 306 315 298 323 353 367 280 234 3760
(69.6) (72.9) (75.0) (72.5) (71.6) (75.4) (77.9) (79.3) (74.3) (72.9)

24 6 10 14 8 5 10 10 4 91
(1.3) (1.4) (2.4) (3.4) (1.8) (1.1) (2.1) (2.8) (1.3) (1.8)

916 209 212 206 227 222 271 211 175 2649
(49.6) (49.8) (50.5) (50.1) (50.3) (47.4) (57.5) (59.8) (55.6) (51.4)

発症前6か月の労働時間以外の負荷要因

90 25 27 26 29 28 30 4 - 259
(4.9) (6.0) (6.4) (6.3) (6.4) (6.0) (6.4) (2.5) - (5.6)

188 36 47 45 37 52 38 5 - 448
(10.2) (8.6) (11.2) (10.9) (8.2) (11.1) (8.1) (3.1) - (9.6)

115 35 26 24 20 33 30 8 - 291
(6.2) (8.3) (6.2) (5.8) (4.4) (7.1) (6.4) (5.0) - (6.3)

217 57 55 51 50 47 42 8 - 527
(11.8) (13.6) (13.1) (12.4) (11.1) (10.0) (8.9) (5.0) - (11.3)

170 36 37 34 36 32 32 10 - 387
(9.2) (8.6) (8.8) (8.3) (8.0) (6.8) (6.8) (6.3) - (8.3)

123 28 41 25 30 31 30 10 - 318
(6.7) (6.7) (9.8) (6.1) (6.7) (6.6) (6.4) (6.3) - (6.8)

既往歴ありⅠ, Ⅱ

面接指導ありⅠ, Ⅱ

合計

不規則な勤務Ⅰ

拘束時間の長い勤務
Ⅰ

出張の多い業務Ⅰ

管理者による確認

出勤簿

タイムカード

本人の申告

就業規則ありⅠ

健康診断ありⅠ, Ⅱ

賃金規程ありⅠ

交替勤務・深夜勤務Ⅰ

作業環境（温度、騒

音、時差）Ⅰ

精神的緊張を伴う業

務Ⅰ
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表 3-4（続き） 出退勤の管理状況、就業規則等、発症 6 か月前の労働時間以外の負荷要因・ 

時間外労働時間数 （業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Ⅰ：認定基準改正（令和 3 年 9 月）前に基づく分類 

       Ⅱ：認定基準改正（令和 3 年 9 月）後に基づく分類 

       注） Max の時間数は、平均ではなく各単月における最大値を示す。  

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

勤務時間の不規則性Ⅱ

- - - - - - - 25 36 61
- - - - - - - (13.0) (11.4) (12.0)

- - - - - - - 25 47 72
- - - - - - - (13.0) (14.9) (14.2)

- - - - - - - 41 77 118
- - - - - - - (21.2) (24.4) (23.2)

- - - - - - - 53 103 156
- - - - - - - (27.5) (32.7) (30.7)

事業場外における移動を伴う業務Ⅱ

- - - - - - - 12 24 36
- - - - - - - (6.2) (7.6) (7.1)

- - - - - - - 38 53 91
- - - - - - - (19.7) (16.8) (17.9)

- - - - - - - 39 79 118
- - - - - - - (20.2) (25.1) (23.2)

- - - - - - - 17 27 44
- - - - - - - (8.8) (8.6) (8.7)

- - - - - - - 28 60 88
- - - - - - - (14.5) (19.0) (17.3)

発症前の時間外労働時間数

発症前1か月

[N,
M]

[1744,
29.1]

[403,
28.7]

[406,
29.0]

[395,
30.0]

[437,
27.8]

[456,
26.9]

[463,
25.5]

[345,
22.6]

[310,
19.5]

[4959,
27.4]

{Max} {221.0} {120.7} {111.9} {127.4} {88.0} {156.6} {88.4} {137.5} {79.0} {221.0}

発症前2か月

[N,
M]

[1731,
29.0]

[402,
28.9]

[403,
28.0]

[392,
30.3]

[435,
27.7]

[452,
27.3]

[465,
25.0]

[344,
24.1]

[308,
20.3]

[4932,
27.5]

{Max} {187.5} {150.0} {119.2} {162.1} {103.1} {168.6} {115.6} {122.8} {85.0} {187.5}

発症前3か月

[N,
M]

[1717,
29.1]

[401,
30.2]

[400,
27.3]

[387,
29.2]

[432,
28.1]

[452,
26.8]

[462,
25.1]

[342,
23.8]

[304,
19.9]

[4897,
27.4]

{Max} {176.5} {138.6} {104.7} {197.1} {139.3} {118.4} {122.8} {144.8} {92.6} {197.1}

発症前4か月

[N,
M]

[1699,
29.1]

[399,
30.2]

[396,
28.9]

[387,
28.6]

[426,
28.3]

[446,
27.4]

[458,
26.3]

[342,
23.5]

[302,
20.4]

[4855,
27.7]

{Max} {153.0} {126.6} {126.2} {216.2} {142.6} {112.8} {164.9} {175.5} {85.0} {216.2}

発症前5か月

[N,
M]

[1688,
29.6]

[394,
30.7]

[393,
30.3]

[385,
29.6]

[424,
28.1]

[442,
27.5]

[457,
27.7]

[336,
25.1]

[301,
19.8]

[4820,
28.3]

{Max} {193.5} {122.5} {122.7} {223.8} {138.8} {105.3} {135.0} {137.5} {90.0} {223.8}

発症前6か月

[N,
M]

[1678,
30.0]

[392,
28.9]

[391,
29.4]

[383,
30.5]

[422,
27.7]

[442,
25.6]

[457,
26.6]

[336,
23.4]

[301,
19.3]

[4802,
27.8]

{Max} {265.5} {120.6} {230.7} {171.0} {149.5} {232.0} {147.7} {143.5} {92.0} {265.5}

　　出張の多い業務

　その他事業場外におけ
る移動を伴う業務

　拘束時間の長い勤
務

　休日のない連続勤
務

　勤務間インターバルが
短い勤務

　不規則な勤務・交替勤
務・深夜勤務

合計

心理的負荷を伴う

業務Ⅱ

身体的負荷を伴う

業務Ⅱ

作業環境（温度、

騒音）Ⅱ
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表 3-5 都道府県（業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

都道府県
67 22 10 7 14 16 22 8 11 177

(3.4) (5.2) (2.4) (1.7) (3.1) (3.4) (4.7) (2.3) (3.5) (3.4)

5 4 1 2 0 4 1 2 2 21
(0.3) (1.0) (0.2) (0.5) (0.0) (0.9) (0.2) (0.6) (0.6) (0.4)

10 1 0 0 1 1 2 0 1 16
(0.5) (0.2) (0.0) (0.0) (0.2) (0.2) (0.4) (0.0) (0.3) (0.3)

53 11 8 6 8 4 9 6 13 118
(2.7) (2.6) (1.9) (1.5) (1.8) (0.9) (1.9) (1.7) (4.1) (2.2)

4 1 2 0 2 2 1 3 1 16
(0.2) (0.2) (0.5) (0.0) (0.4) (0.4) (0.2) (0.8) (0.3) (0.3)

15 3 2 4 0 4 4 1 2 35
(0.8) (0.7) (0.5) (1.0) (0.0) (0.9) (0.8) (0.3) (0.6) (0.7)

29 12 5 6 3 9 9 9 8 90
(1.5) (2.9) (1.2) (1.5) (0.7) (1.9) (1.9) (2.5) (2.5) (1.7)

37 5 9 4 8 5 7 3 5 83
(1.9) (1.2) (2.1) (1.0) (1.8) (1.1) (1.5) (0.8) (1.6) (1.6)

13 2 4 0 3 3 4 1 3 33
(0.7) (0.5) (1.0) (0.0) (0.7) (0.6) (0.8) (0.3) (1.0) (0.6)

30 1 5 5 4 7 7 2 1 62
(1.5) (0.2) (1.2) (1.2) (0.9) (1.5) (1.5) (0.6) (0.3) (1.2)

96 29 19 22 26 26 37 17 25 297
(4.9) (6.9) (4.5) (5.4) (5.8) (5.6) (7.9) (4.8) (7.9) (5.6)

70 17 15 12 14 9 13 25 8 183
(3.6) (4.0) (3.6) (2.9) (3.1) (1.9) (2.8) (7.1) (2.5) (3.5)

278 65 75 65 75 86 83 66 46 839
(14.2) (15.5) (17.9) (15.8) (16.6) (18.4) (17.6) (18.7) (14.6) (15.9)

158 37 41 38 51 44 36 32 22 459
(8.1) (8.8) (9.8) (9.2) (11.3) (9.4) (7.6) (9.1) (7.0) (8.7)

22 2 5 2 3 6 4 3 4 51
(1.1) (0.5) (1.2) (0.5) (0.7) (1.3) (0.8) (0.8) (1.3) (1.0)

4 2 1 0 2 1 3 1 6 20
(0.2) (0.5) (0.2) (0.0) (0.4) (0.2) (0.6) (0.3) (1.9) (0.4)

12 1 1 5 4 5 3 1 1 33
(0.6) (0.2) (0.2) (1.2) (0.9) (1.1) (0.6) (0.3) (0.3) (0.6)

4 2 0 3 2 5 1 3 1 21
(0.2) (0.5) (0.0) (0.7) (0.4) (1.1) (0.2) (0.8) (0.3) (0.4)

13 1 2 2 2 1 3 1 2 27
(0.7) (0.2) (0.5) (0.5) (0.4) (0.2) (0.6) (0.3) (0.6) (0.5)

24 3 6 4 7 10 6 0 6 66
(1.2) (0.7) (1.4) (1.0) (1.6) (2.1) (1.3) (0.0) (1.9) (1.3)

24 2 6 3 4 3 4 2 4 52
(1.2) (0.5) (1.4) (0.7) (0.9) (0.6) (0.8) (0.6) (1.3) (1.0)

25 6 6 3 10 10 14 10 7 91
(1.3) (1.4) (1.4) (0.7) (2.2) (2.1) (3.0) (2.8) (2.2) (1.7)

78 12 21 27 12 17 28 23 20 238
(4.0) (2.9) (5.0) (6.6) (2.7) (3.6) (5.9) (6.5) (6.3) (4.5)

32 10 6 4 5 8 7 5 3 80
(1.6) (2.4) (1.4) (1.0) (1.1) (1.7) (1.5) (1.4) (1.0) (1.5)

合計

福井

山梨

長野

岐阜

静岡

愛知

富山

石川

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

三重

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

千葉

東京

神奈川

新潟
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表 3-5（続き） 都道府県（業務外：脳・心臓疾患、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22～26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

都道府県
13 1 0 9 4 2 2 3 2 36

(0.7) (0.2) (0.0) (2.2) (0.9) (0.4) (0.4) (0.8) (0.6) (0.7)

74 19 24 16 22 17 16 11 12 211
(3.8) (4.5) (5.7) (3.9) (4.9) (3.6) (3.4) (3.1) (3.8) (4.0)

263 56 51 51 55 39 47 43 37 642
(13.4) (13.3) (12.1) (12.4) (12.2) (8.3) (10.0) (12.2) (11.7) (12.2)

87 13 16 21 16 25 23 15 18 234
(4.4) (3.1) (3.8) (5.1) (3.5) (5.3) (4.9) (4.2) (5.7) (4.4)

20 4 6 5 4 6 4 4 2 55
(1.0) (1.0) (1.4) (1.2) (0.9) (1.3) (0.8) (1.1) (0.6) (1.0)

11 1 1 2 1 3 0 6 1 26
(0.6) (0.2) (0.2) (0.5) (0.2) (0.6) (0.0) (1.7) (0.3) (0.5)

6 1 0 0 1 0 0 0 0 8
(0.3) (0.2) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2)

2 0 1 2 2 0 0 1 0 8
(0.1) (0.0) (0.2) (0.5) (0.4) (0.0) (0.0) (0.3) (0.0) (0.2)

24 4 7 3 3 1 7 0 1 50
(1.2) (1.0) (1.7) (0.7) (0.7) (0.2) (1.5) (0.0) (0.3) (0.9)

52 10 5 4 5 10 6 5 6 103
(2.7) (2.4) (1.2) (1.0) (1.1) (2.1) (1.3) (1.4) (1.9) (2.0)

14 6 3 6 5 6 2 1 1 44
(0.7) (1.4) (0.7) (1.5) (1.1) (1.3) (0.4) (0.3) (0.3) (0.8)

22 3 6 3 5 6 2 2 6 55
(1.1) (0.7) (1.4) (0.7) (1.1) (1.3) (0.4) (0.6) (1.9) (1.0)

13 1 4 4 7 3 2 2 0 36
(0.7) (0.2) (1.0) (1.0) (1.6) (0.6) (0.4) (0.6) (0.0) (0.7)

24 6 7 4 3 2 4 3 3 56
(1.2) (1.4) (1.7) (1.0) (0.7) (0.4) (0.8) (0.8) (1.0) (1.1)

11 4 1 3 0 3 1 1 1 25
(0.6) (1.0) (0.2) (0.7) (0.0) (0.6) (0.2) (0.3) (0.3) (0.5)

65 6 7 17 14 20 16 12 5 162
(3.3) (1.4) (1.7) (4.1) (3.1) (4.3) (3.4) (3.4) (1.6) (3.1)

7 2 4 2 4 6 2 2 2 31
(0.4) (0.5) (1.0) (0.5) (0.9) (1.3) (0.4) (0.6) (0.6) (0.6)

25 5 9 8 4 7 5 1 2 66
(1.3) (1.2) (2.1) (1.9) (0.9) (1.5) (1.1) (0.3) (0.6) (1.3)

35 2 5 5 8 10 6 6 4 81
(1.8) (0.5) (1.2) (1.2) (1.8) (2.1) (1.3) (1.7) (1.3) (1.5)

28 9 2 4 9 4 6 6 2 70
(1.4) (2.1) (0.5) (1.0) (2.0) (0.9) (1.3) (1.7) (0.6) (1.3)

19 8 3 6 2 1 3 2 0 44
(1.0) (1.9) (0.7) (1.5) (0.4) (0.2) (0.6) (0.6) (0.0) (0.8)

18 3 2 4 4 4 4 2 4 45
(0.9) (0.7) (0.5) (1.0) (0.9) (0.9) (0.8) (0.6) (1.3) (0.9)

23 5 6 8 13 7 5 1 4 72
(1.2) (1.2) (1.4) (1.9) (2.9) (1.5) (1.1) (0.3) (1.3) (1.4)

1959 420 420 411 451 468 471 353 315 5268
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

沖縄

合計

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

山口

徳島

香川

愛媛

高知

福岡

奈良

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

合計

滋賀

京都

大阪

兵庫
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表 4-1 発症時・死亡時年齢、決定時疾患名 （業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

事案数 3811 834 857 1039 996 1077 1298 1324 1276 12512
[年度別%] [30.5] [6.7] [6.8] [8.3] [8.0] [8.6] [10.4] [10.6] [10.2] [100]

性別

2348 488 528 594 577 568 667 616 627 7013
(61.6) (58.5) (61.6) (57.2) (57.9) (52.7) (51.4) (46.5) (49.1) (56.1)

1463 346 329 445 419 509 631 708 649 5499
(38.4) (41.5) (38.4) (42.8) (42.1) (47.3) (48.6) (53.5) (50.9) (43.9)

発症時年齢

[M, SD] [39.1,
10.6]

[39.8,
10.6]

[40.6,
10.9]

[41.0,
10.9]

[40.3,
10.8]

[40.3,
10.8]

[40.3,
11.6]

[40.9,
11.6]

[41.3,
11.6]

[40.2,
11.0]

759 160 149 188 176 208 300 279 243 2462
(20.8) (19.7) (17.8) (18.7) (18.1) (19.5) (23.4) (21.3) (19.1) (20.1)

1158 238 222 243 278 294 284 318 302 3337
(31.7) (29.3) (26.5) (24.1) (28.6) (27.6) (22.1) (24.3) (23.7) (27.3)

1120 255 276 339 316 329 388 383 387 3793
(30.6) (31.4) (32.9) (33.6) (32.5) (30.9) (30.2) (29.2) (30.4) (31.0)

504 141 159 203 168 204 270 272 288 2209
(13.8) (17.4) (19.0) (20.1) (17.3) (19.1) (21.0) (20.8) (22.6) (18.1)

115 18 32 35 35 31 41 58 53 418
(3.1) (2.2) (3.8) (3.5) (3.6) (2.9) (3.2) (4.4) (4.2) (3.4)

うち⾃殺（未遂を含む）
3281 722 765 929 872 980 1200 1236 1188 11173
(86.1) (86.6) (89.3) (89.4) (87.6) (91.0) (92.4) (93.4) (93.1) (89.3)

530 112 92 110 124 97 98 88 88 1339
(13.9) (13.4) (10.7) (10.6) (12.4) (9.0) (7.6) (6.6) (6.9) (10.7)

死亡時年齢（未遂を除く）

[M, SD] [39.7,
12.1]

[40.0,
11.6]

[38.0,
12.0]

[38.0,
12.1]

[37.4,
11.5]

[38.0,
11.4]

[37.8,
11.7]

[37.9,
11.5]

[40.3,
11.6]

[38.9,
11.9]

134 22 25 29 39 27 28 24 15 343
(25.6) (19.6) (27.2) (26.4) (31.5) (30.7) (30.8) (32.4) (20.5) (26.7)

131 33 24 33 29 17 22 16 19 324
(25.0) (29.5) (26.1) (30.0) (23.4) (19.3) (24.2) (21.6) (26.0) (25.2)

132 36 26 29 33 28 22 22 26 354
(25.2) (32.1) (28.3) (26.4) (26.6) (31.8) (24.2) (29.7) (35.6) (27.5)

106 17 12 14 19 15 18 11 10 222
(20.3) (15.2) (13.0) (12.7) (15.3) (17.0) (19.8) (14.9) (13.7) (17.2)

20 4 5 5 4 1 1 1 3 44
(3.8) (3.6) (5.4) (4.5) (3.2) (1.1) (1.1) (1.4) (4.1) (3.4)

30-39歳

合計

男性

⼥性

29歳以下

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60歳以上

⽣存

⾃殺

29歳以下

40-49歳

50-59歳

60歳以上
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表 4-1（続き） 発症時・死亡時年齢、決定時疾患名 （業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

決定時疾患名
F30-F39︓気分[感情]障害

1587 343 348 420 389 390 490 455 429 4851
(41.6) (41.1) (40.6) (40.4) (39.1) (36.2) (37.8) (34.4) (33.6) (38.8)

5 0 0 0 0 0 1 0 0 6
(0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0)
135 31 33 31 21 41 41 45 23 401

(3.5) (3.7) (3.9) (3.0) (2.1) (3.8) (3.2) (3.4) (1.8) (3.2)
1095 247 263 321 306 282 372 360 363 3609
(28.7) (29.6) (30.7) (30.9) (30.7) (26.2) (28.7) (27.2) (28.4) (28.8)

109 24 18 18 21 21 28 22 23 284
(2.9) (2.9) (2.1) (1.7) (2.1) (1.9) (2.2) (1.7) (1.8) (2.3)

89 14 12 14 13 12 19 11 6 190
(2.3) (1.7) (1.4) (1.3) (1.3) (1.1) (1.5) (0.8) (0.5) (1.5)

3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
(0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

2 0 0 1 0 0 1 1 0 5
(0.1) (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0)
149 27 22 35 26 34 28 16 14 351

(3.9) (3.2) (2.6) (3.4) (2.6) (3.2) (2.2) (1.2) (1.1) (2.8)
F40-F48︓神経症性障害，ストレス関連障害及び⾝体表現性障害

1865 436 454 552 555 639 752 811 806 6870
(48.9) (52.3) (53.0) (53.1) (55.7) (59.3) (57.9) (61.3) (63.2) (54.9)

22 0 4 2 7 2 2 4 5 48
(0.6) (0.0) (0.5) (0.2) (0.7) (0.2) (0.2) (0.3) (0.4) (0.4)
228 49 38 58 47 47 57 68 60 652

(6.0) (5.9) (4.4) (5.6) (4.7) (4.4) (4.4) (5.1) (4.7) (5.2)
8 1 2 0 0 1 3 0 3 18

(0.2) (0.1) (0.2) (0.0) (0.0) (0.1) (0.2) (0.0) (0.2) (0.1)
45 11 10 16 19 20 22 16 17 176

(1.2) (1.3) (1.2) (1.5) (1.9) (1.9) (1.7) (1.2) (1.3) (1.4)
42 12 12 13 16 22 14 18 23 172

(1.1) (1.4) (1.4) (1.3) (1.6) (2.0) (1.1) (1.4) (1.8) (1.4)
1109 286 317 372 378 455 538 584 600 4639
(29.1) (34.3) (37.0) (35.8) (38.0) (42.2) (41.4) (44.1) (47.0) (37.1)

1 1 0 2 0 1 2 1 4 12
(0.0) (0.1) (0.0) (0.2) (0.0) (0.1) (0.2) (0.1) (0.3) (0.1)

0 0 0 0 2 0 2 3 1 8
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2) (0.0) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1)

94 18 17 30 23 25 34 53 36 330
(2.5) (2.2) (2.0) (2.9) (2.3) (2.3) (2.6) (4.0) (2.8) (2.6)

44 15 10 9 12 10 14 11 7 132
(1.2) (1.8) (1.2) (0.9) (1.2) (0.9) (1.1) (0.8) (0.5) (1.1)
104 18 16 18 20 23 25 18 20 262

(2.7) (2.2) (1.9) (1.7) (2.0) (2.1) (1.9) (1.4) (1.6) (2.1)
15 0 4 0 3 2 1 2 2 29

(0.4) (0.0) (0.5) (0.0) (0.3) (0.2) (0.1) (0.2) (0.2) (0.2)
153 25 24 32 28 31 38 33 28 392

(4.0) (3.0) (2.8) (3.1) (2.8) (2.9) (2.9) (2.5) (2.2) (3.1)
F2︓統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

168 23 28 31 24 33 36 37 32 412
(4.4) (2.8) (3.3) (3.0) (2.4) (3.1) (2.8) (2.8) (2.5) (3.3)

その他の疾患
191 32 27 36 28 15 20 21 9 379

(5.0) (3.8) (3.2) (3.5) (2.8) (1.4) (1.5) (1.6) (0.7) (3.0)

合計

F41 その他の不安
障害
F42 強迫性障害

F33 反復性うつ病
性障害
F34 持続性気分
（感情）障害
F38 その他の気分
（感情）障害
F39 詳細不明の気
分（感情）障害
F3  下位分類不明

F40 恐怖症性不
安障害

F32 うつ病エピソー
ド

F44 解離性（転
換性）障害
F45 ⾝体表現性
障害
F48 その他の神経
症性障害
F4 下位分類不明

F43.0 急性スト
レス反応
F43.1 ⼼的外
傷後ストレス障害
F43.2 適応障
害
F43.8 その他の
重度ストレス反応
F43.9 重度ストレス
反応、詳細不明
F43以下の下位
分類不明

F30 躁病エピソード
F31 双極性感情
障害
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表 4-2 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(⼤分類)
693 168 151 199 171 201 211 208 197 2199

(18.2) (20.1) (17.6) (19.2) (17.2) (18.7) (16.3) (15.7) (15.4) (17.6)

651 126 122 131 131 160 184 185 182 1872
(17.1) (15.1) (14.2) (12.6) (13.2) (14.9) (14.2) (14.0) (14.3) (15.0)

578 147 170 184 185 201 280 323 310 2378
(15.2) (17.6) (19.8) (17.7) (18.6) (18.7) (21.6) (24.4) (24.3) (19.0)

328 77 86 84 91 84 122 101 87 1060
(8.6) (9.2) (10.0) (8.1) (9.1) (7.8) (9.4) (7.6) (6.8) (8.5)

191 29 34 65 62 48 52 50 45 576
(5.0) (3.5) (4.0) (6.3) (6.2) (4.5) (4.0) (3.8) (3.5) (4.6)

365 65 54 61 72 75 90 82 83 947
(9.6) (7.8) (6.3) (5.9) (7.2) (7.0) (6.9) (6.2) (6.5) (7.6)

130 30 33 38 38 41 47 37 51 445
(3.4) (3.6) (3.9) (3.7) (3.8) (3.8) (3.6) (2.8) (4.0) (3.6)

222 40 49 63 58 68 87 82 58 727
(5.8) (4.8) (5.7) (6.1) (5.8) (6.3) (6.7) (6.2) (4.5) (5.8)

141 26 25 37 29 43 55 59 73 488
(3.7) (3.1) (2.9) (3.6) (2.9) (4.0) (4.2) (4.5) (5.7) (3.9)

118 33 24 39 37 34 51 55 42 433
(3.1) (4.0) (2.8) (3.8) (3.7) (3.2) (3.9) (4.2) (3.3) (3.5)

135 38 33 45 38 42 49 52 49 481
(3.5) (4.6) (3.9) (4.3) (3.8) (3.9) (3.8) (3.9) (3.8) (3.8)

76 11 26 30 24 24 20 27 32 270
(2.0) (1.3) (3.0) (2.9) (2.4) (2.2) (1.5) (2.0) (2.5) (2.2)

97 24 20 25 22 23 32 42 32 317
(2.5) (2.9) (2.3) (2.4) (2.2) (2.1) (2.5) (3.2) (2.5) (2.5)

12 0 4 4 7 2 3 2 7 41
(0.3) (0.0) (0.5) (0.4) (0.7) (0.2) (0.2) (0.2) (0.5) (0.3)

37 6 17 19 16 20 10 7 15 147
(1.0) (0.7) (2.0) (1.8) (1.6) (1.9) (0.8) (0.5) (1.2) (1.2)

15 2 3 7 4 4 2 4 7 48
(0.4) (0.2) (0.4) (0.7) (0.4) (0.4) (0.2) (0.3) (0.5) (0.4)

1 2 0 0 1 1 0 0 2 7
(0.0) (0.2) (0.0) (0.0) (0.1) (0.1) (0.0) (0.0) (0.2) (0.1)

3 0 0 1 0 3 0 0 0 7
(0.1) (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1)

17 10 6 7 10 3 3 8 4 68
(0.4) (1.2) (0.7) (0.7) (1.0) (0.3) (0.2) (0.6) (0.3) (0.5)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

3811 834 857 1039 996 1077 1298 1324 1276 12512
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

建設業

合計

製造業

卸売業，⼩売業

医療，福祉

運輸業，郵便業

鉱業，採⽯業，
砂利採取業

公務（他に分類さ
れるものを除く）

分類不能の産業

⼤分類計

漁業

サービス業（他に分
類されないもの）

宿泊業，飲⾷サー
ビス業

情報通信業

学術研究，専⾨・
技術サービス業

教育，学習⽀援
業

⾦融業，保険業

不動産業，物品
賃貸業

⽣活関連サービス
業，娯楽業

農業，林業

複合サービス事業

電気・ガス・熱供
給・⽔道業
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表 4-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(⼤分類／中分類)
107 10 18 41 31 29 25 29 25 315

(2.8) (1.2) (2.1) (3.9) (3.1) (2.7) (1.9) (2.2) (2.0) (2.5)

32 14 5 7 16 9 14 6 10 113
(0.8) (1.7) (0.6) (0.7) (1.6) (0.8) (1.1) (0.5) (0.8) (0.9)

52 5 11 17 15 10 13 15 10 148
(1.4) (0.6) (1.3) (1.6) (1.5) (0.9) (1.0) (1.1) (0.8) (1.2)

86 25 16 24 23 36 22 28 20 280
(2.3) (3.0) (1.9) (2.3) (2.3) (3.3) (1.7) (2.1) (1.6) (2.2)

54 14 16 11 17 14 24 20 13 183
(1.4) (1.7) (1.9) (1.1) (1.7) (1.3) (1.8) (1.5) (1.0) (1.5)

67 11 14 12 13 14 14 17 23 185
(1.8) (1.3) (1.6) (1.2) (1.3) (1.3) (1.1) (1.3) (1.8) (1.5)

39 12 8 14 12 9 11 10 13 128
(1.0) (1.4) (0.9) (1.3) (1.2) (0.8) (0.8) (0.8) (1.0) (1.0)

89 34 20 32 17 18 32 22 18 282
(2.3) (4.1) (2.3) (3.1) (1.7) (1.7) (2.5) (1.7) (1.4) (2.3)

112 22 27 37 34 42 36 33 35 378
(2.9) (2.6) (3.2) (3.6) (3.4) (3.9) (2.8) (2.5) (2.7) (3.0)

157 25 33 41 39 46 55 53 38 487
(4.1) (3.0) (3.9) (3.9) (3.9) (4.3) (4.2) (4.0) (3.0) (3.9)

28 7 5 7 7 7 7 5 5 78
(0.7) (0.8) (0.6) (0.7) (0.7) (0.6) (0.5) (0.4) (0.4) (0.6)

100 15 24 28 28 22 25 33 15 290
(2.6) (1.8) (2.8) (2.7) (2.8) (2.0) (1.9) (2.5) (1.2) (2.3)

148 36 34 27 29 43 62 44 47 470
(3.9) (4.3) (4.0) (2.6) (2.9) (4.0) (4.8) (3.3) (3.7) (3.8)

33 8 11 18 13 12 8 15 22 140
(0.9) (1.0) (1.3) (1.7) (1.3) (1.1) (0.6) (1.1) (1.7) (1.1)

105 24 15 22 23 20 28 30 27 294
(2.8) (2.9) (1.8) (2.1) (2.3) (1.9) (2.2) (2.3) (2.1) (2.3)

75 18 11 11 11 22 26 18 18 210
(2.0) (2.2) (1.3) (1.1) (1.1) (2.0) (2.0) (1.4) (1.4) (1.7)

73 13 12 29 21 20 34 23 27 252
(1.9) (1.6) (1.4) (2.8) (2.1) (1.9) (2.6) (1.7) (2.1) (2.0)

171 28 30 26 24 35 44 49 30 437
(4.5) (3.4) (3.5) (2.5) (2.4) (3.2) (3.4) (3.7) (2.4) (3.5)

76 22 21 22 19 24 26 26 33 269
(2.0) (2.6) (2.5) (2.1) (1.9) (2.2) (2.0) (2.0) (2.6) (2.1)

33 5 15 14 7 9 9 9 12 113
(0.9) (0.6) (1.8) (1.3) (0.7) (0.8) (0.7) (0.7) (0.9) (0.9)

合計

建設業／総合⼯事業

建設業／職別⼯事業
（設備⼯事業を除く）

建設業／設備⼯事業

製造業／⾷料品製造業

製造業／化学⼯業

製造業／⾦属製品製造
業

製造業／⽣産⽤機械器
具製造業

製造業／電気機械器具
製造業

製造業／輸送⽤機械器
具製造業

情報通信業／情報サー
ビス業

情報通信業／映像・⾳
声・⽂字情報制作業

運輸業，郵便業／道路
旅客運送業

運輸業，郵便業／道路
貨物運送業

卸売業，⼩売業／機械
器具卸売業

卸売業，⼩売業／各種
商品⼩売業

卸売業，⼩売業／飲⾷
料品⼩売業

卸売業，⼩売業／機械
器具⼩売業

卸売業，⼩売業／その
他の⼩売業

⾦融業，保険業／保険
業（保険媒介代理業，
保険サービス業を含む）
不動産業，物品賃貸業
／不動産賃貸業・管理

業
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表 4-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(⼤分類／中分類)
62 12 12 15 18 24 26 26 46 241

(1.6) (1.4) (1.4) (1.4) (1.8) (2.2) (2.0) (2.0) (3.6) (1.9)

41 11 8 7 8 11 16 20 22 144
(1.1) (1.3) (0.9) (0.7) (0.8) (1.0) (1.2) (1.5) (1.7) (1.2)

41 12 5 11 9 13 9 8 17 125
(1.1) (1.4) (0.6) (1.1) (0.9) (1.2) (0.7) (0.6) (1.3) (1.0)

77 17 26 26 25 26 29 22 25 273
(2.0) (2.0) (3.0) (2.5) (2.5) (2.4) (2.2) (1.7) (2.0) (2.2)

42 10 12 15 10 9 18 18 14 148
(1.1) (1.2) (1.4) (1.4) (1.0) (0.8) (1.4) (1.4) (1.1) (1.2)

85 18 19 29 25 25 37 43 29 310
(2.2) (2.2) (2.2) (2.8) (2.5) (2.3) (2.9) (3.2) (2.3) (2.5)

264 54 64 75 85 78 112 125 125 982
(6.9) (6.5) (7.5) (7.2) (8.5) (7.2) (8.6) (9.4) (9.8) (7.8)

308 92 106 109 99 122 168 192 181 1377
(8.1) (11.0) (12.4) (10.5) (9.9) (11.3) (12.9) (14.5) (14.2) (11.0)

22 7 7 6 7 4 7 9 6 75
(0.6) (0.8) (0.8) (0.6) (0.7) (0.4) (0.5) (0.7) (0.5) (0.6)

83 13 7 5 9 15 5 6 9 152
(2.2) (1.6) (0.8) (0.5) (0.9) (1.4) (0.4) (0.5) (0.7) (1.2)

155 30 23 34 29 28 48 46 43 436
(4.1) (3.6) (2.7) (3.3) (2.9) (2.6) (3.7) (3.5) (3.4) (3.5)

52 5 6 1 8 7 7 12 14 112
(1.4) (0.6) (0.7) (0.1) (0.8) (0.6) (0.5) (0.9) (1.1) (0.9)

2869 629 641 773 731 803 997 1012 972 9427
(75.3) (75.4) (74.8) (74.4) (73.4) (74.6) (76.8) (76.4) (76.2) (75.3)中分類計

合計

学術研究，専⾨・技術
サービス業／専⾨サービ
ス業（他に分類されない
学術研究，専⾨・技術
サービス業／技術サービ
ス業（他に分類されない
宿泊業，飲⾷サービス

業／宿泊業

宿泊業，飲⾷サービス
業／飲⾷店

⽣活関連サービス業，
娯楽業／娯楽業

教育，学習⽀援業／学
校教育

サービス業（他に分類さ
れないもの）／その他の

サービス業

医療，福祉／医療業

医療，福祉／社会保
険・社会福祉・介護事業

サービス業（他に分類さ
れないもの）／廃棄物

処理業
サービス業（他に分類さ
れないもの）／職業紹

介・労働者派遣業
サービス業（他に分類さ
れないもの）／その他の

事業サービス業
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表 4-2（続き） 業種（大分類）、職種（大分類）（業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(⼤分類)
857 181 171 230 243 276 313 340 324 2935

(22.5) (21.7) (20.0) (22.1) (24.4) (25.6) (24.1) (25.7) (25.4) (23.5)

1092 203 207 234 218 290 323 316 296 3179
(28.7) (24.3) (24.2) (22.5) (21.9) (26.9) (24.9) (23.9) (23.2) (25.4)

473 99 113 137 137 115 139 168 152 1533
(12.4) (11.9) (13.2) (13.2) (13.8) (10.7) (10.7) (12.7) (11.9) (12.3)

391 114 113 124 107 131 178 176 188 1522
(10.3) (13.7) (13.2) (11.9) (10.7) (12.2) (13.7) (13.3) (14.7) (12.2)

412 93 81 128 108 108 132 138 122 1322
(10.8) (11.2) (9.5) (12.3) (10.8) (10.0) (10.2) (10.4) (9.6) (10.6)

137 39 54 50 46 31 40 35 40 472
(3.6) (4.7) (6.3) (4.8) (4.6) (2.9) (3.1) (2.6) (3.1) (3.8)

201 38 49 52 56 53 69 68 55 641
(5.3) (4.6) (5.7) (5.0) (5.6) (4.9) (5.3) (5.1) (4.3) (5.1)

102 21 20 32 30 27 27 22 19 300
(2.7) (2.5) (2.3) (3.1) (3.0) (2.5) (2.1) (1.7) (1.5) (2.4)

105 31 37 38 39 40 60 47 61 458
(2.8) (3.7) (4.3) (3.7) (3.9) (3.7) (4.6) (3.5) (4.8) (3.7)

12 3 4 5 4 3 2 3 9 45
(0.3) (0.4) (0.5) (0.5) (0.4) (0.3) (0.2) (0.2) (0.7) (0.4)

26 12 8 9 8 3 15 10 10 101
(0.7) (1.4) (0.9) (0.9) (0.8) (0.3) (1.2) (0.8) (0.8) (0.8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
(0.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (0.0) (0.0)

3811 834 857 1039 996 1077 1298 1324 1276 12512
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

専⾨的・技術的職
業従事者

事務従事者

運搬・清掃・包装
等従事者

農林漁業従事者

保安職業従事者

運輸・通信従事者

分類不能の職業

合計

販売従事者

サービス職業従事
者

⽣産⼯程従事者

管理的職業従事
者

輸送・機械運転従
事者

建設・採掘従事者

⼤分類計
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表 4-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(⼤分類／中分類)
60 33 50 39 38 29 30 25 28 332

(1.6) (4.0) (5.8) (3.8) (3.8) (2.7) (2.3) (1.9) (2.2) (2.7)

66 1 0 3 4 0 5 7 10 96
(1.7) (0.1) (0.0) (0.3) (0.4) (0.0) (0.4) (0.5) (0.8) (0.8)

55 21 19 22 18 18 12 9 15 189
(1.4) (2.5) (2.2) (2.1) (1.8) (1.7) (0.9) (0.7) (1.2) (1.5)

59 17 8 11 9 26 18 12 18 178
(1.5) (2.0) (0.9) (1.1) (0.9) (2.4) (1.4) (0.9) (1.4) (1.4)

35 5 13 13 23 18 10 16 17 150
(0.9) (0.6) (1.5) (1.3) (2.3) (1.7) (0.8) (1.2) (1.3) (1.2)

129 23 26 45 37 35 57 40 42 434
(3.4) (2.8) (3.0) (4.3) (3.7) (3.2) (4.4) (3.0) (3.3) (3.5)

20 8 5 4 6 7 13 13 11 87
(0.5) (1.0) (0.6) (0.4) (0.6) (0.6) (1.0) (1.0) (0.9) (0.7)

140 31 39 38 49 50 58 81 60 546
(3.7) (3.7) (4.6) (3.7) (4.9) (4.6) (4.5) (6.1) (4.7) (4.4)

86 19 15 28 30 42 53 67 69 409
(2.3) (2.3) (1.8) (2.7) (3.0) (3.9) (4.1) (5.1) (5.4) (3.3)

107 15 10 8 12 11 13 11 10 197
(2.8) (1.8) (1.2) (0.8) (1.2) (1.0) (1.0) (0.8) (0.8) (1.6)

744 137 138 162 143 202 234 233 217 2210
(19.5) (16.4) (16.1) (15.6) (14.4) (18.8) (18.0) (17.6) (17.0) (17.7)

61 18 21 19 22 19 27 28 40 255
(1.6) (2.2) (2.5) (1.8) (2.2) (1.8) (2.1) (2.1) (3.1) (2.0)

211 31 26 26 21 33 28 31 16 423
(5.5) (3.7) (3.0) (2.5) (2.1) (3.1) (2.2) (2.3) (1.3) (3.4)

276 48 48 50 63 59 73 81 63 761
(7.2) (5.8) (5.6) (4.8) (6.3) (5.5) (5.6) (6.1) (4.9) (6.1)

181 49 60 79 71 54 61 81 86 722
(4.7) (5.9) (7.0) (7.6) (7.1) (5.0) (4.7) (6.1) (6.7) (5.8)

127 46 57 48 39 56 86 83 73 615
(3.3) (5.5) (6.7) (4.6) (3.9) (5.2) (6.6) (6.3) (5.7) (4.9)

58 16 19 12 21 17 23 18 26 210
(1.5) (1.9) (2.2) (1.2) (2.1) (1.6) (1.8) (1.4) (2.0) (1.7)

69 26 22 32 24 36 36 30 36 311
(1.8) (3.1) (2.6) (3.1) (2.4) (3.3) (2.8) (2.3) (2.8) (2.5)

90 10 4 12 7 9 12 11 20 175
(2.4) (1.2) (0.5) (1.2) (0.7) (0.8) (0.9) (0.8) (1.6) (1.4)

77 21 9 17 33 12 22 25 35 251
(2.0) (2.5) (1.1) (1.6) (3.3) (1.1) (1.7) (1.9) (2.7) (2.0)

サービス職業従事者／
接客・給仕職業従事者

サービス職業従事者／そ
の他のサービス職業従事

者
⽣産⼯程従事者／製品
製造・加⼯処理従事者

（⾦属製品）

専⾨的・技術的職業従
事者／社会福祉専⾨職

業従事者
専⾨的・技術的職業従
事者／その他の専⾨的

職業従事者
事務従事者／⼀般事務

従事者

事務従事者／会計事務
従事者

事務従事者／営業・販
売事務従事者

販売従事者／商品販売
従事者

販売従事者／営業職業
従事者

サービス職業従事者／
介護サービス職業従事

者
サービス職業従事者／

飲⾷物調理従事者

合計

管理的職業従事者／法
⼈・団体管理職員

管理的職業従事者／そ
の他の管理的職業従事

者
専⾨的・技術的職業従

事者／製造技術者（開
発）

専⾨的・技術的職業従
事者／製造技術者（開

発を除く）
専⾨的・技術的職業従

事者／建築・⼟⽊・測量
技術者

専⾨的・技術的職業従
事者／情報処理・通信

技術者
専⾨的・技術的職業従
事者／医師，⻭科医
師，獣医師，薬剤師

専⾨的・技術的職業従
事者／保健師，助産

師，看護師
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表 4-2（続き） 業種（大分類、中分類）、職種（大分類、中分類）（業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

職種(⼤分類／中分類)
181 38 32 50 36 46 44 45 38 510

(4.7) (4.6) (3.7) (4.8) (3.6) (4.3) (3.4) (3.4) (3.0) (4.1)

179 33 42 42 48 45 59 55 45 548
(4.7) (4.0) (4.9) (4.0) (4.8) (4.2) (4.5) (4.2) (3.5) (4.4)

44 11 12 19 11 8 13 9 7 134
(1.2) (1.3) (1.4) (1.8) (1.1) (0.7) (1.0) (0.7) (0.5) (1.1)

16 3 3 2 6 6 4 5 2 47
(0.4) (0.4) (0.4) (0.2) (0.6) (0.6) (0.3) (0.4) (0.2) (0.4)

54 20 21 22 16 20 39 27 31 250
(1.4) (2.4) (2.5) (2.1) (1.6) (1.9) (3.0) (2.0) (2.4) (2.0)

30 11 6 7 12 12 15 12 17 122
(0.8) (1.3) (0.7) (0.7) (1.2) (1.1) (1.2) (0.9) (1.3) (1.0)

3155 691 705 810 799 870 1045 1055 1032 10162
(82.8) (82.9) (82.3) (78.0) (80.2) (80.8) (80.5) (79.7) (80.9) (81.2)

運搬・清掃・包装等従事
者／清掃従事者

中分類計

合計

⽣産⼯程従事者／製品
製造・加⼯処理従事者

（⾦属製品を除く）
輸送・機械運転従事者
／⾃動⾞運転従事者

建設・採掘従事者／建
設従事者（建設躯体⼯

事従事者を除く）
建設・採掘従事者／電

気⼯事従事者

運搬・清掃・包装等従事
者／運搬従事者
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表 4-3 雇用者 100 万人対事案数 （業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 総務省「労働⼒調査」の年平均（基本集計）における「年齢階級、産業別雇⽤者数」をもとに算出した。なお、平成 23 年の年
齢・業種別雇⽤者数は公表されていないので、平成 22 年と平成 24 年の平均値で補正した値である。また、「分類不能の産業」は雇
⽤者合計数には含めていない。 
b) 「鉱業，採⽯業，砂利採取業」「公務（他に分類されるものを除く）」は合計での割合の算出に含めていない。 
  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

事案数

13.9 15.0 15.2 18.1 17.0 18.2 22.0 22.5 21.4 17.0
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

発症時年齢
14.9 16.2 14.8 18.7 16.9 19.6 28.3 26.3 23.0 18.4
(23.8) (23.4) (20.9) (22.2) (21.0) (22.2) (26.5) (23.9) (21.8) (23.2)

18.4 20.2 19.2 21.1 24.4 26.3 25.9 29.3 27.8 21.8
(29.4) (29.2) (27.2) (25.1) (30.3) (29.8) (24.3) (26.7) (26.4) (27.5)

17.2 18.2 19.2 23.1 21.5 22.6 27.1 27.3 27.9 21.1
(27.4) (26.2) (27.1) (27.5) (26.8) (25.6) (25.3) (24.9) (26.5) (26.6)

9.3 12.7 14.1 17.6 14.1 16.8 21.8 21.4 21.8 14.7
(14.9) (18.3) (20.0) (20.9) (17.6) (19.0) (20.4) (19.5) (20.7) (18.5)

2.9 2.0 3.5 3.6 3.5 2.9 3.9 5.4 4.8 3.5
(4.6) (2.9) (4.9) (4.3) (4.3) (3.3) (3.6) (4.9) (4.6) (4.4)

合計 62.7 69.3 70.8 84.1 80.4 88.2 106.9 109.7 105.2 79.5
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

50-59歳

合計

男⼥

29歳以下

30-39歳

40-49歳

60歳以上
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表 4-3（続き） 雇用者 100 万人対事案数 （業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 総務省「労働⼒調査」の年平均（基本集計）における「年齢階級、産業別雇⽤者数」をもとに算出した。なお、平成 23 年の年
齢・業種別雇⽤者数は公表されていないので、平成 22 年と平成 24 年の平均値で補正した値である。また、「分類不能の産業」は雇
⽤者合計数には含めていない。 
b) 「鉱業，採⽯業，砂利採取業」「公務（他に分類されるものを除く）」は合計での割合の算出に含めていない。  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

100万
対 a)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

業種(⼤分類) b)
14.0 17.1 15.1 19.8 16.9 19.8 21.0 20.8 19.6 17.0
(4.0) (6.9) (5.8) (6.1) (5.5) (6.2) (6.2) (6.0) (4.9) (6.0)

13.7 13.1 12.5 13.3 13.2 16.2 18.7 18.7 18.7 14.9
(3.9) (5.3) (4.8) (4.1) (4.3) (5.1) (5.5) (5.4) (4.7) (5.2)

17.2 19.6 22.0 23.4 23.1 24.6 33.6 37.9 35.3 24.1
(4.9) (8.0) (8.4) (7.2) (7.6) (7.7) (9.9) (11.0) (8.8) (8.5)

20.0 23.8 26.5 25.6 27.6 25.0 36.3 30.0 25.8 24.7
(5.7) (9.7) (10.1) (7.9) (9.0) (7.8) (10.7) (8.7) (6.4) (8.7)

9.4 7.1 8.5 16.0 15.1 11.7 12.9 12.8 11.4 10.9
(2.7) (2.9) (3.2) (4.9) (4.9) (3.6) (3.8) (3.7) (2.8) (3.9)

18.7 17.8 14.5 15.9 18.2 18.5 22.3 20.3 19.9 18.5
(5.4) (7.2) (5.5) (4.9) (5.9) (5.8) (6.6) (5.9) (4.9) (6.5)

8.2 9.3 10.0 11.2 10.6 11.3 13.8 11.7 15.5 10.4
(2.4) (3.8) (3.8) (3.4) (3.5) (3.5) (4.1) (3.4) (3.9) (3.7)

24.0 20.0 24.9 31.2 27.6 31.3 38.3 33.9 22.6 27.1
(6.9) (8.1) (9.5) (9.6) (9.0) (9.8) (11.3) (9.8) (5.6) (9.6)

18.0 15.6 14.6 21.0 15.6 23.0 29.3 29.9 36.7 21.7
(5.2) (6.3) (5.6) (6.4) (5.1) (7.2) (8.6) (8.7) (9.1) (7.6)

8.8 11.9 8.5 13.5 12.5 11.0 16.2 17.2 13.0 11.6
(2.5) (4.8) (3.3) (4.1) (4.1) (3.4) (4.8) (5.0) (3.2) (4.1)

17.2 25.2 20.8 27.6 23.5 25.9 30.2 31.9 31.4 23.3
(4.9) (10.2) (8.0) (8.5) (7.7) (8.1) (8.9) (9.3) (7.8) (8.2)

15.5 10.2 23.6 26.8 20.3 20.9 16.3 21.8 25.8 19.0
(4.4) (4.1) (9.1) (8.2) (6.7) (6.5) (4.8) (6.3) (6.4) (6.7)

10.6 13.7 11.2 13.8 12.0 12.2 17.7 25.3 18.8 13.6
(3.1) (5.6) (4.3) (4.2) (3.9) (3.8) (5.2) (7.3) (4.7) (4.8)

4.5 0.0 7.4 7.3 11.9 3.3 4.9 3.5 11.9 5.7
(1.3) (0.0) (2.8) (2.2) (3.9) (1.0) (1.5) (1.0) (3.0) (2.0)

14.9 10.3 28.3 33.3 27.6 36.4 19.2 14.0 30.0 21.4
(4.3) (4.2) (10.9) (10.2) (9.0) (11.3) (5.7) (4.1) (7.5) (7.5)

9.8 7.1 10.0 23.3 14.8 14.3 6.5 11.8 24.1 12.3
(2.8) (2.9) (3.8) (7.2) (4.8) (4.5) (1.9) (3.4) (6.0) (4.3)

2.7 20.0 0.0 0.0 11.1 14.3 0.0 0.0 40.0 7.3
(0.8) (8.1) (0.0) (0.0) (3.6) (4.5) (0.0) (0.0) (9.9) (2.6)

120.0 - - - - - - - 0.0 -
(34.4) - - - - - - - (0.0) -

1.5 4.3 2.6 3.0 4.3 1.2 1.2 3.3 1.6 -
(0.4) (1.8) (1.0) (0.9) (1.4) (0.4) (0.4) (0.9) (0.4) -

348.9 246.2 261.0 326.0 305.7 320.9 338.5 344.7 402.1 283.4
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

教育，学習⽀援
業

合計

製造業

卸売業，⼩売業

医療，福祉

運輸業，郵便業

建設業

サービス業（他に分
類されないもの）

宿泊業，飲⾷サー
ビス業

情報通信業

学術研究，専⾨・
技術サービス業

⾦融業，保険業

不動産業，物品
賃貸業

⽣活関連サービス
業，娯楽業

農業，林業

複合サービス事業

電気・ガス・熱供
給・⽔道業

漁業

鉱業，採⽯業，
砂利採取業

公務（他に分類さ
れるものを除く）

合計
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表 4-4 出来事（平成 23 年 12 月認定基準、平成 24 年度～） （業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*︓「⼼理的負荷による精神障害の認定基準」（平成 23 年 12 ⽉）に基づく分類（表の上⽅ 1〜36）であるが、令和 2 年 6 ⽉
以降は改正された認定基準（表の下⽅ 29、30）に基づく分類。 
注︓具体的出来事が重複している事案があるため、事案数と出来事数は⼀致しない  

年度
H24〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

対象数 2097 834 857 1039 996 1077 1298 1324 1276 10798
[年度別%] [19.4] [7.7] [7.9] [9.6] [9.2] [10.0] [12.0] [12.3] [11.8] [100]

特別な出来事の評価
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

46 16 17 16 23 11 11 7 8 155
(2.2) (1.9) (2.0) (1.5) (2.3) (1.0) (0.8) (0.5) (0.6) (1.4)

具体的出来事
171 89 91 103 112 100 129 100 106 1001

(8.2) (10.7) (10.6) (9.9) (11.2) (9.3) (9.9) (7.6) (8.3) (9.3)

140 62 72 92 81 77 98 82 70 774
(6.7) (7.4) (8.4) (8.9) (8.1) (7.1) (7.6) (6.2) (5.5) (7.2)

27 5 8 9 9 11 10 7 14 100
(1.3) (0.6) (0.9) (0.9) (0.9) (1.0) (0.8) (0.5) (1.1) (0.9)

106 57 53 57 70 70 68 80 57 618
(5.1) (6.8) (6.2) (5.5) (7.0) (6.5) (5.2) (6.0) (4.5) (5.7)

35 25 24 24 26 13 23 17 14 201
(1.7) (3.0) (2.8) (2.3) (2.6) (1.2) (1.8) (1.3) (1.1) (1.9)

19 8 6 4 3 6 6 4 2 58
(0.9) (1.0) (0.7) (0.4) (0.3) (0.6) (0.5) (0.3) (0.2) (0.5)

60 27 31 30 36 34 26 30 28 302
(2.9) (3.2) (3.6) (2.9) (3.6) (3.2) (2.0) (2.3) (2.2) (2.8)

98 44 63 48 61 55 57 46 53 525
(4.7) (5.3) (7.4) (4.6) (6.1) (5.1) (4.4) (3.5) (4.2) (4.9)

44 28 44 37 40 32 21 32 27 305
(2.1) (3.4) (5.1) (3.6) (4.0) (3.0) (1.6) (2.4) (2.1) (2.8)

24 10 6 6 14 17 17 15 9 118
(1.1) (1.2) (0.7) (0.6) (1.4) (1.6) (1.3) (1.1) (0.7) (1.1)

25 18 13 12 14 25 28 18 12 165
(1.2) (2.2) (1.5) (1.2) (1.4) (2.3) (2.2) (1.4) (0.9) (1.5)

105 63 48 64 51 64 75 65 70 605
(5.0) (7.6) (5.6) (6.2) (5.1) (5.9) (5.8) (4.9) (5.5) (5.6)

14 7 9 12 19 7 11 11 7 97
(0.7) (0.8) (1.1) (1.2) (1.9) (0.6) (0.8) (0.8) (0.5) (0.9)

20 14 18 8 15 18 19 13 9 134
(1.0) (1.7) (2.1) (0.8) (1.5) (1.7) (1.5) (1.0) (0.7) (1.2)

377 161 186 248 241 277 299 284 279 2352
(18.0) (19.3) (21.7) (23.9) (24.2) (25.7) (23.0) (21.5) (21.9) (21.8)

112 48 30 43 58 50 44 22 21 428
(5.3) (5.8) (3.5) (4.1) (5.8) (4.6) (3.4) (1.7) (1.6) (4.0)

79 40 58 75 68 60 64 50 42 536
(3.8) (4.8) (6.8) (7.2) (6.8) (5.6) (4.9) (3.8) (3.3) (5.0)

40 23 21 19 39 14 30 27 25 238
(1.9) (2.8) (2.5) (1.8) (3.9) (1.3) (2.3) (2.0) (2.0) (2.2)

24 20 23 15 22 26 29 29 25 213
(1.1) (2.4) (2.7) (1.4) (2.2) (2.4) (2.2) (2.2) (2.0) (2.0)

15. 仕事内容・仕事量の（⼤きな）
変化を⽣じさせる出来事があった

16. 1か⽉に80時間以上の時間
外労働を⾏った
17. 2週間以上にわたって連続勤
務を⾏った

18. 勤務形態に変化があった

19. 仕事のペース、活動の変化が
あった

9. ノルマが達成できなかった

10. 新規事業の担当になった、会
社の建て直しの担当になった
11. 顧客や取引先から無理な注
⽂を受けた
12. 顧客や取引先からクレームを
受けた
13. ⼤きな説明会や公式の場で
の発表を強いられた
14. 上司が不在になることにより、
その代⾏を任された

3. 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事
故、重⼤事故を起こした
4. 会社の経営に影響するなどの
重⼤な仕事上のミスをした
5. 会社で起きた事故、事件につ
いて、責任を問われた
6. ⾃分の関係する仕事で多額の
損失等が⽣じた
7. 業務に関連し、違法⾏為を強
要された

8. 達成困難なノルマが課された

合計

⼼理的負荷が極度のもの

極度の⻑時間労働

恒常的な⻑時間

1. （重度の）病気やケガをした

2. 悲惨な事故や災害の体験、⽬
撃をした
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表 4-4（続き） 出来事（平成 23 年 12 月認定基準、平成 24 年度～） （業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*︓「⼼理的負荷による精神障害の認定基準」（平成 23 年 12 ⽉）に基づく分類（表の上⽅ 1〜36）であるが、令和 2 年 6 ⽉
以降は改正された認定基準（表の下⽅ 29、30）に基づく分類。 
注︓具体的出来事が重複している事案があるため、事案数と出来事数は⼀致しない  

年度
H24〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
132 63 54 74 63 64 52 75 64 641

(6.3) (7.6) (6.3) (7.1) (6.3) (5.9) (4.0) (5.7) (5.0) (5.9)

261 99 109 124 124 129 141 146 149 1282
(12.4) (11.9) (12.7) (11.9) (12.4) (12.0) (10.9) (11.0) (11.7) (11.9)

42 19 18 19 32 22 28 20 18 218
(2.0) (2.3) (2.1) (1.8) (3.2) (2.0) (2.2) (1.5) (1.4) (2.0)

31 18 31 22 25 18 27 26 23 221
(1.5) (2.2) (3.6) (2.1) (2.5) (1.7) (2.1) (2.0) (1.8) (2.0)

30 10 11 19 22 32 29 28 45 226
(1.4) (1.2) (1.3) (1.8) (2.2) (3.0) (2.2) (2.1) (3.5) (2.1)

50 15 23 17 33 30 26 18 24 236
(2.4) (1.8) (2.7) (1.6) (3.3) (2.8) (2.0) (1.4) (1.9) (2.2)

15 10 12 9 12 12 7 11 13 101
(0.7) (1.2) (1.4) (0.9) (1.2) (1.1) (0.5) (0.8) (1.0) (0.9)

5 1 1 1 1 2 1 0 0 12
(0.2) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1)

18 8 8 9 19 9 10 14 10 105
(0.9) (1.0) (0.9) (0.9) (1.9) (0.8) (0.8) (1.1) (0.8) (1.0)

327 162 166 151 195 177 34 - - 1212
(15.6) (19.4) (19.4) (14.5) (19.6) (16.4) (2.6) - - (14.8)

901 413 408 530 501 527 640 752 735 5407
(43.0) (49.5) (47.6) (51.0) (50.3) (48.9) (49.3) (56.8) (57.6) (50.1)

221 130 110 155 179 196 231 267 270 1759
(10.5) (15.6) (12.8) (14.9) (18.0) (18.2) (17.8) (20.2) (21.2) (16.3)

38 22 25 20 41 31 36 47 44 304
(1.8) (2.6) (2.9) (1.9) (4.1) (2.9) (2.8) (3.5) (3.4) (2.8)

37 23 38 35 40 24 37 35 44 313
(1.8) (2.8) (4.4) (3.4) (4.0) (2.2) (2.9) (2.6) (3.4) (2.9)

32 30 29 26 28 33 23 24 29 254
(1.5) (3.6) (3.4) (2.5) (2.8) (3.1) (1.8) (1.8) (2.3) (2.4)

16 7 4 9 11 7 7 5 11 77
(0.8) (0.8) (0.5) (0.9) (1.1) (0.6) (0.5) (0.4) (0.9) (0.7)

106 46 39 59 42 71 78 68 60 569
(5.1) (5.5) (4.6) (5.7) (4.2) (6.6) (6.0) (5.1) (4.7) (5.3)

- - - - - - 128 182 172 482
- - - - - - (9.9) (13.7) (13.5) (12.4)

- - - - - - 67 111 107 285
- - - - - - (5.2) (8.4) (8.4) (7.3)

30. 同僚等から、暴⾏⼜は（ひど
い）いじめ・嫌がらせを受けた

32. 部下とのトラブルがあった

33. 理解してくれていた⼈の異動
があった

34. 上司が替わった

35. 同僚等の昇進・昇格があり、
昇進で先を越された
36. セクシュアルハラスメントを受け
た
29. 上司等から、⾝体的攻撃、精神
的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

26. 部下が減った

27. 早期退職制度の対象となっ
た
28. ⾮正規社員である⾃分の契
約満了が迫った
29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、
⼜は暴⾏を受けた

30. 上司とのトラブルがあった

31. 同僚とのトラブルがあった

20. 退職を強要された

21. 配置転換があった

22. 転勤をした

23. 複数名で担当していた業務
を1⼈で担当するようになった
24. ⾮正規社員であるとの理由等により、
仕事上の差別、不利益取扱いを受けた

25. ⾃分の昇格・昇進があった

合計
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表 4-5 都道府県（業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

都道府県
144 22 30 42 49 59 39 29 30 444

(3.8) (2.6) (3.5) (4.0) (4.9) (5.5) (3.0) (2.2) (2.4) (3.5)
14 0 4 5 3 4 6 4 4 44

(0.4) (0.0) (0.5) (0.5) (0.3) (0.4) (0.5) (0.3) (0.3) (0.4)
26 3 1 4 3 7 4 7 6 61

(0.7) (0.4) (0.1) (0.4) (0.3) (0.6) (0.3) (0.5) (0.5) (0.5)
82 19 25 26 22 19 23 36 32 284

(2.2) (2.3) (2.9) (2.5) (2.2) (1.8) (1.8) (2.7) (2.5) (2.3)
25 5 5 4 3 9 5 10 6 72

(0.7) (0.6) (0.6) (0.4) (0.3) (0.8) (0.4) (0.8) (0.5) (0.6)
20 6 3 4 4 5 9 13 9 73

(0.5) (0.7) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5) (0.7) (1.0) (0.7) (0.6)
37 5 8 16 6 11 20 14 10 127

(1.0) (0.6) (0.9) (1.5) (0.6) (1.0) (1.5) (1.1) (0.8) (1.0)
62 11 10 22 11 19 17 25 24 201

(1.6) (1.3) (1.2) (2.1) (1.1) (1.8) (1.3) (1.9) (1.9) (1.6)
13 3 8 5 9 6 10 6 8 68

(0.3) (0.4) (0.9) (0.5) (0.9) (0.6) (0.8) (0.5) (0.6) (0.5)
37 12 12 10 13 11 14 12 10 131

(1.0) (1.4) (1.4) (1.0) (1.3) (1.0) (1.1) (0.9) (0.8) (1.0)
135 25 23 43 39 29 53 42 49 438

(3.5) (3.0) (2.7) (4.1) (3.9) (2.7) (4.1) (3.2) (3.8) (3.5)
146 31 18 29 30 24 37 39 37 391

(3.8) (3.7) (2.1) (2.8) (3.0) (2.2) (2.9) (2.9) (2.9) (3.1)
661 136 145 206 163 211 275 335 301 2433

(17.3) (16.3) (16.9) (19.8) (16.4) (19.6) (21.2) (25.3) (23.6) (19.4)
330 67 81 87 96 104 108 113 113 1099

(8.7) (8.0) (9.5) (8.4) (9.6) (9.7) (8.3) (8.5) (8.9) (8.8)
38 5 9 5 5 8 2 8 8 88

(1.0) (0.6) (1.1) (0.5) (0.5) (0.7) (0.2) (0.6) (0.6) (0.7)
13 3 2 5 8 5 12 2 10 60

(0.3) (0.4) (0.2) (0.5) (0.8) (0.5) (0.9) (0.2) (0.8) (0.5)
15 9 5 6 2 10 4 11 4 66

(0.4) (1.1) (0.6) (0.6) (0.2) (0.9) (0.3) (0.8) (0.3) (0.5)
21 6 4 5 4 8 5 5 10 68

(0.6) (0.7) (0.5) (0.5) (0.4) (0.7) (0.4) (0.4) (0.8) (0.5)
29 8 4 7 6 5 3 11 7 80

(0.8) (1.0) (0.5) (0.7) (0.6) (0.5) (0.2) (0.8) (0.5) (0.6)
46 8 14 10 14 18 12 6 14 142

(1.2) (1.0) (1.6) (1.0) (1.4) (1.7) (0.9) (0.5) (1.1) (1.1)
40 12 7 6 5 11 19 11 10 121

(1.0) (1.4) (0.8) (0.6) (0.5) (1.0) (1.5) (0.8) (0.8) (1.0)
58 11 11 19 18 19 28 36 31 231

(1.5) (1.3) (1.3) (1.8) (1.8) (1.8) (2.2) (2.7) (2.4) (1.8)
252 42 54 64 53 64 95 94 105 823

(6.6) (5.0) (6.3) (6.2) (5.3) (5.9) (7.3) (7.1) (8.2) (6.6)
52 15 14 15 10 15 28 21 22 192

(1.4) (1.8) (1.6) (1.4) (1.0) (1.4) (2.2) (1.6) (1.7) (1.5)

合計

北海道

⻘森

岩⼿

宮城

秋⽥

千葉

東京

神奈川

新潟

富⼭

⽯川

⼭形

福島

茨城

栃⽊

群⾺

埼⽟

三重

福井

⼭梨

⻑野

岐⾩

静岡

愛知
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表 4-5（続き） 都道府県（業務外：精神障害、男女） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度
H22〜26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

N N N N N N N N N N
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

都道府県
24 7 11 10 11 10 10 16 10 109

(0.6) (0.8) (1.3) (1.0) (1.1) (0.9) (0.8) (1.2) (0.8) (0.9)
144 47 31 49 39 30 41 29 48 458

(3.8) (5.6) (3.6) (4.7) (3.9) (2.8) (3.2) (2.2) (3.8) (3.7)
519 100 100 111 121 101 157 106 106 1421

(13.6) (12.0) (11.7) (10.7) (12.1) (9.4) (12.1) (8.0) (8.3) (11.4)
142 37 27 50 46 55 45 81 63 546

(3.7) (4.4) (3.2) (4.8) (4.6) (5.1) (3.5) (6.1) (4.9) (4.4)
36 10 7 8 2 14 14 16 14 121

(0.9) (1.2) (0.8) (0.8) (0.2) (1.3) (1.1) (1.2) (1.1) (1.0)
20 0 6 3 5 7 5 7 4 57

(0.5) (0.0) (0.7) (0.3) (0.5) (0.6) (0.4) (0.5) (0.3) (0.5)
8 3 7 3 4 3 2 3 4 37

(0.2) (0.4) (0.8) (0.3) (0.4) (0.3) (0.2) (0.2) (0.3) (0.3)
7 2 0 4 3 1 2 3 3 25

(0.2) (0.2) (0.0) (0.4) (0.3) (0.1) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2)
50 12 16 5 9 10 10 14 7 133

(1.3) (1.4) (1.9) (0.5) (0.9) (0.9) (0.8) (1.1) (0.5) (1.1)
117 23 18 22 26 20 20 27 19 292

(3.1) (2.8) (2.1) (2.1) (2.6) (1.9) (1.5) (2.0) (1.5) (2.3)
21 6 10 5 3 10 13 8 7 83

(0.6) (0.7) (1.2) (0.5) (0.3) (0.9) (1.0) (0.6) (0.5) (0.7)
18 6 9 4 10 5 8 7 3 70

(0.5) (0.7) (1.1) (0.4) (1.0) (0.5) (0.6) (0.5) (0.2) (0.6)
15 5 5 5 8 4 3 4 6 55

(0.4) (0.6) (0.6) (0.5) (0.8) (0.4) (0.2) (0.3) (0.5) (0.4)
39 12 9 11 14 9 10 14 6 124

(1.0) (1.4) (1.1) (1.1) (1.4) (0.8) (0.8) (1.1) (0.5) (1.0)
25 5 3 4 8 1 6 5 9 66

(0.7) (0.6) (0.4) (0.4) (0.8) (0.1) (0.5) (0.4) (0.7) (0.5)
109 41 46 50 50 50 43 43 51 483

(2.9) (4.9) (5.4) (4.8) (5.0) (4.6) (3.3) (3.2) (4.0) (3.9)
18 6 2 13 8 9 14 9 4 83

(0.5) (0.7) (0.2) (1.3) (0.8) (0.8) (1.1) (0.7) (0.3) (0.7)
31 15 9 6 6 11 12 2 8 100

(0.8) (1.8) (1.1) (0.6) (0.6) (1.0) (0.9) (0.2) (0.6) (0.8)
48 7 11 9 10 7 16 5 7 120

(1.3) (0.8) (1.3) (0.9) (1.0) (0.6) (1.2) (0.4) (0.5) (1.0)
28 3 4 5 8 10 12 5 6 81

(0.7) (0.4) (0.5) (0.5) (0.8) (0.9) (0.9) (0.4) (0.5) (0.6)
39 11 10 6 9 8 7 13 5 108

(1.0) (1.3) (1.2) (0.6) (0.9) (0.7) (0.5) (1.0) (0.4) (0.9)
31 5 7 4 9 8 10 5 9 88

(0.8) (0.6) (0.8) (0.4) (0.9) (0.7) (0.8) (0.4) (0.7) (0.7)
26 7 12 7 11 13 10 12 17 115

(0.7) (0.8) (1.4) (0.7) (1.1) (1.2) (0.8) (0.9) (1.3) (0.9)
3811 834 857 1039 996 1077 1298 1324 1276 12512
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

合計

滋賀

京都

⼤阪

兵庫

⼭⼝

徳島

⾹川

愛媛

⾼知

福岡

奈良

和歌⼭

⿃取

島根

岡⼭

広島

沖縄

合計

佐賀

⻑崎

熊本

⼤分

宮崎

⿅児島
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案研究） 

 

脳・心臓疾患の過労死等事案における院外心肺停止の病態に関する研究 
 

研究分担者 守田祐作 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】過重労働と循環器疾患の発症の関連を示す報告はあるものの、そのメカニズムについ

てはいまだ不明な点が多い。過重労働による心停止発症メカニズムを探るため、心停止の原因

となる①心筋虚血による心停止、基礎心疾患を元にした②不整脈による心停止、③心不全によ

る心停止の 3 つの病態について、過重負荷と関連の強い病態を明らかとすることを目的とした。 

【方法】調査復命書の記載内容に基づき作成された過労死等 DB（脳・心臓疾患事案の業務上

認定事案 2,027 件、平成 22 年 4 月～平成 29 年 3 月の 7 年間及び業務外認定事案 1,961

件、平成 22 年 1 月～平成 27 年 3 月の 5 年間分）を用い、決定時疾患名が心筋梗塞、狭心

症、心停止のうち院外心肺停止を来した業務上認定事案 450 件及び業務外認定事案 479 件

を対象に、心停止発症の病態分類、性別、年齢、喫煙、飲酒、職種、発症 6 か月前平均時間

外労働時間を調査し、業務上認定事案と業務外認定事案で病態分類の比較を行った。また、

業務上認定事案で多かった不整脈による心停止について、時間外労働時間別の発症リスクを

ロジスティック回帰分析で分析した。 

【結果】業務上認定事案は業務外認定事案に比較し、男性が多く、若年で、喫煙率が高く、非

飲酒者が少なかった。業務上認定事案では不整脈による心停止が 34%と業務外認定事案の

25%と比べ有意に多かった。また、発症 6 か月前の平均時間外労働時間が 100 時間以上の群

で有意に不整脈による心停止が多く、ロジスティック回帰分析で性、年代、職種等を調整後で

も 60 時間未満群と比較して 100 時間以上の時間外労働群の不整脈発症リスクは OR 2.12

（1.24-3.61）倍と有意に高かった。 

【考察】長時間労働により心筋梗塞の発症リスクが増加することは複数の報告があるが、時間外

労働が月平均 100 時間を超えると不整脈による心停止発症のリスクがより大きくなることが示唆

された。長時間労働による睡眠時間の短縮が、不整脈発作を誘発した可能性が考えられる。 

【この研究から分かったこと】 

過重負荷の認められた業務上認定事案で不整脈による院外心肺停止が多く、時間外労働が

月平均 100 時間を超えると虚血性心疾患よりも不整脈による院外心肺停止発症のリスクがより

大きくなることが示唆された。特に心筋症のある者、35 歳未満、過量飲酒者についてはよりリス

クが大きいため注意が必要である。 

【キーワード】過労死、院外心肺停止、不整脈 

 

研究分担者: 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労死

等防止調査研究センター・統括研究員） 

高橋正也（同センター・センター長） 

 

Ａ．目的 

業務における過重な負荷による脳血管疾患

若しくは心臓疾患を原因とする死亡や健康障

害（以下「脳・心臓疾患による過労死等」とい

う。）の防止は我が国における労働者の健康と

安全確保のために喫緊の課題である。多くの

研究が行われているものの、過重労働と循環

器疾患の発症メカニズムについては不明な点

はまだ残る。過重労働と循環器疾患の発症メ
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カニズムを検討するにあたって、長時間労働

へのばく露エピソードを持つ脳・心臓疾患の過

労死事案の病態に注目することで、脳・心臓

疾患の過労死等の予防に関する有用な知見

を提供できる可能性がある。 

平成 26 年 11 月に過労死等防止対策推進

法が施行され、過労死等防止調査研究センタ

ーにおいて、過労死等として労災申請された

事案のデータベース（以下「過労死等 DB」とい

う。）を作成し、脳・心臓疾患に関する医学的

研究を進めてきた。 

我々はこれまで脳出血、くも膜下出血、脳梗

塞と脳疾患について過労死等事案の病態研

究を行ってきた。脳出血、脳梗塞では業務上

認定事案において高血圧と関係の深い脳深

部にある穿通枝の破綻による脳出血、穿通枝

の閉塞による脳梗塞が多いことを報告した。く

も膜下出血では、業務上認定事案において椎

骨動脈解離起因が多いことを報告した。 

今年度は心疾患による心停止に着目して研

究を行った。脳疾患と比較し、心疾患は致命

率が高く、特に院外心肺停止の死亡率は

88.2%と極めて高い。過重負荷による死亡を避

けるためにも、院外心肺停止した事案の病態

を解明することは重要である。本研究では、過

重負荷と関連の強い院外心肺停止の病態を

明らかにすることを目的とする。 

 

Ｂ．方法 

1. 分析対象 

調査復命書の記載内容に基づき作成され

た過労死等 DB（脳・心臓疾患事案の業務上

認定事案 2,027 件、平成 22 年 4 月～平成 29

年 3 月の 7 年間分及び業務外認定事案 1,961

件、平成 22 年 1 月～平成 27 年 3 月の 5 年

間分）を用いた。業務上外判断時の決定時疾

患名が心筋梗塞、狭心症、心停止であった事

案 1,265 件から、認定要件が異常な出来事

（26 件）、短期過重（37 件）である事案を除外し

た 1,202 件のうち、院外心肺停止例 945 件（業

務上 453 件、業務外 492 件）を抽出した。この

うち、診断名が心筋梗塞、狭心症、心停止以

外であった「認定心疾患以外」（16 件）は対象

から除外し、最終的に業務上認定事案 450 件

及び業務外認定事案 479 件の計 929 件を分

析対象とした。 

2. 分析方法 

上記の分析対象について、調査復命書より

診断名、医師所見、発症時年齢、生死、性別、

職種、発症前 6 か月間の時間外労働時間、飲

酒量、喫煙習慣、既往歴（糖尿病、高血圧、脂

質異常症）、心停止の基礎心疾患となりうる、

心筋症、弁膜症、ブルガダ症候群の既往の有

無を調査した。 

1) 病態分類 

心停止には大きく①心筋虚血による心停止、

基礎心疾患を元にした②不整脈による心停止、

③心不全による心停止の 3 つの病態がある 1)。

調査復命書の診断名及び医師所見から、①

心筋虚血、②不整脈、③心不全（基礎心疾患

からの心不全）、④分類不能（解剖など行われ

ず、急性心不全など心臓が原因だろうとされた

例）に分類した。 

2) 時間外労働時間 

発症前 6 か月の時間外労働時間を平均し、

月当り 60 時間未満、60-79.9 時間、80-99.9 時

間、100 時間以上のカテゴリに分けた。 

3) 年齢、喫煙状況、飲酒量 

年齢は発症時年齢を用い、院外心肺停止

の国際記録様式であるウツタイン様式を参考

に 35 歳未満、35-44 歳、45-55 歳、55 歳以上

にカテゴリ化した 2)。 

喫煙状況は、非喫煙、過去喫煙、現喫煙、

不明に分類した。飲酒量は調査復命書に記載

のある、アルコールの種類、飲酒量、飲酒頻度

から 1 日当たりの純アルコール量を算出（純ア

ルコール量への換算は標準的な健診・保健指

導プログラムを参考にした 3））し、飲まない、

20g/日未満、20-39g/日、40g/日以上、不明

に分類した。 

4) 既往歴 

 既往歴は調査復命書から収集し、死後解剖

が行われている場合は解剖結果判明したもの

も既往歴として扱った。 

5) 統計分析 

業務上及び業務外認定事案ごとに、性別、

年代、喫煙状況、飲酒状況、職種、時間外労

働時間、生死、心停止の病態分類を集計し、

業務上と業務外の差についてχ2 検定を用い

て統計的に分析を行った。 

ロジスティック回帰分析を用いて、性、年代、

職種、喫煙、飲酒、心筋症の既往を調整した

業務上認定事案の業務外認定事案に対する

不整脈発症オッズ比を求めた。また、同様に

発症前 6 か月間の平均時間外労働時間が 60



 

90 

 

時間未満群に対する、60-79.9 時間、80-99.9

時間、100 時間以上群のオッズ比を求めた。 

3. 倫理面での配慮 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得たう

えで行った(通知番号：2022N10)。本研究で用

いたデータベースには、個人の氏名、住所、

電話番号等、個人を特定できる情報は一切含

まれていない。 

 

Ｃ．結果 

1. 対象者の属性 

対象者の業務上認定事案と業務外認定事

案別の属性を表 1 に示す。 

業務上認定事案は業務外認定事案に比較

し、男性が多く、若年で、喫煙率が高く、非飲

酒者が少なかった。心筋症、弁膜症、ブルガ

ダ症候群の既往者の割合は 1.6-4.2%であり業

務上と業務外認定事案で有意差はなかった。 

職種は、業務上において輸送・機械運転、

管理的職業が有意に多く、保安、運搬・清掃・

包装、運輸・通信従事者は有意に少なかった。

時間外労働時間は業務上認定事案で長く、6

か月平均では 60 時間／月以上の割合が有意

に高かった。対象のうち死亡者は業務上認定

事案で390人（86.7%）、業務外認定事案で358

人（79.6%）と業務上認定事案で有意に死亡が

多かった。 

なお、業務外認定事案のうち発症前 6 か月

間の平均時間外労働時間が 80-99.9 時間の

者が 2 名、100 時間以上の者が 1 名いた。前

者 2 名については労働者性が認められず不支

給となったケースであり、後者 1 名は運転代行

業で手待ち時間が多く労働密度が54-61%と低

いこと、心筋梗塞の既往があるにも関わらず内

服中断があったことから不支給となったケース

であった。 

2. 院外心肺停止の病態分類 

院外心肺停止の病態分類について、①心

筋虚血、②不整脈、③心不全、④分類不能の

割合は業務上認定事案と業務外認定事案で

有意差があり（p=0.021）、業務上認定事案で

は不整脈による院外心肺停止が 34%と業務外

認定事案の25%と比べ有意に多かった（表2）。

逆に、心筋虚血による院外心肺停止は業務上

認定事案で 58%に対し、業務外認定事案で

67%と業務上認定事案では有意に低かった。 

 

3. 院外心肺停止の病態分類と時間外労働時

間の関連 

院外心肺停止の病態と時間外労働時間カ

テゴリのクロス集計結果を表 3 に示す。数の少

ない心不全、不明を除外してχ2 乗検定を行う

と、発症 6 か月前の平均時間外労働時間が

100 時間以上の群で有意に不整脈による心停

止が多かった。 

年代、性別、職種、喫煙状況、飲酒量を調

整したロジスティック回帰分析の結果（表 4）、

業務外認定事案に対する業務上認定事案の

不整脈発症リスクは 1.36（0.96-1.96）倍と有意

ではなかった。一方で、発症 6 か月前の平均

時間外労働時間が 60 時間未満群に比較し、

100 時間以上群では不整脈発症リスクは OR 

2.19（1.27-3.77）倍と有意に高かった。 

年代では 55 歳以上と比較して若年になるほ

ど不整脈発症リスクは高くなり、35 歳未満では

約 10 倍と有意に高かった。酒を飲まない群に

対して、1 日のアルコール 20g 未満群、40g 以

上 群 で そ れ ぞ れ 1.99(1.25-3.15) 倍 、 2.76

（1.52-5.00）倍と有意に不整脈発症リスクが高

かった。心筋症が存在すると約 23 倍、ブルガ

ダ症候群で 20 倍強、弁膜症で約 6.5 倍不整

脈発症のリスクが高かった。 

性別、職種、喫煙習慣には有意な関連は認

められなかった。 

 

Ｄ．考察 

本研究では、院外心肺停止の病態と発症前

の時間外労働時間について分析を行った。発

症 6 か月前の平均時間外労働時間が 100 時

間以上の群で有意に不整脈による院外心肺

停止が多く発生していた。また、不整脈による

院外心肺停止と関連する時間外労働時間以

外の要因には、若年、飲酒、心臓の既往歴が

明らかとなった。 

1. 時間外労働時間と不整脈による院外心肺

停止 

院外心肺停止した事案について、その心停

止の病態を分析した。長期間の過重負荷が認

められた業務上認定事案において、不整脈に

よる心停止が比較的多く認められた。また、発

症前 6 か月間の時間外労働別に見ると、100

時間以上の群で有意に不整脈発症が多かっ

た。そして、その結果は性、年齢、職種などを

調整しても同様であった。 

長時間労働により虚血性心疾患の発症リス
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クが増加することはすでにメタアナリシスで示さ

れている 4)。本研究では、時間外労働時間別

にどの病態が相対的に多いのかを分析してお

り、時間外労働時間が 100 時間未満の場合に

不整脈による院外心肺停止はオッズ比 1.00 前

後であり、虚血性心疾患による院外心肺停止

発生率と同程度と考えられる。 

本研究では、月平均 100 時間以上の時間

外労働時間の群で不整脈による院外心肺停

止のオッズ比が 2 倍となっていた。心筋梗塞後

の患者において、短時間睡眠や睡眠の質が

悪いと心室性頻脈が増加するとの報告 5)、健

康な若年ボランティアに睡眠制限を行うことで

不整脈発症と関連する QT 時間の分散が大き

くなったことが報告されている 6)。また、睡眠時

無呼吸症候群患者では心室性期外収縮や心

室性不整脈のリスクが高いことがシステマティ

ックレビューで示されており 7)、睡眠が阻害され

ることで不整脈による心臓突然死リスクが上昇

することが示唆されている。100 時間を超える

時間外労働があると 1 日 5 時間の睡眠が確保

できなくなるとされており 1)、長時間労働による

睡眠時間の短縮が不整脈発作を誘発した可

能性が考えられる。 

2. 不整脈による心停止に関連する時間外労

働以外の要因 

時間外労働以外の要因として、35 歳未満、

飲酒量、そして心筋症、弁膜症、ブルガダ症

候群の存在が不整脈による心停止と有意に関

連していた。院外心肺停止の要因は年代によ

って異なることが報告されている。35 歳以上で

は虚血性心疾患がほとんどであるのに対し、

35 歳未満では心筋症や QT 延長症候群やブ

ルガダ症候群といった基礎疾患を背景とした

不整脈発症が多い 8)。本研究の結果はこれら

先行研究と整合するものである。心筋症患者

は不整脈による心臓突然死が死因の 50%近く

を占めることが報告されており 9)、本研究の結

果も一致している。心筋症の既往のある方に

ついて長時間労働を避けられるよう就業上の

配慮が望まれる。 

飲酒量については 20g 未満の適正飲酒、

40g 以上の過量飲酒の双方で不整脈発症のリ

スクが有意に高かった。飲酒量と突然死には

U 字型の関係があることが報告されている。概

ね 1 ドリンク（純アルコール 10g）／日程度であ

れば突然死リスクは最も低くなり、3-4 ドリンク

／日（30-40g）を超えると有意に突然死リスク

は高くなる。但し、適量飲酒によるリスク低減に

ついては研究によりばらつきが大きく、アルコ

ールの種類にも影響される 10)。本研究でも過

量飲酒者については同様の結果が見られて

いる。本研究において 20g 未満の適正飲酒者

でも不整脈発症リスクが有意に高い背景は不

明であるが、飲酒量を過少申告している可能

性、酒の種類や飲酒習慣が急激に変化したも

のが含まれているなどの可能性が考えられる。 

3. 研究の強みと限界 

 本研究の強みは、先行研究では被験者の自

己申告による事が多い、疾病情報や時間外労

働時間について、主治医、専門医から診断情

報を客観的に収集し、時間外労働時間も就労

していた企業から客観的に収集されていること

である。このような客観的情報を元に、過重負

荷と関連する院外心肺停止の病態を明らかに

できた意義は大きいと考えている。 

本研究の限界として、病態の分類は主治医

及び専門医の意見に基づいており、病院到着

時にすでに死亡している事案などにおいては

十分な検査、病理解剖が行われていない例も

あり診断の確度が統一されていない点が挙げ

られる。しかし、時間外労働時間と病院への搬

入時の病状に関連があるとは考えにくく、結果

への影響は大きくはないものと考える。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、院外心肺停止のうち長時間労

働と関連の強い病態を明らかにする目的で、

過労死等申請をした院外心肺停止事案を対

象として、時間外労働時間別に院外心肺停止

の病態割合の比較を行った。その結果、月平

均 100 時間以上の時間外労働と不整脈による

心停止の関連が明らかとなり、不整脈による心

臓突然死は若年であるほど、心筋症、弁膜症、

ブルガダ症候群の既往者、飲酒者でリスクが

高かった。今後、時間外労働時間の削減と共

に、不整脈による心臓突然死リスクの高い心疾

患既往者への適切な就業制限の検討、飲酒

者への保健指導が必要である。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

該当なし 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

なし 
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表 1．業務上及び業務外認定事案における対象者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務上事案 450 業務外事案 479

n % n % p*

性別 男性 445 98.9% ▲ 457 95.4% ▽ <0.01

女性 5 1.1% ▽ 22 4.6% ▲

年代 -34 60 13.3% ▲ 44 9.2% ▽ <0.01

35 - 44 131 29.1% ▲ 91 19.0% ▽

45 - 54 166 36.9% ▲ 125 26.1% ▽

55- 93 20.7% ▽ 219 45.7% ▲

既往歴 心筋症 17 3.8% 20 4.2% 0.87

弁膜症 10 2.2% 15 3.1% 0.42

ブルガダ症候群 7 1.6% 9 1.9% 0.80

喫煙（発症時） 非喫煙 123 27.3% 134 28.0% 0.22

過去喫煙 3 0.7% 10 2.1%

現喫煙 268 59.6% 267 55.7%

不明 56 12.4% 68 14.2%

飲酒量（純アルコール／日） 飲まない 104 23.1% 133 27.8% 0.04

-19g 189 42.0% ▲ 172 35.9% ▽

20-39g 38 8.4% ▽ 60 12.5% ▲

40g- 56 12.4% 63 13.2%

不明 63 14.0% 51 10.6%

職種 輸送・機械運転従事者 141 31.3% ▲ 71 14.8% ▽ <0.01

専門的・技術的職業従事者 72 16.0% 58 12.1%

販売従事者 49 10.9% 48 10.0%

サービス職業従事者 40 8.9% 51 10.6%

管理的職業従事者 52 11.6% ▲ 27 5.6% ▽

事務従事者 39 8.7% 47 9.8%

生産工程従事者 24 5.3% 32 6.7%

建設・採掘従事者 20 4.4% ▽ 72 15.0% ▲

保安職業従事者 2 0.4% ▽ 24 5.0% ▲

運搬・清掃・包装等従事者 8 1.8% ▽ 23 4.8% ▲

農林漁業従事者 3 0.7% 8 1.7%

運輸・通信従事者 0 0.0% ▽ 6 1.3% ▲

その他 0 0.0% ▽ 12 2.5% ▲

60時間未満 28 6.2% 403 84.1% <0.01

60-79.9時間 93 20.7% 38 7.9%

80-99.9時間 116 25.8% 2 # 0.4%

100時間以上 119 26.4% 1 ## 0.2%

不明 94 20.9% 35 7.3%

生死 生存 60 13.3% ▽ 121 26.9% ▲ <0.01

死亡 390 86.7% ▲ 358 79.6% ▽

*各カテゴリについて業務上と業務外についてχ2検定。 ▲：残差分析で有意に高い、▼：残差分析で有意に低い（有意水準5%）

#:時間外労働が平均80時間を超えているが、労働者性がなく、業務上認定されなかった事案

##:時間外労働が平均100時間を超えているが、労働密度が54-61%と低く、心筋梗塞の治療中断もあり業務上認定されなかった事案

時間外労働時間
（発症前6か月平均）
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表 2．業務上及び業務外認定事案における院外心肺停止の病態分類の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3．発症 6 か月前平均の時間外労働時間別院外心肺停止の病態分類の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n % n % p

不整脈 154 34.2% ▲ 121 25.3% ▽ 0.021

心筋虚血 263 58.4% ▽ 319 66.6% ▲

心不全 2 0.4% 4 0.8%

不明 31 6.9% 35 7.3%

総計 450 479

業務上事案 業務外事案

n % n % n % n %

60時間未満 281 65.2% 115 26.7% 4 0.9% 31 7.2% 431 100%

60-79時間 84 64.1% 37 28.2% 1 0.8% 9 6.9% 131 100%

80-99時間 79 66.9% 30 25.4% 0 0.0% 9 7.6% 118 100%

100時間以上 60 50.0% 48 40.0% 1 0.8% 11 9.2% 120 100%

不明* 78 60.5% 45 34.9% 0 0.0% 6 4.7% 129 100%

総計 582 62.6% 275 29.6% 6 0.6% 66 7.1% 929 100%

*:発症前６か月間の時間外労働時間に一部不明な月があるもの

総計虚血 不整脈 心不全 不明
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表 4．不整脈による院外心肺停止と関連する要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務上・外 業務外 1.00

業務上 1.36 0.94 - 1.96

時間外労働時間 60時間未満 1.00

(発症前6か月平均） 60-79.9時間 0.84 0.49 - 1.42

80-99.9時間 0.99 0.56 - 1.74

100時間以上 2.19 1.27 - 3.77 *

不明 1.30 0.77 - 2.19

性別 男性 1.00 (reference)

女性 2.17 0.75 - 6.26 2.10 0.71 - 6.25

年代 35歳未満 10.20 5.57 - 18.80 10.80 5.89 - 19.90 *

35-44歳 3.54 2.16 - 5.81 3.67 2.23 - 6.02 *

45-54歳 2.06 1.28 - 3.32 2.04 1.26 - 3.30 *

55歳以上 1.00 (reference) 1.00

喫煙状況 非喫煙 1.00 (reference) 1.00

喫煙 0.72 0.49 - 1.06 0.75 0.51 - 1.11

過去喫煙 0.82 0.46 - 1.45 0.84 0.47 - 1.49

不明 0.98 0.23 - 4.13 0.87 0.20 - 3.73

飲酒量 飲まない 1.00 (reference) 1.00

（アルコールg/日） -19 1.86 1.18 - 2.93 1.99 1.25 - 3.15 *

20-39 1.63 0.86 - 3.08 1.77 0.93 - 3.37

40+ 2.49 1.38 - 4.48 2.76 1.52 - 5.00 *

不明 1.34 0.72 - 2.51 1.43 0.76 - 2.70

既往歴 心筋症 23.00 8.20 - 64.70 * 23.10 8.16 - 65.30 *

弁膜症 6.45 2.34 - 17.80 * 6.59 2.39 - 18.20 *

ブルガダ症候群 24.20 3.03 - 193.00 * 21.70 2.72 - 174.00 *

a:モデル1は業務上認定事案の業務外認定事案に対する不整脈発症のオッズ比を求めた（調整因子として上記の他、職種で調整）

b:モデル2は時間外労働時間別に60時間未満群に対する不整脈発症のオッズ比を求めた（調整因子はモデル1同様）

(reference)

(reference)

(reference)

モデル１a モデル２b

(reference)

(reference)

(reference)
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令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案研究） 

 

精神障害の労災認定事案におけるいじめ・暴力・ハラスメント 

－令和 3 年度パワーハラスメント認定事案の分析－ 
 

研究分担者 木内敬太 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】本研究の目的は、令和3年度の精神障害に関する労災認定事案のうち、「上司等から、

身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が認められた事案の特徴を検討す

ることである。 

【方法】令和 3 年度に支給決定された精神障害事案 629 件（パワハラ認定事案 150 件を含む）

を分析対象とした。 

【結果】パワハラの 6 類型では、精神的な攻撃を伴う事案が最も多かった（約 89%）。パワハラ認

定事案のうち、事後対応の有無が不明であったが約 69%、事後対応ありが約 25%、事後対応な

しが約 7%であった。パワハラの加害者は管理者（部長、課長、主任、店長等）が最も多く、約

67％、被害者は部下が最も多く 75%の事案に該当した。被害者の詳細について、半数程度は

一般的な正社員であるが、残りの半数には、入社一年目をはじめ、係長・主任相当、非正規雇

用、有資格者など、特定の弱い立場にある人が含まれていた。10 代男性に対する身体的な攻

撃や、10 代女性に対する個の侵害、60 代でのパワハラの割合の多さなど、年代、性別とパワハ

ラ被害の関連が一部認められた。一部の業種、職種において、パワハラ認定事案の割合がや

や多かった。ノルマの未達や非正規社員としての不利益取扱い、仕事のペースの変化、部下と

のトラブルなど、具体的出来事とパワハラとの関連も認められた。パワハラのみの認定事案は

91 件であった。 

【考察】職場での厳しい叱責が度を越して精神的な攻撃となる事案が多く、特に管理的な地位

にいる労働者への教育やトレーニングの提供が必要である。労災認定された事案の分析では

あるが、事後対応の不十分さが認められた。形式的な対応ではなく、当事者間の軋轢の解消

や被害を訴える労働者の労働環境改善に主眼を置いた事後対応が必要である。入社一年目

など、一部の属性の労働者は、弱い立場に置かれやすく、パワハラの被害にもあいやすい可能

性が示唆された。 

【この研究から分かったこと】令和 3 年度のパワハラ認定事案の多くは「精神的な攻撃」を伴って

いた。事業主・役員や管理者から部下に対するパワハラが多かった。事後対応がなされていて

も、形式的な対応にとどまるものが多かった。相談がなされていないと思われる事案も多く、職

場や上司等による積極的な対応が求められる。 

【キーワード】いじめ・暴力・ハラスメント、パワーハラスメント、人間関係の問題 

 

研究分担者: 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労死

等防止調査研究センター・統括研究員） 

高橋正也（同センター・センター長） 

 

Ａ．目的 

精神障害による労災認定事案は、精神障害

に関する労災補償状況によれば、申請件数・

支給決定件数ともに、増加傾向が続いている。

令和 5 年度の出来事別の支給決定件数の上

位は、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃
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等のパワーハラスメントを受けた」157 件、「悲

惨な事故や災害の体験、目撃をした」111 件、

「セクシュアルハラスメントを受けた」103 件、

「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせ

る出来事があった」100 件、特別な出来事（心

理的負荷が極度のもの、極度の長時間労働）

71 件、「同僚等から、暴行又は（ひどい）いじ

め・嫌がらせを受けた」59 件であった 1)。いじ

め・暴行（暴力）・ハラスメントは、主要な一角を

占め、特にパワハラは、令和 2 年度に具体的

出来事の 1 項目として明示されるようになって

から、毎年支給決定件数の最も多い出来事で

ある。パワハラの防止策の重要性は非常に高

い。 

令和 2 年に改正された「労働施策の総合的

な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業

生活の充実等に関する法律」（以下「労働施策

総合推進法」という。）では、「①優越的な関係

を背景とした」、「②業務上必要かつ相当な範

囲を超えた言動により」、「③就業環境を害す

ること」（身体的若しくは精神的な苦痛を与える

こと）というパワハラの 3 つの要素が明記された。 

さらに、パワーハラスメントの具体的な定義

は、「事業主が職場における優越的な関係を

背景とした言動に起因する問題に関して雇用

管理上講ずべき措置等についての指針」（令

和 2 年厚生労働省告示第 5 号）に示されてい

る。その中で、パワハラの代表的な言動の類

型として、次の 6 つが示されている。 

①身体的な攻撃は、暴行や傷害であり、殴

打、足蹴りを行うこと、相手に物を投げつけるこ

となどが該当し、誤ってぶつかることは該当し

ないと考えられる。 

②精神的な攻撃は、脅迫、名誉棄損、侮辱、

ひどい暴言であり、人格を否定するような言動

を行うこと、相手の性的指向・性自認に関する

侮辱的な言動を行うこと、業務の遂行に関する

必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り

返し行うこと、他の労働者の面前における大声

での威圧的な叱責を繰り返し行うこと、相手の

能力を否定し、罵倒するような内容の電子メー

ル等を当該相手を含む複数の労働者宛てに

送信することなどが該当し、遅刻など社会的ル

ールを欠いた言動が見られ、再三注意しても

それが改善されない労働者に対して一定程度

強く注意をすること、その企業の業務の内容や

性質等に照らして重大な問題行動を行った労

働者に対して、一定程度強く注意をすることは

該当しないと考えられる。 

③人間関係からの切り離しは、隔離、仲間

外し、無視であり、自身の意に沿わない労働

者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別

室に隔離したり、自宅研修させたりすること、一

人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、

職場で孤立させることなどが該当し、新規に採

用した労働者を育成するために短期間集中的

に別室で研修等の教育を実施すること、懲戒

規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通

常の業務に復帰させるために、その前に、一

時的に別室で必要な研修を受けさせることは

該当しないと考えられる。 

④過大な要求は、業務上明らかに不要なこ

とや遂行不可能なことの強制や仕事の妨害で

あり、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷

な環境下での勤務に直接関係のない作業を

命ずること、新卒採用者に対し、必要な教育を

行わないまま到底対応できないレベルの業績

目標を課し、達成できなかったことに対し厳し

く叱責すること、労働者に業務とは関係のない

私的な雑用の処理を強制的に行わせることな

どが該当し、労働者を育成するために現状より

も少し高いレベルの業務を任せること、業務の

繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の

担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処

理を任せることは該当しないと考えられる。 

⑤過小な要求は、業務上の合理性なく能力

や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる

ことや仕事を与えないことであり、管理職であ

る労働者を退職させるため、誰でも遂行可能

な業務を行わせること、気にいらない労働者に

対して嫌がらせのために仕事を与えないことな

どが該当し、労働者の能力に応じて、一定程

度業務内容や業務量を軽減することは該当し

ないと考えられる。 

⑥個の侵害は、私的なことに過度に立ち入

ることであり、労働者を職場外でも継続的に監

視したり、私物の写真撮影をしたりすること、労

働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等

の機微な個人情報について、当該労働者の

了解を得ずに他の労働者に暴露することなど

が該当し、労働者への配慮を目的として、労

働者の家族の状況等についてヒアリングを行う

こと、労働者の了解を得て、当該労働者の性

的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な

個人情報について、必要な範囲で人事労務

部門の担当者に伝達し、配慮を促すことは該
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当しないと考えられる。 

このような定義を踏まえて、「心理的負荷に

よる精神障害の認定基準」が改正され、令和 2

年 5 月 29 日に厚生労働省労働基準局長から

都道府県労働局長宛てに通知が行われた。

具体的な改正内容としては、具体的出来事に

パワハラが追加され、パワハラに該当しない優

越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせ

などを評価する項目として、「（ひどい）嫌がら

せ、いじめ、又は暴行を受けた」が「同僚等か

ら、暴行又は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受け

た」に修正された。 

また、パワハラが強いストレスと評価される例

として、①上司等から、治療を要する程度の暴

行等の身体的攻撃を受けた場合、②上司等

から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場

合、③上司等による、人格や人間性を否定す

るような、業務上明らかに必要性がない精神的

攻撃が執拗に行われた場合、④心理的負荷と

しては「中」程度の精神的攻撃等を受け、会社

に相談しても適切な対応がなく、改善されなか

った場合が明記された。 

このような背景を踏まえ、本研究では、具体

的な出来事としてパワハラが明示されるように

なった後に始まった最初の年である、令和 3 年

度に着目し、その年のパワハラ認定事案の特

徴を分析することを目的とした。 

 

Ｂ．方法 

1．分析対象 

令和 3 年度に支給決定された精神障害事

案 629 件を分析対象とした。パワハラに関して

は、心理的負荷の評価が「弱」以上の 150 件を

対象とし、請求人からの訴えはあったものの、

心理的負荷が認められていない 2 件について

は、パワハラ事案としては扱わなかった。 

2．分析方法 

パワハラ認定事案について、調査復命書の

記載内容を精査し、6 類型のうちどの種類のパ

ワハラが行われたのかを確認し、心理的負荷

の強度別に集計した。次に、それぞれの事案

において、パワハラに対する事後対応につい

ての記載があるかどうかを確認した。事後対応

については、対応が明記されていたものは「対

応あり」、対応がなされなかったことが明記され

ていたものは「対応なし」、対応の有無につい

って明確な記述がなかったものは「不明」とし

た。 

次に、調査復命書の記載内容から、加害者

と被害者の属性を「事業主・役員」「管理者」

「先輩」「同僚」「部下」「後輩」のいずれかに分

類した。管理者には、部長、課長、店長、副店

長、学長などの役職者に加え、係長、主任、ラ

イン長など管理業務を行う立場と読み取れる

者を広く含めた。一方で、リーダーは含めなか

った。 

さらに、被害者について、より詳細な立場と

して、「事業主・役員」「管理職」、「係長・主任

相当」、「助手相当」、「非正規雇用」、「有資格

者」、「非資格保持者」、「入社一年目」、「未経

験者」、「いずれでもない」（一般的な正社員）

に分類した。入社一年目については、入職年

月が明記されているもので、入職後 1 年以内

にパワハラを経験し、その後 6 か月以内に発

症している者とした。 

以上の分類を踏まえて、被害者の年代、性

別、生死の別、業種、職種について、パワハラ

の6類型及び出来事の認定とそれ以外の出来

事の認定の頻度と割合を集計した。また、特別

な出来事、恒常的長時間労働、具体的出来事

のそれぞれとパワハラの重複についてもその

頻度と割合を集計した。 

3．倫理面での配慮 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会において審査され、承認を得

たうえで行った（通知番号：2022N10）。 

 

Ｃ．結果 

1．6 類型の頻度と心理的負荷の強度 

表 1 にパワハラ認定事案 150 件における 6

類型の心理的負荷の強度別の頻度と合計、全

件に対する割合を示した。最も多かったのは、

精神的な攻撃で、134 件（89.33％）のパワハラ

認定事案で認められた。身体的な攻撃は30％

程度、過大な要求と個の侵害は 20％程度、過

小な要求と人間関係からの切り離しは 10％程

度であった。 

6 類型ごとに認められた内容を確認したとこ

ろ、身体的な攻撃としては、殴る、蹴る、たたく

などの暴力、つかむ、押す、引っ張る、押し当

てるなど、物を投げつける、物で叩く、縛る・拘

束する、髪を刈る・剃毛する、熱湯を飲ませる、

唾を吐く、頭を押さえつける、故意にぶつかる、

プロレス技をかけるなどの行為が行われてい

た。 

精神的な攻撃としては、「バカ」「クズ」「アホ」
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「ポンコツ」などの人格否定、「ぶっ飛ばすぞ」

「殺すぞ」「しばくぞ」などの脅迫的・威圧的言

動、執拗・過度な叱責、他者の前での叱責や

非難、陰口、始末書・反省文・罰金などの過度

な懲罰的行為、個人的な側面についての誹

謗・中傷、容姿・身体についての嘲笑、虚偽の

非難や犯罪行為の決めつけ、危険な行為や

無意味な行為をさせること、差別的なレッテル

はりなどが行われていた。 

過度な要求としては、不要・過度な報告義

務や書類作成の強要、業務に関係のない私

的な作業や雑務（買い物、早朝ゴルフへの参

加など）の強要、過度・不当なノルマや目標を

課すこと、時間外労働の強制や休暇取得の妨

害、通常業務範囲を超える仕事の強制や本来

業務とは異なる業務への不合理な転換、健康

状態や安全面を無視した命令、金銭的負担や

ペナルティの押し付け、懲罰的な目的の過剰

な反省文や始末書の強制などが行われてい

た。 

過小な要求としては、業務や指示、情報を

与えないこと、不当な休業や出勤停止の指示、

不当な配置転換・降格・無意味な業務の指示、

漢字ドリルの実施や役職に見合わない単純作

業の命令などが行われていた。 

個の侵害としては、恋愛、婚姻、出産、家族

関係など、プライベートな状態の詮索や干渉、

外見・身体的特徴・健康状態（体臭、胸や尻、

治療や感染に関することなど）への過度な言

及や非難、性的な詮索（下着の色をたずねる、

自宅まで追跡するなど）、個人の健康情報等

の暴露（同性愛や感染情報、ハラスメントの被

害など）、私生活への過度な干渉や詮索（私

物の汚れの指摘や休日の連絡、私生活に対

する執拗な確認など）、過去の職歴や家族の

事情、離婚歴などを根拠にした誹謗・中傷など

が行われていた。 

人間関係からの切り離しとしては、無視や挨

拶を返さないこと、仲間外しや排除的発言、業

務連絡をしない、他者との関わりを禁止する、

物理的・地理的な隔離、会議や組織行事から

の排除などが行われていた。 

2．6 類型と事後対応 

パワハラの 6 類型ごとに事後対応の有無を

表 2 に示した。対応ありの割合が多かったのは、

過小な要求や人間関係からの切り離しで、

40％を超えていた。また、個の侵害も 32％程

度と、比較的多かった。認定件数の多い精神

的な攻撃では、何らかの対応が行われていた

のは、27％程度であった。一方、対応なしの割

合も、過小な要求、人間関係からの切り離し、

個の侵害で比較的多かった。パワハラ認定事

案全件では、対応ありが 37 件（24.67％）、対

応なしが 10 件（6.67％）、不明が 103 件

（68.67％）であった。 

対応の具体的な内容としては、社内調査の

実施とパワハラ行為の認定、加害者に対する

処分（懲戒処分・人事処分）、注意・指導、被

害者への謝罪や謝罪文の公表、被害者と加

害者の分離・配置転換などの環境調整、被害

者への特別休暇の付与、慰謝料の支払、医療

や医師のサポートの提供、研修の実施などが

行われていた。 

3．加害者と被害者の属性 

加害者と被害者の属性の対応を表 3 に示し

た。パワハラ全件に対して、加害者合計が最も

多かったのは管理者 101 件であり、事業主・役

員 28 件、先輩 17 件と続いた。事業主・役員が

加害者となった事案では、部下に対する精神

的な攻撃が最も多く、身体的な攻撃や過大な

要求も一定程度認められた。管理者が加害者

の事案では、部下に対する精神的な攻撃が最

も多かったが、身体的な攻撃や過大な要求だ

けでなく、個の侵害も一定程度行われていた。

過小な要求や人間関係の切り離しは、件数は

少なかったが、主に、管理者から部下や、先輩

から後輩に対して行われていた。事業主・役員

同士や、管理者同士、同僚同士、部下から管

理者へは少ないながらも認められたが、部下

や管理者から事業主・役員、後輩から先輩へ

のパワハラは認められなかった。 

被害者の詳細を表 4 に示した。被害者では

部下が 113 件と突出しており、パワハラ全件の

75％を占めていた。他に後輩や管理者も一定

程度含まれていた。部下の中で見ると「いずれ

でもない」（一般的な正社員）が約半数であっ

た。残りは入社一年目が 30 件と多く、非正規

雇用、助手相当、係長・主任相当など、様々な

立場の被害者が認められた。全般的には、精

神的な攻撃が中心であるが、特に部下に対し

ては、身体的攻撃、過大な要求、個の侵害も

一定数報告されていた。 

4．各種属性ごとのパワハラの特徴 

属性ごとのパワハラの特徴を表 5・6 に示し

た。年齢別にみると、身体的な攻撃と個の侵

害の被害の割合がやや 10 代で多く、身体的
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な攻撃と精神的な攻撃を中心に、60 代でパワ

ハラ全般の割合が多かった。 

男女別では大きな違いはなかったが、身体

的な攻撃はやや男性で多く、個の侵害はやや

女性で多かった。 

生存事案と自殺事案の比較では、パワハラ

全般の割合は生存事案で多かった。自殺事案

では、パワハラ以外の割合が多く、特に、個の

侵害や人間関係からの切り離しは少なかった。 

業種別にみると、件数では製造業や医療，

福祉が多かったが、割合では、電気・ガス・熱

供給・水道業、生活関連サービス業，娯楽業、

不動産業，物品賃貸業、教育，学習支援業、

複合サービス事業が多かった。一方で、建設

業では、パワハラの割合が少なかった。 

職種別にみると、事務従事者、専門的・技

術的職業従事者のパワハラの件数が多く、割

合でも事務従事者が多かった。しかし、割合で

は、専門的・技術的職業従事者はそれほど多

くなく、建設・採掘従事者や販売従事者の方

が多かった。 

5．パワハラと他の出来事の関連 

出来事別にパワハラに該当する件数及び 6

類型の内訳を表 7・8 に示した。3 件以上認定

された出来事についてみると、「ノルマが達成

できなかった」「非正規社員であるとの理由等

により、仕事上の差別、不利益取扱いを受け

た」「仕事のペース、活動の変化があった」「部

下とのトラブルがあった」では、パワハラを伴う

割合が 5 割以上であった。その他、「達成困難

なノルマが課された」「部下が減った」「自分の

関係する仕事で多額の損失等が生じた」「複

数名で担当していた業務を 1 人で担当するよ

うになった」「会社で起きた事故、事件につい

て、責任を問われた」「新規事業の担当になっ

た、会社の建て直しの担当になった」「上司が

不在になることにより、その代行を任された」

「転勤をした」「同僚とのトラブルがあった」「配

置転換があった」でも、パワハラを伴う割合は

多かった。一方で、「自分の昇格・昇進があっ

た」「（重度の）病気やケガをした」「悲惨な事故

や災害の体験、目撃をした」「顧客や取引先か

ら無理な注文を受けた」では、パワハラを伴う

割合は 10%以下であった。 

パワハラ認定事案 150 件のうち、91 件

（60.67%）は、パワハラのみによる認定であった。

6 類型全体の分布と比べると、パワハラのみで

認定された事案では、やや身体的な攻撃、精

神的な攻撃、過大な要求の割合が多く、過小

な要求、個の侵害、人間関係からの切り離しの

割合は少なかった。 

 

Ｄ．考察 

本研究では、令和 3 年度に労災認定された

精神障害事案に関して、パワハラの特徴を検

討した。令和 3 年度は支給決定された 629 事

案のうち、150 件でパワハラが認められていた。

6 類型の分類では、精神的攻撃が突出して多

く認められていた（89％）。対応の有無につい

ては、対応が認められたのは全体の 25%程度

で、7 割近くの事案では対応の有無が不明で

あった。 

管理者が加害者になることが多く、事業主・

役員、先輩が次に多かった。被害者は主に部

下であり、そのうち半数程度は一般的な正社

員と考えられるが、25％程度は入社一年目で

あり、他にも、非正規雇用、助手相当、係長・

主任相当など、被害にあいやすい立場が存在

する可能性がうかがわれた。 

身体的な攻撃の被害が 10 代の男性でやや

多く、個の侵害が女性で多いなど、年代、性別

による違いが一定程度認められた。また、ノル

マの未達、非正規社員であることによる不利益

取扱い、仕事のペースや活動の変化、部下と

のトラブルなど、いくつかの出来事とパワハラ

が同時に発生しやすい傾向が確認された。さ

らに、パワハラ認定件数 150 件に対して、半数

以上の 91 件はパワハラ単独での認定であるこ

とが認められた。これらの知見を踏まえ、効果

的なパワハラ防止策を行うことが求められる。 

1．6 類型別の対策の必要性 

パワハラ認定事案全体でも、パワハラのみ

の認定事案でも、90％程度が精神的な攻撃を

伴っていた。次いで身体的な攻撃、過大な要

求、個の侵害が多く、特にこれらの防止策を重

点的に行うことは理にかなっている。 

精神的な攻撃を中心に、業務範囲内の厳し

い叱責が度を超し、パワハラに発展してしまっ

ていると考えられる事案は多い。厳しく注意す

れば部下の適切な行動が促せるという考えは、

科学的には根拠のない誤解である。適切な行

動を促すためには、環境を整える必要がある。

求められる環境は、標的とする行動によって異

なるが、一般的には、いつ、何をすべきか、具

体的な方法と手順を明確にし、認知的多様性

に配慮した教示を行うとよい。 
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それでも他者が自分の期待通りに働いてく

れないことはある。その際に、感情的になり、

叱責を行うのは、加害者側の感情調整の問題

と言えるので、加害者側に対して、十分な指導

とトレーニングを行い、コミュニケーションの質

を高める機会が提供されるべきである。 

意図的な違反行為に対しても、厳しく叱責

することは、違反の潜在化や巧妙化を引き起

こす可能性があり、有益とは言えない。違反に

対しては、そもそも違反をする必要のない環境

を整えることや、違反することのできない作業

手順を整える必要がある。 

身体的な攻撃、過剰な要求、過小な要求、

個の侵害、人間関係からの切り離しについて

は、指導の延長として行われることもあるが、加

害者が何かしらの欲求の充足を目的として、

行っていることも多いと考えられる。楽しさや快

楽を求めること、他者を罰して優越感を得るこ

と、嫌いな人を遠ざけること、性的な欲求の充

足やコミュニケーションの一環など、目的は

様々である。いずれにせよ、業務とは関係のな

いことで、職場で行われるべきことではないの

で、業務指導と同じように、いつ、何をすべき

か、何をすべきでないかを明確にし、それを誰

にでも伝わる方法で明示することが、対策の第

1 歩となる。 

2．事後対応の改善 

 事後対応は、多くのケースで「不明」であった。

不明には、被害者が職場や上司等に相談して

いない事案も多く含まれていると考えられる。

結果として労災になってしまっていることを考

えると、職場や上司としては、ただ窓口を設置

して申告があることを待つのではなく、定期的

にパワハラに関する調査を実施するなど、プロ

アクティブに状態把握に努め、早期の発見と

事後対応を行うことが重要である。 

 パワハラの被害が訴えられたにも関わらず、

対応がなされていない事案が若干存在した。

特に、「過小な要求」「個の侵害」「人間関係か

らの切り離し」では、対応ありの割合も多かった

が、対応なしの割合も多かった。これらについ

ては、仕事のパフォーマンスに対する批判とい

う側面よりも、嫌がらせ的な要素が強く、被害を

訴えやすいのかもしれない。一方で、暴行、人

格否定、理不尽な要求などと違い、被害の重

大さが見えにくく、対応がなされにくいことがあ

るのかもしれない。心身への攻撃のようなセン

セーショナルなものだけではなく、陰湿で嫌が

らせ的なパワハラに対しても、組織として、厳

粛に対応することが重要である。 

 被害者の訴えに対して対応しないことが問題

なのは言うまでもないが、対応すればよいとい

うわけでもない。本研究で対応ありと分類した

事案の中には、調査は行われたけれども、パ

ワハラはなかったと判断されたものや、加害者

に謝罪させるなどの形式的な対応にとどまり、

パワハラが解消されなかったものが散見された。

これらの事案では、結果として、労災認定され

たということを踏まえて考えても、対応は形式

的に行えばいいというものではなく、訴えがあ

った以上、単にパワハラの存在を否定したり、

加害者に謝罪させればいいというわけではなく、

当事者間に何かしらの紛争が存在するという

前提で、それを解消するための手立てを打つ

必要がある。 

 また、事後対応自体が状態を悪化させる可

能性にも注意が必要である。例えば、パワハラ

の加害者とされた労働者に対する職場の対応、

上司等による過度な叱責がパワハラに認定さ

れた事案があった。他にも、被害者の意向を

無視し、会議でパワハラの事実を暴露し、加害

者に謝罪させたことが、一層被害者に負担を

生じさせたという事案もあった。事後対応は組

織的に、可能であれば産業保健の専門家の

指導の下行われるのが望ましいと言える。 

 パワハラへの対処が、事実を解明し、加害者

を処罰することだと認識されると、上記のように、

本質的でない対応がなされる可能性がある。

パワハラの被害が訴えられた際の対応として

は、加害者とされた人の行為が厳密にパワハ

ラの定義に当てはまるかどうかは必ずしも重要

ではなく、当事者間の軋轢を解消し、被害者

にとって適切な労働環境を整えることに重点が

置かれるべきである。 

 今回検証された事案の中には、調査、加害

者の処分と配置転換、被害者への特別休暇

や産業保健スタッフによるサポートの提供など、

適切な対応が行われ、パワハラ自体の心理的

負荷は中程度であったけれども、他の出来事

との重複により労災に至ってしまった事案も存

在した。パワハラの未然防止と適切な事後対

応とともに、日ごろから、パワハラに限らず、過

度な心理的負荷を生じさせない職場環境づく

りが重要である。 

3．加害者/被害者の属性と対策 

事案で多かったのは、事業主・役員や管理
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者から部下に対するパワハラであった。組織と

しては、管理監督者に限らず、管理業務を担う

者には、代表や役員を含めて、パワハラ防止

のための取り組みに関与させる必要がある。 

また、被害者の属性として、入社一年目をは

じめとして、非正規雇用、助手相当、係長・主

任相当、非資格保持者、未経験者など、特定

の属性の労働者がパワハラの被害に合ってい

ることが明らかとなった。職場や上司等は、こ

れらの弱い地位に置かれがちな属性の労働

者に対して、一層注意深く、関わることが求め

られる。 

数は少ないながら、事業主・役員間、管理

者間、同僚間、部下から管理者など、加害者

の優越的な地位が形式上明らかでない事案も

いくつか認められた。形式的な地位にとらわれ

ず、労働者間の実際の関係性に注意を向ける

必要がある。 

4．研究の限界と今後の課題 

本研究では、令和 3 年度に支給決定された

精神障害に関する労災認定事案に関して、パ

ワハラの観点から、詳細に検証を行った。しか

し、いくつかの限界点を踏まえて、結果を解釈

すべきである。まず、6 類型の分類、加害者と

被害者の属性の分類は、膨大な調査復命書

の記述内容から、研究者が主観的にラベル付

けたものである。パワハラの 6 類型については、

明確な定義が定められているので、ある程度

の再現性はあると思われるが、研究者による分

類のばらつきが生じる可能性はある。また、加

害者/被害者の属性については、記載された

内容に基づいてラベル付けを行ったが、記載

されていないことが必ずしも事実に反するとは

限らない。つまり、記載されてはいなかったけ

れども、実際は特定の属性を有していた可能

性はある。最後に、本研究は労災認定事案を

対象としており、結果は必ずしも一般の労働者

に当てはまるものではない。例えば、精神的な

攻撃と身体的な攻撃の発生頻度の差などは、

実際の職場で観察されるものと異なっている

可能性がある。本研究の知見を踏まえて、職

場におけるパワハラの発生に関する調査を行

ったり、実際に職場におけるパワハラの防止策

を実施することが今後の課題である。 

 

Ｅ．結論 

 令和 3 年度に労災認定された精神障害事案

629 件のうち、約 24％にあたる 150 件でパワハ

ラが認定された。6 類型のうち「精神的な攻撃」

が 9 割近くを占め、管理者や事業主・役員から

部下や入社一年目、非正規雇用といった弱い

立場の労働者に対する加害が顕著であった。

また、いずれの類型でも「事後対応の有無」が

不明とされる事案が多いことが明らかとなり、企

業のプロアクティブな対応の必要性が示唆さ

れた。 

本研究の結果からは、「指導」の域を超えた

叱責が精神的攻撃になりやすいことや、身体

的な攻撃や個の侵害、過大・過小な要求とい

った行為も、加害者が何らかの欲求を満たす

手段として行われている可能性が示された。事

後対応の質を高めるだけでなく、パワハラの防

止策としての管理者以上の教育やトレーニン

グを組織的に進めることが求められる。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含
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なし 
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労災補償状況」別添資料2精神障害に

関する事案の労災補償状況. 
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表 1．パワハラ認定事案におけるパワハラの 6 類型と心理的負荷の強度 【全 150 件】 

6 類型 弱 中 強 合計 % 

身体的な攻撃 4 1 41 46 30.67 

精神的な攻撃 7 15 112 134 89.33 

過大な要求 2 2 27 31 20.67 

過小な要求 2 0 11 13 8.67 

個の侵害 2 4 22 28 18.67 

人間関係からの切り離し 3 0 13 16 10.67 

全件 11 16 123 150 100 

%は全 150 件に対する合計の割合 

 

表 2．パワハラ認定事案におけるパワハラの 6 類型と事後対応 【全 150 件】 

  対応あり  不明  対応なし 

6 類型 合計 件数 %  件数 %  件数 % 

身体的な攻撃 46 9 19.57  34 73.91  3 6.52 

精神的な攻撃 134 36 26.87  90 67.16  8 5.97 

過大な要求 31 6 19.35  24 77.42  1 3.23 

過小な要求 13 6 46.15  6 46.15  1 7.69 

個の侵害 28 9 32.14  17 60.71  2 7.14 

人間関係からの切り離し 16 7 43.75  7 43.75  2 12.5 

全件 150 37 24.67  103 68.67  10 6.67 

%は行の合計に対する割合 

 

  



 

104 

 

表 3．パワハラ認定事案における加害者と被害者の属性 【全 150 件】 

加害者 被害者 

6 類型 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

加
害
者
合
計 

身
体
的
な
攻
撃 

精
神
的
な
攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の
侵
害 

人
間
関
係
か
ら

の
切
り
離
し 

事業主・役員 事業主・役員 1 3 1 2 0 1 3  

 管理者 0 3 2 0 1 1 3  

 部下 9 21 8 0 2 0 22 28 

管理者 事業主・役員 0 0 0 0 0 0 0  

 管理者 3 10 1 1 1 0 10  

 部下 26 78 17 7 22 9 91 101 

先輩 後輩 5 15 1 3 1 5 17 17 

同僚 同僚 1 3 1 0 1 0 3 3 

部下 事業主・役員 0 0 0 0 0 0 0  

 管理者 1 1 0 0 0 0 1 1 

後輩 先輩 0 0 0 0 0 0 0 0 

列の合計  46 134 31 13 28 16 150 150 

パワハラの 6 類型は重複あり 
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表 4．パワハラ認定事案における被害者の属性の詳細 【全 150 件】 

被害者 被害者の立場 

6 類型 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

被
害
者
合
計 

身
体
的
な 

攻
撃 

精
神
的
な 

攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の 

侵
害 

人
間
関
係
か
ら

の
切
り
離
し 

事業主 

・役員 
事業主・役員  1 3 1 2 0 1 3  

 非正規雇用  0 0 0 0 0 0 0  

 有資格者  0 0 0 0 0 0 0  

 非資格保持者  0 0 0 0 0 0 0  

 入社一年目 0 0 0 0 0 0 0  

 未経験者  0 0 0 0 0 0 0 3 

管理者 管理職  4 11 2 0 2 1 11  

 係長・主任相当 0 2 1 1 0 0 2  

 助手相当 0 0 0 0 0 0 0  

 非正規雇用 0 0 0 0 0 0 0  

 有資格者 0 0 0 0 0 0 0  

 非資格保持者 0 0 0 0 0 0 0  

 入社一年目 0 0 0 0 0 0 0  

 未経験者 0 1 0 0 0 0 1 14 

同僚 いずれでもない 0 2 1 0 1 0 2  

 助手相当 0 0 0 0 0 0 0  

 非正規雇用 0 0 0 0 0 0 0  

 有資格者 0 0 0 0 0 0 0  

 非資格保持者 0 0 0 0 0 0 0  

 入社一年目 1 1 0 0 0 0 1  

 未経験者 0 0 0 0 0 0 0 3 
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被害者 被害者の立場 

6 類型 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

被
害
者
合
計 

身
体
的
な
攻
撃 

精
神
的
な
攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の
侵
害 

人
間
関
係
か
ら

の
切
り
離
し 

部下 いずれでもない 21 52 14 3 9 5 61  

 係長・主任相当 1 5 1 0 1 0 5  

 助手相当 0 4 2 0 3 0 4  

 非正規雇用 2 4 2 0 0 2 5  

 有資格者 2 3 0 0 1 0 5  

 非資格保持者 2 2 0 0 1 0 2  

 入社一年目 7 28 5 4 8 1 30  

 未経験者 0 1 1 0 1 1 1 113 

後輩 いずれでもない 1 7 0 2 0 3 7  

 係長・主任相当 1 0 0 0 0 0 1  

 助手相当 0 0 0 0 0 0 0  

 非正規雇用 0 0 0 0 0 0 0  

 有資格者 1 1 0 0 0 0 1  

 非資格保持者 0 1 0 0 0 1 1  

 入社一年目 2 6 1 1 1 1 6  

 未経験者 0 0 0 0 0 0 1 17 

列の合計  46 134 31 13 28 16 150 150 

パワハラの 6 類型は重複あり 
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表 5．精神障害に関する労災認定事案における属性ごとのパワハラの特徴 【全 629 件】 

 

全
件 

身
体
的
な
攻
撃 

精
神
的
な
攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の
侵
害 

人
間
関
係
か
ら
の 

切
り
離
し 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

パ
ワ
ハ
ラ
以
外 

年代          

10 代 6 1 0 0 0 1 0 1 5 

20 代 153 13 32 7 6 8 2 38 115 

30 代 145 9 25 4 1 7 7 30 115 

40 代 200 14 49 10 2 10 5 52 148 

50 代 100 6 21 8 3 1 1 21 79 

60 代 22 3 7 2 1 1 1 8 14 

70 代以上 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

性別          

女性 277 15 61 12 8 20 8 67 210 

男性 352 31 73 19 5 8 8 83 269 

生死          

生存 555 42 122 28 12 28 16 137 418 

自殺 74 4 12 3 1 0 0 13 61 

業種          

製造業 106 13 25 2 5 2 7 30 76 

卸売業，小売業 76 5 17 5 1 4 0 19 57 

医療，福祉 142 8 25 6 2 7 3 29 113 

運輸業，郵便業 67 4 15 5 0 4 2 15 52 

建設業 37 4 5 1 0 0 0 5 32 

サービス業 

（他に分類され

ないもの） 

34 0 6 2 0 3 1 6 28 

宿泊業， 

飲食サービス業 
39 5 8 2 1 1 0 8 31 

情報通信業 27 1 5 2 0 1 1 5 22 

学術研究， 

専門・技術 

サービス業 

28 1 6 0 1 1 0 7 21 

教育， 

学習支援業 
20 2 7 1 2 1 0 7 13 

金融業，保険業 13 0 4 0 0 2 0 4 9 

不動産業， 

物品賃貸業 
14 1 4 2 0 0 1 5 9 
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 全
件 

身
体
的
な
攻
撃 

精
神
的
な
攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の
侵
害 

人
間
関
係
か
ら
の

切
り
離
し 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

パ
ワ
ハ
ラ
以
外 

生活関連 

サービス業， 

娯楽業 

13 2 5 3 0 0 0 6 7 

農業，林業 4 0 0 0 1 1 1 1 3 

複合サービス 

事業 
3 0 1 0 0 1 0 1 2 

電気・ガス・ 

熱供給・水道業 
4 0 1 0 0 0 0 2 2 

漁業 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

鉱業，採石業， 

砂利採取業 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 

職種          

専門的・技術的 

職業従事者 
145 5 27 6 5 4 4 30 115 

事務従事者 106 5 35 10 1 9 3 36 70 

販売従事者 77 3 21 3 2 5 3 22 55 

サービス職業 

従事者 
105 12 20 5 3 3 2 24 81 

生産工程 

従事者 
62 9 10 0 0 2 1 15 47 

管理的職業 

従事者 
39 2 6 3 1 1 0 6 33 

輸送・機械運転

従事者 
47 3 7 3 0 2 1 7 40 

建設・ 

採掘従事者 
16 4 4 0 0 0 0 5 11 

運搬・清掃・ 

包装等従事者 
22 3 4 1 0 1 1 4 18 

農林漁業 

従事者 
4 0 0 0 1 1 1 1 3 

保安職業 

従事者 
5 0 0 0 0 0 0 0 5 

分類不能の 

職業 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 

パワハラの 6 類型は重複あり 
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表 6．精神障害に関する労災認定事案における属性ごとのパワハラの特徴（割合）【全 629 件】 

 

全
件 

身
体
的
な
攻
撃 

精
神
的
な
攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の
侵
害 

人
間
関
係
か
ら
の

切
り
離
し 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

パ
ワ
ハ
ラ
以
外 

年代          

10 代 100 16.67 0 0 0 16.67 0 16.67 83.33 

20 代 100 8.5 20.92 4.58 3.92 5.23 1.31 24.84 75.16 

30 代 100 6.21 17.24 2.76 0.69 4.83 4.83 20.69 79.31 

40 代 100 7 24.5 5 1 5 2.5 26 74 

50 代 100 6 21 8 3 1 1 21 79 

60 代 100 13.64 31.82 9.09 4.55 4.55 4.55 36.36 63.64 

70 代以上 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

性別          

女性 100 5.42 22.02 4.33 2.89 7.22 2.89 24.19 75.81 

男性 100 8.81 20.74 5.4 1.42 2.27 2.27 23.58 76.42 

生死          

生存 100 7.57 21.98 5.05 2.16 5.05 2.88 24.68 75.32 

自殺 100 5.41 16.22 4.05 1.35 0 0 17.57 82.43 

業種          

製造業 100 12.26 23.58 1.89 4.72 1.89 6.6 28.3 71.7 

卸売業，小売業 100 6.58 22.37 6.58 1.32 5.26 0 25 75 

医療，福祉 100 5.63 17.61 4.23 1.41 4.93 2.11 20.42 79.58 

運輸業，郵便業 100 5.97 22.39 7.46 0 5.97 2.99 22.39 77.61 

建設業 100 10.81 13.51 2.7 0 0 0 13.51 86.49 

サービス業 

（他に分類され

ないもの） 

100 0 17.65 5.88 0 8.82 2.94 17.65 82.35 

宿泊業， 

飲食サービス業 
100 12.82 20.51 5.13 2.56 2.56 0 20.51 79.49 

情報通信業 100 3.7 18.52 7.41 0 3.7 3.7 18.52 81.48 

学術研究， 

専門・技術 

サービス業 

100 3.57 21.43 0 3.57 3.57 0 25 75 

教育， 

学習支援業 
100 10 35 5 10 5 0 35 65 

金融業，保険業 100 0 30.77 0 0 15.38 0 30.77 69.23 

不動産業， 

物品賃貸業 
100 7.14 28.57 14.29 0 0 7.14 35.71 64.29 
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 全
件 

身
体
的
な
攻
撃 

精
神
的
な
攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の
侵
害 

人
間
関
係
か
ら
の

切
り
離
し 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

パ
ワ
ハ
ラ
以
外 

生活関連 

サービス業， 

娯楽業 

100 15.38 38.46 23.08 0 0 0 46.15 53.85 

農業，林業 100 0 0 0 25 25 25 25 75 

複合サービス 

事業 
100 0 33.33 0 0 33.33 0 33.33 66.67 

電気・ガス・ 

熱供給・水道業 
100 0 25 0 0 0 0 50 50 

漁業 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

鉱業，採石業， 

砂利採取業 
100 0 0 0 0 0 0 0 100 

職種          

専門的・技術的 

職業従事者 
100 3.45 18.62 4.14 3.45 2.76 2.76 20.69 79.31 

事務従事者 100 4.72 33.02 9.43 0.94 8.49 2.83 33.96 66.04 

販売従事者 100 3.9 27.27 3.9 2.6 6.49 3.9 28.57 71.43 

サービス職業 

従事者 
100 11.43 19.05 4.76 2.86 2.86 1.9 22.86 77.14 

生産工程 

従事者 
100 14.52 16.13 0 0 3.23 1.61 24.19 75.81 

管理的職業 

従事者 
100 5.13 15.38 7.69 2.56 2.56 0 15.38 84.62 

輸送・機械運転

従事者 
100 6.38 14.89 6.38 0 4.26 2.13 14.89 85.11 

建設・ 

採掘従事者 
100 25 25 0 0 0 0 31.25 68.75 

運搬・清掃・ 

包装等従事者 
100 13.64 18.18 4.55 0 4.55 4.55 18.18 81.82 

農林漁業 

従事者 
100 0 0 0 25 25 25 25 75 

保安職業 

従事者 
100 0 0 0 0 0 0 0 100 

分類不能の 

職業 
100 0 0 0 0 0 0 0 100 

パワハラの 6 類型は重複あり 
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表 7．精神障害に関する労災認定事案における認定された出来事別のパワハラの特徴 

【全 629 件】  

全
件 

身
体
的
な
攻
撃 

精
神
的
な
攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の
侵
害 

人
間
関
係
か
ら
の
切
り
離
し 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

パ
ワ
ハ
ラ
以
外 

心理的負荷が極度のもの 31 0 1 0 1 0 1 2 29 

極度の長時間労働 35 0 0 0 0 0 0 0 35 

恒常的長時間労働 94 6 12 3 1 2 1 14 80 

（重度の）病気やケガをした 51 2 3 1 0 0 0 3 48 

悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 78 0 3 1 0 1 0 3 75 

業務に関連し、重大な人身事故、 

重大事故を起こした 
8 1 2 1 0 0 0 2 6 

会社の経営に影響するなどの重大な 

仕事上のミスをした 
17 1 5 1 0 0 2 6 11 

会社で起きた事故、事件について、 

責任を問われた 
9 0 3 1 0 0 1 3 6 

自分の関係する仕事で多額の損失等が

生じた 
5 0 2 1 0 0 2 2 3 

業務に関連し、違法行為を強要された 16 0 1 0 0 0 1 1 15 

達成困難なノルマが課された 13 1 6 3 0 1 2 6 7 

ノルマが達成できなかった 14 2 8 3 0 2 1 9 5 

新規事業の担当になった、 

会社の建て直しの担当になった 
3 0 1 0 0 0 1 1 2 

顧客や取引先から無理な注文を受けた 9 0 0 0 0 0 0 0 9 

顧客や取引先からクレームを受けた 20 1 2 1 0 0 1 2 18 

大きな説明会や公式の場での発表を 

強いられた 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 

上司が不在になることにより、 

その代行を任された 
3 0 1 0 0 0 1 1 2 

仕事内容・仕事量の（大きな）変化を 

生じさせる出来事があった 
113 1 11 3 1 2 3 12 101 

1 か月に 80 時間以上の時間外労働を 

行った 
31 1 3 2 1 1 0 4 27 

2 週間以上にわたって連続勤務を行った 79 5 9 3 2 1 1 11 68 

勤務形態に変化があった 6 0 1 0 0 0 1 1 5 

仕事のペース、活動の変化があった 2 0 1 0 0 0 1 1 1 
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全
件 

身
体
的
な
攻
撃 

精
神
的
な
攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の
侵
害 

人
間
関
係
か
ら
の
切
り
離
し 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

パ
ワ
ハ
ラ
以
外 

退職を強要された 16 1 5 2 1 0 1 5 11 

配置転換があった 35 0 10 1 2 2 3 10 25 

転勤をした 9 0 2 0 0 0 0 3 6 

複数名で担当していた業務を 

1 人で担当するようになった 
13 1 5 2 0 1 1 5 8 

非正規社員であるとの理由等により、 

仕事上の差別、不利益取扱いを受けた 
5 0 3 0 1 0 2 3 2 

自分の昇格・昇進があった 10 1 1 0 0 0 0 1 9 

部下が減った 7 0 3 2 0 0 2 3 4 

早期退職制度の対象となった 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

非正規社員である自分の契約満了が 

迫った 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 

同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ・ 

嫌がらせを受けた 
74 4 8 2 0 2 2 9 65 

上司とのトラブルがあった 68 1 10 2 1 2 3 10 58 

同僚とのトラブルがあった 15 1 5 2 0 1 2 5 10 

部下とのトラブルがあった 4 0 2 0 1 0 0 2 2 

理解してくれていた人の異動があった 11 1 4 2 0 0 3 4 7 

上司が替わった 6 1 3 1 0 0 2 4 2 

同僚等の昇進・昇格があり、 

昇進で先を越された 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 

セクシュアルハラスメントを受けた 69 3 9 1 2 8 2 12 57 

パワハラのみ認定 91 29 82 20 5 16 8 91 0 

パワハラの 6 類型は重複あり. 「パワハラのみ認定」には恒常的長時間労働との重複は含まれる 
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表 8．精神障害に関する労災認定事案における認定された出来事別のパワハラの特徴（割合）

【全 629 件】 

 

全
件 

身
体
的
な
攻
撃 

精
神
的
な
攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の
侵
害 

人
間
関
係
か
ら
の

切
り
離
し 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

パ
ワ
ハ
ラ
以
外 

心理的負荷が極度のもの 100 0 3.23 0 3.23 0 3.23 6.45 93.55 

極度の長時間労働 100 0 0 0 0 0 0 0 100 

恒常的長時間労働 100 6.38 12.77 3.19 1.06 2.13 1.06 14.89 85.11 

（重度の）病気やケガをした 100 3.92 5.88 1.96 0 0 0 5.88 94.12 

悲惨な事故や災害の体験、 

目撃をした 
100 0 3.85 1.28 0 1.28 0 3.85 96.15 

業務に関連し、重大な人身事故、

重大事故を起こした 
100 12.5 25 12.5 0 0 0 25 75 

会社の経営に影響するなどの 

重大な仕事上のミスをした 
100 5.88 29.41 5.88 0 0 11.76 35.29 64.71 

会社で起きた事故、 

事件について、責任を問われた 
100 0 33.33 11.11 0 0 11.11 33.33 66.67 

自分の関係する仕事で多額の 

損失等が生じた 
100 0 40 20 0 0 40 40 60 

業務に関連し、違法行為を 

強要された 
100 0 6.25 0 0 0 6.25 6.25 93.75 

達成困難なノルマが課された 100 7.69 46.15 23.08 0 7.69 15.38 46.15 53.85 

ノルマが達成できなかった 100 14.29 57.14 21.43 0 14.29 7.14 64.29 35.71 

新規事業の担当になった、 

会社の建て直しの担当になった 
100 0 33.33 0 0 0 33.33 33.33 66.67 

顧客や取引先から無理な 

注文を受けた 
100 0 0 0 0 0 0 0 100 

顧客や取引先からクレームを 

受けた 
100 5 10 5 0 0 5 10 90 

大きな説明会や公式の場での 

発表を強いられた 
100 0 0 0 0 0 0 0 100 

上司が不在になることにより、 

その代行を任された 
100 0 33.33 0 0 0 33.33 33.33 66.67 

仕事内容・仕事量の（大きな）変化

を生じさせる出来事があった 
100 0.88 9.73 2.65 0.88 1.77 2.65 10.62 89.38 

1 か月に 80 時間以上の 

時間外労働を行った 
100 3.23 9.68 6.45 3.23 3.23 0 12.9 87.1 

2 週間以上にわたって連続勤務を

行った 
100 6.33 11.39 3.8 2.53 1.27 1.27 13.92 86.08 

勤務形態に変化があった 100 0 16.67 0 0 0 16.67 16.67 83.33 

仕事のペース、活動の変化が 

あった 
100 0 50 0 0 0 50 50 50 
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全
件 

身
体
的
な
攻
撃 

精
神
的
な
攻
撃 

過
大
な
要
求 

過
小
な
要
求 

個
の
侵
害 

人
間
関
係
か
ら
の 

切
り
離
し 

パ
ワ
ハ
ラ
全
件 

パ
ワ
ハ
ラ
以
外 

退職を強要された 100 6.25 31.25 12.5 6.25 0 6.25 31.25 68.75 

配置転換があった 100 0 28.57 2.86 5.71 5.71 8.57 28.57 71.43 

転勤をした 100 0 22.22 0 0 0 0 33.33 66.67 

複数名で担当していた業務を 

1 人で担当するようになった 
100 7.69 38.46 15.38 0 7.69 7.69 38.46 61.54 

非正規社員であるとの理由等に 

より、仕事上の差別、 

不利益取扱いを受けた 

100 0 60 0 20 0 40 60 40 

自分の昇格・昇進があった 100 10 10 0 0 0 0 10 90 

部下が減った 100 0 42.86 28.57 0 0 28.57 42.86 57.14 

早期退職制度の対象となった - - - - - - - - - 

非正規社員である自分の 

契約満了が迫った 
100 0 100 100 0 100 0 100 0 

同僚等から、暴行又は（ひどい） 

いじめ・嫌がらせを受けた 
100 5.41 10.81 2.7 0 2.7 2.7 12.16 87.84 

上司とのトラブルがあった 100 1.47 14.71 2.94 1.47 2.94 4.41 14.71 85.29 

同僚とのトラブルがあった 100 6.67 33.33 13.33 0 6.67 13.33 33.33 66.67 

部下とのトラブルがあった 100 0 50 0 25 0 0 50 50 

理解してくれていた人の 

異動があった 
100 9.09 36.36 18.18 0 0 27.27 36.36 63.64 

上司が替わった 100 16.67 50 16.67 0 0 33.33 66.67 33.33 

同僚等の昇進・昇格があり、 

昇進で先を越された 
100 0 0 0 0 0 0 0 100 

セクシュアルハラスメントを受けた 100 4.35 13.04 1.45 2.9 11.59 2.9 17.39 82.61 

パワハラのみ認定 100 31.87 90.11 21.98 5.49 17.58 8.79 100 0 

パワハラの 6 類型は重複あり. 「パワハラのみ認定」には恒常的長時間労働との重複は含まれる 
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案研究） 

 

精神科医の視点による精神障害の労災認定事案における 

セクシュアルハラスメントに関する分析 
 

研究分担者 髙橋有記 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】平成 24 年度～令和 3 年度における労災認定された精神障害事案（男女合計で 5,090

件）のうち、セクシュアルハラスメント（以下「セクハラ」という。）及び強制わいせつ等で労災認定

された精神障害事案は 439 件（8.6％）を占めている。セクハラ被災者の中には二次的被害を恐

れるために、相談や報告ができないケースも多くあるため、実際にはより多くの労働者がセクハ

ラを被災していると考えられる。セクハラが労働者に及ぼす影響としては、抑うつ気分やアルコ

ール依存、自尊心への悪影響など多岐にわたり、セクハラへの対策の重要性は極めて高い。

本研究は、平成 24 年度～令和 3 年度における 10 年間のセクハラ及び強制わいせつ等で労

災認定された精神障害事案のデータベースを基に基礎集計を行い、セクハラ及び強制わいせ

つ等の予防を目的とした詳細分析を行うものである。 

【方法】対象とする業種は全業種とし、平成 24 年度～令和 3 年度における 10 年間のデータベ

ース（セクハラ 331 件、強制わいせつ等 108 件）を基に基礎集計を行い、さらに令和 3 年度の

セクハラ 57 件、強制わいせつ等 20 件の調査復命書を精読し、分析を試みた。 

【結果】セクハラ被災者は 331 件であり、男性 9 件（2.7％）、女性 322 件（97.3％）であった。強

制わいせつ等被災者は 108 件であり、男性 3 件（2.8%）、女性 105 件（97.2％）であった。セクハ

ラ及び強制わいせつ等に関しては、少人数の事業場での被災者数が多く、女性のセクハラ被

災者は製造業、建設業、女性の強制わいせつ等被災者は金融業,保険業に有意に多かった。

セクハラでは適応障害を発症することが多く、強制わいせつ等では心的外傷後ストレス障害を

発症することが多かった。 

【考察】セクハラ及び強制わいせつ等の共通した危険因子は、女性若年労働者、少人数の事

業場であることが考えられた。セクハラ及び強制わいせつ等では事後の対応は困難であるた

め、被災者より相談があった際には、迅速かつ適切な対応が必要である。加えて、必要に応じ

て身体科だけではなく精神科医療にも繋げることが肝要である。 

【この研究から分かったこと】セクハラでは製造業、建設業、強制わいせつ等では金融業,保険

業に有意に被災者が多い。加えて、セクハラでは適応障害、強制わいせつ等では心的外傷後

ストレス障害を発症することが多いことが明らかとなった。 

【キーワード】セクハラ、強制わいせつ、心的外傷後ストレス障害 

 

研究分担者: 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労 

死等防止調査研究センター・統括研究員） 

高橋正也（同センター・センター長） 

 
Ａ．目的 

男女雇用機会均等法第 11 条において、職

場におけるセクシュアルハラスメント（以下「セ

クハラ」という。）については、事業主に防止措

置を講じることが義務付けられている。また、令

和元年 6 月 5 日に、女性活躍の推進及びハ

ラスメント対策の強化のために、女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律等の一

部を改正する法律が公布された 1）。 
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一方で、令和 5 年度に行われた企業調査

では、過去 3 年間のハラスメントの相談有無の

データで、39.5％の企業においてセクハラの

相談があったとされている 2）。加えて、平成 24

年度～令和 3 年度における労災認定された

精神障害事案（男女合計で 5,090 件）のうち、

セクハラ及び強制わいせつ等で労災認定され

た精神障害事案は 439 件（8.6％）を占めてい

る。セクハラ被災者の中には二次的被害を恐

れるために、なかなか相談や報告ができない

ケースも多くあるため、実際にはもっと多くの労

働者がセクハラを被災していると考えられる。

また、セクハラが労働者に及ぼす影響として

は、抑うつ気分や摂食障害、アルコール依存、

自尊心への悪影響など多岐にわたるとされ 3）-

7）、そのためセクハラへの対策の重要性は極

めて高いと考えられる。 

今後より一層、労働者のセクハラを含めたハ

ラスメント防止対策が進められる中で、直近の

情報を含むセクハラ被災者の過労死等の実態

に関する知見は、今後の対策の方向性を検討

する上で重要であることも踏まえ、セクハラに

おける労災認定事案の解析が期待される。 

そこで、本年度は平成 24 年度～令和 3 年

度における 10 年間のセクハラ及び強制わいせ

つ等で労災認定された精神障害事案のデー

タベースを基に基礎集計を行い、特徴や変化

に加え、セクハラ及び強制わいせつ等の発生

要因について注目し、これまでの報告との相

違に注目し解析を行う。 

本研究は、セクハラ及び強制わいせつ等で

労災認定された精神障害事案を対象に、セク

ハラ及び強制わいせつ等の予防を目的とした

詳細分析を行うものである。 

 

Ｂ．方法 

1. 分析対象 

本研究では対象とする業種は全業種とし、

平成 24 年度～令和 3 年度における 10 年間

の事案のデータベース（セクハラ 331 件、強制

わいせつ等 108 件）の精神障害事案を対象と

して分析を行った。セクハラについては、心理

的負荷の強度が「強」の出来事の内、セクハラ

の内容で労災認定された事案を対象とした。

強制わいせつ等については、特別な出来事の

「心理的負荷が極度のもの」の内、強制わいせ

つ等の内容で労災認定された事案を対象とし

た。これらの情報については統計処理を可能

とするために、関連情報を数値化したデータ

ベースを構築した。 

2. 分析方法 

本研究では、調査復命書の記載内容に基

づき、性別、発症時年齢、事業場規模、業種、

決定時疾患名、労働条件等一般的事項、労

災認定要因の分析を行った。分析方法として

は、平成 24 年度～令和 3 年度における 10 年

間の事案のデータベース（セクハラ 331 件、強

制わいせつ等 108 件）を基に基礎集計を行い、

過労死等の防止に資する発生の要因につい

て、これまでの報告からの変化に注目し解析

を行った。加えて、令和 3 年度のセクハラ 57 件、

強制わいせつ等 20 件の調査復命書を精読し、

性別、年齢、心理的負荷が生じた出来事など

の分析を試み、過労死等の防止対策を検討し

た。 

但し、精神障害に関する分析は平成 23 年

12 月に策定された「心理的負荷による精神障

害の認定基準」（以下「認定基準」という。）によ

って認定された事案に限定した。 

また、疾患のうち精神障害については、

「ICD-10 国際疾病分類第 10 版（2003 年改

訂）」の第 5 章「精神及び行動の障害（F00-

F99）」に基づいて分類を行った。なお、業務に

関する出来事は、認定基準に挙げられている

出来事に基づいて集計を行った。 

（倫理面での配慮） 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得たう

えで行った（通知番号 2022N10）。本研究で用

いたデータベースには、個人の氏名、住所、

電話番号等、個人を特定できる情報は一切含

まれていない。 

 
Ｃ．結果 

1. 対象者の概要 

1) 性別・発症時年齢・生死・事業場規模 

表 1 にセクハラ及び強制わいせつ等で労災

認定された被災者の性別、発症時年齢、生死、

事業場規模を示した。 

セクハラの被災者の性別は、男性 9 件

（2.7％）、女性 322 件（97.3％）であった。 

10 歳階級別の発症時年齢を見ると、男性は

30-39 歳が 3 件（33.3％）と多く、女性は 20-29

歳が 133 件（41.3％）と最も多かった。 

事案の生死に関しては、全て生存であった。 

事業場規模に関しては、男性は 10-49 人の



 

117 

 

事業場が 5 件（55.6％）と最も多く、女性も 10-

49 人の事業場が 105 件（32.6％）と多かった。 

強制わいせつ等の被災者の性別は、男性 3

件（2.8%）、女性 105 件（97.2％）であった。 

10 歳階級別の発症時年齢を見ると、男性は

20-29 歳が 3 件（100％）であり、女性は 20-29

歳が 45 件（42.9％）と最も多かった。 

事案の生死に関しては、全て生存であった。 

事業場規模に関しては、男性は 10-49 人の

事業場が 2 件（66.7％）と多く、女性も 10-49 人

の事業場が 28 件（26.7％）と多かった。 

2) 年度別件数 

表 2 にセクハラ及び強制わいせつ等で労災

認定された年度別の件数をカイ二乗検定、単

回帰分析を用いて示した。 

セクハラにおける件数に関しては、女性及

び男女合計においては年度によって被災者

数に差が見られ、増加傾向にあることが明らか

となった。 

強制わいせつ等における件数に関しては、

年度による被災者数の差は見られなかった。 

3) 決定時疾患名 

表 3 にセクハラ及び強制わいせつ等で労災

認定された被災者の決定時疾患名を示した。 

セクハラの被災者の決定時疾患名は、男性

は F3（気分［感情］障害）が 5 件（55.6％）、F4

（神経症性障害,ストレス関連障害および身体

表現性障害）が 4 件（44.4％）であった。女性

は、F3（気分［感情］障害）が 82 件（25.5％）、

F4（神経症性障害,ストレス関連障害および身

体表現性障害）が 239 件（74.2％）であり、F4

の割合が多く、F4 の中でも、F43.2（適応障害）

が 132 件（41.0％）と多かった。 

強制わいせつ等の被災者の決定時疾患名

は、男性は、全て F4（神経症性障害,ストレス

関連障害および身体表現性障害）であり、

F43.1 （心的外傷後ストレス障害）が 2 件

（66.7％）で最も多かった。女性は、F3（気分

［感情］障害）が 12 件（11.4％）、F4（神経症性

障害,ストレス関連障害および身体表現性障害）

が 93 件（88.6％）であり、F4 の割合が多く、そ

の中でも、F43.1（心的外傷後ストレス障害）が

58 件（55.2％）と多かった。 

2. セクハラ及び強制わいせつ等の業種別統

計 

表 4 にセクハラ及び強制わいせつ等で労災

認定された被災者の業種別統計データにつ

いて、カイ二乗検定を用いて示した。 

セクハラ被災者に関しては、男性では情報

通信業（精神事案認定件数 206 件中セクハラ

件数 2 件）、電気・ガス・熱供給・水道業（精神

事案認定件数 17 件中セクハラ件数 1 件）で有

意にセクハラ件数が多かった。女性では、製

造業（精神事案認定件数 171 件中セクハラ件

数 53 件）、建設業（精神事案認定件数 26 件

中セクハラ件数 12 件）で有意に多く、一方で、

医療,福祉（精神事案認定件数615件中セクハ

ラ件数 70 件）で有意に少なかった。 

強制わいせつ等被災者に関しては、男性で

は学術研究,専門・技術サービス業（精神事案

認定件数 148 件中強制わいせつ等件数 1 件）、

金融業,保険業（精神事案認定件数 54 件中強

制わいせつ等件数 1 件）で有意に強制わいせ

つ等件数が多かった。女性では、金融業,保険

業（精神事案認定件数 54 件中強制わいせつ

等件数 10 件）で有意に多く、一方で、製造業

（精神事案認定件数 171 件中強制わいせつ等

件数 3 件）で有意に少なかった。 

3. セクハラ及び強制わいせつ等の加害者、

内容について 

表 5 にセクハラ及び強制わいせつ等の加害

者・内容についての概要を示した。 

セクハラ男性事案（N=9）における加害者は、

社内関係者が8件（88.9％）、顧客1件（11.1％）

であり、社内関係者が多かった。社内関係者

の内訳としては、上司が 5 件（62.5％）であった。

内容に関しては胸や腰等への身体接触を含

むセクシュアルハラスメントが 6 件（66.7％）で

あり、男性事案においては全ての事案におい

てセクハラが継続したものであった。 

セクハラ女性事案（N=322）における加害者

は、社内関係者が 280 件（87.0％）と最も多く、

次いで顧客38件（11.8％）であった。社内関係

者の内訳としては、上司が 158 件（56.4％）で

あり、次いで同僚が 79 件（28.2％）と多かった。

内容に関しては胸や腰等への身体接触を含

むセクシュアルハラスメントが 228 件（70.8％）と

多 く 、 セ ク ハ ラ が 継 続し た 事 案は 285 件

（88.5％）であった。 

セクハラ被災者に対する会社の対応（精神

疾患発症前に被災者からの相談に基づいて

対応があったものをありとしてカウントしている。

そのため精神疾患発症後の対応や、相談した

のに適切な対応がなかったもの、請求人自ら
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が警察や弁護士に介入してもらったものはなし

にカウントしている）に関しては、男性（N=9）で

は会社の対応ありが 1 件（11.1％）、なしが 8 件

（88.9%）であった。女性では会社の対応ありが

62 件（19.3％）、なしが 260 件（80.7％）であっ

た。また会社の対応なしの内訳に関しては、男

性は全ての事案が記載なし/不明であった。女

性に関しては、相談はしていたが適切な対応

がされなかった事案が 48 件（14.9％）と最も多

く、次いで加害者が事業主（もしくは事業主と

親しい人）のため対応困難であった事案が 26

件（8.1%）であった。また、職場がセクハラを許

容するような雰囲気であったため対応されなか

った事案が 11 件（3.4%）であった。 

強制わいせつ等の男性事案における加害

者は、社内関係者が 2 件（66.7％）であり、社

内関係者の内訳は事業主 1 件（50.0％）、同僚

1 件（50.0％）であった。内容に関しては、男性

事案 3 件全てが強制わいせつであり、そのうち、

宴会（飲酒）が関与しているものが１件あった。 

強制わいせつ等の女性事案における加害

者は、顧客が 55 件（52.4％）と多く、次いで社

内関係者が 38 件（36.2％）、知らない人が 11

件（10.5％）であった。社内関係者の内訳は上

司が 21 件（55.3％）と最も多く、次いで同僚が

14 件（36.8％）、事業主が 3 件（7.9％）であっ

た。内容に関しては、強制わいせつが 83 件

（79.0％）と最も多く、次いで強制性交が 17 件

（16.2％）と多かった。また、宴会（飲酒）が関与

しているものは 5 件（4.8％）あり、薬物（向精神

薬）を混入した事案は 5 件（4.8％）であった。 

 

4. 典型事例 

令和 3 年度のセクハラ 57 件及び強制わい

せつ等 20 件の中から特徴的な 3 件の事例を

提示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．考察 

本研究では、平成 24 年度～令和 3 年度に

おける 10 年間の事案のデータベース（セクハ

【事例 1‐1】10 歳代男性、レストラン勤務 

・疾患名：適応障害 

・労災認定要因：セクシュアルハラスメント

を受けた 

・業務以外の要因：特になし 

・経過：X 年 Y 月にレストランに入職。 

入職後まもなく、上司からため息をつかれ

たり、ナイフの先端を押し付けられることも

あった。その後、二人きりの時にキッチン

内で通りすがりに尻などを継続して触られ

るようになり、次第に不安が増悪し自宅か

ら出勤できなくなり、適応障害を発症し

た。 

【事例 1-3】40 歳代女性、製造業 

・疾患名：適応障害 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：セクシュアルハラスメント

を受けた 

・経過：X-1 年に製造業に入職。上司であ

る課長から日頃より性的な発言などがあっ

た。次第にエスカレートし、課長が身体を

密着させてきたり、腰などへの身体接触が

始まった。課長は、請求人は嫌がる様子

はなかったと主張しているが、請求人は、

立場が違うこともあり、課長の行為を拒絶

することは困難であったと主張している。

不安や不眠などを呈するようになり、適応

障害を発症した。 

【事例 1-2】30 歳代女性、看護師 

・疾患名：心的外傷後ストレス障害 

・業務以外の要因：特になし 

・労災認定要因：心理的負荷が極度のも

の（強制性交） 

・経過：X 年 Y 月 Z 日、入院中の患者に退

院書類の説明をするために訪問した際

に、「抱かせろ」と無理やり抱きつかれ、押

し倒された。その後、上司、主治医へ報告

し、警察へ被害届を提出したが、心的外

傷後ストレス障害を発症した。 
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ラ 331 件、強制わいせつ等 108 件）の精神障

害事案を対象として分析を行い、セクハラ及び

強制わいせつ等の被災者における精神障害

による労災認定事案の実態と背景要因を明ら

かにすることを目的とした。 

1. セクハラによる労災認定事案について 

今回の研究で平成 24 年度～令和 3 年度の

過去 10 年間においては、セクハラによる精神

障害の労災認定は 331 件であり、男性 9 件

（2.7％）、女性 322 件（97.3％）で女性が多か

った。発症時年齢に関しては、男性では30-39

歳代、女性では 20-29 歳代が多く、若年労働

者の被災者が多かった。また事業場規模に関

しては男女ともに 10-49 人の比較的小規模の

事業場で多く発生していた。 

年度別件数に関しては、女性及び男女合

計被災者においては平成 31/令和元年度から

増加傾向であった。その理由としては、おそら

く労働施策総合推進法（パワーハラスメント対

策の義務化）が令和元年 6 月に改正され、令

和 2 年 6 月から大企業に対して施行されたこと

により、セクハラが不当な行為であるという共通

認識を持つことができるようになり、セクハラに

対する事業主の意識が高まった影響が考えら

れた。また、被災者にとっても、これまで申請し

づらかった雰囲気が変化した可能性がある。 

女性労働者における決定時疾患名に関し

ては、F4（神経症性障害,ストレス関連障害お

よび身体表現性障害）が 239 件（74.2％）であ

り、F4 の中でも、F43.2（適応障害）が 132 件

（41.0％）と多かった。適応障害が多かった理

由の一つとしては、適応障害の診断基準の中

でも重要事項である、ストレス因子（セクハラに

よる被害）が明確であることが考えられる。さら

に、セクハラ被災者が、「自身が不当な扱いを

受けた」、という認識が強くなっているため、精

神科受診の敷居が低くなり、うつ病などに移行

する前段階である適応障害の状態での受診が

増えたためであると考えられた。 

セクハラ被災者の業種においては、女性で

は、製造業、建設業で有意に被災者が多かっ

た。先行報告では、セクハラが発生しやすい職

場の条件として、労働者数の中の男性労働者

の割合が多く、女性労働者の割合が少ない職

場でセクハラが発生しやすいとされている 8）。

実際に、令和 5 年における、産業別就業者数

は、製造業では、男性 738 万人、女性 317 万

人であり、建設業では、男性395万人、女性88

万人と男性労働者の割合が多い業種であった
9）。 

セクハラの内容や加害者に関しては、男女

ともにおよそ 5 割の事案において社内の上司

が加害者であった。また、およそ 1 割の事案に

おいて加害者が事業主であった。内容に関し

ては、およそ 7 割の事案が胸や腰などへの身

体接触を含むものであり、およそ 2 割の事案が

性的な発言のみのものであった。男女ともに 8

割以上の事案においてセクハラは継続してい

た。 

会社の対応としては、男女ともに 8 割以上の

事案において、被災者の訴えに基づいた会社

としての対応は見られず、女性被災者におい

ては会社に相談はしていたが適切な対応がさ

れていなかった事案が 48 件（14.9％）と多く、

次いで、加害者が事業主（もしくは事業主と親

しい関係性の人）のため対応困難であった事

案が 26 件（8.1％）であった。 

以上より、セクハラ被災者の危険因子に関し

ては、１）女性若年労働者、2）少人数の事業

場、3）製造業、建設業（男性では情報通信業、

電気・ガス・熱供給・水道業）が挙げられる。ま

た、セクハラ対策の前提として、事後の対応は

極めて困難であるため、被災者からセクハラ被

災の相談があった際には迅速に対応すること、

そして会社全体でセクハラに関しては厳正に

対応することを表明し、労働者に対して何がセ

クハラにあたるのかを改めて周知することが重

要であると考えられた。 

最後に、職場でセクハラの被災にあった労

働者より相談があった際には、被災者に対して

共感的、支持的な対応を心掛けること、そして

必要に応じて被災者を医療機関に繋げること

が重要である。また事実確認をする際には、被

災者本人が事実を証明するために、当時のこ

とを思い出し、言葉にし、書類に必要事項を書

くことだけでも被害の再体験にあたることを念

頭に置き、最大限に配慮することが肝要である。 

2. 強制わいせつ等による労災認定事案につ

いて 

今回の研究で平成 24 年度～令和 3 年度の

過去 10 年間においては、強制わいせつ等に

よる精神障害の労災認定は 108 件であり、男

性 3 件（2.8％）、女性 105 件（97.2％）で女性

が多かった。 

発症時年齢に関しては、男女ともに 20-29

歳代の若年労働者が多く、また事業場規模に
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関しては男女ともに 10-49 人の比較的小規模

の事業場で多く発生していた。 

決定時疾患名に関しては、男女ともにおよ

そ 6 割の事案で心的外傷後ストレス障害を発

症していることが明らかとなった。心的外傷後

ストレス障害は、診断は比較的容易であるが治

療には難渋することが多く、症状が一見治まっ

ているように見えても些細なことを契機に症状

が再燃することがある。被災者に深刻な被害を

もたらすために精神科治療は必須となる 10）。 

強制わいせつ等の被災者の業種において

は、女性では、金融業,保険業で有意に被災

者が多かった。 

強制わいせつ等の加害者に関しては、女性

労働者の事案では、顧客が55件（52.4％）と最

も多く、被災者が一人で顧客対応をする際に

被害にあう事案が多かった。 

以上より、強制わいせつ等の被災者の危険

因子としては、1）女性若年労働者、2）少人数

の事業場、3）金融業,保険業が挙げられる。強

制わいせつ等においてもセクハラと同様に事

後の対応は極めて困難であるが、顧客対応

（特にクレーム対応）をする際にはなるべく一

人で対応せず複数名で対応することが望まし

いと考えられた。また、強制わいせつ等による

被災の結果、心的外傷後ストレス障害を多く発

症することが明らかとなったため、迅速に精神

科医療に繋げることが肝要である。 

 
Ｅ．結論 

本研究の結果、セクハラ及び強制わいせつ

等被災者における過労死等の実態と背景要

因の一端が明らかとなった。 

セクハラ及び強制わいせつ等の共通した危

険因子としては、女性若年労働者、少人数の

事業場であることが挙げられた。またセクハラ

に関しては製造業及び建設業、強制わいせつ

等に関しては、金融業,保険業で有意に被災

者が多いことが明らかとなった。 

また、セクハラでは適応障害を発症すること

が多く、強制わいせつ等では心的外傷後スト

レス障害を発症することが多かった。 

セクハラ及び強制わいせつ等では事後の対

応は極めて困難であるため、被災者より相談

があった際には、迅速かつ適切な対応が必要

である。加えて、必要に応じて身体科だけでは

なく精神科医療にも繋げることが肝要である。 

 

Ｆ．健康危機情報 

なし 

 
Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

なし 
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表 1 セクハラ・ 強制わいせつ等 性別 発症時年齢 生死 事業場規模 H24-R3 年度 

 
 

 
 
 
 
 

セクハラ（強のみ N=331） 強制わいせつ等（N=108）
性別 件数 （％） 性別 件数 （％）
男性 9 (2.7) 男性 3 (2.8)
⼥性 322 (97.3) ⼥性 105 (97.2)

発症時年齢 発症時年齢
10ー19歳 1 (11.1) 7 (2.2) 10ー19歳 0 (0.0) 6 (5.7)
20−29歳 2 (22.2) 133 (41.3) 20−29歳 3 (100.0) 45 (42.9)
30−39歳 3 (33.3) 91 (28.3) 30−39歳 0 (0.0) 38 (36.2)
40−49歳 2 (22.2) 77 (23.9) 40−49歳 0 (0.0) 8 (7.6)
50−59歳 1 (11.1) 14 (4.3) 50−59歳 0 (0.0) 7 (6.7)
60−69歳 0 (0.0) 0 (0.0) 60−69歳 0 (0.0) 1 (0.9)

⽣存⾃殺 ⽣存⾃殺
⽣存 9 (100.0) 322 (100.0) ⽣存 3 (100.0) 105 (100.0)
⾃殺（未遂を含む） 0 (0.0) 0 (0.0) ⾃殺（未遂を含む） 0 (0.0) 0 (0.0)

事業場規模 事業場規模
10⼈未満 1 (11.1) 59 (18.3) 10⼈未満 0 (0.0) 17 (16.2)
10〜49⼈ 5 (55.6) 105 (32.6) 10〜49⼈ 2 (66.7) 28 (26.7)
50〜99⼈ 0 (0.0) 41 (12.7) 50〜99⼈ 0 (0.0) 11 (10.5)
100〜499⼈ 1 (11.1) 70 (21.7) 100〜499⼈ 1 (33.3) 25 (23.8)
500〜999⼈ 1 (11.1) 14 (4.3) 500〜999⼈ 0 (0.0) 6 (5.7)
1000⼈以上 1 (11.1) 28 (8.7) 1000⼈以上 0 (0.0) 16 (15.2)
記載無し/不明 0 (0.0) 5 (1.6) 記載無し/不明 0 (0.0) 2 (1.9)

合計 9 (100.0) 322 (100.0) 合計 3 (100.0) 105 (100.0)

   男性    ⼥性

   男性    ⼥性   男性    ⼥性

   ⼥性   男性

   ⼥性

   ⼥性

   男性

   男性
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表 2 セクハラ・強制わいせつ等 年度別件数 H24-R3 年度 
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表 3 セクハラ・強制わいせつ等 決定時疾患名 H24-R3 年度 

 

セクハラ（強のみ N=331） 強制わいせつ等（N=108）
決定時疾患名 決定時疾患名
F30-F39：気分[感情]障害 5 (55.6) 82 (25.5) F30-F39：気分[感情]障害 0 (0.0) 12 (11.4)
F30 躁病エピソード 0 (0.0) 0 (0.0) F30 躁病エピソード 0 (0.0) 0 (0.0)
F31 双極性感情障害 0 (0.0) 2 (0.6) F31 双極性感情障害 0 (0.0) 1 (1.0)
F32 うつ病エピソード 4 (44.4) 72 (22.4) F32 うつ病エピソード 0 (0.0) 11 (10.5)
F33 反復性うつ病性障害 1 (11.1) 1 (0.3) F33 反復性うつ病性障害 0 (0.0) 0 (0.0)
F34 持続性気分（感情）障害 0 (0.0) 2 (0.6) F34 持続性気分（感情）障害 0 (0.0) 0 (0.0)
F38 その他の気分（感情）障害 0 (0.0) 0 (0.0) F38 その他の気分（感情）障害 0 (0.0) 0 (0.0)
F39 詳細不明の気分（感情）障害 0 (0.0) 0 (0.0) F39 詳細不明の気分（感情）障害 0 (0.0) 0 (0.0)
F3 下位分類不明 0 (0.0) 5 (1.6) F3 下位分類不明 0 (0.0) 0 (0.0)

F40-F48：神経症性障害,ストレス関
連障害および⾝体表現性障害 4 (44.4) 239 (74.2)

F40-F48：神経症性障害,ストレス関
連障害および⾝体表現性障害 3 (100.0) 93 (88.6)

F40 恐怖症性不安障害 0 (0.0) 3 (0.9) F40 恐怖症性不安障害 0 (0.0) 2 (1.9)
F41 他の不安障害 0 (0.0) 20 (6.2) F41 他の不安障害 0 (0.0) 2 (1.9)
F42 強迫性障害 1 (11.1) 0 (0.0) F42 強迫性障害 0 (0.0) 0 (0.0)
F43.0 急性ストレス反応 0 (0.0) 18 (5.6) F43.0 急性ストレス反応 0 (0.0) 12 (11.4)
F43.1 ⼼的外傷後ストレス障害 0 (0.0) 30 (9.3) F43.1 ⼼的外傷後ストレス障害 2 (66.7) 58 (55.2)
F43.2 適応障害 3 (33.3) 132 (41.0) F43.2 適応障害 1 (33.3) 10 (9.5)
F43.8 その他の重度ストレス反応 0 (0.0) 1 (0.3) F43.8 その他の重度ストレス反応 0 (0.0) 2 (1.9)
F43.9 重度ストレス反応、詳細不明 0 (0.0) 2 (0.6) F43.9 重度ストレス反応、詳細不明 0 (0.0) 1 (1.0)
F43以下の下位分類不明 0 (0.0) 21 (6.5) F43以下の下位分類不明 0 (0.0) 0 (0.0)
F44 解離性（転換性）障害 0 (0.0) 1 (0.3) F44 解離性（転換性）障害 0 (0.0) 0 (0.0)
F45 ⾝体表現性障害 0 (0.0) 4 (1.2) F45 ⾝体表現性障害 0 (0.0) 0 (0.0)
F48 その他の神経症性障害 0 (0.0) 0 (0.0) F48 その他の神経症性障害 0 (0.0) 0 (0.0)
F4 下位分類不明 0 (0.0) 7 (2.2) F4 下位分類不明 0 (0.0) 6 (5.7)
F50.8 他の摂⾷障害 0 (0.0) 1 (0.3) F50.8 他の摂⾷障害 0 (0.0) 0 (0.0)

合計 9 (100.0) 322 (100.0) 合計 3 (100.0) 105 (100.0)

男性 ⼥性男性 ⼥性
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表 4 セクハラ 強制わいせつ等 業種別統計 H24-R3 年度 

 

男性 χ2（18）= 32.01716697 p= 0.02188458 ⼥性 χ2（18）= 51.7106915 p= 4.14409E-05
セクハラ（強のみ N=331） セクハラ（強のみ N=331）
業種 精神事案認定件数 セクハラ件数 期待度数 調整標準化残差 有意確率 カイ⼆乗成分 業種 精神事案認定件数 セクハラ件数 期待度数 調整標準化残有意確率 カイ⼆乗成分
製造業 708 2 1.922751961 0.06290793 0.003103499 製造業 171 53 31.003378 4.59277018 ** 15.60640769
卸売業,⼩売業 421 0 1.143331322 -1.145984137 1.143331322 卸売業,⼩売業 248 54 44.963964 1.60562729 1.815897444
医療,福祉 198 0 0.537718769 -0.757261096 0.537718769 医療,福祉 615 70 111.50338 -5.37259477 ** 15.44823522
運輸業,郵便業 460 0 1.249245625 -1.206045538 1.249245625 運輸業,郵便業 94 22 17.042793 1.36368622 1.441894154
建設業 373 1 1.012975256 -0.013703635 0.000166201 建設業 26 12 4.713964 3.73628434 ** 11.26150338

サービス業（他に分類されないもの） 226 0 0.613759807 -0.812694552 0.613759807 サービス業（他に分類されないもの） 101 18 18.311937 -0.082957 0.005313728
宿泊業,飲⾷サービス業 222 2 0.602896801 1.86532292 3.237531436 宿泊業,飲⾷サービス業 118 22 21.394144 0.14982709 0.017157093
情報通信業 206 2 0.55944478 1.991487408 ** 3.709390842 情報通信業 82 15 14.867117 0.03899956 0.001187712
学術研究,専⾨・技術サービス業 147 1 0.39921545 0.973997465 0.904128526 学術研究,専⾨・技術サービス業 70 7 12.691441 -1.80151566 2.552311007
教育,学習⽀援業 58 0 0.157513579 -0.400943866 0.157513579 教育,学習⽀援業 71 13 12.872748 0.0400063 0.001257939
⾦融業,保険業 54 0 0.146650573 -0.386633833 0.146650573 ⾦融業,保険業 54 9 9.7905405 -0.28357308 0.063832466
不動産業,物品賃貸業 80 0 0.217260109 -0.472483624 0.217260109 不動産業,物品賃貸業 39 10 7.0709459 1.23097569 1.213325306
⽣活関連サービス業,娯楽業 72 0 0.195534098 -0.447683943 0.195534098 ⽣活関連サービス業,娯楽業 49 8 8.884009 -0.33240442 0.087963883
農業,林業 26 0 0.070609535 -0.267136077 0.070609535 農業,林業 10 2 1.8130631 0.15387004 0.019274243
複合サービス事業 23 0 0.062462281 -0.251137607 0.062462281 複合サービス事業 13 2 2.356982 -0.25793054 0.054067505
電気・ガス・熱供給・⽔道業 17 1 0.046167773 4.456663326 ** 19.70629849 電気・ガス・熱供給・⽔道業 4 1 0.7252252 0.3570009 0.104107213
漁業 11 0 0.029873265 -0.173361969 0.029873265 漁業 0 0 0 -
鉱業,採⽯業,砂利採取業 8 0 0.021726011 -0.147776489 0.021726011 鉱業,採⽯業,砂利採取業 0 0 0 -
公務（他に分類されるものを除く） 4 0 0.010863005 -0.1044306 0.010863005 公務（他に分類されるものを除く） 11 4 1.9943694 1.57447786 2.016955479
合計 3314 9 合計 1776 322

男性 χ2（18）= 27.37297863 p= 0.07226066 ⼥性 χ2（18）= 35.4535753 p= 0.00828372
強制わいせつ等（N=108） 強制わいせつ等（N=108）
業種 精神事案認定件数 強制わいせつ等件数 期待度数 調整標準化残差 有意確率 カイ⼆乗成分 業種 精神事案認定件数 強制わいせつ等件数 期待度数 調整標準化残有意確率 カイ⼆乗成分
製造業 708 0 0.64091732 -0.903205788 0.64091732 製造業 171 3 10.109797 -2.42495237 ** 5.000022861
卸売業,⼩売業 421 0 0.381110441 -0.661034491 0.381110441 卸売業,⼩売業 248 10 14.662162 -1.35326056 1.48243866
医療,福祉 198 0 0.17923959 -0.436808579 0.17923959 医療,福祉 615 33 36.359797 -0.7104622 0.310459318
運輸業,郵便業 460 1 0.416415208 0.974959564 0.817864484 運輸業,郵便業 94 9 5.5574324 1.54698862 2.13250842
建設業 373 0 0.337658419 -0.617112286 0.337658419 建設業 26 0 1.5371622 -1.28764325 1.537162162
サービス業（他に分類されないもの） 226 0 0.204586602 -0.468784089 0.204586602 サービス業（他に分類されないもの） 101 10 5.9712838 1.75016966 2.718101323
宿泊業,飲⾷サービス業 222 0 0.2009656 -0.464316411 0.2009656 宿泊業,飲⾷サービス業 118 10 6.9763514 1.22146106 1.310491787
情報通信業 206 0 0.186481593 -0.446118665 0.186481593 情報通信業 82 8 4.847973 1.51115103 2.049366701
学術研究,専⾨・技術サービス業 147 1 0.133071817 2.432142189 ** 5.647811046 学術研究,専⾨・技術サービス業 70 1 4.1385135 -1.62280762 2.380146167
教育,学習⽀援業 58 0 0.052504526 -0.231275212 0.052504526 教育,学習⽀援業 71 4 4.1976351 -0.10149727 0.009305155
⾦融業,保険業 54 1 0.048883524 4.339268894 ** 18.50567365 ⾦融業,保険業 54 10 3.1925676 3.98888443 ** 14.51531889
不動産業,物品賃貸業 80 0 0.072420036 -0.27254127 0.072420036 不動産業,物品賃貸業 39 2 2.3057432 -0.209897 0.040541778
⽣活関連サービス業,娯楽業 72 0 0.065178033 -0.258236146 0.065178033 ⽣活関連サービス業,娯楽業 49 4 2.8969595 0.67753047 0.419991529
農業,林業 26 0 0.023536512 -0.154091279 0.023536512 農業,林業 10 0 0.5912162 -0.79493671 0.591216216
複合サービス事業 23 0 0.02082076 -0.14486293 0.02082076 複合サービス事業 13 1 0.7685811 0.2731383 0.069679982
電気・ガス・熱供給・⽔道業 17 0 0.015389258 -0.124429191 0.015389258 電気・ガス・熱供給・⽔道業 4 0 0.2364865 -0.50191022 0.236486486
漁業 11 0 0.009957755 -0.099999849 0.009957755 漁業 0 0 0 -
鉱業,採⽯業,砂利採取業 8 0 0.007242004 -0.085241456 0.007242004 鉱業,採⽯業,砂利採取業 0 0 0 -
公務（他に分類されるものを除く） 4 0 0.003621002 -0.060238381 0.003621002 公務（他に分類されるものを除く） 11 0 0.6503378 -0.83397281 0.650337838
合計 3314 3 合計 1776 105
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表 5 セクハラ・強制わいせつ等 内容・加害者・会社の対応 H24-R3 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

セクハラ（強のみ N=331） 強制わいせつ等（N=108）
性別 件数 （％） 性別 件数 （％）
男性  9 (2.7) 男性  3 (2.8)
⼥性 322 (97.3) ⼥性 105 (97.2)

男性（N=9） ⼥性（N=322） 男性（N=3） ⼥性（N=105）
加害者 1：社内 8（88.9） 280（87.0） 加害者 1：社内 2（66.7） 38（36.2）

2：顧客 1（11.1） 38（11.8） 2：顧客 1（33.3） 55（52.4）
3：知らない⼈ 0（0.0） 2（0.6） 3：知らない⼈ 0（0.0） 11（10.5）
4：記載なし/不明 0（0.0） 1（0.3） 4：記載なし/不明 0（0.0） 1（1.0）
1，2：社内、顧客共犯 0（0.0） 1（0.3）

男性（N=2） ⼥性（N=38）
男性（N=8） ⼥性（N=280） 社内内訳 1：事業主 1（50.0） 3（7.9）

社内内訳 1：事業主 1（12.5） 34（12.1） 2：上司 0（0.0） 21（55.3）
2：上司 5（62.5） 158（56.4） 3：同僚 1（50.0） 14（36.8）
3：同僚 2（25.0） 79（28.2）
1，3：事業主、同僚共犯 0（0.0） 1（0.4） 男性（N＝３） ⼥性（N=105）
2，3：上司、同僚共犯 0（0.0） 8（2.9） 内容*2 強制性交 0(0.0) 17(16.2)

強制わいせつ 3（100.0） 83(79.0）

男性（N=9） ⼥性（N=322） セクシュアルハラスメント 0（0.0） 1（1.0）

内容
1：胸や腰等への⾝体接触を含むセク
シュアルハラスメント 6（66.7） 228(70.8) 盗撮 0（0.0） 5（4.8）
2：⾝体接触のない性的な発⾔のみの
セクシュアルハラスメント 2（22.2） 55（17.1） 宴会(飲酒)が関与 1（33.3） 5（4.8）
3：１.２両⽅ 1（11.1） 17(5.3) 薬物（向精神薬）混⼊ 0（0.0） 5（4.8）
4：上記以外（盗撮含む） 0（0.0） 22（6.8）

男性（N=9） ⼥性（N=322）
継続 1：継続していた 9（100.0） 285（88.5）

2：継続していない 0（0.0） 37（11.5）

会社の対応*1 1：あり 1(11.1) 62(19.3)
2：なし 8(88.9) 260(80.7)

会社の対応なし:内訳
相談はしていたが適切な対応がされ
なかった 0(0.0) 48（14.9）
加害者が事業主（もしくは事業主と
親しい関係性の⼈）のため対応困難 0(0.0) 26（8.1）

職場がセクハラを許容する雰囲気 0(0.0) 11（3.4）
相談していない 0(0.0) 4（1.2）
事後の対応 0(0.0) 19（5.9）

記載なし/不明 8(100) 152（47.2）
*1対応に関しては、精神疾患発症前に被災者の訴えに基づいて会社として対応しているのを
1にしている。精神疾患発症前に全く対応していない、もしくは調査復命書に会社としての対
応の記載がないものを2にしている。精神疾患発症後の対応、いわゆる事後の対応も2にして
いる。

*2内容に関しては、重複しているものを含むため、合計が事案数と⼀致しな
 い。
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令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案研究） 

 

精神障害事案における産業医等の関与に関する分析 
 

研究分担者 田原裕之 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】過労死等の事案における「職場の支援」に関しては、上司・同僚による支援に加え、産

業医等の産業保健職による支援の状況も精神障害の発症や予防、悪化と関係している可能性

が想定される。本分担研究では、過労死等申請事案の調査復命書における産業医の意見を

記入する欄の情報を用いて、産業医等の関与について分析した。 

【方法】支給・不支給を合わせた平成 30 年度 1,461 件、令和元年度 1,586 件の調査復命書を

対象に、産業医意見欄から産業医等による対応内容が読み取れた事案をカウントし、各年度

で労働者数と支給・不支給の別で集計した。さらに、記載内容の探索的な検討を試みた。 

【結果・考察】産業医等による対応内容の記載割合は、各年度と支給・不支給の別において 3.3

〜6.5％（15〜30 件に 1 件）、労働者数 50 人以上に限れば 4.4〜9.9％（10〜23 件に 1 件）の

範囲であった。両方の年度において、支給よりも不支給の事案のほうが記載割合は高かった。

記載内容としては、労災の請求前に作られた資料（例：医師による面接指導報告書の内容）の

転記が、請求後に作られた資料（例：労働基準監督署が産業医に照会した内容）よりも多かっ

た。 

【この研究から分かったこと】産業医意見欄に対応内容が記載されていた調査復命書は支給事

案・不支給事案とも 1 割未満であったが、不支給事案のほうが記載割合は高かった。記載内容

としては労災請求前に作られた資料の転記が多かった。 

【キーワード】過労死等、職場の支援、産業医 

研究分担者: 

守田祐作（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・研究員） 

吉川 徹（同センター・統括研究員） 

 

Ａ．目的 

過労死等防止対策大綱 1) において、過労

死等の実態を多角的に把握するため、支給及

び不支給事案の分析を行うこととされている。

具体的には「労働時間の把握及び健康確保

措置の状況」や「疾患等の発症後における各

職場における事後対応等の状況」等が挙げら

れている。 

精神障害を含む心理的ストレスに関連する

健康障害の発症と悪化については、これまで

様々な医学研究モデルが提唱されている。代

表的なものとして、仕事の「量」―「コントロール」

―「支援」モデル（Karasek 1979 2)、Johnson ら 

1988 3)）がよく知られており、労働安全衛生法

に基づくストレスチェック制度 4)においても参照

されている。 

これまでの事案研究から、負荷要因に関連

して「仕事の量」と「裁量度」に関連した負荷要

因の分析は行われてきたが、「支援」の実態に

関連した調査研究は多くない。 

職場の支援に関しては、上司・同僚による

支援に加え、「労働者の心の健康の保持増進

のための指針」5)の「事業場内産業保健スタッ

フ等によるケア」に該当する産業医等の産業

保健職による支援の状況も精神障害の発症や

悪化と関係している可能性が想定される。なお、

働き方改革関連法により改正された労働安全

衛生法においては、平成 31 年 4 月 1 日から

「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に
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対する面接指導等」が強化された。 

過労死等の労災請求事案において、その

支援の状況を明らかにすることは、過労死等

防止のために有用な知見となることが期待され

る。そこで、本分担研究では、精神障害事案

の調査復命書における「産業医の意見」また

は「産業医意見書」欄（以下「産業医意見欄」と

いう。）の記載情報を用いた分析を行う。 

 

Ｂ．方法 

1. 分析対象 

過労死等データベースを用いて、支給と不

支給を合わせた平成 30 年度 1,461 件、令和

元年度 1,586 件の調査復命書を対象とした。 

2. 記載の有無の集計 

「5-1. 主治医・産業医等の意見」における

産業医意見欄に何らかの記載があり、産業医

等による対応内容が読み取れた事案をカウン

トし、各年度で調査復命書に記載された労働

者数と支給・不支給の別で集計した。 

労働者数による集計では、労働安全衛生法

に基づく産業医の選任に直接関係する50人、

500 人、1,000 人及び 3,000 人に加え、桁の変

わり目である 10 人と 100 人で区切った。 

3. 記載内容の探索的検討 

産業医意見欄の記載内容から産業医等によ

る対応内容が読み取れた事案については、そ

の内容の探索的な検討及び整理を試みた。 

4. 倫理面での配慮 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得たう

えで行った(通知番号：2022N10)。本研究で用

いたデータベースには、個人の氏名、住所、

電話番号等、個人を特定できる情報は一切含

まれていない。 

 

Ｃ．結果 

1. 記載の有無の集計結果 

産業医等による対応に関する記載があった

事案の集計結果を表 1〜4 に示した。 

労働者数による集計では、調査復命書に記

載がなかった場合、「不明」等と記載されてい

た場合、事業廃止等の事情により「0人」と記載

されていた場合は「不詳」に分類した。 

1) 平成 30 年度 

表 1 に支給事案、表 2 に不支給事案の集計

結果をそれぞれ示した。 

 

表 1 平成 30 年度・支給 

労働者数 件数 記載有 記載割合 

3,000〜 13 1 7.7% 

1,000〜2,999 26 5 21.6% 

500〜999 20 1 5.0% 

100〜499 88 4 4.5% 

50〜99 65 4 6.2% 

10〜49 164 4 2.4% 

1〜9 77 1 1.3% 

不詳 12 0 0.0% 

計 465 20 4.3% 

50 人以上計 212 15 7.1% 

 

表 2 平成 30 年度・不支給 

労働者数 件数 記載有 記載割合 

3,000〜 47 5 10.6% 

1,000〜2,999 56 8 14.3% 

500〜999 56 8 14.3% 

100〜499 241 13 5.4% 

50〜99 98 4 4.1% 

10〜49 303 8 2.6% 

1〜9 160 5 3.1% 

不詳 35 4 11.4% 

計 996 55 5.5% 

50 人以上計 498 38 7.6% 

 

2) 令和元年度 

表 3 に支給事案、表 4 に不支給事案の集計

結果をそれぞれ示した。 

 

表 3 令和元年度・支給 

労働者数 件数 記載有 記載割合 

3,000〜 14 1 7.1% 

1,000〜2,999 19 2 10.5% 

500〜999 25 1 4.0% 

100〜499 133 5 3.8% 

50〜99 61 2 3.3% 
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10〜49 168 3 1.8% 

1〜9 83 2 2.4% 

不詳 6 1 16.7% 

計 509 17 3.3% 

50 人以上計 252 11 4.4% 

 

表 4 令和元年度・不支給 

労働者数 件数 記載有 記載割合 

3,000〜 61 8 13.1% 

1,000〜2,999 68 9 13.2% 

500〜999 82 8 9.8% 

100〜499 266 29 10.9% 

50〜99 129 6 4.7% 

10〜49 311 9 2.9% 

1〜9 138 1 0.7% 

不詳 20 0 0.0% 

計 1077 70 6.5% 

50 人以上計 606 60 9.9% 

 
2. 記載内容の探索的検討 

産業医等による対応が読み取れた記載内

容としては、まず、医師による面接指導の報告

書のように、労災の請求前に作られた資料の

内容を転記したものが挙げられた。一方、一部

の調査復命書には、労働基準監督署が産業

医に照会した内容のように、請求後に新たに

作られた資料の内容が記載されており、その

中で面接指導等の対応について触れられて

いた。今回の分析では、請求前に作られた資

料のみであった場合を「転記」、請求後に作ら

れた資料が含まれていた場合を「非転記」と定

義し、年度及び支給・不支給の別で集計した。 

 
表 5 記載内容の集計 

年度 決定 転記 非転記 計 

H30 支給 13 7 20 

 不支給 31 24 55 

R01 支給 11 6 17 

 不支給 44 26 70 

 

Ｄ．考察 

1. 記載の有無 

産業医等による対応内容が記載されていた

割合は、各年度と支給・不支給の別において

3.3〜6.5％（15〜30 件に 1 件）の範囲であった。

労働者数 50 人以上に限れば 4.4〜9.9％（10

〜23 件に 1 件）の範囲であった。 

いずれの年度においても、支給よりも不支

給のほうが記載割合は高かった。平成 30 年度

（4.3%と 5.5%）よりも令和元年度（3.3%と 6.5%）の

ほうが大きな差であった。令和 2 年度以降も労

災請求件数は増加しており、同じ傾向が続く

のかを知るには更なる分析が必要である。 

2. 記載内容 

「転記」された既存の資料としては、医師に

よる面接指導の報告書及び意見書、健康診断

の結果及び医師の意見、その他（随時の相談

記録等）があった。「非転記」の資料としては、

労働基準監督署が産業医へ照会した事項へ

の回答、会社側の立場で提出された意見書等

があった。 

いずれの年度においても、「転記」が「非転

記」よりも多かった。今回、記載内容の詳細に

ついて一般化できるほどの分析はできなかっ

たが、産業医等の活動が労災認定されるよう

な出来事の発生防止に直接的に効いている

可能性だけでなく、記録が残っていたこと自体

が事業場における安全衛生活動が活発に行

われている表れである可能性も想定された。 

今後、分析対象を他の年度に広げて対応

内容が記載された事案を増やすとともに、各種

資料の作成時期及び精神障害発症時期との

関係等について分析を試みること等が想定さ

れる。 

3. 今回の分析における限界 

1) 労働者数の記載方法のばらつき 

「労働者数」欄に記載されていた人数には、

直接所属している事業場の人数、労災保険加

入者である企業・団体全体の人数、又はその

両方が併記されている調査復命書が混在して

いた。片方だけが記載されていた場合はその

人数を、両方が記載されていた場合は直接所

属の人数を優先して採用した。その結果、同じ

企業・団体の中で、直接所属事業場の人数で

ある「1〜9 人」と、全体の人数である「3,000 人

以上」に分かれて分類されたケースが生じた。 
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また、人数のカンマ区切りが 3 桁ではなく同

じ数字の連続を含む 4 桁以上で記載されてい

た調査復命書もあった。今回の分析では、記

載ミスの可能性を考慮し、当該事業場のウェブ

サイトを別途参照し、労働者数又は従業員数

の記載があればその人数を採用した。（例：調

査復命書に「1,2334 人」と記載されていた事業

場のウェブサイトを見て「1,234 人」として集計） 

2) 他の欄への記載 

今回の分析対象である産業医意見欄以外

の欄（例：労働基準監督署が請求人又は関係

者から聴取した内容）に、産業医等による対応

について記載されていた調査復命書が散見さ

れた。今回の分析では「5-1. 主治医・産業医

等の意見」のうち産業医意見欄の直前に設け

られた主治医の意見を記入する欄に産業医等

による対応について記載されていた場合に限

り集計にカウントした。今後、産業医等の関与

の実態解明のためには、記載された場所に限

らない記載内容の具体的な分析方法を検討

する必要がある。 

一方、産業医意見欄内に記載があっても、

産業医等による対応内容が確認できなかった

（例：産業医退任に伴い資料を提出できなかっ

た、別資料として提出する旨が記載されていた）

場合はカウント外とした。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、精神障害事案における産業医

等による支援の状況を明らかにする目的で、

調査復命書の産業医意見欄を対象として、産

業医等による対応に関する記載の有無の集計

と記載内容の探索的検討を行った。その結果、

産業医意見欄に対応内容が記載されていた

調査復命書は支給事案・不支給事案とも 1 割

未満であったが不支給事案のほうが記載割合

は高かったこと、記載内容としては労災請求前

に作られた資料の転記が多かったことが明ら

かとなった。今後、分析対象の拡大及び記載

内容のより詳しい分析が必要である。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

なし 

 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

なし 
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健康保持増進のための指針公示第 6

号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 

 

別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案研究） 

 

道路貨物運送業における精神障害の自殺・死亡事案の解析 
 

研究分担者 茂木伸之 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】本研究では、平成 22 年度から令和 3 年度の 12 年間の労災支給決定された精神障害

事案の自殺・死亡事案について検討を行うことを目的とする。 

【方法】労災支給決定された 5,728 件の精神障害事案データベースを使用し、道路貨物運送

業 49 件、運輸に附帯するサービス業 2 件、合計 51 件（運転業務 23 件、非運転業務 28 件）を

対象とした。分析項目は、基本属性、発症時・死亡時年齢、決定時疾患名、入社日から発症及

び発症から自殺・死亡までの日数等とし、業務における心理的負荷（平成 23 年認定基準）の記

述統計を行った。 

【結果】事案 51 件は全て男性であった。業務における心理的負荷の内、特別な出来事及び出

来事「強」の単独の件数（35 件）について、運転業務（17 件）では、「仕事の量・質」が 10 件

（58.8％）と最も多く、その内、8 件が「1 か月に 80 時間以上の時間外労働を行った」であった。

次いで「対人関係」が 3 件（17.6％）、「仕事の失敗、過重な責任の発生等」が 2 件（11.8％）の

順であった。非運転業務（18 件）では、「特別な出来事（極度の長時間労働）」が最も多く 8 件

（44.4％）であり、その内、管理職及びその他がそれぞれ 3 件で最も多く、管理職の 3 件は、「異

動による支店の立て直しとそれに伴う上司からの𠮟責」、「上司からの半年に及ぶ𠮟責及び業

績見込み違い」、「地震による所内倉庫の復旧業務」による「特別な出来事（極度の長時間労

働）」であった。 

【考察】業務における心理的負荷は、運転業務では、出来事「強」の「仕事の量・質」が最も多

く、その 80％が出来事「1 か月に 80 時間以上の時間外労働を行った」であり、長時間労働が常

態化していたことによる自殺・死亡事案であることが明らかになった。非運転業務では、「特別な

出来事（極度の長時間労働）」が最も多く、その内、管理職においては「仕事の失敗、過重な責

任の発生等」に伴う上司とのトラブルが明らかになり、対人関係を考慮に入れた対策が必要と

考えられる。対人関係は、件数は少ないが長時間労働要因の次に多い事案であり、加えて長

時間労働要因に付随した要因も見られたためハラスメント対策が必要と考えられる。 

【この研究から分かったこと】道路貨物運送業の業務上の自殺・死亡事案は、全て男性であっ

た。業務における心理的負荷において、運転業務では、出来事「強」の「仕事の量・質」が最も

多く、非運転業務では、「特別な出来事（極度の長時間労働）」が最も多いことが明らかになっ

た。 

【キーワード】自殺・死亡事案、長時間労働、運転業務・非運転業務 

研究分担者: 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・センター長） 

 

Ａ．目的 

令和 2 年度「運輸業における精神障害事案

の解析」1）では、長時間労働要因による認定が、

トラックドライバー（運転業務従事者）では約

50％、非運転業務では約 70％が該当し、過労

死等の防止には精神障害等においても長時

間労働対策が必要と示唆された。その内、トラ

ックドライバーでは、約 30％が「入社時から長
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時間労働」であることが明らかになった。令和 3

年度「道路貨物運送業における精神障害等の

事案の解析」2）では、トラックドライバーの精神

障害等の発症要因の特徴は、交通事故等の

対応における従業員の金銭負担によるもの、

運行パターンは深夜・早朝時間帯の運行が多

いことが明らかになった。令和 4 年度「道路貨

物運送業における精神障害等の事案の解析」
3）では、平成 22 年度から平成 29 年度の 8 年

間のデータに平成 30 年度及び令和元年度の

2 年分のデータを追加したデータベースを構

築し、10 年間の認定事案を分析した。非運転

業務の認定要因は長時間労働であったが、職

種別での対策が必要なことが示唆された。令

和 5 年度「道路貨物運送業における精神障害

等の業務外事案の解析」４）では、平成 22 年度

から令和元年度の 10 年分の労災不支給（業

務外）決定された精神障害事案の検討を行っ

た。その結果、対人関係の「上司とのトラブル」

の上司は管理職以上が多く、これらの管理職

を対象としたハラスメント研修が必要と示唆さ

れた。また、既往歴が有りの場合、疾患（症状）

の発症・悪化（または継続）が入社日から 30 日

未満の時期に多いことが明らかになった。今

回、未着手である道路貨物運送業における自

殺・死亡事案（業務上）について検討すること

を目的とする。 

 

Ｂ．方法 

1. 分析対象 

平成 22 年度から令和 3 年度の 12 年間に

支給決定（以下「業務上」という。）された 5,728

件の精神障害事案データベースを使用し、そ

の内、日本標準産業分類における運輸業・郵

便業（大分類）の中分類に該当する道路貨物

運送業 49 件、運輸に附帯するサービス業 2 件、

合計 51 件を分析対象とした。 

2. 分析項目 

分析項目は、基本属性（性別及び運転業務、

非運転業務とその内訳）、発症時・死亡時の平

均年齢及び 10 歳単位の分類、疾病及び関連

保健問題の国際統計分類（ICD－10）による決

定時疾患名、業務における心理的負荷 5）（出

来事：平成 23 年認定基準による 46 件）、認定

された出来事を調査復命書より 5 分類した件

数、その 5 分類を行った結果を詳細に分類し

た特別な出来事（極度の長時間労働）及び出

来事の心理的負荷の評価が「強」の事案の件

数、「特別な出来事（極度の長時間労働）」・出

来事の類型「仕事の量・質」の長時間労働以

外の付随要因（複数）の件数、「恒常的長時間

労働+出来事」「仕事の量・質+他の出来事」の

付随要因（複数）の件数とし集計を行った。ま

た、発症前 6 か月間の時間外労働時間数の平

均値、標準偏差（SD）及び最大値、既往歴の

有無及び入社日から疾患の発症及び発症か

ら自殺・死亡までの日数の記述統計を行った。 

3. 倫理的配慮 

本研究は労働安全衛生総合研究所研究倫

理審査委員会にて審査され、承認を得たうえ

で行った（通知番号 2022N10）。 

 

Ｃ．結果 

対象事案の基本属性を表 1 に示した。事案

51 件はすべて男性であり、運転業務が 23 件

（45.1％）、非運転業務が 28 件（54.9％）であっ

た。非運転業務の内訳は、管理職が 10 件

（35.7％）、事務職が 6 件（21.4％）、その他が 5

件（17.9％）、運行管理が 4 件（14.3％）、倉庫

作業が 3 件（10.7％）であった。 

職種別の発症時・死亡時平均年齢（標準偏

差：SD）及び 10 歳単位の区分を表 2 に示した。

発症時の平均年齢（SD）は、運転業務が 44.1

（9.5）歳、非運転業務が 38.9（9.8）歳であり、

死亡時の平均年齢（SD）は、運転業務が 44.4

（9.4）歳、非運転業務が 39.1（9.9）歳であった。

最も多い年齢区分は、運転業務、非運転業務

共に 40-49 歳で、それぞれ 10 件（43.5％）、12

件（42.9％）であった。 

決定時疾患名を表 3 に示した。運転業務で

は、F32.うつ病エピソードが 18 件（78.3％）、適

応障害が 3 件（13.0％）、F3.下位分類不明と

F43.0.急性ストレス反応が 1 件（4.3％）の順で、

非運転業務では、F32.うつ病エピソードが 22

件（78.6％）、適応障害が 5 件（17.9％）、F3.下

位分類不明1件（3.6％）の順であった。全体で

は F32.うつ病エピソードが 40 件（78.4％）と最

も多かった。 

業務における心理的負荷 5）（平成 23 年認

定基準）を表 4 に示した。全体では、「恒常的

な長時間」が 23 件（50.0％）で最も多く、次い

で「16. 1 か月に 80 時間以上の時間外労働を

行った」が 13 件（28.3％）、「17. 2 週間にわた

って連続勤務を行った」が 12 件（26.1％）、「15. 

仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせ

る出来事があった」が 9 件（19.6％）の順であっ
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た。職種別では、運転業務は、「恒常的な長時

間」が 14 件（66.7％）、「16. 1 か月に 80 時間

以上の時間外労働を行った」が 9 件（42.9％）、

「17. 2 週間にわたって連続勤務を行った」が

6 件（28.6％）、「4. 会社の経営に影響する等

の重大な仕事上のミスをした」「29. （ひどい）

嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」及び

「30. 上司とのトラブルがあった」がそれぞれ 3

件（14.3％）の順であった。非運転業務は、「恒

常的な長時間」が 9 件（36.0％）、「特別な出来

事（極度の長時間労働）」及び「15. 仕事内

容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来

事があった」がそれぞれ 7 件（28.0％）、「17. 2

週間にわたって連続勤務を行った」が 6 件

（24.0％）、「16. 1 か月に 80 時間以上の時間

外労働を行った」が 4 件（16.0％）の順であった。

運転業務・非運転業務ともに長時間労働関連

の出来事が多かったが、出来事の種類は異な

っていた。また、非運転業務の管理職は、「22. 

転勤をした」が 3 件（33.3％）であった。 

業務における心理的負荷 5）（平成 23 年認

定基準以前の事案については、当該基準に

読み替えて分類）による出来事を 5 つに分類し

た件数を表 5 に示した。運転業務は、出来事

「強」（仕事の量・質）が 10 件（43.5％）、恒常的

長時間労働+出来事（中，弱）及び出来事「強」

（ 仕 事 の 量 ・ 質 を 除 く ） が そ れ ぞ れ 6 件

（26.1％）、特別な出来事（極度の長時間労働）

が 1 件（4.3）％であった。非運転業務は、特別

な 出 来 事 （ 極 度 の 長 時 間 労 働 ） が 8 件

（28.6％）、恒常的長時間労働+出来事（中，弱）

が 7 件（25.0％）、出来事「強」（仕事の量・質）

が 6 件（21.4％）、仕事の量・質（中）+出来事

「中，弱」の複数が 4 件（14.3％）、出来事「強」

（仕事の量・質を除く）が 3 件（10.7％）であった。

長時間労働関連の認定は、運転業務では 17

件（73.9％）、非運転業務では 21 件（75.0％）

であった。「特別な出来事（極度の長時間労

働）」の 9 件中 8 件が非運転業務であり、「仕

事の量・質（中）+他の出来事「中，弱」の複数」

は非運転業務のみであった。 

業務における心理的負荷 5）（平成 23 年認

定基準以前の事案については、当該基準に

読み替えて分類）による特別な出来事、出来

事の「強」（総合評価除く）の件数を表 6 に示し

た。運転業務では、「仕事の量・質」が 10 件

（58.8％）と最も多く、その内 8 件が「16. 1 か月

に 80 時間以上の時間外労働を行った」であっ

た。次いで「対人関係」が 3 件（17.6％）、「仕事

の失敗、過重な責任の発生等」が 2 件（11.8％）

の順であった。非運転業務では、「特別な出来

事（極度の長時間労働）」が 8 件（44.4％）と最

も多く、職種で多かったのは管理職及びその

他がそれぞれ3件であった。管理職の3件は、

異動による支店の立て直しとそれに伴う上司

からの𠮟責、上司からの半年に及ぶ𠮟責及び

業績見込み違い、地震よる所内倉庫の復旧業

務によるものであった。それに次いで「仕事の

量・質」が 6 件（33.3％）、「対人関係」が 2 件

（11.1％）の順であった。長時間労働関連の出

来事が、運転業務では 11 件（64.7％）、非運

転業務では 14 件（77.7％）で非運転業務の方

が多かった。 

表 5 の「仕事の量・質」「特別な出来事（極度

の長時間労働）」の 25 件より長時間労働以外

の付随要因（複数）を表 7 に示した。運転業務

では、「記載なし（長時間労働要因のみ）」が 4

件（36.4％）であり、その内 3 件は「1 か月に 80

時間以上の時間外労働を行った」であった。

次いで「事故によるペナルティ」及び「対人関

係」がそれぞれ 3 件（27.3％）であり、非運転業

務 で は 、 「 役 割 ・ 地 位 の 変 化 等 」 が ７ 件

（50.0％）、「対人関係」が 5 件（35.7％）、「仕事

の失敗、過重な責任の発生等」が 4 件（28.6％）

の順で多かった。「記載なし（長時間労働要因

のみ）」、「事故によるペナルティ」が運転業務

のみの付随要因であり、非運転業務において

は「役割・地位の変化等」、「自然災害（地震）」

であった。 

表 5 の「恒常的長時間労働+出来事」「仕事

の量・質+他の出来事」の 16 件よりその付随要

因（複数）を表 8 に示した。運転業務では、「仕

事の量・質（「1 か月に 80 時間以上の時間外

労働を行った」を除く）」が 3 件（50.0％）と最も

多く、「仕事の失敗、過重な責任の発生等」が

2 件（33.3％）の順であり、非運転業務では、

「仕事の量・質（「1 か月に 80 時間以上の時間

外労働を行った」を除く）」及び「仕事の失敗、

過重な責任の発生等」がそれぞれ6件（60.0％）

と最も多かった。 

発症前 6 か月間の時間外労働時間の平均

値（SD）及び最大値を表 9 に示した。運転業務

では、発症前 1 か月が 98.8（41.5）時間で最も

長く、最も短いのが発症前 5 か月の 89.9（45.3）

時間であり、非運転業務では、発症前 1 か月

が 108.4（53.6）時間で最も長く、最も短いのが
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発症前 6 か月の 77.3（42.6）時間であった。最

大値は運転業務、非運転業務ともに発症前 2

か月のそれぞれ 200.9 時間、227.8 時間であっ

た。時間外労働時間の平均値は、非運転業務

では 100 時間以上が見られたが、運転業務で

は 100 時間以上はなく、約 90～100 時間の時

間外労働時間であった。 

職種別既往歴を表 10 に示した。全体では、

既往歴無しが 41 件（80.4％）、有りが 10 件

（19.6％）であり、運転業務では、無しが 21 件

（91.3％）、有りが 2 件（8.7％）、非運転業務で

は、無しが20件（71.4％）、有りが8件（28.6％）

であった。既往歴有りでは、非運転業務は運

転業務より件数が多かった。 

既往歴の有無別の入社日から発症までの

日数の件数を表 11 に示した。最も多いのは 10

年以上であり、既往歴無しが 19 件（46.3％）、

有りが 4 件（40.0％）であった。既往歴無しに限

り、1 年未満の事案があった。 

職種別の入社日から発症までの日数を表

12 に示した。運転業務、非運転業務ともに 10

年以上が最も多く、それぞれ 10 件（43.5％）、

13 件（46.4％）であった。 

既往歴の有無別の発症から自殺・死亡まで

の日数を表 13 に示した。既往歴無しは 30 日

未満が 19 件（46.3％）、30 日以上 90 日未満

が 11 件（26.8％）の順で多く、有りは 30 日未

満が 6 件（60.0％）、1 年以上 3 年未満が 2 件

（20.0％）の順であった。 

職種別の発症から自殺・死亡までの日数を

表 14 に示した。運転業務は 30 日未満が 13

件（56.5％）、30 日以上 90 日未満が 6 件

（26.1％）の順で多く、非運転業務は30日未満

が 12 件（42.9％）、30 日以上 90 日未満が 6 件

（21.4％）の順で多かった。運転業務では 1 年

未満が 22 件（95.7％）とその割合の多くを占め

た 。 非 運 転業 務 も そ の割 合 は 多く 25 件

（89.3％）であった。 

 

Ｄ．考察 

本研究では 12 年間（平成 22 年～令和 3 年

度）の業務上の精神障害の自殺・死亡事案に

ついて検討を行うことを目的とした。 

職種別の件数では、非運転業務は運転業

務より 5 件多く、全事案 9）と同様に管理職が最

も多かった。死亡時年齢の平均値は 41.5 歳、

多い年代は 40 歳代であった。全事案（全業種）
6）の平均値は 41.3 歳、多い年代は 40-49 歳で

あり、ほぼ同じであった。産業別平均年齢 7）で

は、貨物運送業が 43.5 歳、産業計が 41.0 歳、

また、道路貨物運送業の年齢階級別就業者

構成比 8）は 50 歳以上が 48.8％と約 50％を占

めており、中高年齢層が多い業界であるが、

自殺・死亡事案に関しては業界の高年齢化と

の関係性はないことが示唆された。 

全体の決定時疾患名は、F32 うつ病エピソ

ードが約 8 割を占め、全事案 9）と同様であり、

自殺・死亡事案は F32 うつ病エピソードに該当

する F3 気分（感情）障害が多いことが明らかに

なった。 

業務における心理的負荷 5）（平成 23 年認

定基準）による認定された出来事の 5 分類で

は、長時間労働関連の認定は、運転業務、非

運転業務及び全体において約 75％であった。

全事案 10）においても 70％を超えていることより、

全事案同様、道路貨物運送業においても長時

間労働が自殺・死亡の大きな要因であることが

明らかになった。運転業務では出来事「強」の

「仕事の量・質」が最も多く、その 80％が出来

事「1 か月に 80 時間以上の時間外労働を行っ

た」であった。全事案 9）における「1 か月に 80

時間以上の時間外労働を行った」の割合は

13.8％、運転業務は表 4 より 42.9％と運転業

務の方が多く、全事案とは異なっていた。運転

業務は、基本的に事業場を離れて業務を行う

ことが特徴であることから長時間労働要因では

あるが、異なる傾向になったと考えられる。そ

れに次いで「対人関係」及び「事故によるペナ

ルティ」がそれぞれ 3 件であり、「対人関係」で

は上司または同僚とのトラブル、「事故による

ペナルティ」では、事故による修理費負担が認

められた。件数は少ないが運転業務において

も対人関係によるハラスメント対策が必要と考

えられる。また、事故による修理費負担は道路

貨物運送業の特徴 2）であることを示したが、自

殺・死亡事案にも該当することが明らかになっ

た。 

非運転業務の出来事では「特別な出来事

（極度の長時間労働）」と「仕事内容・仕事量の

（大きな）変化を生じさせる出来事があった」が

最も多く、全事案 9）と同様であった。非運転業

務である運行管理、事務職、管理職の通常業

務はデスクワークが中心と考えられるため、運

転業務とは異なり、全事案と同様の結果にな

ったと考えられる。また、管理職のみが「転勤を

した」の出来事に該当し、これは自殺の発生頻
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度が高い出来事 11）と示され、孤独感や疎外感

を生じさせる可能性が高い出来事 11）であること

が、ひとつの要因となったと考えられる。 

長時間労働以外の付随要因（複数）では、

「仕事の失敗、過重な責任の発生等」、「役割・

地位の変化等」及び「対人関係」が多く認めら

れ、全事案 9）においても長時間労働の背景

（付随）要因として対人トラブルが見受けられた。

道路貨物運送業は全事案同様、長時間労働

の背景（付随）要因として、対人関係を含んだ

ものがあることが明らかになった。また、管理職

においては「仕事の失敗、過重な責任の発生

等」に伴う上司とのトラブルが明らかになり、対

人関係を考慮に入れた、仕事内容の変化へ

のフォローアップが必要と考えられる。 

時間外労働時間の平均値において、全体

では発症前 1 か月から 6 か月間いずれも 80

時間以上であった。運転業務では発症前 5 か

月を除き 90 時間以上の時間外労働時間であ

り、出来事「1 か月に 80 時間以上の時間外労

働を行った」が 80％であったことが主要因と考

えられる。非運転業務では、発症前 1 か月及

び 2 か月において 100 時間以上であった。「特

別な出来事（極度の長時間労働）」が最も多い

ことによる影響が認められた。運転業務・非運

転業務ともに時間外労働時間の最大値が 200

時間を超えており、長時間労働が自殺・死亡

事案に影響を及ぼすことが示唆された。 

既往歴については、全体では既往歴無しが

80.4％であり、運転業務・非運転業務ともに既

往歴無しが多くを占めた。長時間労働関連の

認定も運転業務・非運転業務ともに約 75％で

あったため、長時間労働によることで病院に通

院すること自体が出来なかったことが一つの要

因と考えられる。 

研究の限界として、今回は自殺・死亡事案

が解析対象であったため、調査復命書に記載

されている事項は被災者が自殺・死亡した後

の調査であり、申述の多くは被災者の家族で

あり、被災者本人の申述ではないことに留意

することが必要である。 

 

Ｅ．結論 

本研究では平成 22 年度から令和 3 年度の

12 年間の精神障害の自殺・死亡事案につい

て検討を行うことを目的とした。 

その結果、事案の全件数が男性であり、運

転業務・非運転業務ともに長時間労働が要因

であることが明らかになった。運転業務では、

長時間労働の常態化が主な要因であり、非運

転業務では、「特別な出来事（極度の長時間

労働）」における付随要因として「仕事の失敗、

過重な責任の発生等」、「役割・地位の変化等」

及び「対人関係」が多く認められ、特に管理職

においては「仕事の失敗、過重な責任の発生

等」に伴う上司とのトラブルが明らかになった。

運転業務・非運転業務それぞれの長時間労

働対策の必要性が示唆された。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

なし 
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表 1. 対象事案の基本属性 

 
 

 

表 2. 職種別の件数、発症時・死亡時年齢 

 
 

 

 

表 3. 職種別の決定時疾患名 

 

ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％）

全体
(男性)

23 (45.1) 28 (54.9) 51 (100)

ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％）

全体
(男性)

3 (10.7) 4 (14.3) 6 (21.4) 10 (35.7) 5 (17.9)

倉庫作業 運行管理 事務職 管理職 その他

非運転業務内訳

職種

運転業務 非運転業務 合計

ｎ (%) ｎ (%) ｎ (%)

F3：気分［感情］障害 19 (82.6) 23 (82.1) 42 (82.4)

合計 23 (100) 28 (100) 51 (100)

F32 うつ病エピソード 18 (78.3) 22 (78.6) 40 (78.4)

 F3  下位分類不明 1 (4.3) 1 (3.6) 2 (3.9)

 F43.0 急性ストレス反応 1 (4.3) 0 (0.0) 1 (2.0)

 F43.2 適応障害 3 (13.0) 5 (17.9) 8 (15.7)

疾患名
運転業務 非運転業務 合計

9 (17.6)
F4：神経症性障害、ストレス関連障害
及び身体表現性障害

4 (17.4) 5 (17.9)
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表 4. 職種別の業務における心理的負荷（出来事：平成 23 年認定基準） 

 

運転業務 非運転業務 合計 倉庫職 運行管理 事務職 管理職 その他

ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％） ｎ （％）

事案数 21 25 46 3 4 6 9 3

特別な出来事の評価

心理的負荷が極度のもの 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

極度の長時間労働 1 (4.8) 7 (28.0) 8 (17.4) 1 (33.3) 1 (25.0) 0 (0.0) 3 (33.3) 2 (66.7)

恒常的な長時間 14 (66.7) 9 (36.0) 23 (50.0) 0 (0.0) 2 (50.0) 2 (33.3) 5 (55.6) 0 (0.0)

具体的な出来事

1. （重度の）病気やケガをした 1 (4.8) 0 (0.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

2. 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした 0 (0.0) 1 (4.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (11.1) 0 (0.0)

3. 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 1 (4.8) 0 (0.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

4. 会社の経営に影響する等の重大な仕事上のミスをした 3 (14.3) 0 (0.0) 3 (6.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

5. 会社で起きた事故・事件について、責任を問われた 0 (0.0) 3 (12.0) 3 (6.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 2 (22.2) 0 (0.0)

6. 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

7. 業務に関連し、違法行為を強要された 1 (4.8) 0 (0.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

8. 達成困難なノルマが課された 0 (0.0) 1 (4.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (11.1) 0 (0.0)

9. ノルマが達成できなかった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

11. 顧客や取引先から無理な注文を受けた 0 (0.0) 2 (8.0) 2 (4.3) 0 (0.0) 1 (25.0) 1 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0)

12. 顧客や取引先からクレームを受けた 1 (4.8) 3 (12.0) 4 (8.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 2 (22.2) 0 (0.0)

13. 大きな説明会や公式の場での発表を強いられた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

14. 上司が不在になることにより、その代行を任された 0 (0.0) 1 (4.0) 1 (2.2) 1 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

15. 仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった 2 (9.5) 7 (28.0) 9 (19.6) 1 (33.3) 1 (25.0) 2 (33.3) 2 (22.2) 1 (33.3)

16. 1か月に80時間以上の時間外労働を行った 9 (42.9) 4 (16.0) 13 (28.3) 1 (33.3) 2 (50.0) 0 (0.0) 1 (11.1) 0 (0.0)

17. 2週間にわたって連続勤務を行った 6 (28.6) 6 (24.0) 12 (26.1) 2 (66.7) 2 (50.0) 0 (0.0) 2 (22.2) 0 (0.0)

18. 勤務形態に変化があった 2 (9.5) 1 (4.0) 3 (6.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (11.1) 0 (0.0)

19. 仕事のペース、活動の変化があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

20. 退職を強要された 1 (4.8) 0 (0.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

21. 配置転換があった 1 (4.8) 2 (8.0) 3 (6.5) 1 (33.3) 1 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

22. 転勤をした 0 (0.0) 3 (12.0) 3 (6.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (33.3) 0 (0.0)

23. 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

24. 非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別、不利益取り扱いを受 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

25. 自分の昇格・昇進があった 1 (4.8) 2 (8.0) 3 (6.5) 0 (0.0) 1 (25.0) 0 (0.0) 1 (11.1) 0 (0.0)

26. 部下が減った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

27. 早期退職制度の対象となった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

28. 非正規社員である自分の契約満了が迫った 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた 3 (14.3) 2 (8.0) 5 (10.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 0 (0.0) 1 (33.3)

30. 上司とのトラブルがあった 3 (14.3) 2 (8.0) 5 (10.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

31. 同僚とのトラブルがあった 2 (9.5) 1 (4.0) 3 (6.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0)

32. 部下とのトラブルがあった 0 (0.0) 1 (4.0) 1 (2.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (11.1) 0 (0.0)

33. 理解してくれていた人の異動があった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

34. 上司が替わった 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

36. セクシュアルハラスメントを受けた 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

29. 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた 1 (4.8) 0 (0.0) 1 (2.2) - - - - - - 0 (0.0) - -

30. 同僚等から、暴行又は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けたa 1 (4.8) 0 (0.0) 1 (2.2) - - - - - - 0 (0.0) - -

※出来事が重複している事案もあるため、事案数と出来事の合計は一致しない。割合の算出は各事案数を分母としている。

※H23年基準以前の事案5件は含まない。
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表 5. 認定された出来事の 5 分類の件数 

 
 

 

 

表 6. 特別な出来事（極度の長時間労働）及び出来事「強」の事案の件数 

 
 

 

 

表 7. 「特別な出来事（極度の長時間労働）」「仕事の量・質」の長時間労働以外の付随要因（複数）

の件数 

 
 

 

 

表 8. 「恒常的長時間労働+出来事（中．弱）」「仕事の量・質（中）+他の出来事（中．弱）」の    

付随要因（複数）の件数 

 
 

 

n (%) n (%) n (%)

特別な出来事（極度の長時間労働） 1 (4.3) 8 (28.6) 9 (17.6)

出来事「強」（仕事の量・質） 10 (43.5) 6 (21.4) 16 (31.4)

恒常的長時間労働+出来事（中，弱） 6 (26.1) 7 (25.0) 13 (25.5)

出来事「強」（仕事の量・質を除く） 6 (26.1) 3 (10.7) 9 (17.6)

仕事の量・質（中）+他の出来事「中，弱」の複数 0 (0.0) 4 (14.3) 4 (7.8)

合計(n=51)運転業務(n=23) 非運転業務(n=28)

n (%) n (%) n (%)
特別な出来事（極度の長時間労働） 1 (5.9) 8 (44.4) 9 (25.7)
仕事の量・質 10 (58.8) 6 (33.3) 16 (45.7)
対人関係 3 (17.6) 2 (11.1) 5 (14.3)
仕事の失敗、過重な責任の発生等 2 (11.8) 1 (5.6) 3 (8.6)
事故・ケガ等 1 (5.9) 1 (5.6) 2 (5.7)

運転業務（n=17） 非運転業務(n=18) 合計(n=35)

n (%) n (%) n (%)

対人関係 3 (27.3) 5 (35.7) 8 (32.0)

役割・地位の変化等 0 (0.0) 7 (50.0) 7 (28.0)

仕事の失敗、過重な責任の発生等 1 (9.1) 4 (28.6) 5 (20.0)

記載なし（長時間労働要因のみ） 4 (36.4) 0 (0.0) 4 (16.0)

事故によるペナルティ 3 (27.3) 0 (0.0) 3 (12.0)

自然災害（地震） 0 (0.0) 1 (7.1) 1 (4.0)
※要因が重複している事案もあるため、事案数と要因の合計は一致しない。割合の算出は各事案数を分母としている。

運転業務(n=11) 非運転業務(n=14) 合計(n=25)

n (%) n (%) n (%)
仕事の量・質（「1か月に80時間以上の
時間外労働を行った」を除く）

3 (50.0) 6 (60.0) 9 (56.3)

仕事の失敗、過重な責任の発生等 2 (33.3) 6 (60.0) 8 (50.0)
対人関係 1 (16.7) 3 (30.0) 4 (25.0)
役割・地位の変化等 1 (16.7) 2 (20.0) 3 (18.8)
※要因が重複している事案もあるため、事案数と要因の合計は一致しない。割合の算出は各事案数を分母としている。

運転業務(n=6) 非運転業務(n=10) 合計(n=16)
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表 9. 発症前 6 か月間の時間外労働時間 

 
 

 

 

表 10. 職種別の既往歴 

 
 

 

 

表 11. 既往歴別入社日から発症までの日数 

 
 

 

 

表 12. 職種別入社日から発症までの日数 

 
 

 

n 平均値 SD Max n 平均値 SD Max n 平均値 SD Max
発症前１か月 22 98.8 41.5 186.8 28 108.4 53.6 211.4 50 104.2 48.4 211.4
発症前２か月 22 95.2 50.0 200.9 25 106.8 52.0 227.8 47 101.4 50.8 227.8
発症前３か月 22 97.2 46.1 184.0 25 90.6 48.1 187.0 47 93.7 46.7 187.0
発症前４か月 22 93.8 42.1 144.3 25 83.7 54.4 206.0 47 88.4 48.8 206.0
発症前５か月 21 89.9 45.3 159.8 25 83.1 44.7 178.5 46 86.2 44.6 178.5
発症前６か月 21 98.4 48.8 197.5 25 77.3 42.6 172.0 46 86.9 46.2 197.5

運転業務 (n=23） 非運転業務 (n=28) 合計 (n=51)

運転業務(n=23) 非運転業務(n=28) 合計(n=51)
既往歴 n (%) n (%) n (%)

無し 21 (91.3) 20 (71.4) 41 (80.4)
有り 2 (8.7) 8 (28.6) 10 (19.6)

既往歴無し(n=41) 既往歴有り(n=10) 合計(n=51)
n (%) n (%) n (%)

90日未満 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
90日以上180日未満 3 (7.3) 0 (0.0) 3 (5.9)
180日以上1年未満 2 (4.9) 0 (0.0) 2 (3.9)
1年以上3年未満 7 (17.1) 2 (20.0) 9 (17.6)
3年以上5年未満 5 (12.2) 3 (30.0) 8 (15.7)
5年以上10年未満 5 (12.2) 1 (10.0) 6 (11.8)
10年以上 19 (46.3) 4 (40.0) 23 (45.1)

運転業務(n=23) 非運転業務(n=28) 合計(n=51)
n (%) n (%) n (%)

90日未満 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
90日以上180日未満 2 (8.7) 1 (3.6) 3 (5.9)
180日以上1年未満 2 (8.7) 0 (0.0) 2 (3.9)
1年以上3年未満 5 (21.7) 4 (14.3) 9 (17.6)
3年以上5年未満 2 (8.7) 6 (21.4) 8 (15.7)
5年以上10年未満 2 (8.7) 4 (14.3) 6 (11.8)
10年以上 10 (43.5) 13 (46.4) 23 (45.1)
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表 13. 既往歴別発症から自殺・死亡までの日数 

 
 

 

 

表 14. 職種別発症から自殺・死亡までの日数 

 
 

 

 

 

既往歴無し(n=41) 既往歴有り(n=10) 合計(n=51)
n (%) n (%) n (%)

30日未満 19 (46.3) 6 (60.0) 25 (49.0)
30日以上90日未満 11 (26.8) 1 (10.0) 12 (23.5)
90日以上180日未満 5 (12.2) 0 (0.0) 5 (9.8)
180日以上1年未満 4 (9.8) 1 (10.0) 5 (9.8)
1年以上3年未満 2 (4.9) 2 (20.0) 4 (7.8)

運転業務(n=23) 非運転業務(n=28） 合計(n=51)
n (%) n (%) n (%)

30日未満 13 (56.5) 12 (42.9) 25 (49.0)
30日以上90日未満 6 (26.1) 6 (21.4) 12 (23.5)
90日以上180日未満 3 (13.0) 2 (7.1) 5 (9.8)
180日以上1年未満 0 (0.0) 5 (17.9) 5 (9.8)
1年以上3年未満 1 (4.3) 3 (10.7) 4 (7.8)
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案研究） 

 

業種・職種別の過労死等の特徴と分析結果活用に関する研究 2024 
 

研究分担者 吉川 徹 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・統括研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】第 14 次労働災害防止計画（令和 5(2023)年度から令和 9(2027)年度）では、過労死等

防止調査研究センターにおける研究成果を踏まえた業種別・職種別の防止対策の作成及び

周知に取り組むことが記載され、業種別・職種別に注目した防止対策の取り組みが必要とされ

ている。本研究では、令和 6（2024）年 4 月に時間外労働の上限規制の適用が開始された医

師、重点業種「医療」の看護師、「IT 産業」の情報通信業、精神障害の業種別の労災認定事由

に注目し、対象業種・職種における事案分析研究等の知見の整理及び成果の活用について

検討した。 

【方法】平成 27(2015)年度より実施してきた過労死等事案研究のうち、重点業種「医療」「IT 産

業」に関連した調査研究報告を収集し、各分担研究報告においてまとめられた過労死等防止

のために取り組むべき視点の整理を行う。また、多業種・多職種の精神障害に注目して、認定

事由とされた心理的負荷の違いの整理を行う。これらの結果をもとに A4 で 2 枚程度の「業種・

職種別に過労死等の実態をまとめたファクトシート」を作成する。令和 5(2023)年度に作成した

「自動車運転従事者」「建設業」についても、公開に向けてのデータの見直し、レイアウトの修正

などを行う。 

【結果】これまで公開された過労死等の実態に関する研究報告書（医療 3 報、IT 産業 2 報）及

び関連して発表された学術論文等を参照し、対象となった業種・職種において過労死等の実

態として整理すべき事項をまとめた。これらの結果に基づき医療（医師）、医療（看護師）、IT 産

業（情報通信業）、業種・職種別の精神障害の労災認定事由としての心理的負荷要因に関す

る情報を整理し、過労死等の実態の紹介及び過労死等防止を促進するファクトシート案を作成

した。「自動車運転従事者」「建設業」についても見直し、HP 公開版を作成した。 

【考察】作成された資材の活用が期待される。一方、作成されたファクトシート案はその対象者

ごとで過労死等防止に関する対策内容が異なる可能性があり、内容及び情報の伝え方などを

含めて今後も検討を進める必要がある。特に、現場の管理者、医師、看護師、IT 産業で働くシ

ステムエンジニア等の技術職や事務職、人事・労務管理担当者、産業保健実務者、また行政

担当者や研究者からの意見などを集約し、過労死等防止に重要なファクトシートとして見直し、

公開し、活用する場面などを検討する必要がある。 

【この研究から分かったこと】医師、看護師、情報通信業を対象として過労死等防止の啓発と防

止策の普及を促進するファクトシートを作成した。また、精神障害の労災認定事由の相違と防

止視点を支援する業種比較版のファクトシートを作成した。今後の普及が期待される。 

【キーワード】ファクトシート、重点業種、過労死等 

研究分担者: 

田原裕之（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・研究員） 

髙橋有記（同センター・研究員） 

佐々木毅（同研究所産業保健研究グルー

プ・部長） 

中辻めぐみ（同研究所過労死等防止調査

研究センター・研究員） 
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鈴木一弥（同センター・研究員） 

高橋正也（同センター・センター長） 

研究協力者 

中西麻由子（なかにしヘルケアオフィス代

表・産業医） 

 

Ａ．目的 

過労死等の防止のための対策に関する大

綱において過労死等が多発し調査研究で注

目すべき職種や業種・業界が指摘されている
1)。過労死等防止調査研究センター（以下「過

労死 C」という。）では、過労死等として労災認

定された事案の調査復命書から過労死等デ

ータベースを作成し、平成 27 年度より調査分

析を行ってきた 2), 3)。これまでの事案分析から、

過労死等防止には業種や職種に特徴的な過

重労働や心理的な負荷要因があり、業種・職

種の働き方や労働慣行の特徴に応じた個別

具体的な対策が重要であることを明らかにして

きた 4), 5)。 

一方、各業種の関連団体や、事業主、労働

者、過労死等防止に関わる産業保健スタッフ

等の専門家等への周知、研究成果の活用等

については課題が残る。これまで過労死 C で

は研究成果発表シンポジウムの開催や内外の

関係団体に研究成果等の情報提供を行って

きたが、第 3 期からは、過労死等対策実装班

を通じて業種・業界との協働による労使による

過労死等防止策支援が開始され、また令和 5

年度には過労死 C の HP の開設による情報提

供により、研究成果の普及が進んだ。さらに、

毎年発行される過労死等防止対策白書等に

おいて、事案研究による業種、職種毎の過労

死等の実態に関する研究成果が活用されてき

た。また、2023 年度から 2027 年度を計画期間

とする第 14 次労働災害防止計画では「イ過重

労働対策（略）（イ）（ア）の達成に向けて国等

が取り組むこと（略）」において、「過労死等の

実態解明と防止対策に関する総合的な労働

安全衛生研究（過労死 C 実施）における研究

成果を踏まえた業種別・職種別の防止対策の

作成及び周知に取り組む。」とされ、特に業種

別・職種別に注目した取り組みが必要とされて

いる。業種・職種に注目した対策に関しては業

種・職種に応じた過労死等の実態について積

極的に活用していくことが期待されている 6)。

令和 5 年度には、令和 6(2024)年 4 月に時間

外労働の上限規制の適用が開始される自動

車運転従事者（運輸業）、建設業に焦点をあ

てて、これまでの事案分析研究によって得られ

た知見の整理を試み、その成果の普及に関連

した検討を行い、自動車運転従事者（運輸業）

及び建設業のファクトシートを作成した。 

本年度は、重点業種の「医療」について、令

和 6(2024)年 4 月に時間外労働の上限規制の

適用が開始された医師、看護師、同じく重点

業種の「IT 産業」に注目し、ファクトシートの作

成を行う。また、心理的な負荷要因が異なるこ

とが報告されている精神障害の事案を取り上

げ 7)、業種別にその違いを紹介するファクトシ

ートの作成を行う。 

 

Ｂ．方法 

1. 過労死等事案研究における知見の整理 

1) 医療（医師、看護師）、IT 産業における過

労死等の実態(FACT)の確認 

平成 27 年度より実施してきた過労死等事案

研究のうち、「医療」に関連した「医療，福祉業」

関連の調査研究報告を収集し、各分担研究

報告においてまとめられた過労死等防止のた

めに取り組むべき視点の整理を行う。各分担

研究での重要な分析結果や報告書等で記載

された対策の提言をレビューする。 

2) 重点業種・職種における過去の精神障害

のデータベースの作成 

過労死等データベースを利用し、重点業種

別の精神障害の労災認定事案について、過

労死等防止対策推進法施行後の平成27年度

から令和 3 年度までの 7 年間を対象に、労災

認定の事由となった特別な出来事、具体的な

出来事についてその件数を集計し、業種・職

種別ファクトシートを作成する。 

2. 業種別の特徴に関するファクトシートの作

成 

1) ファクトシート案の作成 

業種・職種毎の過労死等の特徴と防止対策

の優先事項や具体的な取り組みを紹介する

A4 で 2～4 枚程度の「業種・職種別に過労死

等の実態をまとめたファクトシート」を作成する。

作成の際には、すでに行われている種々の過

労死等防止策と連携できるツールを目指す。 

2) 対象とする業種 

令和 6 年度は、重点業種の「医療」について、

令和 6(2024)年 4 月に時間外労働の上限規制

の適用が開始された医師、看護師、同じく重

点業種の「IT 産業」のファクトシートの作成を行
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う。また、心理的な負荷要因が異なることが報

告されている精神障害の事案を取り上げ、業

種別にその違いを紹介するファクトシートの作

成を行う。また、昨年度作成した自動車運転従

事者及び建設業のファクトシートについては、

内容の見直し、精査を行い、公開に向けて準

備を行う。 

図 1 には、第 14 次労働災害防止計画にお

ける業種別・職種別対策の推進を踏まえた、

過労死等防止に関わる過労死等防止支援ツ

ールの開発のイメージを示した。 

 

3. 倫理面での配慮 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究倫

理審査委員会にて審査され、承認を得たうえ

で行った（通知番号：2022N10）。 

 

 

 
図１ ファクトシート作成に関連した全体計画（令和 5 年度から令和 9 年度（予定）） 

 

 

Ｃ．結果 

1. 過労死等事案研究における知見の整理 

1) 医療（医師、看護師）における過労死等の

実態(FACT)の確認及び防止対策として重要

な点の検討 

平成 27 年度から令和 5 年度までの当研究

班の医療，福祉業に関連した事案研究は 3 報

報告されている 8), 9）, 10)。そのうち、一報は総説

として公開されている 11)。 

平成 29 年度の報告では、平成 22 年 1 月か

ら平成 27 年 3 月までの 5 年 3 か月を対象とし

た医療，福祉の事案は、脳・心臓疾患は 52 

件、精神障害事案は 233 件で、職種の特徴、

医師、看護師の脳心、精神の被災の状況を初

報告した 8)。令和 3 年度の報告では、前述の

報告書の対象事案に加えて平成 27～令和元

年度の 5 年間を追加して、医療，福祉業の事

案全数を集計し、特に、医師の過労死等では

過去 10 年の脳心は 25 件、精神は 28 件を

特定し、その詳細をまとめた 9)。令和 5 年の報

告では、平成 22～令和 2 年度の 11 年間を

対象として、特に精神疾患事案に特化して解

析を行い、医師 31 件、看護師 193 件を対象

とした解析を行った 10)。 

これらの 3 報を総合すると、医師においては、

臨床研修医の精神障害の発症予防及び自殺

対策が重要であること、看護師においては「悲

惨な事故や災害の体験、目撃」をした看護師

に対しての事故・災害の発生前、発生直後、

急性ストレス障害や PTSD などの発症防止等

を含む包括的な支援に加えて、ハラスメントへ

の対策も肝要であることなども明らかとなった。

そこで、ファクトシートは上記の視点のファクト

（事実）を中心に作成する方針とした。 
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これらをもとに、ファクトシートに掲載すべき

内容を検討し（表 1-1）、最終的に別添 1 及び

別添 2 のファクトシートをドラフトした。 

 

表 1-1 ファクトシートに記載する内容（医療） 

業種 主な記載内容（案） 

医師 医師の精神障害事案では、自殺事

案が 4 割以上を占め、また、全体の

おおよそ半数が臨床研修医（初期・

後期）である 

○キーとなる FACT 

・週 60 時間以上勤務する医師が 2

割以上（厚労省調査） 

・医師の精神障害事案（男女合計

31 件）のうち、臨床研修医（初期・後

期）の事案は 14 件（45.2%）でおよそ

半数を占める 

・医師の自殺（未遂を含む）事案が

13 件（41.9％）あるなかで、臨床研

修医（初期・後期）の事案は 7 件

（53.8％）であり、自殺事案の過半数

を占める 

○対策に関する情報 

・医療機関管理者、医師への情報

提供として、「いきサポ」の紹介など 

・患者向け、上手な医療のかかり方 

看護

師 

看護師の精神障害事案では、「悲

惨な事故や災害の体験、目撃をし

た」が最も多い 

○キーとなる FACT 

・看護職員の 52.8％が、過去 1 年間

に勤務先または訪問先などで暴力・

ハラスメントを受けた経験がある（日

本看護協会） 

・看護師の精神障害の認定件数は

男性 14 件、女性 179 件 

・女性看護師の労災認定要因は、

「悲惨な事故や災害の体験、目撃を

した」が 72 件（45.9％）と最も多い 

○対策に関する情報 

・患者向け、上手な医療のかかり方 

・看護師向け、院内暴力が発生した

際の看護職員に対するポストベンシ

ョンのフローの紹介 

・医療機関管理者向け等を整理 

 

 

2) IT 産業における過労死等の実態(FACT)の

確認、防止対策として重要な点の検討 

IT 産業では労災疾病臨床研究では 2 報が

報告されている 12), 13)。それぞれ、報告内容の

うち重要な事項が学術論文としても公開されて

いる 14)。平成 29 年度の「情報通信業における

労災認定事案の特徴に関する研究」は IT 産

業に従事する労働者の過労死等の実態につ

いての初報告となった 12)。同報告では、平成

22 年から 26 年度の脳心 51 件、精神 85 件を

抽出し、情報通信業では雇用者 100 万人当た

りの精神障害による労災認定事案数及び精神

障害による労災認定された自殺事案数が高い

比率を占めたこと、この傾向は 29 歳以下で特

に顕著であり、30 歳代や女性の比率も高かっ

たことなどを明らかにしている。また、この点を

さらに詳しく調べるために、情報通信業の典型

的職種として、情報サービス業に従事するシス

テムエンジニア（SE）35 件及びプログラマー3

件を対象に精神障害による労災認定事案の

詳細分析を行っている 12)。これらは菅らによっ

て、より詳細な解析とともに、考察を加えた学

術論文として労働安全衛生研究に報告されて

いる 14)。令和3年には髙橋有記らにより、IT 産

業における精神障害・自殺事案の解析した結

果が報告されている 13)。特に、238 例の詳細解

析により、IT 産業に従事する労働者は長時間

労働が認定事由となっている割合が高く、適

切な労働時間管理が重要であることが強調さ

れていた 15)。 

これらをもとに、ファクトシートに掲載すべき

内容を検討し（表 1-2）、最終的に別添 3 のフ

ァクトシートをドラフトした。 

 

表 1-2 ファクトシートに記載する主な内容 

業種 主な記載内容（案） 

IT 産

業 

情報サービス業（IT 産業の精神障

害事案では、睡眠時間の確保が困

難になるような長時間労働が目立

つ 

○キーとなる FACT 

・情報通信業は、年間総実労働時

間が 1,933 時間（全産業平均 1,724

時間）、 

所定外労働時間が 198 時間（全産

業平均 129 時間）と高水準（厚労

省） 

・労災認定要因として「恒常的な長
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時間労働」や「極度の長時間労働」

が目立つ、長時間労働以外の要

因では、仕事上の大きな変化や女

性に対するセクハラなどがある 

○対策に関する情報 

・管理者向けの注意喚起 

・労働者向け、健康づくりのための

睡眠ガイド 

 

 

3) 業種別の精神障害の過労死等の特徴と防

止対策として重要な点 

過労死等対策の重点業種である、医療、自

動車運転従事者、建設業、外食産業、IT 産業、

教職員について、精神障害認定事案の認定

事由となった心理的負荷の出来事について業

種ごと集計を行った。今後の改定可能性を想

定し、業種・職種でデータをそろえることは集

計がやや複雑となるため、総務省統計で用い

られている業種で集計を行うこととした。それぞ

れ、「医療，福祉業」「運輸業，郵便業」「建設

業」「宿泊業，飲食サービス業」「情報通信業」

「教育，学習支援業」で集計を行う方針とした。 

最終的に表 2-1 に過労死等重点業種にお

ける認定事由としての心理的負荷の件数及び

全体に占める割合（平成 27 年～令和 3 年、7

年間）を示し、これを元に、ファクトシート用の

提示割合を算出した（表 2-2）。これらの割合を

ファクトシートに棒グラフで示した。なお、表 3-

1～表 3-8 には、これらの集計の元となった 6

業種を含む、経年での心理的負荷の件数を表

にした。 

これらをもとに、ファクトシートに掲載すべき

内容を検討し（表 1-3）、最終的に別添 4 のフ

ァクトシートをドラフトした。 

 

表 1-3 ファクトシートに記載する主な内容 

業種 主な記載内容（案） 

6 つの

業 種 ・

職種 

精神障害の労災認定事案では、

業種ごとで仕事のストレス（心理的

負荷の出来事）が異なる 

○キーとなる FACT 

・精神障害の過労死等認定事案

が激増している 

・重点業種・職種を含む 6 つの業

種で集計した結果、業種ごとで過

労死等の認定事由に特徴がある

ことをデータとして提示 

・上位の負荷要因は吹き出しを作

成 

○対策に関する情報 

・基本的労務管理に関する事項の

記載 

・業種ごとで対策の情報が集約さ

れているウェブページの紹介 

 

4) 「自動車運転従事者」及び「建設業」のファ

クトシートの更新 

令和 5 年度に作成した「自動車運転従事者」

及び「建設業」のファクトシートについて、掲載

情報整理を含む内容の見直し、精査を行い、

HP 等での公開に向けて準備を行った。 

 

Ｄ．考察 

本研究では、令和 6（2024）年 4 月に時間外

労働の上限規制の適用が開始された「医療」

の医師、「医療」の看護師、IT 産業である「情

報通信業」を対象に、対象業種・職種における

事案分析研究等の知見の整理及びファクトシ

ートの作成を行った。また、業種ごとの特徴の

違いがわかるよう、精神障害事案における心

理的負荷の特徴について、業種別に示したフ

ァクトシートを作成した。 

作成された資材の活用が期待される。一方、

作成されたファクトシート案は内容、及び情報

の伝え方などを含め今後も検討を進め、現場

の管理者、医師、看護師、IT 産業で働くシステ

ムエンジニア等の技術職や事務職、人事・労

務管理担当者、産業保健実務者、また行政担

当者や研究者からの意見などを集約し、過労

死等防止に重要なファクトシートとして見直し、

公開し、活用する場面などを検討する必要が

ある。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、令和 6（2024）年 4 月に時間外

労働の上限規制の適用が開始された医師（医

療）と、看護師（医療）及び IT 産業を対象に、

対象業種・職種における事案分析研究等の知

見の整理及び成果の活用について検討した。

また、精神障害の業種別の認定事由の相違の

整理を行った。それを基に医師、看護師、IT

産業、業種比較の 4 種のファクトシートを作成

した。また、昨年度作成した自動車運転従事

者及び建設業のファクトシートについて、内容

の見直し、精査を行い、公開に向けての準備
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を行った。今後、作成された資材の活用及び

よりよい情報資料を作成することを継続する必

要がある。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 
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表 2-1 過労死等重点業種における認定事由としての心理的負荷の件数及び全体に占める割合

（平成 27 年～令和 3 年、7 年間）※ 

 
※各業種における事案数は心理的負荷要因の合計の件数と一致しない。1 件の事案において、複数の心理的負

荷が評価されている場合があるため。6 業種は、医療、運輸、建設、飲食、情報、教育の 6 業種・職種をさす。 

 

 

表 2-2 過労死等重点業種（ファクトシートの図表作成用オリジナルデータ） 

 

 

全 製造 医療 運輸 建設 飲⾷ 情報 教育 6業種
事案数 5090 627 647 395 307 248 199 93

事故や災害 Ⅰ 1312 208 225 125 112 30 6 8 506
仕事の失敗 Ⅱ 1187 148 130 80 69 38 31 31 379

仕事の量・質 Ⅲ 2332 302 190 203 190 150 119 44 896
役割・地位の変化 Ⅳ 806 105 77 60 43 41 20 15 256

Ⅴ 2177 288 322 152 95 117 57 57 800
セクハラ Ⅵ 397 45 65 19 14 22 17 15 152

合計 8211 1096 1009 639 523 398 250 170 2989

事故や災害 Ⅰ 16.0% 19.0% 22.3% 19.6% 21.4% 7.5% 2.4% 4.7% 16.9%
仕事の失敗 Ⅱ 14.5% 13.5% 12.9% 12.5% 13.2% 9.5% 12.4% 18.2% 12.7%

仕事の量・質 Ⅲ 28.4% 27.6% 18.8% 31.8% 36.3% 37.7% 47.6% 25.9% 30.0%
役割・地位の変化 Ⅳ 9.8% 9.6% 7.6% 9.4% 8.2% 10.3% 8.0% 8.8% 8.6%

Ⅴ 26.5% 26.3% 31.9% 23.8% 18.2% 29.4% 22.8% 33.5% 26.8%
セクハラ Ⅵ 4.8% 4.1% 6.4% 3.0% 2.7% 5.5% 6.8% 8.8% 5.1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

対⼈関係(パワハラ含む)

対⼈関係(パワハラ含む)

事故や
災害

仕事の
失敗

仕事の
量・質

役割・
地位の
変化

対⼈関係
(パワハ
ラ含む)

セクハラ

医療・福祉 22.3% 12.9% 18.8% 7.6% 31.9% 6.4%
運輸業、郵便業 19.6% 12.5% 31.8% 9.4% 23.8% 3.0%

建設業 21.4% 13.2% 36.3% 8.2% 18.2% 2.7%
宿泊業、飲⾷サービス業 7.5% 9.5% 37.7% 10.3% 29.4% 5.5%

情報通信業 2.4% 12.4% 47.6% 8.0% 22.8% 6.8%
教育、学習⽀援業 4.7% 18.2% 25.9% 8.8% 33.5% 8.8%
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表 3-1 出来事（平成 27～令和 3 年度） （業務上：精神障害、全業種） 

 
  

年度
H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03
N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
対象数 472 498 506 465 509 608 629 5090

[年度別%] [9.3] [9.8] [9.9] [9.1] [10.0] [11.9] [12.4] [100]
具体的出来事

47 65 56 58 50 77 51 557
(10.0) (13.1) (11.1) (12.5) (9.8) (12.7) (8.1) (10.9)

60 73 80 76 71 108 78 755
(12.7) (14.7) (15.8) (16.3) (13.9) (17.8) (12.4) (14.8)

3 3 12 5 2 2 8 47
(0.6) (0.6) (2.4) (1.1) (0.4) (0.3) (1.3) (0.9)

27 24 21 18 24 27 17 214
(5.7) (4.8) (4.2) (3.9) (4.7) (4.4) (2.7) (4.2)

12 14 7 7 16 10 9 111
(2.5) (2.8) (1.4) (1.5) (3.1) (1.6) (1.4) (2.2)

2 2 1 6 3 1 5 32
(0.4) (0.4) (0.2) (1.3) (0.6) (0.2) (0.8) (0.6)

11 11 11 6 10 10 16 85
(2.3) (2.2) (2.2) (1.3) (2.0) (1.6) (2.5) (1.7)

19 18 21 20 22 14 13 172
(4.0) (3.6) (4.2) (4.3) (4.3) (2.3) (2.1) (3.4)

17 10 8 7 11 7 14 105
(3.6) (2.0) (1.6) (1.5) (2.2) (1.2) (2.2) (2.1)

3 12 6 4 12 9 3 66
(0.6) (2.4) (1.2) (0.9) (2.4) (1.5) (0.5) (1.3)

8 7 8 3 11 6 9 69
(1.7) (1.4) (1.6) (0.6) (2.2) (1.0) (1.4) (1.4)

26 23 18 16 21 26 20 225
(5.5) (4.6) (3.6) (3.4) (4.1) (4.3) (3.2) (4.4)

4 4 1 2 3 2 1 18
(0.8) (0.8) (0.2) (0.4) (0.6) (0.3) (0.2) (0.4)

8 8 5 8 5 1 3 43
(1.7) (1.6) (1.0) (1.7) (1.0) (0.2) (0.5) (0.8)
113 126 122 117 109 116 113 1085

(23.9) (25.3) (24.1) (25.2) (21.4) (19.1) (18.0) (21.3)
59 51 59 53 46 44 31 491

(12.5) (10.2) (11.7) (11.4) (9.0) (7.2) (4.9) (9.6)
65 87 89 68 88 85 79 691

(13.8) (17.5) (17.6) (14.6) (17.3) (14.0) (12.6) (13.6)
3 0 7 4 2 8 6 36

(0.6) (0.0) (1.4) (0.9) (0.4) (1.3) (1.0) (0.7)
3 0 5 6 3 5 2 29

(0.6) (0.0) (1.0) (1.3) (0.6) (0.8) (0.3) (0.6)
16 24 12 10 15 12 16 155

(3.4) (4.8) (2.4) (2.2) (2.9) (2.0) (2.5) (3.0)
37 36 28 23 32 27 35 305

(7.8) (7.2) (5.5) (4.9) (6.3) (4.4) (5.6) (6.0)
6 10 6 16 13 9 9 96

(1.3) (2.0) (1.2) (3.4) (2.6) (1.5) (1.4) (1.9)
10 10 10 6 16 8 13 92

(2.1) (2.0) (2.0) (1.3) (3.1) (1.3) (2.1) (1.8)
3 3 2 1 3 7 5 26

(0.6) (0.6) (0.4) (0.2) (0.6) (1.2) (0.8) (0.5)
7 8 14 3 8 8 10 76

(1.5) (1.6) (2.8) (0.6) (1.6) (1.3) (1.6) (1.5)
2 8 9 4 2 4 7 46

(0.4) (1.6) (1.8) (0.9) (0.4) (0.7) (1.1) (0.9)
0 0 0 0 0 0 0 0

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
2 1 2 0 2 1 1 10

(0.4) (0.2) (0.4) (0.0) (0.4) (0.2) (0.2) (0.2)
80 98 111 87 97 16 - 709

(16.9) (19.7) (21.9) (18.7) (19.1) (2.6) - (13.9)
82 89 70 63 74 73 68 723

(17.4) (17.9) (13.8) (13.5) (14.5) (12.0) (10.8) (14.2)
15 15 12 14 18 15 15 137

(3.2) (3.0) (2.4) (3.0) (3.5) (2.5) (2.4) (2.7)
4 8 6 10 13 12 4 80

(0.8) (1.6) (1.2) (2.2) (2.6) (2.0) (0.6) (1.6)
4 3 10 9 7 12 11 63

(0.8) (0.6) (2.0) (1.9) (1.4) (2.0) (1.7) (1.2)
4 5 3 7 5 4 6 45

(0.8) (1.0) (0.6) (1.5) (1.0) (0.7) (1.0) (0.9)
1 1 0 0 2 1 1 7

(0.2) (0.2) (0.0) (0.0) (0.4) (0.2) (0.2) (0.1)
30 34 36 38 50 49 69 397

(6.4) (6.8) (7.1) (8.2) (9.8) (8.1) (11.0) (7.8)
0 0 0 0 0 116 152 268

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (19.1) (24.2) (21.7)
0 0 0 0 0 71 74 145

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (11.7) (11.8) (11.7)

合計

2. 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした

1. （重度の）病気やケガをした

4. 会社の経営に影響するなどの重⼤な仕事上のミスをした

3. 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした

6. ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた

5. 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた

8. 達成困難なノルマが課された

7. 業務に関連し、違法⾏為を強要された

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

9. ノルマが達成できなかった

12. 顧客や取引先からクレームを受けた

11. 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた

14. 上司が不在になることにより、その代⾏を任された

13. ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた

16. 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った

15. 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった

18. 勤務形態に変化があった

17. 2週間以上にわたって連続勤務を⾏った

20. 退職を強要された

19. 仕事のペース、活動の変化があった

22. 転勤をした

21. 配置転換があった

24. ⾮正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた

23. 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった

26. 部下が減った

25. ⾃分の昇格・昇進があった

28. ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った

27. 早期退職制度の対象となった

30. 上司とのトラブルがあった

29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた

32. 部下とのトラブルがあった

31. 同僚とのトラブルがあった

34. 上司が替わった

33. 理解してくれていた⼈の異動があった

36. セクシュアルハラスメントを受けた

35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された

30. 同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた

29. 上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
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表 3-2 出来事（平成 27～令和 3 年度） （業務上：精神障害、製造業） 

 

 

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03
N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
対象数 71 91 87 82 90 100 106 627

[年度別%] [11.3] [14.5] [13.9] [13.1] [14.4] [15.9] [16.9] [100]
具体的出来事

6 22 19 11 21 20 13 112
(8.5) (24.2) (21.8) (13.4) (23.3) (20.0) (12.3) (17.9)

4 15 11 15 22 15 14 96
(5.6) (16.5) (12.6) (18.3) (24.4) (15.0) (13.2) (15.3)

0 0 1 1 0 0 0 2
(0.0) (0.0) (1.1) (1.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.3)

3 4 3 3 3 8 3 27
(4.2) (4.4) (3.4) (3.7) (3.3) (8.0) (2.8) (4.3)

2 2 2 1 1 4 1 13
(2.8) (2.2) (2.3) (1.2) (1.1) (4.0) (0.9) (2.1)

0 2 1 2 2 0 2 9
(0.0) (2.2) (1.1) (2.4) (2.2) (0.0) (1.9) (1.4)

0 0 2 0 1 2 5 10
(0.0) (0.0) (2.3) (0.0) (1.1) (2.0) (4.7) (1.6)

2 4 5 6 4 3 3 27
(2.8) (4.4) (5.7) (7.3) (4.4) (3.0) (2.8) (4.3)

1 0 1 1 4 2 3 12
(1.4) (0.0) (1.1) (1.2) (4.4) (2.0) (2.8) (1.9)

1 1 3 2 2 3 0 12
(1.4) (1.1) (3.4) (2.4) (2.2) (3.0) (0.0) (1.9)

3 1 1 1 2 1 3 12
(4.2) (1.1) (1.1) (1.2) (2.2) (1.0) (2.8) (1.9)

3 3 0 1 2 3 3 15
(4.2) (3.3) (0.0) (1.2) (2.2) (3.0) (2.8) (2.4)

1 1 0 2 1 0 0 5
(1.4) (1.1) (0.0) (2.4) (1.1) (0.0) (0.0) (0.8)

0 1 0 2 0 0 1 4
(0.0) (1.1) (0.0) (2.4) (0.0) (0.0) (0.9) (0.6)

22 22 21 29 14 28 20 156
(31.0) (24.2) (24.1) (35.4) (15.6) (28.0) (18.9) (24.9)

17 9 3 5 7 8 7 56
(23.9) (9.9) (3.4) (6.1) (7.8) (8.0) (6.6) (8.9)

8 11 10 10 11 15 14 79
(11.3) (12.1) (11.5) (12.2) (12.2) (15.0) (13.2) (12.6)

0 0 1 1 0 2 1 5
(0.0) (0.0) (1.1) (1.2) (0.0) (2.0) (0.9) (0.8)

1 0 0 2 0 3 0 6
(1.4) (0.0) (0.0) (2.4) (0.0) (3.0) (0.0) (1.0)

4 4 3 0 0 2 3 16
(5.6) (4.4) (3.4) (0.0) (0.0) (2.0) (2.8) (2.6)

7 6 4 4 3 7 7 38
(9.9) (6.6) (4.6) (4.9) (3.3) (7.0) (6.6) (6.1)

3 1 2 5 2 2 1 16
(4.2) (1.1) (2.3) (6.1) (2.2) (2.0) (0.9) (2.6)

1 1 2 1 6 2 1 14
(1.4) (1.1) (2.3) (1.2) (6.7) (2.0) (0.9) (2.2)

0 1 0 0 0 1 1 3
(0.0) (1.1) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (0.9) (0.5)

2 0 1 2 1 3 1 10
(2.8) (0.0) (1.1) (2.4) (1.1) (3.0) (0.9) (1.6)

2 1 0 1 1 1 2 8
(2.8) (1.1) (0.0) (1.2) (1.1) (1.0) (1.9) (1.3)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

11 15 18 14 17 3 0 78
(15.5) (16.5) (20.7) (17.1) (18.9) (3.0) (0.0) (12.4)

15 12 10 16 13 16 17 99
(21.1) (13.2) (11.5) (19.5) (14.4) (16.0) (16.0) (15.8)

1 2 2 2 0 3 4 14
(1.4) (2.2) (2.3) (2.4) (0.0) (3.0) (3.8) (2.2)

2 0 2 1 3 4 0 12
(2.8) (0.0) (2.3) (1.2) (3.3) (4.0) (0.0) (1.9)

0 0 2 4 2 2 3 13
(0.0) (0.0) (2.3) (4.9) (2.2) (2.0) (2.8) (2.1)

1 1 1 2 0 2 3 10
(1.4) (1.1) (1.1) (2.4) (0.0) (2.0) (2.8) (1.6)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

3 8 8 7 4 8 7 45
(4.2) (8.8) (9.2) (8.5) (4.4) (8.0) (6.6) (7.2)

0 0 0 0 0 22 30 52
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (22.0) (28.3) (25.2)

0 0 0 0 0 1 9 10
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0) (8.5) (4.9)

合計

2. 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした

1. （重度の）病気やケガをした

4. 会社の経営に影響するなどの重⼤な仕事上のミスをした

3. 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした

6. ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた

5. 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた

8. 達成困難なノルマが課された

7. 業務に関連し、違法⾏為を強要された

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

9. ノルマが達成できなかった

12. 顧客や取引先からクレームを受けた

11. 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた

14. 上司が不在になることにより、その代⾏を任された

13. ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた

16. 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った

15. 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった

18. 勤務形態に変化があった

17. 2週間以上にわたって連続勤務を⾏った

20. 退職を強要された

19. 仕事のペース、活動の変化があった

22. 転勤をした

21. 配置転換があった

24. ⾮正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた

23. 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった

26. 部下が減った

25. ⾃分の昇格・昇進があった

28. ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った

27. 早期退職制度の対象となった

30. 上司とのトラブルがあった

29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた

32. 部下とのトラブルがあった

31. 同僚とのトラブルがあった

34. 上司が替わった

33. 理解してくれていた⼈の異動があった

36. セクシュアルハラスメントを受けた

35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された

30. 同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた

29. 上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
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表 3-3 出来事（平成 27～令和 3 年度） （業務上：精神障害、医療，福祉業） 

 

 

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03
N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
象数 47 80 82 70 78 148 142 647
[年度別%] [7.3] [12.4] [12.7] [10.8] [12.1] [22.9] [21.9] [100]

具体的出来事
6 7 7 11 9 10 10 60

(12.8) (8.8) (8.5) (15.7) (11.5) (6.8) (7.0) (9.3)
15 26 25 22 21 37 19 165

(31.9) (32.5) (30.5) (31.4) (26.9) (25.0) (13.4) (25.5)
0 0 4 2 1 0 2 9

(0.0) (0.0) (4.9) (2.9) (1.3) (0.0) (1.4) (1.4)
1 2 2 2 4 4 3 18

(2.1) (2.5) (2.4) (2.9) (5.1) (2.7) (2.1) (2.8)
2 5 1 1 6 2 1 18

(4.3) (6.3) (1.2) (1.4) (7.7) (1.4) (0.7) (2.8)
0 0 0 0 0 0 0 0

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
2 3 3 2 2 3 3 18

(4.3) (3.8) (3.7) (2.9) (2.6) (2.0) (2.1) (2.8)
0 1 3 2 3 2 2 13

(0.0) (1.3) (3.7) (2.9) (3.8) (1.4) (1.4) (2.0)
0 0 0 1 0 0 0 1

(0.0) (0.0) (0.0) (1.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2)
0 2 0 0 2 2 0 6

(0.0) (2.5) (0.0) (0.0) (2.6) (1.4) (0.0) (0.9)
0 1 0 1 1 1 0 4

(0.0) (1.3) (0.0) (1.4) (1.3) (0.7) (0.0) (0.6)
2 4 4 2 4 11 6 33

(4.3) (5.0) (4.9) (2.9) (5.1) (7.4) (4.2) (5.1)
1 0 1 0 0 1 1 4

(2.1) (0.0) (1.2) (0.0) (0.0) (0.7) (0.7) (0.6)
0 2 1 2 1 0 0 6

(0.0) (2.5) (1.2) (2.9) (1.3) (0.0) (0.0) (0.9)
8 9 13 14 12 23 17 96

(17.0) (11.3) (15.9) (20.0) (15.4) (15.5) (12.0) (14.8)
2 3 5 8 3 2 2 25

(4.3) (3.8) (6.1) (11.4) (3.8) (1.4) (1.4) (3.9)
5 7 11 7 8 6 9 53

(10.6) (8.8) (13.4) (10.0) (10.3) (4.1) (6.3) (8.2)
0 0 2 2 0 2 1 7

(0.0) (0.0) (2.4) (2.9) (0.0) (1.4) (0.7) (1.1)
0 0 4 2 1 1 1 9

(0.0) (0.0) (4.9) (2.9) (1.3) (0.7) (0.7) (1.4)
2 4 1 1 2 1 3 14

(4.3) (5.0) (1.2) (1.4) (2.6) (0.7) (2.1) (2.2)
2 2 4 2 3 7 8 28

(4.3) (2.5) (4.9) (2.9) (3.8) (4.7) (5.6) (4.3)
1 1 0 1 0 0 0 3

(2.1) (1.3) (0.0) (1.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.5)
0 1 3 2 2 2 2 12

(0.0) (1.3) (3.7) (2.9) (2.6) (1.4) (1.4) (1.9)
0 0 1 0 1 0 0 2

(0.0) (0.0) (1.2) (0.0) (1.3) (0.0) (0.0) (0.3)
0 1 5 0 1 2 2 11

(0.0) (1.3) (6.1) (0.0) (1.3) (1.4) (1.4) (1.7)
0 1 2 0 0 1 1 5

(0.0) (1.3) (2.4) (0.0) (0.0) (0.7) (0.7) (0.8)
0 0 0 0 0 0 0 0

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
0 1 0 0 1 0 0 2

(0.0) (1.3) (0.0) (0.0) (1.3) (0.0) (0.0) (0.3)
5 16 19 15 13 4 0 72

(10.6) (20.0) (23.2) (21.4) (16.7) (2.7) (0.0) (11.1)
4 13 14 3 6 16 13 69

(8.5) (16.3) (17.1) (4.3) (7.7) (10.8) (9.2) (10.7)
1 2 1 1 3 3 5 16

(2.1) (2.5) (1.2) (1.4) (3.8) (2.0) (3.5) (2.5)
0 2 0 1 2 4 1 10

(0.0) (2.5) (0.0) (1.4) (2.6) (2.7) (0.7) (1.5)
0 0 4 2 1 8 3 18

(0.0) (0.0) (4.9) (2.9) (1.3) (5.4) (2.1) (2.8)
1 0 2 2 0 0 0 5

(2.1) (0.0) (2.4) (2.9) (0.0) (0.0) (0.0) (0.8)
0 0 0 0 1 1 0 2

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.3) (0.7) (0.0) (0.3)
3 2 8 8 12 18 14 65

(6.4) (2.5) (9.8) (11.4) (15.4) (12.2) (9.9) (10.0)
0 0 0 0 0 25 29 54

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (16.9) (20.4) (18.6)
0 0 0 0 0 35 41 76

(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (23.6) (28.9) (26.2)

合計

2. 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした

1. （重度の）病気やケガをした

4. 会社の経営に影響するなどの重⼤な仕事上のミスをした

3. 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした

6. ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた

5. 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた

8. 達成困難なノルマが課された

7. 業務に関連し、違法⾏為を強要された

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

9. ノルマが達成できなかった

12. 顧客や取引先からクレームを受けた

11. 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた

14. 上司が不在になることにより、その代⾏を任された

13. ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた

16. 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った

15. 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった

18. 勤務形態に変化があった

17. 2週間以上にわたって連続勤務を⾏った

20. 退職を強要された

19. 仕事のペース、活動の変化があった

22. 転勤をした

21. 配置転換があった

24. ⾮正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた

23. 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった

26. 部下が減った

25. ⾃分の昇格・昇進があった

28. ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った

27. 早期退職制度の対象となった

30. 上司とのトラブルがあった

29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた

32. 部下とのトラブルがあった

31. 同僚とのトラブルがあった

34. 上司が替わった

33. 理解してくれていた⼈の異動があった

36. セクシュアルハラスメントを受けた

35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された

30. 同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた

29. 上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
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表 3-4 出来事（平成 27～令和 3 年度） （業務上：精神障害、運輸業，郵便業） 

 

 

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03
N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
対象数 57 45 62 51 50 63 67 395

[年度別%] [14.4] [11.4] [15.7] [12.9] [12.7] [15.9] [17.0] [100]
具体的出来事

8 6 9 8 6 11 7 55
(14.0) (13.3) (14.5) (15.7) (12.0) (17.5) (10.4) (13.9)

14 9 12 6 6 13 10 70
(24.6) (20.0) (19.4) (11.8) (12.0) (20.6) (14.9) (17.7)

1 1 3 1 1 1 4 12
(1.8) (2.2) (4.8) (2.0) (2.0) (1.6) (6.0) (3.0)

1 1 1 2 6 4 1 16
(1.8) (2.2) (1.6) (3.9) (12.0) (6.3) (1.5) (4.1)

1 1 2 1 2 1 2 10
(1.8) (2.2) (3.2) (2.0) (4.0) (1.6) (3.0) (2.5)

0 0 0 1 0 0 1 2
(0.0) (0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (0.0) (1.5) (0.5)

2 3 1 2 0 0 3 11
(3.5) (6.7) (1.6) (3.9) (0.0) (0.0) (4.5) (2.8)

3 1 0 0 0 1 1 6
(5.3) (2.2) (0.0) (0.0) (0.0) (1.6) (1.5) (1.5)

1 1 0 0 0 1 1 4
(1.8) (2.2) (0.0) (0.0) (0.0) (1.6) (1.5) (1.0)

0 0 0 0 0 1 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.6) (0.0) (0.3)

0 1 1 0 0 0 1 3
(0.0) (2.2) (1.6) (0.0) (0.0) (0.0) (1.5) (0.8)

2 2 2 0 1 2 2 11
(3.5) (4.4) (3.2) (0.0) (2.0) (3.2) (3.0) (2.8)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

3 0 0 0 0 1 0 4
(5.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.6) (0.0) (1.0)

9 4 12 7 11 10 9 62
(15.8) (8.9) (19.4) (13.7) (22.0) (15.9) (13.4) (15.7)

10 5 17 12 8 11 8 71
(17.5) (11.1) (27.4) (23.5) (16.0) (17.5) (11.9) (18.0)

9 10 15 11 4 4 8 61
(15.8) (22.2) (24.2) (21.6) (8.0) (6.3) (11.9) (15.4)

2 0 3 0 0 2 2 9
(3.5) (0.0) (4.8) (0.0) (0.0) (3.2) (3.0) (2.3)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

3 1 1 3 1 2 2 13
(5.3) (2.2) (1.6) (5.9) (2.0) (3.2) (3.0) (3.3)

3 2 2 5 1 5 4 22
(5.3) (4.4) (3.2) (9.8) (2.0) (7.9) (6.0) (5.6)

1 0 1 1 2 0 0 5
(1.8) (0.0) (1.6) (2.0) (4.0) (0.0) (0.0) (1.3)

3 0 0 0 2 0 2 7
(5.3) (0.0) (0.0) (0.0) (4.0) (0.0) (3.0) (1.8)

1 1 0 0 0 0 0 2
(1.8) (2.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.5)

2 0 2 0 2 1 3 10
(3.5) (0.0) (3.2) (0.0) (4.0) (1.6) (4.5) (2.5)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 1 0 0 0 0 1
(0.0) (0.0) (1.6) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.3)

9 10 7 6 11 1 0 44
(15.8) (22.2) (11.3) (11.8) (22.0) (1.6) (0.0) (11.1)

11 7 8 6 6 5 6 49
(19.3) (15.6) (12.9) (11.8) (12.0) (7.9) (9.0) (12.4)

1 0 4 3 3 3 1 15
(1.8) (0.0) (6.5) (5.9) (6.0) (4.8) (1.5) (3.8)

0 0 1 0 0 1 0 2
(0.0) (0.0) (1.6) (0.0) (0.0) (1.6) (0.0) (0.5)

1 1 0 1 0 0 0 3
(1.8) (2.2) (0.0) (2.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.8)

1 0 0 1 1 0 0 3
(1.8) (0.0) (0.0) (2.0) (2.0) (0.0) (0.0) (0.8)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

4 2 2 2 2 3 4 19
(7.0) (4.4) (3.2) (3.9) (4.0) (4.8) (6.0) (4.8)

0 0 0 0 0 6 15 21
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (9.5) (22.4) (16.2)

0 0 0 0 0 7 8 15
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (11.1) (11.9) (11.5)

合計

2. 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした

1. （重度の）病気やケガをした

4. 会社の経営に影響するなどの重⼤な仕事上のミスをした

3. 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした

6. ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた

5. 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた

8. 達成困難なノルマが課された

7. 業務に関連し、違法⾏為を強要された

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

9. ノルマが達成できなかった

12. 顧客や取引先からクレームを受けた

11. 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた

14. 上司が不在になることにより、その代⾏を任された

13. ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた

16. 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った

15. 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった

18. 勤務形態に変化があった

17. 2週間以上にわたって連続勤務を⾏った

20. 退職を強要された

19. 仕事のペース、活動の変化があった

22. 転勤をした

21. 配置転換があった

24. ⾮正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた

23. 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった

26. 部下が減った

25. ⾃分の昇格・昇進があった

28. ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った

27. 早期退職制度の対象となった

30. 上司とのトラブルがあった

29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた

32. 部下とのトラブルがあった

31. 同僚とのトラブルがあった

34. 上司が替わった

33. 理解してくれていた⼈の異動があった

36. セクシュアルハラスメントを受けた

35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された

30. 同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた

29. 上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
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表 3-5 出来事（平成 27～令和 3 年度） （業務上：精神障害、建設業） 

 

 

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03
N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
対象数 36 54 51 45 41 43 37 307

[年度別%] [11.7] [17.6] [16.6] [14.7] [13.4] [14.0] [12.1] [100]
具体的出来事

11 14 7 11 3 13 7 66
(30.6) (25.9) (13.7) (24.4) (7.3) (30.2) (18.9) (21.5)

5 8 5 11 3 10 4 46
(13.9) (14.8) (9.8) (24.4) (7.3) (23.3) (10.8) (15.0)

1 0 2 1 0 1 1 6
(2.8) (0.0) (3.9) (2.2) (0.0) (2.3) (2.7) (2.0)

4 2 2 2 1 3 0 14
(11.1) (3.7) (3.9) (4.4) (2.4) (7.0) (0.0) (4.6)

1 0 0 0 0 0 2 3
(2.8) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (5.4) (1.0)

0 0 0 0 0 1 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.3) (0.0) (0.3)

0 0 1 0 2 1 0 4
(0.0) (0.0) (2.0) (0.0) (4.9) (2.3) (0.0) (1.3)

1 1 1 2 2 3 1 11
(2.8) (1.9) (2.0) (4.4) (4.9) (7.0) (2.7) (3.6)

1 0 0 0 1 1 0 3
(2.8) (0.0) (0.0) (0.0) (2.4) (2.3) (0.0) (1.0)

0 0 0 0 3 1 0 4
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (7.3) (2.3) (0.0) (1.3)

1 0 0 1 5 2 0 9
(2.8) (0.0) (0.0) (2.2) (12.2) (4.7) (0.0) (2.9)

1 3 1 0 3 1 1 10
(2.8) (5.6) (2.0) (0.0) (7.3) (2.3) (2.7) (3.3)

0 0 0 0 2 0 0 2
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (4.9) (0.0) (0.0) (0.7)

0 0 0 1 1 0 0 2
(0.0) (0.0) (0.0) (2.2) (2.4) (0.0) (0.0) (0.7)

5 8 10 11 12 6 11 63
(13.9) (14.8) (19.6) (24.4) (29.3) (14.0) (29.7) (20.5)

2 8 8 6 7 1 2 34
(5.6) (14.8) (15.7) (13.3) (17.1) (2.3) (5.4) (11.1)

6 19 17 5 19 11 14 91
(16.7) (35.2) (33.3) (11.1) (46.3) (25.6) (37.8) (29.6)

0 0 0 0 1 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.4) (0.0) (0.0) (0.3)

0 0 0 0 1 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.4) (0.0) (0.0) (0.3)

2 1 4 0 2 1 0 10
(5.6) (1.9) (7.8) (0.0) (4.9) (2.3) (0.0) (3.3)

1 1 5 1 3 1 2 14
(2.8) (1.9) (9.8) (2.2) (7.3) (2.3) (5.4) (4.6)

0 0 0 0 3 0 1 4
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (7.3) (0.0) (2.7) (1.3)

2 2 1 0 3 0 1 9
(5.6) (3.7) (2.0) (0.0) (7.3) (0.0) (2.7) (2.9)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 2 0 0 0 0 0 2
(0.0) (3.7) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.7)

0 2 1 0 0 0 0 3
(0.0) (3.7) (2.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

1 0 0 0 0 0 0 1
(2.8) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.3)

4 5 12 8 6 2 0 37
(11.1) (9.3) (23.5) (17.8) (14.6) (4.7) (0.0) (12.1)

4 8 5 4 6 1 4 32
(11.1) (14.8) (9.8) (8.9) (14.6) (2.3) (10.8) (10.4)

3 0 1 2 1 1 1 9
(8.3) (0.0) (2.0) (4.4) (2.4) (2.3) (2.7) (2.9)

0 0 1 1 0 0 0 2
(0.0) (0.0) (2.0) (2.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.7)

0 0 0 0 1 0 2 3
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.4) (0.0) (5.4) (1.0)

0 0 0 0 1 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.4) (0.0) (0.0) (0.3)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 1 1 1 5 2 4 14
(0.0) (1.9) (2.0) (2.2) (12.2) (4.7) (10.8) (4.6)

0 0 0 0 0 4 5 9
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (9.3) (13.5) (11.3)

0 0 0 0 0 1 1 2
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.3) (2.7) (2.5)

合計

2. 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした

1. （重度の）病気やケガをした

4. 会社の経営に影響するなどの重⼤な仕事上のミスをした

3. 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした

6. ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた

5. 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた

8. 達成困難なノルマが課された

7. 業務に関連し、違法⾏為を強要された

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

9. ノルマが達成できなかった

12. 顧客や取引先からクレームを受けた

11. 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた

14. 上司が不在になることにより、その代⾏を任された

13. ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた

16. 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った

15. 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった

18. 勤務形態に変化があった

17. 2週間以上にわたって連続勤務を⾏った

20. 退職を強要された

19. 仕事のペース、活動の変化があった

22. 転勤をした

21. 配置転換があった

24. ⾮正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた

23. 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった

26. 部下が減った

25. ⾃分の昇格・昇進があった

28. ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った

27. 早期退職制度の対象となった

30. 上司とのトラブルがあった

29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた

32. 部下とのトラブルがあった

31. 同僚とのトラブルがあった

34. 上司が替わった

33. 理解してくれていた⼈の異動があった

36. セクシュアルハラスメントを受けた

35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された

30. 同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた

29. 上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
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表 3-6 出来事（平成 27～令和 3 年度） （業務上：精神障害、宿泊業，飲食サービス業） 

 

 

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03
N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
対象数 29 33 33 27 48 39 39 248

[年度別%] [11.7] [13.3] [13.3] [10.9] [19.4] [15.7] [15.7] [100]
具体的出来事

1 4 0 1 1 2 3 12
(3.4) (12.1) (0.0) (3.7) (2.1) (5.1) (7.7) (4.8)

2 3 0 0 4 4 5 18
(6.9) (9.1) (0.0) (0.0) (8.3) (10.3) (12.8) (7.3)

1 1 0 0 0 0 0 2
(3.4) (3.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.8)

1 1 1 1 0 1 1 6
(3.4) (3.0) (3.0) (3.7) (0.0) (2.6) (2.6) (2.4)

0 0 1 1 0 0 1 3
(0.0) (0.0) (3.0) (3.7) (0.0) (0.0) (2.6) (1.2)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 1 1 0 0 2
(0.0) (0.0) (0.0) (3.7) (2.1) (0.0) (0.0) (0.8)

2 1 0 2 1 0 1 7
(6.9) (3.0) (0.0) (7.4) (2.1) (0.0) (2.6) (2.8)

0 1 1 0 0 1 0 3
(0.0) (3.0) (3.0) (0.0) (0.0) (2.6) (0.0) (1.2)

1 0 0 0 0 0 0 1
(3.4) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.4)

0 2 1 2 2 1 0 8
(0.0) (6.1) (3.0) (7.4) (4.2) (2.6) (0.0) (3.2)

0 2 0 0 0 0 0 2
(0.0) (6.1) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.8)

0 0 2 2 0 0 0 4
(0.0) (0.0) (6.1) (7.4) (0.0) (0.0) (0.0) (1.6)

7 14 5 7 8 7 6 54
(24.1) (42.4) (15.2) (25.9) (16.7) (17.9) (15.4) (21.8)

7 7 7 4 8 8 3 44
(24.1) (21.2) (21.2) (14.8) (16.7) (20.5) (7.7) (17.7)

3 10 5 6 10 8 7 49
(10.3) (30.3) (15.2) (22.2) (20.8) (20.5) (17.9) (19.8)

0 0 0 1 0 0 1 2
(0.0) (0.0) (0.0) (3.7) (0.0) (0.0) (2.6) (0.8)

0 0 0 1 0 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (3.7) (0.0) (0.0) (0.0) (0.4)

0 1 0 0 0 0 0 1
(0.0) (3.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.4)

3 3 1 1 3 3 3 17
(10.3) (9.1) (3.0) (3.7) (6.3) (7.7) (7.7) (6.9)

0 0 0 2 2 1 1 6
(0.0) (0.0) (0.0) (7.4) (4.2) (2.6) (2.6) (2.4)

1 1 1 0 1 1 2 7
(3.4) (3.0) (3.0) (0.0) (2.1) (2.6) (5.1) (2.8)

0 0 0 0 1 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.1) (0.0) (0.0) (0.4)

1 0 2 0 1 0 0 4
(3.4) (0.0) (6.1) (0.0) (2.1) (0.0) (0.0) (1.6)

0 1 2 0 0 2 0 5
(0.0) (3.0) (6.1) (0.0) (0.0) (5.1) (0.0) (2.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

5 10 10 5 10 3 0 43
(17.2) (30.3) (30.3) (18.5) (20.8) (7.7) (0.0) (17.3)

6 4 2 5 7 6 3 33
(20.7) (12.1) (6.1) (18.5) (14.6) (15.4) (7.7) (13.3)

1 1 1 0 3 1 0 7
(3.4) (3.0) (3.0) (0.0) (6.3) (2.6) (0.0) (2.8)

0 1 0 1 2 2 0 6
(0.0) (3.0) (0.0) (3.7) (4.2) (5.1) (0.0) (2.4)

1 1 1 0 1 0 0 4
(3.4) (3.0) (3.0) (0.0) (2.1) (0.0) (0.0) (1.6)

0 1 0 0 1 0 0 2
(0.0) (3.0) (0.0) (0.0) (2.1) (0.0) (0.0) (0.8)

0 0 0 0 0 0 1 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.6) (0.4)

3 2 3 2 6 3 3 22
(10.3) (6.1) (9.1) (7.4) (12.5) (7.7) (7.7) (8.9)

0 0 0 0 0 8 8 16
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (20.5) (20.5) (20.5)

0 0 0 0 0 3 2 5
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (7.7) (5.1) (6.4)

合計

2. 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした

1. （重度の）病気やケガをした

4. 会社の経営に影響するなどの重⼤な仕事上のミスをした

3. 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした

6. ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた

5. 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた

8. 達成困難なノルマが課された

7. 業務に関連し、違法⾏為を強要された

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

9. ノルマが達成できなかった

12. 顧客や取引先からクレームを受けた

11. 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた

14. 上司が不在になることにより、その代⾏を任された

13. ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた

16. 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った

15. 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった

18. 勤務形態に変化があった

17. 2週間以上にわたって連続勤務を⾏った

20. 退職を強要された

19. 仕事のペース、活動の変化があった

22. 転勤をした

21. 配置転換があった

24. ⾮正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた

23. 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった

26. 部下が減った

25. ⾃分の昇格・昇進があった

28. ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った

27. 早期退職制度の対象となった

30. 上司とのトラブルがあった

29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた

32. 部下とのトラブルがあった

31. 同僚とのトラブルがあった

34. 上司が替わった

33. 理解してくれていた⼈の異動があった

36. セクシュアルハラスメントを受けた

35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された

30. 同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた

29. 上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
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表 3-7 出来事（平成 27～令和 3 年度） （業務上：精神障害、情報通信業） 

 

 

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03
N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
対象数 30 27 34 23 31 27 27 199

[年度別%] [15.1] [13.6] [17.1] [11.6] [15.6] [13.6] [13.6] [100]
具体的出来事

0 0 0 0 0 1 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (3.7) (0.0) (0.5)

0 0 0 0 0 4 1 5
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (14.8) (3.7) (2.5)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 2 1 1 0 0 1 5
(0.0) (7.4) (2.9) (4.3) (0.0) (0.0) (3.7) (2.5)

1 0 0 0 0 0 0 1
(3.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.5)

0 0 0 0 0 0 1 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (3.7) (0.5)

0 0 0 0 1 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (3.2) (0.0) (0.0) (0.5)

0 1 2 1 1 0 0 5
(0.0) (3.7) (5.9) (4.3) (3.2) (0.0) (0.0) (2.5)

1 1 1 0 2 0 1 6
(3.3) (3.7) (2.9) (0.0) (6.5) (0.0) (3.7) (3.0)

1 0 0 0 1 0 1 3
(3.3) (0.0) (0.0) (0.0) (3.2) (0.0) (3.7) (1.5)

1 1 1 0 0 0 1 4
(3.3) (3.7) (2.9) (0.0) (0.0) (0.0) (3.7) (2.0)

0 0 3 0 1 1 0 5
(0.0) (0.0) (8.8) (0.0) (3.2) (3.7) (0.0) (2.5)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

11 11 18 8 10 7 9 74
(36.7) (40.7) (52.9) (34.8) (32.3) (25.9) (33.3) (37.2)

1 2 1 2 2 1 1 10
(3.3) (7.4) (2.9) (8.7) (6.5) (3.7) (3.7) (5.0)

5 3 8 6 2 6 5 35
(16.7) (11.1) (23.5) (26.1) (6.5) (22.2) (18.5) (17.6)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 1 0 0 0 0 1 2
(0.0) (3.7) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (3.7) (1.0)

1 2 1 0 2 0 2 8
(3.3) (7.4) (2.9) (0.0) (6.5) (0.0) (7.4) (4.0)

0 1 0 1 0 0 0 2
(0.0) (3.7) (0.0) (4.3) (0.0) (0.0) (0.0) (1.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

1 0 0 0 0 0 0 1
(3.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.5)

1 1 2 0 0 1 0 5
(3.3) (3.7) (5.9) (0.0) (0.0) (3.7) (0.0) (2.5)

0 0 1 0 0 0 0 1
(0.0) (0.0) (2.9) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.5)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 1 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (3.2) (0.0) (0.0) (0.5)

3 4 5 4 4 0 0 20
(10.0) (14.8) (14.7) (17.4) (12.9) (0.0) (0.0) (10.1)

3 5 3 2 4 0 1 18
(10.0) (18.5) (8.8) (8.7) (12.9) (0.0) (3.7) (9.0)

0 1 0 0 1 1 0 3
(0.0) (3.7) (0.0) (0.0) (3.2) (3.7) (0.0) (1.5)

0 0 1 0 2 0 0 3
(0.0) (0.0) (2.9) (0.0) (6.5) (0.0) (0.0) (1.5)

0 0 0 0 0 0 1 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (3.7) (0.5)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

2 2 1 5 3 0 4 17
(6.7) (7.4) (2.9) (21.7) (9.7) (0.0) (14.8) (8.5)

0 0 0 0 0 6 5 11
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (22.2) (18.5) (20.4)

0 0 0 0 0 1 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (3.7) (0.0) (1.9)

合計

1. （重度の）病気やケガをした

2. 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした

3. 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした

4. 会社の経営に影響するなどの重⼤な仕事上のミスをした

5. 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた

6. ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた

7. 業務に関連し、違法⾏為を強要された

8. 達成困難なノルマが課された

9. ノルマが達成できなかった

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

11. 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた

12. 顧客や取引先からクレームを受けた

13. ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた

14. 上司が不在になることにより、その代⾏を任された

15. 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった

16. 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った

17. 2週間以上にわたって連続勤務を⾏った

18. 勤務形態に変化があった

20. 退職を強要された

19. 仕事のペース、活動の変化があった

21. 配置転換があった

22. 転勤をした

23. 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった

24. ⾮正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた

25. ⾃分の昇格・昇進があった

26. 部下が減った

27. 早期退職制度の対象となった

28. ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った

29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた

30. 上司とのトラブルがあった

31. 同僚とのトラブルがあった

32. 部下とのトラブルがあった

33. 理解してくれていた⼈の異動があった

34. 上司が替わった

35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された

36. セクシュアルハラスメントを受けた

29. 上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

30. 同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた
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表 3-8 出来事（平成 27～令和 3 年度） （業務上：精神障害、教育，学習支援業） 

 

 

H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03
N N N N N N N N

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
対象数 19 10 8 13 12 11 20 93

[年度別%] [20.4] [10.8] [8.6] [14.0] [12.9] [11.8] [21.5] [100]
具体的出来事

0 0 0 1 1 0 0 2
(0.0) (0.0) (0.0) (7.7) (8.3) (0.0) (0.0) (2.2)

1 0 1 1 1 0 2 6
(5.3) (0.0) (12.5) (7.7) (8.3) (0.0) (10.0) (6.5)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

2 1 1 0 1 0 0 5
(10.5) (10.0) (12.5) (0.0) (8.3) (0.0) (0.0) (5.4)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

1 1 0 0 1 1 1 5
(5.3) (10.0) (0.0) (0.0) (8.3) (9.1) (5.0) (5.4)

0 1 1 0 3 1 0 6
(0.0) (10.0) (12.5) (0.0) (25.0) (9.1) (0.0) (6.5)

1 0 1 0 0 0 1 3
(5.3) (0.0) (12.5) (0.0) (0.0) (0.0) (5.0) (3.2)

0 0 0 0 1 1 0 2
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (8.3) (9.1) (0.0) (2.2)

0 1 0 0 0 0 0 1
(0.0) (10.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.1)

4 0 1 0 1 1 0 7
(21.1) (0.0) (12.5) (0.0) (8.3) (9.1) (0.0) (7.5)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

1 1 0 0 0 0 0 2
(5.3) (10.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.2)

6 3 3 3 2 3 2 22
(31.6) (30.0) (37.5) (23.1) (16.7) (27.3) (10.0) (23.7)

2 0 1 0 1 0 0 4
(10.5) (0.0) (12.5) (0.0) (8.3) (0.0) (0.0) (4.3)

4 4 2 2 2 2 2 18
(21.1) (40.0) (25.0) (15.4) (16.7) (18.2) (10.0) (19.4)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

2 1 1 0 0 0 1 5
(10.5) (10.0) (12.5) (0.0) (0.0) (0.0) (5.0) (5.4)

2 0 1 1 1 1 1 7
(10.5) (0.0) (12.5) (7.7) (8.3) (9.1) (5.0) (7.5)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 1 0 0 0 0 1
(0.0) (0.0) (12.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.1)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 1 0 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (7.7) (0.0) (0.0) (0.0) (1.1)

0 0 1 0 0 0 0 1
(0.0) (0.0) (12.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.1)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

0 0 0 0 0 0 0 0
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

7 3 3 1 4 0 0 18
(36.8) (30.0) (37.5) (7.7) (33.3) (0.0) (0.0) (19.4)

3 2 2 2 0 3 3 15
(15.8) (20.0) (25.0) (15.4) (0.0) (27.3) (15.0) (16.1)

2 2 0 0 0 0 0 4
(10.5) (20.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (4.3)

0 0 0 0 0 0 1 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (5.0) (1.1)

2 0 0 0 0 0 0 2
(10.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (2.2)

0 0 0 0 1 0 0 1
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (8.3) (0.0) (0.0) (1.1)

0 1 0 0 0 0 0 1
(0.0) (10.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (1.1)

4 1 2 2 1 1 4 15
(21.1) (10.0) (25.0) (15.4) (8.3) (9.1) (20.0) (16.1)

0 0 0 0 0 3 7 10
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (27.3) (35.0) (32.3)

0 0 0 0 0 2 3 5
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (18.2) (15.0) (16.1)

合計

1. （重度の）病気やケガをした

2. 悲惨な事故や災害の体験、⽬撃をした

3. 業務に関連し、重⼤な⼈⾝事故、重⼤事故を起こした

4. 会社の経営に影響するなどの重⼤な仕事上のミスをした

5. 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた

6. ⾃分の関係する仕事で多額の損失等が⽣じた

7. 業務に関連し、違法⾏為を強要された

8. 達成困難なノルマが課された

9. ノルマが達成できなかった

10. 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった

11. 顧客や取引先から無理な注⽂を受けた

12. 顧客や取引先からクレームを受けた

13. ⼤きな説明会や公式の場での発表を強いられた

14. 上司が不在になることにより、その代⾏を任された

15. 仕事内容・仕事量の（⼤きな）変化を⽣じさせる出来事があった

16. 1か⽉に80時間以上の時間外労働を⾏った

17. 2週間以上にわたって連続勤務を⾏った

18. 勤務形態に変化があった

20. 退職を強要された

19. 仕事のペース、活動の変化があった

21. 配置転換があった

22. 転勤をした

23. 複数名で担当していた業務を1⼈で担当するようになった

24. ⾮正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた

25. ⾃分の昇格・昇進があった

26. 部下が減った

27. 早期退職制度の対象となった

28. ⾮正規社員である⾃分の契約満了が迫った

29. （ひどい）嫌がらせ、いじめ、⼜は暴⾏を受けた

30. 上司とのトラブルがあった

31. 同僚とのトラブルがあった

32. 部下とのトラブルがあった

33. 理解してくれていた⼈の異動があった

34. 上司が替わった

35. 同僚等の昇進・昇格があり、昇進で先を越された

36. セクシュアルハラスメントを受けた

29. 上司等から、⾝体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

30. 同僚等から、暴⾏⼜は（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた
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別添１ 医療（医師） 

 
 

 
 

 

 

 

別添２ 医療（看護師） 
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別添３ IT 産業 

 
 

 
 

別添４ 過労死対策重点業種（精神、6 業種） 
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案研究） 

 

トラック運送業における運行パターンの定量解析 
 

研究分担者 酒井一博 公益財団法人 大原記念労働科学研究所・主管研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】過労死等脳・心臓疾患事案から得られた特徴的な運行パターンに基づいて、運輸事業

者の運行の特徴や過重性について評価すること、及び、時間外労働規制等の制度変更が実

施される 2024 年 4 月を境に運行パターンにどのような変化が生じているのか調査を行った。ま

た、Web 調査により、過労死等のリスクを低減させる条件や適切な管理方法を検討した。 

【方法】デジタルタコグラフ（以下「デジタコ」という。）データから運行を 8 パターン分類し、2019

年 4 月～2022 年 6 月と 2023 年 6 月～2024 年 6 月の 2 期での運行パターンの比較分析、及

び 2024 年 4 月前後の運行パターンの推移の評価を行った。また、Web 調査により、職業性スト

レス簡易調査票、所属企業及び個人の健康診断の実施・受診状況及び健康課題の相談窓口

について調査し、事業者規模別に分析した。 

【結果】ドライバー個人の運行パターンは、従来同様、早朝時間帯に出庫するパターンが多くを

占めるが、最近はその割合が約 6 割にまで減少しており、連続勤務型や短休息型の運行パタ

ーンが増加していた。しかしながら、2024 年 4 月を境に運行パターンに変化が見られ、早朝出

庫型不規則タイプのパターンで運行するドライバーが急増した。ドライバーの健康管理、メンタ

ルヘルス対策等の環境は、企業規模により相違があり、職業性ストレスは必ずしも大企業で少

ない結果とはならなかった。 

【考察】トラック輸送に関連する諸課題の表出や、その対応により、2024 年 4 月を境に運行パタ

ーンには変化が生じており、今後のパターン解析により実態を明らかにできるものと思われる。

また、多面的なドライバーの健康管理の実態把握と対策案が必要である。 

【この研究から分かったこと】2024 年 4 月を境にドライバーの運行パターンには変化が生じてお

り、時間外労働規制変更等の 2024 年問題は運行パターンにも現れている。ドライバーの健康

管理、メンタルヘルス対策等の環境と職業性ストレスは、必ずしも大規模、中規模、小規模と企

業規模順にはならない。 

【キーワード】デジタルタコグラフデータ、運行パターン、2024 年問題 

 

研究分担者: 

北島洋樹（大原記念労働科学研究所研究

部・副所長） 

佐々木司（同研究所研究部・上席主任研究

員） 

石井賢治（同研究所研究部・主任研究員） 

研究協力者 

永峰大輝（東京女子医科大学・助教） 

 

Ａ．目的 

トラック事案の労災調査復命書から分類さ

れた特徴的な運行 8 パターン 1) の各パターン

の全運行数に対する比率は、実走行中のデジ

タルタコグラフ（以下「デジタコ」という。）データ

より得た運行 8 パターンの同比率と類似してい

ることが明らかになった 2)。このことから、運行

形態と過重性、過労死等事案、あるいは健康

起因事故との関係を明らかにするため、デジタ

コデータの集積システムの構築、運行形態の

特徴を抽出して運行パターンの定量解析を行

うプログラムの開発を行い、これまでにドライバ

ーの運行パターンの特徴やパターンの安定性、

勤務間インターバルや荷扱い時間等の勤務

指標との関連 3)等について報告した。今年度



 

161 

 

は、運輸事業者への時間外労働時間の規制

適用及び改善基準告示の改正等、2024 年 4

月に制度や規制が変更されることから、事業

者側で進められてきた対策により、運行パター

ンにどのような変化が生じているのか分析を行

った。 

また、新たな対策実装研究に繋げることを

目指し、過労死等のリスクを低減させる条件や

適切な管理方法を検討するために、トラックド

ライバーのストレス状況、及び会社の健康診断

や相談窓口の状況を把握するための Web 調

査結果を分析する。 

 

Ｂ．方法 

1.運行パターンの分析 

1) デジタコデータの取得 

昨年度までに構築したデジタコデータの集

積システムを用いて、研究への協力が得られ

ているトラック事業者 5 社からデジタコデータを

収集し、クレンジング処理後にサーバに集積し

た。 

2) 運行パターンの分類 

従来法と同様に、運行開始・終了時刻、荷

積・荷降時間、休憩時間、手待ち時間等の運

行データを元に、各月の運行を以下の 8 パタ

ーンに分類した。 

① 連続運行型：48 時間以上の運行が月 3

回以上ある 

② 連続勤務型：10 日以上連続した勤務が

ある 

③ 短休息期間型：休息が 8 時間未満とな

る運行が月の運行の 50%以上である 

④ 日勤夜勤混在型：月の運行のうち日勤

が 25％以上かつ夜勤が 25％以上 

⑤ 日勤型：月の運行のうち出庫時刻が 8

時～18 時の運行が過半である 

⑥ 早朝出庫型・通常タイプ：出庫時刻が 2

時～8 時の運行が過半かつ出庫時刻の

標準偏差が 1 時間未満 

⑦ 早朝出庫型・不規則タイプ：出庫時刻が

2 時～8 時の運行が過半かつ出庫時刻

の標準偏差が 1 時間を超える 

⑧ 夜勤型：月の運行のうち出庫時刻が 18

時～26 時の運行が過半である 

以上の 8 パターンに分類されない運行月に

ついては、その他と分類した。 

3) ドライバーの運行パターンと安定性指標 

集積された運行データが 12 か月以上存在

するドライバーについて、各月の運行パターン

の最頻出パターンをドライバーの個人パターン

と定義した。また、各ドライバーの運行の安定

性指標として、個人の運行月数に対する個人

パターンの運行月数の占める割合（個人パタ

ーン割合）、及び対象期間中の各ドライバーの

パターン個数（個人パターン個数）を定義した。 

4) 運行パターンの推移と比較 

2024 年 4 月に実施された制度変更、規制変

更に対応するために行われた各事業者の取り

組みにより、運行パターンやパターンの安定

性にどのような変化が生じたか評価するため、

2019 年 4 月～2022 年 6 月の期間（前半期）及

び 2023 年 6 月～2024 年 6 月の期間（後半期）

の 2 期に分け、前・後半期の運行パターン比

較を行った。 

2.Web 調査結果の分析 

Web 調査における職業性ストレス簡易調査

票に関する結果は、永峰他（2024a）3）、健康診

断の状況と相談窓口についての分析は、永峰

他（2024b）4）で学会発表した。本報告書では

その結果をまとめて示し、総合的に考察する。 

1) 対象者選定と企業規模 

Web 調査実施は調査会社に依頼し、登録

モニターを対象とした。対象者は職種及び企

業規模を質問する項目でスクリーニングした。

職種のスクリーニングは、トラックドライバー、ト

ラックドライバー兼その他職種、あてはまるもの

はない、の 3 項目のうち、あてはまるものはな

い以外を選んだ者を対象とした。企業規模の

スクリーニングは職種の項目で該当となった者

に質問し、1～20 人、21～300 人、301 人以上

の 3 項目でそれぞれ約 330 人、合計 1,000 人

程度を目途に収集した。 

2) 調査項目の構成 

調査項目フェイスシートでは性別、年齢、ド

ライバー歴について回答を求めた。ストレスの

測定は、職業性ストレス簡易調査票 57 項目版
5）を用いた。また、健康診断状況、相談窓口の

状況について回答を求めた。回答を得られた

995 人のうち、連続解答などの回答に不備が

あった8人を除外し、987人を分析対象とした。 

3.倫理的配慮 

本研究は、公益財団法人大原記念労働科

学研究所「調査研究に関する倫理委員会」の

審査と承認（通知番号：19-013、20-003、21-

007、24-007）を得て実施した。 
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Ｃ．結果 

1. 運行パターンの分析 

1) デジタコデータの取得 

新たにトラック事業者 5 社からデジタコデー

タの提供を受け、2019 年 4 月～2022 年 6 月

及び 2023 年 6 月～2024 年 6 月ののべ 50 か

月、ドライバー数のべ 2,102 人、運行データ数

約 2,048 万件のデータを取得した。デジタコシ

ステムの更新時期にあたるため、2023 年 6 月

～2024 年 6 月のすべての月でデータ提供を

受けられた事業者は 3 社、ドライバー数 997 人

であった。事業者毎に運行パターンには差異

があることから、以下の分析では、前半期及び

後半期のべ 50 か月のすべての期間において

データ提供を受けた事業者 3 社、ドライバー

997 人を分析の対象とした。 

2) ドライバーの個人パターンと推移 

ドライバー997 人について個人パターンを求

め、個人パターン 8 パターンの 997 人に占め

る割合を求めた（図 1）。前半期では、連続運

行型 0.6%、連続勤務型 0.2%、短休息期間型

2.4%、日勤夜勤混在型 0.2%、日勤型 7.7%、早

朝出庫型・通常タイプ 37.7%、早朝出庫型・不

規則タイプ40.3%、夜勤型9.5%、その他もしくは

複数のパターンに分類されたもの 1.4%であっ

た。また後半期では、連続運行型 0.2%、連続

勤務型0.6%、短休息期間型9.2%、日勤夜勤混

在型 0.0%、日勤型 10.0%、早朝出庫型・通常タ

イプ 27.7%、早朝出庫型・不規則タイプ 33.5%、

夜勤型 10.7%、その他もしくは複数のパターン

に分類されたもの 8.1%であった。後半期個人

パターンは、前半期同様に早朝出庫型が多く

を占めるものの、ドライバー全体の割合として

は約 8 割から約 6 割にまで減少した。連続運

行型は減少し、連続勤務型や短休息型のパタ

ーンが増加した。分類されない、及び複数の

個人パターンを有するドライバーも 6 倍程度に

増加した。 

個人パターン 8 パターンの 997 人に占める

割合について、経年の推移を図 2 に示す。

2023 年 12 月～2024 年 1 月前後から徐々に

パターンの割合に変化が見られ、さらに 2024

年 4 月から特に早朝出庫型不規則タイプのパ

ターンで運行するドライバーが増えていた。 

3) ドライバーの個人パターンと安定性指標 

後半期の個人パターン割合は、期間の

90％以上を個人パターンで運行しているドライ

バーが 761 人、80％以上 90％未満が 40 人、

70％以上 80％未満が 43 人、60％以上 70％

未満が 83 人、50％以上 60％未満が 50 人で

あった。50%に満たないドライバーはドライバー

997 人中 20 人（2.0%）であった。 

図 3 に個人パターン別の個人パターン割合

を示す。連続勤務や短休息では、個人パター

ン割合は大部分のドライバーで 90％以上とな

り、毎月の運行はほぼ同じ個人パターンとなっ

た。出庫時刻によってパターンが分類される日

勤、早朝出庫、夜勤では、夜勤のみで個人パ

ターン割合が高く、日勤や早朝出庫では個人

パターン割合の分布のすそ野が拡がっていた。 

後半期の個人パターン個数は、1個が73.8%、

2 個が 18.4%であり、2 個以内で 9 割を超えた。

また、5 個以上の個人パターン個数を有するド

ライバーはドライバー997 人中 4 人（0.4%）であ

った。 

図 4 に個人パターン別の個人パターン個数

を示す。個人パターンが早朝出庫型通常タイ

プ及び不規則タイプのドライバーは、個人パタ

ーン個数を 2 個有するドライバーが最頻出で

あった。 

2. Web 調査結果の分析 

1) 対象者の基本属性 

対象者は 987人（男性 799人、女性 188人、

平均年齢 43.40±12.48 歳）であった。企業規

模と年齢、企業規模とドライバー歴の分散分

析を行った結果を表 1 に示す。 

年齢とドライバー歴に有意な差は見られず、

今回のデータは企業規模による年齢とドライバ

ー歴に偏りはない。 

2) 職業性ストレスに関する分析 

職業性ストレス簡易調査票の得点は実施マ

ニュアル 6）を参照し算出した。各得点について、

分散分析を実施した。心理的な仕事の負担

（量）、心理的な仕事の負担（質）、自覚的な身

体的負担度、職場環境によるストレス、仕事の

適性度、働きがい、イライラ感、疲労感、上司

からのサポート、同僚からのサポート、家族・友

人からのサポート、仕事や生活の満足度で有

意な差が示された（p<.01）。有意差の認められ

た項目についての多重比較（Bonferroni）の結

果を表 2 に示す。仕事のコントロール度、技能

の活用度、仕事の適性度、働きがい、活気、

上司からのサポート、同僚からのサポート、家

族・友人からのサポート、仕事や生活の満足

度は有意な差が認められなかった（p > .05）。 

心理的な仕事の負担（量）、心理的な仕事
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の負担（質）、自覚的な身体的負担度では小

規模企業より大規模企業の方が有意に得点が

高かった（p<.01）。職場環境によるストレス、仕

事の適性度、上司からのサポート、同僚からの

サポート、仕事や生活の満足度は小規模企業

より中規模企業の方が有意に得点が高かった

（p<.05）。働きがい、イライラ感、疲労感は中規

模企業より大規模企業の方が有意に得点が高

かった（p<.01）。家族・友人からのサポートは

小規模企業より中・大規模の方が有意に得点

が高かった（p<.01）。 

3) 健康診断の受診と企業規模の比較 

健康診断の受診と企業規模についてχ2 検

定を行った結果を表 3 に示す。 

χ2(2)=72.62、p<.001、Cramer’s V=0.27 で

企業規模によって差があることが認められた。

残差分析の結果、小規模企業の受診者が有

意に少なく、大規模企業の受診者が有意に多

いと言える。 

4) 所属会社の健康診断の制度の有無と企

業規模の比較 

所属会社の健康診断の制度の有無と企業

規模について、χ2 検定を行った結果を表 4 に

示す。 

χ2(2)=85.85、p<.001、Cramer’s V=0.31 で

あり、企業規模による差が認められた。残差分

析の結果、小規模企業では制度があると答え

た者が有意に少なく、大規模企業では制度が

あると答えた者が有意に多いと言える。制度の

有無がわからないと答えた者は全体（987 人）

のうち、9.83%であった。 

5) 所属会社の健康やメンタルヘルスの相談

窓口の有無と企業規模の比較 

所属会社の健康やメンタルヘルスの相談窓

口の有無と企業規模について、χ2検定を行っ

た結果を表 5 に示した。 

χ2(2)=144.56、p<.001、Cramer’s V=0.42 で

あり、企業規模による差が認められた。残差分

析の結果、小・中規模企業では相談窓口がな

いと答えたものが有意に多く、大規模企業で

は相談窓口があると答えた者が有意に多いと

言える。窓口の有無がわからないと答えた者

は全体（987 人）のうち、17.22%であった。 

 

Ｄ．考察 

1. 運行パターンの分析 

本研究では、2019 年 4 月～2022 年 6 月の

期間を前半期、2023 年 6 月～2024 年 6 月の

期間を後半期とし、時間外労働時間の法的規

制や新しい改善基準告示が 2024 年 4 月より

実施されることに伴い、運行パターンやパター

ンの安定性にどのような変化が生じたかを評

価した。 

ドライバー個々の運行パターンである個人

パターンについて前半期と後半期を比較する

と、従来個人パターンの多くを占めた早朝出

庫型が、約 8 割から約 6 割にまで減少してい

た（図 1）。また、連続勤務型や短休息型、複

数の個人パターンを有するドライバーが増加し

た（図 1）。連続勤務型は休日が少ない場合に、

短休息型は複数日続く運行の睡眠を含めたオ

フの時間が減少した場合に、それぞれ増加す

ることから、ドライバーの過重性が増加している

可能性を示す結果である。また、従来の事業

者毎に業務の特徴を示す早朝出庫型を中心

としたシフトワーク様の運行 7)に対し、個人パタ

ーンの変化が生じている可能性を示唆するも

のである。 

個人パターンの経年の推移に注目すると、

2023 年 12 月～2024 年 1 月前後から徐々に

個人パターンの割合に変化が生じており、さら

に 2024 年 4 月以降で変化が観察された（図

2）。2024 年 4 月以降では、早朝出庫型不規則

タイプ及び夜勤の個人パターンで運行するド

ライバーが大部分を占めた（図 2）。これらは後

半期の個人パターン（図 1）の様相とは異なっ

ており、事業者が 2024 年問題対策への準備・

対策で数か月進めた一方で、実際諸規制が

実施された以後にもパターン変化が生じてい

る、すなわち運行を変えざるを得ない状況が

生じたものと推測される。個人パターンとして

急増している早朝出庫型及び夜勤型は、出庫

時刻の相違によりパターン分類されることから、

事業者では出庫時刻の流動化が生じているも

のと思われる。 

後半期の個人パターン割合は 8 割近くのド

ライバーが 90％以上であり、また、個人パター

ン個数は 2 個以内が 9 割を超えた。後半期の

パターンの安定性は従来と比べて向上してい

ると言える。これらは、複数のパターンをまたい

で運行するドライバーは減り、ドライバー毎の

運行パターンが個々人に特化してきていること

を示している。運行のマネジメントが進み、より

ドライバー個々人で担当する運行が単純化さ

れていると予想され、またリスク要因や過重性

が個人に集約されているとも解釈できる。 



 

164 

 

個人パターンの変化は 2024 年 4 月を境に

変化が認められた（図 2）。したがって、2024 年

問題をはじめとしたトラック輸送に関連する諸

課題と、その対策・取り組みによる運行パター

ンの変化・効果が、今後のパターン解析により

明らかにできるものと思われる。 

2. Web 調査結果の分析 

トラックドライバーの職業性ストレスに関して、

小規模企業は大規模企業と比べてストレス要

因が少ないが、得られるサポートが少ない傾向

が見られた。労働政策研究・研修機構の調査 8）

では、企業規模が大きいほど福利厚生やサー

ビスがある割合が高い傾向にあると報告されて

おり、企業規模が大きいほどストレスが低くなる

と予測されたが、本調査では異なる結果となっ

た。大企業では制度が整っていても活用して

いない者が多いという可能性が考えられる。小

規模企業のサポート得点が中規模企業に比

べて低いことに関しては、小規模事業場は個

人事業主または少数の従業員で構成されてい

るため、サポートとなる上司や同僚の人数自体

少ないことが考えられる。一方、中規模企業は

規模的に顔見知りの社員どうしの割合が高く、

かつ上司もある程度の人数がいると考えられる

ため、この結果は想定の範囲内であると考えら

れる。今後の量的・質的な調査により、ストレス

状況を比較することで、各企業規模で抱えて

いる問題を明らかにすることができると考えら

れる。 

トラックドライバーの健康管理について、小

規模企業は中・大規模企業と比べて不十分な

状態にあることが示された。健康診断の受診・

制度について、小規模企業で健康診断を受

診している、制度があると答えた者が少なかっ

た理由は、法的義務が課されていない個人事

業主やフリーランスが含まれていた可能性が

ある。しかし、受診者が少ないことは明らかな

ため、個人事業主を含めて健康診断を受診さ

せる方法を検討する必要性が示された。 

制度の有無では、健康診断を受けさせる法

的義務のある中規模・大規模企業で、ない・わ

からないと答えた者がそれぞれ 93 人（28.18%）、

53 人（16.11%）と少なくない人数であった。事

業者は受診させる、従業員には受診する義務

があることをさらに周知することが必要である。 

健康・メンタルヘルスの相談窓口は小規模・

中規模企業で少なく、大規模企業で多かった。

厚生労働省の調査 9）では、事業場規模が大き

いほど「メンタルヘルス対策に関する事業場内

での相談体制の整備」を実施していることを示

しており、本調査でも同様の結果であった。小

規模・中規模企業の約半数は「ない」と答えて

いた。健康・メンタルヘルスの専門スタッフを抱

えることが難しい規模の事業者は、地域産業

保健センターなどの外部機関を活用すること

で、従業員の健康を守ることができる。 

今後はその他健康にかかわる会社の環境

要因の検討（勤務形態や人間関係等）や、生

活習慣のようなトラックドライバー自身で行って

いる健康管理にも着目することで、多面的にド

ライバーの健康管理の実態を把握し、対策案

に繋げて行くことが必要である。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、デジタルタコグラフデータを用

いてトラックドライバーの運行のパターンを特

徴付け、特に 2024 年問題に伴う運行パターン

の変化に着目して分析を行った。その結果、ト

ラックドライバーの運行パターンには変化が生

じていること、2024 年 4 月を境に大きく変化し

ていることが明らかになった。また、web 調査に

よりトラックドライバーの環境について調査した

結果、健康管理、メンタルヘルス対策等で、企

業規模により相違があり、また、必ずしも従来

の調査方法と同様の傾向は認められなかった。

2024 年問題をはじめとしたトラック輸送に関連

する諸課題と、その対策・取り組みによる運行

パターンの変化・効果は、今後のパターン解

析により明らかにできるものと思われる。また、

多面的なドライバーの健康管理の実態把握と

対策案が必要である。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 
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ストレスにおける企業規模比較.日本労
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酒井一博．トラックドライバーの健康診

断および健康相談における企業規模
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図 1 ドライバーの個人パターンの変化（n=997） 

 

 

 

 

 

 
図 2 ドライバーの個人パターンの推移（n=997） 
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①連続運行           ②連続勤務 

 
③短休息              ④日勤夜勤混在 

 
          ⑤日勤             ⑥早朝出庫通常 

 
⑦早朝出庫不規則          ⑧夜勤 

 

図 3 個人パターン割合 

（2023 年 6 月～2024 年 6 月、縦軸：ドライバー数[人]、横軸：個人パターン割合） 
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①連続運行              ②連続勤務 

   
③短休息                ④日勤夜勤混在 

  
         ⑤日勤                ⑥早朝出庫通常 

  
⑦早朝出庫不規則               ⑧夜勤 

 

図 4 個人パターン個数 

（2023 年 6 月～2024 年 6 月、縦軸：ドライバー数[人]、横軸：パターン数[個]） 
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表 1 企業規模による年齢とドライバー歴の比較 

 
 

 

 

表 2 分散分析で有意差のあった項目の多重比較の結果 
有意差のあった項目 多重比較（Bonferroni）の結果 

心理的な仕事の負担（量） 小規模＜大規模*** 

心理的な仕事の負担（質） 小規模＜大規模** 

自覚的な身体的負担度 小規模＜大規模** 

職場環境によるストレス 小規模＜中規模** 

仕事の適性度 小規模＜中規模* 

働きがい 中規模＜大規模* 

イライラ感 中規模＜大規模* 

疲労感 中規模＜大規模* 

上司からのサポート 小規模＜中規模** 

同僚からのサポート 小規模＜中規模*** 

家族・友人からのサポート 小規模＜中**・大規模*** 

仕事や生活満足度 小規模＜中規模* 

*p<.05、**p<.01、***p<.001 

 

 

 

表 3 健康診断の受診と会社規模の比較 

 
  

M SD M SD M SD M SD

年齢 43.40 12.48 43.74 13.71 42.80 12.34 43.66 11.28 0.58 (2,984)

ドライバー歴 10.88 10.50 10.95 11.52 10.11 9.65 11.57 10.22 1.60 (2,984)

p=.20

F（df)
全体 小規模企業 中規模企業 大規模企業

p=.56

受診 非受診

小規模企業 227 101

（n=328 ) -8.12▼   8.12△

中規模企業 284 46

（n=330） 1.83 -1.83

大規模企業 308 21

（n=329)    6.29△ -6.29▼

合計 819 168

健康診断の受診

注）各企業規模の上段には人数、下段には調整済み
残差を記載し、有意であったセルに△▼を記載した。
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表 4 社内の健康診断の制度と会社規模の比較 

 
 

 

 

 

 

表 5 社内の健康相談窓口と会社規模の比較 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

有り 無し わからない

小規模企業 157 122 49

（n=328 ) -8.88▼ 8.88△

中規模企業 237 62 31

（n=330） 1.96 -1.96

大規模企業 276 36 17

（n=329) 6.70△ -6.70▼

合計 670 220 97

社内の健康診断の制度

注）各企業規模の上段には人数、下段には調整済み残差を期待し、有
意であったセルに△▼を記載した。「わからない」と回答した者は分析か
ら除外し、表には人数を記載した。

有り 無し わからない

小規模企業 63 196 69

（n=328 ) -8.89▼ 8.89△

中規模企業 111 164 55

（n=330） -2.76▼ 2.76△

大規模企業 211 72 46

（n=329) 11.44△ -11.44▼

合計 385 432 170

社内の健康相談窓口

注）各企業規模の上段には人数、下段には調整済み残差を期待し、有
意であったセルに△▼を記載した。「わからない」と回答した者は分析か
ら除外し、表には人数を記載した。
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（事案研究） 

 

脳・心臓疾患の労災認定事案における連続勤務、深夜勤務、不規則勤務の分析 
 

研究分担者 髙見具広 独立行政法人労働政策研究・研修機構 

労働市場・労働環境部門 主任研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】脳・心臓疾患の労災認定事案における過重負荷に関し、休息時間の確保に関わる、連

続勤務、深夜勤務、不規則な勤務・交替制勤務といった勤務状況を分析することで、時間外労

働の長さにとどまらず、労働者の健康悪化をもたらした勤務状況について多角的に考察する。 

【方法】平成 22 年度～令和 4 年度における脳・心臓疾患の労災認定事案のうち、「長期間の過

重業務」が過重負荷として認定された事案を扱う。具体的には、「調査復命書」に付属する「労

働時間集計表」の記録を、過労死等データベースの属性情報と接続したものをデータとして使

用し、労働時間集計表データに欠損がない 2,848 事案を分析対象とした。 

【結果】事案における 1 か月あたりの勤務日数の中央値は 24.50 日であり、1 か月あたりの勤務

日数が 26 日超の事案が 19.9%を占める。中央値で見ると、「農林業」、「漁業」、「宿泊業, 飲食

サービス業」、「複合サービス事業」等の業種や、「農林漁業従事者」、「建設・採掘従事者」、

「サービス職業従事者」等の職種において勤務日数が多い傾向にあり、休日を特に取得しにく

い業種・職種と言える。また、評価期間内で 14 日以上の連続勤務がある事案が 26.4%を占め

る。就業時間帯に関して、中央値で見ると、「漁業」、「運輸業, 郵便業」等の業種や、「保安職

業従事者」、「輸送・機械運転従事者」、「農林漁業従事者」等の職種において深夜勤務の頻度

が高い。さらには、中央値で見ると、「漁業」、「運輸業, 郵便業」、「金融業, 保険業」、「医療, 

福祉」等の業種や、「保安職業従事者」、「輸送・機械運転従事者」、「農林漁業従事者」等の職

種では、始業時刻の標準偏差が大きく、始業時刻が一定でない不規則勤務・交替制勤務の状

況が多く観察される。 

【考察】本研究で対象とした事案の大半は長時間労働の状況にあるが、加えて、連続勤務、頻

繁な深夜勤務、不規則勤務・交替制勤務のケースが一定程度ある。こうした働き方は、休息時

間の著しい制約や、生体リズムとの不整合等により、健康に悪影響を及ぼす。また、勤務の状

況には、業種や職種による差があり、特定の業種や職種で課題が大きいことが示された。 

【この研究から分かったこと】労働者の健康確保のためには、長時間労働の是正とともに、連続

勤務や深夜勤務・不規則勤務の削減等、働き方を見直す必要がある。 

【キーワード】連続勤務、深夜勤務、不規則勤務・交替制勤務 

 

研究分担者: 

池添弘邦（労働政策研究・研修機構・統括

研究員） 

藤本隆史（同機構・リサーチアソシエイト） 

 

Ａ．目的 

本研究は、過労死等の労災認定事案にお

ける被災者の就業状況について検討し、健康

を損なう長時間労働の態様について考察する。 

厚生労働省『令和 5 年度 過労死等の労災

補償状況』によると、過労死等の労災認定件

数は、近年も多くを数えている。脳・心臓疾患

に係る労災請求件数は、近年、700 件台後半

から 1,000 件台前半の間で推移している。認

定（支給決定）件数は、近年、200 件前後で推

移し、令和 5（2023）年度は 216 件となっている。

精神障害は、請求件数、認定件数が増加傾

向にあり、令和 5（2023）年度の認定件数は
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883 件となっている。 

過労死等は、業種・職種による件数の差が

大きく、仕事・職場環境をはじめとした背景要

因の解明と防止策が喫緊の課題となっている
1)。業種・職種による差の背景には、長時間労

働等の労働負荷の違いが関わると考えられる。 

脳・心臓疾患の労災認定では、労働時間の

長さが重要な評価要素である。労災認定基準

では、発症直前から前日までの間における「異

常な出来事」、発症前おおむね1週間など、発

症に近接した時期における「短期間の過重業

務」のほか、発症前の長期間にわたって、著し

い疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就

労したとする「長期間の過重業務」として、発症

前おおむね 6 か月間の時間外労働が評価要

素となっている。具体的には、発症前 1 か月間

におおむね 100 時間又は発症前 2 か月間な

いし 6 か月間にわたって、1 か月あたりおおむ

ね 80 時間を超える時間外労働が認められる

場合は、業務と発症との関連性が強いと評価

される。 

脳・心臓疾患の労災認定事案の中で長時

間労働の事案は大きな割合を占める。厚生労

働省による「令和 5 年度の『過労死等の労災補

償状況』」（令和 6（2024）年 6 月 28 日報道発

表）に基づくと、令和 5（2023）年度の脳・心臓

疾患の労災認定（支給決定）216 件のうち、評

価期間 1 か月又は評価期間 2～6 か月におけ

る 1 か月平均の時間外労働が 80 時間以上の

事案は 147 件であり、約 68.1％にのぼる。長時

間労働の是正は、過労死等防止のためにきわ

めて重要である。 

その上で、近年、時間外労働の長さのみに

とどまらず、労働時間の様々な側面に、健康

被害の観点から着目することが求められる。特

に、休息時間の確保や生体リズムとの不整合

の観点からは、連続勤務、拘束時間、深夜勤

務、不規則な勤務・交替制勤務、勤務間インタ

ーバル等の状況を分析する意義がある。 

脳・心臓疾患の労災認定基準は令和 3

（2021）年 9 月に改正された。改正のポイントは、

「長期間の過重業務」関連では、①長期間の

過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時

間以外の負荷要因を総合評価して労災認定

することを明確化したこと、②労働時間以外の

負荷要因を見直し、勤務時間の不規則性に関

して、「拘束時間の長い勤務」、「不規則な勤

務・交替制勤務・深夜勤務」のほかに、「休日

のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短

い勤務」などが追加されたことがあげられる。 

労働時間以外の負荷要因、特に勤務時間

の不規則性に関する「拘束時間の長い勤務」、

「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバ

ルが短い勤務」、「不規則な勤務・交替制勤

務・深夜勤務」の評価基準について、労災認

定基準では以下のように示される。 

「拘束時間の長い勤務」については、「拘束

時間数、実労働時間数、労働密度（実作業時

間と手待時間との割合等）、休憩・仮眠時間数

及び回数、休憩・仮眠施設の状況（広さ、空調、

騒音等）、業務内容等」から負荷の程度が評

価される。「休日のない連続勤務」については、

「連続労働日数、連続労働日と発症との近接

性、休日の数、実労働時間数、労働密度（実

作業時間と手待時間との割合等）、業務内容

等」から負荷の程度が評価される。「勤務間イ

ンターバルが短い勤務」については、「勤務間

インターバルが短い勤務の程度（時間数、頻

度、連続性等）、業務内容等」が評価される。

なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、

勤務間インターバルがおおむね 11 時間未満

の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等につ

いて評価される。「不規則な勤務・交替制勤

務・深夜勤務」については、「予定された業務

スケジュールの変更の頻度・程度・事前の通知

状況、予定された業務スケジュールの変更の

予測の度合、交替制勤務における予定された

始業・終業時刻のばらつきの程度、勤務のた

め夜間に十分な睡眠が取れない程度（勤務の

時間帯や深夜時間帯の勤務の頻度・連続性）、

一勤務の長さ（引き続いて実施される連続勤

務の長さ）、一勤務中の休憩の時間数及び回

数、休憩や仮眠施設の状況（広さ、空調、騒音

等）、業務内容及びその変更の程度等」から評

価される。 

過労死等をなくすためには、健康被害をも

たらす過重労働の状況を多角的に研究する必

要がある。令和 3（2021）年に公表された「脳・

心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検

討会報告書」では、睡眠時間や労働時間と疾

患発症リスクとの関係について、疫学的根拠

が示される。まず、睡眠時間と脳・心臓疾患の

発症について、睡眠 6 時間未満（又は以下）、

もしくは睡眠 5 時間未満（又は以下）と関連す

るというエビデンスが示される（p.41）。そして、

労働者の 1 日の生活時間と睡眠時間、労働時
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間との関連から、公的統計に基づいて食事等

の時間を 5.3 時間と考えるならば、1 日 6 時間

以上の睡眠が確保できない状態は、1 日の労

働時間が 8 時間を超え、4 時間程度の時間外

労働を行った場合に相当するとし、これが 1 か

月連続した場合は、おおむね 80 時間を超える

時間外労働であると指摘する（p.47）。 

同報告書は、長時間労働が脳・心臓疾患に

影響を及ぼす理由として、①長時間労働によ

る睡眠時間不足、②睡眠時間以外の余暇時

間等が制約され生活習慣に悪影響、③長時

間の業務自体が負荷、④就労態様による負荷

要因へのばく露時間が長くなると整理する。そ

して、④が「労働時間以外の負荷要因」の総合

評価に関わるとする（p.48）。 

時間外労働の長さ以外の側面が、健康にど

のように影響しうるか、具体的に見ていこう。ま

ず、就業時間帯について、総務省『社会生活

基本調査』によると、男性では、18 時以降の夕

方・夜間の時間帯の就業割合が、1996 年まで

と比べて、2006 年、2016 年で高い傾向が見ら

れ、22 時から朝 5 時までの時間帯の就業割合

も趨勢的に増加傾向にある。女性でも、18 時

から 21 時という夕方以降の就業割合が、1996

年と比べて、2006 年、2016 年で、やや増加傾

向にある。こうした非典型時間帯での就労は、

家庭生活との両立面で問題が指摘されてきた

が 2)-4)、加えて、疫学等の研究において、深夜

勤務・交替制勤務は、生体リズムの乱れ、睡眠

不足を引き起こしうるものであり、健康に悪影

響があることが議論される 5)-6)。 

休日のない連続勤務についても問題視され

る。休日を取得できない連続勤務は、疲労の

蓄積にともなう健康障害リスクが想定される。

精神障害の労災認定基準では「2 週間以上の

連続勤務」が心理的負荷に関わる出来事とし

て定められている。この点、厚生労働省が令

和 7（2025）年 1 月に公表した「労働基準関係

法制研究会」報告書は、「連続勤務は健康上

望ましくなく、時間外労働の上限と同様、休日

労働にも一定の制限をかけるべきではないか」

とし、2 週間以上の連続勤務を防ぐという観点

から、「「13 日を超える連続勤務をさせてはなら

ない」旨の規定を労働基準法上に設けるべき」

と述べる（p.40-41）。 

拘束時間については、タクシー・ハイヤー運

転者、トラック運転者、バス運転者を対象に、

「自動車運転者の労働時間等の改善のための

基準（改善基準告示）」が定められている。同

基準は、令和 4（2022）年 12 月 23 日に改正さ

れ、令和 6（2024）年 4 月１日から適用された。

たとえば、トラック運転者を対象とした改善基

準告示では、1 日の拘束時間は 13 時間以内

（上限 15 時間、14 時間超は週 2 回までが目

安）とされ、1 日の休息時間は継続 11 時間以

上与えるよう努めることを基本とし、9 時間を下

回らないと規定される。また、1 か月の拘束時

間は原則 284 時間以内、最大 310 時間以内と

規定される。連続勤務が常態化している業種・

職種では特に、長い拘束時間が解消すべき課

題となっている。 

勤務間インターバルも、休息時間確保の観

点から注目される。勤務間インターバルとは、1

日の勤務終了後、翌日の出勤時間までの間に、

一定時間以上のインターバルを設けることで、

働く者の生活時間や睡眠時間を確保する制

度である。平成 30(2018)年に成立した働き方

改革関連法では、勤務間インターバル制度導

入が企業の努力義務となっている。疫学の既

存研究では、勤務間インターバルによって、睡

眠の量・質、メンタルヘルス、疲労、業務パフォ

ーマンスが影響を受けることが示される 7)-8)。健

康に関わる休息時間の確保にあたって、月単

位、年単位の時間外労働の長さだけでなく、1

日単位で休息時間を確保できることが重要で

あることは言うまでもない。 

労災認定事案について、これまで労働時間

が様々な観点から分析されてきた。たとえば、

精神障害の自殺事案において、月単位の時

間外労働が分析され、長時間労働のパターン

が析出されている 9)。また、勤務スケジュール

については、運輸業におけるトラックドライバー

の運行パターンについて、「連続運行タイプ」、

「連続勤務タイプ」、「短休息期間タイプ」、「日

勤と夜勤の混合と不規則勤務タイプ」、「日勤

型・通常タイプ」、「早朝出庫型・通常タイプ」、

「早朝出庫型・不規則タイプ」、「夜勤型・通常

タイプ」という類型化がなされている 10)。介護サ

ービス業における、夜勤、拘束時間、連続勤

務の状況に関する研究も行われている 11)。ま

た、脳・心臓疾患事案の中で「労働時間以外

の負荷要因」が認定された事案、そのうち「不

規則な勤務」に該当するいくつかの事案につ

いて、労働時間集計表データに基づいて、発

症前 6 か月間の始業・終業時刻の分布が分析

され、始業・終業時刻ともに時差（ばらつき）が
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大きいことが示されている 12)。さらには、精神

障害「極度の長時間労働」事案について、発

病前 1 か月間の各日の就業状況が検討され、

長時間労働事案では、深夜勤務や不規則勤

務、連続勤務が少なくなく、労働者の健康状

態の悪化につながったことが示唆された 13)。こ

うしたいくつかの研究例はあるものの、特定の

業種や事案特性に限定せず、就業時間帯、

連続勤務、拘束時間、勤務間インターバル等

を統計的に解析し、労災認定事案における被

災者の勤務状況を解析する研究は乏しかった。 

本研究は、上記の問題意識をもとに、これま

での分担研究に引き続き 14), 15)、脳・心臓疾患

の労災認定事案における勤務時間（帯）を解

析する。本年度の研究は、休日のない連続勤

務、深夜勤務、不規則勤務・交替制勤務の状

況について主に分析する。あわせて、拘束時

間、勤務間インターバルの状況について、これ

までの分担研究の成果をアップデートする。な

お、これまでの研究とはデータ処理の方法を

変更した部分もある。対象とする事案は、以下

で述べるように長時間労働の事案が多くを占

めているが、本研究は、健康被害をもたらした

勤務状況について、労働時間の長さにとどま

らず、休息時間の確保に関わる連続勤務、拘

束時間、深夜勤務、不規則な勤務・交替制勤

務、勤務間インターバルの状況を分析すること

により、労働者の健康悪化をもたらした勤務状

況について多角的に考察することを目的とす

るものである。 

 

Ｂ．方法 

1.分析対象 

平成 22（2010）年度～令和 4（2022）年度に

おける脳・心臓疾患の労災認定事案のうち、

「長期間の過重業務」が過重負荷として認定さ

れた事案を対象とする。 

長期間の過重業務の評価は、発症前1か月

間の時間外労働、もしくは、発症前 2 か月間な

いし 6 か月間（発症前 2 か月間、発症前 3 か

月間、発症前 4 か月間、発症前 5 か月間、発

症前 6 か月間のいずれかの期間）の時間外労

働が評価される。本研究は、労働時間集計表

の記録を分析に使用することから、労災認定

において長期間の過重業務としての評価がさ

れた期間（以下「評価期間」という。事案によっ

て発症前 1 か月間～6 か月間の間に分布する）

における被災者の勤務状況を分析する。 

脳・心臓疾患の労災認定事案の属性的な

特徴は、労働安全衛生総合研究所の報告書

において示されている 16)。また、「労働時間以

外の負荷要因」の認定件数についても、調査

復命書の記載に基づいて集計されている 16)。

この件数は、調査復命書にける当該項目欄の

チェック有無に基づく集計であり、特定の基準

値を上回ったか否かを示すものではない。この

ことから、本研究で勤務状況を分析するにあた

り、当該項目の該当有無に基づく分析対象の

限定は行っていない。各項目についての認定

有無に関わらず、労働時間以外の負荷要因に

関わる被災者の勤務状況を記述的に示すこと

が本研究の目的である。 

2.分析方法 

本研究では、労災認定判断のために労働

基準監督署が作成する「調査復命書」に付属

する「労働時間集計表」のデータを、過労死等

データベースに登録されている属性情報と接

続することで、分析のためのデータを構築した。 

労働時間集計表では、事案によって相違は

あるものの、発症前 6 か月間における各日の

始業・終業時刻及び拘束時間、労働時間、時

間外労働時間が記録されている。認定基準に

直接関わる月間の時間外労働時間以外にも、

各日の勤務状況に関する情報を得ることがで

きる。この労働時間集計表データを、被災者

属性情報(過労死等データベース)と接続する

ことによって、被災者の属性（性別、発症時年

齢、疾患名等）や業務特性（業種、職種等）に

よる勤務状況の差異について分析することが

可能となる。 

労働時間集計表は、発症前 6 か月のうち評

価期間の記録を活用し、それを超える分の記

録は活用しない。その上で、まず、①労働安全

衛生総合研究所の過労死等データベースに

基づく属性データと、②各事案の評価期間各

日における労働時間集計表の記録（1 事案で

最大 180 日分）を接続した。 

労働時間集計表の記録に欠損があるケース

は、本研究の集計に用いない。まず、労働時

間集計表の原資料が確認できなかった事案は

分析対象外となる。平成 22（2010）年度～令和

4（2022）年度までの間に労災認定された脳・

心臓疾患事案のうち、長期過重として認定さ

れた事案は 3,037 事案であり、そのうち、労働

時間集計表の原資料が確認できたのは 2,908

事案であった。 



 

175 

 

次に、資料が部分的に欠落している事案を

識別し、対象外とした。労働時間集計表デー

タの部分的な欠損を判断するために、各事案

の評価期間について発症日から遡る形で各日

の情報を整序した。その上で、記録における

日の飛び、記録が判別できない日がある等、

日付（月・日）の情報に欠損等が認められる 11

事案を分析対象外とした。また、評価期間分

の労働時間集計表が確認できない 7 事案も対

象外とした。 

次に、始業・終業時刻についてデータクリー

ニングを行い、場合によっては欠損値として処

理した。まず、始業時刻、終業時刻の両方もし

くは片方に 0 時 0 分と記録されており、当該日

の拘束時間の記録状況から拘束時間がないと

判断される場合（0 分もしくは記録なしの場合）

は、始業・終業時刻の両方の記録を無効とし、

「記録なし」（NA）として扱った。始業・終業時

刻の両方が 0 時 0 分と記録されている、もしく

は記録がない日で、拘束時間が 24 時間 0 分

と記録されている場合、その日は 24 時間拘束

されているものと見做し、始業時刻 0 時 0 分、

終業時刻 24 時 0 分として扱った。 

始業・終業時刻の片方が「記録なし」である

場合、以下のようにデータ処理を行った。まず、

始業時刻の記録がなく、終業時刻と拘束時間

に同じ時間が記録されている場合、始業時刻

を 0 時 0 分とした。終業時刻の記録がなく、24

時間 0 分から拘束時間を引いた数値が始業時

刻と一致する場合、終業時刻を 24 時 0 分とし

た。始業・終業時刻の片方が記録されている

が、拘束時間と労働時間の両方の記録がない、

もしくは両方0:00の場合、記録されている始業

時刻もしくは終業時刻を削除した。 

始業・終業時刻の両方の記録がなく（もしく

は 0 の記録があり）、拘束時間の記録がある日

については、個別に確認し、データクリーニン

グを行った。具体的には、まず、他の勤務日と

同等の拘束時間が記録されているが始業・終

業時刻の記録が欠落している日がある場合、

他の勤務日と同等の始業・終業時刻であった

と見做してデータ化した。また、勤務日の始業

時刻がおおよそ一定であるなど勤務スケジュ

ールの推測が十分つくケースで、始業・終業

時刻の記録が欠落している日がある場合、他

の勤務日の状況から妥当と考えられる始業・

終業時刻としてデータ化した。その他、始業時

刻・終業時刻に関するデータの点検を行い、

拘束時間の記録との整合の観点から必要なデ

ータクリーニング（たとえば、終業時刻 5:00 とい

う記録の日について、労働時間集計表の拘束

時間記録との整合の観点から、24 時間表記の

17:00 とデータ化するなど）を行った。 

上記の処理を行った上で、事案ごとに見て、

始業・終業時刻の記録が不十分であると見做

した事案を対象外とした。具体的には、まず、

各事案の評価期間における 2/3 以上の日（た

とえば、評価期間 1 か月の事案については 20

日以上）について始業・終業時刻の記録がな

い事案（24 事案）を、分析対象から除外した。

次に、労働時間集計表に拘束時間が記録さ

れているが、始業～終業時刻をもとにした拘束

時間のデータがない（NAの）日がある場合、始

業・終業時刻の記録に欠損がある事案と見做

し、分析対象から除外した（6事案）。さらには、

始業～終業時刻から計算される月あたりの拘

束時間が、労働時間の記録と比べて短い事案

（12 事案）についても、始業・終業時刻の記録

が不十分であると見做し、対象外とした（但し、

労働時間と比べて月平均 1 時間以内の差であ

れば、計算方法に伴う誤差と見做して許容し

た）。 

以上のデータ処理を経て、平成 22（2010）

年度～令和 4（2022）年度における脳・心臓疾

患の労災認定事案のうち、2,848 事案を本研

究の分析対象とした。 

本研究では、始業時刻と終業時刻の記録を

もって、始業時刻から終業時刻までの時間を

「1 勤務」として扱う。たとえば、7 時～16 時の

勤務があった同じ日の 23 時に次の始業時刻

が記録されていることがある。こうした就業スケ

ジュールは、暦日単位での集計では扱いきれ

ないものであり、本研究では上記事例を 2 つの

勤務として扱う。 

1 勤務が複数日にまたがる事案について、

形式的には暦日単位で労働時間集計表に記

録されている例が多く見られる（たとえば、9 月

4 日 19：00-24:00、9 月 5 日 0:00-7:00）。こうし

たケースについて、下記のようにデータ処理を

行った。暦日単位で記録されている終業時刻

と次の勤務の始業時刻との間のインターバル

時間が 0 のケース（たとえば、終業時刻が

24:00 で、翌日の始業時刻が 0:00 と記録され

ているケース）をはじめとして、前の勤務の終

業時刻と次の勤務の始業時刻の記録との間隔

が 1 時間以下の場合は、実質的に勤務が連続
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していると見做し、当該始業・終業時刻（上記

の例では 24:00 と 0:00）は集計に使用せず、そ

の一連の勤務が実質的に終了する日・時刻

（○月○日○時○分）を当該勤務における終

業時刻と見做し、複数日にまたがる連続勤務

について、1 勤務あたりの始業・終業時刻、拘

束時間、勤務間インターバル等を算出した。 

以上の方法に基づき、本研究では、連続勤

務、拘束時間、深夜勤務、不規則勤務・交替

制勤務、勤務間インターバルについて分析し

た。一部はこれまでの分担研究でも分析結果

を示したが、本年度の研究では、集計対象を

アップデートするとともに、その後確認された

データ処理や分析上の課題に対処するため

の修正を行っている。そのため、数値や傾向

の異なる箇所については、本稿の数値を参照

されたい。 

 

Ｃ．結果 

1.時間外労働時間 

分析対象の事案における時間外労働の状

況を示す（n=2,848）。各事案において評価期

間における1か月あたりの時間外労働時間（平

均値）を算出し、それを集計した。なお、時間

外労働時間の数値について、分析の対象が

労災認定事案の全数ではないこと（長期過重

の事案であること、労働時間集計表データの

状況に基づく対象の限定がされていること）に

留意したい。 

まず、対象事案における1か月あたりの時間

外労働時間の分布をヒストグラムで示す（図 1）。

1 か月あたりの時間外労働時間の平均値（標

準偏差）は 107.74 時間（31.75 時間）、中央値

（第 1 四分位-第 3 四分位）は 100.18（84.00-

120.50 時間）である。分布の形状は正規分布

から外れていることから、以下で業種・職種等

による違いを示す際には、外れ値の影響を受

けにくい中央値をもとにする。 

表 1 では、1 か月あたりの時間外労働時間

を「80 時間未満」「80～100 時間未満」「100～

120 時間未満」「120 時間以上」というカテゴリ

ーに区分し、各カテゴリーに該当する事案の

割合を集計した。結果、時間外労働が「80 時

間未満」の事案が 9.4%、「80～100 時間未満」

の事案が 39.3%、「100～120 時間未満」の事案

が 25.5%、「120 時間以上」の事案が 25.8%であ

った。分析対象の大半が長時間労働の事案で

あることが示されている。 

表 1 では、あわせて、男女別、発症時年齢

別、業種別、職種別に時間外労働時間の傾向

を示す。本稿では、主に業種・職種による分布

の違いを読む。なお、業種について「鉱業、採

石業、砂利採取業」、職種について「分類不能

の職業」はそれぞれ該当が 1 事案であり、解釈

では言及しない。 

まず、業種による時間外労働の違いを見る。

表 1 によると、時間外労働時間の中央値（第 1

四分位-第 3 四分位）は、「農林業」（125.00 時

間（106.50-133.50 時間））、「漁業」（117.00 時

間（102.00-146.00 時間））等の業種で長い。こ

うした業種では、120 時間以上の事案が占める

割合も高い。 

分布をより詳細に観察するため、業種による

時間外労働時間の分布の違いを箱ひげ図で

表す（図 2）。箱ひげ図は、データの統計的な

ばらつきを視覚的に表現する方法であり、分

布の把握や比較に適している。箱ひげ図は、

長方形の「箱」と直線の「ひげ」で構成される。

「箱」は、第 1 四分位から第 3 四分位までの範

囲（四分位範囲）を示しており、箱の中央の線

は中央値を示している。「ひげ」の末端は最小

値、最大値を示すが、ひげの長さについて四

分位範囲の 1.5 倍を上下限としており、ひげの

外にある点は外れ値を示す。なお、図中には、

◇によって平均値も表示している。 

図2を見ると、業種によって時間外労働の中

央値等の分布に違いがあることが示されてい

る。データが特定の分布（正規分布等）にした

がうことを仮定しないノンパラメトリック検定であ

るクラスカル=ウォリス検定に基づくと、時間外

労働には業種による統計的に有意な差が認め

られた（H=44.701, df = 17, p < 0.001）。 

次に、職種による違いについて、表 1 による

と、時間外労働時間の中央値（第 1 四分位-第

3四分位）は、「農林漁業従事者」（120.98時間

（105.00-143.25時間））で特に長い。箱ひげ図

により分布の違いを見ると（図 3）、職種による

時間外労働の中央値等の分布に違いがあるこ

とが示されている。クラスカル=ウォリス検定に

基づくと、時間外労働には職種による統計的

に有意な差が認められた（H=40.532, df = 11, 

p < 0.001）。 

2.連続勤務の状況 

1) 勤務日数 

次に、休日のない連続勤務について分析す

る。まず、休日取得状況に関わるものとして、
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各事案における勤務日数を算出した。勤務日

数の算出にあたっては、次に述べる勤務日の

識別をもとにした。具体的には、始業時刻が記

録されている暦日、もしくは 24 時間全てが拘

束時間内に含まれる暦日を勤務日と見做した。

夜勤など、前日から日をまたいで 2 暦日の勤

務があった場合（たとえば 3 月 1 日 21:00～3

月 2 日 4：00 の勤務）、その勤務は、始業時刻

の属する日（この例では 3 月 1 日）における 1

勤務と見做す。そして、この例で述べるならば、

3 月 2 日に次の勤務の始業時刻の記録がない

場合、その日は勤務日と見做さない。こうした

方法で勤務日を識別した上で、評価期間内で

勤務日に該当する数を算出した。そして、1 か

月（30 日）あたりの勤務日数、及び、評価期間

内における最大連続勤務日数を指標化したも

のである。なお、ここでの「勤務日」は、上記の

識別方法によるため、それに該当しない日で

あっても、暦日 24 時間が労働から解放されて

いるという意味での休日とは限らないことに留

意する必要がある。つまり、深夜勤務や長時間

残業等で暦日をまたぐ勤務となることが少なく

ない過労死等事案では、本研究で勤務日とし

て扱わない暦日数が必ずしも休日数を示すも

のではない。 

事案ごとに集計した 1 か月あたりの勤務日

数をヒストグラムで示す（図 4）。このヒストグラム

の各棒（ビン）は、右端を含む相対度数を示し

ている。階級幅は 1 日で、最も高い階級は「29

日超～30 日」である。1 か月あたりの勤務日数

の平均値（標準偏差）は 24.24 日（2.96 日）、中

央値（第 1 四分位-第 3 四分位）は 24.50 日

（22.50-26.00 日）である。分布の形状は正規

分布から外れていることから、以下で業種・職

種等による違いを示す際には、外れ値の影響

を受けにくい中央値をもとにする。 

表 2 では、1 か月あたりの勤務日数を「22 日

以下」「22日超26日以下」「26日超（「29日超」

カテゴリーを含む）」というカテゴリーに区分し、

各カテゴリーの該当割合を集計した。1 か月あ

たりの休日数が必然的に 4 日未満になる、勤

務日数「26 日超」の事案が 19.9%ある。また、1

か月あたりの休日数が必然的に 1 日未満にな

る、勤務日数「29 日超」の事案も 4.2%ある。 

業種による勤務日数の違いを見る。表 2 で、

1 か月あたりの勤務日数の中央値（第 1 四分

位-第 3 四分位）を見ると、農林業（27.83 日

（24.63-30.00 日））で最も多い。「漁業」（26.00

日（21.25-28.50 日））、「宿泊業，飲食サービス

業」（25.50 日（24.04-27.00 日））、「複合サービ

ス事業」（25.25 日（23.88-26.00 日））でも勤務

日数が多い。表 2 では、「農林業」で勤務日数

「26 日超」の割合が 64.3%と突出しており、「漁

業」が 47.1%でこれに次ぐことも示されている。

「農林業」では、休日数が 0 に近い、勤務日数

「29 日超」の割合も 35.7%にのぼる。 

分布をより詳細に考察するため、業種による

勤務日数の違いを箱ひげ図で表す（図 5）。図

を見ると、業種によって勤務日数の中央値等

の分布に違いがあることが示されている。クラ

スカル=ウォリス検定に基づくと、勤務日数には

業種による統計的に有意な差が認められた（H 

= 239.27, df = 17, p < 0.001）。 

次に、職種による違いを見る。表 2 で、1 か

月あたりの勤務日数の中央値（第 1 四分位-第

3 四分位）を見ると、「農林漁業従事者」（26.17

日（22.45-29.00 日））、「建設・採掘従事者」

（25.45 日（24.00-27.00 日））、「サービス職業

従事者」（25.40 日（24.00-27.00 日））等の職種

で勤務日数が多い。同職種は、勤務日「26 日

超」の割合も高い。 

分布を詳細に考察するため、職種による勤

務日数の違いを箱ひげ図で表す（図 6）。図を

見ると、職種によって勤務日数の中央値等の

分布に違いがあることが示されている。クラスカ

ル=ウォリス検定に基づくと、勤務日数には職

種による統計的に有意な差が認められた（H = 

210.34, df = 11, p < 0.001）。 

2) 最大連続勤務日数 

次に、同じ勤務日の指標に基づき、事案ご

との連続勤務日数を評価するため、その最大

値を算出した。ただ、評価期間の長さが連続

勤務日数の最大値に関係しうるため（たとえば

評価期間 3 か月（90 日）の事案の場合、連続

勤務日数は 90 日が理論的にあり得る）、最大

連続勤務日数の分布は解釈が困難になる。こ

こでは、最大連続勤務日数を「6 日以下」「7 日

～13 日以下」「14 日以上」のカテゴリーをもっ

て集計し、14 日以上の連続勤務のあった割合

を中心に結果を解釈する（表 3）。 

全体で見ると、最大連続勤務日数が「6 日以

下」の割合が 37.7%、「7 日～13 日以下」が

35.8%、「14 日以上」が 26.4%であった。評価期

間内で 14 日以上の連続勤務があった事案が

26.4%を占めている。 

業種や職種による差も確認される。まず、業
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種による違いを見る。最大連続勤務日数「14

日以上」について、「農林業」で 71.4%の事案

が該当する。「漁業」（52.9%）、「複合サービス

事業」（50.0%）、「建設業」（42.7%）、「教育, 学

習支援業」（40.5%）でも、14 日以上の連続勤

務があった事案の割合が高い。 

次に、職種による違いを見る。最大連続勤

務日数「14日以上」の割合は、「農林漁業従事

者」（59.4%）で最も高く、「建設・採掘従事者」

（40.7%）が続く。 

3.拘束時間の分析 

1) 1 勤務あたりの拘束時間 

拘束時間は、始業時刻と終業時刻のデータ

をもとに算出した。労働時間集計表には、拘束

時間の記載欄（各日、各週、各月の拘束時間

の記載欄）があるが、本研究では、始業時刻か

ら終業時刻までの時間数として計算される値

をもって拘束時間と見做した。 

まず、1 勤務あたりの拘束時間を分析する。

本研究での「1 勤務」は、先に述べたように、暦

日の区切りに関わらず、始業時刻から終業時

刻までの一連の勤務としている。中には、労働

時間集計表の形式上、複数日にまたがって勤

務記録がつけられている連続勤務のケース

（例：5 月 15 日：9:00-24:00、5 月 16 日：0:00-

24:00、5 月 17 日：0:00-17:00）があるが、本研

究では、複数日におよぶ一連の勤務終了日・

時刻までを「1 勤務」として扱った（上記の例で

は、5 月 15 日 9:00～5 月 17 日 17：00 を 1 勤

務として扱い、拘束時間は 56 時間となる）。こ

うした扱いのため、ケースによっては、始業～

終業時刻内に含まれる勤務の実態を反映でき

ていない面も考えられる。たとえば、長距離トラ

ック運転者の仮眠時間や、長期連続乗船中の

非番の時間等、拘束から実質的に解放されて

いる時間も含まれうるが、労働時間集計表の

始業時刻～終業時刻記録をもとにした本研究

では把握できていない。それは限界として残る。 

集計結果を表 4 に示す。全体では、1 勤務

あたりの拘束時間数の平均値（標準偏差）は

16.88（83.96）、中央値（第 1 四分位-第 3 四分

位）は 12．42（11.51-13.63）であった。統計量

を読むにあたって、評価期間内に記録されて

いる勤務（拘束時間）の数が著しく少ない事案

が存在することに注意が必要である。それは、

1 勤務の拘束時間がきわだって長い（たとえば

数週間に及ぶ）事案であり、そうした外れ値に

よって全体の平均値が影響を受ける。平均値、

標準偏差の数値は、その点に留意が必要であ

り、以下で業種・職種等による違いを示す際に

は、外れ値の影響を受けにくい中央値をもとに

する。 

表 4 では、あわせて、1 勤務あたりの拘束時

間を「12 時間未満」、「12～14 時間未満」、「14

～16 時間未満」、「16 時間以上」というカテゴリ

ーに区分し、各カテゴリーの該当割合を集計し

た。全体では、「12 時間未満」の事案は 38.5%、

「12～14 時間未満」が 40.8%、「14～16 時間未

満」が 11.0%、「16 時間以上」が 9.7%であった。 

業種・職種による違いを見る。表 4 で業種に

よる違いを見ると、1 勤務あたりの拘束時間の

中央値（第 1 四分位-第 3 四分位）は、「漁業」

（14.90 時間（12.47-50.64 時間））が最も長く、

「運輸業, 郵便業」（13.18 時間（12.06-15.11

時間））も、1 勤務あたりの拘束時間が長い。拘

束時間 16 時間以上の割合は、「漁業」（41.2%）、

「運輸業, 郵便業」（21.0%）で高くなっている。

職種による違いを見ると、中央値は、「保安職

業従事者」（14.00 時間（12.00-17.96 時間））、

「輸送・機械運転従事者」（13.24 時間（12.11-

15.28 時間））、「農林漁業従事者」（12.84 時間

（11.94-15.96 時間））で 1 勤務あたりの拘束時

間が長い。16 時間以上の割合も、「保安職業

従事者」（36.2%）、「農林漁業従事者」（25.0%）、

「輸送・機械運転従事者」（21.7%）で高い。 

2) 1 か月あたりの拘束時間 

次に、1 か月あたりの拘束時間の集計を行う。

1 か月あたりの拘束時間は、評価期間内にお

ける、各勤務の拘束時間（始業時刻から終業

時刻までの時間数）を合計し、評価期間の月

数（1～6 か月）で除したものである。労働時間

集計表には、1 か月あたりの拘束時間の記載

もあるが、本研究では、始業・終業時刻から計

算した値（1 勤務あたりの拘束時間を積み上げ

た値）をもとに 1 か月あたりの拘束時間を算出

している。 

まず、対象事案における1か月あたりの拘束

時間の分布をヒストグラムで示す（図7）。1か月

あたりの拘束時間の平均値（標準偏差）は

314.17 時間（56.45 時間）、中央値（第 1 四分

位-第 3 四分位）は 299.75 時間（277.67-

332.73 時間）であった。分布の形状は正規分

布から外れていることから、以下で業種・職種

等による違いを示す際には、外れ値の影響を

受けにくい中央値をもとにする。なお、きわめ

て長い拘束時間が算出される事案も散見され
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るが、労働時間集計表の始業～終業時刻記

録には現れない勤務実態は考慮できていない。

この点の限界に留意したい。 

表 5 では、1 か月あたりの拘束時間を「280

時間未満」「280～300 時間未満」「300～320

時間未満」「320 時間以上」というカテゴリーに

区分し、各カテゴリーの該当割合を集計した。

「280 時間未満」の事案は 27.7%、「280～300

時間未満」の事案は 22.4%、「300～320 時間未

満」の事案は 16.9%、「320 時間以上」の事案は

33.0%であった。 

業種・職種による違いを見る。表 5 で業種に

よる違いを見ると、1 か月あたりの拘束時間の

中央値（第 1 四分位-第 3 四分位）は、「漁業」

（377.31 時間（272.75-480.00 時間））、「農林

業」（338.81 時間（323.58-380.25 時間））、「運

輸業，郵便業」（310.89 時間（284.97-358.88

時間））で、1 か月あたりの拘束時間が長い。こ

うした業種では、1 か月あたりの拘束時間「320

時間以上」の割合も高く、「農林業」（78.6%）、

「漁業」（70.6%）、「運輸業，郵便業」（44.3%）で

ある。 

分布をより詳細に考察するため、業種による

1 か月あたりの拘束時間の違いを箱ひげ図で

表す（図 8）。図を見ると、業種によって拘束時

間の中央値等の分布に違いがあることが示さ

れている。クラスカル=ウォリス検定に基づくと、

1 か月あたりの拘束時間には業種による統計

的に有意な差が認められた（H =187.25, df = 

17, p < 0.001）。 

職種による違いについて、表 5 で見ると、

「農林漁業従事者」（338.00 時間（300.17-

411.81 時間））、「輸送・機械運転従事者」

（312.74 時間（285.72-362.40 時間））、「保安

職業従事者」（313.92 時間（284.87-373.08 時

間））、「サービス職業従事者」（308.25 時間

（286.74-337.54 時間））で 1 か月あたりの拘束

時間が長い。こうした職種では、1 か月あたりの

拘束時間「320 時間以上」の割合も高い。 

分布をより詳細に考察するため、職種による

1 か月あたりの拘束時間の違いを箱ひげ図で

表す（図 9）。図を見ると、職種によって拘束時

間の中央値等の分布に違いがあることが示さ

れている。クラスカル=ウォリス検定に基づくと、

1 か月あたりの拘束時間には職種による統計

的に有意な差が認められた（H = 198.39, df = 

11, p < 0.001）。 

3) 労働時間に対する拘束時間の比率 

次に、評価期間における 1 か月あたりの拘

束時間と、1 か月あたりの労働時間とを比較し、

労働時間に対する拘束時間の比率（拘束時間

／労働時間）を算出した。労働時間は、労働

時間集計表に記載されている評価期間各月

の労働時間をもとに、評価期間における 1 か

月あたりの平均値を算出して用いた。但し、労

働時間集計表に各月の労働時間が記載され

ていない事案については、認定された月あたり

の時間外労働時間に 160 時間を足した数値を

1 か月あたりの労働時間として用いている。 

拘束時間は、労働時間と休憩時間を合わせ

たものであることから、拘束時間／労働時間の

比率は、理論上は 1 以上の値をとる。拘束時

間が労働時間と等しい場合は 1 であり、労働

時間にカウントされない拘束時間（休憩時間と

見做される時間）が多くある場合は、拘束時間

／労働時間の比率が大きくなる。なお、分析

方法の節で論じたように、本稿で扱う事案につ

いて、始業～終業時刻記録から計算される拘

束時間が労働時間の記録と比べて短くても、

月平均 1 時間以内の差であれば、計算方法に

伴う誤差として許容しているため、実際には 1

をやや下回るケースが若干ある。こうしたケー

スも集計対象外とはしていない。 

集計結果を表6に示す。拘束時間／労働時

間の比率の平均値（標準偏差）は 1.16（0.17）、

中央値（第 1 四分位-第 3 四分位）は 1.10

（1.08-1.17）であった。拘束時間／労働時間

の比率を「1.1未満」、「1.1～1.2未満」、「1.2以

上」の 3 カテゴリーに区分し、該当する事案の

割合を集計したところ、「1.1 未満」の事案は

46.9%、「1.1～1.2 未満」の事案は 34.4%、「1.2

以上」の事案は 18.8%であった。 

業種・職種による違いを見る。業種による違

いを見ると、拘束時間／労働時間の比率が

1.2 以上の割合は、「漁業」（52.9%）、「農林業」

（42.9%）、「運輸業, 郵便業」（34.0%）で高い。

職種による違いを見ると、拘束時間／労働時

間の比率が 1.2 以上の割合は、「農林漁業従

事者」（43.8%）、「輸送・機械運転従事者」

（36.6%）、「保安職業従事者」（36.2%）で高い。

こうした業種・職種は、時間外労働も長いもの

の、それだけでなく、労働時間にカウントされ

ない拘束時間（休憩時間と見做される時間）も

長いことがうかがえる。 
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4.深夜勤務・不規則勤務の分析 

1) 始業・終業時刻の分布 

次に、就業時間帯を分析するため、各事案

における平均始業・終業時刻を集計した。平

均始業・終業時刻の算出では、事案の状況に

即し、評価期間内に始業・終業時刻が 10 以上

記 録 さ れ て い る 事 案 を 集 計 対 象 と し た

（n=2,813）。対象を限定した理由は、始業・終

業時刻の記録がきわめて少ない場合、その値

を当該事案の始業・終業時刻の代表値として

扱うことの適切性に疑義があるからである。具

体的には、始業時刻～終業時刻で示される「1

勤務」が数週間程度に及ぶ事案（たとえば長

期連続乗船の事案）では、始業・終業時刻の

記録数が非常に少ない。そうした事案におい

てわずかに観測される始業・終業時刻を、当

該事案の始業・終業時刻を代表するものと見

做すのは実態に即してないだろう。そうした理

由から、統計量を算出するにあたって、評価期

間内の始業・終業時刻の記録が 9 以下である

事案は、当該事案の始業・終業時刻の統計量

を算出する際の対象から除外したものである。 

平均始業・終業時刻の算出方法は下記の

通りである。始業・終業時刻の平均値の算出

において、時刻の単純な平均（直線的な時間

構造を前提とした計算）の結果は、平均時刻と

して用いるには誤った平均値となる。そのため、

1 日 24 時間を単位とする円環的な時間構造に

おいて各観測値（時刻）からの偏差平方和を

最小にする時点を探索的に求める方法をとっ

た。具体的には、指定した値から±12 時間

（720 分）以内になるように変数を変換してから

偏差平方和を計算する関数を定義し、各観測

値からの偏差平方和が最小になる値を探すこ

とで、始業時刻の平均値を算出した。 

まず、事案における平均始業・終業時刻の

分布をヒストグラムとして示す（図 10）。始業時

刻は 7～8 時台が突出しているなど、早朝～午

前に分布の中心があるが、午後の時間帯や夕

方・夜間・深夜にも分布があることが確認され

る。終業時刻は、19～20 時台に分布の中心が

あるが、深夜を含む様々な時間帯に分布して

いる。 

ここで、各事案の就業時間帯を詳細に確認

するため、平均始業時刻について、「0～4 時

台」、「5～6 時台」、「7～8 時台」、「9～11 時

台」、「12～17 時台」、「18～23 時台」の 6 カテ

ゴリーに区分して集計した（表 7）。7～8 時台に

平均始業時刻がある事案が半数近くを占める

ものの（42.2%）、その他の時間帯に平均始業

時刻がある事案も確認される。18～23 時台

（4.1%）、0～4 時台（11.7%）に平均始業時刻が

ある事案もあり、その場合、深夜勤務を日常的

に含む働き方と考えられる。 

業種・職種による始業時刻の違いを見る。

業種による違いを見ると、0～4 時台の始業は、

「漁業」（78.6%）で非常に多く、「運輸業, 郵便

業」（25.9%）、「農林業」（14.3%）においても一

定割合が該当する。18～23 時台の始業は、

「運輸業, 郵便業」（7.8%）、「農林業」（7.1%）で

他業種に比べて多い。職種による違いを見る

と、0～4 時台の始業は「農林漁業従事者」

（43.3%）で多く、「輸送・機械運転従事者」

（28.6%）、「運搬・清掃・包装等従事者」（15.6%）

がそれに次ぐ。18～23 時台の始業は、「輸送・

機械運転従事者」（8.4%）、「販売従事者」

（6.9%）でやや多い。 

2) 深夜勤務の状況 

次に、深夜勤務の状況について分析する。

本研究においては、勤務日のうち、22 時～5

時の時間帯に 2 時間以上の拘束時間が重な

っている場合を深夜勤務にあたる勤務日と見

做した。 

具体的には次の場合を、深夜勤務にあたる

日として識別した。①始業時刻が 3 時もしくは

それ以前である勤務日、②終業時刻が 24 時

以降である勤務日（但し、当該勤務における拘

束時間が 2 時間未満の場合を除く）、③当該

暦日 24 時間が拘束時間となっている勤務日

である。22 時～5 時の間に 1 分でも拘束時間

がかかれば「深夜勤務あり」と見做す方法もあ

り得るが、長時間労働等のある過労死等事案

では、少なからぬ勤務日において 22 時～5 時

の時間帯に勤務時間がかかることから、その

方法では事案の特徴を識別するのにあまり有

効ではない。そのため、ここでは、深夜時間帯

を一定以上含む勤務日（深夜勤務にあたる勤

務日）がどの程度あるのかという観点から、上

記の方法で深夜勤務有無を指標化する。 

なお、勤務日ごとに拘束時間内に深夜時間

帯（22 時～5 時）を 2 時間以上含むか否かとい

う観点から深夜勤務有無を識別する方法をと

ることから、始業・終業時刻の記録数による分

析対象の限定は行っていない。以上の方法に

よって各勤務日が深夜勤務にあたるか否かを

識別した上で、事案ごとに、勤務日に占める深
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夜勤務の日の比率を算出した。 

勤務日に占める深夜勤務比率は、深夜勤

務にあたる勤務日がない場合に最小値 0、勤

務日の全てが深夜勤務にあたる場合に最大

値 1 をとる指標である。事案における深夜勤務

比率の分布状況を、0.1 刻みの棒グラフとして

示す（図 11）。深夜勤務にあたる勤務日が 0.0

の事案が 40.4%ある一方、同比率が 0.9 超～

1.0 であるという、ほぼ全ての勤務日が深夜勤

務にあたる事案も 13.1%あることが示されている。 

勤務日における深夜勤務比率についての

統計量を表 8 に示す。同比率の平均値（標準

偏差）は 0.26（0.36）、中央値（第 1 四分位-第

3 四分位）は 0.04（0.00-0.43）であった。同表

では、深夜勤務比率について、「0.0」、「0.0 超

0.5 以下」、「0.5 超」というカテゴリーに区分し、

該当する事案の割合を示している。全体では、

「0.0」は 40.4%、「0.0 超 0.5 以下」は 36.6%、

「0.5 超」は 23.0%であった。 

次に、業種・職種等による深夜勤務の状況

の違いについて分析する。まず、業種による深

夜勤務状況の違いについて、表 8 を見ると、中

央値（第 1 四分位-第 3 四分位）は、「漁業」

（0.76（0.50-0.91））、「運輸業, 郵便業」（0.34

（0.00-0.92））において、深夜勤務比率が高い。

詳細な分布を箱ひげ図で示す（図 12）。業種

によって深夜勤務比率の中央値等の分布に

違いがあることが示されている。クラスカル=ウ

ォリス検定に基づくと、深夜勤務の比率には業

種による統計的に有意な差が認められた（H = 

382.28, df = 17, p < 0.001）。 

 職種による深夜勤務状況の違いについて、

表 8 を見ると、中央値（第 1 四分位-第 3 四分

位）は、「保安職業従事者」（0.65（0.00-0.96））、

「輸送・機械運転従事者」（0.40（0.01-0.93））

において、深夜勤務比率が高い。詳細な分布

を箱ひげ図で示す（図 13）。職種によって深夜

勤務比率の中央値等の分布に違いがあること

が示されている。クラスカル=ウォリス検定に基

づくと、深夜勤務の比率には職種による統計

的に有意な差が認められた（H = 396.64, df = 

11, p < 0.001）。 

3） 交替制勤務・不規則勤務の分析 

次に、交替制勤務・不規則勤務の状況につ

いて分析する。本研究では、交替制勤務・不

規則勤務について、終業時刻に比べて所定

時刻に近い場合が多いと推測される始業時刻

に着目し、それがどの程度一定であるか、ばら

ついているのか、始業時刻の標準偏差の大き

さで評価する。 

本集計では、平均始業・終業時刻の集計と

同様、評価期間内に始業・終業時刻が 10 以

上記録されている事案を分析対象とした。対

象を限定した理由は先に述べたとおりである。 

まず、事案ごとに算出した始業時刻と終業

時刻の標準偏差について、その分布をヒストグ

ラムとして示す（図 14）。始業時刻の標準偏差

について、その平均値（標準偏差）は 1.35 時

間（1.37 時間）、中央値（第 1 四分位-第 3 四

分位）は 0.93 時間（0.32-1.92 時間）であった。

ヒストグラム及び代表値に基づくと、始業時刻

の標準偏差は、終業時刻の標準偏差に比べ

て小さい。これは、所定終業時刻後に通常行

われる時間外労働（残業）の時間が日によって

異なることを考えれば妥当な傾向と言える。一

部に早出残業もあると推測されるものの、始業

時刻は、終業時刻と比べて時間外労働に左右

されにくい性格を持っていると考えられる。こう

した性質をもとに、本研究では、始業時刻の標

準偏差の大きさを指標に、不規則勤務・交替

制勤務の程度を分析する。 

なお、図 14 で始業時刻の標準偏差の分布

を見ると、始業時刻が概ね一定と見做せる「1

時間未満」のケースが約半数を占めているも

のの、始業時刻の標準偏差が数時間以上の

ケースも散見される。日によって始業時刻が大

きく異なる事案があることが示されている。 

始業時刻の標準偏差についての統計量を

表 9 に示す。同表では、始業時刻の標準偏差

について、「1.0 未満」、「1.0～2.0 未満」、「2.0

以上」というカテゴリーに区分し、該当する事案

の割合を示している。全体では、「1.0 未満」は

52.2%、「1.0～2.0 未満」は 24.5%、「2.0 以上」

は 23.3%であった。 

業種・職種による違いを見る。まず、業種に

よる分布の違いについて、表 9 を見ると、中央

値（第 1 四分位-第 3 四分位）は、「漁業」（2.71

時間（1.22-3.14 時間））、「運輸業, 郵便業」

（1.42 時間（0.47-2.81 時間））、「金融業, 保険

業」（1.32 時間（1.04-1.86 時間））、「情報通信

業」（1.27 時間（0.90-1.86 時間））で大きい。詳

細な分布を箱ひげ図で表す（図 15）。業種によ

って始業時刻の標準偏差の中央値等の分布

に違いがあることが示されている。クラスカル=

ウォリス検定に基づくと、始業時刻の標準偏差

には業種による統計的に有意な差が認められ
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た（H = 192.32, df = 17, p < 0.001）。 

職種による違いについて、表 9 を見ると、中

央値（第 1 四分位-第 3 四分位）は、「保安職

業従事者」（2.08 時間（0.28-4.19 時間））、「輸

送・機械運転従事者」（1.47 時間（0.52-2.93 時

間））で大きい。詳細な分布を箱ひげ図で表す

（図 16）。職種によって始業時刻の標準偏差の

中央値等の分布に違いがあることが示されて

いる。クラスカル=ウォリス検定に基づくと、始業

時刻の標準偏差には職種による統計的に有

意な差が認められた（H = 178.29, df = 11, p < 

0.001）。 

5.勤務間インターバルの分析 

1) 事案ごとの平均値 

勤務間インターバルは、連続する勤務日に

ついて、前の勤務の終業時刻と当勤務の始業

時刻との間隔の時間数として算出した。 

勤務間インターバルの算出の際には暦日の

情報を考慮した。具体的には、勤務終了（終

業時刻の記録がある日）の翌日に始業時刻の

記録がない場合、翌勤務との間の間隔は勤務

間インターバルと見做さない。勤務日の前日

に終業時刻の記録がない場合も、同様に、前

の勤務との間の間隔は勤務間インターバルと

は見做さない。但し、勤務終了（終業時刻の記

録がある日）と同じ日に次の勤務が開始される

場合は（例：7 時～16 時の勤務の後、同じ日の

23 時から次の勤務開始の場合）、同じ暦日の

勤務の間でも、勤務間インターバルと見做した。 

その上で、勤務間インターバルの集計では、

事案の状況に即し、各事案で勤務間インター

バルが 10 以上観測される場合を集計対象とし

た（n=2,722）。勤務間インターバルという概念

は、勤務の区切りが日ごとにあることを基本的

に想定し、連続する勤務日について、勤務（拘

束時間）と勤務（拘束時間）の間にある非拘束

時間の長さを問題にする。しかし、労災認定事

案の一部では、複数日（長いケースでは数週

間等）に及ぶ区切りのない連続勤務が常態化

していた事案が確認される。そうした事案では、

区切りのある勤務日同士で計測されるものとし

ての勤務間インターバルの観測数がきわめて

少なくなる。そうしたケースは、わずかに観測さ

れる勤務間インターバルをもって当該事案の

勤務間インターバル時間の代表値と見做すの

は適切ではないだろう。そうした理由から、勤

務間インターバルの統計量を議論する際に、

評価期間における勤務間インターバルの観測

数が 9 以下の事案は集計対象から除外したも

のである。 

評価期間内の勤務間インターバルの観測

数がきわめて少ない事案とは、次のようなタイ

プが存在する。ひとつは、1 勤務の拘束時間

（始業時刻～終業時刻）が非常に長いため、

勤務と勤務の間隔としての勤務間インターバ

ルがほとんど観測されない事案である。もうひ

とつは、1 勤 1 休などの勤務サイクルのために、

連続した勤務日が少なく、勤務と勤務の間の

時間数として計算される勤務間インターバル

の観測数がきわめて少ない事案である。これ

は警備員等の働き方が想起されよう。こうした

事案は、勤務間インターバルの統計量を議論

するのには適切な対象とは言えないことから除

外したものであるが、前者は勤務間インターバ

ルを問題にする以前の過酷な勤務状況と言う

こともできる。後者は、勤務間インターバルとい

う観点からは問題にならないものの、労災認定

事案では 1 勤務の拘束時間が非常に長いとい

う実態がある。こうした事案は、勤務間インター

バルという観点からは問題にできないものの、

過酷な勤務状況であることに留意したい。 

まず、事案ごとに算出した勤務間インターバ

ル（単位：時間）の統計量を示す（表 10）。平均

値（標準偏差）は 11.48 時間（1.66 時間）、中央

値（第 1 四分位-第 3 四分位）は 11.64 時間

（10.62-12.50 時間）であった。同表では、勤務

間インターバルについて、「11 時間未満」（「9

時間未満」、「9～11 時間未満」という内訳を含

む）、「11時間以上」というカテゴリーに区分し、

該当する事案の割合を示している。全体では、

「11 時間未満」は 33.0%（うち、「9 時間未満」は

6.6%、「9～11 時間未満」は 26.4%）、「11 時間

以上」は 67.0%であった。 

業種・職種による違いを示す。業種による違

いを見ると、「11 時間未満」の割合は、「運輸業，

郵便業」（45.9%）、「漁業」（41.7%）、「不動産業，

物品賃貸業」（38.1%）で勤務間インターバル平

均 11 時間未満の割合が高い。職種による違

いを見ると、「輸送・機械運転従事者」（46.0%）、

「保安職業従事者」（42.1%）、「農林漁業従事

者」（39.3%）で、勤務間インターバル平均 11 時

間未満の割合が高い。 

事案ごとの勤務間インターバル平均は、勤

務サイクルの特性等を反映するものと考えられ

る。また、勤務間インターバルは、勤務日にお

いて 24 時間から拘束時間を除したものとして
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算出される性質上、その平均値が短いことは、

勤務日における拘束時間（労働時間）の長さを

反映していよう。したがって、勤務間インターバ

ル確保については、事案ごとの平均値よりむし

ろ、各事案において、休息確保に足る勤務間

インターバル時間数（11 時間等）を確保できな

い日がどのくらいあるかが、労働者の健康確

保にとって重要であると考えられる。次に、そ

の点を分析する。 

2) 勤務間インターバルの確保に係る状況 

次に、事案単位の集計ではなく、データ上

にある各勤務間インターバルを集計単位とし、

どのくらいの勤務日において、休息時間の確

保に足る勤務間インターバル時間数を確保で

きていたのかを分析する。事案によって評価

期間や勤務日数、観測される勤務間インター

バルの数が異なることから、統計量算出に用

いる勤務間インターバルの数が異なっているこ

とに留意して結果を読む必要がある。 

まず、勤務間インターバル（単位：時間）の

分布をヒストグラムで示す（図 17）。これは、分

析対象とした事案で観測される全ての勤務間

インターバル（n= 131,937）がどのように分布し

ているのかを示したものである。平均値（標準

偏差）は 11.69 時間（3.18 時間）、中央値（第 1

四分位-第 3 四分位）は 11.63 時間（10.00-

13.03時間）であった。11時間台に分布の中心

があるものの、一定のちらばりがあり、インター

バルが短い日もあることが示されている。 

ここで、勤務間インターバルの状況を考察

するにあたって、その平均値や中央値よりも、

休息時間の確保に足るインターバル時間を確

保できているか、確保できていない日がどのく

らいあるのかが重要であろう。表 11 では、勤務

間インターバル時間について、「11 時間未満」

（「9 時間未満」、「9～11 時間未満」という内訳

を含む）、「11 時間以上」というカテゴリーに区

分し、該当する日の割合を集計した。全体で

は、勤務間インターバルが「11 時間未満」の日

は 37.8%（うち、「9 時間未満」の日は 13.8%、「9

～11 時間未満」の日は 24.0%）、「11 時間以上」

の日は 62.2%であった。 

業種による違いを見ると、勤務間インターバ

ルが 11 時間未満の日の割合は、「運輸業, 郵

便業」（47.8%）、「漁業」（47.1%）、「情報通信業」

（43.1%）、「宿泊業, 飲食サービス業」（42.8%）

において高い。職種による違いを見ると、「輸

送・機械運転従事者」（47.9%）、「サービス職業

従事者」（41.5%）、「農林漁業従事者」（41.0%）

において、勤務間インターバルが 11 時間未満

である日の割合が高い。 

6.特徴的な事案の状況 

各指標から見た特徴的な事案について、発

症前 1 か月間における勤務状況を、労働時間

集計表データをもとに示す（図 18）。ここで取り

上げるのは、いずれも評価期間 1 か月の長期

過重によって労災認定された事案である。各

事案について、被災者の性別、発症時年齢、

疾患名及び業種・職種（大分類-中分類-小分

類）を示すとともに、本研究で指標とした、時間

外労働時間、1 か月あたりの勤務日数、最大

連続勤務日数、1 勤務あたりの拘束時間、1 か

月あたりの拘束時間、拘束時間／労働時間

（比率）、勤務日に占める深夜勤務比率、始業

時刻の標準偏差、勤務間インターバル 11 時

間未満の日の割合を示した。事案 3、7、8、9

については、勤務間インターバルの観測数が

10 未満のため、勤務間インターバルの統計量

は算出されておらず、当該欄は「-」と表記して

いる。図 18 では、あわせて、各事案について、

労働時間集計表データに基づいて、各日の勤

務状況を図示したものを掲載している。発症前

1 か月の各日について、始業時刻～終業時刻

（拘束時間）に該当する時間（10 分刻み）に色

が塗られている。 

まず、事案 1（女性・60 代、業種：医療、福祉

－医療業－病院、職種：事務従事者－一般事

務従事者－その他の一般事務従事者）は、休

日数の少ない連続勤務のケースである。発症

前 1 か月における勤務日数は 29 日であり、最

大連続勤務日数は 25 日であった。休日がきわ

めて少ないことが確認される。脳内出血（脳出

血）を発症した。 

事案 2（男性・40 代、業種：宿泊業、飲食サ

ービス業－宿泊業－旅館、ホテル、職種：サー

ビス職業従事者－飲食物調理従事者－調理

人）も、休日数の少ない連続勤務のケースであ

る。発症前 1 か月における勤務日数は 29 日で

あり、最大連続勤務日数は 29 日であった。勤

務状況の図を見ると、発症直前以外は全ての

日に勤務があることがわかる。1 か月あたりの

拘束時間も 321.50 時間と長い。くも膜下出血

を発症した。 

事案 3（男性・30 代、業種：医療、福祉－医

療業－病院、職種：専門的・技術的職業従事

者－医師_歯科医師_獣医師_薬剤師－医師）
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は、1 勤務あたりの平均拘束時間が 18.90 時

間と長い事案である。勤務状況の図を見ると、

1 勤務（始業～終業時刻）が複数の暦日にまた

がることがたびたびあったことがわかる。1 か月

あたりの拘束時間は 321.23 時間と長い。なお、

この事案は、深夜勤務比率が 0.47 とやや高く、

始業時刻の標準偏差も 3.26 と大きい。勤務時

間帯が不規則で、かつ深夜にも勤務が数時間

かかることが少なくなかったと言える。なお、本

事案の 1 か月あたりの勤務日数は 17 日である

が、複数の暦日にまたがる拘束時間の長い勤

務をしている実態があり、暦日ベースで見た休

日取得数は決して多くはない。脳内出血（脳

出血）を発症した。 

事案 4（男性・50 代、業種：製造業－食料品

製造業－その他の食料品製造業、職種：生産

工程従事者－製品製造・加工処理従事者（金

属製品を除く）－食料品製造従事者）は、深夜

勤務の頻度が高いケースである。勤務日に占

める深夜勤務比率は 1.0 であった。勤務状況

の図を見ると、始業時刻が深夜 2 時であり、全

ての勤務日において深夜時間帯の勤務が数

時間以上あることがわかる。1 勤務あたりの拘

束時間が 15.20 時間と長く、勤務間インターバ

ル 11 時間未満の割合が 91.7%と高いことにも

特徴がある。深夜時間帯を含む拘束時間の長

い勤務が常態化しており、日々の休息時間を

確保できていなかった状況がうかがえる。脳内

出血（脳出血）を発症した。 

事案 5（男性・50 代、業種：運輸業・郵便業

－道路貨物運送業－一般貨物自動車運送業、

職種：輸送・機械運転従事者－自動車運転従

事者－貨物自動車運転者）は、始業時刻の標

準偏差が 4.79 と高い。深夜勤務比率は 0.17

であり、深夜勤務に該当する日も一部ある。勤

務状況の図を見る限り、始業時刻は一定では

ないものの規則性があることから、日によって

就業時間帯が異なる交替制勤務であることが

うかがえる。加えて、1 か月あたりの拘束時間

は 332.52 時間と長く、勤務間インターバル 11

時間を確保できなかった日も 46.7%ある。脳梗

塞を発症した。 

事案 6（男性・50 代、業種：運輸業・郵便業

－道路貨物運送業－一般貨物自動車運送業、

職種：輸送・機械運転従事者－自動車運転従

事者－貨物自動車運転者）は、始業時刻の標

準偏差が 2.27 であり、事案 5 と同様、日によっ

て始業時刻のばらつきが大きい事案である。

勤務状況の図からは、事案 5 と比べて、始業

時刻について明確な規則性は確認されない。

不規則勤務と見做すことができる。また、深夜

勤務比率は 0.50 であり、半数の勤務日につい

て深夜時間帯の勤務が数時間以上含まれて

いた。加えて、1 か月あたりの拘束時間は

323.07 時間と長く、勤務間インターバル 11 時

間を確保できなかった日も 66.7%あった。くも膜

下出血を発症した。 

事案 7（男性・50 代、業種：運輸業、郵便業

－道路貨物運送業－特定貨物自動車運送業、

職種：輸送・機械運転従事者－自動車運転従

事者－貨物自動車運転者）は、1 勤務あたりの

拘束時間が 21.09 時間ときわめて長く、1 か月

あたりの拘束時間も 400.67 時間にのぼること

に大きな特徴がある。勤務状況の図を見ると、

複数の日にまたがるような勤務が常態化して

いることがわかる。加えて、勤務日に占める深

夜勤務比率が 0.60 と高く、始業時刻の標準偏

差は 2.78 である。深夜勤務を多く含む、不規

則な勤務に従事していたことが示されている。

心筋梗塞を発症した。 

事案 8（男性・40 代、業種：サービス業（他に

分類されないもの）－その他の事業サービス

業－警備業、職種：保安職業従事者－その他

の保安職業従事者－警備員）も、1 勤務あたり

の拘束時間が長い例である。1 勤務あたりの拘

束時間は 25.72 時間ときわめて長く、1 か月あ

たりの拘束時間も 411.50 時間にのぼる。時間

外労働時間も 140.00 時間と長いものの、同時

に、拘束時間／労働時間（比率）が 1.33 と高

いことにも特徴があり、仮眠時間等、労働時間

にカウントされていない拘束時間も長いと言え

る。深夜勤務比率は 0.75 と高い。勤務サイク

ルの特性上、勤務日数は多くないものの、拘

束時間の長さがきわだっている事例である。く

も膜下出血を発症した。 

事案 9（男性・60 代、業種：漁業－漁業（水

産養殖業を除く）－海面漁業、職種：農林漁業

従事者－漁業従事者－漁労従事者）は、1 勤

務あたりの拘束時間が 43.64 時間であるという、

きわだって長い事案であり、1 か月あたりの拘

束時間も 480.00 時間にのぼる。拘束時間／労

働時間（比率）は 1.65 ときわめて高い。勤務状

況の図を見る限り、拘束時間が複数の日（3～

5 日間）にまたがる勤務が常態化している。な

お、本研究の算出方法に基づくと 1 か月あたり

の勤務日数は 22 日，最大連続勤務日数は 4
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日となるが、1 勤務が複数の日にまたがる勤務

実態にあることに留意して結果を読む必要が

あり、勤務状況の図からは、暦日ベースで労

働（拘束時間）から完全に解放される意味での

休日は全く取得できていないことがわかる。脳

梗塞を発症した。 

以上、本研究の指標に即して特徴的な事案

を示した。複数の指標における特徴をもつ事

案も少なくない。また、たとえば、休日数が少

なくなくても、深夜勤務が常態化している事案

があるなど、特定の限られた指標をもって過労

死等に関わる負荷の程度を評価できるもので

はない。過酷な労働状況を多角的に分析する

ことが有効である。 

 

Ｄ．考察 

本研究で対象とした労災認定事案は、長時

間労働の事案が大半であるが、加えて、勤務

実態を見ると、休日の少ない連続勤務のケー

ス、深夜勤務が頻繁にあるケース、始業時刻

が一定ではない不規則勤務・交替制勤務のケ

ースが一定程度ある。 

対象事案における 1 か月あたりの時間外労

働は、平均値 107.74 時間、中央値 100.18 時

間 で あ る 。 中 央 値 に 基 づ く と 、 「 農 林 業 」

（125.00 時間）、「漁業」（117.00 時間）等の業

種や、「農林漁業従事者」（120.98 時間）等の

職種で時間外労働が長い傾向が見られる。 

1 か月あたりの勤務日数は、平均値 24.24 日、

中央値 24.50 日である。1 か月あたりの休日数

が必然的に 4 日未満になる、勤務日数「26 日

超」の事案が 19.9%を占める。中央値を見ると、

「農林業」（27.83 日）、「漁業」（26.00 日）、「宿

泊業, 飲食サービス業」（25.50 日）、「複合サ

ービス事業」（25.25 日）等の業種や、「農林漁

業従事者」（26.17 日）、「建設・採掘従事者」

（25.45 日）、「サービス職業従事者」（25.40 日）

等の職種で勤務日数が多い傾向にある。休日

を特に取得しにくい業種・職種であることがうか

がえる。 

また、評価期間内で 14 日以上の連続勤務

があった事案が 26.4%を占める。14 日以上の

連続勤務は、「農林業」（71.4% ）、「漁業」

（52.9%）、「複合サービス事業」（50.0%）、「建設

業」（42.7%）、「教育, 学習支援業」（40.5%）等

の業種や、「農林漁業従事者」（59.4%）、「建

設・採掘従事者」（40.7%）等の職種で多い。 

拘束時間について、1 勤務（始業時刻～終

業時刻）あたりの拘束時間は、平均値 16.88 時

間、中央値が 12.42 時間である。拘束時間「16

時間以上」の事案が 9.7%を占めるなど、1 勤務

あたりの平均拘束時間が長い事案も一定程度

見られる。中央値に基づくと、「漁業」（14.90 時

間）、「運輸業, 郵便業」（13.18 時間）等の業

種や、「保安職業従事者」（14.00 時間）、「輸

送・機械運転従事者」（13.24 時間）等の職種

で 1 勤務あたりの拘束時間が長い。1 か月あた

りの拘束時間は、平均値が 314.17 時間、中央

値が 299.75 時間である。「320 時間以上」の事

案が 33.0%を占めている。中央値に基づくと、

「漁業」（377.31 時間）、「農林業」（338.81 時

間）、「運輸業, 郵便業」（310.89 時間）等の業

種や、「農林漁業従事者」（338.00 時間）、「保

安職業従事者」（313.92 時間）、「輸送・機械運

転従事者」（312.74時間）、「サービス職業従事

者」（308.25 時間）等の職種において 1 か月あ

たりの拘束時間が長い。拘束時間が長い業

種・職種は、時間外労働時間が長い業種・職

種と重なるところがあるものの、労働時間に対

する拘束時間の比率も高いことから、労働時

間の長さとともに、労働時間にカウントされない

拘束時間の長さにも特徴があることがうかがえ

た。 

就業時間帯に関して、勤務日に占める深夜

勤務比率（0～1 の範囲をとる）を見ると、平均

値は 0.26、中央値は 0.04 である。深夜勤務比

率が 0.5 を超える（半数超の勤務日が深夜勤

務に該当する）事案が 23.0%ある。中央値に基

づくと、「漁業」（0.76）、「運輸業, 郵便業」

（0.34）等の業種や、「保安職業従事者」（0.65）、

「輸送・機械運転従事者」（0.40）等の職種で、

深夜勤務比率が高い。さらには、始業時刻の

標準偏差の大きさを分析したところ、中央値に

基づけば、「漁業」（2.71 時間）、「運輸業, 郵

便業」（1.42 時間）、「金融業, 保険業」（1.32

時間）、「情報通信業」（1.27 時間）等の業種や、

「保安職業従事者」（2.08 時間）、「輸送・機械

運転従事者」（1.47 時間）等の職種では、始業

時刻の標準偏差が大きく、日によって就業時

間帯が異なる交替制勤務・不規則勤務の状況

が多い傾向が示された。 

勤務間インターバルの状況について、評価

期間において勤務間インターバルが「11 時間

未満」の日が 37.8％を占めている。労災認定

事案において、休息時間の確保に足る勤務間

インターバルを確保できていない日が多いこと
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がうかがえた。勤務間インターバル「11 時間未

満」の日が占める割合は、「運輸業, 郵便業」

（47.8%）、「漁業」（47.1%）、「情報通信業」

（43.1%）、「宿泊業, 飲食サービス業」（42.8%）

等 の 業 種 や 、 「 輸 送 ・ 機 械 運 転 従 事 者 」

（47.9%）、「サービス職業従事者」（41.5%）、「農

林漁業従事者」（41.0%）等の職種で高い。 

以上の分析から、時間外労働の長さだけで

なく、連続勤務、拘束時間、深夜勤務、交替制

勤務・不規則勤務、勤務間インターバルといっ

た勤務時間（帯）の状況について、特定の業

種・職種を中心に課題が大きいことが示された。

また、特徴的な事案に示すように、過労死等に

関わる負荷の程度は、特定の限られた指標を

もって評価できるものではなく、過酷な労働状

況を多角的に分析することが有効と示唆され

た。 

 

Ｅ．結論 

本研究で対象とした事案は、長時間労働の

事案が大半であるが、加えて、勤務実態を見

ると、休日の少ない連続勤務のケース、深夜

勤務が頻繁にあるケース、始業時刻が一定で

はない不規則勤務・交替制勤務のケースが一

定程度ある。こうした働き方は、労働者の休息

時間を制約し、健康に悪影響を及ぼすもので

ある。過労死等防止の観点からは、長時間労

働の防止はもちろんのこと、働く者の健康が損

なわれる働き方について多角的に考察し、過

重労働の問題に対処することが求められる。あ

わせて、本研究で示した勤務状況は、特定の

業種や職種に偏って存在している面もあり、そ

の背景には、営業時間や業界の慣行など業態

的な要因、職種特殊的な要因が関わると推測

される。働く者の健康確保のために、過労死等

の労災認定事案の示す実態をふまえた過重

労働の是正策が求められる。 

本研究には次のような限界がある。ひとつは、

労働時間集計表データの欠落（部分的な欠落、

読解不能を含む）により扱えていない事案があ

り、労災認定事案の全数を対象にできていな

いことである。加えて、データ処理（欠損値処

理等）についても、引き続き改善できる余地が

ある。 

研究対象にともなう限界もある。対象とした

事案は、全て労災補償の対象となる疾患を発

症し、それが業務に起因すると認定されたケ

ースである。過労死等の発生要因を統計学的

に解明するためには、疾患を発症していない

ケース、過重負荷でないケース等、比較対象

が必要である。本研究の対象内にはそうした

比較対象は存在しない。脳・心臓疾患の発症

に係る過重労働等の要因分析は、労災認定

事案とは別の研究対象・方法をもとに行う必要

もある。加えて、本研究で扱った事案は、大半

が長時間労働の事案であり、拘束時間が長い

こと、勤務間インターバルが短いこと、深夜勤

務が多いことは、長時間労働と密接な関係が

ある。労働時間の長さと独立してこれらがどの

程度被災者の負荷となったのか、識別すること

は難しい。そのため、本研究は、脳・心臓疾患

の労災認定事案における被災者の勤務状況

を「労働時間以外の負荷要因」に関わる角度

から記述するもの（に過ぎない）という限界をも

つ。 

こうした限界があるものの、過労死等をもた

らす過重負荷は、時間外労働の長さのみで捉

えきれるものではない。その勤務状況にともな

う負荷について、多角的に考察することは重

要であろう。事案の示す勤務態様が多様であ

る以上、「労働時間以外の負荷要因」に係る評

価基準を一律に見出すことは困難な課題であ

るが、重大な健康障害を引き起こすに至った

被災者の勤務状況を詳細に考察することは、

過労死等防止対策を考案するための有益な

情報を提供すると考える。 
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第1四分位数 第3四分位数 80時間未満 80〜100時間未満 100〜120時間未満 120時間以上

107.74 31.75 100.18 84.00 120.50 9.4% 39.3% 25.5% 25.8% 2,848

男性 107.75 31.90 100.00 84.07 120.38 9.4% 39.4% 25.4% 25.7% 2,716
⼥性 107.59 28.66 102.19 83.49 120.79 8.3% 36.4% 27.3% 28.0% 132
29歳以下 109.69 31.51 101.79 88.97 115.00 6.7% 36.7% 35.0% 21.7% 60
30〜39歳 108.37 32.18 102.00 85.00 119.38 7.3% 39.2% 28.7% 24.9% 342
40〜49歳 107.10 31.09 100.00 84.00 120.00 9.1% 40.0% 25.5% 25.4% 965
50〜69歳 108.22 31.82 101.00 84.00 122.00 9.5% 38.5% 25.2% 26.7% 1,070
60歳以上 107.21 32.88 99.00 83.79 120.45 11.7% 39.9% 22.4% 26.0% 411
農林業 125.88 34.18 125.00 106.50 133.50 0.0% 21.4% 21.4% 57.1% 14
漁業 140.93 57.87 117.00 102.00 146.00 0.0% 17.6% 35.3% 47.1% 17
鉱業、採⽯業、砂利採取業 89.00 - 89.00 89.00 89.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1
建設業 108.48 31.94 101.25 85.85 119.56 8.5% 37.3% 29.2% 25.0% 260
製造業 104.14 30.75 97.00 83.00 115.00 14.2% 38.1% 27.1% 20.6% 339
電気・ガス・熱供給・⽔道業 102.29 38.53 83.34 74.75 128.17 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 6
情報通信業 102.91 27.21 96.54 84.25 109.65 4.4% 48.9% 33.3% 13.3% 90
運輸業，郵便業 107.23 29.41 101.00 84.31 121.50 8.8% 39.0% 25.7% 26.4% 940
卸売業，⼩売業 105.67 30.11 96.28 83.00 118.90 10.2% 43.7% 21.8% 24.3% 412
⾦融業，保険業 104.24 27.48 95.53 82.05 132.38 21.4% 28.6% 14.3% 35.7% 14
不動産業，物品賃貸業 107.55 30.58 99.37 82.69 122.55 7.1% 45.2% 21.4% 26.2% 42
学術研究，専⾨・技術サービス業 110.26 30.77 104.47 85.01 124.00 6.4% 39.7% 25.6% 28.2% 78
宿泊業，飲⾷サービス業 113.95 35.81 103.28 88.71 129.60 6.0% 37.6% 24.8% 31.6% 250
⽣活関連サービス業，娯楽業 112.32 31.63 103.54 88.58 124.72 6.1% 31.8% 31.8% 30.3% 66
教育，学習⽀援業 100.64 24.38 94.03 83.00 111.80 13.5% 43.2% 27.0% 16.2% 37
医療，福祉 103.23 26.97 96.98 82.82 119.00 13.6% 39.5% 22.2% 24.7% 81
複合サービス事業 102.96 29.01 106.71 82.50 121.25 28.6% 7.1% 35.7% 28.6% 14
サービス業（他に分類されないもの） 111.68 41.00 101.00 84.71 123.38 8.6% 39.6% 21.9% 29.9% 187
管理的職業従事者 108.74 32.57 100.55 84.00 125.00 11.2% 37.2% 22.8% 28.8% 285
専⾨的・技術的職業従事者 106.46 30.29 99.83 85.00 118.10 9.0% 41.0% 25.8% 24.2% 388
事務従事者 103.85 25.28 99.94 83.75 117.36 9.7% 40.3% 30.1% 19.9% 206
販売従事者 107.18 31.02 98.11 84.00 118.87 8.9% 43.0% 23.3% 24.9% 305
サービス職業従事者 114.25 36.07 103.20 88.00 128.41 5.7% 36.8% 25.1% 32.4% 315
保安職業従事者 113.26 50.12 101.00 84.42 121.05 10.1% 39.1% 24.6% 26.1% 69
農林漁業従事者 133.72 47.70 120.98 105.00 143.25 0.0% 18.8% 31.2% 50.0% 32
⽣産⼯程従事者 104.76 34.38 96.15 82.00 115.00 17.5% 36.3% 25.1% 21.1% 171
輸送・機械運転従事者 106.77 28.74 101.00 84.00 121.00 9.0% 38.7% 26.5% 25.8% 876
建設・採掘従事者 105.17 29.20 99.50 84.61 114.13 10.2% 39.8% 29.6% 20.4% 108
運搬・清掃・包装等従事者 103.35 29.41 94.29 82.38 119.25 7.6% 50.0% 17.4% 25.0% 92
分類不能の職業 77.00 - 77.00 77.00 77.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

表1．1か⽉あたりの時間外労働時間
時間外労働時間の分布（%）

発
症
時
年
齢

性
別

業
種

職
種

合計

中央値
四分位範囲

n標準偏差平均値

注：各事案について評価期間における1か⽉あたりの時間外労働時間を算出し、集計したものである。
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29⽇超

24.24 2.96 24.50 22.50 26.00 22.3% 57.8% 19.9% 4.2% 2,848

男性 24.21 2.95 24.50 22.50 26.00 22.4% 58.1% 19.5% 4.0% 2,716
⼥性 24.86 3.16 25.00 23.00 27.00 20.5% 50.0% 29.6% 9.1% 132
29歳以下 24.46 2.45 24.00 23.00 25.63 21.7% 60.0% 18.3% 5.0% 60
30〜39歳 24.13 2.72 24.25 22.67 25.92 21.3% 62.9% 15.8% 2.9% 342
40〜49歳 24.12 2.63 24.33 22.60 26.00 21.0% 63.2% 15.8% 2.4% 965
50〜69歳 24.29 3.07 24.50 22.50 26.00 23.6% 53.6% 22.7% 4.6% 1,070
60歳以上 24.47 3.58 25.00 22.67 26.33 22.9% 51.1% 26.0% 8.5% 411
農林業 27.10 2.99 27.83 24.63 30.00 7.1% 28.6% 64.3% 35.7% 14
漁業 24.79 3.87 26.00 21.25 28.50 41.2% 11.8% 47.1% 11.8% 17
鉱業、採⽯業、砂利採取業 24.00 - 24.00 24.00 24.00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1
建設業 25.34 2.37 25.00 24.00 27.00 8.1% 63.1% 28.8% 4.2% 260
製造業 24.33 2.55 24.33 22.92 26.00 19.5% 62.5% 17.9% 3.2% 339
電気・ガス・熱供給・⽔道業 22.86 3.67 23.50 21.13 25.00 33.3% 50.0% 16.7% 0.0% 6
情報通信業 23.68 2.53 24.00 22.00 25.00 30.0% 56.7% 13.3% 0.0% 90
運輸業，郵便業 23.24 2.92 23.50 21.80 25.00 31.4% 59.5% 9.2% 0.9% 940
卸売業，⼩売業 24.74 2.73 25.00 23.00 26.00 18.4% 57.0% 24.5% 7.3% 412
⾦融業，保険業 24.06 2.64 24.00 22.00 26.13 35.7% 35.7% 28.6% 0.0% 14
不動産業，物品賃貸業 25.21 2.57 25.00 23.04 27.00 11.9% 57.1% 30.9% 9.5% 42
学術研究，専⾨・技術サービス業 24.43 2.56 24.55 22.75 26.00 21.8% 59.0% 19.3% 2.6% 78
宿泊業，飲⾷サービス業 25.54 2.57 25.50 24.04 27.00 7.6% 62.4% 30.0% 7.6% 250
⽣活関連サービス業，娯楽業 25.19 2.56 25.00 23.50 26.79 12.1% 60.6% 27.3% 9.1% 66
教育，学習⽀援業 25.02 2.55 25.00 24.00 26.17 18.9% 54.1% 27.0% 2.7% 37
医療，福祉 23.65 3.48 24.00 21.33 26.00 34.6% 44.4% 21.0% 3.7% 81
複合サービス事業 24.89 2.48 25.25 23.88 26.00 14.3% 64.3% 21.4% 0.0% 14
サービス業（他に分類されないもの） 24.25 3.95 25.00 22.00 27.00 26.7% 41.7% 31.5% 9.6% 187
管理的職業従事者 24.68 2.99 24.67 23.00 27.00 19.3% 53.3% 27.4% 6.3% 285
専⾨的・技術的職業従事者 24.38 2.65 24.50 23.00 26.00 19.8% 60.1% 20.1% 2.8% 388
事務従事者 23.92 2.70 24.00 22.50 25.50 23.8% 62.6% 13.6% 2.4% 206
販売従事者 24.92 2.83 25.00 23.00 26.50 15.4% 57.4% 27.2% 7.2% 305
サービス職業従事者 25.45 2.65 25.40 24.00 27.00 9.5% 60.6% 29.9% 8.9% 315
保安職業従事者 22.68 4.72 23.67 19.00 26.00 46.4% 29.0% 24.6% 5.8% 69
農林漁業従事者 25.66 3.58 26.17 22.45 29.00 25.0% 25.0% 50.0% 21.9% 32
⽣産⼯程従事者 24.57 2.17 24.50 23.00 26.00 17.0% 64.9% 18.2% 1.2% 171
輸送・機械運転従事者 23.27 2.91 23.58 21.65 25.00 32.2% 57.9% 9.9% 0.8% 876
建設・採掘従事者 25.43 2.58 25.45 24.00 27.00 10.2% 59.3% 30.6% 6.5% 108
運搬・清掃・包装等従事者 24.56 2.96 24.33 23.00 26.00 17.4% 59.8% 22.8% 9.8% 92
分類不能の職業 27.00 - 27.00 27.00 27.00 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1

22⽇超26⽇以下 26⽇超

合計

性
別

発
症
時
年
齢

業
種

職
種

注：各事案について評価期間における1か⽉あたりの勤務⽇数を算出し、集計したものである。

表2．1か⽉あたりの勤務⽇数

平均値 標準偏差 中央値
四分位範囲 1か⽉あたり勤務⽇数の分布（％）

n
第1四分位数 第3四分位数 22⽇以下
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第1四分位数 第3四分位数 6⽇以下 7⽇〜13⽇以下 14⽇以上

13.32 14.56 9.00 6.00 14.00 37.7% 35.8% 26.4% 2,848

男性 13.22 14.47 8.50 6.00 14.00 38.1% 35.8% 26.1% 2,716
⼥性 15.27 16.30 11.00 6.00 16.25 30.3% 36.4% 33.3% 132
29歳以下 12.93 9.28 11.00 6.00 15.25 28.3% 45.0% 26.7% 60
30〜39歳 12.56 10.33 9.00 6.00 14.00 36.8% 36.3% 26.9% 342
40〜49歳 12.82 13.80 8.00 6.00 13.00 36.8% 38.3% 24.9% 965
50〜69歳 13.43 15.39 9.00 6.00 14.00 38.1% 35.4% 26.4% 1,070
60歳以上 14.87 17.39 8.00 6.00 16.00 40.9% 29.4% 29.7% 411
農林業 19.93 9.85 18.00 13.50 30.00 14.3% 14.3% 71.4% 14
漁業 22.71 17.58 17.00 8.00 33.00 11.8% 35.3% 52.9% 17
鉱業、採⽯業、砂利採取業 6.00 - 6.00 6.00 6.00 100.0% 0.0% 0.0% 1
建設業 16.14 12.42 13.00 6.75 20.00 25.0% 32.3% 42.7% 260
製造業 12.84 13.03 9.00 6.00 14.50 39.2% 33.6% 27.1% 339
電気・ガス・熱供給・⽔道業 13.33 11.59 9.50 6.00 15.25 50.0% 16.7% 33.3% 6
情報通信業 12.14 5.70 12.00 7.00 14.75 22.2% 45.6% 32.2% 90
運輸業，郵便業 9.48 9.02 6.00 6.00 11.00 52.0% 35.1% 12.9% 940
卸売業，⼩売業 15.19 17.68 9.00 6.00 16.25 36.2% 35.2% 28.6% 412
⾦融業，保険業 16.64 23.37 6.50 6.00 12.75 50.0% 28.6% 21.4% 14
不動産業，物品賃貸業 15.71 14.10 12.00 7.25 19.00 21.4% 40.5% 38.1% 42
学術研究，専⾨・技術サービス業 15.06 11.26 13.00 7.00 19.00 23.1% 44.9% 32.1% 78
宿泊業，飲⾷サービス業 17.68 23.43 11.00 7.00 18.00 24.0% 43.6% 32.4% 250
⽣活関連サービス業，娯楽業 17.09 27.53 10.50 6.00 16.00 27.3% 39.4% 33.3% 66
教育，学習⽀援業 16.38 13.68 12.00 6.00 19.00 27.0% 32.4% 40.5% 37
医療，福祉 14.37 14.09 9.00 6.00 18.00 34.6% 35.8% 29.6% 81
複合サービス事業 16.50 12.70 14.00 9.25 18.75 14.3% 35.7% 50.0% 14
サービス業（他に分類されないもの） 14.71 12.49 12.00 6.00 18.00 31.0% 32.6% 36.4% 187
管理的職業従事者 16.24 18.88 12.00 6.00 19.00 29.8% 35.1% 35.1% 285
専⾨的・技術的職業従事者 14.42 11.86 12.00 6.00 19.00 28.4% 35.8% 35.8% 388
事務従事者 12.46 9.13 10.00 6.00 14.00 34.0% 40.3% 25.7% 206
販売従事者 15.57 17.80 10.00 6.00 18.00 34.1% 33.8% 32.1% 305
サービス職業従事者 16.95 22.11 11.00 6.00 18.00 25.4% 42.2% 32.4% 315
保安職業従事者 11.74 12.95 7.00 5.00 13.00 47.8% 30.4% 21.7% 69
農林漁業従事者 20.97 14.43 17.00 8.00 30.00 12.5% 28.1% 59.4% 32
⽣産⼯程従事者 13.39 15.19 10.00 6.00 14.50 36.8% 36.8% 26.3% 171
輸送・機械運転従事者 9.36 8.47 6.00 6.00 11.00 52.6% 34.7% 12.7% 876
建設・採掘従事者 16.43 12.56 13.00 7.00 21.25 24.1% 35.2% 40.7% 108
運搬・清掃・包装等従事者 14.03 14.33 8.00 6.00 15.25 41.3% 30.4% 28.3% 92
分類不能の職業 20.00 - 20.00 20.00 20.00 0.0% 0.0% 100.0% 1

表3．最⼤連続勤務⽇数

注：各事案について評価期間における最⼤の連続勤務⽇数を算出し、集計したものである。

平均値 標準偏差
最⼤連続勤務⽇数の分布（％）

n

合計

性
別

発
症
時
年
齢

業
種

職
種

中央値
四分位範囲
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第1四分位数 第3四分位数 12時間未満 12〜14時間未満 14〜16時間未満 16時間以上

16.88 83.96 12.42 11.51 13.63 38.5% 40.8% 11.0% 9.7% 2,848

男性 17.10 85.97 12.44 11.54 13.64 37.7% 41.3% 11.0% 9.9% 2,716
⼥性 12.32 2.93 11.84 10.98 13.15 54.5% 30.3% 9.8% 5.3% 132
29歳以下 12.78 1.58 12.52 11.89 13.26 31.7% 53.3% 11.7% 3.3% 60
30〜39歳 14.14 9.54 12.50 11.66 13.37 35.7% 47.4% 9.9% 7.0% 342
40〜49歳 18.74 140.98 12.40 11.55 13.48 39.2% 43.3% 10.5% 7.0% 965
50〜69歳 16.52 25.08 12.43 11.49 13.83 37.9% 39.2% 11.6% 11.4% 1,070
60歳以上 16.34 22.02 12.37 11.32 14.06 42.1% 32.1% 11.2% 14.6% 411
農林業 13.20 2.03 12.64 11.87 13.35 35.7% 42.9% 7.1% 14.3% 14
漁業 47.31 57.22 14.90 12.47 50.64 17.6% 29.4% 11.8% 41.2% 17
鉱業、採⽯業、砂利採取業 11.81 - 11.81 11.81 11.81 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
建設業 12.10 1.53 11.90 11.14 12.66 55.4% 34.2% 8.8% 1.5% 260
製造業 12.27 1.84 12.04 11.18 13.02 48.7% 42.5% 6.5% 2.4% 339
電気・ガス・熱供給・⽔道業 12.96 3.64 12.17 11.02 12.63 50.0% 33.3% 0.0% 16.7% 6
情報通信業 12.52 1.27 12.30 11.72 13.27 36.7% 51.1% 11.1% 1.1% 90
運輸業，郵便業 20.64 38.88 13.18 12.06 15.11 23.5% 40.1% 15.4% 21.0% 940
卸売業，⼩売業 22.66 212.24 12.19 11.23 13.09 45.4% 45.1% 7.3% 2.2% 412
⾦融業，保険業 12.45 1.46 12.57 11.80 13.14 28.6% 64.3% 7.1% 0.0% 14
不動産業，物品賃貸業 12.45 1.61 12.38 11.30 13.57 42.9% 42.9% 11.9% 2.4% 42
学術研究，専⾨・技術サービス業 12.51 1.38 12.37 11.51 13.27 38.5% 47.4% 12.8% 1.3% 78
宿泊業，飲⾷サービス業 12.35 2.02 12.21 11.16 13.36 42.8% 44.0% 10.4% 2.8% 250
⽣活関連サービス業，娯楽業 12.26 1.38 12.05 11.35 12.86 48.5% 39.4% 10.6% 1.5% 66
教育，学習⽀援業 11.57 1.15 11.40 10.97 12.08 73.0% 24.3% 2.7% 0.0% 37
医療，福祉 13.07 4.16 12.29 11.07 14.12 45.7% 28.4% 16.0% 9.9% 81
複合サービス事業 11.62 1.30 11.87 10.84 12.50 57.1% 42.9% 0.0% 0.0% 14
サービス業（他に分類されないもの） 13.97 6.54 12.32 11.53 13.87 38.5% 37.4% 8.6% 15.5% 187
管理的職業従事者 12.33 2.11 12.16 11.19 13.01 44.9% 45.6% 7.7% 1.8% 285
専⾨的・技術的職業従事者 12.33 1.66 12.15 11.29 13.07 46.4% 41.5% 9.5% 2.6% 388
事務従事者 12.42 1.80 12.20 11.48 13.12 42.2% 46.6% 9.2% 1.9% 206
販売従事者 26.28 246.67 12.09 11.15 13.08 47.5% 43.0% 6.6% 3.0% 305
サービス職業従事者 12.56 2.40 12.27 11.35 13.27 42.5% 42.9% 10.5% 4.1% 315
保安職業従事者 16.82 9.80 14.00 12.00 17.96 24.6% 24.6% 14.5% 36.2% 69
農林漁業従事者 27.03 39.17 12.84 11.94 15.96 28.1% 37.5% 9.4% 25.0% 32
⽣産⼯程従事者 12.16 1.51 11.92 11.05 13.05 52.6% 36.8% 8.8% 1.8% 171
輸送・機械運転従事者 21.10 40.24 13.24 12.11 15.28 22.7% 40.1% 15.5% 21.7% 876
建設・採掘従事者 11.98 1.66 11.70 11.01 12.66 62.0% 27.8% 9.3% 0.9% 108
運搬・清掃・包装等従事者 14.74 14.04 12.28 11.48 13.33 43.5% 40.2% 7.6% 8.7% 92
分類不能の職業 9.64 - 9.64 9.64 9.64 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

表4．1勤務（始業時刻〜終業時刻）あたりの拘束時間

合計

注：各事案について1勤務（始業時刻〜終業時刻）あたりの拘束時間を算出し、集計したものである。

平均値 標準偏差
1勤務あたりの拘束時間の分布（％）

n

性
別

発
症
時
年
齢

業
種

職
種

中央値
四分位範囲
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第1四分位数 第3四分位数 280時間未満 280〜300時間未満 300〜320時間未満 320時間以上

314.17 56.45 299.75 277.67 332.73 27.7% 22.4% 16.9% 33.0% 2,848

男性 314.81 57.00 300.01 278.16 333.47 27.4% 22.5% 16.9% 33.3% 2,716
⼥性 301.08 41.55 293.33 272.70 321.03 34.8% 20.5% 17.4% 27.3% 132
29歳以下 309.58 38.37 305.03 284.29 327.69 23.3% 21.7% 23.3% 31.7% 60
30〜39歳 309.64 48.44 299.69 279.34 326.22 26.0% 24.0% 20.5% 29.5% 342
40〜49歳 308.46 50.37 296.48 276.38 325.00 30.5% 23.2% 18.1% 28.2% 965
50〜69歳 318.76 61.29 301.53 279.16 338.25 26.0% 22.1% 15.5% 36.4% 1,070
60歳以上 320.07 63.36 303.00 278.10 338.54 27.7% 20.0% 13.6% 38.7% 411
農林業 358.51 74.79 338.81 323.58 380.25 7.1% 14.3% 0.0% 78.6% 14
漁業 404.24 138.38 377.31 272.75 480.00 29.4% 0.0% 0.0% 70.6% 17
鉱業、採⽯業、砂利採取業 283.55 - 283.55 283.55 283.55 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1
建設業 305.64 39.94 298.69 279.19 323.61 26.5% 25.8% 20.4% 27.3% 260
製造業 296.05 36.85 288.95 271.44 309.25 38.1% 29.2% 14.2% 18.6% 339
電気・ガス・熱供給・⽔道業 287.69 43.79 271.99 262.47 324.00 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 6
情報通信業 294.48 34.64 289.00 272.44 308.05 36.7% 28.9% 20.0% 14.4% 90
運輸業，郵便業 332.16 70.02 310.89 284.97 358.88 20.2% 19.1% 16.4% 44.3% 940
卸売業，⼩売業 302.35 44.72 293.23 273.04 321.29 34.0% 24.8% 15.5% 25.7% 412
⾦融業，保険業 297.12 29.02 291.90 275.09 314.65 42.9% 14.3% 21.4% 21.4% 14
不動産業，物品賃貸業 314.03 54.83 299.58 274.66 335.09 33.3% 16.7% 16.7% 33.3% 42
学術研究，専⾨・技術サービス業 304.08 37.70 294.20 278.66 325.19 28.2% 30.8% 14.1% 26.9% 78
宿泊業，飲⾷サービス業 315.11 43.13 306.26 285.53 337.20 20.8% 21.2% 19.6% 38.4% 250
⽣活関連サービス業，娯楽業 308.83 42.05 299.29 282.84 321.64 22.7% 28.8% 19.7% 28.8% 66
教育，学習⽀援業 287.43 29.89 279.60 269.25 294.39 51.4% 24.3% 8.1% 16.2% 37
医療，福祉 294.80 38.71 291.73 266.03 318.70 42.0% 14.8% 19.8% 23.5% 81
複合サービス事業 287.99 33.74 292.46 261.87 306.29 35.7% 21.4% 35.7% 7.1% 14
サービス業（他に分類されないもの） 315.23 52.48 305.79 278.27 336.50 27.3% 17.1% 19.8% 35.8% 187
管理的職業従事者 300.33 39.55 292.00 273.08 317.12 35.1% 23.2% 17.9% 23.9% 285
専⾨的・技術的職業従事者 298.80 39.04 290.02 273.24 317.20 36.3% 24.0% 18.3% 21.4% 388
事務従事者 294.44 31.16 292.68 271.98 307.87 33.5% 28.6% 21.8% 16.0% 206
販売従事者 303.94 46.31 293.50 274.09 325.20 32.8% 24.6% 14.4% 28.2% 305
サービス職業従事者 316.54 44.09 308.25 286.74 337.54 19.7% 21.0% 20.0% 39.4% 315
保安職業従事者 330.48 62.17 313.92 284.87 373.08 20.3% 15.9% 17.4% 46.4% 69
農林漁業従事者 369.73 101.26 338.00 300.17 411.81 18.8% 6.2% 6.2% 68.8% 32
⽣産⼯程従事者 298.09 39.23 290.00 270.80 313.88 39.2% 25.7% 15.8% 19.3% 171
輸送・機械運転従事者 334.42 71.86 312.74 285.72 362.40 19.4% 19.6% 15.5% 45.4% 876
建設・採掘従事者 303.31 36.52 297.34 278.02 324.69 28.7% 28.7% 14.8% 27.8% 108
運搬・清掃・包装等従事者 310.66 55.08 297.92 275.45 329.20 30.4% 20.7% 15.2% 33.7% 92
分類不能の職業 260.15 - 260.15 260.15 260.15 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

表5．1か⽉あたりの拘束時間

合計

注：各事案について評価期間における1か⽉あたりの拘束時間を算出し、集計したものである。

平均値 標準偏差
1か⽉あたりの拘束時間の分布（%）

n

性
別

発
症
時
年
齢

業
種

職
種

中央値
四分位範囲
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第1四分位数 第3四分位数 1.1未満 1.1〜1.2未満 1.2以上

1.16 0.17 1.10 1.08 1.17 46.9% 34.4% 18.8% 2,848

男性 1.16 0.17 1.10 1.08 1.17 46.2% 34.7% 19.1% 2,716
⼥性 1.11 0.10 1.09 1.06 1.13 60.6% 27.3% 12.1% 132
29歳以下 1.14 0.09 1.12 1.08 1.19 46.7% 36.7% 16.7% 60
30〜39歳 1.14 0.12 1.10 1.08 1.15 49.1% 36.8% 14.0% 342
40〜49歳 1.14 0.15 1.10 1.08 1.15 51.2% 34.8% 14.0% 965
50〜69歳 1.17 0.19 1.11 1.08 1.18 45.5% 32.9% 21.6% 1,070
60歳以上 1.18 0.20 1.11 1.09 1.21 38.4% 34.8% 26.8% 411
農林業 1.23 0.14 1.19 1.13 1.31 21.4% 35.7% 42.9% 14
漁業 1.39 0.42 1.21 1.08 1.65 29.4% 17.6% 52.9% 17
鉱業、採⽯業、砂利採取業 1.11 - 1.11 1.11 1.11 0.0% 100.0% 0.0% 1
建設業 1.13 0.07 1.11 1.09 1.15 38.8% 49.6% 11.5% 260
製造業 1.11 0.05 1.10 1.08 1.12 51.9% 45.4% 2.7% 339
電気・ガス・熱供給・⽔道業 1.10 0.02 1.10 1.09 1.12 50.0% 50.0% 0.0% 6
情報通信業 1.11 0.04 1.09 1.08 1.13 55.6% 38.9% 5.6% 90
運輸業，郵便業 1.23 0.24 1.13 1.09 1.27 36.4% 29.6% 34.0% 940
卸売業，⼩売業 1.12 0.12 1.09 1.08 1.13 58.0% 33.0% 9.0% 412
⾦融業，保険業 1.11 0.04 1.09 1.08 1.12 64.3% 28.6% 7.1% 14
不動産業，物品賃貸業 1.15 0.17 1.09 1.08 1.13 54.8% 26.2% 19.0% 42
学術研究，専⾨・技術サービス業 1.11 0.06 1.09 1.08 1.12 56.4% 37.2% 6.4% 78
宿泊業，飲⾷サービス業 1.14 0.09 1.11 1.08 1.18 46.4% 34.4% 19.2% 250
⽣活関連サービス業，娯楽業 1.12 0.10 1.09 1.08 1.13 57.6% 28.8% 13.6% 66
教育，学習⽀援業 1.09 0.05 1.09 1.07 1.10 78.4% 16.2% 5.4% 37
医療，福祉 1.11 0.07 1.09 1.07 1.13 65.4% 22.2% 12.3% 81
複合サービス事業 1.08 0.03 1.09 1.08 1.10 78.6% 21.4% 0.0% 14
サービス業（他に分類されないもの） 1.14 0.12 1.10 1.08 1.17 49.7% 31.6% 18.7% 187
管理的職業従事者 1.11 0.06 1.09 1.08 1.11 64.2% 30.9% 4.9% 285
専⾨的・技術的職業従事者 1.11 0.06 1.10 1.08 1.13 53.6% 41.0% 5.4% 388
事務従事者 1.10 0.05 1.09 1.08 1.11 71.8% 23.3% 4.9% 206
販売従事者 1.12 0.12 1.09 1.08 1.13 55.7% 35.4% 8.9% 305
サービス職業従事者 1.14 0.10 1.11 1.08 1.18 47.6% 33.0% 19.4% 315
保安職業従事者 1.19 0.17 1.14 1.08 1.26 37.7% 26.1% 36.2% 69
農林漁業従事者 1.27 0.22 1.18 1.10 1.42 25.0% 31.2% 43.8% 32
⽣産⼯程従事者 1.11 0.04 1.10 1.09 1.13 45.0% 52.6% 2.3% 171
輸送・機械運転従事者 1.24 0.25 1.14 1.09 1.28 33.6% 29.8% 36.6% 876
建設・採掘従事者 1.15 0.07 1.13 1.10 1.18 27.8% 53.7% 18.5% 108
運搬・清掃・包装等従事者 1.16 0.16 1.11 1.09 1.17 44.6% 37.0% 18.5% 92
分類不能の職業 1.10 - 1.10 1.10 1.10 0.0% 100.0% 0.0% 1

表6．労働時間に対する拘束時間の⽐率（拘束時間／労働時間）

注：各事案について労働時間に対する拘束時間の⽐率を算出し、その値を集計したものである。
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0〜4時台 5〜6時台 7〜8時台 9〜11時台 12〜17時台 18〜23時台

11.7% 17.8% 42.2% 17.1% 7.1% 4.1% 2,813

男性 11.9% 17.9% 42.4% 16.4% 7.2% 4.1% 2,681
⼥性 6.8% 15.2% 38.6% 31.1% 5.3% 3.0% 132
29歳以下 3.3% 6.7% 48.3% 38.3% 1.7% 1.7% 60
30〜39歳 5.9% 9.7% 49.0% 26.5% 6.5% 2.4% 339
40〜49歳 7.3% 15.2% 46.4% 18.9% 7.9% 4.3% 957
50〜69歳 15.9% 19.7% 40.9% 13.2% 6.7% 3.7% 1,052
60歳以上 17.3% 27.7% 29.1% 11.9% 7.7% 6.4% 405
農林業 14.3% 64.3% 14.3% 0.0% 0.0% 7.1% 14
漁業 78.6% 7.1% 0.0% 7.1% 7.1% 0.0% 14
鉱業、採⽯業、砂利採取業 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1
建設業 0.4% 20.0% 70.8% 5.8% 2.3% 0.8% 260
製造業 5.0% 14.7% 64.3% 9.7% 4.1% 2.1% 339
電気・ガス・熱供給・⽔道業 0.0% 0.0% 83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 6
情報通信業 0.0% 2.2% 27.8% 67.8% 2.2% 0.0% 90
運輸業，郵便業 25.9% 26.3% 23.7% 5.7% 10.5% 7.8% 910
卸売業，⼩売業 9.2% 15.8% 46.7% 19.5% 2.7% 6.1% 411
⾦融業，保険業 0.0% 7.1% 57.1% 35.7% 0.0% 0.0% 14
不動産業，物品賃貸業 0.0% 9.5% 52.4% 35.7% 2.4% 0.0% 42
学術研究，専⾨・技術サービス業 0.0% 0.0% 69.2% 29.5% 1.3% 0.0% 78
宿泊業，飲⾷サービス業 4.4% 11.6% 24.4% 44.0% 14.0% 1.6% 250
⽣活関連サービス業，娯楽業 4.5% 18.2% 48.5% 21.2% 6.1% 1.5% 66
教育，学習⽀援業 0.0% 8.1% 54.1% 37.8% 0.0% 0.0% 37
医療，福祉 1.2% 7.4% 60.5% 24.7% 6.2% 0.0% 81
複合サービス事業 0.0% 7.1% 78.6% 14.3% 0.0% 0.0% 14
サービス業（他に分類されないもの） 4.8% 14.5% 46.8% 18.8% 12.9% 2.2% 186
管理的職業従事者 1.4% 12.3% 69.5% 13.3% 2.1% 1.4% 285
専⾨的・技術的職業従事者 0.5% 3.9% 64.2% 29.4% 1.8% 0.3% 388
事務従事者 2.4% 12.6% 60.2% 23.8% 0.5% 0.5% 206
販売従事者 5.3% 13.2% 47.7% 24.3% 2.6% 6.9% 304
サービス職業従事者 4.8% 14.0% 28.9% 38.4% 12.1% 1.9% 315
保安職業従事者 1.5% 11.8% 32.4% 17.6% 32.4% 4.4% 68
農林漁業従事者 43.3% 40.0% 6.7% 3.3% 3.3% 3.3% 30
⽣産⼯程従事者 9.4% 14.0% 55.6% 8.8% 8.8% 3.5% 171
輸送・機械運転従事者 28.6% 28.5% 17.9% 5.2% 11.5% 8.4% 847
建設・採掘従事者 0.9% 29.6% 63.0% 3.7% 1.9% 0.9% 108
運搬・清掃・包装等従事者 15.6% 26.7% 44.4% 10.0% 3.3% 0.0% 90
分類不能の職業 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1

表7．各事案における平均始業時刻

注1：各事案について評価期間における平均始業時刻を算出し、集計したものである。
注2：評価期間において始業時刻の観測数が乏しい事案（観測数9以下の事案）は集計対象から除外している。
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第1四分位数 第3四分位数 0.0 0.0超0.5以下 0.5超

0.26 0.36 0.04 0.00 0.43 40.4% 36.6% 23.0% 2,848

男性 0.26 0.36 0.04 0.00 0.45 39.8% 36.6% 23.5% 2,716
⼥性 0.16 0.30 0.00 0.00 0.16 53.0% 35.6% 11.4% 132
29歳以下 0.17 0.26 0.04 0.00 0.25 41.7% 46.7% 11.7% 60
30〜39歳 0.22 0.31 0.07 0.00 0.29 35.4% 48.0% 16.7% 342
40〜49歳 0.23 0.34 0.04 0.00 0.33 38.1% 42.3% 19.6% 965
50〜69歳 0.28 0.37 0.04 0.00 0.56 41.5% 32.3% 26.2% 1,070
60歳以上 0.30 0.41 0.02 0.00 0.76 47.2% 23.4% 29.4% 411
農林業 0.10 0.27 0.00 0.00 0.03 71.4% 21.4% 7.1% 14
漁業 0.68 0.33 0.76 0.50 0.91 11.8% 17.6% 70.6% 17
鉱業、採⽯業、砂利採取業 0.08 - 0.08 0.08 0.08 0.0% 100.0% 0.0% 1
建設業 0.09 0.21 0.00 0.00 0.08 53.1% 40.8% 6.2% 260
製造業 0.13 0.24 0.02 0.00 0.15 45.7% 46.6% 7.7% 339
電気・ガス・熱供給・⽔道業 0.12 0.16 0.04 0.02 0.23 16.7% 83.3% 0.0% 6
情報通信業 0.18 0.18 0.14 0.04 0.30 20.0% 73.3% 6.7% 90
運輸業，郵便業 0.44 0.41 0.34 0.00 0.92 26.0% 30.1% 43.9% 940
卸売業，⼩売業 0.16 0.31 0.00 0.00 0.12 56.6% 29.1% 14.3% 412
⾦融業，保険業 0.06 0.08 0.01 0.00 0.12 50.0% 50.0% 0.0% 14
不動産業，物品賃貸業 0.09 0.17 0.00 0.00 0.13 50.0% 47.6% 2.4% 42
学術研究，専⾨・技術サービス業 0.13 0.19 0.08 0.00 0.17 30.8% 64.1% 5.1% 78
宿泊業，飲⾷サービス業 0.22 0.35 0.01 0.00 0.29 49.2% 31.6% 19.2% 250
⽣活関連サービス業，娯楽業 0.19 0.33 0.00 0.00 0.24 54.5% 27.3% 18.2% 66
教育，学習⽀援業 0.04 0.09 0.00 0.00 0.04 64.9% 35.1% 0.0% 37
医療，福祉 0.19 0.27 0.06 0.00 0.28 35.8% 53.1% 11.1% 81
複合サービス事業 0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 71.4% 28.6% 0.0% 14
サービス業（他に分類されないもの） 0.26 0.37 0.04 0.00 0.52 41.2% 33.7% 25.1% 187
管理的職業従事者 0.10 0.21 0.01 0.00 0.08 48.1% 46.3% 5.6% 285
専⾨的・技術的職業従事者 0.13 0.20 0.04 0.00 0.19 36.6% 57.5% 5.9% 388
事務従事者 0.12 0.21 0.02 0.00 0.14 44.7% 49.5% 5.8% 206
販売従事者 0.16 0.31 0.00 0.00 0.13 53.4% 33.1% 13.4% 305
サービス職業従事者 0.21 0.34 0.00 0.00 0.28 52.1% 29.2% 18.7% 315
保安職業従事者 0.53 0.42 0.65 0.00 0.96 27.5% 17.4% 55.1% 69
農林漁業従事者 0.38 0.42 0.17 0.00 0.79 43.8% 18.8% 37.5% 32
⽣産⼯程従事者 0.17 0.28 0.02 0.00 0.20 46.8% 42.1% 11.1% 171
輸送・機械運転従事者 0.47 0.41 0.40 0.01 0.93 24.8% 28.7% 46.6% 876
建設・採掘従事者 0.10 0.22 0.00 0.00 0.07 64.8% 27.8% 7.4% 108
運搬・清掃・包装等従事者 0.19 0.33 0.00 0.00 0.24 57.6% 22.8% 19.6% 92
分類不能の職業 0.00 - 0.00 0.00 0.00 100.0% 0.0% 0.0% 1

注：各事案について勤務⽇に占める深夜勤務⽐率を算出し、その値を集計したものである。
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表8．勤務⽇に占める深夜勤務⽐率

平均値 標準偏差 中央値
四分位範囲 深夜勤務⽐率の分布
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第1四分位数 第3四分位数 1.0未満 1.0〜2.0未満 2.0以上

1.35 1.37 0.93 0.32 1.92 52.2% 24.5% 23.3% 2,813

男性 1.36 1.38 0.93 0.32 1.94 52.0% 24.2% 23.7% 2,681
⼥性 1.17 1.17 0.91 0.35 1.54 54.5% 30.3% 15.2% 132
29歳以下 1.12 1.19 0.81 0.31 1.59 58.3% 25.0% 16.7% 60
30〜39歳 1.39 1.36 1.03 0.34 1.92 48.4% 28.9% 22.7% 339
40〜49歳 1.34 1.34 0.97 0.37 1.85 51.4% 26.1% 22.5% 957
50〜69歳 1.38 1.38 0.94 0.34 1.97 51.8% 24.0% 24.2% 1,052
60歳以上 1.30 1.43 0.72 0.19 1.96 57.0% 18.5% 24.4% 405
農林業 0.59 1.04 0.28 0.00 0.53 85.7% 7.1% 7.1% 14
漁業 2.39 1.33 2.71 1.22 3.14 21.4% 14.3% 64.3% 14
鉱業、採⽯業、砂利採取業 1.17 - 1.17 1.17 1.17 0.0% 100.0% 0.0% 1
建設業 0.88 1.01 0.51 0.21 1.27 68.8% 19.6% 11.5% 260
製造業 1.19 1.40 0.78 0.24 1.46 59.3% 24.5% 16.2% 339
電気・ガス・熱供給・⽔道業 1.22 0.86 1.02 0.71 1.25 50.0% 33.3% 16.7% 6
情報通信業 1.41 0.85 1.27 0.90 1.86 28.9% 55.6% 15.6% 90
運輸業，郵便業 1.80 1.55 1.42 0.47 2.81 40.7% 21.0% 38.4% 910
卸売業，⼩売業 1.07 1.13 0.78 0.29 1.41 59.6% 28.5% 11.9% 411
⾦融業，保険業 1.36 0.84 1.32 1.04 1.86 28.6% 57.1% 14.3% 14
不動産業，物品賃貸業 1.08 0.84 0.91 0.45 1.66 54.8% 31.0% 14.3% 42
学術研究，専⾨・技術サービス業 1.01 0.84 0.88 0.31 1.48 55.1% 30.8% 14.1% 78
宿泊業，飲⾷サービス業 1.04 1.14 0.71 0.21 1.47 60.8% 25.2% 14.0% 250
⽣活関連サービス業，娯楽業 0.98 0.94 0.72 0.29 1.28 62.1% 24.2% 13.6% 66
教育，学習⽀援業 1.25 0.94 1.15 0.44 1.85 43.2% 37.8% 18.9% 37
医療，福祉 1.44 1.23 1.19 0.49 2.15 45.7% 25.9% 28.4% 81
複合サービス事業 0.64 0.95 0.41 0.01 0.69 85.7% 7.1% 7.1% 14
サービス業（他に分類されないもの） 1.50 1.64 0.90 0.24 2.18 53.8% 17.2% 29.0% 186
管理的職業従事者 0.93 0.82 0.79 0.34 1.32 59.6% 31.6% 8.8% 285
専⾨的・技術的職業従事者 1.14 0.96 1.02 0.37 1.66 49.0% 35.6% 15.5% 388
事務従事者 1.11 1.01 0.85 0.36 1.53 55.8% 28.2% 16.0% 206
販売従事者 1.21 1.25 0.88 0.33 1.67 55.3% 28.6% 16.1% 304
サービス職業従事者 1.03 1.10 0.75 0.21 1.48 61.6% 23.2% 15.2% 315
保安職業従事者 2.32 2.06 2.08 0.28 4.19 39.7% 8.8% 51.5% 68
農林漁業従事者 1.44 1.45 0.79 0.27 2.71 56.7% 10.0% 33.3% 30
⽣産⼯程従事者 1.24 1.68 0.58 0.14 1.38 66.1% 15.8% 18.1% 171
輸送・機械運転従事者 1.85 1.57 1.47 0.52 2.93 39.3% 21.0% 39.7% 847
建設・採掘従事者 0.86 1.16 0.38 0.13 0.97 75.0% 11.1% 13.9% 108
運搬・清掃・包装等従事者 1.06 1.23 0.58 0.21 1.56 64.4% 20.0% 15.6% 90
分類不能の職業 0.30 - 0.30 0.30 0.30 100.0% 0.0% 0.0% 1

注1：各事案について始業時刻の標準偏差を算出し、その値を集計したものである。
注2：評価期間において始業時刻の観測数が乏しい事案（観測数9以下の事案）は集計対象から除外している。
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表9．始業時刻の標準偏差
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9時間未満 9〜11時間未満

11.48 1.66 11.64 10.62 12.50 33.0% 6.6% 26.4% 67.0% 2,722

男性 11.46 1.65 11.61 10.59 12.46 33.4% 6.6% 26.8% 66.6% 2,592
⼥性 12.02 1.83 12.10 11.02 13.03 24.6% 6.9% 17.7% 75.4% 130
29歳以下 11.48 1.07 11.42 10.87 12.20 31.7% 0.0% 31.7% 68.3% 60
30〜39歳 11.46 1.48 11.47 10.69 12.26 36.0% 5.1% 30.8% 64.0% 331
40〜49歳 11.48 1.58 11.63 10.65 12.45 32.4% 6.3% 26.2% 67.6% 943
50〜69歳 11.47 1.69 11.68 10.58 12.51 33.4% 7.3% 26.1% 66.6% 1,006
60歳以上 11.54 2.00 11.81 10.49 12.77 31.2% 8.4% 22.8% 68.8% 382
農林業 10.89 2.15 11.38 10.68 12.06 35.7% 21.4% 14.3% 64.3% 14
漁業 11.06 2.01 11.31 10.71 12.00 41.7% 16.7% 25.0% 58.3% 12
鉱業、採⽯業、砂利採取業 11.71 - 11.71 11.71 11.71 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 1
建設業 11.89 1.33 12.10 11.26 12.80 19.3% 2.7% 16.6% 80.7% 259
製造業 11.65 1.36 11.72 10.80 12.66 29.0% 3.6% 25.4% 71.0% 338
電気・ガス・熱供給・⽔道業 12.28 1.21 11.68 11.27 13.40 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 5
情報通信業 11.49 1.24 11.70 10.82 12.27 33.3% 4.4% 28.9% 66.7% 90
運輸業，郵便業 10.94 1.88 11.21 9.99 12.07 45.9% 12.5% 33.4% 54.1% 841
卸売業，⼩売業 11.77 1.49 11.83 10.96 12.78 26.2% 3.9% 22.2% 73.8% 409
⾦融業，保険業 11.58 1.25 11.41 10.88 12.10 28.6% 0.0% 28.6% 71.4% 14
不動産業，物品賃貸業 11.47 1.49 11.50 10.58 12.32 38.1% 4.8% 33.3% 61.9% 42
学術研究，専⾨・技術サービス業 11.41 1.37 11.60 10.57 12.29 29.5% 2.6% 26.9% 70.5% 78
宿泊業，飲⾷サービス業 11.52 1.68 11.70 10.55 12.72 36.1% 6.0% 30.1% 63.9% 249
⽣活関連サービス業，娯楽業 11.74 1.37 11.91 10.99 12.50 25.8% 3.0% 22.7% 74.2% 66
教育，学習⽀援業 12.48 1.09 12.50 11.94 13.12 13.5% 0.0% 13.5% 86.5% 37
医療，福祉 12.40 1.93 12.37 11.29 13.49 20.5% 2.6% 17.9% 79.5% 78
複合サービス事業 12.37 1.16 12.11 11.47 13.10 7.1% 0.0% 7.1% 92.9% 14
サービス業（他に分類されないもの） 11.73 1.59 11.71 10.91 12.68 26.3% 5.1% 21.1% 73.7% 175
管理的職業従事者 11.72 1.34 11.68 10.98 12.66 26.6% 3.5% 23.0% 73.4% 282
専⾨的・技術的職業従事者 11.76 1.42 11.81 10.94 12.71 26.1% 2.6% 23.5% 73.9% 387
事務従事者 11.55 1.28 11.69 10.70 12.30 30.4% 3.4% 27.0% 69.6% 204
販売従事者 11.83 1.50 11.89 10.95 12.82 25.5% 4.0% 21.5% 74.5% 302
サービス職業従事者 11.59 1.67 11.70 10.62 12.64 32.3% 5.4% 26.8% 67.7% 313
保安職業従事者 11.41 2.07 11.42 9.88 12.88 42.1% 12.3% 29.8% 57.9% 57
農林漁業従事者 11.00 1.98 11.38 10.71 12.02 39.3% 17.9% 21.4% 60.7% 28
⽣産⼯程従事者 11.79 1.37 12.01 10.87 12.79 26.5% 2.9% 23.5% 73.5% 170
輸送・機械運転従事者 10.93 1.91 11.18 9.98 12.08 46.0% 12.7% 33.4% 54.0% 782
建設・採掘従事者 12.04 1.41 12.23 11.37 12.99 15.9% 2.8% 13.1% 84.1% 107
運搬・清掃・包装等従事者 11.57 1.68 11.71 10.85 12.46 29.2% 6.7% 22.5% 70.8% 89
分類不能の職業 14.01 - 14.01 14.01 14.01 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 1

第3四分位数
中央値

注：事案ごとに評価期間における勤務間インターバルの平均値を算出し、集計したものである。

職
種

表10．勤務間インターバル（事案ごとの平均値）

n

業
種

平均値 標準偏差

合計

性
別

発
症
時
年
齢

11時間未満 11時間以上

事案ごとのインターバルの分布（%）四分位範囲

第1四分位数



 

199 

 

 
 

  

9時間未満 9〜11時間未満

11.69 3.18 11.63 10.00 13.03 37.8% 13.8% 24.0% 62.2% 131,937

男性 11.67 3.18 11.58 10.00 13.00 38.1% 13.9% 24.2% 61.9% 125,809
⼥性 12.15 3.21 12.15 10.53 13.50 30.7% 11.5% 19.2% 69.3% 6,128
29歳以下 11.38 2.82 11.00 9.83 12.75 47.6% 13.4% 34.3% 52.4% 2,650
30〜39歳 11.72 3.17 11.60 10.03 13.23 38.6% 13.7% 24.9% 61.4% 15,382
40〜49歳 11.71 3.14 11.63 10.08 13.00 37.1% 13.1% 24.0% 62.9% 46,060
50〜69歳 11.65 3.22 11.60 10.00 13.08 38.3% 14.4% 23.9% 61.7% 48,585
60歳以上 11.75 3.25 11.83 10.05 13.03 36.0% 13.9% 22.1% 64.0% 19,260
農林業 11.39 2.42 11.92 10.50 12.42 34.4% 13.8% 20.6% 65.6% 573
漁業 11.27 5.48 11.00 7.51 14.00 47.1% 31.4% 15.7% 52.9% 510
鉱業、採⽯業、砂利採取業 11.71 1.90 12.30 11.47 12.80 17.9% 12.8% 5.1% 82.1% 39
建設業 12.07 2.73 12.23 10.93 13.47 25.5% 8.5% 17.0% 74.5% 12,788
製造業 11.99 2.71 11.92 10.42 13.47 33.2% 10.0% 23.2% 66.8% 15,536
電気・ガス・熱供給・⽔道業 12.18 2.54 12.13 10.37 13.78 32.1% 10.5% 21.7% 67.9% 277
情報通信業 11.58 3.08 11.30 9.84 13.17 43.1% 14.9% 28.1% 56.9% 3,835
運輸業，郵便業 11.15 3.58 11.05 9.33 12.67 47.8% 20.6% 27.2% 52.2% 40,041
卸売業，⼩売業 12.04 2.93 12.00 10.50 13.12 31.1% 9.8% 21.3% 68.9% 21,001
⾦融業，保険業 12.31 3.12 11.93 10.00 14.00 38.0% 9.2% 28.8% 62.0% 664
不動産業，物品賃貸業 11.77 2.79 11.67 10.17 13.00 37.9% 13.6% 24.3% 62.1% 1,959
学術研究，専⾨・技術サービス業 11.50 2.75 11.30 10.00 13.00 40.9% 14.0% 26.9% 59.1% 3,342
宿泊業，飲⾷サービス業 11.46 3.14 11.23 9.97 12.88 42.8% 13.4% 29.5% 57.2% 12,736
⽣活関連サービス業，娯楽業 11.78 2.72 11.58 10.50 12.83 35.3% 11.0% 24.2% 64.7% 3,452
教育，学習⽀援業 12.74 2.77 12.49 11.20 13.62 21.7% 3.4% 18.3% 78.3% 2,186
医療，福祉 12.55 3.55 12.27 10.50 14.05 29.9% 9.6% 20.3% 70.1% 3,775
複合サービス事業 12.15 2.59 12.00 11.00 13.45 24.5% 8.4% 16.1% 75.5% 604
サービス業（他に分類されないもの） 11.92 3.15 11.87 10.35 13.50 32.3% 11.6% 20.7% 67.7% 8,619
管理的職業従事者 11.90 2.62 11.75 10.27 13.45 35.1% 9.1% 26.0% 64.9% 14,749
専⾨的・技術的職業従事者 12.04 2.95 12.00 10.45 13.50 32.7% 10.3% 22.4% 67.3% 17,873
事務従事者 11.83 2.85 11.77 10.25 13.12 35.3% 11.3% 24.0% 64.7% 8,734
販売従事者 12.07 3.08 11.98 10.50 13.15 32.0% 10.3% 21.7% 68.0% 15,618
サービス職業従事者 11.49 3.07 11.33 10.00 12.83 41.5% 13.9% 27.6% 58.5% 15,963
保安職業従事者 11.85 4.00 11.85 9.60 14.00 38.6% 15.9% 22.7% 61.4% 2,087
農林漁業従事者 11.31 3.99 11.33 9.25 13.00 41.0% 21.6% 19.4% 59.0% 1,205
⽣産⼯程従事者 12.18 2.58 12.00 10.74 13.50 27.5% 8.3% 19.3% 72.5% 8,458
輸送・機械運転従事者 11.14 3.64 11.05 9.33 12.67 47.9% 21.1% 26.8% 52.1% 37,202
建設・採掘従事者 12.13 2.90 12.50 11.00 13.33 20.7% 8.3% 12.4% 79.3% 5,308
運搬・清掃・包装等従事者 11.77 3.03 11.83 10.48 13.17 33.1% 12.6% 20.5% 66.9% 4,716
分類不能の職業 14.01 1.77 13.44 12.66 15.50 4.2% 0.0% 4.2% 95.8% 24

第3四分位数

表11．勤務間インターバルの分布状況

注：観測数（n）は、事案数ではなく、各事案で観測された勤務間インターバルの数を合計したものである。

業
種

職
種

性
別

発
症
時
年
齢

平均値 標準偏差 n

合計

11時間未満 11時間以上

勤務間インターバルの分布（%）四分位範囲
中央値

第1四分位数
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図18．特徴的な事案における発症前1か⽉間の勤務状況
＜事案1＞

性別 発症時年齢 疾患名

⼥性 60代
脳内出⾎

（脳出⾎）
時間外労働 勤務⽇数 最⼤連続勤

務⽇数
1勤務あたり
の拘束時間

1か⽉あたり
の拘束時間

拘束時間／労働
時間（⽐率）

深夜勤務
⽐率

始業時刻の
標準偏差

勤務間インターバル
11時間未満の割合

108.00 29 25 10.39 301.42 1.13 0.00 0.67 18.5%

業種（⼤分類−中分類−⼩分類） 職種（⼤分類−中分類−⼩分類）

医療、福祉−医療業−病院
事務従事者−⼀般事務従事者−その他
の⼀般事務従事者

日 曜日 始業時刻 終業時刻

6/3 水 8:15 17:44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/4 木 8:14 17:54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/5 金 7:20 18:42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/6 土 8:08 13:57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/7 日

6/8 月 8:10 19:06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/9 火 8:10 19:21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/10 水 8:14 19:54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/11 木 7:23 18:34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/12 金 8:14 18:12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/13 土 8:15 16:48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/14 日 10:14 20:49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/15 月 8:20 19:17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/16 火 8:22 20:44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/17 水 7:26 17:09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/18 木 8:15 21:43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/19 金 8:06 22:31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/20 土 8:09 13:19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/21 日 10:19 23:53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/22 月 7:20 12:21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/23 火 8:23 19:11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/24 水 8:24 18:31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/25 木 8:15 18:17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/26 金 8:17 23:47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/27 土 7:23 20:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/28 日 8:33 19:04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/29 月 8:07 17:32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/30 火 8:17 20:53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7/1 水 7:57 18:04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7/2 木 8:28 12:36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2312 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

＜事案2＞
性別 発症時年齢 疾患名

男性 40代
くも膜下

出⾎
時間外労働 勤務⽇数 最⼤連続勤

務⽇数
1勤務あたり
の拘束時間

1か⽉あたり
の拘束時間

拘束時間／労働
時間（⽐率）

深夜勤務
⽐率

始業時刻の
標準偏差

勤務間インターバル
11時間未満の割合

108.00 29 29 11.09 321.50 1.20 0.00 0.45 10.7%

業種（⼤分類−中分類−⼩分類） 職種（⼤分類−中分類−⼩分類）
宿泊業、飲⾷サービス業−宿泊業−
旅館、ホテル

サービス職業従事者−飲⾷物調理従事
者−調理⼈

日 曜日 始業時刻 終業時刻

5/14 月 8:30 20:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/15 火 8:30 19:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/16 水 8:30 20:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/17 木 8:30 19:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/18 金 8:00 20:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/19 土 8:00 21:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/20 日 7:00 19:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/21 月 8:30 19:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/22 火 8:30 14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/23 水 8:30 19:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/24 木 8:30 15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/25 金 8:30 21:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/26 土 8:30 21:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/27 日 8:30 19:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/28 月 7:30 21:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/29 火 8:30 19:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/30 水 8:30 15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5/31 木 8:30 15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/1 金 8:30 20:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/2 土 8:30 21:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/3 日 7:00 21:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/4 月 8:30 20:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/5 火 8:30 20:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/6 水 8:30 21:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/7 木 8:30 21:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/8 金 8:30 21:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/9 土 7:30 20:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/10 日 8:00 15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/11 月 8:30 21:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6/12 火

2312 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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＜事案3＞
性別 発症時年齢 疾患名

男性 30代
脳内出⾎

（脳出⾎）
時間外労働 勤務⽇数 最⼤連続勤

務⽇数
1勤務あたり
の拘束時間

1か⽉あたり
の拘束時間

拘束時間／労働
時間（⽐率）

深夜勤務
⽐率

始業時刻の
標準偏差

勤務間インターバル
11時間未満の割合

126.00 17 3 18.90 321.23 1.06 0.47 3.26 -

業種（⼤分類−中分類−⼩分類） 職種（⼤分類−中分類−⼩分類）

医療、福祉−医療業−病院
専⾨的・技術的職業従事者−医師_⻭科
医師_獣医師_薬剤師−医師

日 曜日 始業時刻 終業時刻

3/18 木 8:30 18:10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/19 金 8:30 18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/20 土

3/21 日 18:27 41:25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/22 月 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/23 火 8:30 21:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/24 水 8:50 11:50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/25 木 8:30 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/26 金 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/27 土 8:30 19:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/28 日

3/29 月 8:30 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/30 火 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/31 水

4/1 木 8:30 18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/2 金 8:30 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/3 土 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4/4 日 18:19 36:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/5 月 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4/6 火 8:30 18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/7 水 9:50 13:40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/8 木 8:30 44:20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/9 金 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4/10 土 8:30 18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/11 日

4/12 月 8:30 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/13 火 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4/14 水

4/15 木 8:30 40:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/16 金 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2312 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

＜事案4＞
性別 発症時年齢 疾患名

男性 50代
脳内出⾎

（脳出⾎）
時間外労働 勤務⽇数 最⼤連続勤

務⽇数
1勤務あたり
の拘束時間

1か⽉あたり
の拘束時間

拘束時間／労働
時間（⽐率）

深夜勤務
⽐率

始業時刻の
標準偏差

勤務間インターバル
11時間未満の割合

106.00 21 3 15.20 319.30 1.17 1.00 0.01 91.7%

業種（⼤分類−中分類−⼩分類） 職種（⼤分類−中分類−⼩分類）
製造業−⾷料品製造業−その他の⾷
料品製造業

⽣産⼯程従事者−製品製造・加⼯処理従事
者（⾦属製品を除く）−⾷料品製造従事者

日 曜日 始業時刻 終業時刻

3/13 日

3/14 月 1:56 16:16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/15 火 1:57 17:27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/16 水

3/17 木 1:57 16:20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/18 金 1:58 15:50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/19 土 1:58 16:46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/20 日

3/21 月 1:57 16:16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/22 火 1:57 18:46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/23 水

3/24 木 1:57 14:35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/25 金 1:57 16:42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/26 土 1:57 16:46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/27 日

3/28 月 1:57 16:48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/29 火 1:56 17:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/30 水

3/31 木 1:57 16:53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/1 金 1:56 15:16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/2 土 1:56 17:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/3 日

4/4 月 1:57 15:36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/5 火 1:57 17:51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/6 水

4/7 木 1:57 16:52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/8 金 1:58 17:08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/9 土 1:58 17:07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4/10 日

4/11 月 1:57 26:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2312 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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＜事案5＞
性別 発症時年齢 疾患名

男性 50代 脳梗塞

時間外労働 勤務⽇数 最⼤連続勤
務⽇数

1勤務あたり
の拘束時間

1か⽉あたり
の拘束時間

拘束時間／労働
時間（⽐率）

深夜勤務
⽐率

始業時刻の
標準偏差

勤務間インターバル
11時間未満の割合

100.10 23 6 14.46 332.52 1.28 0.17 4.79 46.7%

業種（⼤分類−中分類−⼩分類） 職種（⼤分類−中分類−⼩分類）
運輸業・郵便業−道路貨物運送業−
⼀般貨物⾃動⾞運送業

輸送・機械運転従事者−⾃動⾞運転従
事者−貨物⾃動⾞運転者

日 曜日 始業時刻 終業時刻

9/12 木 4:17 15:16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/13 金 3:51 18:25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/14 土 11:35 22:12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/15 日

9/16 月 19:50 37:23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/17 火 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9/18 水 3:06 19:13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/19 木

9/20 金 3:27 19:07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/21 土 11:52 22:46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/22 日

9/23 月 19:39 37:31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/24 火 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9/25 水 3:35 19:49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/26 木 3:23 17:10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/27 金 4:01 18:42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/28 土 11:01 21:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/29 日 19:30 35:56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/30 月 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10/1 火 3:26 18:26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/2 水 3:26 19:49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/3 木 3:27 17:08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/4 金 3:52 19:28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/5 土 11:41 22:07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/6 日 19:46 36:50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/7 月 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10/8 火 3:06 17:01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/9 水 4:13 19:49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/10 木 3:52 17:08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/11 金 3:47 19:28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2312 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

＜事案6＞
性別 発症時年齢 疾患名

男性 50代
くも膜下

出⾎
時間外労働 勤務⽇数 最⼤連続勤

務⽇数
1勤務あたり
の拘束時間

1か⽉あたり
の拘束時間

拘束時間／労働
時間（⽐率）

深夜勤務
⽐率

始業時刻の
標準偏差

勤務間インターバル
11時間未満の割合

102.50 20 3 13.46 323.07 1.19 0.50 2.27 66.7%

業種（⼤分類−中分類−⼩分類） 職種（⼤分類−中分類−⼩分類）
運輸業・郵便業−道路貨物運送業−
⼀般貨物⾃動⾞運送業

輸送・機械運転従事者−⾃動⾞運転従
事者−貨物⾃動⾞運転者

日 曜日 始業時刻 終業時刻

12/4 土 0:08 14:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/5 日 3:08 16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/6 月

12/7 火
0:10
23:26

14:20
36:40

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/8 水 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12/9 木 4:02 15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/10 金 0:14 14:40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/11 土 3:08 14:32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/12 日

12/13 月 3:07 16:40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/14 火 3:12 17:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/15 水
0:12
23:26

14:40
36:40

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/16 木 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12/17 金 0:14 16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/18 土 3:11 14:35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/19 日 5:01 15:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/20 月

12/21 火 3:23 16:15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/22 水 4:05 17:02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/23 木
0:11
21:45

15:30
36:15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/24 金 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12/25 土 4:31 16:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/26 日 0:47 16:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/27 月 23:24 37:15 1 1 1 1

12/28 火 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12/29 水
4:01
21:40

14:45
36:30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/30 木 22:39 39:20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

12/31 金 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/1 土

1/2 日

2312 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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＜事案7＞
性別 発症時年齢 疾患名

男性 50代 ⼼筋梗塞

時間外労働 勤務⽇数 最⼤連続勤
務⽇数

1勤務あたり
の拘束時間

1か⽉あたり
の拘束時間

拘束時間／労働
時間（⽐率）

深夜勤務
⽐率

始業時刻の
標準偏差

勤務間インターバル
11時間未満の割合

113.00 20 3 21.09 400.67 1.42 0.60 2.78 -

業種（⼤分類−中分類−⼩分類） 職種（⼤分類−中分類−⼩分類）
運輸業、郵便業−道路貨物運送業−
特定貨物⾃動⾞運送業

輸送・機械運転従事者−⾃動⾞運転従
事者−貨物⾃動⾞運転者

日 曜日 始業時刻 終業時刻

2/11 日 4:23 17:11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/12 月 6:22 18:42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/13 火 2:52 16:10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/14 水

2/15 木 6:57 17:39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/16 金 5:28 17:36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/17 土 13:49 41:36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/18 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/19 月 5:28 18:37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/20 火 6:26 33:46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/21 水 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/22 木 6:58 37:03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/23 金 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/24 土 6:57 40:22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/25 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/26 月 8:50 16:47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/27 火 5:29 19:45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/28 水 5:51 34:54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/1 木 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/2 金 23:30 43:46 1 1 1

3/3 土 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/4 日

3/5 月 5:27 16:06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/6 火 5:24 34:44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/7 水 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3/8 木 2:42 19:51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/9 金 5:11 65:17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/10 土 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/11 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3/12 月 5:26 24:18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2312 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

＜事案8＞
性別 発症時年齢 疾患名

男性 40代
くも膜下

出⾎
時間外労働 勤務⽇数 最⼤連続勤

務⽇数
1勤務あたり
の拘束時間

1か⽉あたり
の拘束時間

拘束時間／労働
時間（⽐率）

深夜勤務
⽐率

始業時刻の
標準偏差

勤務間インターバル
11時間未満の割合

140.00 16 2 25.72 411.50 1.33 0.75 0.00 -

業種（⼤分類−中分類−⼩分類） 職種（⼤分類−中分類−⼩分類）
サービス業（他に分類されないもの）−
その他の事業サービス業−警備業

保安職業従事者−その他の保安職業従
事者−警備員

日 曜日 始業時刻 終業時刻

1/4 木

1/5 金 8:00 19:30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/6 土

1/7 日 8:00 32:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/8 月 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/9 火 8:00 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/10 水 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/11 木 8:00 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/12 金 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/13 土 8:00 32:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/14 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/15 月 8:00 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/16 火 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/17 水 8:00 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/18 木 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/19 金 8:00 18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/20 土 8:00 32:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/21 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/22 月 8:00 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/23 火 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/24 水 8:00 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/25 木 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/26 金 8:00 18:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/27 土 8:00 32:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/28 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/29 月 8:00 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/30 火 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1/31 水 8:00 42:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2/1 木 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2/2 金 8:00 20:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 19 20 21 22 2312 13 14 15 16 176 7 8 9 10 110 1 2 3 4 5
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＜事案9＞
性別 発症時年齢 疾患名

男性 60代 脳梗塞

時間外労働 勤務⽇数 最⼤連続勤
務⽇数

1勤務あたり
の拘束時間

1か⽉あたり
の拘束時間

拘束時間／労働
時間（⽐率）

深夜勤務
⽐率

始業時刻の
標準偏差

勤務間インターバル
11時間未満の割合

117.00 22 4 43.64 480.00 1.65 0.86 4.83 -

業種（⼤分類−中分類−⼩分類） 職種（⼤分類−中分類−⼩分類）
漁業−漁業（⽔産養殖業を除く）−
海⾯漁業

農林漁業従事者−漁業従事者−漁労従
事者

日 曜日 始業時刻 終業時刻

9/4 月 10:00 103:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/5 火 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/6 水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/7 木 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/8 金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/9 土 22:00 86:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/10 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/11 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/12 火 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/13 水 9:00 10:00 1 1 1 1 1 1

9/14 木 3:00 39:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/15 金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/16 土 4:00 63:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/17 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/18 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/19 火 9:00 10:00 1 1 1 1 1 1

9/20 水 4:00 63:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/21 木 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/22 金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/23 土 4:00 111:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/24 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/25 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/26 火 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/27 水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/28 木 9:00 10:00 1 1 1 1 1 1

9/29 金 21:00 66:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9/30 土 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/1 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/2 月 22:00 36:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10/3 火 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 19 20 21 22 2312 13 14 15 16 176 7 8 9 10 110 1 2 3 4 5
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（疫学研究） 

 

労働安全衛生総合研究所（JNIOSH）職域コホート研究  
 

研究分担者 高橋 正也 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

     過労死等防止調査研究センター・センター長 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】JNIOSH 職域コホート研究の収集状況と全体の特徴を示し、これまで収集したデータか

ら本年度はメンタルヘルスに着目し職業性ストレスの経年変化とその背景要因等について縦断

的に検証することを目的とする。 

【方法】収集状況は参加者数等を年度ごとに示す。職業性ストレスの経年変化については 2020

年度と 2021 年度調査の継続参加者（対象人数 n=25,862）のデータを用いる。職業性ストレス

の経年変化については 2 年間のストレス状態で分類した（LL: 低ストレス状態が継続、HL: 高

ストレスから低ストレス状態に変化、LH: 低ストレスから高ストレス状態に変化、HH: 高ストレス

状態が継続）。状態の分類別に性別、年齢、雇用形態、職種、勤務形態、労働時間の変化など

の特徴を比較する。 

【結果】2024 年度は計 85,416 人が研究協力に同意（参加率約 44％）し、2018 年度調査からの

参加者数はのべ約 41 万人となった。職業性ストレス変化の分類ごとの割合は LL:81.3％、HL: 

5.5％、LH: 6.9％、HH: 6.2％であり、2 年間で一度でも高ストレスを呈したことのある者は全体

の約 18％であった。継続的な高ストレス状態（HH）は「女性」、「管理職以外」で高い傾向が見ら

れた（HH：女性 7.5％、男性 5.0％、管理職 3.0％、管理職以外 6.7％）。低ストレスから高ストレ

ス状態（LH）となった特徴として 30 歳未満が多く、労働時間が 41 時間/週以上に増えていた。 

【考察】本年度の約 2.6 万人の追跡データによる検証から、高ストレスを抱える傾向にあるのは

「女性」や「管理職以外」の職種であること、高ストレスに移行しやすいのは 30 歳未満であること

と、労働時間の慢性的な増加があることが示唆された。 

【この研究から分かったこと】大規模コホートデータから継続的に高ストレス状態を呈しがちであ

る、あるいはこれまで高ストレスを呈していなかったが高ストレス状態となってしまう労働者の背

景的特徴や傾向について明らかとなった。 

【キーワード】職域コホート、職業性ストレス変化、縦断解析 

 

研究分担者: 

佐藤 ゆき（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・研究員） 

佐々木 毅（同研究所産業保健研究グルー

プ・部長） 

松尾 知明（同研究所過労死等防止調査研

究センター・上席研究員） 

深澤 健二（株式会社アドバンテッジリスクマ

ネジメント・メディカルアドバイザー） 

 

Ａ．目的 

労働安全衛生総合研究所（JNIOSH）職域コ

ホート研究は労働要因による過労死等関連疾

患（脳疾患、心疾患、精神障害等）発症につい

て大規模コホート調査により疫学的に検証し、

過労死等の防止策に役立てることを目指して

いる。 

本年度は 2018 年から 2024 年 12 月末まで

の収集状況と参加者の特徴を示しコホートの

全体像を把握するとともに、職業性ストレスの

経年変化とその背景要因等について縦断的

に検証することを目的とした。 
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Ｂ．方法 

1. 調査方法 

参加者リクルート、同意取得は参加企業が

従業員に毎年実施しているストレスチェック時

に行っている。ストレスチェック時にアンケート

を実施し勤務形態等の情報を収集している。

参加企業からは参加同意の得られた従業員

のストレスチェック、勤怠、健康診断の各デー

タが株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

を通して提供されている 1）。 

研究内容は労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会の審査を受け、承認されてい

る（通知番号: H2812、H2919）。 

2. 解析方法 

1) 収集状況 

2018 年度から 2024 年度（2024 年 12 月末

時点）のリクルート数、参加者数、参加率を年

度ごとに集計し、7 年間の推移を示す。 

2) 参加者の特徴 

項目は性別、年齢構成（10 歳区分）、雇用

形態（正社員、契約社員、嘱託職員、派遣社

員、臨時・アルバイト、その他）、職種（管理職、

専門・技術・研究職、事務職、商品販売職、営

業・セール職、サービス職、運輸職、建設職、

生産・技能職、その他）、勤務形態（固定時間

制、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁

量労働制、二交替制・夜勤あり、二交替制・夜

勤なし、三交替制、夕勤のみ、夜勤のみ、その

他）、ストレスチェックによる判定状況（高ストレ

ス者、非該当者）、1 週間あたりの労働時間（1-

34 時間、35-40 時間、 41-50 時間、51-60 時

間、61-65 時間、66-70 時間、71 時間以上）、

繁忙期の 1 週間あたりの労働時間（同区分）、

繁忙期の期間（1 か月区分）とした。本年度は

属性等のデータ精査が終了した 2021 年度の

全参加者について集計する。 

3) 職業性ストレスの経年変化とその背景要

因に関する縦断解析 

解析対象は 2020 年度と 2021 年度調査の

継続参加者（対象人数 n=25,862）とした。職

業性ストレスの経年変化については 2 年間の

ストレス状態で分類した（LL: 低ストレス状態が

継続、HL: 高ストレスから低ストレス状態に変

化、LH: 低ストレスから高ストレス状態に変化、

HH: 高ストレス状態が継続）。状態の分類別

に性別、年齢、雇用形態、職種、勤務形態、

労働時間の変化などの特徴を比較した。2020

年度調査の参加者の特徴は前年度の報告書

に示している 2）。2021 年度調査の参加者の特

徴は本報告で示す。 

 

Ｃ．結果 

1. 収集状況（図 1） 

協力企業数について 2018 年度は 4 社、

2019 年度～2022 年度は 8 社、2023 年度～

2024 年度は 7 社となった。2024 年度は参加者

数が約 85,416 人、参加率 44.5％となった

（2024 年 12 月末時点）。2018 年度調査から

2024 年度調査の 7 年間で参加者数はのべ

416,588 人となった。 

2. 参加者の特徴（表 1、図 2～図 10） 

2021 年度のデータ収集状況（表 1）として健

康診断情報は約 7 割、その他のデータは約 9

割以上揃っている。 

2021 年度参加者全体の特徴について、性

別では女性が 55％と多く（図 2）、年齢別では

50-59 歳が 27％、40-49 歳が 24％と 40 歳代

と 50 歳代が 5 割を占めていた（図 3）。ストレス

チェック判定で高ストレスと判定された割合は

14％であった（図 4）。雇用形態では正社員が

43％と最も多く（図 5）、職種ではサービス職

30％、続いて商品販売職 27％であった（図 6）。

勤務形態では変形労働時間制 39％と固定時

間制 37％が多くを占めていた（図 7）。労働時

間について 1 週間当たりの労働時間で最も多

いのは 35-40 時間で 36％、続いて 1-34 時間

で 27％であった（図 8）。繁忙期の 1 週間当た

りの労働時間では 35-40 時間、41-50 時間の

割合が減り 51-60 時間あるいはそれ以上の労

働時間へと分布がシフトしている（図 9）。繁忙

期の期間については最も多いのが 3 か月 40％

となっている（図 10）。 

3. 職業性ストレスの経年変化とその背景要因

に関する縦断解析（表 2、表 3、図 11、図 12） 

職業性ストレス変化の分類ごとの割合は低

ストレス状態が継続（LL）81.3％、高ストレス

から低ストレス状態に変化（HL）5.5％、低ス

トレスから高ストレス状態に変化（LH）6.9％、

高ストレス状態が継続（HH）6.2％であり、2 年

間で一度でも高ストレスを呈したことのある者

（HL、LH、HH を足した数）は全体の約 18％で

あった（表 2、図 11）。 

背景要因別に主な特徴を見ると性別では一

度でも高ストレスを呈したことのある者の割合

は女性で多く（女性 21.0％、男性 16.4％）、ま

た女性で高ストレス状態が継続している（HH）
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割合が多かった（女性 7.5％、男性 5.0％）。年

齢別では若い年代ほど高ストレス者を呈する

割合が多くなり、一度でも高ストレスを呈したこ

とのある者の割合は 30 歳未満で最も高かった

（23.3％）。高ストレス状態の継続（HH）割合が

最も多いのは 30-39 歳（8.5％）であった。また

30 歳未満、30-39 歳では低ストレスから高スト

レス状態に変化した（LH）割合が他の年代に

比べて高かった。雇用形態別では一度でも高

ストレスを呈したことのある者の割合が高いの

は「その他」（20.8％）、続いて「契約社員」、

「臨時・アルバイト」（ともに 19.4％）であった。

同様に「その他」、「契約社員」で高ストレス状

態の継続（HH）割合が高かった。職種別では

「管理職」と「管理職以外」で比べると「管理職

以外」で一度でも高ストレスを呈したことのある

者の割合が高く（19.6％）、低ストレスから高スト

レス状態に変化した（LH）割合も高かった

（7.1％）。管理職以外の職種の中では一度で

も高ストレスを呈したことのある者の割合が高

いのは「商品販売職」と「サービス職」（ともに

22.8％）、同職種において高ストレス状態の継

続（HH）割合も高かった（順に 8.4％、8.7％）。

勤務形態別では一度でも高ストレスを呈したこ

とのある者の割合が高いのは「変形労働時間

制」（23.2％）、続いて「三交替制」（22.4％）で

あった。高ストレス状態の継続（HH）割合が高

いのは「二交替制・夜勤なし」（9.7％）であり、

低ストレスから高ストレス状態に変化した（LH）

割合が高いのは「夜勤のみ」（9.8％）であった。

調査年度別の労働時間で比べると、「35-40 時

間/週」で一度でも高ストレスを呈したことのあ

る者の割合が高かった（2020 年度 20.4％、

2021 年度 20.3％）。 

2020 年度から 2021 年度の間の労働要因の

変化について、雇用形態、職種、勤務形態の

変更での顕著な特徴は示されなかった（表 3、

図 12）。割合の差はわずかであるが、低ストレ

ス状態の継続（LL）の特徴として、雇用形態、

職種、勤務形態の「変更無し」の割合がやや

多く、また高ストレスから低ストレスに状態が変

化した（HL）特徴として、雇用形態、職種、勤

務形態の「変更有り」の割合がやや多いことが

示された。労働時間の変化について主な特徴

としては、労働時間が「35 時間未満/週」でそ

のまま変化していない場合、低ストレス状態の

継続（ＬＬ）割合が高く、「35 時間/週未満」から

「35-40 時間/週」、「41 時間/週以上」に増加

すると低ストレスから高ストレス状態に変化（LH）

の割合が高くなっていた（それぞれ 7.2％、

8.2％）。また「35-40 時間/週」から「41 時間/週

以上」に変化した場合、低ストレスから高ストレ

ス状態に変化（ＬＨ）と高ストレスが継続してい

る（HH）の割合がともに多かった（8.8％、

7.4％）。 

 

Ｄ．考察 

2018 年度調査から 2024 年度調査にかけて

8 企業、のべ 416,588 人の参加協力を得ること

ができた。2024 年度調査への参加同意率も 4

割を超えて維持されている。参加者の性別、

年齢、雇用形態、職種、勤務形態を集計した

結果から本コホートは多種多様な労働者の職

域コホートであることがわかる。そして労働者の

健康に関連する共通した労働要因や背景別

の特徴を横断的に、縦断的に明らかにできる

ことも本コホートデータの強みとなっている
3）,4）,5）。 

本年度はストレスチェックから評価したストレ

スの変化に着目し、約 2.6 万人の追跡データ

からストレス変化の状況とその背景的特徴に

ついて検証した。高ストレス状態が継続する傾

向は、女性、30-39 歳、契約社員、管理職以

外、特にサービス職、二交替制・夜勤なし勤務

で高いことが示された。また、低ストレスから高

ストレス状態となる傾向は、女性、30 歳未満、

臨時・アルバイト雇用、管理職以外、特にサー

ビス職あるいは商品販売職、夜勤のみ勤務、

労働時間の 41 時間/週以上への増加で高い

ことが示された。これらの特徴にひとつでも該

当する場合は、高ストレスを呈する傾向が高い

ことから職場において注意が必要かもしれな

い。高ストレスから低ストレスに状態が変わった

労働上の要因には、雇用形態、職種、勤務形

態の変更が有ったことや労働時間の減少が見

られ、この結果は職場での改善がなされたこと

を示している可能性もある。 

事業場におけるストレスチェックは年度ごと

の集団分析が主であり、ストレスチェックの方

法が年度ごとに違うこともあるため、個人のスト

レスの状態について経年的に評価することは

取り入れにくい状況にある。本コホートは個人

のストレスの状態を同じ手法で毎年収集してい

ることから、個人の状態をもとにしたストレス状

態の経変年化をとらえることができている。雇

用形態や職種については、解析対象数が少
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ないため十分に解析できていない部分もある。

今後データがさらに蓄積されることで詳細な解

析が可能となり、背景要因や特徴がより明らか

になることが期待される。 

 

Ｅ．結論 

約 2.6 万人の追跡データから、高ストレスを

抱える傾向にあるのは「女性」や「管理職以外」

の職種であること、高ストレスに移行しやすい

のは若年層特に 30 歳未満であることと、労働

時間が 41 時間/週以上に増えるなどの労働

時間の慢性的な増加があることが示唆された。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 
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なし 
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図 1 リクルート数と参加者数の状況 

 

 

 

表 1 データ収集状況（2021 年度データ） 
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図 2 参加者の性別構成（2021 年度データ） 

 

 

 

 
図 3 参加者の年齢構成（2021 年度データ）    

 

 

 

 

図 4 高ストレス者の割合（2021 年度データ） 
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図 5 参加者の雇用形態構成（2021 年度データ） 

 

 

 
図 6 参加者の職種構成（2021 年度データ） 

 

 

 

 
 

図 7 参加者の勤務形態構成（2021 年度データ） 



 

224 

 

 
 

図 8 参加者の 1 週間当たりの労働時間（2021 年度データ） 

 

 

 

 
 

図 9 参加者の繁忙期 1 週間当たりの労働時間（2021 年度データ） 

 

 

 

 
 

図 10 参加者の繁忙期の期間（2021 年度データ） 
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表 2 職業性ストレスの変化と背景要因 

 

LL HL LH HH 計 ｐ-value ※２

全体 21,038 1,416 1,793 1,615 25,862
(81.3%) (5.5%) (6.9%) (6.2%) (100.0%) (18.7%)

性別 男性 11,042 657 842 663 13,204 0.000
(83.6%) (5.0%) (6.4%) (5.0%) (100.0%) (16.4%)

⼥性 9,996 759 951 952 12,658
(79.0%) (6.0%) (7.5%) (7.5%) (100.0%) (21.0%)

年齢 30歳未満 2,144 193 262 195 2,794 0.000
(76.7%) (6.9%) (9.4%) (7.0%) (100.0%) (23.3%)

30-39歳 3,355 268 348 369 4,340
(77.3%) (6.2%) (8.0%) (8.5%) (100.0%) (22.7%)

40-49歳 5,239 387 467 471 6,564
(79.8%) (5.9%) (7.1%) (7.2%) (100.0%) (20.2%)

50-59歳 5,886 383 439 428 7,136
(82.5%) (5.4%) (6.2%) (6.0%) (100.0%) (17.5%)

60歳以上 3,338 136 183 95 3,752
(89.0%) (3.6%) (4.9%) (2.5%) (100.0%) (11.0%)

雇⽤形態 正社員 11,324 739 945 779 13,787 0.001
(82.1%) (5.4%) (6.9%) (5.7%) (100.0%) (17.9%)

契約社員 2,783 188 239 243 3,453
(80.6%) (5.4%) (6.9%) (7.0%) (100.0%) (19.4%)

嘱託社員 259 10 13 11 293
(88.4%) (3.4%) (4.4%) (3.8%) (100.0%) (11.6%)

派遣社員 115 4 8 9 136
(84.6%) (2.9%) (5.9%) (6.6%) (100.0%) (15.4%)

臨時・アルバイト 4,009 281 355 330 4,975
(80.6%) (5.6%) (7.1%) (6.6%) (100.0%) (19.4%)

その他 2,548 194 233 243 3,218
(79.2%) (6.0%) (7.2%) (7.6%) (100.0%) (20.8%)

職種 管理職 2,733 109 169 94 3,105 0.000
(88.0%) (3.5%) (5.4%) (3.0%) (100.0%) (12.0%)

管理職以外(下記の職種） 18,305 1,307 1,624 1,521 22,757
(80.4%) (5.7%) (7.1%) (6.7%) (100.0%) (19.6%)

    専⾨・技術・研究職 1,396 73 88 34 1,591
(87.7%) (4.6%) (5.5%) (2.1%) (100.0%) (12.3%)

    事務職 3,342 205 251 213 4,011
(83.3%) (5.1%) (6.3%) (5.3%) (100.0%) (16.7%)

    商品販売職 4,843 401 500 528 6,272
(77.2%) (6.4%) (8.0%) (8.4%) (100.0%) (22.8%)

    営業・セールス職 1,178 62 96 65 1,401
(84.1%) (4.4%) (6.9%) (4.6%) (100.0%) (15.9%)

    サービス職 4,513 359 465 511 5,848
(77.2%) (6.1%) (8.0%) (8.7%) (100.0%) (22.8%)

    運輸職 30 2 2 2 36
(83.3%) (5.6%) (5.6%) (5.6%) (100.0%) (16.7%)

    建設職 1,250 67 69 23 1,409
(88.7%) (4.8%) (4.9%) (1.6%) (100.0%) (11.3%)

    ⽣産・技能職 418 35 34 36 523
(79.9%) (6.7%) (6.5%) (6.9%) (100.0%) (20.1%)

   その他 1,335 103 119 109 1,666
(80.1%) (6.2%) (7.1%) (6.5%) (100.0%) (19.9%)

（表つづく）

職業性ストレス変化の区分※１ ⼀度でも⾼スト
レス状態を呈し
た者の割合※3
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（表つづき）

勤務形態 固定時間制 8,106 461 620 453 9,640 0.000
(84.1%) (4.8%) (6.4%) (4.7%) (100.0%) (15.9%)

変形労働時間制 7,131 586 769 801 9,287
(76.8%) (6.3%) (8.3%) (8.6%) (100.0%) (23.2%)

フレックスタイム制 4,460 283 284 233 5,260
(84.8%) (5.4%) (5.4%) (4.4%) (100.0%) (15.2%)

裁量労働制 180 10 13 9 212
(84.9%) (4.7%) (6.1%) (4.2%) (100.0%) (15.0%)

⼆交替制（夜勤あり） 179 14 17 15 225
(79.6%) (6.2%) (7.6%) (6.7%) (100.0%) (20.5%)

⼆交替制（夜勤なし） 123 5 11 15 154
(79.9%) (3.2%) (7.1%) (9.7%) (100.0%) (20.0%)

三交替制 59 5 6 6 76
(77.6%) (6.6%) (7.9%) (7.9%) (100.0%) (22.4%)

⼣勤のみ 136 11 9 13 169
(80.5%) (6.5%) (5.3%) (7.7%) (100.0%) (19.5%)

夜勤のみ 226 11 28 21 286
(79.0%) (3.8%) (9.8%) (7.3%) (100.0%) (20.9%)

その他 438 30 36 49 553
(79.2%) (5.4%) (6.5%) (8.9%) (100.0%) (20.8%)

労働時間 35時間/週未満 4,547 256 342 259 5,404 0.000
（2020年度） (84.1%) (4.7%) (6.3%) (4.8%) (100.0%) (15.9%)

35-40時間/週 6,919 518 652 601 8,690
(79.6%) (6.0%) (7.5%) (6.9%) (100.0%) (20.4%)

41時間/週以上 9,572 642 799 755 11,768
(81.3%) (5.5%) (6.8%) (6.4%) (100.0%) (18.7%)

労働時間 35時間/週未満 4,457 262 324 252 5,295 0.000
（2021年度） (84.2%) (4.9%) (6.1%) (4.8%) (100.0%) (15.8%)

35-40時間/週 7,199 553 654 621 9,027
(79.7%) (6.1%) (7.2%) (6.9%) (100.0%) (20.3%)

41時間/週以上 9,382 601 815 742 11,540
(81.3%) (5.2%) (7.1%) (6.4%) (100.0%) (18.7%)

上段：⼈数 下段：割合（％）, データ⽋損は表に含めず

※２ 割合の検定
※３ ストレス変化区分のHL, LH, HHを⾜した値

※１ LL: 低ストレス状態が継続, HL: ⾼ストレスから低ストレス状態に変化, LH: 低ストレスから⾼ストレス状態に変化, HH:
⾼ストレス状態が継続
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図 11 職業性ストレスの変化と背景要因（性別、職種別、年代別の主な結果） 
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表 3 職業性ストレス変化と労働要因の変化 

 
 

 

  

LL HL LH HH 計 ｐ-value ※２

雇⽤形態の変更 無し 17,278 1,156 1,484 1,316 21,234 0.760
(81.4%) (5.4%) (7.0%) (6.2%) (100.0%) (18.6%)

有り 3,760 260 309 299 4,628
(81.2%) (5.6%) (6.7%) (6.5%) (100.0%) (18.8%)

職種の変更 無し 14,888 956 1,236 1,151 18,231 0.025
(81.7%) (5.2%) (6.8%) (6.3%) (100.0%) (18.3%)

有り 6,150 460 557 464 7,631
(80.6%) (6.0%) (7.3%) (6.1%) (100.0%) (19.4%)

勤務形態の変更 無し 15,402 1,012 1,277 1,157 18,848 0.096
(81.7%) (5.4%) (6.8%) (6.1%) (100.0%) (18.3%)

有り 5,636 404 516 458 7,014
(80.4%) (5.8%) (7.4%) (6.5%) (100.0%) (19.6%)

労働時間の変化※4

35時間/週未満 →35時間/週未満（変化なし） 3,121 169 210 155 3,655 0.000
(85.4%) (4.6%) (5.7%) (4.2%) (100.0%) (14.6%)

→35-40時間/週（増加） 937 62 83 67 1,149
(81.5%) (5.4%) (7.2%) (5.8%) (100.0%) (18.5%)

→41時間/週以上（⼤幅な増加） 489 25 49 37 600
(81.5%) (4.2%) (8.2%) (6.2%) (100.0%) (18.5%)

35-40時間/週 →35時間/週未満（減少） 859 59 74 64 1,056
(81.3%) (5.6%) (7.0%) (6.1%) (100.0%) (18.7%)

→35-40時間/週（変化なし） 4,396 334 389 379 5,498
(80.0%) (6.1%) (7.1%) (6.9%) (100.0%) (20.0%)

→41時間/週以上（増加） 1,664 125 189 158 2,136
(77.9%) (5.9%) (8.8%) (7.4%) (100.0%) (22.1%)

41時間/週以上 →35時間/週未満（⼤幅な減少） 477 34 40 33 584
(81.7%) (5.8%) (6.8%) (5.7%) (100.0%) (18.3%)

→35-40時間/週（やや減少） 1,866 157 182 175 2,380
(78.4%) (6.6%) (7.6%) (7.4%) (100.0%) (21.6%)

→41時間/週以上（変化なし） 7,229 451 577 547 8,804
(82.1%) (5.1%) (6.6%) (6.2%) (100.0%) (17.9%)

上段：⼈数 下段：割合（％）

※２ 割合の検定
※3  ストレス変化区分のHL, LH, HHを⾜した値
※4  2020年度の労働時間→2021年度の労働時間

職業性ストレス変化の区分※１

※１ LL: 低ストレス状態が継続, HL: ⾼ストレスから低ストレス状態に変化, LH: 低ストレスから⾼ストレス状態に変化, HH: ⾼ストレ
ス状態が継続

⼀度でも⾼スト
レス状態を呈し
た者の割合※3
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図 12 職業性ストレス変化と労働要因の変化（労働時間の変化） 
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令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（疫学研究） 

 

指輪型生体デバイスを用いたトラック事業者への睡眠介入調査 
 

研究分担者 松元 俊 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・主任研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】指輪型生体デバイスとスマートフォンアプリを用いた毎日の睡眠の「見える化」と睡眠ア

ドバイスによる介入が、不規則勤務者の睡眠の取り方と健康・安全に及ぼす影響を検証するこ

とを目的とした。 

【方法】貨物自動車運送業の地場トラックドライバー、内勤者、倉庫作業者の 40 人が本調査に

参加した。2 か月間の介入条件と 2 か月間の統制条件での調査をクロスオーバーデザインで行

った。介入条件では参加者が 2 か月間の指輪型生体デバイス装着とスマートフォンアプリで毎

日の睡眠状況の確認を行った。その他の測定項目は、調査期間を通して、機器を用いての睡

眠、血圧、反応時間検査測定、唾液採取、WEB アンケート、勤務データであった。 

【結果】睡眠の「見える化」及び睡眠アドバイスによる、参加者の睡眠への意識や行動の変化は

3 割程度であり、介入条件で睡眠時間は延びなかった。睡眠時間の延長は、早い就床時刻と

遅い出勤時刻と関連しており、睡眠時間が長い月ほど血圧値が低下する関連が示された。 

【考察】睡眠時間を延長する要因が、勤務拘束時間や勤務間インターバルではなく、就床時刻

や出勤時刻であったことから、不規則勤務者の睡眠時間は、勤務を行う時刻の影響を強く受け

ることがうかがえた。また、参加者の平均睡眠時間にかかわらず、睡眠時間が長い月ほど血圧

値が低下する関連が示されたことから、睡眠記録による継続的な「見える化」と、出勤時刻に注

目した勤務改善をあわせて行う必要性がうかがえた。 

【この研究から分かったこと】指輪型生体デバイスとスマートフォンアプリを用いた毎日の睡眠の

「見える化」による介入は、個々の睡眠時間の延長や睡眠時刻の固定には寄与しなかった。睡

眠時間の延長には、出勤時刻を遅くすることが有効であり、その結果として血圧を低下させるか

もしれない。不規則勤務者の睡眠改善のためには、勤務スケジュールへの介入が重要であるこ

とが示された。 

【キーワード】睡眠介入、指輪型生体デバイス、トラックドライバー 

 

研究分担者: 

久保智英（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・上席研究員） 

井澤修平（同センター・上席研究員） 

池田大樹（同センター・主任研究員） 

西村悠貴（同センター・研究員） 

研究協力者: 

玉置敦子（同センター・研究補助員） 

中山 学（三和運輸機工・常務取締役） 

原圭二郎（三和運輸機工・総務部リーダー） 

 

Ａ．目的 

脳・心臓疾患の労災認定の多いトラックドラ

イバーを対象に行ってきた観察調査研究では、

不規則勤務者において、睡眠と血圧・動脈硬

化の関連が見られた 1), 2）。とりわけ、地場トラッ

クドライバーでは早い起床時刻や離床回数の

多さに加えて、睡眠時間の日間変動が大きい

ほど血圧上昇や動脈硬化度の悪化につなが

っていることがうかがえた。これまでの研究結

果は、過労死等のリスク低減には睡眠の取り

方が重要であることを示唆している。しかし、夜

間や早朝の勤務があり、拘束時間や出退勤時
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刻がいつも同じとは限らない不規則な働き方

を行っているトラックドライバーにおいては、自

らの意思だけで理想的な睡眠をとることは容易

ではないと考えられる。そのため、本研究は夜

間早朝勤務を主に行う地場トラックドライバー

を対象として、指輪型生体デバイスとスマート

フォンアプリを用いた毎日の睡眠の「見える化」

と睡眠アドバイスによる介入が、睡眠の取り方

と健康・安全に及ぼす影響を検証することを目

的とした。 

 

Ｂ．方法 

1. 調査参加者 

 調査参加者は、1）研究意義や目的を理解し

た者、2）参加への任意性を理解した者、3）参

加への利益・不利益を理解した者、4）トラック

運送会社でフルタイム勤務をする地場トラック

ドライバーと、比較対象となる内勤者、倉庫作

業者を条件として選定した。その結果、ドライ

バー26 人、内勤者 11 人（うち 4 人は女性）、

倉庫作業者 3 人が本調査に参加した。参加者

の年齢は 47.3±10.3 歳（平均±標準偏差）、

BMI は 24.3±4.0、通勤時間は片道で 30.1±

17.5 分であった。参加者の既往歴は、心臓疾

患が 2 人、脳血管疾患が 0 人、睡眠時無呼吸

症候群が 8 人であった。 

2. 測定項目 

1) 指輪型生体デバイス 

スマートフォンで毎日の睡眠状況を自ら確

認することができる指輪型の生体デバイスであ

る、オーラリング（Oura Ring、Ōura Health Oy

社）を用いて睡眠指標（深い睡眠、レム睡眠、

入眠潜時、中途覚醒、睡眠効率等）、心拍、血

中酸素飽和度、体温、活動量を取得した。オ

ーラリングの装着期間中は、「睡眠アドバイス」

として、全日本トラック協会が発行している「トラ

ックドライバー睡眠マニュアル」3）から実践編 10

項目と知識編 10 項目をテキストで参加者に配

信した（表 1）。 

2) 睡眠測定 

 シート型の睡眠計（眠り SCAN NN-1520、パ

ラマウントベッド社製）を自宅に設置して、総睡

眠時間、就床時刻、起床時刻、睡眠潜時、中

途覚醒、睡眠効率、離床回数等の睡眠指標を

取得した。 

3) 血圧 

 医用電子血圧計（AVE-2000 Plus、志成デー

タム社製）を用いて、血圧（収縮期血圧 SBP：

Systolic Blood Pressure、拡張期血圧 DBP：

Diastolic Blood Pressure）及び動脈硬化度（上

腕動脈の硬さを表す API：Arterial Pressure 

volume Index、全身の動脈の硬さを表す AVI：

Arterial Velocity pulse Index）を測定した。 

4) 反応時間検査 

3 分 間 の 反 応 時 間 検 査 （ Psychomotor 

Vigilance Task：PVT-B）4)を、スマートフォンを

用いて行った 5)。 

5) 唾液採取 

酵素免疫測定法により炎症マーカーである

C 反応性蛋白（C-Reactive Protein：CRP）を測

定するため、舌下にスポンジのスワブを留置す

る方法で唾液を採取した。CRP は生体内で炎

症反応が起きているときに生成され数値が高く

なる。 

6) WEB アンケート 

スマートフォンを用いて Google フォームか

らアンケートへの回答を依頼した。質問には、

睡眠介入による生活行動の変化に関する項目

表 1．20 項目の睡眠アドバイス 

 

 
 

実践編 
【実践編 1】睡眠時間が短いか不安だ 
【実践編 2】つい夜更かしをしてしまう 
【実践編 3】昼⾷後に眠くなってしまう 
【実践編 4】寝つきが悪い 
【実践編 5】睡眠の途中で起きてしまう 
【実践編 6】⼗分眠っても⽇中に眠気が⽣じてしまう 
【実践編 7】休⽇に⼗分眠っても疲れがとれない 
【実践編 8】運転中にイライラしたり、落ち込んだりする 
【実践編 9】夜間早朝運転時に眠気が⽣じてしまう 
【実践編 10】早朝運転時にうまく眠れない 

知識編 
【知識編 1】どうして眠くなるのだろう 
【知識編 2】眠気がないのがよい睡眠 
【知識編 3】睡眠に適さない時刻もある 
【知識編 4】寝る前のスマホや携帯電話は控える 
【知識編 5】寝つきをよくしよう 
【知識編 6】体温の急激な下降が重要 
【知識編 7】⾷事と睡眠の深い関係 
【知識編 8】飲酒の睡眠への影響 
【知識編 9】カフェインは眠気の根本対策にならない 
【知識編 10】中⾼年は眠りの質が落ちやすい 
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と疲労、ストレス、睡眠に関する既存尺度であ

る Vital Exhaustion （疲弊度） 6) 、Need for 

Recovery（回復要求度） 7)、 K6（心理的ストレ

ス） 8)、ピッツバーグ睡眠質問票 9)等を用いた。

オーラリングの装着期間終了後には、「睡眠ア

ドバイス」の効果について感想を求めた。 

7) 出退勤時記録 

参加者は、調査期間中のすべての勤務に

おいて、出勤・退勤時刻、就床・起床時刻、疲

労感・眠気感（10 段階評価）の自記記録、血

圧測定を行った。出勤・退勤時刻から拘束時

間と勤務間インターバルを算出し、就床・起床

時刻から総就床時間（睡眠時間、以下の解析

にはこの値を使用）を算出した。 

3. 調査スケジュール 

調査スケジュールを図 1 に示した。調査は睡

眠介入条件（オーラリングあり＋睡眠アドバイ

ス）と統制条件（オーラリングなし）をそれぞれ 2

か月間設定し、合計 4 か月間行った。介入条

件を前半に実施する A グループと、後半に実

施する B グループに分けたクロスオーバーデ

ザインで調査を行った。自宅での眠り SCAN 測

定と、出退勤点呼時の血圧測定は 4 か月間連

続で行った。また反応時間検査は、調査前半

と後半の 2 週間のみ出勤点呼時に行った。唾

液採取と WEB アンケートはそれぞれ調査期間

中に 1 か月間隔で 5 回実施した。なお、本研

究は労働安全衛生総合研究所の研究倫理審

査委員会の承認を受けて行った（2023N04）。 

 

Ｃ．結果 

 睡眠介入効果や、睡眠時間に関連する主要

な結果のみを報告する。統計解析にはいずれ

も線型混合モデルを用いた。 

1．労働時間 

調査期間中における労働時間を表 2 に示し

た。トラックドライバーは内勤・倉庫よりも拘束

時間が長く、出勤時刻が早く、退勤時刻が早

かった。労働時間の月間変動はいずれも、トラ

ックドライバーで内勤・倉庫よりも大きかった。ト

ラックドライバーは地場の早朝勤務を行ってい

ることが確認された。 

2．睡眠意識・行動の変化 

睡眠介入による意識や行動の変化につい

て職種別の評価を図 2 に示した。統制条件と

比べて介入条件で睡眠意識と行動（「まったく

変わらない」、「少し変わった」、「だいぶ変わっ

た」、「とても変わった」の 4 段階で評価）が変

化した割合はそれぞれ、トラックドライバーでは

34.6%と 26.9%、内勤・倉庫では 35.7%と 35.7%で

あった。 

3．睡眠時間の変化 

統制条件と介入条件での職種別の睡眠時

間と標準偏差の変化を図 3 に示した。各条件

 
 

図 1．介入調査スケジュール 
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とも 1 か月目と 2 か月目の睡眠時間は 6.5～

6.75 時間とられており、職種にかかわらず、条

件、期間、交互作用に有意差は示されなかっ

た。標準偏差についても、職種にかかわらず

主効果、交互作用に有意差は示されなかった。 

4．睡眠時間に関連する労働要因 

介入による睡眠時間への影響は見られなか

ったため、睡眠時間を変化させる他の要因を

探った。睡眠時間に関連する要因を調べた結

果を表 3 に示した。睡眠時間に影響することが

考えられる年齢、性別、職種、条件、睡眠時無

呼吸症の既往歴、睡眠行動変化を調整した結

果、出勤時刻が早くなるほど、就床時刻が遅く

なるほど睡眠時間が短くなる関係が示された。 

睡眠時間は、出庫時刻が 1 時間早いと 0.61

時間、就床時刻が 1 時間遅いと 0.73 時間短

かった（個人間）。また、月ごとの出勤時間が 1

時間早くなるほど 0.27 時間、就床時刻が 1 時

間遅くなるほど0.75時間短くなる関連が示され

た（個人内）。 

5．睡眠時間を延長する効果 

 トラックドライバー及び内勤・倉庫作業者にお

いて睡眠時間を延長する効果を調べた。睡眠

時間と、勤務ごとの血圧値や疲れ、眠気及び、

ひと月ごとの疲労・ストレス指標との関連を表 4

に示した。睡眠時間は血圧値と有意な関連が

示され、睡眠時間が長い月ほど、収縮期血圧

と拡張期血圧がともに低下した。睡眠時間が 1

時間延びると、血圧は上下とも 2.2mmHg 低下

する関連が示された。 

表 2．労働時間（11 月～2 月） 

 

 

 

 
 

図 2．睡眠介入による意識・行動の変化 

 

トラックドライバー 内勤・倉庫
26⼈ 14⼈

拘束時間 平均 11.1 9.9
拘束時間 標準偏差 2.3 0.8
出勤時刻 平均 5.6 7.8
出勤時刻 標準偏差 0.8 0.3
退勤時刻 平均 16.2 17.6
退勤時刻 標準偏差 1.0 0.7
1か⽉ごとの平均、標準偏差

17 19 9 9

9 7 5 5

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

睡眠意識 睡眠行動 睡眠意識 睡眠行動

トラックドライバー 26人 倉庫・内勤 14人

介入効果

変化なし 変化あり
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図 3．介入による睡眠時間の変化 

 

 

表 3．睡眠時間に関連する要因 

 

6.50

6.75

7.00

1か月 2か月

睡眠時間

統制 介入

6.50

6.75

7.00

1か月 2か月

睡眠時間

統制 介入

条件 p=.248
期間 p=.715

交互作用 p=.581

条件 p=.394
期間 p=.762

交互作用 p=.343

0.50

0.75

1.00

1か月 2か月

標準偏差

統制 介入

0.50

0.75

1.00

1か月 2か月

標準偏差

統制 介入

トラックドライバー 内勤・倉庫

条件 p=.636
期間 p=.563

交互作用 p=.103

条件 p=.702
期間 p=.523

交互作用 p=.376

β p
個⼈間
 睡眠⾏動変化 0.06 -0.33 0.45 0.748
 拘束時間 -0.18 -0.39 0.02 0.081
 出勤時刻 0.61 0.31 0.91 <0.001
 勤務間インターバル -0.20 -0.51 0.11 0.190
 就床時刻 -0.73 -0.94 -0.52 <0.001
個⼈内
 拘束時間 0.00 -0.05 0.04 0.857
 出勤時刻 0.27 0.17 0.37 <0.001
 勤務間インターバル 0.06 -0.03 0.15 0.175
 就床時刻 -0.75 -0.87 -0.63 <0.001

太字：p<0.05

95% 信頼区間

β（95%信頼区間）：マルチレベル分析による回帰係数の推定量（年齢、性別、
職種、条件、睡眠時無呼吸症の既往歴）
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Ｄ．考察 

本研究は、指輪型生体デバイスとスマートフ

ォンアプリを用いた毎日の睡眠の「見える化」と

睡眠アドバイスによる介入が、睡眠の取り方と

健康・安全に及ぼす影響を検証することを目

的とした。しかし、睡眠の「見える化」及び睡眠

アドバイスによる、参加者の睡眠への意識や

行動の変化は 3 割程度であり、実際の睡眠時

間は延びなかった。睡眠時間を延ばす要因が、

勤務拘束時間や勤務間インターバルではなく、

就床時刻や出勤時刻であったことから、不規

則勤務者の睡眠時間は、勤務を行う時刻の影

響を強く受けることがうかがえた。また、参加者

の平均睡眠時間にかかわらず、睡眠時間が長

い月ほど血圧値が低下する関連が示されたこ

とから、睡眠記録による継続的な「見える化」と、

出勤時刻に注目した勤務改善をあわせて行う

必要性がうかがえた。 

 

Ｅ．結論 

指輪型生体デバイスとスマートフォンアプリ

を用いた毎日の睡眠の「見える化」による介入

は、睡眠時間の延長や睡眠時刻の固定には

寄与しなかった。睡眠時間の延長には、出勤

時刻を遅くすることが有効であり、その結果とし

て血圧を低下させるかもしれない。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

なし 
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（疫学研究） 

 

心理社会的ストレスを評価するバイオマーカーの検討： 

情報通信業の労働者のいじめの体験と爪コルチゾールの関連 
 

研究分担者 井澤修平 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・上席研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】爪には過去数か月にわたって体内で分泌されたコルチゾールが蓄積されており、慢性

的なストレスを評価する指標として注目されている。本研究では、過労死等多発職種の一つで

ある情報通信業の労働者を対象に、心理社会的なストレスとしていじめの体験をとりあげ、爪に

含まれるコルチゾールとの関連を横断的に検討することを目的とした。 

【方法】本研究は、オンライン調査と 4 週間にわたる爪の採取から構成されており、2023 年 10

月～2025 年 5 月に調査会社を通して実施された。対象者は 20 歳から 49 歳の情報通信業の

労働者であり、爪のコルチゾールの測定が完了し、外れ値などを除外した 725 名のデータが解

析の対象となった。オンライン調査では、人口統計学的要因や労働要因に関する設問とあわせ

て、新職業性ストレス簡易調査票より抜粋したいじめに関する項目を含めた。具体的には、「職

場で自分がいじめにあっている（セクハラ、パワハラを含む）」という設問に対して、「そうだ」「ま

あそうだ」「ややちがう」「ちがう」の選択肢で回答を求めた。 

【結果】いじめの体験の設問に対して、「そうだ」と回答した労働者は 12 名（1.7%）であった。交

絡要因を調整した共分散分析を実施したところ、「そうだ」を選択した人は、「ややちがう」「ちが

う」を選択した人よりも爪コルチゾールの値が高いことが示された。 

【考察】いじめを体験している労働者では、爪コルチゾールの高いことが示された。いじめによる

心理社会的ストレスの生体負担が爪コルチゾールに反映されたと解釈できる。 

【この研究から分かったこと】本研究では、いじめを体験している情報通信業の労働者は、爪コ

ルチゾールの値が高いことが示された。心理社会的ストレスによる慢性的な生体負担を評価す

るバイオマーカーとして、爪コルチゾールが有望であることが示唆された。 

【キーワード】爪コルチゾール、ストレス、情報通信業 

研究分担者: 

久保智英（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・上席研究員） 

研究協力者： 

菅谷 渚 （同研究所産業保健研究グルー

プ・研究員） 

 

Ａ．目的 

心理社会的ストレスは、メンタルヘルス不調

を引き起こすことが一般的に知られており、近

年、この心理社会的ストレスによる生体負担の

評価方法としてコルチゾールに注目が集まっ

ている。コルチゾールは副腎皮質から放出さ

れるステロイドホルモンであり、ストレスとの関

連で最もよく研究されている物質である。コル

チゾールは免疫系や中枢神経系などに対して

様々な生理的作用を有し、心理的・身体的な

健康状態を考える上でも重要なホルモンであ

る。コルチゾールはこれまで、血液や唾液の試

料から測定されることが多かった。しかしながら、

コルチゾールは朝高く、夜低いという大きな日

内変動があることが知られており、また、採取

時の状況（例えば、食事後の採取）によっても

値は変動することが知られている。このようなこ

とが影響してか、例えば、血中・唾液中のコル

チゾールと職場ストレスの関連は必ずしも一貫
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していないことも報告されている 1)。 

このような問題を解決するために、本研究で

は爪に含まれるコルチゾールに注目する。ステ

ロイドなどのホルモンは爪が形成される際に爪

の組織に取り込まれるといわれている。手指の

爪は 10 日間で約 1mm 伸びるため、例えば、

1mm の爪からは、過去の 10 日間に蓄積され

たホルモンを測定できると考えられている 2)。

血液や唾液はホルモンの“瞬時値”を反映す

るの対して、爪は過去のホルモンの“記録媒体”

であり、慢性的な生体負担を評価する指標とし

て適している可能性が考えられる。爪の試料

は採取や回収が容易であることも大きな利点

である。しかしながら、爪のコルチゾールに関

しては、過去に少数の小規模な研究が行われ

ているのみであり 3)、さらなるデータの蓄積が

必要な状況である。 

本研究では、情報通信業の労働者に注目

する。情報通信業は過労死等が多発している

業種の一つであり、特に、精神障害の事案が

多いことも報告されている 4)。長時間労働や仕

事の量的負担に加えて、対人関係などの心理

社会的なストレスが多いことも知られている 5)。

本報告書では対人関係の中でいじめの体験

をとりあげて、爪のコルチゾールとの関連を横

断的に調査する。これらの関連を検討し、心理

社会的ストレスの生体負担を評価するバイオ

マーカーとしての、爪コルチゾールの適用可

能性を検討することを目的とした。 

 

Ｂ．方法 

1. 対象者 

本研究は、オンライン調査と 4 週間にわたる

爪の採取から構成されており、2023 年 10 月か

ら 2024 年 5 月にかけて調査会社を介して実施

された。 

対象者は 20 歳から 49 歳の情報通信業の

労働者であり、日本の情報通信業の労働者の

性別と年代の割合 6)を反映させて対象者を抽

出した。また、（1）経営者、役員、自営業者、

（2）副業・兼業をしている労働者、（3）週労働

時間が 30 時間未満の労働者、（4）妊娠中のも

の、（5）付け爪、ジェルネイルを利用しているも

の、（6）オンライン調査の操作チェックの設問

に適切に回答しなかったもの、（7）手の爪の採

取に同意しなかったものは、対象者から除外し

た。本報告書では、爪のコルチゾールの測定

が完了した 748 名のデータを扱った。748 名の

うち、11 名の測定値が後述の酵素免疫測定法

の測定範囲外であったため、除外し、また、12

名の測定値が全体の測定値の平均±3 標準

偏差の範囲を越えたため、外れ値として除外

し、最終的に 725 名のデータが解析対象とな

った。 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得た上

で行われている（通知番号：2023N13）。また、

対象者には、研究参加同意書に記入を求める

ことによって、研究参加への同意を確認した。 

2. 調査項目 

オンライン調査では、人口統計学的要因、

労働要因、心理社会的要因についての項目

を含めた。人口統計学的要因としては、年齢、

性別、教育歴、喫煙習慣、身長、体重などに

関する項目を設定した。労働要因としては、職

種、雇用形態、労働時間、在宅勤務などに関

する項目を設定した。 

心理社会的要因については、新職業性スト

レス簡易調査票 7)より抜粋したいじめに関する

項目を含めた。具体的には、「職場で自分が

いじめにあっている（セクハラ、パワハラを含

む）」という設問に対して、「そうだ」「まあそうだ」

「ややちがう」「ちがう」の選択肢で回答を求め

た 。 ま た 、 Patient Health Questionnaire-9

（PHQ-9）8)に回答を求めた。この尺度は抑うつ

症状をたずねる 9 項目からなり、10 点以上がう

つ病のカットポイントとして報告されている。 

心理社会的要因については、その他に、情

報通信業の労働者に特異的なストレッサーとし

て、先行研究 5)を参考に、「厳しい納期」「急な

仕様変更」「顧客や取引先からのクレーム」「突

発的なトラブル処理作業」の経験の有無につ

いて回答を求めた。 

3. 爪の採取、ならびにコルチゾールの測定 

10 本の手指の爪をチャック付きビニール袋に

切りためるように依頼した。期間は 4 週間とし、

2 週間ごとに、その期間にのびた全ての爪をチ

ャック付きビニール袋に採取するように求めた。

採取するためのビニール袋は研究参加者の

自宅に郵送し、採取された爪検体は、郵送で

回収した。4 週間の採取期間は、オンライン調

査の回答日からおよそ 3 週間後～7 週間後に

設定した。マニキュアやベースコートを利用し

ている場合は、除光液で落としてから採取する

ように求めた。 

爪の採取時には、爪の化学物質の曝露を確
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認するために、石鹸、エタノール、台所用洗剤、

薬剤などの利用頻度についてもアンケートで

たずねた。 

爪検体からは、先行研究の方法を参考に 9)、

洗浄、粉砕、抽出、乾固の工程の後に、酵素

免疫測定法に基づくキット（Salivary Cortisol 

EIA Kit, Salimetrics LLC, PA, USA）によって、

爪に含まれるコルチゾールを定量した。 

4. 統計解析 

コルチゾール値は正規分布ではなかったた

め、対数変換を施し、解析を実施した。研究参

加者の人口統計学的要因、労働要因、心理

社会的要因について記述統計を示すとともに、

いじめの体験（そうだ、まあそうだ、ややちがう、

ちがう）と爪コルチゾールの関連を検証するた

めに 1 要因 4 水準の共分散分析を実施した。

予備的な解析で爪コルチゾールは男性で高

いこと、石鹸で手を洗う頻度が多いと低いこと、

爪採取から酵素免疫測定までの時間（検体の

保管期間）が長いと低いことが示されたことも

考慮し、共分散分析では、年齢、性別、石鹸

で手を洗う頻度、検体の保管期間を調整して

実施した。 

 

Ｃ．結果 

1. 対象者の背景要因 

表 1 に対象者の人口統計学的要因、労働

要因、心理社会的要因を示した。「職場で自

分がいじめにあっている」という設問に対して、

「そうだ」を選択した労働者は 12 名（1.7%）、「ま

あそうだ」を選択した労働者は 33 名（4.6%）で

あった。いじめを体験している労働者は、「顧

表 1 対象者の背景要因 
 全体 職場で自分がいじめにあっている（セクハラ、パワ

ハラを含む） 

p 

  そうだ まあ 

そうだ 

やや 

ちがう 

ちがう  

n  725 12 33 60 620  

性別（男性） n (%) 421(58.1) 9(75.0) 20(60.6) 37(61.7) 355(57.3) 0.58 

年齢（歳） 平均±SD 38.8±7.9 39.7±7.3 39.8±8.1 39.6±7.1 38.7±8.0 0.69 

教育歴（>12 年） n (%) 654(90.2) 11(91.7) 27(81.8) 54(90.0) 562(90.6) 0.42 

BMI （kg/m2） 平均±SD 22.9±3.9 24.3±5.2 23.0±5.2 22.1±3.7 22.9±3.8 0.25 

喫煙（喫煙者） n (%) 103 (14.2) 4 (33.3) 2 (6.1) 7 (11.7) 90 (14.5) 0.12 

石鹸で手を洗う頻度（回 /日） 
平均±SD 

4.2±3.6 4.5±2.0 5.2±4.9 4.9±4.8 4.1±3.4 0.13 

職種 n (%)      0.05 

管理的職業従事者 72(9.9) 0(0.0) 5(15.2) 3(5.0) 64(10.3)  

専門的・技術的職業従事者 358(49.4) 4(33.3) 11(33.3) 31(51.7) 312(50.3)  

事務従事者 209(28.8) 6(50.0) 12(36.4) 20(33.3) 171(27.6)  

販売従事者 54(7.4) 0(0.0) 1(3.0) 5(8.3) 48(7.7)  

その他 32(4.4) 2(16.7) 4(12.1) 1(1.7) 25(4.0)  

雇用形態（非正規雇用） n (%) 90(12.4) 2(16.7) 4(12.1) 7(11.7) 77(12.4) 0.97 

在宅勤務（週 5 日以上） n (%) 157(21.7) 3(25.0) 9(27.3) 16(26.7) 129(20.8) 0.61 

長時間労働（週 60 時間以上） 
n (%) 

24(3.3) 0(0.0) 1(3.0) 2(3.3) 21(3.4) 0.93 

負担業務 n (%)       

厳しい納期 149(20.6) 2(16.7) 7(21.2) 11(18.3) 129(20.8) 0.96 

急な仕様変更 188(25.9) 5(41.7) 12(36.4) 12(20.0) 159(25.6) 0.21 

顧客や取引先からのｸﾚｰﾑ 145(20.0) 9(75.0) 10(30.3) 12(20.0) 114(18.4) <0.01 

突発的なﾄﾗﾌﾞﾙ処理作業 292(40.3) 8(66.7) 12(36.4) 28(46.7) 244(39.4) 0.18 

PHQ-9（≥10） n (%) 121(16.7) 7(58.3) 17(51.5) 18(30.0) 79(12.7) <0.01 

 
PHQ: Patient Health Questionnaire-9 
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客や取引先からのクレーム」を多く経験してお

り、PHQ-9 のうつ病のカットポイントを超える労

働者が多かった。 

2. いじめの体験と爪コルチゾール 

 共分散分析を実施したところ、いじめの体験

の主効果が有意であり（F (3/717) = 3.02, p 

< .05）、図 1 に示すように、「そうだ」を選択した

人は、「ややちがう」「ちがう」を選択した人より

も爪コルチゾールの値が高いことが示された。 

 

Ｄ．考察 

本研究では、情報通信業の労働者を対象

に、心理社会的なストレスとしていじめの体験

に注目し、爪コルチゾールとの関連を横断的

に検証した。その結果、「職場で自分がいじめ

にあっている」という設問に対して、「そうだ」を

選択した労働者は、「ややちがう」「ちがう」を選

択した労働者よりも爪コルチゾールの値が高

いことが示された。 

先行研究では、職場でいじめを体験するこ

とは、精神疾患や身体疾患の有無や、疾病休

業などと関わっていることが報告されている 10)。

また、本研究でもいじめを体験している労働者

は、抑うつ度が高い傾向にあった。いじめの体

験の精神的負荷は非常に大きいことは想像に

難くなく、これらの生体負担が爪に含まれるコ

ルチゾールにも反映されたと解釈できる。一方

で、労働者のいじめの体験と唾液コルチゾー

ルの関連を調べた先行研究では、起床後や

夜のコルチゾール値が低いことも報告されて

いる 11)。唾液コルチゾールは比較的短期間の

ホルモン動態を反映するのに対して、爪コル

チゾールは比較的長期間のホルモン動態を

反映する。扱う試料の特徴の影響もあるため、

これらの結果の違いについては慎重な解釈が

必要である。 

本研究の限界点としては、いじめの具体的

な内容やいじめを受けた期間やタイミングに関

する情報は把握していないことがあげられる。

また、いじめを体験している労働者は、「顧客

や取引先からのクレーム」の経験を多く報告し

ていたが、この体験が今回の設問の職場にお

けるいじめとして認識されていたかは不明であ

る。2 点目に、いじめの体験について「そうだ」

を選択した対象者が少なかった点である。した

がって、今後、対象者数を増やして検討するこ

とが必要である。但し、いじめを頻繁に体験す

る者の割合が低い傾向は先行研究でも同様

であり 11)、逆に言えば、本研究は全体の対象

者数が比較的多かったため、いじめの体験と

爪コルチゾールの関連について有意差を検出

ができたとも考えられる。3 点目に本研究は横

断的な観察研究であり、いじめの体験と爪コル

チゾールの因果関係には言及できない点であ

 
 

図１ いじめの体験（そうだ、まあそうだ、ややちがう、ちがう）と爪コルチゾールの関連（年齢、

性別、石鹸で手を洗う頻度、爪検体保管期間を調整した推定値と標準誤差） 
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る。本報告書では、交絡要因についても最小

限の変数を含めた分析であったため、今後、さ

らに詳細な検討が必要である。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、情報通信業の労働者を対象

に、心理社会的なストレスとしていじめの体験

に注目し、爪コルチゾールとの関連を検証した。

その結果、いじめを体験している労働者は、体

験していない労働者よりも爪コルチゾールの値

が高いことが示された。心理社会的ストレスに

よる慢性的な生体負担を評価するバイオマー

カーとして、爪コルチゾールが有望であること

が示唆された。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

1) 井澤修平. ストレスの客観的測定（教

育講演）. 第 32 回日本産業ストレス学

会. 産業ストレス研究. 2024; 32: 41-42. 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

なし 
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令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（疫学研究） 

 

建設会社の土木現場における 

現場コミュニケーションと心理的安全性に関する調査研究 
 

研究分担者 西村悠貴 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】本研究は、日本全国の土木現場を対象に、元請け社員と協力会社職長間のコミュニケ

ーションの実態とその労働安全・衛生への影響を明らかにすることを目的とした。特に、両者の

間でコミュニケーションの質や量に関する認識のずれの有無を調査して、土木現場における安

全・健康な職場環境を実現するための知見を得ることを目指している。 

【方法】令和 6 年 12 月に、大手ゼネコンの土木現場 49 か所で働く労働者 861 名を対象とした

匿名調査を実施した。質問票では、デモグラフィックデータ、勤怠データ、睡眠に関する設問に

加えて、現場の雰囲気やコミュニケーションに関する設問、心理的安全性、ワークエンゲージメ

ント、うつ症状リスクに関する質問を尋ねた。861 名のうち、研究利用に同意した 798 名のデー

タを解析対象とした。今後さらに、現場（49 現場）や立場（元請け・協力会社職長）別の基礎統

計や立場間での認識のずれを分析し、心理的安全性やワークエンゲージメントとの関連性を検

証する予定である。 

【結果】集計結果では、女性比率が低く、元請け社員は協力会社職長よりも労働時間が長く睡

眠時間が短い傾向が見られた。また、ネガティブな発言を受けた経験は元請け社員の方が多

かった一方、ポジティブな発言を受けた経験も元請け社員の方が多かった。職場（現場）の心

理的安全性尺度については、元請け社員と協力会社社員間で大きな差はなかった。今後より

詳細な集計・解析を実施する予定である。  

【考察】労働時間が長いと睡眠時間が短縮することが知られており、今回も特に元請け社員で

その傾向が見られた。ネガティブ・ポジティブな発言を受けた経験率において元請け社員の方

が高かった点は、コミュニケーション量の多さや調査方法による回答バイアスの可能性が考えら

れるため、さらなる解析が必要である。今後は、認識のズレに着目した解析や現場別の傾向抽

出を行い、職場の心理的安全性と労働衛生・安全指標との関連を考察していく予定である。 

【この研究から分かったこと】元請け社員と協力会社社員という、立場の異なる労働者が一緒に

プロジェクトを推進するという土木現場において、職場コミュニケーションや心理的安全性に関

する実態調査及び、健康・生産性指標との関連を検証した。今年度は調査の実施にとどまった

ため、来年度以降に詳細な解析を実施する。 

【キーワード】心理的安全性、職場コミュニケーション、建設労働者 

研究分担者: 

久保智英（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・上席研究員） 

松元 俊（同センター・主任研究員） 

佐々木毅（同研究所産業保健研究グルー

プ・部長） 

 

Ａ．目的 

土木や建築といった建設現場では、安全か

つ効率的な作業のために、現場構成員間の

円滑かつ十分なコミュニケーションが欠かせな

い。特に、工場などと違って期限付きの現場で

ある建設現場では、異なる職種そして異なる

所属の労働者が入れ替わりながら働いており、
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コミュニケーションの確保の難易度は高いと言

える。 

さらに、今回対象として取り上げる土木業界

では、元請けと協力会社という契約関係の上

で共に一つの現場を構成するという特徴があ

る。契約関係が存在することである種の上下関

係が生じ、現場の構成員間のコミュニケーショ

ンにも影響を与えることが想定されるが、元請

けと協力会社という関係に着目して現場コミュ

ニケーションの実態を調査した例はない。 

そこで本研究では、大手ゼネコンが担当し

ている日本全国の土木現場を対象に、元請け

社員と協力会社職長の間のコミュニケーション

と、労働衛生や労働安全との関連について調

査研究を行った。現場におけるコミュニケーシ

ョンの実態を把握することに加えて、特に元請

け社員と協力会社職長のそれぞれが現場コミ

ュニケーションの質や量についてどのような認

識を持っているのか、両者の間に認識のずれ

はないのかに重点を置いて調査を実施した。

土木現場におけるコミュニケーションの実態、

構成員の認識と属性間の隔たり、そしてこれら

が影響を与える労働安全・衛生指標を明らか

にすることで、今後コミュニケーションの質や量

を向上させて、より安全で健康的な現場を実

現するための知見を得ることを目的としている。 

令和６年 11 月から 12 月にかけて調査を実

施したため、本年度の報告書（この報告書）で

は詳細な結果は報告せず、実施内容及び今

後の解析方針について報告することとする。 

 

Ｂ．方法 

1. 対象者 

大手ゼネコンの土木現場で働く労働者を対

象に、匿名の社内調査として質問票を配布し、

回答を依頼した。日本全国の 49 現場の 861 名

（うち元請け社員 495 名、協力会社社員 363 名、

属性不明 3 名）から回答を受けたが、そのうち

回答内容の研究利用にも同意した 796 名（元

請け社員 469 名、協力会社社員 327 名）のデ

ータを本研究の解析対象とした。 

本研究は、労働安全衛生総合研究所の研

究倫理審査委員会の承認を得てから実施した

（2024N15）。 

2. 質問票調査 

先述の通り、当該調査は社内調査として実

施されたが当センターと共同研究として企画・

実施された調査であったため、調査票の素案

の作成及び最終確認は当センターの分担研

究員が担当した。 

質問票は、以下の内容で構成された：性別、

年齢、業界経験年数などのデモグラフィックデ

ータ、労働時間や休日日数などの勤怠データ

（自己申告）、睡眠に関する設問、現在担当し

ている現場の進捗やコミュニケーション、雰囲

気などに関する設問、そして職場の心理的安

全性、ワークエンゲージメントやうつ症状リスク

に関する質問票、研究利用への同意欄。心理

的安全性は Ochiai らが翻訳した心理的安全

性尺度日本語版（PSI）1)を、ワークエンゲージ

メントは Utrecht Work Engagement Scale の 3

項目日本語版（UWES-3）2)を、うつ症状リスク

は K6 質問票日本語版 3)を用いた。なお、回答

に必要な時間はおおよそ 15 分未満であった。 

調査票は各現場の担当者によって調査対

象者に紙媒体で配布され、対象者は匿名で調

査票に記入し封筒に封入してから担当者に提

出した。集められた調査票は本社集約後に電

子化され、研究利用への同意が取れた回答に

ついて当センターで解析を実施した。 

3. 統計解析（予定） 

今後実施する解析においては、現場、立場

（元請け・協力会社）別の基礎的統計に加えて、

現場の雰囲気やコミュニケーションなどに対す

る認識が、立場間でどの程度一致しているか

についても集計する。さらに、その一致度を説

明変数として、心理的安全性やワークエンゲ

ージメント等のアウトカム指標の関連を検証す

る予定である。 

 

Ｃ．結果 

本調査の結果の集計結果は表 1 の通りであ

る。なお、ここに示したデータは報告書執筆時

点の集計結果である。 

表 1 から、女性比率が低いこと、元請け社員

の方が協力会社職長よりも労働時間が長く睡

眠時間が短い傾向にあることがわかる。 

また、ネガティブな発言を受けたことのある

割合は元請け社員の方が発言者を問わず協

力会社職長よりも高かったが、ポジティブな発

言を受けたことのある割合もその発言者を問わ

ず元請け社員の方が高かった。 

職場（現場）の心理的安全性尺度について

は、元請け社員と協力会社社員の間に大きな

差異は見受けられなかった。 

他の設問項目については、来年度以降に
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集計・解析を実施することとしている。 

 

Ｄ．考察 

今回対象となった49現場は、共同研究先で

ある大手ゼネコンが担当している全国の現場

を広く網羅しており、当該社の現場を代表する

サンプルであったと考えられる。そして建設業

界の全国的な傾向を反映し、調査対象者の大

半は男性であった。元請け社員と協力会社職

長の間で年齢差や経験年数の差が生じた背

景としては、元請け社員は広く対象となったの

に対して、協力会社は職長のみが対象となり

作業員等他の立場の者は対象としなかった点

が考えられる。労働時間については、今後精

査が求められるものの元請け社員の方が長い

傾向にあり、裏返しの関係として睡眠時間が元

請け社員の方が短いという結果であった 4)。 

現場でネガティブあるいはポジティブな声掛

け（発言）を受けた割合については元請け社

員の方が、ポジティブ発言もネガティブ発言も

経験率が高かった。元請け社員の方が、相対

的にコミュニケーション量が多いことに起因す

る可能性や、調査が元請け会社主催であった

ことによる回答バイアスなどの可能性があり、

今後の詳細な解析が必要である。 

今回現場の心理的安全性を評価するのに

使用した PSI は、「職場で自分の考えや感情を

自由に表現することのできる程度」を複数の質

問項目から評価している。これは、労働者が職

場での自己表現や意見の発信に恐れや不安

を抱かず安心して行動できる職場は、心理的

安全性が高いという理解に基づいている。今

回実施した属性別の集計では、元請け社員と

協力会社職長のどちらも平均値で 17 点程度

であったことから顕著な差は見受けられなかっ

た。 

今後は当初の計画に従って元請け社員と

協力会社職長との間の認識のズレに着目した

  回答者の属性  

集計項目 元請け社員 協力会社職長 全体 

人数 469 (100.0%) 327 (100.0%) 796 (100.0%) 

うち女性 2４ (5.1%) 4 (1.2%) 28 (3.5%) 

年齢 a 40.3±11.9 47.5±11.3 43.2±12.3 

経験年数 a 16.3±11.7 23.1±12.2 19.1±12.4 

一日あたりの平均労働時間 a 10.0±1.1 9.0±1.3 9.6±1.3 

仕事がある日の平均睡眠時間 a 6.2±0.8 6.4±1.0 6.3±0.9 

暴言等のネガティブな発言を 

受けたことのある人（複数回答可） 
  

 

元請け社員から 195 (41.6%) 69 (21.1%) 264 (33.2%) 

協力会社職長から 132 (28.1%) 54 (16.5%) 186 (23.4%) 

協力会社作業員から 138 (29.4%) 64 (19.6%) 202 (25.4%) 

その他の人から 65 (13.9%) 36 (11.0%) 101 (12.7%) 

誉め言葉等のポジティブな発言を 

受けたことのある人（複数回答可） 
  

 

元請け社員から 383 (81.7%) 207 (63.3%) 590 (74.1%) 

協力会社職長から 345 (73.6%) 168 (51.4%) 513 (64.4%) 

協力会社作業員から 292 (62.3%) 164 (50.2%) 456 (57.3%) 

その他の人から 183 (39.0%) 101 (30.9%) 284 (35.7%) 

心理的安全性尺度日本語版 b 17.6±2.9 17.2±2.5 17.4±2.8 

カッコ内の数値は、回答者属性別の割合を示す。a:平均±標準偏差. b: 5-25 点の範囲で職場の心

理的安全性を評価する。数値が大きいほど、心理的安全性が高いことを示す（平均±標準偏差）。※

本データは報告書執筆時点の集計結果である。 

表 1 参加者のデモグラフィックデータ 



 

246 

 

解析や、49 か所ある現場別の傾向の抽出など

を行って、職場の心理的安全性と労働衛生・

安全指標との関連を考察していく。 

 

Ｅ．結論 

当研究では建設現場における、職場コミュ

ニケーションと心理的安全性について、大手

ゼネコンとの共同研究を通して検証を目指し

ている。来年度以降に実施する解析によって、

立場が異なる構成員が協力して大きなプロジ

ェクトに取り組む上で、どのようなコミュニケー

ションや職場環境づくりが必要なのか、立場の

違いがどのような影響を及ぼしうるのか明らか

にしていく。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

データ解析中のため、研究発表はない。 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

なし 
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令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（疫学研究） 

 

「過労徴候しらべ改訂版」の妥当性検証 

－日本の労働者を対象としたウェブ調査の結果から－ 
 

研究分担者 木内敬太 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】本研究の目的は、過労徴候しらべ改訂版の妥当性を、日本の労働者を対象としたウェ

ブ調査の結果に基づいて検証することである。 

【方法】令和 6 年 1 月に日本の労働者を対象にウェブ調査を行い、得られたデータ 6,936 件を

分析した。まず因子分析により因子的妥当性を確認し、その後、各項目の代表値や得点分布

を検討した。さらに相関分析を用いて、過労徴候と他の変数（過重労働の経験、睡眠による休

養、連休による休息、抑うつやストレス、脳・心臓疾患の徴候）との関連を検討した。加えて、過

重労働の種類や年末年始の休息経験の有無による過労徴候の差も検証した。 

【結果】対象者の平均年齢は 47 歳（女性 53%、男性 46%）で、雇用形態は 60%が無期雇用であ

った。業種・職種は多様であり、因子分析の結果、先行研究で報告されている 3 因子（「疲労感

と睡眠障害」「精神症状」「極度の身体不調」）が概ね再確認されたが、一部の精神症状項目の

因子負荷量は低めであった。また、各項目の得点は 0（まったくなかった）に偏る傾向が見ら

れ、床効果（データの分布が測定範囲の下限に偏っている状態）が示唆された。相関分析で

は、過労徴候が過重労働の経験、睡眠や連休による休息感、抑うつ・ストレス、脳・心臓疾患の

徴候と関連していることが示された。さらに、過重労働の種類や連休の有無などによって過労

徴候の程度が異なることも確認された。 

【考察】過労徴候しらべ改訂版は、比較的大規模な労働者を対象とした研究においても 3 因子

構造が概ね支持され、他の変数との関連から、妥当性が支持された。一方で、床効果の存在

や精神症状項目の因子負荷量の低さなど、改良が求められる点も確認された。「極度の身体不

調」は、過重労働や連休による休息との関連が限定的であり、さらなる概念的な検討が求めら

れる。過労死等の防止対策としては、特定の過重労働を無くすだけではなく、すべての過重労

働がない状態を目指すことが重要であると示唆された。連休などの休息に関しては、物理的な

休暇日数だけでなく、主観的な休息感の確保が過労徴候の緩和に有用である可能性が示され

た。 

【この研究から分かったこと】過労徴候しらべ改訂版は、過重労働による過労徴候の増加や、休

息による緩和を測定する上で有効である。但し、「精神症状」や「極度の身体不調」に関しては、

さらなる概念的・測定的検討が望まれる。 

【キーワード】過労、過重労働、患者報告式アウトカム尺度 

 

研究分担者: 

久保智英（労働安全衛生総合研究所過労 

死等防止調査研究センター・上席研究員） 

松元 俊（同センター・主任研究員） 

守田祐作（同センター・研究員） 

 

Ａ．目的 

過労死等の防止には、過労死等につながる

過労の徴候を早期に把握し、適切な予防策を

講じることが重要である。また、日頃から健康

的な働き方を維持するためにも、定期的に自

分が過労に陥っていないか確認する必要があ
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る。こうした目的で、過労の徴候を測定する質

問票として「過労徴候しらべ」が開発されてい

る 1)。過労徴候しらべは、脳・心臓疾患に係る

過労死等事案の調査復命書に記載された前

駆症状や、過労死遺族へのヒアリングにより過

労徴候を検討した先行研究 2),3) の知見に基

づいて開発された。トラックドライバーを対象に

初版を用いた研究では、月の残業時間、1 日

の労働時間、勤務スケジュール、待機時間、

夜勤回数、勤務日の睡眠時間と過労徴候との

関連が示されるとともに、過労徴候が中程度以

上の群では脳・心臓疾患の既往率が高いこと

も報告されている 1)。 

過労徴候しらべは、過去 6 か月間の経験を

質問する要素を含むものの、評価は被験者の

自己報告に基づいている。このような評価尺度

は 、 患 者 報 告 式 ア ウ ト カ ム 尺 度 （ PROM: 

patient-reported outcome measure）と呼ばれる。

令和 5 年度の報告においては、PROM の開発

と評価のための国際的ガイドラインである

COSMIN（Consensus-based Standards for the 

Selection of Health Measurement Instruments）
4) に基づき、過労徴候しらべ改訂版を作成し、

日本の労働者 297 名から得られたウェブ調査

の結果を用いて、内容的妥当性・構造的妥当

性・内的整合性に関する初歩的な検証を行っ

た 5)。本年度の研究では、昨年度よりも大規模

なウェブ調査を実施し、過労徴候しらべ改訂

版の妥当性について、より頑健な検証結果を

得ることを目的としている。 

 

Ｂ．方法 

1. 手続き 

令和 6 年 1 月 17 日から 21 日にかけて、国

内の調査会社 1 社のパネルに登録している日

本の労働者を対象としてウェブ調査を実施し

た。約 10 万名に対して調査案内が電子メール

で送付され、16,182 名から回答が得られた（回

収率：16.18%）。そこから、年代と性別の分布が

できる限り均等になるように、10,018 件のデー

タを抽出した。さらに、「この項目には～と答え

てください」と回答を指定する形式の違反検出

項目を 2 つ設け、これらの項目に正しく回答し

た 6,936 名を分析対象とした（有効回答率：

69.24%）。 

2. 調査項目 

調査項目は、(1) 過労徴候しらべ改訂版

（過労徴候に関する 20 項目（項目内容は表 2

を参照）及び過去 6 か月間の過重労働の経

験）、(2) 年齢、性別、雇用形態、業種、職種、

週の労働日数、1 日の労働時間、勤務中の座

位時間の割合 6)、週のテレワークの日数、平日

前夜の睡眠時間、休日前夜の睡眠時間、睡眠

による休養の程度 7)、過去 1 か月の連休の日

数、連休による休息の程度、(3) 抑うつ症状

（PHQ-9）8)、職業性ストレス簡易調査票簡略

版 9)、職業性ストレス簡易調査票の身体的スト

レス反応の項目 9)、脳・心臓疾患の徴候に関

する 10 項目（脳卒中、心臓発作、心不全）、(4) 

脳・心臓疾患及び精神障害の既往・過去 6 か

月以内の発症に関する項目であった。 

3. データ解析 

対象者の特徴を把握するため、連続変数に

ついては平均値±標準偏差、カテゴリカル変

数については頻度（%）を用いて記述統計を示

した。過労徴候に関しては、3 因子構造を指定

した探索的因子分析（最尤法・プロマックス回

転）を行い、因子構造を確認したうえで、項目

ごとの得点分布を示した。過労徴候と他の変

数との関連を検証するためには、ピアソンの積

率相関係数と有意確率を算出した。過重労働

の経験の有無による過労徴候の差の検証に

は t 検定を用い、連休による休息の程度によ

る過労徴候の差を検証するためには、一要因

の分散分析とボンフェローニ法による多重比

較を実施した。 

4. 倫理面での配慮 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会において審査され、承認を得

たうえで行った（通知番号：2024N19）。 

 

C．結果 

1. 記述統計 

対象者の特徴を表 1 に示した。平均年齢は

47 歳（標準偏差 15）で、女性が 53%、男性が

46%と、やや高年齢層が中心であり、女性比率

が高かった。 

雇用形態は 6 割が無期雇用であり、個人事

業主が 9.5%、会社役員・経営者が 2.3%含まれ

ていた。業種では、製造業が最も多く 16%を占

め、医療，福祉、卸売業，小売業、サービス業

（他に分類されないもの）も、10%以上の対象者

を含んでいた。一方、漁業や鉱業，採石業，

砂利採取業などの対象者は少なかったが、全

体として多様な業種が含まれていた。 

職種では、事務従事者が最も多く 25%で、専
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門的・技術的職業従事者、サービス職業従事

者にも 10%以上の対象者が含まれていた。保

安職業従事者が 58 名、農林漁業従事者が 43

名など、職種も網羅的に含まれていた。 

週の労働日数は 4.73 ± 0.98 日、1 日の労

働時間は 8.27 ± 6.09 時間であり、一般的な

所定労働時間とほぼ同程度であった。平日・

休日ともに平均睡眠時間は 7 時間を超えてお

り、約 6 割の対象者が睡眠による休養を「十分」

と回答していた。年末年始を含む期間の連休

は 5.9 ± 3.9 日で、連休中の休息は 78%が「ど

ちらかというとできた」から「十分できた」と回答

していた。 

過労徴候の合計点は 13 ± 15、極度の身体

不調に関する得点は 2.0 ± 4.8 であり、いずれ

も下限（0 点）に近い水準であった。さらに、平

均マイナス 1 標準偏差が下限値を下回ってお

り、対象者全体として過労徴候は低い傾向に

あった。 

過重労働の経験については「いずれもなし」

が最も多く 59%を占めた。過重労働として経験

された内容には、「人間関係の問題」「仕事量

の多さ」「質的負担・責任」「身体的負担」が 9.7

～15%程度含まれており、一定数の対象者に

該当していた。 

抑うつ症状は、平均 4.6 点（標準偏差 5.7）

であり、一般的な水準と考えられる。職業性ス

トレスは、いずれの尺度も項目平均がおおむ

ね 2 点程度であり、ストレス要因に対しては「や

やちがう」、ストレス反応に対しては「ときどきあ

った」、他者からのサポートに対しては「かなり

ある」と回答する傾向にあった。これらの結果

から、平均的にはストレスの程度が高い対象者

は多くはなかったと言える。 

脳・心臓疾患の徴候の合計点は 2.2 ± 5.3

であり、疾患別に重複項目を含めた集計では

平均 1 点前後と、ほとんど経験されていないこ

とがうかがえた。実際、既往や発症の有無では、

95%が「なし」と回答していた。 

2. 過労徴候しらべの特徴 

因子分析の結果を表 2 に示した。昨年度の

別の対象者で行った検証と同様に、各項目の

因子負荷量は概ね 3 因子に分かれた。最も因

子負荷量が低い項目であっても、「疲労感と睡

眠障害」因子では 0.49、「極度の身体不調」因

子では 0.57 と、十分に大きな値であった。 

一方、精神症状に関する項目のうち、「嫌な

夢に悩まされる」「落ち着かず、横になってゆっ

くり休めない」「半日でも仕事を休むことはでき

ないと思う」は、因子負荷量が小さく、第 2 因子

だけではなく、「疲労感と睡眠障害」にも同程

度の負荷量を示していた。第 2 因子のうち、

「同僚や上司、顧客、家族等との衝突」「普段

気にならないことが、やけに気になる」「ささい

なことで怒る、いらいらする」は、第 2 因子にの

み、十分高い負荷量を示した。 

過労徴候しらべの各項目の回答分布を図 1

に示した。ほとんどの項目で、対象者の半数

以上が 0（まったくなかった）と回答していたが、

特に「疲労感と睡眠障害」や「精神症状」に関

する項目では、2（よくあった（週 1 回程度））以

上の回答も一部に見られた。 

3. 相関分析 

過労徴候しらべの合計点及び各下位尺度

得点と、その他の変数との相関を表 3 に示した。

過労徴候しらべの合計点と各下位尺度間では、

大部分で強い相関（r ≧ 0.7）が見られたが、

「極度の身体不調」と「疲労感と睡眠障害」や

「精神症状」との相関は中程度（r ≧ 0.4）であ

った。 

過重労働との関連を見ると、「極度の身体不

調」は過重労働のいずれの項目とも弱い程度

（r ≧ 0.2）以上の相関を示さなかった。一方、

「いずれもなし」は過労徴候と比較的強い負の

相関を示し、その他の仕事量の多さ、仕事の

失敗、質的負担・責任、ハラスメント、人間関係

の問題、身体的負担は、過労徴候の合計と弱

いながらも有意な正の相関を示した。 

睡眠による休養、連休による休息、周囲の

サポートは「極度の身体不調」を除くすべての

尺度と相関し、抑うつ症状、職業性ストレス合

計、身体的ストレス、脳・心臓疾患に関する尺

度は、「極度の身体不調」を含むすべての尺

度と相関していた。また、過労徴候しらべの合

計のみ、年齢及び「疾患の既往・発症なし」と

有意な負の相関を示した。 

4. 過重労働による過労徴候の差 

t 検定の結果、いずれの過重労働の経験の

有無においても、過労徴候の各要素の得点に

有意差が認められた。図 2～5 に示すとおり、

特に「いずれもなし」など、過労徴候との相関

が認められた過重労働では、経験の有無にお

ける過労徴候の中央値の差が明瞭であった。

また、過重労働の種類によって過労徴候の程

度に若干の差があることも示唆された。全体と

しては、過重労働の有無に関わらず外れ値が
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多く認められた。 

5. 連休の休息による過労徴候の差 

連休による休息の程度と過労徴候の差につ

いて、分散分析の結果、過労徴候の合計、疲

労感と睡眠障害、極度の身体不調のいずれに

おいても群間の差は有意であった（それぞれ 

F(5, 6930) = 324.24, p < 0.001; F(5, 6930) = 

290.29, p < 0.001; F(5, 6930) = 294.53, p < 

0.001; F(5, 6930) = 146.94, p < 0.001）。多重

比較の結果、「極度の身体不調」については、

連休の休息が「あまりない」と「どちらかというと

ない」の間に有意差がなかったものの、その他

の過労徴候に関わるすべての尺度で、連休の

休息の程度を示すすべての群間において

0.1%水準の有意差が認められた。 

群間の過労徴候の差を図 6 に示した。過労

徴候しらべの合計点では、連休の休息が「全く

ない」と答えた群で中央値が 25 を超えていた

が、休息の経験が増えるにつれて過労徴候は

漸減していた。外れ値はあるものの、総じて十

分な休息を得ている群ほど過労徴候が低い傾

向が認められ、この傾向は下位尺度でも同様

であった。 

 

D．考察 

本研究では、過労徴候しらべ改訂版の妥当

性を検証することを目的として、国内の幅広い

業種・職種の労働者を対象としたウェブ調査を

実施した。その結果、過労徴候の 3 因子構造

の妥当性が再確認されるとともに、過重労働、

抑うつ症状、職業性ストレス、連休の休息状況

などとの間に理論的に妥当な相関が認められ

ることを示した。さらに、今後の過労徴候しらべ

の改善に向けた示唆が得られた。 

1. 因子構造と項目得点 

 因子分析の結果、過労徴候しらべ改訂版の

3因子構造が本研究においても妥当であること

が確認された。他の変数との相関を踏まえると、

第 2 因子にあたる「精神症状」が過重労働など

多様な変数と関連し、次いで第1因子「疲労感

と睡眠障害」が一部の過重労働や休息、抑う

つ・職業性ストレスと関連していた。一方、第 3

因子である「極度の身体不調」は、より限定的

に脳・心臓疾患の徴候と関連する可能性が示

唆された。 

また、過労徴候しらべの合計点は、年齢や

「既往・発症なし」との関連が認められた。3 因

子それぞれが過労の異なる段階と関連しつつ、

尺度全体として幅広く過労徴候を測定できて

いると考えられる。 

 「極度の身体不調」については、関連する変

数が少なく、身体的ストレス反応との相関も「疲

労感と睡眠障害」や「精神症状」に比べて低い

ことから、「極度の身体不調」はごく一部の特異

的な状態を反映している可能性がある。 

 精神症状に関しては、因子負荷量から見て

「同僚や上司、顧客、家族等との衝突」「普段

気にならないことが、やけに気になる」「ささい

なことで怒る、いらいらする」が中核的な項目と

考えられる。これは、精神症状全般というより、

攻撃性やいら立ち、神経の過敏さといった「過

覚醒」に近い状態を捉えている可能性がある。 

 過労徴候しらべの項目得点の分布からは、

大多数の対象者がほとんどの項目に対して 0

（まったくなかった）と回答しており、過労徴候

しらべの合計点や 3 つの下位尺度得点のすべ

てで床効果が示唆された。過労徴候の測定と

いう特性上、低い得点帯に回答が偏ることはあ

る程度仕方のない面があるものの、床効果が

大きいほど、本来の分布の広がりが捉えにくく

なるリスクもある。実際、「極度の身体不調」と

脳・心臓疾患の徴候との相関が中程度にとど

まっているのは、両者の回答分布に制限が生

じているためである可能性が考えられる。よっ

て、下限を拡張するなどの選択肢の調整によ

り、より広い状態を捉えられるようにすることを

検討することが望ましい。 

2. 過重労働と過労徴候の関連を踏まえた過

労死等防止対策 

過去 6 か月間の過重労働経験の有無別に

過労徴候を比較した結果、仕事量の多さ、仕

事の失敗、質的負担・責任、ハラスメント、人間

関係の問題、身体的負担などで有意な差が認

められた。一方で、最も強い関連が示されたの

はいずれの過重労働も経験がないという条件

であり、この状態の対象者は、より低い過重労

働を示した。このことから、特定の過重労働を

削減するだけでなく、どのような形態の過重労

働もない状態を目指すことが、過労や過労死

等の予防にとって有効であると考えられる。 

 記述統計からは、いずれの過重労働も経験

していない労働者が 6 割程度存在することが

示唆された。そのため、まずは過重労働をなく

すことが重要であるが、半数以上の労働者に

とっては、サポートの促進や職場環境の改善、

休み方改革などが必要な可能性がある。 
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 また、過重労働の内訳を見ると、人間関係の

問題、仕事量の多さ、質的負担・責任、身体的

負担が特に多かった。精神障害に関する労災

認定事案ではパワーハラスメントやセクシュア

ルハラスメントが多いとされるが、実際の職場

ではハラスメントが必ずしも頻繁に起こるわけ

ではないのかもしれない。人間関係の問題や

仕事の量的・質的負担、身体的負担など、より

幅広い要因に対する対策が求められる可能性

がある。 

3. 連休に伴う休息と過労徴候の関連を踏ま

えた過労死等防止策 

本研究結果からは、連休に伴う休息が過労

徴候を緩和するうえで重要である可能性が示

唆された。一方、連休の日数そのものと過労徴

候の間には明確な関連は見られず、連休中に

「どれだけ十分に休息が得られたと感じるか」

が重要であると考えられる。 

このような傾向は、平日前夜や休日前夜の

睡眠時間と過労徴候との相関が小さい一方で、

「睡眠による休養が十分かどうか」が、過労徴

候と中程度以上の相関を示した点とも一致す

る。単に長時間寝ればよいというわけではなく、

仕事から心理的に距離を取ることである心理

的ディタッチメントや、余暇時間を自発的にリラ

ックスや自己成長のために活用して回復を行う

リカバリー経験の確保が不可欠と考えられる。

また、勤務間インターバルを確保して、就寝前

のクールダウンを設けるなど、睡眠の質を高め

る取り組みも望ましいと言える。 

4. 過労徴候に関するその他の知見 

 本研究では、過労徴候しらべの合計点と年

齢との間に負の相関が認められた。一般に、

年齢が上がるほど脳・心臓疾患のリスクは増す

と想定されるが、それにも関わらず過労徴候全

体が低下傾向を示すのは、過労徴候が単に

疾患の前兆を捉えるだけではない可能性を示

唆している。おそらく、過労と脳・心臓疾患の

接合部に位置する心理的・生理的状態を捉え

ているのではないかと考えられ、さらなる概念

的検討や生理学的メカニズムの追究が求めら

れる。 

 さらに、過労徴候しらべの合計得点は、既

往・発症がないことと弱いながらも負の相関を

示したが、個別の疾患の既往や直近 6 か月間

の発症との関係は認められなかった。既往・発

症があっても必ずしも過労徴候が上昇しない

が、既往・発症がない場合にはやや下がる程

度の差異とも考えられる。変数間の影響を相

互に考慮するには、重回帰分析や共分散分

析などを用いた更なる検討が必要であろう。 

5. 研究の限界と課題 

 本研究は、過労徴候しらべ改訂版の妥当性

について有益な知見を提供した一方、いくつ

かの限界を有している。 

 第 1 に、第 2 因子「精神症状」の一部項目の

因子負荷量が比較的低く、今後は項目の追

加・削除を含めた検討が必要である。 

 第 2 に、床効果が見られる問題である。過労

徴候しらべだけでなく、脳・心臓疾患の徴候項

目にも床効果が認められ、変数間の関連が過

小推定されている可能性がある。回答形式を

見直し、下限付近をより細かく把握できるように

改善することが望ましい。 

 第 3 に、「極度の身体不調」因子に関しては、

対策に活用し得る知見が十分に得られなかっ

た。床効果対策と並行して、概念的検討や介

入可能な要因の検証が求められる。 

 第 4 に、過労徴候しらべ改訂版に付属する

過重労働の経験項目はあくまでも主観的な認

知に基づくため、客観的に認められる程の出

来事があったかどうかは不確かである。主観的

認知そのものが過労徴候を高める要因にもな

り得るため、実際の出来事の影響を検証する

には、客観的データを組み合わせた研究が必

要と言える。 

 最後に、本研究で示した過労徴候と過重労

働、連休の休息、既往・発症の有無との関連

は、横断的データに基づく関連性にすぎず、

因果関係を直接示すものではない。過労徴候

が増した結果として過重労働が生じた可能性

や、連休を取得しづらくなった可能性も否定で

きず、複数回の縦断調査によって因果の方向

性を明らかにすることが今後の課題となる。 

 

Ｅ．結論 

 本研究の結果により、過労徴候しらべ改訂版

の妥当性が一層高められた。また、過重労働

経験をなくすことや、睡眠や休暇を通じた休息

感を高めることが、過労徴候の緩和において

重要であることが示唆された。今後は、過労徴

候しらべ改訂版のさらなる改良に加え、変数間

の因果関係を検証するために縦断的な調査を

実施することが望まれる。 
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表 1. 対象者の概要 

項⽬ 代表値 
年齢 47 ± 15 
性別  

 ⼥性 3,698 (53%) 
 男性 3,217 (46%) 
 その他／答えたくない 21 (0.3%) 
雇⽤形態  

 無期雇⽤ 4,187 (60%) 
 有期雇⽤ 1,572 (23%) 
 派遣社員 349 (5.0%) 
 個⼈事業主 660 (9.5%) 
 会社役員・経営者 159 (2.3%) 
 不明 9 (0.1%) 
業種  

 農業，林業 60 (0.9%) 
 漁業 3 (<0.1%) 
 鉱業，採⽯業， 

砂利採取業 
3 (<0.1%) 

 建設業 331 (4.8%) 
 製造業 1,125 (16%) 
 電気・ガス・熱供給・ 

⽔道業 
56 (0.8%) 

 情報通信業 396 (5.7%) 
 運輸業，郵便業 308 (4.4%) 
 卸売業，⼩売業 862 (12%) 
 ⾦融業，保険業 265 (3.8%) 
 不動産業，物品賃貸業 190 (2.7%) 
 学術研究，専⾨・ 

技術サービス業 
207 (3.0%) 

 宿泊業，飲⾷サービス業 282 (4.1%) 
 ⽣活関連サービス業， 

娯楽業 
199 (2.9%) 

 教育，学習⽀援業 413 (6.0%) 
 医療，福祉 901 (13%) 

 複合サービス事業 66 (1.0%) 
 サービス業 
（他に分類されないもの） 

693 (10.0%) 

 公務（他に分類される 
ものを除く） 

341 (4.9%) 

 不明 235 (3.4%) 
職種  

 管理的職業従事者 530 (7.6%) 
 専⾨的・ 

技術的職業従事者 
1,313 (19%) 

 事務従事者 1,734 (25%) 
 販売従事者 665 (9.6%) 
 サービス職業従事者 966 (14%) 
 保安職業従事者 58 (0.8%) 
 農林漁業従事者 43 (0.6%) 
 ⽣産⼯程従事者 577 (8.3%) 
 輸送・機械運転従事者 95 (1.4%) 
 建設・採掘従事者 97 (1.4%) 
 運搬・清掃・ 

包装等従事者 
319 (4.6%) 

 不明 539 (7.8%) 
週の労働⽇数 4.73 ± 0.98 
1 ⽇の労働時間 8.27 ± 6.09 
業務中座位時間の割合 54 ± 37 
週のテレワークの⽇数 0.45 ± 1.27 
平⽇前夜の睡眠時間 7.02 ± 1.48 
休⽇前夜の睡眠時間 7.86 ± 1.58 
睡眠による休養  

 ⼗分 4,041 (58%) 
 ⼗分でない 2,895 (42%) 
過去１か⽉の連休の⽇数 5.9 ± 3.9 
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連休中の休息  

 全くできない 203 (2.9%) 
 あまりできない 690 (9.9%) 
 どちらかというと 

できない 
655 (9.4%) 

 どちらかというと 
できた 

1,570 (23%) 

 ある程度できた 1,865 (27%) 
 ⼗分できた 1,953 (28%) 
過労徴候しらべ合計 
【0-100】 

13 ± 15 

 疲労感と睡眠障害 
【0-30】 

5.9 ± 6.2 

 精神症状 
【0-30】 

4.9 ± 5.6 

 極度の⾝体不調 
【0-40】 

2.0 ± 4.8 

過重労働の経験  

 いずれもなし 4,095 (59%) 
 仕事量の多さ 948 (14%) 
 病気、ケガ、災害 97 (1.4%) 
 仕事の失敗 227 (3.3%) 
 質的負担・責任 710 (10%) 
 役割・地位の変化 220 (3.2%) 
 ハラスメント 331 (4.8%) 
 ⼈間関係の問題 1,074 (15%) 
 裁量の少なさ 381 (5.5%) 
 不規則な勤務 377 (5.4%) 
 移動の多さ 235 (3.4%) 
 ⾝体的負担 673 (9.7%) 
 作業環境の負荷 471 (6.8%) 
抑うつ症状 
【0-27】 

4.6 ± 5.7 

職業性ストレス合計 
【26-104】 

58 ± 12 

 ストレス要因 
【6-24】 

15.2 ± 2.9 

 ストレス反応 
【11-44】 

20 ± 8 

 周囲のサポート 
【9-36】 

22 ± 6 

⾝体的ストレス反応 
【11-44】 

18 ± 7 

脳・⼼臓疾患の徴候 
【0-50】 

2.2 ± 5.3 

 脳卒中 
【0-25】 

0.84 ± 2.58 

 ⼼臓発作 
【0-20】 

1.19 ± 2.60 

 ⼼不全 
【0-15】 

0.73 ± 1.81 

疾患の既往・直近 6 か⽉の
発症 

 

 既往・発症なし 6,567 (95%) 
 既往：脳・⼼臓疾患 79 (1.1%) 
 発症：脳・⼼臓疾患 19 (0.3%) 
 既往：精神障害 228 (3.3%) 
 発症：精神障害 43 (0.6%) 
全 6,936 件. 平均±標準偏差; 度数（%） 

【】内は自己報告式尺度の得点範囲 

 



 

255 

 

表 2. 因子分析の結果（因子負荷量） 

  第 1 因子 第 2 因子 第 3 因子 

疲労感と睡眠障害    

1. 休息や睡眠をとっても全然回復しない異常な疲労感 0.90 -0.04 -0.09 

2. ひどく寝つきが悪く、なかなか起きられない 0.92 -0.06 -0.07 

3. 疲れきっていて、休日のほとんどを寝て過ごす 0.83 -0.12 0.06 

4. 起床時になかなか起きられない等の異常な 

寝起きの悪さ 
0.86 -0.12 0.05 

5. 日中の異常な眠気（例えば、立ちながら、 

話しながら眠ってしまう） 
0.49 0.05 0.20 

6. 寝つきが悪い、夜中や早朝に目覚めてしまう等の 

不眠症状 
0.63 0.16 -0.10 

精神症状    

7. 嫌な夢に悩まされる 0.38 0.31 0.09 

8. 落ち着かず、横になってゆっくり休めない 0.41 0.39 0.08 

9. 同僚や上司、顧客、家族等との衝突 -0.03 0.70 0.10 

10. 普段気にならないことが、やけに気になる 0.16 0.74 -0.04 

11. ささいなことで怒る、いらいらする 0.18 0.67 -0.09 

12. 半日でも仕事を休むことはできないと思う 0.29 0.25 0.02 

極度の身体不調    

13. 急に目の前が真っ暗（または真っ白）になって 

目が見えなくなる 
0.04 0.02 0.75 

14. 鼻血が止まらない -0.09 -0.14 0.96 

15. 呂律（ろれつ）が回らず上手くしゃべれない 0.00 -0.01 0.80 

16. 冷や汗や、大量の汗等の異常な汗 -0.01 0.08 0.73 

17. 顔がほてる、顔が熱くなる感覚 0.03 0.13 0.58 

18. 嘔吐（おうと）を繰り返す -0.07 -0.11 0.95 

19. 原因のわからないひどい頭痛 0.13 0.08 0.57 

20. 運動以外で、呼吸困難や息苦しさ 0.03 0.08 0.70 

探索的因子分析（最尤法・プロマックス回転）    
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0: まったくなかった, 1: めったになかった, 2: ときどきあった, 3: よくあった, 4: とてもよくあった, 5: いつもそうだった 

各項目の内容は表 2 に記載 

図 1. 過労徴候しらべ改訂版 20 項目の回答分布  
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表 3. 過労徴候しらべと他の変数との相関係数 

  
過労徴候 

合計 

疲労感と 

睡眠障害 
精神症状 

極度の 

身体不調 

過労徴候合計 1    

 疲労感と睡眠障害 0.90*** 1   

 精神症状 0.92*** 0.78*** 1  

 極度の身体不調 0.80*** 0.54*** 0.63*** 1 

過重労働     

 いずれもなし -0.36*** -0.35*** -0.39*** -0.19*** 

 仕事量の多さ 0.26*** 0.24*** 0.26*** 0.17*** 

 病気、ケガ、災害 0.11*** 0.09*** 0.08*** 0.11*** 

 仕事の失敗 0.21*** 0.18*** 0.20*** 0.17*** 

 質的負担・責任 0.26*** 0.24*** 0.29*** 0.15*** 

 役割・地位の変化 0.11*** 0.09*** 0.11*** 0.08*** 

 ハラスメント 0.21*** 0.18*** 0.24*** 0.12*** 

 人間関係の問題 0.28*** 0.25*** 0.34*** 0.13*** 

 裁量の少なさ 0.16*** 0.16*** 0.18*** 0.08*** 

 不規則な勤務 0.16*** 0.16*** 0.15*** 0.10*** 

 移動の多さ 0.13*** 0.12*** 0.12*** 0.09*** 

 身体的負担 0.21*** 0.21*** 0.21*** 0.13*** 

 作業環境の負荷 0.19*** 0.19*** 0.19*** 0.11*** 

年齢 -0.20*** -0.19*** -0.18*** -0.15*** 

性別     

 女性 0.02 0.04** 0.04** -0.02* 

 男性 -0.03* -0.04*** -0.04*** 0.02 

 その他 0.03* 0.02 0.03* 0.02 

雇用形態     

 無期雇用 0.02 0.02 0.02 0.02 

 有期雇用 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 

 派遣社員 0.05*** 0.07*** 0.04** 0.03* 

 個人事業 -0.05*** -0.06*** -0.04*** -0.03* 

 会社役員・経営 -0.02 -0.02 -0.02 0 

 不明 0.04*** 0.03* 0.03** 0.05*** 

週の労働日数 0.05*** 0.04** 0.05*** 0.03** 

1 日の労働時間 0.03** 0.03** 0.04*** 0.01 

業務中座位時間の割合 -0.03* -0.01 -0.05*** -0.02 

週のテレワークの日数 0.01 0.01 -0.01 0.02 
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平日前夜の睡眠時間 -0.03* -0.04*** -0.03* 0.01 

休日前夜の睡眠時間 0.07*** 0.07*** 0.05*** 0.06*** 

睡眠による休養     

 不十分 0.43*** 0.49*** 0.41*** 0.21*** 

過去１か月の連休の日数 -0.06*** -0.04*** -0.06*** -0.05*** 

連休による休息 -0.42*** -0.41*** -0.41*** -0.28*** 

抑うつ症状 0.75*** 0.71*** 0.72*** 0.52*** 

職業性ストレス合計 0.64*** 0.61*** 0.64*** 0.40*** 

 ストレス要因 0.07*** 0.04*** 0.08*** 0.06*** 

 ストレス反応 0.71*** 0.70*** 0.71*** 0.45*** 

 周囲のサポート -0.24*** -0.23*** -0.26*** -0.14*** 

身体的ストレス 0.68*** 0.64*** 0.62*** 0.53*** 

脳・心臓疾患の徴候 0.63*** 0.49*** 0.54*** 0.65*** 

 脳卒中 0.58*** 0.43*** 0.48*** 0.64*** 

 心臓発作 0.61*** 0.50*** 0.53*** 0.58*** 

 心不全 0.60*** 0.48*** 0.52*** 0.60*** 

疾患の既往・発症     

 既往・発症なし -0.21*** -0.19*** -0.19*** -0.16*** 

 既往：脳・心臓疾患 0.05*** 0.03** 0.04** 0.06*** 

 発症：脳・心臓疾患 0.01 0.01 0.01 0.02 

 既往：精神障害 0.16*** 0.17*** 0.16*** 0.10*** 

 発症：精神障害 0.14*** 0.11*** 0.13*** 0.14*** 

ピアソンの積率相関係数 

***: p < 0.001, **: p < 0.01, *: p < 0.05.  
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図 2. 過重労働の有無による過労徴候合計の差 
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図 3. 過重労働の有無による過労徴候「疲労感と睡眠障害」の差 
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図 4. 過重労働の有無による過労徴候「精神症状」の差 
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図 5. 過重労働の有無による過労徴候「極度の身体不調」の差 
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図 6. 連休の休息の程度による過労徴候の差 
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（実験研究） 

 

高年齢労働者の心血管系負担に関する研究 
 

研究分担者 劉 欣欣 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・上席研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】今期の研究では、高年齢労働者の勤務中の心血管系反応を明らかにし、その反応特

徴によって複数の反応グループに分類することを目的とする。今後は各反応グループの特徴

に合わせた負担の軽減策について検討する予定である。 

【方法】前期(R3～R5)のドライバーを対象とした実験のデータをさらに分析し、研究成果の一部

が英文原著論文として受理されたため、その詳細を報告する。今期実験では、60 代の高年齢

労働者を対象とし、勤務中(9:00～18:00)の心血管系反応などを測定する予定である。今年度

は実験環境の整備、倫理審査の申請、実験プロトコールの設定、作業課題の作成などを行っ

た。 

【結果】ドライバーのシミュレータ運転中の心血管系反応と異なる休憩パターンによるこれらの反

応への影響を明らかにした論文を公表した。主な結果として、計 30 分より計 60 分の休憩、トー

タルの休憩時間が同じ場合は 2 回に分割するより 1 回のまとまった休憩が心血管系反応の緩

和効果が大きかった。今期の実験準備は予定通り進んでおり、来年度本実験を行う予定であ

る。 

【考察】前期の実験結果が、運輸業のドライバーの勤務中の休憩設定などに活かせれば、勤務

中の心血管系負担の軽減、さらに心血管系疾患が原因となる過労死等の予防につながると考

えられる。今期の実験結果が、高年齢労働者の健康管理に活用できると考えられる。 

【この研究から分かったこと】過労死等が多い職種（運輸業）と高リスク者（高年齢労働者）の勤

務中の心血管系負担を明らかにし、その負担の軽減策を提案していくことが本実験班の近年

のミッションである。前期の研究では、ドライバーの勤務中の心血管系負担を緩和するため、1

時間程度の昼休憩の確保が望ましいことを示した。 

【キーワード】心血管系負担、運輸業、高年齢労働者 

 

研究分担者: 

池田大樹（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・主任研究員） 

西村悠貴（同センター・研究員） 

 

Ａ．目的 

厚生労働省が公表している脳・心臓疾患の

労災認定基準では、業務の過重性を評価する

具体的な負荷要因として、労働時間、交替制

勤務・深夜勤務、心理的負荷を伴う業務など

の項目が示されている。これらの業務における

過重な負荷によって脳・心臓疾患を発症したと

する労災認定件数において、業種は運輸業・

郵便業、年齢は 60 歳以上の高年齢労働者が

常に上位を示しており、明らかな改善は認めら

れない。 

前期の研究では、ドライビングシミュレータを

用いて、運転中の心血管系反応、中枢系反応

などを測定し、異なる休憩パターンによる心血

管系などの負担への緩和効果を実験により検

証した。その成果の一部は原著論文としてアク

セプトされたため、詳細の結果を報告する。 

今期では、高年齢労働者の勤務中の心血

管系反応を明らかにする予定である。第 14 次

労働災害防止計画では、高年齢労働者の労

働災害防止が重要な課題のひとつとなってい
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る。近年、高年齢労働者の就労が進み、総務

省の労働力調査によると、55 歳以上の労働人

口は 2 千万人以上（65 歳以上の労働人口は

900 万人以上）で、全労働人口の 30％以上を

占めており、年々増加傾向である。高年齢労

働者は身体機能と認知機能の低下により、若

年層と比べ災害が発生しやすいと考えられる。

高年齢労働者の労働災害防止、さらに健康維

持のため、勤務中の心血管系など生理負担を

明らかにし、それに合わせた負担の軽減策が

必要である。 

我々はこれまで、過労死等のリスク要因であ

る長時間労働が心血管系反応に及ぼす影響

を血行動態の視点から検討してきた。50 歳以

上の高年齢労働者は長時間労働による心血

管系の負担がより大きいことを明らかにした

(Liu et al., 2018, 2019)。また、60 歳以上にな

ると、心臓機能の低下が顕著になる可能性を

示したが（Liu et al., 2019）、データ数が少なく

不明な点は多い。先行研究は、加齢に伴い心

血管系機能が低下し、動脈硬化が進むことを

報告している（Payne et al., 2010; Nilsson et al., 

2014）。一方、心血管系反応には個人差が大

きく（劉ら、2018）、勤務中の高年齢者の心血

管系反応はより複雑になるため、その反応の

実態を解明する必要がある。先行研究は血行

動態の反応には複数のタイプが存在し、例え

ば主に心臓反応を示すタイプ、主に血管系反

応を示すタイプ、または両方の反応を示すタイ

プなどが報告されている(Liu et al., 2007; 

Lawler et al.,2001)。そのうち、例えば主に血管

系反応を示すタイプは作業中の血圧上昇が大

きく、心血管系疾病リスクが高いと考えられる

（Liu et al., 2007）。 

今期(R6-R8)では、60 歳以上の労働者を対

象とし、高年齢労働者の勤務中の心血管系反

応を明らかにし、その反応の特徴により、複数

の反応タイプを分類することを目的としている。

今後は各反応タイプの特徴に合わせた心血管

系負担の軽減策を検討していく予定である。 

 

Ｂ．方法 

1. ドライビングシミュレータの実験（1） 

実験参加者は以下の条件を満たす者とした。

40 代～50 代で運転免許を所持する男性、心

臓病、糖尿病、喘息、脳卒中、慢性腎臓病、

腰痛、聴覚障害、視覚障害、睡眠障害及び精

神障害などの既往歴がないこと、正常な視力

（矯正を含む）を有すること、日中の安静時収

縮期血圧が140mmHg未満かつ拡張期血圧が

90mmHg 未満であること。 

実験参加者は 8:30 までに実験室に到着し、

電極などを貼り付けた後、実験を開始した。ド

ライビングシミュレータを用いて、市街地 1 時間

と高速道路 1 時間の運転を 1 セットとし、計 3

セット(S1、S2、S3)を走行した。休憩は長さ 2 条

件（30 分と 60 分）と休憩回数 2 条件（1 回と 2

回）の計 4 条件を設定した（図 1）。具体的に、

条件 SO(short-one)は S2 の後 30 分休憩 1 回、

条件 LO(long-one)は S2 の後 60 分休憩 1 回、

条件 LT(long-two)は S1 の後 10 分休憩 1 回と

S2 の後 50 分休憩 1 回、条件 ST(short-two)は

S1 の後 10 分休憩 1 回と S2 の後 20 分休憩 1

回であった。参加者は 4 つの休憩条件のいず

れかに 1 回のみ参加し、実験条件は事前に知

らされず、実験当日実験室に到着後に知らさ

れた。各条件において、昼食は昼休憩時に限

定し、食事は参加者自ら持参し、カフェイン、

強い香辛料のあるもの、油っぽいものが禁止さ

れた。 

運転中、参加者は事前に設定した先導車

両を追跡し、各運転セットにおいて全条件同じ

ルートを走行した。実験中の様子は実験者に

よりリアルタイムで確認され、参加者が先導車

両を見失った場合はインターホンを通して走

行位置を指示した。心血管系反応などは運転

開始前の安静時と 1 時間毎にドライビングシミ

ュレータを運転しながら測定した。心血管系反

応の指標として収縮期血圧(SBP)、拡張期血

圧(DBP)、平均動脈血圧(MAP)、心拍数(HR)、

一回拍出量(SV)、心拍出量(CO)及び総末梢

血管抵抗(TPR)を連続血行動態装置によって

測定した。血行動態反応の測定後、主観的疲

労、ストレス、眠気を Visual Analog Scales(VAS)

によって評価した。前年度は心血管系反応の

簡単な一次解析結果を報告したが、さらに解

図 1 実験（1）のプロトコール 
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析が進んでおり、その結果が原著論文としてア

クセプトされたため詳細を報告する。 

各条件の参加者年齢、運転開始前の安静

時血圧に差はあるかを確認するため、一元配

置分散分析を行った。運転中の反応は混合モ

デルの三元配置分散分析を行った（休憩長さ

[2]×運転セット[3]×休憩回数[2]）。 

また、脳波計とアイカメラによって背景脳波、

事象関連電位、視線及び瞬目なども測定した。

これらの結果の一部は速報として学会発表を

したが、解析途中なため来年度以降報告する。 

 

（倫理面での配慮） 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得た

（通知番号：2022N07）。 

 

2. 高年齢労働者の心血管系反応の実験（2） 

 60 歳以上の労働者を対象とし、勤務中（9:00

～18:00）の心血管系反応を測定する。参加者

は 9 時前に実験室に到着し、安静時血圧の確

認を行い、募集基準を満たした場合（収縮期

血圧が 160mmHg 未満、かつ拡張期血圧が

100mmHg 未満）は実験に参加する（安静時血

圧が募集基準を超えた場合は実験の参加は

できない）。実験当日はアルコール、カフェイン、

ニコチン、過度な香辛料が含まれる飲食の摂

取は禁止する。昼食は上記を満たすような食

事を参加者自身で持参する。実験は 6 つの作

業セッションにより構成され、実験のプロトコー

ルは図 2 に示すとおりである。 

 心血管系反応（収縮期血圧、拡張期血圧、

平均動脈血圧、一回拍出量、心拍数、心拍出

量、総末梢血管抵抗、心電図）は連続血行動

態測定装置を用いて作業開始前 5 分間、各作

業セッションの最後 5 分間、計 7 回の非侵襲

的測定を行う。視線と瞬目はアイカメラを用い

て実験中非侵襲的に連続測定する。主観的

疲労、ストレス、眠気などを VAS によって評価

する。昼に 1 時間、午後に 15 分の休憩を設け

る。 

 

（倫理面での配慮） 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究

倫理審査委員会にて審査され、承認を得た

（通知番号：2024N30）。 

 

Ｃ．結果 

1. ドライビングシミュレータの実験（1） 

各条件の参加者数、平均年齢、安静時血

圧、主観状態を表 1 に示す。一元配置分散の

結果、これらの指標は条件間に有意差は認め

られなかった。 

運転中の心血管系反応と主観評価の結果

は図 3 に示す。収縮期血圧は有意な結果が得

られなかったが、拡張期血圧と平均動脈血圧

の運転セットの主効果が有意であり、因子間の

交互作用と他の因子の主効果は有意ではな

かった。多重比較の結果、拡張期血圧におい

て、昼休憩後の S3 は S1 と S2 より有意に低か

った(S3 < S1 and S2, p < 0.05)。平均動脈血圧

において、昼休憩後の S3 は S1 より有意に低

かった(S3 < S1, p < 0.01)。 

心臓反応について、心拍数は運転セットの

主効果が有意であり、因子間の交互作用と他

の因子の主効果は有意ではなかった。多重比

較の結果、昼休憩後の S3 は S１と S2 より有意

に高く、S1 は S2 より有意に高かった(S1 > S2, 

S3 > S1 and S2, p < 0.01)。一回拍出量におい

て、運転セットと休憩回数の主効果が有意であ 

図 2 実験（2）プロトコール 

収縮期血圧(mmHg) 拡張期血圧 (mmHg) 疲労 ストレス 眠気

SO (n=12) 49.7±5.9 126.2±12.5 80.5±10.2 15.0±14.7 14.0±14.2 20.3±23.1

LO (n=12) 49.7±5.7 118.5±10.2 76.9±7.7 16.8±17.9 11.9±9.8 33.5±17.0

LT (n=12) 48.8±3.5 117.2±8.2 74.0±6.5 13.4±11.2 11.2±10.6 23.2±22.9

ST (n=11) 49.2±5.2 122.9±15.3 76.4±10.0 23.9±22.7 21.1±20.6 30.1±21.7

p 0.97 0.24 0.34 0.48 0.36 0.43

条件（人数） 年齢
血圧 主観評価

表 1 各条件の運転開始前の状況 
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図 3 運転中の心血管系反応と主観評価の結果 
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り、休憩の長さと運転セットの交互作用も有意

であった。下位検定と多重比較の結果、2 回休 

憩条件より 1 回休憩条件の一回拍出量は有意

に高かった（LT and ST < LO and SO, p < 0.05)。

また、計 60 分休憩条件では、S1 と比べ、S2 と

S3 は有意に高かった(LO and LT: S1 < S2 and 

S3, p < 0.05)。心拍出量において、運転セットと

休憩回数の主効果が有意であり、休憩の長さ

と運転セットの交互作用も有意であった。下位

検定と多重比較の結果、2 回休憩条件より１回

休憩条件の一回拍出量は有意に高かった

（LT and ST < LO and SO, p < 0.05)。また、計

60 分休憩条件では、S1 と S2 より S3 は有意に

高かった(LO and LT: S1and S2 < S3, p < 0.01)。 

総末梢血管抵抗について、休憩回数の主効

果は有意であり、因子間の交互作用と他の因

子の主効果は有意ではなかった。多重比較の

結果、2 回休憩条件より 1 回休憩条件の総末

梢血管抵抗は有意に低かった（LT and ST > 

LO and SO, p < 0.05)。 

心血管系反応の有意な結果のまとめは表 2

に示す。昼休憩の効果について、血圧と総末

梢血管抵抗は昼休憩後の有意な低下、心臓

反応は昼休憩後の有意な上昇は休憩の効果

があるとみなす。総合的に判断して、30 分より

60 分休憩の効果が大きく、休憩時間は同じ場

合は 2 回に分割より 1 回の長めの休憩の効果

が大きかった。全体として、1 回計 60 分休憩の

効果が最も大きく、2 回計 30 分休憩の効果が

最も低かった。 

主観評価の結果、疲労において、運転セッ

トの主効果が有意であり、休憩回数と運転セッ

トの交互作用も有意であった。下位検定と多

重比較の結果、2 回休憩条件の場合、S3 は S1

と S2 より有意に高く、S2 は S1 よりも有意に高

かった(LT and ST: S3 > S1 and S2, S2 > S1, p 

< 0.05)。一方、1 回休憩の条件では、疲労は

S1 より S2 と S3 は有意に高かったが、S2 より S3

は有意に低かった(LO and SO: S1 < S2 and S3, 

S2 > S3, p < 0.05)。全体的に昼休憩後の疲労

は 2 回休憩条件より 1 回休憩条件は有意に低

かった(S3: LT and ST > LO and SO, p < 0.05)。

ストレスと眠気において、運転セットの主効果

のみ有意であり、因子間の交互作用と他の因

子の主効果は有意ではなかった。多重比較の

結果、S1 より S3 と S2 は有意に高かった(S3 and 

S2 > S1, p<0.05)。 
 

2. 高年齢労働者の心血管系反応の実験（2） 

今年度は実験環境の整備、実験プロトコー

ルの設定、倫理審査の申請、実験用課題の作

成を行った。1 つの作業セッションには下記 5

つの課題により構成される。 

1) 暗算課題：提示された 2 つの数字を暗算

で足して、結果をキーボードで入力する。 

2) 早 押 し 課 題 (Psychomotor vigilance 

task）：数字が見えたらなるべく早くボタン

を押す。 

3) ストップシグナル課題（Stop Signal Task）：

提示された矢印の向きと同じキーボード

のボタンを押す。しかし、上向きの矢印が

提示された場合のみ、ボタンを押さない。 

表 2 運転中の心血管系反応まとめ 

1回 (LO) 2回(LT) 1回 (SO) 2回 (ST)

 拡張期血圧 〇 〇 〇 〇
平均動脈血圧 〇 〇 〇 〇
心拍数 〇 〇 〇 〇
一回拍出量  〇a 〇 a

心拍出量 〇a 〇 a

総末梢血管抵抗 a a

有意結果数 5a 5 3a 3

休憩効果ランキング

計60分休憩 計30分休憩

LO > LT > SO > ST

〇：昼休憩の効果が有意である。a: 2 回休憩より 1 回休憩の効果が大きい。 
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4) 視覚探索課題（Visual Search）：特定のタ

ーゲット（例えば「B」、或いは緑の文字）

が存在する場合はボタンを押す。 

5) 数字入力課題：ランダムに提示された数

字をそのまま入力する。 

 

Ｄ．考察 

1. ドライビングシミュレータの実験（1） 

ドライビングシミュレータを用いて、運転中の

心血管系負担を軽減できる休憩のパターンを

検討した結果、勤務中の昼休憩を確保するこ

とはドライバーの心血管系負担の軽減に重要

であることを明らかにした。我々の先行研究

（Liu et al., 2018）では、デスクワークの場合、

50 分以上の長めの休憩は心血管系負担の緩

和効果が認められた。本研究の結果は、30 分

の休憩は拡張期血圧、平均動脈血圧、心拍数

を緩和するが、60 分の休憩はさらに一回拍出

量と心拍出量にも緩和効果が認められた。心

血管系の反応には自律神経系と内分泌系が

関与することが知られている。心拍数は主に自

律神経により調節され、反応が速いと考えられ

る(Appel et al., 1989)。一方、収縮期血圧、一

回拍出量、心拍出量、総末梢血管抵抗は内

分泌系にも影響されるため、反応と回復が心

拍数より遅いと考えられる(Diekman et al., 

2001; King et al., 2024)。本研究の結果はこの

メカニズムと一致し、休憩時間が長い条件（計

60 分）ではトータルの心血管系反応への緩和

効果が大きいことを示した。また、休憩時間が

同じ場合、2 回に分割するより 1 回の長めの休

憩の方が効果は大きいことを示した。 

さらに、主観的疲労を緩和できるのは1 回休

憩条件のみであった。その原因は 1 回休憩条

件の場合は昼休憩前に 4 時間の連続走行を

行ったため、休憩による疲労の回復効果がより

大きく感じられることが考えられる。なお、今回

の実験では、倫理上の理由で、1 回休憩の条

件でも、参加者から申し出がある場合はトイレ

の使用を制限しなかったため、2 回休憩のメリ

ットを過少評価した可能性がある。また、昼休

憩時に食事を取ったため、休憩の効果には食

事の影響も含まれている。その影響のメカニズ

ムは現時点で不明であるが、食事を含んだ昼

休憩はドライバーの心血管系負担を緩和する

には重要と考えられる。さらに、本実験は渋滞、

事故、悪天候などのストレスフルな場面や、トラ

ックドライバーの夜間走行とシフトワークなどの

不規則な勤務条件を設定しなかったため、実

際の現場よりストレスが少ないことが想定される。 

 

2. 高年齢労働者の心血管系反応の実験（2） 

 今期の実験に関して、年度内倫理審査を受

け、予備実験によるプロトコールを精査し、来

年度は本実験を行う予定である。今期実験の

結果は高年齢労働者の健康管理に応用でき

ると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

本研究の結果から、運転による心血管系負

担を緩和するには、食事を含んだ昼休憩の確

保が重要であることを示した。特に 60 分程度

の昼休憩の確保が運輸業のドライバーの勤務

中の心血管系負担を軽減するには最も効果が

大きいと考えられる。これらの成果を労働政策

の制定やドライバーの勤務管理などに活かせ

れば、労働者の勤務中の負担が緩和でき、長

期的に健康維持、さらに心血管系疾患が原因

となる過労死等の予防につながると考えられる。

一方、過労死等の多い高年齢労働者を対象と

する研究結果は来年度以降に報告する。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（実験研究） 

 

過労死関連疾患の予防対策に向けた体力評価研究 
 

研究分担者 松尾知明 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・上席研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】過労死等の実態解明に向けては、労働環境などの外的要因だけでなく労働者自身の

特性（内的要因）にも目を向ける必要がある。体力科学チームはそのような内的要因の１つであ

る心肺持久力（cardiorespiratory fitness：CRF）に着目しており、これまでの研究で労働者向け

CRF 評価法として、質問票（WLAQ）と簡易体力検査法（J-NIOSH ステップテスト：JST）を開発

した。最近は WLAQ を用いた疫学調査研究や JST の実用性を高める（自己測定を可能にす

る）ための実験研究に取り組んでいる。本稿では、改良版 JST（mJST）の妥当性検証実験の結

果（研究①）と、WLAQ を用いたコホート研究の概要（研究②）について報告する。 

【方法】研究①の対象者は mJST とランニングマシンによる最大酸素摂取量（V
．
O2max）測定（CRF

の基準測定法）に参加した労働者男女 49 人（30～59 歳）である。mJST 実施中の心拍数（HR）

測定は、実験スタッフによるモニター心電計での測定と、参加者自身による手首装着型デバイ

スでの測定の 2 手法で行った。研究②では、構築中の研究コホートのベースライン記述統計値

をまとめた。主な調査項目は、WLAQ から得られる CRF 値や勤務時間等と、健診結果から得ら

れる各種検査数値である。 

【結果】①mJST 実施中の HR は手首装着型デバイスの値が心電計の値より総じて低かった。こ

の影響もあり、手首装着型デバイスの HR を使った mJST での推定 V
．
O2max と実測 V

．
O2max との相

関係数（r=0.68）は、先行研究における心電計の HR を使った JST での相関係数（r=0.73）より

低かったが、誤差評価値（SEE）は mJST（4.4 mL・kg-1min-1）と JST（4.5 mL・kg-1min-1）で同等で

あった。②構築中の研究コホートは、国内企業 2 社それぞれの社員グループと、研究所測定会

の参加者グループの計 3 グループで構成している。コホート研究（長期追跡調査）としての活用

が見込まれる対象者数は現段階で計 2,400 人ほどである。 

【考察】①HR 測定に手首装着型デバイスを用いることによる課題はあるものの、mJST は JST の

代替法として活用できそうである。②WLAQ コホート研究は、外的因子としての労働時間と内的

因子としての CRF の相互的な健康影響を分析することを目的とした長期疫学調査研究である。

追跡調査を継続して行い、成果に繋げたい。 

【この研究から分かったこと】mJST は労働者が自己測定できる CRF 評価法として有用である。

しかし、mJST のように運動強度が短時間で変動する体力測定では、手首装着型デバイスでの

HR（すなわち脈拍）測定による V
．
O2max 推定は、妥当性がやや低下する可能性がある。 

【キーワード】体力、心肺持久力、健康管理 

 

研究協力者： 

蘇 リナ（労働安全衛生総合研究所人間工

学研究グループ・主任研究員） 

村井史子（同研究所過労死等防止調査研

究センター・研究業務職員） 

近藤はな恵（同センター・研究補助員） 

 

Ａ．目的 

過労死等対策研究では、労働時間など労

働者に影響を与える因子（外的要因）の改善

に資する議論が主体となるが、外的要因の影
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響を受ける側である労働者自身の特性（内的

要因）についても考える必要がある。体力科学

チームでは、内的要因の一つとして“体力”に

着目している。体力の中でも特に“心肺持久力

（cardiorespiratory fitness：CRF）”は、過労死

等対策で重要とされる脳・心臓疾患や精神疾

患の発症に関与することが先行研究で示され

ている 1）, 2)。CRF 評価のゴールドスタンダード

は最大酸素摂取量（V
．
O2max）の測定であるが、

熟練した測定者や高額な装置が必要なだけ

でなく、対象者に高強度運動を求めるため、多

人数を対象とした検査や個人の健康管理には

適していない。代替として、例えば日本の児童、

生徒は 20m シャトルラン 3)を定期的に測定する

が、労働者には適用しづらい。 

体力科学チームはこれまでの研究で、労働

者向けの新しい CRF 評価法として、質問票

「労働者生活行動時間調査票（以下「WLAQ」

という。）」と簡易体力検査法「J-NIOSH ステッ

プテスト（以下「JST」という。）」を開発した。開

発研究では推定 V
．
O2max と実測 V

．
O2max との関

係を検証する実験研究 4），5)だけでなく、WLAQ

や JST を用いた疫学調査研究も行い、これら

による推定 V
．
O2max は実測 V

．
O2max の代替法とし

て有用なことを示した 6）, 7)。なお、推定 V
．
O2max

算出は WLAQ 単独でも可能であるが、JST と

併用することで精度が高まる 8）, 9)。 

米国心臓協会（AHA）などのいくつかの学

術団体は、疾病発症に CRF が強く関わること

を示す研究が多いことから、疾病予防策に

CRF の定期検査を含める必要性を繰り返し唱

えている 10）, 11)。この観点で考えると、JST は省

スペースで簡便に行える CRF 評価法ではある

が、ステップ台を必要とするため汎用性に課題

がある。昨年度の報告書では、ステップ台を使

わない内容に改変した JST（modified JST: 

mJST）の開発実験について報告した。 

本稿では、昨年度とは異なる労働者男女を

対象に行った mJST の妥当性検証の結果を報

告する。着目点は、手首装着型デバイスを用

いることによる心拍数（HR）の自己測定である。

市販の手首装着型デバイスを用いた HR 測定

が CRF 評価値に及ぼす影響を分析した。 

一方、過労死やその関連疾患の予防策を

講ずる疫学調査研究では、ターゲットとする疾

病の発症に影響を及ぼす可能性のある要因を

特定し、定量化した上で、大規模調査によりデ

ータを収集し、統計解析により各要因の影響

を数値化する研究手法がとられる。このような

調査研究では、一定集団の一時点を横断的

に分析する方法ではなく、集団（研究コホート）

を長期間追跡した上で、縦断的に分析する手

法（いわゆるコホート研究）がエビデンスレベル

の点で望ましいとされる。過労死等対策研究

における体力科学チームの当初からの目標は、

疾病発症への影響を労働時間（外的要因）と

CRF（内的要因）の双方から分析する疫学調

査研究を、コホート研究形式で実施することで

ある。WLAQ はこのために開発された質問票

であり、1 つの質問票で労働時間と CRF を算

出できるよう設計されている。本稿では、構築

中の WLAQ コホート研究のベースライン記述

統計値を報告する。 

 

Ｂ．方法 

1. mJST の妥当性検証実験 

1) 対象者 

昨年度は 82 人の労働者男女を対象に行っ

た mJST 開発実験の結果を報告した。開発実

験では、mJST で得られる HR index（3 段階の

運動ステージと 2 段階のリカバリーステージで

の各 HR から算出する総合スコア）を説明変数

に組み入れた V
．
O2max推定モデル（回帰モデル）

を創出した。本稿では、開発した推定モデル

の検証実験の結果を報告する。検証実験の対

象者は昨年度とは異なる労働者男女 49 人（30

～59 歳）である。対象者の基本情報を表１に

示す。 

 

表 1. 対象者の基本情報 

 

2) 測定項目と分析方法 

対象者は研究所実験室で、身体計測、

WLAQ への回答、mJST 測定、ランニングマシ

ンによる V
．
O2max測定を行った。ｍJST 実施中の

HR 測 定 は 、 モ ニ タ ー 心 電 計 （ 日 本 光 電

LifeScope）での計測を実験スタッフが、手首装

N数, n（⼥性, %）
年齢, 歳 45.6 ± 8.1
⾝⻑, cm 166.6 ± 8.7
BMI 22.4 ± 3.4
実測VO2max, mL・kg-1・min-1 36.2 ± 5.8
推定VO2max, mL・kg-1・min-1 37.5 ± 4.8

49 (49%)
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着型デバイス（Polar A370）での計測を参加者

自身が行った。実践者が HR の自己測定を行

いやすくするため、mJST は運動ステージ間に

各 10 秒間のインターバルが設けられている

（図１）。mJST による推定 V
．
O2max は、昨年度の

開発実験で得た推定モデル（WLAQの身体活

動スコアと mJST の HR index を投入した回帰

式）により算出した。計測手法間での HR 値の

差を対応のある t 検定で、両者の一致度を級

内相関係数（ICC）で評価した。実測 V
．
O2max を

基準値とした mJST による推定 V
．
O2max の妥当

性を、相関係数（r）と標準推定誤差（SEE）で評

価した。 

2. WLAQ コホート研究 

1) 調査概要 

構築中の研究コホートは、国内企業 2 社そ

れぞれの社員で構成される 2 グループ（A 社と

B 社）と、研究所主催の測定会の参加者グル

ープ（C グループ）の計 3 グループで構成して

いる。A 社及び B 社では、社内担当者が全社

員に調査への参加を呼びかけ、参加に同意し

た社員は、A 社ではイントラネットシステムを、B

社では当研究所が構築した WLAQ Web 調査

システムを利用して回答する。各システム内で

研究用 ID が発行され、研究所には社員番号

などの個人情報が提供されない仕組みとなっ

ている。また、WLAQ に回答した社員の健診

情報を研究所へ提供する際には、両社担当者

が個人情報を研究用 ID に置き換える作業を

行う。A 社からは健診情報に加え、レセプト情

報も同様の方法で提供されている。一方、C グ

ループでは、所外に設置した測定会場に参加

者が集う形でベースライン調査が行われた。そ

の際、WLAQ 情報は測定会場での質問紙記

入により、健診情報は各参加者が持参した健

診結果の転記によりそれぞれ取得した。参加

者の募集作業とデータ取得作業は研究支援

企業に委託した。研究支援企業は参加者に研

究用 ID を付与し、WLAQ 回答内容と健診情

報を電子化して研究所に提供している。 

2) 対象者 

各グループのこれまでの参加者の内、健診

項目の不足や WLAQ の無効回答等のデータ

不備を除いた A 社 1,278 人、B 社 596 人、C

グループ 540 人の計 2,414 人を、コホート研

究（長期追跡調査）としての活用が見込まれる

分 析 対 象 者 と し 、 そ の ベ ー ス ラ イ ン 情 報

（WLAQ で得られる CRF 評価値や勤務時間

等と健診情報で得られる各種検査数値）の記

述統計値をまとめた。 

3. 倫理面での配慮 

本研究は計画の立案から実施に至るまで、

ヘルシンキ宣言及び「人を対象とする生命科

学・医学系研究に関する倫理指針」に従って

行った。実験参加者に対しては、研究内容を

書面で説明し、同意文書への署名により研究

参加への同意を得た。疫学調査参加者に対し

ては、書面もしくはウェブサイト画面で研究内

容を説明し、同意文書への署名もしくはウェブ

サイトでの同意ボタンの選択により研究参加へ

の同意を得た。本研究の内容は、労働安全衛

生総合研究所研究倫理審査委員会にて審

査・承認されている（承認番号： 2021N17, 

2024N09）。 

 

Ｃ．結果 

1. mJST の妥当性検証実験 

mJST 各ステージにおける心電計と手首装

着型デバイスによる HR 測定値の比較を図 2

に、検査間の ICC を表 2 に示す。手首装着型

図 1. mJST の構成 



 

274 

 

デバイスで計測された HR は心電計で計測さ

れた HR よりも、運動ステージ 3 とリカバリース

テージ 2 において有意に低かった（P <0.05）。

また、心電計と手首装着型デバイスによる HR

測定値の ICC は、座位安静にしていたリカバリ

ーステージでは高かったが、運動ステージ、特

に、動作の大きくなる運動ステージ 2 と 3 で低

かった。mJST2 による推定 V
．
O2max と実測

V
．
O2maxの相関係数（r）は0.68（P <0.01）、標準

推定誤差（SEE）は 4.4 mL・kg-1min-1 であった。 

 

図 2. 心電計と手首装着型デバイスによる

mJST 各ステージの HR 測定値 

 

表 2. 心電計と手首装着型デバイスによる

mJST 各ステージでの HR 一致度 

 

2. WLAQ コホート研究 

表 3 に対象者（2,414 人）のベースライン時

の基本情報を示す。心血管疾患リスクについ

ては、それぞれ次の条件を満たす場合にリスク

ありとした 。 ①肥満：BMI≧25 または腹囲

≧85cm（男性）/90cm（女性）、②高血圧：収縮

期 血 圧 ≧130mmHg ま た は 拡 張 期 血 圧

≧85mmHg または高血圧服薬有、③脂質異

常：中性脂肪≧150mg/dL または HDL コレス

テロール＜40mg/dL または脂質異常症服薬

有、④血糖値異常：空腹時血糖≧110mg/dL

または糖尿病服薬あり。また、運動習慣につい

ては、WLAQ の回答から「1 回 30 分以上の運

動を週 1～2 日以上」行っている対象者を運動

習慣ありと判定した。 

 

表 3 WLAQ コホート研究対象者のベースライ

ン値 

 

Ｄ．考察 

1. mJST の妥当性検証実験 

手首装着型デバイスによる mJST 中の HR 測

定値は心電計による測定値より総じて低く、各

ステージにおける測定値の一致度を示す ICC

値は、運動ステージでやや低かった。手首装

着型デバイスによるHRの一致度の低下は、デ

バイスが運動強度の変化に適応できなかった

ことが影響した可能性が考えられる。先行研究
12), 13)では、手首装着型デバイスを用いて得ら

   運動ステージ 1 0.82 (0.70-0.89)
   運動ステージ 2 0.46 (0.20-0.65)
   運動ステージ 3 0.46 (-0.02-0.73)
   リカバリーステージ1 0.96 (0.92-0.98)
   リカバリーステージ2 0.99 (0.98-1.00)

検査間ICC（95%CI）

N数, n（⼥性, %）
年齢, 歳 44.5 ± 8.8
⾝⻑, cm 165.8 ± 8.5
BMI 22.8 ± 3.6
腹囲, cm 80.8 ± 9.9
収縮期⾎圧, mmHg 115.0 ± 14.7
拡張期⾎圧, mmHg 72.0 ± 11.7
HDLコレステロール, mg/dl 64.6 ± 15.9
中性脂肪, mg/dl 98.0 ± 71.8
空腹時⾎糖, mg/dl 93.3 ± 13.9
喫煙, n (%)
飲酒習慣, n (%)
運動習慣, n (%)
⼼⾎管疾患リスク情報

肥満, n (%)
⾼⾎圧, n (%)
脂質異常, n (%)
⾎糖値異常, n (%)

WLAQ情報
推定VO2max値, Mets 11.0 ± 1.6

推定VO2max値, ml・kg-1・min-1 38.5 ± 5.7
勤務⽇睡眠時間, 時間 6.8 ± 1.1
休⽇睡眠時間, 時間 7.7 ± 1.3
勤務時間, 時間 10.1 ± 1.4

410（17.0）

359（14.9）
1381（57.2）
1004（41.6）

174（7.2）

547（22.7）
665（27.5）

2414（48.5）
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れた HR 値の高い妥当性が報告されているが、

これらの研究は主に一定時間のランニング運

動中のものであった。対照的に mJST では、約

1 分間という短時間に運動強度が変化する。

手首装着型デバイスによる HR 測定は、実際

には脈拍測定であり、このような短時間の変動

を正確に捉えきれなかった可能性がある。

mJST（手首装着型デバイスの HR 値を利用）に

よる推定 V
．
O2max と実測 V

．
O2max との相関係数

（r=0.68）が、同様の先行研究 5)で得られた JST

の場合（r=0.73、モニター心電計の HR 値を利

用）よりやや低かったのは、HR の測定法の違

いも影響したのかもしれない。しかし、誤差評

価値（SEE）は mJST（4.4 mL・kg-1min-1）と JST

（4.5 mL・kg-1min-1）で同等であった。手首装着

型デバイスの HR 測定には課題があるものの、

場所や道具の制約のない mJST は、JST の代

替法として活用できそうである。 

2. WLAQ コホート研究 

体力科学チームは、令和 4 年度に行った本

補助金による研究 14)で、内的要因（労働者自

身の特性）について改めて検討する観点から、

平成 22 年度～令和 2 年度の脳・心臓疾患労

災支給決定事案 2,928 件を分析した。その結

果、既往歴や健診情報など、心血管疾患リス

ク各項目の有無を判断する情報を有する事案

は 2,644 件（90%）あり、そのうち、心血管疾患リ

スク（上述①～④）が 1 項目以上該当するケー

スが 86%、2 項目以上該当するケースが 60%で

あった。これらの数値は一般労働者集団より

20 ポイント前後高い。脳・心臓疾患の労災支

給決定事案では、多くの場合、インシデント直

前の長時間労働が認定されている。これらの

結果が示すのは、脳・心臓疾患の過労死イン

シデントは、心血管疾患リスク保有者が長時間

労働などの強いストレスに晒されることで発生

している実情であり、防止対策に内的要因へ

のアプローチが必要な理由である。 

心血管疾患リスク保有状況などの個人特性

について、対策を個人の努力だけに委ねるの

は適切ではない。例えば「肥満」の場合、当人

の生活習慣を問題視する風潮があるが、最近

は遺伝子研究が進み、体重増加を防止したく

ても体質的にそれが難しいケースが少なくな

いことが報告されている 15)。個人特性について

は個人情報保護の観点からアプローチしにく

い面はあるが、少なくとも、リスク保有者が長時

間労働などの強いストレスに晒されると、過労

死インシデントのリスクが顕著に高まること、そ

して個々の労働者の内的要因の改善は、体質

的に困難な場合があることを、管理者に認識さ

せるための方策はあるのではないか。 

体力科学チームは過労死等対策研究に

CRF の視点を取り入れるべく、研究を進めてき

た。CRF は他のリスクファクター（高血圧，喫煙，

糖尿病など）より死亡リスクへの影響が強いこと

が先行研究 16)で示されており、内的要因として

重要度が高い。研究開始当初からの目標は、

労働時間（外的要因）と CRF（内的要因）の双

方を説明変数に含め、相互的な健康影響を分

析するコホート研究を行うことである。その準備

として、WLAQ の開発や企業への協力依頼、

測定会開催などに取り組み、今回、国内労働

者 2,400 人程のベースライン値を示すに至っ

た。追跡調査を継続して行い、成果に繋げた

い。 

 

Ｅ．結論 

mJST は労働者が一人でも簡便に CRF を評

価できる方法として有用である。mJST の HR 計

測に手首装着型デバイスを用いる場合は、運

動強度が短時間で変動するため HR 値が不安

定になる可能性があり、注意を要する。WLAQ

コホート研究は外的因子としての労働時間と

内的因子としてのCRFの相互的な健康影響を

分析する長期疫学調査研究である。これまで

に構築した 2,400 人程の研究コホートの追跡

調査を継続的に行い、過労死等防止対策に

資する成果に繋げたい。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（対策実装研究） 

 

過労死等の防止のための対策実装に関する研究 
 

研究分担者 酒井一博 公益財団法人大原記念労働科学研究所・主管研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】過労死等の防止のための対策実装研究では、産業界の安全衛生のキーパーソン、産

業保健・労務の有識者・研究者をメンバーとする「過労死等の防止対策ステークホルダー会議」

での議論を通じて、過労死等の削減に向けた仕組みや支援ツールの提案、モデル的な事業の

実装、及び効果（現場改善、とりわけ過重労働の軽減や、生産性の向上）の検証を行う。 

【方法】対策実装研究チームは令和 4（2022）年度に 5 つの対策アクションをステークホルダー

会議で提案した。それらは、①事業者によるハイリスク者の把握と管理、②重層構造の解明、③

小規模事業場の健康・労務管理の改善と支援、④個人の行動変容の支援、及び⑤職場環境

改善の推進である。本年度は、対策の仕組みづくり及びツール開発を継続し、ツールの適用を

進めた。また、2 つの新規アクション（精神疾患対策、介護労働での対策）の可能性の検討に着

手した。 

【結果】新たに精神疾患による過労死等の予防対策の実装方策の検討に着手した。タイムスタ

ディの手法による実態調査への着手（アクション 2：建設現場監督の働き方）、企業、事業者団

体、産業保健の関係組織が連携する仕組みの構築・運営（アクション 3：産業保健サービス）、

チェックリストの Web 化（アクション 3）、健康管理支援の結果の分析と課題の整理（建設技能

者）、カードゲーム式職場改善ツールの運輸職場への適用が進展した。 

【考察】ステークホルダー会議メンバーを中心とした業界のキーパーソンの助言と協力の継続に

より、各アクションにおいて現場の当事者への調査や現場との協働による改善の取組みが進展

した。新規課題（精神、介護福祉労働）については、予備的なヒアリングにより問題・課題が多い

ことが伺われた。いわゆる 2024 年問題の該当年以降の状況の観測と記録、対策の実装の仕組

みの在り方の検討、及び生産性の向上を含む過労死等防止対策の効果検証を継続する。 

【この研究から分かったこと】ステークホルダー会議の業界メンバーとの連携の継続により、より

現場当事者に接近した実態調査と改善の取組みの試行が可能になった。 

【キーワード】実装研究、運輸業、建設業 

 

研究分担者: 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所過労死等

防止調査研究センター・センター長） 

吉川 徹（同センター・統括研究員） 

鈴木一弥（同センター・研究員） 

茂木伸之（同センター・研究員） 

中辻めぐみ（同センター・研究員） 

髙橋有記（同センター・研究員） 

北島洋樹（公益財団法人大原記念労働科学研

究所・主任研究員） 

石井賢治（同研究所・主任研究員） 

佐々木司（同研究所・上席主任研究員） 

深澤健二(株式会社アドバンテッジリスクマネジ

メント・メディカルアドバイザー) 

研究協力者: 

中西麻由子(なかにしヘルスケアオフィス代表・

産業医) 

野原理子（東京女子医科大学医学部・教授） 

永峰大輝（東京女子医科大学医学部・助教） 

仙波京子(公益財団法人大原記念労働科学研

究所・研究員) 

竹内由利子（同研究所・研究員） 

岩浅 巧（石巻専修大学経営学部・准教授） 
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Ａ．目的 

これまでの過労死等の事案分析、疫学研究、

実験研究、労働・社会分野の調査・分析などの実

態と防止対策に関する諸研究により、長時間労働

をはじめとする過労死等を引き起こす要因と、そ

の防止のためのさまざまな課題が明らかにされて

きた1),2)。これらの研究成果に基づく過労死等の防

止対策を実行・推進するためには、さまざまな業

種における重層的な構造（元請、下請関係等）、

業種や職種により異なる仕事の特性、小規模事

業者が多い業種における規模や経営・経済的状

況、その規模によって要求されるレベルが異なる

安全衛生体制などの多種多様な要因に影響され

る対策の採用・実施の現実的可能性やその継続

可能性といった対策の実装面に関する検討が重

要である。 

そのため、令和 3 年 4 月に、酒井一博（大原記

念労働科学研究所）を班長とする「過労死等防止

対策実装研究班」の取組みが開始された。その後、

令和 3～5 年度において、以下を実施してきた。

（1）産業保健の有識者（産業医）及び労務の専門

家（社会保険労務士、キャリアコンサルタント）と研

究班のメンバーによる「対策実装タスクフォース」

を立ち上げた。（2）過労死等の防止における課題

の検討と、重点業種（運輸業、建設業）の現場の

ニーズと過重労働対策の良好実践例の収集を行

うために、運輸と建設業の安全衛生のリーダーと

上述のタスクフォースのメンバーから構成される

「ステークホルダー会議」を設置し、年 2 回の定例

会議を中心に、対策の適用・普及と定着・継続、

すなわち対策の実装面を支援するツールの開発

等のための議論を実施してきた。 

令和 6 年度には、5 つのアクションを、ステーク

ホルダー会議メンバーを中心とした産業界、特に

運輸業、建設業のキーパーソンとの協働によって

進めるとともに、精神疾患による過労死等の予防

対策の実装方策の検討に着手した。また、高齢者

介護サービス事業の従事者の過労死等防止対策

の実装について、予備的検討に着手した。 

 

Ｂ．方法 

1．精神疾患による過労死等の予防対策の実装

（新規アクション） 

精神疾患による過労死等の防止対策の実装方

策の検討に着手した。 

2．事業者によるハイリスク者の把握と管理（アク

ション１） 

事業者が脳心臓疾患などのリスクのある従業員

を把握して、予防対策につなげる取組みの支援

の方策を検討する。運輸事業団体との連携を進

める。 

3．重層構造の解明(アクション 2) 

A)多重の下請関係（重層構造）と過労死等の要

因の関係の解明と対策の検討を行う。 

B)重層的で多数・多様なステークホルダーと関

わる建設技術者の長時間労働の対策を検討する。

タイムスタディの手法による実態調査に着手する。 

4．小規模事業場の健康・労務管理の改善と支援

（アクション 3） 

中小事業場での安全衛生活動向上・健康管理

支援のための方法を模索し、実装するための方

法論や手法等の検討、仕組みづくりに向けた調

整を継続する。チェックリストの Web 化を進める。 

5．個人の行動変容の支援(アクション 4) 

個人の行動の変容を促す手法を検討し、実装

方法を検討する。建設技能労働者を対象にした

有効な手法の検討を継続する。 

6．職場環境改善（アクション 5） 

従業員の参加による自主的な職場環境改善を

促進する。カードワークを取り入れたゲーム式の

ツールを中堅運送会社に適用する。 

 

Ｃ．結果 

1. ツール作成と適用現場の検討 

各アクション・課題の進捗・結果を表 1 に示した。 

 

Ｄ．考察 

昨年度に引き続き、ステークホルダー会議メン

バーを中心とした業界のキーパーソンの助言と協

力の継続により、各アクションにおいて現場の当

事者への調査や現場との協働による改善の取組

みが進展した。新規課題（精神、介護福祉労働）

については、予備的なヒアリング等によりいくつか

の問題・課題が抽出された。 

 

Ｅ．結論 

新規課題である精神疾患による過労死等防止

対策、介護労働の対策実装の可能性について検

討を継続する。いわゆる 2024 年問題の該当年か

ら 2 年目となる背景を考慮した取組みの状況の観

測と記録、対策の実装の仕組みの在り方の検討、

及び生産性の向上を含む過労死等防止対策の

効果検証を継続する。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 
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Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 
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表 1 対策実装研究：令和6 年度までの成果の概要 

新課題 

過労死等（精神障害）対策の実装 

本年度 

以下について検討 

・過労死等防止研究で得られた精神障害の傾向を分析し、重点を置くべ
きキーワードの検討 

・対策実装研究の優先業種である運輸業・建設業の精神障害認定の傾向
を整理 

・社会情勢を見極め、対策戦略を検討 

 

アクション 
1 

事業者によるハイリスクドライバーの把握と対策 

目的 
事業者による脳心疾患ハイリスク者への対応の 
支援 

<連携>  <対象>  

成果 
概要 

・ハイリスクドライバー把握ツールの作成。 

運輸業界団
体（アクシ
ョン3と連
携） 

運送 
事業者 
 
ドライ
バー 

・受診を促す仕組みの構築（地域モデルへ展開） 

本年度
成果 

・仕組みの構築（地域モデルへ展開、A3との協
働）を進めた 

・ハイリスクドライバー把握のための手引きの配
布実施 

展開 
ハイリスクドライバーの定点観測体制の構築、ハ
イリスク者の自動判定 

 

アクション 
2 

生活時間調査による建設技術者の過重労働の実態把握と労働時間短縮の取組み 

目的 建設技術者の労働時間の実態と改善 <連携> <対象>  

成果 
概要 

・生活時間調査により建設技術者の時間外労働時
間や休日労働の実態を正確に把握 

中堅建設 
会社 

建設業
(現場
監督) 

・2024年4月1日施行の時間外労働時間の上限規
制クリアに向けた労働時間削減計画の策定と実
践（試行継続中） 

本年度
成果 

現場観察記録調査（建設技術者のタイムスタデ
ィ：マンションビルの着工から竣工まで）開始 

展開 
・建設技術者の長時間労働の要因の整理、仕事の
内容、働き方の実態に即した対策の検討 

・支援ツールの開発 

トラック業界における重層構造の把握と安全運行への影響 

目的 トラック業界の重層構造の実態と課題の解明 <連携> <対象>  
成果 
概要 

ヒアリング等により複雑なトラック業界の重層構
造の実態と課題が理解できた 

中堅運送 
会社 

運送業 
 
物流関
連事業 

本年度
成果 

ヒアリング等の継続：荷主へのアプローチの検討
着手（行政の取組み情報の収集等実施） 

展開 
配送品目別の元請-下請関係の解明と、荷主へのア
プローチによる課題と対策の検討の継続 
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表 1 対策実装研究：令和6 年度までの成果の概要（続き） 

アクション 
3 

中小規模事業場における産業保健サービスのあり方とモデル事業での実践 

目的 
中小規模事業者の安全衛生・過労死等防止支援
の仕組みの構築 

<連携> <対象>  

成果 
概要 

・自律的管理のためのセルフチェックシート
（SCS）の開発と現場実践（建設・土木会社） 
/Web版の開発（ツール開発） 

運輸・建設
業界団体 
 
健診・産業
保健機関 
 
中堅建設 
会社 

運輸業 
従事者 
 
建設業 
従事者 

・中小規模事業場における産業保健サービスの
あり方について、地域モデル検討に着手 

・産業保健担当者の情報交換と議論のためのイ
ベント（2023年度産衛学会、産衛全国協議
会）、メーリングリスト設置・運営 

本年度
成果 

・訪問型BOHS（Visiting Basic Occupational 
Health Service for Small Businesses）地
域モデル」の実装準備 

・自律的管理のためのセルフチェックシート
（SCS）のWeb版、フィードバックするシステ
ムの検討 

・情報交換と議論の継続的実施（2024年度産衛
学会、産衛全国協議会） 

展開 
業界団体傘下の小規模事業場に産業保健サー
ビスを展開 

 

アクション 
4 

労働者自身の手により生活習慣が改善されることを目指す取組み 

目的 労働者自身による健康管理・推進の支援 <連携>  <対象>  

成果 
概要 

・建設技能労働者に対し、建設現場でのウエアラ
ブルデバイス使用による健康管理支援の試行 

大手建設
会社 

建設 
技能者 

・建設現場での技能労働者に対するミニ講習の開
発と実施 

本年度
成果 

建設現場をハブとする多種多様な技能労働者に
対する支援の可能性に関する課題の検討・整理 

展開 
・元請主導の実装支援の可能性。管理部門・現場
監督への取組み 

・対象職種も含め、可能な方法の模索 
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表 1 対策実装研究：令和6 年度までの成果の概要（続き） 

アクション 
5 

現場ですぐに使える職場改善ツールの開発と働きやすい職場づくりの実践 

目的 職場改善の支援ツール開発と実践 <連携> <対象>  

成果 
概要 

・参加型アクションチェックリストの開発（職場
改善ツール）と職場での実践 

大手・
中堅運
送会社 

運輸業 
(主にトラ
ックドラ
イバー) 

・カードゲーム版の開発と適用。運送会社等で全
員参加による職場改善の実践 

本年度
成果 

・カード式ツールの適用事例収集の継続 
（2社）、従業員による自主的改善まで結びつく
支援・調整の継続 

・ツールの使用手順のマニュアル化、冊子パッケ
ージ化 

展開 

・ツールによる職場改善提案の実装と生産性向上
の実証 

・職場改善の提案と、対策実装との関連性解明 

 

その他 

対策実装研究における高齢者介護サービス業の実行可能性 

対策実装研究で扱う新たな業種として，高齢者介護サービ
ス業に着目し、有識者、施設事業者、公益団体にヒアリン
グを行った。その中で、介護職初任者における過重負荷な
どが示された。来年度は関係者による研究会を立ち上げる
予定である。 

<連携>  <対象>  

福祉事業
者・団体 

福祉従
事者 
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（対策実装研究）  

 

対策実装研究：過労死等としての精神障害の増加事由とその防止策に関する検討 
 

研究分担者 吉川 徹 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

 過労死等防止調査研究センター・統括研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】仕事による強いストレスが原因で発症した精神障害は、労災請求件数及び支給決定件

数が近年増加し、大きな社会課題となっている。本研究では、増加し続ける精神障害による労

災認定件数を削減するため、対策実装研究として取組むべき課題を整理し、今後の方向性を

検討した。 

【方法】過労死等の労災補償状況及び過労死等防止研究で得られたこれまでの精神障害に関

する研究成果をレビューし、防止策として重点を置くべき点を検討した。特に、「運輸業, 郵便

業」と「建設業」を対象に、過労死等における労災認定事案の特徴と、取組むべき課題を実務

者・専門家による予備的検討とステークホルダー会議等での検討を通じて整理した。 

【結果及び考察】過去 30 年間、精神障害の労災請求件数は増加傾向にあり、特に 2020 年以

降は請求件数が急増し、支給決定件数も増加している。背景としては、以下の要因が考えられ

る。①労災補償に関する認定基準等制度の変更、②過労死等防止対策推進法の成立、過労

死等の定義の明確化、及び過労死等防止の啓発普及活動の影響、③社会環境の変化に伴う

精神障害発生率の上昇、④仕事上のストレス（心理的負荷）の増加等。業種別に検討した結

果、過労死等に関連する精神障害の全事案では、「製造業」「医療, 福祉」「卸売業, 小売業」

「運輸業, 郵便業」「建設業」の 5 業種が多く、全体の 65%を占めた。運輸業（道路貨物運送業）

では、主な要因として「事故や災害の体験」と「長時間労働」が挙げられ、さらに「顧客関連問

題」や「ハラスメント」も過労死等防止対策の観点から高い優先度を有していた。一方、建設業

では、管理職や現場監督において精神障害事案が多く発生し、特に「事故や災害の体験」「長

時間労働」「対人関係の問題」に注目すべきである。事案及び研究成果レビューから、精神障

害の防止アプローチは、「A. 適応障害／疲弊性うつ病（過重労働による）」「B. 急性ストレス障

害／PTSD（事故や災害の体験による）」の 2 つの疾患グループに大別される。これまで実施さ

れてきた脳・心臓疾患に対する過重労働対策と同様に、心理的負荷要因の軽減策及び安全

対策の観点から、災害・事故防止が重要であると考えられる。さらに、ステークホルダー会議で

は、過労死等が多発している労災補償状況と、現場の経営者や管理者による職場のメンタル

ヘルス対策への認識にギャップがあることが指摘された。これらを踏まえ、精神障害の労災請

求・支給決定件数の増減による評価に注目するだけでなく、業態や業種、事業場規模、サプラ

イチェーン、人事労務の人的資源及び産業保健体制の状況に合わせた、実施可能な精神障

害防止策の検討が必要である。当面の対策として、運輸業における顧客ハラスメント（カスハラ）

対策の検討と、建設業向けの「働きやすい職場づくり支援ツール」の作成が提案された。 

【この研究から分かったこと】精神障害の防止には、主に「A．適応障害/疲弊性うつ病（過重労

働による）」と「B．急性ストレス障害／PTSD（事故や災害の体験による）」という 2 つの病態に着

目し、業種・業態、事業場の規模、サプライチェーン、人事労務における人的資源、産業保健

体制の状況に応じた、実行可能な啓発・普及策および防止対策の実施が必要である。 

【キーワード】精神障害、運輸業、建設業 
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研究分担者： 

高橋正也（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・センター長） 

佐々木毅（同研究所産業保健研究グルー

プ・部長） 

鈴木一弥（同研究所過労死等防止調査研

究センター・研究員） 

木内敬太（同センター・研究員） 

茂木伸之（同センター・研究員） 

守田祐作（同センター・研究員） 

髙橋有記（同センター・研究員） 

中辻めぐみ（同センター・研究員） 

田原裕之（同センター・研究員） 

池添弘邦（独立行政法人労働政策研究・研

修機構・統括研究員） 

髙見具弘（同機構・主任研究員） 

酒井一博（公益財団法人大原記念労働科

学研究所・主管研究員） 

北島洋樹（同研究所・主任研究員） 

石井賢治（同研究所・主任研究員） 

深澤健二（株式会社アドバンテッジリスクマ

ネジメント・メディカルアドバイザー） 

研究協力者： 

中西麻由子（なかにしヘルスケアオフィス 

代表・産業医） 

野原理子（東京女子医科大学医学部・教授） 

仙波京子（公益財団法人大原記念労働科

学研究所・研究員） 

 

Ａ．目的 

仕事による強いストレスが原因で発病した精

神障害は、労災請求件数、支給決定件数とも

近年増加の一途をたどっており、大きな社会

課題である。 

過労死等防止のため、本研究では第 3 期

研究（令和 3～令和 5 年度）より、過労死等研

究に対策実装研究を導入することを提案し、3

年間、ステークホルダー会議（以下「SH 会議」

という。）メンバーの協力のもと、過労死等実装

研究のタスクフォース会議（以下「TF 会議」と

いう。）メンバーの多様な発案と実践力によっ

て、一定の成果を得ることができた 1)。一方、

当初設定された対策実装研究の理念から見る

と、本研究計画によって労働環境や働き方の

実態、さらに働き方の仕組みなどを理解し、か

つ SH 会議メンバーや支援者の協力によっ

て、運輸業、建設業を中心に現場へアプロー

チには成功してきたが、それだけでは対策実

装とは言えない課題が残っている 2)。あくまで

も、現場介入によって、現場の働き方が変わ

り、過重性の改善が進むことによって、そこで

働く労働者の健康状態（疲労状態）がよくなる

ことを実証することではじめて対策実装と言え

る。従って、第 4 期は、第 3 期の継続・発展の

みに終わらずに、第 3 期の取組み経験を見直

しながら、再度改めて過労死等防止研究が達

成すべき課題に向けて、第 4 期の新たな目標

と方法論を組み立て直すことが必要である。 

特に、急増する精神障害の労災防止に関

する課題である 3)。第 3 期での対策実装研究

は、過労死等のうち脳・心臓疾患に重点をお

いた取組みがすすめられてきたが、精神障害

による労災認定件数が急増している背景を受

け、精神障害・自殺による過労死等を少しでも

減らすために対策実装研究として取組むべき

課題を整理し、今後の方向性を探る必要があ

る。 

健康安全リスクに対処し予防的に取組む職

場は、効率的で、安全・安心で健康的で快適

な職場とイコールである。精神障害の罹患によ

る生産性の低下や職場離脱などは単に疾患

へのアプローチにとどまらず、予防の視点から

精神障害の事例性（メンタル不調による日常の

困りごとや周囲への影響）に注目した、実装研

究の整理が必要である。すなわち、業務に関

連した心理的負荷による精神障害を発生させ

ない（一次予防）、精神的不調に早期に気付

き、見つけて早めに対処して重症化や損失を

最小限にする（二次予防）、精神障害に罹患し

たり実際に事故・災害が発生したとしても安心

して職場復帰でき、事故・災害の被害を最小

限にして、次の対処への教訓とする（三次予

防）の視点から、どのような対策が実装可能で

効果的なのか、実践の中で検討する必要があ

る。 

また、組織経営面の実装視点の検討も必要

である。労働者個人へのアプローチだけでな

く、職場のストレス、すなわち過労死等事案に

おける心理的な負荷要因に対して、経営面へ

のアプローチをより検討する必要がある。上司

からの叱責によって休職した若年労働者につ

いて、その生育歴やストレス耐性の弱さ等の個

人要因に注目するよりも、上司の叱責の定義

や叱責の背景、叱責せざる得ない労働環境に



 

286 

 

目を向けることによって、その予防が達成でき

るかもしれないというアプローチである。さら

に、これまでの精神障害に関連した過労死等

研究から、事故災害関連メンタル問題が多い

職業では、事後対応（整備）が重要とされてい

るが 4）～9)、安全対策と平行して実施する発生

後のケアや、再発防止に向けた支援も必要で

ある 10)。 

そこで本研究では、増加し続ける精神障害

による労災認定件数を減らすために、対策実

装研究として取組む課題を整理し今後の方向

性を検討する。最初に、事案を分析している研

究者と実装研究に取組む研究者等による各研

究の横糸を通す予防研究として、急増してい

る過労死等の労災認定状況の背景について

検討する。また、運輸業、建設業での精神障

害事案の分析結果から、同業種における精神

障害予防のための優先課題を検討する。最後

に、ハラスメントの課題について取り上げ、研

究の方向性を探索する。 

 

Ｂ．方法 

1. 精神障害認定事案の増加に関する検討 

1) 精神障害事案の実態 

過労死等防止研究で得られた精神障害で

の傾向を分析し、重点を置くべき課題を整理し

た。特に、令和 5 年度過労死等の労災補償状

況及び「過労死等の実態解明と防止対策に関

する総合的な労働安全衛生研究」における令

和 5 年度分担研究報告書「脳・心臓疾患及び

精神障害の過労死等事案の経年変化解析

（佐々木毅ほか）」等から 11）、精神障害の実態

の全体的な状況を評価した。 

2) 精神障害事案の増加に関する検討 

令和 6 年 6 月末に公表された過労死等の

労災補償統計の公表資料を参照して、事案研

究チームによる検討を行った。具体的には令

和 6(2024)年 7 月に、過労死等事案研究に関

連した研究者 10 名、過労死等事案研究のデ

ータ入力などを行っている過労死センター所

属の所員・企画調整専門の過労死センター所

員の 6 名が 3 つのグループに別れ、オンライン

で 60 分討議した。討議課題は表 1 に示した。 

 

表 1 精神障害事案の増加事由に関する検討

課題 

＃リサーチクエスチョン 

○請求件数、決定件数、支給決定件数が増

加しているのはなぜか 

・業種、職種で特徴があるか 

・死亡（自殺）件数から読み取れるものはある

か、ほか・年齢別統計 

・都道府県別 

・時間外労働時間別 

・就労形態別 

・出来事別など 

○解釈にあたって付き合わせる必要がある

データ、統計は何か 

○研究課題と研究方法等として考えられるも

のを列挙せよ 

 

2. 運輸業・建設業での精神障害事案の分析 

対策実装研究の優先業種である自動車運

転従事者（運輸業, 郵便業）、建設業での精

神障害認定の傾向を整理した。具体的には、

当該研究班で平成 27 年度報告から令和 5 年

度報告までの報告書などを確認し、自動車運

転従事者（運輸業, 郵便業）、建設業での精

神障害事案の分析結果を取り上げた研究要

旨を整理した。2024 年 9 月及び 2025 年 2 月

に行われる SH 会議において、精神障害の増

加の背景や状況を示し、運輸業、建設業で取

り上げるべき精神障害の防止策について、SH

会議参加者に意見聴取した。 

3. 「事故・災害の体験」「ハラスメント対策」の

現状と課題 

事故・災害の体験への対応や、ハラスメント

対策の現状を踏まえ、社会情勢を勘案して対

策の進め方を検討する。対策実装の視点から、

職場でのカスハラ対策についてハンドサーチ

を中心に、公開されている情報を検索し、すで

に実践されているパワハラ対策、カスハラ対策

を含むハラスメント対策を検討した。また、運輸

業、建設業ですでに取組まれている調査など

の現状について探索的に関連情報を入手し

た。 

4. 倫理面での配慮 

本研究は、労働安全衛生総合研究所研究倫

理審査委員会にて審査され、承認を得たうえ

で行った（通知番号：2022N10）。 

 

Ｃ．結果 

1. 過労死等研究による精神障害事案の傾向 

1) 精神障害事案の実態 

佐々木らの報告から 3), 11)、精神障害の傾向、

実態を整理した。図1には、請求件数、認定件
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数の増加の実態を示した。過去 30 年にわたり、

精神障害の労災請求件数は増加傾向で、特

に、2020 年以降、請求件数が急激に増加して

いる。支給決定件数も増加件数が目立つ。 

 

 
図 1 精神障害の労災申請件数、支給決定件

数の増加 

 

 

図 2 には、佐々木らの報告から、脳・心臓疾

患と精神障害の業種別労災認定件数と発生

率を図示した 11)。脳・心臓疾患は件数の多い

順に「運輸業, 郵便業」「卸売業, 小売業」「製

造業」「建設業」となっている。精神障害は「製

造業」が最も多く、次に「医療, 福祉業」「卸売

業, 小売業」「運輸業, 郵便業」「建設業」の順

となっている。全事案では、「製造業」（全期間

で 988 件）、「医療，福祉」（同 893 件）、「卸売

業，小売業」（同 757 件）、「運輸業，郵便業」

（同 615 件）、「建設業」が多く、この 5 業種で

事案の 65%超を占めた。雇用者 100 万人対で

算出すると、雇用者数が 12 年間で 100 万人に

満たない「漁業」（13.3 件/100 万）の他では、

「運輸業，郵便業」（15.5 件/100 万）、「情報通

信業」（13.3 件/100 万），「学術研究，専門・技

術サービス業」（12.2 件/100 万）、「不動産業，

物品賃貸業」（10.5 件/100 万）の順で多く、経

年変化をみると特に「医療，福祉」は近年大幅

に増加しており、その他の業種でも多くが増加

傾向であった 3)。 

 

 
図 2 脳・心臓疾患と精神障害の業種別労災認定件数と発生率（佐々木ら） 

 

2) 精神神障害事案の増加に関する検討 

表2には、厚生労働省の過労死等の労災補

償状況の統計からみた、精神障害・自殺の労

災認定事案の特徴について、主なものを抜粋

したものを示した。 

 

表 2 精神障害・自殺の労災認定事案の特徴 

R5 年度精神障害事案の労災補償状況 

・請求件数、支給決定件数増加。 

・「製造業」「医療, 福祉」「卸売業，小売業」で

多い。 

・職種別「専門的・技術的職業従事者」「事務
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従事者」「サービス職業従事者」の順で多い。 

・疾患「気分障害（F30～F39）」「神経症性障

害、ストレス関連障害および身体表現性障害

（F40～F48）」で前者は減少傾向、後者は増

加傾向。 

・出来事別「上司等から、身体的攻撃、精神的

攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の該当

件数の割合が最も高く「同僚等から暴行又は

（ひどい）いじめ・嫌がらせを受けた」と合わせ

ると 1/3 以上。 

・経年変化では、パワハラ・セクハラ・嫌がらせ

増加、恒常的な長時間減少。 

・他の出来事では、悲惨な事故等の体験、仕

事内容・質の大きな変化、2 週間以上の連続

勤務 が変わらず多い。 

 

過労死等防止対策実装研究に関連した研

究者等による討議結果から、精神障害の認定

件数増加として表 3 のような意見が出された。 

件数の増加の背景として、①労災補償に関

する認定基準等の制度の変更、②過労死等

防止対策推進法の成立と過労死等の定義の

明確化、過労死等防止の啓発普及活動の影

響、③社会環境の変化に伴う精神障害の発生

率の増加、④仕事上のストレス（心理的負荷）

の増加等の影響などが考えられた。そのため、

労働時間、患者調査、自殺統計、災害統計、

警察統計、経済・景気、働き方の実態との突合

を行うことや、労災補償の手続きを行っている

行政官や人事労務管理担当者、産業保健ス

タッフなどへのヒアリング調査などを行い、増加

の背景の研究を継続することで、防止に関す

る示唆が得られるのはないか等の意見が整理

された。 

 

表 3 精神障害・自殺の労災認定件数増加の

事由 

○手続き、制度の変化 

（労災請求の手順、申請ハードルの変化） 

・認定基準が改正され、申請しやすくなった

のではないか。パワハラ基準（令和 2 年改

正）、心理的負荷の整理と心理的負荷が

「強」の例示数の増加等による、該当事項を

探しやすくなり、申請しやすくなった。 

・職場に対する不満・怒りとして、労災申請と

いう手段をとる労働者が増えた可能性はな

いか。 

○過労死等の防止に関する啓発普及 

（過労死等の認知度の向上） 

・請求件数、決定件数、支給決定件数が増

加しているのは、管理者層、中間層、労働

者層の精神疾患への認識が広がり、申請し

てもよいという認識が浸透してきているので

はないか。 

・過労死等防止対策推進法制定以降、セミ

ナーや教育機会が増え、社会的に認知度

が広がり、申請に関する意識向上が進ん

だ。 

○社会環境の変化に伴う精神障害の発生

率の増加 

（ハラスメントの認識増加） 

・ハラスメントの概念が昔はなかったが、概

念が整理され、普及したのではないか。 

・若年層のストレス耐性の変化。例えば、

LINE のコメントに句点「。」があると、威圧感

を感じるなど、ハラスメント耐性の変化。 

・若い人が多い、怒られたことがなく、精神

的な弱さなど個人要因が関係している可能

性。 

・若者は怒られずに育っている、怒られても

心が折れずに仕事ができるような環境でな

い。 

（人口動態） 

・団塊ジュニア世代が 50 歳代となり、50 歳

代の労働者の人数が増加。 

○仕事上のストレス（心理的負荷）の増加 

（働き方の変化、精神疾患の罹患率の増

加） 

・精神 50 代の認定急増は、労働時間規制

に伴い役職者にしわよせがあるのではない

か。 

・技術専門職、管理者の働き方（playing 

manager 化）が変化し業務上のストレスが増

えたのではないか。 

・医療・介護の増加はコロナ禍の影響では

ないか。 

（個人の資質、ストレス対処能力の変化） 

・ここ最近の入力事案では、複数の心理的

負荷要因の事案が目立つ、請求件数が激

増していて、精神では請求件数と認定件数

に差が大きい。 

○そのほか考慮すべきこと 

（自殺増減について） 

・精神障害の自殺者は、請求数、認定数と

もに増えていない。これは、認定基準の変

更や申請しやすさの影響の証左ではない
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か。 

・コモン・ディジースとの関係（脳心、精神）、

年齢との関係については別の統計と評価す

る必要がある。 

・日本の自殺者数については近年減ってい

ない。女性横ばい、男性は R2 年から漸増。

労災データでも R5 年から男性自殺事案の

増加傾向がみられる。今後増えていくことが

想定される。コロナ後の不景気、2 年以上連

続での実質賃金低下はかなり深刻ではない

か。 

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/0

01232718.pdf 

○研究課題 

（他の統計との突合の必要性） 

・労働時間、患者調査、自殺統計、災害統

計、警察統計、経済・景気、働き方の実態と

の突合は必要。 

・労災補償の手続きを行っている行政官へ

のヒアリング調査などから増加の要因を調査

してはどうか。 

・人事労務管理担当者、産業保健スタッフ

などへのヒアリング調査などを行い、増加の

背景に迫ってはどうか。 

 

2. 運輸業・建設業での精神障害事案の分析 

1) 自動車運転従事者（運輸業） 

これまでの過労死等研究班による運輸業

（道路貨物運送業）の精神障害労災補償の分

析より、「事故・怪我への遭遇」「長時間労働」

が 2 大原因であり、「顧客関連問題」「ハラスメ

ント」も過労死等防止対策として優先度が高い

と確認された 4）, 6）, 7）, 9)。過労死等事案研究の

第 1 期(平成 27～29 年度)において、高橋らは

運輸業における精神疾患に注目し、精神障害

事案 214 件を分析した。その結果、事案全体

の 50％が恒常的な長時間労働、31％が仕事

上の問題、21％が上司関連問題、約 10％が

乗客関連問題、路上での事故（被害）、事業場

内作業時の事故（被害）関連で、また恒常的

長時間労働を伴う事案が多いことなどを明らか

にした 4)。さらに、上司関連問題では業務指導

範囲内ではあるが、被災労働者に対する罵声

や叱責が多く認められること、労働時間の適正

化はもとより、業務の進め方、上司のあり方、作

業安全の確保など労働時間以外の要因を改

善することが精神障害を予防する可能性につ

ながることを指摘した 4)。 

第 2 期（平成 30～令和 2 年度）から第 3 期

（令和 3～5 年度）では、茂木らは運輸業にお

ける精神疾患に注目した解析を行った 6）, 9)。平

成 29 年に実施された高橋らの研究に加えて、

解析対象とする過労死等事案を増やして解析

を行い、男性が 9 割であること、心的外傷後ス

トレス障害（PTSD）は、27 件中 24 件がドライバ

ーであることや、ドライバーの長時間労働は、

運転労働以外に手待ち、荷役、付帯作業とい

った発・着荷主の現場での作業の時間が含ま

れていて長時間労働となっている要因があり、

発・着荷主の現場での作業時間の実態を明ら

かにすることで、業務改善等が可能な過労死

等防止視点を指摘した。また、運輸業におけ

る業務は運転業務だけでなく非運転業務が相

当時間あることから、非運転業務の特徴に注

目したところ「配置転換・転勤」や「業務拡大・

増加」による長時間労働が多く、今後、ドライバ

ーと非運転業務それぞれの検証及び対策が

必要とした 6)。さらに、交通事故等による手当カ

ット、免責代、修理代等の負担による従業員の

金銭負担は他の産業とは異なる道路貨物運

送業の精神障害等の心理的負荷要因の特徴

になっている状況を指摘し、ドライバー個人が

抱える金銭的課題と精神障害の発症に関連し

た過労死等予防対策の必要性を指摘した 9)。 

令和 3 年度事案解析研究では、酒井らは、

トラック運送業における運行パターン及び精神

障害事案の特徴に注目し、労働時間集計表

などを活用して各運行形式を 8 パターンに分

類し、運行の大部分は短休息期間型や早朝

出庫型であり、これらは朝起きて夜眠る働き方

とは異なる勤務形態であって、サーカディアン

リズムを障害する勤務パターンが多く存在する

ことを指摘した 7)。そして、業務の過重性と運行

パターンの関連、健康管理データやヒヤリハッ

ト事例等との突合、ハイリスク運行の特徴抽出

について検討すること、また、脳・心臓疾患事

案と精神事案の共通性と相違点について分析

を進め、運輸業・郵便業における脳・心臓疾

患・精神障害事案の防止のための実行的な対

策の立案に繋げることの必要性を指摘した 7)。 

上記から、図 3 に運輸業（道路貨物運送業）

の精神障害の過労死等の労災補償実態と課

題を整理した。運輸業（道路貨物運送業）では、

「事故・怪我への遭遇」「長時間労働」が 2 大原

因であり、「顧客関連問題」「ハラスメント」も過

労死等防止対策として優先度が高いと確認さ
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れた。長時間労働は単にドライバーの労働時

間が長い、という状況の中に、①早朝勤務、不

規則勤務などの勤務スケジュールに関連した

労働時間の質の問題、②荷さばき、荷待ち時

間など、運転をしている時間以外の労働時間

の短縮の問題、③自動車運転業務以外のデ

スクワークや、人手が足りない時に運転業務を

行う事務作業が重なった長時間労働の問題、

④運行管理者の業務や配送の調整など、貨

物輸送業全体の業務に関連した長時間労働

などの問題などがあると考えられた。 

2) 建設業 

建設業では管理職等、現場監督等に精神

障害事案が多く発生し、「事故や災害の体験」

「長時間労働」「対人関係の問題」を注目すべ

き視点があると報告された 5）, 8）, 12)。 

第 1 期（平成 27～29 年度）において、菅ら

は建設業における脳・心臓疾患事案 162 件、

精神障害事案 149 件を分析対象とし、職種が

1）現場監督・技術者等、2）技能労働者等、3）

管理職・事務・営業職等の3 種類に分類できる

とした 12)。そして、それらの職種別の過労死等

分析結果を示し、建設業については、①長時

間労働対策とともに、②労働災害後の対応、

③発注者や元請け側からの無理な業務依頼、

及び④対人関係への配慮に対する対策強化

が重要であること、現場監督、技術者等、技能

労働者等や管理職、事務・営業職等の職種に

よって異なる業務による過重労働の負荷が挙

げられるため、建設業内でも職種別に考慮し

た対策が必要であるとした 12)。 

 

 

 
図 3 精神障害の労災補償実態と課題（自動車運転従事者、特に道路貨物運送業） 

 

平成 30 年度に高橋らは建設業の精神疾患

に注目して解析を行い、①男女別、業種別の

自殺割合の状況を整理し、②出来事は長時間

労働 28.9%、労災事故の被害 24.2%、仕事内

容・量の大きな変化 18.1%が上位 3 位を占めた

こと、③生存例における最多の出来事は労災

事故の被害 35.9%であり、技能労働者等では

60.4%に及んだこと、④自殺例においては長時

間労働が最多で 51.9%に上り、どの職種も一貫

して多いこと、長時間労働や連続勤務を高率

に伴った出来事は、仕事内容・量の大きな変

化、重大な仕事上のミス、顧客・取引先からの

クレームがあり、仕事内容・量の大きな変化の

内容を検証すると管理職等では前任者や上

司の休職に伴う残務処理、前任者からの引継

不全、現場監督等では対応困難な現場、新た

な業務、未経験の業務、頻繁な設計変更を経

験していたことなどを指摘した 5)。建設工事の
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個々の過程を見直して労働時間の著しい延長

を避けるとともに、建設安全をそれぞれの現場

で確実に保証することが本業種で働く労働者

の精神障害を予防するのに有効であるとした 5)。 

令和 3 年度に中辻らは労務管理の視点から

過労死等事案を分析し、墜落災害を契機とし

て発症した精神障害事案を取り上げ、過労死

等防止視点を整理した。具体的には、災害発

生前、発生時、発生後に分けて出来事と疾病

の発生経過より精神障害発症防止の視点から

検討した 8)。その結果、事例を踏まえた建設業

全体の過労死等の実態を踏まえて過労死等

防止視点を整理すると、①元請、協力会社及

び職長や一般労働者の労働安全衛生教育を

徹底し、災害発生リスクを低減すること、②災

害発生後の被災者へのメンタルヘルス対策が

重要であること、③精神障害の発症防止にお

いては、小規模事業場を含めたすべての建設

業において、事故災害への遭遇を少なくする

労働環境を維持するため、災害防止に係る法

令順守の徹底や理解を深めるための適切な

取組みを構築することが実装には必要とした 8)。 

上記から、図 4 に建設業の精神障害の過

労死等の労災補償実態と課題を整理した。建

設業の労災補償の分析より、管理職等、現場

監督等に精神障害事案が多く発生し、「事故

や災害の体験」「長時間労働」「対人関係の問

題」を注目すべき視点があると報告された。具

体的な対策の検討では、職種ごとに心理的負

荷が異なることから、例えば、管理職等、現場

監督等では長時間労働対策のための労働時

間短縮に関して、業務効率化、IT 化、急激な

業務量への対処のための弾力性をもった建設

計画、天候の変化・自然災害時の納期変更可

能など、建設計画そのものへの対応などが必

要であることなども指摘できる。一方、直近で

は、職場の暴力を容認する職場風土に関連し

て、ハラスメントや暴力などを原因とした精神

障害事案も労災補償されている実態があり、

職場における暴力・ハラスメント対策について

建設業の業態にあわせた検討が必要であるこ

とも確認された。 

 
図 4 精神障害の労災補償実態と課題（建設業） 

 

3）SH 会議での検討 

SH 会議では、図 1 から図 4 の運輸業、郵便

業の過労死等の実態データを提示し、①事故

後ケアの対応（2 次予防）、②顧客からのカス

ハラ対策、③安全で安心な職場つくりプログラ

ム、④メンタルヘルス対策の情報提供の強化

（メンタルヘルスに関する情報サイト「こころの

耳」等の活用）の取組み案を示した。その結果、

過労死等が多発する労災補償状況と、現場の

経営者や管理者による職場のメンタルヘルス

対策への認識にギャップがあることが指摘され

た。事故後の急性ストレス障害やカスハラなど
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の存在は理解可能であるが、運輸業、郵便業

は小規模の事業場が多く、そのような事例を実

際に経験している経営者の数は必ずしも多く

なく、改善の必要性を感じない可能性があると

指摘があった。誰向けに、どんなプログラムが

必要であるのか、改めて検討が必要とされた。 

3. ハラスメント対策の現状と課題 

1) ハラスメント対策 

令和 5 年度に厚労省が実施した「職場のハ

ラ ス メ ン ト に 関 す る 実 態 調 査 」

( https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/

001256082.pdf )では、①令和 2 年度に比べて、

パワハラ/セクハラ/妊娠・出産・育児休業等ハ

ラスメント/介護休業等ハラスメント・顧客等から

の著しい迷惑行為/就活等セクハラのいずれ

のハラスメントも企業での相談は増加していた。

②事業主に防止措置義務が課されていない

顧客等からの著しい迷惑行為を除く、各ハラス

メントにおいて、「件数は減少している」の割合

が「件数が増加している」の割合よりも高くなっ

ているが、顧客等からの著しい迷惑行為では

「件数が増加している」（23.2%）が「件数は減少

している」（11.4%）より大幅に高い、などの実態

が報告されていた。 

また、労働者からの相談や周囲の報告等に

より、ハラスメントを受けていることを認識した後

の勤務先の対応については、 労働者調査で

は、パワハラ、セクハラは「特に何もしなかった」

（53.2%、42.5%）が最も高いが、 顧客等からの

著しい迷惑行為では「あなたの要望を聞いたり、

問題を解決したりするために相談にのってくれ

た」（39.2%）が最も高い、などの報告があった。 

職場でのハラスメント対策は、内外で関心が

高まり、また多くのガイドラインなども発出され

ていることから、これらの取組みを職場でどの

ように展開してゆくか、過労死等防止対策の一

環として取り上げてゆく必要がある。 

2) カスハラ対策 

①厚生労働省カスタマーハラスメント対策企

業マニュアル 

対策実装の視点から、職場でのカスハラ対

策についてハンドサーチを中心に検討した。

厚生労働省は、関係省庁と連携の上、顧客等

からの著しい迷惑行為（いわゆるカスタマーハ

ラスメント）の防止対策の一環として、｢カスタマ

ーハラスメント対策企業マニュアル｣や、マニュ

アルの概要版であるリーフレット、周知・啓発ポ

スターを作成している。マニュアルやリーフレッ

トには、学識経験者等の議論や顧客と接する

ことが多い企業へのヒアリングを踏まえ、カスタ

マーハラスメントを想定した事前の準備、実際

に起こった際の対応など、カスタマーハラスメ

ント対策の基本的な枠組みを記載している。い

ずれも厚生労働省ホームページからダウンロ

ードでき、企業の担当者はじめ、幅広く活用で

きる仕様として作成されている。 

・令和 4 年｢カスタマーハラスメント対策企業マ

ニュアル｣等を作成しました！ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24067.h

tml 

・カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/0

00915233.pdf 

・カスハラ対策指針を公表した企業・団体一覧

（2025/1/24 更新） - カスハラ対策相談ナビ 

https://customer-harassment.com/kasuhara-

open-company-list/ 

②運輸業のカスハラ対策 

旅客業ではカスハラ対策が進んでいる。例

えば、タクシー業界、道路貨物輸送業、航空

業などは、それぞれの取組みが公開されてい

る。表 4 には代表的な取組みを示した。 

 

表 4 運輸業の企業、団体によるカスハラ対策

の事例 

・日本交通株式会社「カスタマーハラスメント

への対応に関する基本方針 」 

https://www.nihon-

kotsu.co.jp/clause/customer-harassment-

policy/ 

・ヤマト運輸「社員の健全な業務を守るた

め、カスハラ対策の取組を始動」 

https://www.no-

harassment.mhlw.go.jp/pdf/customers-

measures/customers-measures_08.pdf 

・航空連合「カスタマーハラスメント撲滅に向

けた労働組合の取り組み 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rengos

okendio/36/9/36_26/_pdf/-char/en 

・全日本交通運輸産業労働組合協議会「交

通運輸観光サービス業におけるカスタマー

ハラスメント防止ガイドライン（2022 年７月）」 

http://www.koun-

itf.jp/publics/index/1/detail=1/c_id=227/p

age227=1/type014_227_limit=1/ 
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表 4 のうち、特に、全日本交通運輸産業労

働組合協議会（交運労協）は「交通運輸観光

サービス業におけるカスタマーハラスメント防

止ガイドライン（2022 年 7 月）」はデータに基づ

き、具体的な対策を提案している。 

交運労協は、交通運輸・観光サービス産業

で働く労働者に対する利用者からの暴力行為

をはじめ、加害行為について強い問題意識を

持ち対応してきている。利用者からの暴言や

悪質クレームなど労働者に対する迷惑行為

（カスタマーハラスメント）は日常的に発生して

おり、近年では、コロナ禍に伴い、家族への誹

謗・中傷など新たな事象も発生している。2019

年 6 月には、国際労働機関 ILO においてハラ

スメントに特化した初の国際労働基準となる

「仕事の世界における暴力とハラスメントの根

絶」に関する条約と勧告が採択され、日本に

おいても改正労働施策総合推進法が施行さ

れたことをうけて、カスタマーハラスメントの防

止に向けた取組みとして、組合員に対するア

ンケート調査を実施している。 

③先行事例～医療業界でのカスハラ対策～ 

医療業界では、医療現場における暴力・ハ

ラスメント対策が、医療従事者の離職防止、勤

務環境改善の観点からも近年重視されている。

平成 30 年版過労死等防止対策白書では、医

療分野における労災認定事案のなかで、患者

からの暴言・暴力やハラスメントによるストレス

が要因と考えられる看護職員の精神障害の事

案が多くあげられていることなども受け、このよ

うな問題に対し、厚労科研などを利用して、医

療従事者が患者やその家族からの暴力・ハラ

スメント対策について学習することができる教

材等を作成し、公開している（医療現場及び訪

問看護における暴力・ハラスメント対策｜厚生

労働省 医療現場における暴力・ハラスメント

対策教材製作編集委員会（令和 3 年 3 月）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38493.h

tmlｚ）。これらの先行的な取組みは他の業界に

も参考となる。 

 

Ｄ．考察 

1. 過労死等防止研究から見える今後の課題 

仕事要因による精神障害の傾向としては、

疾患別では「神経症性障害、ストレス関連障害

および身体表現性障害（F4 領域）」が増加傾

向であり、要因別ではパワハラ・セクハラ・嫌が

らせが増加、恒常的な長時労働は減少傾向に

あった。 

図 5 には、過労死等防止（精神）取り組み方

針を整理したものを示した。職域での職場のメ

ンタルヘルス対策では、仕事が直接的に主な

原因となっていないメンタル不調への対応も重

要である。例えば、相談窓口の設置や、セルフ

ケア、専門家による支援、復職支援や両立支

援などである。過労死等防止対策としては、仕

事が関係する精神的不調の優先度への対応

が必要と考えられ、「仕事要因による心身の不

調対策」に焦点をあてて検討する方針が望ま

しいかもしれない。 

 
図 5 過労死等防止（精神）取り組み方針の整

理 

 

精神障害の過労死等防止において、今後

F4 領域の疾患への対応、また、F4 領域の精

神疾患の原因となる心理的負荷要因への対

応が重要となる。支給決定件数分析では「ハラ

スメント」「悲惨な事故や災害の体験や目撃」

が特に優先度の高い課題と考えられる。当面、

今後ますます労災申請が増加する見込みであ

る「ハラスメント」に着目した対策を講じる必要

がある。 

ハラスメントの中でも「パワハラ」については、

人間関係や上下関係、労務管理などの他要

因の取組みが必要である一方、「カスハラ対策」

については、外的要因への対処という形が中

心であり、今後、カスハラ対策での対策実装研

究を検討できるかもしれない。「カスハラ対策」

は、今後企業で対策が義務化される方針が検

討されていることもあり、時流に則した対策推

進が可能である。またパワハラ等はハラスメント

か否かを判断した上で対策がなされ、社員同

士のトラブルにより解決に時間を要しやすいが、

カスハラは従業員を守る意識があれば速やか
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に対策の第一歩を踏み出しやすいと思われ、

マニュアル策定に留まらず中小事業場でも可

能な現場での実践的対策とは何かを探ってい

くことができるかもしれない。本研究グループ

では、他の業界への展開を視野に入れつつ、

当面は「運輸業界」「建設業界」での実践を検

討したい。 

2. 対策実装研究としての運輸業・建設業での

業務上の精神障害防止対策 

1) 運輸業 

 運輸業（道路貨物運送業）の精神障害労災

補償の分析より、「事故・怪我への遭遇」「長時

間労働」が 2 大原因であり、「顧客関連問題」

「ハラスメント」も過労死等防止対策として優先

度が高いと確認された 4), 6), 7), 9)。対策実装研究

の主な対策業種は運輸業・建設業であり、SH

会議にて業界関係者とともに小規模事業場な

どでも実践できる有効な対策を検討している。 

対策の一つの柱となる「ストレス障害関連へ

の対策」を図 6 に示した。図 7 には運輸業での

カスハラ対策取り組み状況を示した。すでに取

組みが進んでいることから、これらの取組みを

促進する枠組みを検討してゆく。 

 

 
図 6 ストレス障害関連への対策 

 

 
図 7 運輸業でのカスハラ対策取り組み状況 

 

2) 建設業 

建設業では管理職等、現場監督等に精神

障害事案が多く発生し、「事故や災害の体験」

「長時間労働」「対人関係の問題」に注目すべ

き視点があると報告された 7), 8), 9)。建設業での

安全衛生教育やコミュニケーション向上に寄

与できることを目標に、運輸業で取組んでいる

「働きやすい職場づくり支援ツール」の建設業

版作成を検討することができるかもしれない。 

 図 8 に、「建設版アクションチェックカードの

作成」について示した。 
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図 8 建設版アクションチェックカードの作成 

 

3. 「事故・災害の体験」「ハラスメント」への対

策の方向性 

図 9 には、運輸業、建設業を対象とした精

神障害・自殺対策として、社会実装対策として

取り上げる視点と対策案を示した。 

現在分析を行っている過労死等の事案は、

職場で課題となっている精神障害の一部をみ

ているに過ぎないことに留意する必要がある。

主に、A 適応障害/疲弊性のうつ病(過重労働

による)と、B 急性ストレス障害/PTSD(災害・事

故の体験)の 2 つの疾患グループに対して、こ

れまで行われてきた脳・心臓疾患と同様の過

重労働対策と、心理的な負荷要因の軽減策及

び安全対策の視点からの災害・事故防止が重

要である。精神障害の場合には、ここに「職場

の支援」という大きな重要な視点も加わる。そこ

には、事故・災害後のケア、顧客からのカスハ

ラ対策の対応、安全で安心な職場作りなどの

視点が入る。職場のメンタルヘルスケアの 4 つ

の視点（セルフケア、ラインケア、事業場内スタ

ッフによるケア、事業場外専門職によるケア）を

ふまえて、これらに複合的に取組む必要があ

る。今後、「重大な災害の体験や目撃」「ハラス

メント」などにより生じた心的外傷に対して災害

医療の取組みなどを参考に、職域で対策可能

なケアについて検討することや、また、自社の

カスハラ対策指針を策定する企業が増えてい

るが、小規模事業場でも取組みやすい従業員

を守るための具体的な取組み視点の整理が

必要である。 

 

 

図 9 運輸業、建設業を対象とした精神障害・自殺対策として、社会実装対策として取り上げる視

点と対策案 

 

 

Ｅ．結論 

本研究では、精神障害の労災請求件数、支

給決定件数が増加している背景を受け、過労

死等防止研究として取組む優先度を検討した。

特に、「運輸業, 郵便業」「建設業」を対象とし

て、これまでの過労死等の労災認定事案の特

徴を整理し、同業界にて取組む課題を整理し
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た。これまでの過労死等研究班による運輸業

（道路貨物運送業）の精神障害労災補償の分

析より、「事故・怪我への遭遇」「長時間労働」

が 2 大原因であり、「顧客関連問題」「ハラスメ

ント」も過労死等防止対策として優先度が高い

と確認された。建設業では管理職等、現場監

督等に精神障害事案が多く発生し、「事故や

災害の体験」「長時間労働」「対人関係の問題」

に注目すべきである。過労死等としての精神

障害の防止アプローチは「A 適応障害/疲弊

性のうつ病(過重労働による)」と、「B 急性スト

レス障害/PTSD(災害・事故の体験)」の 2 つの

疾患グループに大別され、これまで行われて

きた脳・心臓疾患と同様の過重労働対策と、心

理的な負荷要因の軽減策及び安全対策の視

点からの災害・事故防止が重要である。 
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7) 酒井一博、佐々木司、北島洋樹、石井

賢治. トラック運送業における運行パタ

ーン及び精神案件の特徴. 令和３年
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（対策実装研究）  

 

対策実装研究アクション 1：ハイリスクドライバーの把握と対策 
 

研究分担者 石井賢治 公益財団法人大原記念労働科学研究所・主任研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】健診結果から脳・心臓疾患の発症リスクの高い自動車運転従事者（以下「ハイリスクドラ

イバー」という。）を把握し、病院受診を促すためのツール及び運用方法を立案し、運輸事業者

が速やかにハイリスクドライバーを把握して、医療の管理下へつなげるための仕組みを検討す

ることを目的とした。 

【方法】令和 5 年度までに作成したハイリスクドライバーを把握し対応するためのツール（以下

「手引き」という。）を活用して、事業者によるハイリスク者対策を進める方法を検討した。本年度

は、(1)手引きを印刷し配布、(2)健診結果を取り巻くステークホルダーの関係性及び課題の整

理、(3)健診結果を活用したハイリスクドライバーの自動判定の検討を行った。 

【結果】(1)手引きが印刷され全日本トラック協会の会員に配布された、(2)作成した手引きの活

用や運用について、2024 年 11 月に運輸業、建設業に関連した産業保健スタッフ約 40 名に実

装可能性、方法論、技術手法等について意見聴取した結果、①運輸事業者がドライバーの健

診結果を手に入れ理解するプロセスで、現場レベルでは多くの要因の障壁があること、②特に

小規模事業者については、医師・産業医などの支援が入りにくく、産業保健の専門家の介在な

しに事業者がハイリスクドライバーの過労死等リスク等を理解できることも必要などの意見が出さ

れた。(3)健診結果を活用したハイリスクドライバーの自動判定の検討を行った。 

【考察】事業場の専任ではない産業医や保健師等の専門職、あるいは行政等においては、多

様で包括的な対応を行うことは難しく、これらは特に小規模事業場において、より解決の難しい

環境となっている。したがって、特に小規模事業場に向けたモデル事業が必要となる。今後

は、全国的な手引きの活用に関する評価、及びモデル事業において本ツールの活用を検討

し、評価を行っていく。 

【この研究から分かったこと】ハイリスクドライバーを病院受診に結びつけるためには、潜在的に

存在する多様なニーズへの包括的な対応が重要であり、手引きと共に、これらを推進する仕組

みの構築が必要である。 

【キーワード】定期健康診断、ハイリスクドライバー、小規模事業場 

 

研究分担者: 

酒井一博（公益財団法人大原記念労働科

学研究所・主管研究員） 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労死

等防止調査研究センター・統括研究員） 

研究協力者： 

仙波京子（公益財団法人大原記念労働科

学研究所・研究員） 

中西麻由子(なかにしヘルスケアオフィス代

表・産業医) 

 

Ａ．目的 

日本標準産業分類に基づく業種「運輸業, 

郵便業」は、脳・心臓疾患事案、精神障害事

案とも他業種と比べて労災請求、支給決定件

数の多い業種となっている 1), 2)。特に、2010 年

度から 2021 年度までの 12 年間では、脳・心臓

疾患の全事案のうち「運輸業, 郵便業」は

1,032 件で全体の約 3 割を占める 2)。100 万人

あたりの雇用者数では、26.1 件/100 万雇用労

働者で、その発生割合は他の業種に比して高

い 2)。また、「運輸業, 郵便業」のなかでも貨物
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取り扱い事業等に従事する自動車運転従事

者（トラックドライバー）の高齢化が進んでいる 3)。

高齢トラックドライバーの中には、高血圧症や

糖尿病等の脳・心臓疾患の基礎疾患を有し、

健康管理に特に留意すべきハイリスク者が多く、

過労死等予防のためドライバーの適切な健康

管理は重要である。さらに、脳・心臓疾患のな

かでも運転中に発症する心血管疾患は交通

事故と直結しやすく、ハンドルを握る職業ドライ

バーにおける健康起因事故対策として、ハイリ

スク者への対応が必要である 4)。 

そこで、本研究班では令和 3 年度より、実施

可能な過労死等防止対策の提示に向けて、

運輸業と建設業のステークホルダー会議を軸

に、実務家、産業医、研究者によるタスクフォ

ース会議により、対策実装研究を行ってきた。

具体的な実装研究として 5 つのアクションを立

案し、その一つとして「(1)ハイリスク者の把握と

対策のための実装研究」が立案された。令和 4

年度までに、全日本トラック協会の協力を得て、

事業者調査、ドライバー調査を実施し、①ドラ

イバーの健診受診率は高いものの約 1 割はハ

イリスク者に該当し、かつ、②ハイリスクドライバ

ーの約 4 割は病院に通院していないことなどを

明らかにしてきた。健診受診率の向上と維持

に留まらず、ハイリスクドライバーへの病院受

診を促す対策が必要であることが改めて確認

された。最終年度の令和 5 年度には、事業場

ヒアリング等を通じて、①健康情報把握後の事

業者が取るべき受診勧奨アクションの支援、②

健診結果の取扱い、③既存産業保健サービス

事業、全日本トラック協会が支援するサービス

「 運 輸 ヘ ル ス ケ ア ナ ビ シ ス テ ム 」

(https://jta.or.jp/member/rodo/hcns_top.html）

との競合と連携の課題、④健診結果の解釈に

関する事業者及びドライバー本人のリテラシー

不足の課題の 4 点が整理された 5)。小規模事

業場のアライアンス、活用可能な補助金、産業

保健サービス事業者を取り込んだモデル事業

を策定し、全日本トラック協会に加盟する都道

府県の一地域をモデル地域にした事業の実

装を計画した。これらは対策実装研究アクショ

ン 3 と連携して推進することとした 5)。 

令和 6 年度～令和 8 年度の 3 年間では、令

和 5 年度までに研究班が作成したハイリスクド

ライバーを把握し対応するためのツール（以下

「手引き」という。）を活用して、その事業者によ

るハイリスク者対策を進める研究を立案した。3

年計画の 1 年目の今年度は、アクション 3 の中

小規模事業場対策実装研究による産業保健

サービスに関する取組みと連携し、ハイリスクド

ライバーを事業者が把握した後に、病院受診

へ繋げる仕組みの構築について検討を行った。

また、モデル地域を選定して実装することにつ

いて検討を行った。 

 

Ｂ．方法 

1. ツールのウェブでの公開及び配布 

ウェブで公開したツールの印刷版の配布に

ついて全日本トラック協会と調整する。 

 

2. 健診結果を取り巻くステークホルダーの関

係性及び課題の整理 

作成した手引きの活用や運用について、関

係する運輸事業者、ドライバー、健診事業者、

健康保険組合・事業者、産業保健サービス事

業者等のステークホルダーの意見交換等を行

うことで、その実装可能性、方法論、技術手法

等を検討した。具体的には、2024 年 11 月に行

われる第 34 回日本産業衛生学会全国協議会

「自由集会 8 過労死等防止対策実装チーム： 

運輸業・建設業など小規模事業場課題解決の

ためのフリートーク～現場の知恵を貸してくだ

さい～」を企画し、参加者と集中討議を行う。

図 1 に示した研究班全体のイメージ等を共有

し、①ハイリスクドライバーの健康確保に関す

ること、②「中小事業場向け自律的管理支援

のためのセルフチェックシート」展開に関する

こと、③「安全・元気で働く運輸職場のための

アクションチェックリスト」展開に関することにつ

いて、意見を聴取する。 

 

 
図 1 自由集会での提示スライド「研究と現場

をつなぎ、すべての人が安全で健康的に働け

る社会を目指す」 
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3. 健診結果を活用したハイリスクドライバー

の自動判定の検討 

上記の取組みを通じ、健診データの活用に

よりトラックドライバーの健康状態を把握に関し

て検討を行う。 

 

Ｃ．結果 

1. ツールのウェブでの公開及び配布 

令和 5 年度に作成した「脳・心臓疾患ハイリ

スクドライバー」把握のための手引きが令和 6

年 3 月 12 日に公開されたが、同手引きの印刷

版について、令和 6 年度に全日本トラック協会

が全国のトラック協会に配布した。図 2 に印刷

した手引きを示した。 

 

 
図 2 脳・心臓疾患ハイリスクドライバー把握

のための手引き 

 

 

 

 

2. 健診結果を取り巻くステークホルダーの関

係性及び課題の整理 

第 34 回日本産業衛生学会全国協議会「自

由集会 8」には、医師・産業医、産業看護職、

産業衛生の研究者等が約 40 名参加した。自

由集会では、①運輸事業者がドライバーの健

診結果を手に入れる、また、健診結果を理解

するプロセスで、（現場レベルでは）多くの要因

の障壁があること、②特に小規模事業者へは、

産業医などの医療が入りにくく、医療なしに事

業者がリスクを理解できることも必要などの意

見が出された。図 3 には、意見交換を通じて提

供された情報を元に、健診結果を取り巻くステ

ークホルダーの関係性及び課題の整理を行っ

た図を提示した。 

  

3. 健診結果を活用したハイリスクドライバー

の自動判定の検討 

健診結果を活用したハイリスクドライバーの

自動判定に関する課題を整理し、図 4 のような

団体、関連組織、サービス事業者の連携が必

要であることが整理された。例えば、健診結果

が速やかに活用され医療に結びつくことで予

後は良くなることが明らかにされているが 6）、デ

ータの受け渡しに一定の時間を要することで、

早期の行動に結びつけにくいことが分かった。

昨年度までの研究で、ツール試用者のヒアリン

グ調査から、運輸事業者（管理者）が健診結果

を元にハイリスクドライバーを把握した後にも、

ドライバーを医療に繋げるステップの中で潜在

的に多くのニーズが存在することがわかった。

そこで、特に仕組みを構築するための経済的

及び人的資源に乏しいと予想される小規模事

業場を対象にして、小規模事業場がアライア

ンスとして情報を受け取り、活用可能な補助金、

産業保健サービス事業者を取り込んだモデル

事業を策定し、都道府県協会をモデル地域に

した事業の実装を計画し、実装研究アクション

3 と連携してヒアリングを実施した。モデル事業

場は 2 か所であり、ヒアリング結果、実施結果

などを元に、次年度の計画に反映する方針と

した。 
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図 3 健診結果を取り巻くステークホルダーの関係性及び課題の整理 

 

 

 

 

 
図 4 健診結果を活用したハイリスクドライバーの自動判定コンセプト 

 

Ｄ．考察 

本アクションでは、運輸事業者がハイリスクド

ライバーを把握するための手引きを作成し、手

引きの活用によりハイリスク者の把握が進むこ

とを企図した実装研究を実施した。 

令和6年度は健診結果を取り巻くステークホル

ダーの関係性及び課題の整理を行い、健診

結果を活用したハイリスクドライバーの自動判

定の検討を行った。事業場の専任ではない産

業医や保健師等の専門職、あるいは行政等に

おいては、多様で包括的な対応を行うことは難

しく、これらは特に運輸業の小規模事業場に

おいて、より解決の難しい環境となっている。し

たがって、特に小規模事業場に向けたモデル

事業が必要となる。今後は、全国的な手引き

の活用に関する評価、及びモデル事業におい

て本ツールの活用を検討し、評価を行う必要

がある。 

 

Ｅ．結論 

作成した手引きの活用や運用について運輸

業、建設業に関連した産業保健スタッフ及び

ステークホルダーに実装可能性や方法論や技

術手法等について意見聴取した。①運輸事業

者がドライバーの健診結果を手に入れる、また

健診結果を理解するプロセスで、現場レベル
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では多くの要因の障壁があること、②特に小規

模事業者へは、産業医などの支援が入りにくく、

支援なしに事業者がリスクを理解できることも

必要などの意見が出された。併せて健診結果

を活用したハイリスクドライバーの自動判定の

検討を行った。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

1) 石井賢治, 鈴木一弥, 吉川徹. 過労
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研究チ-ムの成果. 医学のあゆみ. 

2025; 292(7): 561-6. 

2. 学会発表 

なし 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含
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health checks and risk of hospitalization 

for cardiovascular events and all-cause 

death among the high-risk population. 
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（対策実装研究） 

 

対策実装研究アクション 2：建設現場における現場監督・技術者の作業観察調査 
 

研究分担者 茂木伸之 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

過労死等防止調査研究センター・研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】過労死等事案研究及び現場監督・技術（施工管理）者への生活時間調査より、現場監

督・技術者の長時間労働の問題が明らかになった。本研究は、この問題への対策の検討をさら

に進めることを目的とし、現場監督・技術者の作業・業務内容を把握するために作業観察調査

を行った。 

【方法】対象者は、中堅ゼネコンの現場監督・技術者（男性 6 年目、主業務：施工図・工程表の

作成・管理）であり、場所は東京都内の新築賃貸マンション建設現場であった。方法はタイムス

タディ（1 分間のスナップショット式）であり、記録項目は作業・行動（デスクワーク、会議/打合

せ、現場指示・確認、現場作業、休憩、移動、その他）、PC タブレット等の使用ツール、作業姿

勢等であった。本報告では 4 回の調査結果（基礎工事：1 回目掘削工事、2 回目：足場組立初

日等、3 回目コンクリート打設初日、4 回目スラブ配筋検査）を示した。また、勤怠管理表の提供

を受けた。 

【結果】タイムスタディ結果より作業・行動の回数は、デスクワークが 1 回目、2 回目、4 回目で最

も多く、それぞれ、351 回（53.0％）、317 回（42.5％）、356 回（45.4％）であり、3 回目は現場指

示・確認が 307 回（41.4％）で最も多かった。工程によりデスクワーク（事務所）と現場での作業

回数が異なっていた。時間外労働時間は、4 回の調査では 2 時間から 4 時間、勤怠管理にお

いては月 40 時間以上であった。ヒアリング結果では、定例会議における設計図の軽微な変更

が 10 数回あり、そのため施工図の変更が必要となり作業が増加するとあった。 

【考察】タイムスタディ結果において、デスクワークが最も多く、その詳細な内容を把握すること

が必要と考えられる。ヒアリング結果より定例会議における設計図の軽微な変更は、施工図の

変更が必要になり、この対応は時間外労働の要因になると考えられる。4 回の調査において、

すべて時間外労働が発生していた。勤怠管理表においても 3 か月間すべて月 40 時間以上の

時間外労働時間が認められた。また、自己申告による勤怠管理では、労働時間が正確に把握

できないため、PC 等の自動ログイン・ログアウト等の労働時間の正確な把握する管理方法が必

要と考えられる。 

【この研究から分かったこと】現場調査において 2 時間から 4 時間の時間外労働があることが明

らかとなった。また、勤怠管理から月 40 時間以上の時間外労働時間が認められ、長時間労働

の削減が必要であることが示唆された。 

【キーワード】長時間労働、施工管理、勤怠管理 

 

研究分担者: 

鈴木一弥（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・研究員） 

高橋正也（同センター・センター長） 

酒井一博（公益財団法人大原記念労働科

学研究所・主管研究員） 

 

Ａ．目的 

建設業は、「過労死等の防止のための対策

に関する大綱」において、過労死等が多発し

ている又は長時間労働等の実態があるとの指

摘がある職種・業種（重点業種等）のひとつと



 

305 

 

されている。令和 5 年度の過労死等の労災補

償状況（日本標準産業分類の中分類）の支給

決定件数において、脳・心臓疾患では総合工

事業が 4 番目、設備工事業が 5 番目、精神障

害では総合工事業が 3 番目、設備工事業が 9

番目である。 過労死等の事案研究では、脳・

心臓疾患事案 1）においては、認定要因の多く

が長時間労働であり、負荷要因は労働時間の

ほかに拘束時間の長い勤務と精神的緊張を

伴う業務が多く見られた。精神障害事案 1），2）

においても、長時間労働が最も多く、次に労災

事故の被害、仕事の失敗や過重な責任の順

であった。 

令和 5 年度の対策実装研究 3）において、現

場監督・技術（施工管理）者を対象とした生活

時間調査を実施した。その結果、長時間労働

の問題が明らかになった。そこで、本研究は、

この問題への対策の検討をさらに進めることを

目的とし、現場監督・技術者の作業・業務内容

を把握するために作業観察調査を行った。 

 

Ｂ．方法 

1. 対象現場・観察対象者 

1) 対象現場 

対象現場は、東京都内の新築賃貸マンショ

ン建設現場（ワンルーム中心）であり、建設開

始が 2024 年 10 月１日、竣工予定は 2025 年

10 月 31 日である。対象現場の施工体系図を

図 1 に示した。調査対象会社である元請の中

堅ゼネコン（施工管理）の下、1 次協力会社が

16 種 16 社、2 次協力会社が 12 種 27 社、3 次

協力会社が 1 種 7 社であった。 

2) 観察対象者 

観察対象者は、中堅ゼネコンの現場監督・

技術者（28 歳男性）であり、入社 6 年目であっ

た（調査開始時）。主な業務内容は施工図及

び工程表の作成・管理であった。対象現場は

所長（23 年目）、安全担当（4 年目）、及び観察

対象者の全員男性の 3 名体制であった。就業

時間は 8 時から 17 時であった。 

2. 調査項目 

タイムスタディ（1 分間のスナップショット式）

であり、記録項目は作業・行動（デスクワーク、

会議/打合せ、現場指示・確認、現場作業、休

憩、移動、その他）と使用ツール等（PC、 タブ

レット、書類、スマホ操作、電話、その他）の把

握と姿勢（座位、立位、歩行、前傾、しゃがみ、 

その他（休憩））と作業対象者の発話の有無及

びその対象者（所長、安全担当、職人、打合

せ（複数人）、その他）とし、記述統計を行った。

調査終了時に調査当日の業務内容等につい

てヒアリングを実施した。また、作業対象者の

勤怠管理表（10 月、11 月、12 月は 20 日分）の

提供を受けた。勤怠管理は PC 等のソフトウェ

アに各従業員が入力する自己申告によるもの

であった。 

3. 調査の実施 

調査は 2024 年 10 月から 12 月の間に 4 回

実施した。すべてマンションの土台を造る基礎

工事の工程であり、主な現場作業内容は、1

回目は掘削工事、2 回目は足場組立初日等、

3 回目はコンクリート打設初日、4 回目はスラブ

配筋検査であった（図 2）。 

4. 倫理的配慮 

本研究は労働安全衛生総合研究所研究倫

理審査委員会にて審査され、承認を得たうえ

で行った（通知番号 2024N20）。 

 

Ｃ．結果 

1. タイムスタディの結果 

4 回の調査の時系列（開始から終業まで）の

結果を図 3 に示した。8 時から事務所での打合

せから始まり、現場にて朝礼を実施までは 4 回

の調査ですべて同じであった。各回の終業時

刻は 19 時、20 時 30 分、20 時 20 分、21 時と

2時間から4時間の時間外労働を行っていた。

定時の 17 時以降はデスクワークが多かった。 

業務を行う場所を表 1 に示した。事務所が

最も多いのは 1 回目、2 回目、4 回目であり、

それぞれ 477 回（72.1％）、426 回（57.1％）、

433 回（55.5％）であり、3 回目は現場が 376 回

（50.7％）で最も多かった。 

作業・行動の回数を表 2 に示した。デスクワ

ークが 1 回目、2 回目、4 回目で最も多く、それ

ぞれ、351 回（53.0％）、317 回（42.5％）、356

回（45.4％）であり、3 回目は現場指示・確認が

307 回（41.4％）で最も多かった。 

現場作業の主な内容は、2 回目は杭打ちの

測量作業、3 回目は現場の清掃作業であった。 

ツール等の使用回数を表 3 に示した。1 回

目は PC が 310 回（46.8％）、その他が 243 回

（36.7％）の順、2 回目はその他が 334 回

（44.8％）、PC が 171 回（22.9％）の順、3 回目

はその他 420 回（56.7％）、タブレット 134 回

（18.1％）の順、4 回目は PC とその他が 269 回

（34.3％）で最も多かった。事務所内では PC と
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タブレットを併用して作業をすることが多かった。

その他は何も所持していないことが多くみられ

た。 

発話の有無及びその対象者の回数を表 4

に示した。発話の有無はいずれも発話無しが

有りより多かった。発話有りは、2 回目と 3 回目

がそれぞれ 303 回（40.6％）、303 回（40.9％）

と多かった。最も多かった対象者は、1 回目と 2

回目は安全担当でそれぞれ 81 回（44.8％）、

162 回（53.5％）であり、3 回目と 4 回目は職人

でそれぞれ 173 回（57.1％）、110 回（42.0％）

であった。 

作業姿勢の回数を表 5 に示した。座位は 1

回目、2 回目、4 回目が最も多くそれぞれ 424

回（64.0％）、374 回（50.1％）、380 回（48.4％）

であり、3 回目は立位が 308 回（41.6％）と最も

多かった。業務を行う場所と作業・行動の回数

と同様の結果であり、デスクワークは座位姿勢、

現場指示・確認は現場にいるため立位姿勢が

多かった。 

2. ヒアリングの結果 

主なヒアリング内容は以下であった。 

・「全体工程表（案）より前倒しできるような工程

を組んでおり、現在は工程表（案）通りの状況

である。」 

・「毎週の定例会議において、設計図の軽微

な変更があると、それに伴い施工図の変更を

する必要がある。その回数は十数回行ってい

る。具体的にはインターフォンや窓の位置等の

変更であり、インターフォンの位置の場合は配

線の変更もする必要がある。」 

・「グループの業務サポート会社の作業補助に

より業務に専念できる。」 

3. 勤怠管理の結果 

勤怠管理では、全日 8 時からの出勤であっ

た。時間外労働時間は、10 月が 44 時間、11

月が 44.5 時間、12 月（20 日分）が 53 時間で

あった。定時（17 時）終業は 6 日であった。 

 

Ｄ．考察 

本研究は、現場監督・技術者の作業・業務

内容を把握するために 4 回の作業観察調査を

行った。 

タイムスタディ結果において、作業・行動の

回数では、デスクワークが最も多かったが、3

回目（コンクリート打設初日）は現場指示・確認

の方が多かった。現場の作業工程により、事

務所におけるデスクワークと現場における現場

指示・確認では異なることが明らかになった。

今回、デスクワークの作業回数が最も多かった

ため、デスクワークの詳細な内容を把握するこ

とが必要と考えられる。 

時間外労働が 4 回の調査のすべてにおい

て発生していた。勤怠管理においても約 3 か

月間すべて月 40 時間以上の時間外労働時間

が認められた。また、自己申告による勤怠管理

の場合、労働時間が正確に把握できないとい

う問題があり 4），5）、勤怠管理においては PC 等

の自動ログイン・ログアウト等の方法による労働

時間の正確な把握が必要と考えられる。 

定例会議における設計図の変更は、イレギ

ュラーな業務と考えられ時間外労働が増える

要因と示唆される。その対策について検討す

ることが必要であると考えられる。 

本研究は、竣工予定日までの調査を実施予

定のため、現在課題となっている時間外労働

対策について引き続き検討を行う予定である。 

 

Ｅ．結論 

本研究は、現場監督・技術者の作業・業務

内容を把握するために作業観察調査を行った。 

その結果、調査日において 2 時間から 4 時

間の時間外労働があることが明らかとなった。

また、勤怠管理から月 40 時間以上の時間外

労働時間が認められ、長時間労働を削減する

対策が必要であることが考えられる。本研究は、

継続中であり、今後の調査において長時間労

働の対策案の検討を行う予定である。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

なし 
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図 1．施工体系図 
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図 2．調査対象現場（各調査） 

 

 
図 3．各調査の時系列結果 

 

表 1．業務を行う場所 

 

1回目
掘削工事

現場 打合せ

8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時

2回目
足場組立
初日等

打
合
せ

8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時

3回目
コンクリー
ト打設初
日

8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時

4回目
スラブ配筋
検査

デ
ス
ク
ワ
ー

ク

8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時
デスクワーク 打合せ 現場 休憩

デスクワーク

昼
休
憩

現場 デスクワーク 現場 打合せ 現場昼休憩 デスクワーク
現
場

現場

現場

現場

現場 現場

デスクワークデスクワーク デスクワーク デスクワーク

デスクワーク デスクワーク 現場

昼休憩

昼休憩 デスクワーク

打
合
せ

打
合
せ

デ
ス
ク
ワ
ー

ク

デ
ス
ク
ワ
ー

ク

デ
ス
ク
ワ
ー

ク

デ
ス
ク
ワ
ー

ク

デ
ス
ク
ワ
ー

ク

打
合
せ

打
合
せ

打
合
せ

回数 （％） 回数 （％） 回数 （％） 回数 （％）
事務所 477 (72.1) 426 (57.1) 316 (42.6) 433 (55.5)
現場 76 (11.3) 219 (29.4) 376 (50.7) 217 (27.6)
移動 42 (6.5) 36 (4.8) 21 (2.8) 83 (10.6)
その他 67 (10.1) 65 (8.7) 28 (3.8) 52 (6.2)
合計 662 (100.0) 746 (100.0) 741 (100.0) 785 (100.0)

1回目 2回目 3回目 4回目
掘削工事 足場組立初日等 コンクリート打設初日 スラブ配筋検査
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表 2．作業・行動の回数 

 
 

表 3．ツール等の使用回数 

 
 

表 4．発話の有無及びその対象者の回数 

 
 

表 5．作業姿勢の回数 

 

回数 （％） 回数 （％） 回数 （％） 回数 （％）
デスクワーク 351 (53.0) 317 (42.5) 286 (38.6) 356 (45.4)
会議/打合せ 99 (15.0) 67 (9.0) 20 (2.7) 72 (9.2)
現場指示・確認 69 (10.4) 125 (16.8) 307 (41.4) 216 (27.5)
現場作業 0 (0.0) 82 (11.0) 45 (6.1) 0 (0.0)
休憩 82 (12.4) 81 (10.9) 46 (6.3) 51 (6.5)
移動 41 (6.2) 36 (4.8) 21 (2.8) 83 (10.6)
その他 20 (3.0) 38 (5.1) 16 (2.0) 7 (0.9)
合計 662 (100.0) 746 (100.0) 741 (100.0) 785 (100.0)

1回目 2回目 3回目 4回目
掘削工事 足場組立初日等 コンクリート打設初日 スラブ配筋検査

回数 （％） 回数 （％） 回数 （％） 回数 （％）
PC 310 (46.8) 171 (22.9) 106 (14.3) 269 (34.3)
タブレット 30 (4.5) 107 (14.3) 134 (18.1) 123 (15.7)
書類 60 (9.1) 108 (14.5) 48 (6.5) 91 (11.6)
スマホ操作 3 (0.5) 15 (2.0) 20 (2.7) 14 (1.8)
電話 16 (2.4) 11 (1.5) 13 (1.8) 19 (2.4)
その他 243 (36.7) 334 (44.8) 420 (56.7) 269 (34.3)
合計 662 (100.0) 746 (100.0) 741 (100.0) 785 (100.0)

1回目 2回目 3回目 4回目
掘削工事 足場組立初日等 コンクリート打設初日 スラブ配筋検査

回数 （％） 回数 （％） 回数 （％） 回数 （％）
有り 181 (27.3) 303 (40.6) 303 (40.9) 262 (33.4)
無し 481 (72.7) 443 (59.4) 438 (59.1) 523 (66.6)
合計 662 (100.0) 746 (100.0) 741 (100.0) 785 (100.0)

回数 （％） 回数 （％） 回数 （％） 回数 （％）
職人 15 (8.3) 49 (16.2) 173 (57.1) 110 (42.0)
安全担当 81 (44.8) 162 (53.5) 79 (26.1) 29 (11.1)
所長 42 (23.2) 54 (17.8) 36 (11.9) 74 (28.2)
打合せ(複数人) 21 (11.6) 31 (10.2) 15 (5.0) 46 (17.6)
その他 8 (4.4) 3 (1.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
現場監督3人 6 (3.3) 1 (0.3) 0 (0.0) 0 (0.0)
職人、安全担当 6 (3.3) 3 (1.0) 0 (0.0) 3 (1.1)
所長、その他 2 (1.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
合計 181 (100.0) 303 (100.0) 303 (100.0) 262 (100.0)

1回目 2回目 3回目 4回目
掘削工事 足場組立初日等 コンクリート打設初日 スラブ配筋検査

回数 （％） 回数 （％） 回数 （％） 回数 （％）
座位 424 (64.0) 374 (50.1) 291 (39.3) 380 (48.4)
立位 102 (15.4) 199 (26.7) 308 (41.6) 218 (27.8)
歩行 53 (8.0) 76 (10.2) 65 (8.8) 106 (13.5)
前傾 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (0.4) 5 (0.6)
しゃがみ 1 (0.2) 16 (2.1) 27 (3.6) 25 (3.2)
その他(休憩) 82 (12.4) 81 (10.9) 47 (6.3) 51 (6.5)
合計 662 (100.0) 746 (100.0) 741 (100.0) 785 (100.0)

1回目 2回目 3回目 4回目
掘削工事 足場組立初日等 コンクリート打設初日 スラブ配筋検査
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（対策実装研究） 

 

対策実装研究アクション 3：中小事業場への産業保健支援・サービス手法の検討 
 

研究分担者 吉川 徹 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 

 過労死等防止調査研究センター・統括研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】中小事業場（中小規模事業場）における過労死等防止を含む安全衛生活動向上のた

めの効果的で新しい健康管理支援方法及びそれらを実装するための方法論や技術手法等を

検討することを目的とする。 

【方法】（1）令和 5 年度までに開発した事業場安全衛生体制整備に関する自律的管理のため

のセルフチェックシート（SCS）公開に向けた準備を進める。（2）実装研究チームで対象としてい

る運輸・郵便業、建設業に関連する産業保健専門職間の情報交流の場を構築し、同業種にお

ける効果的な健康管理のアプローチ方法を検討する。(3)産業保健サービスが届いていない中

小事業場で安全衛生活動支援方法を検討する。 

【結果】（1）SCS の PDF 版を過労死等防止調査研究センター（RECORDs）HP に掲載し、Web

版公開準備を行った。またフリーランス等への安全意識向上のため個人向け設問を作成して

実装した。（2）学会や研究会等を通じてこの課題を発信し、課題に関心のある人たちとメーリン

グリストを通じてネットワークを形成した。（3）企業外労働衛生機関と業界団体とが連携をして小

規模事業場を巻き込んで健康に関する業界課題に取組めるような仕組みとして「訪問型 BOHS

（On-site/Visiting Basic Occupational Health Service for Small Businesses）」を構築し実装し

た。 

【考察】セルフチェックにて法的事項の趣旨を理解し、自社課題を知ることにより、過労死等防

止に必要な適切な衛生管理に取組めるためのツールを作成した。Web システムでは、その結

果を活用した自律的安全衛生活動の推進体制を整えることで、個別・集団で活用できるものと

し、データ集積により対策の道筋を整理していくことが可能である。それを各事業場の現場に届

けるためには業界団体やサプライチェーンマネジメントなどを通じたルートの開発が望まれる。

また「訪問型 BOHS」として産業保健サービス提供者と業界団体とが連携して取組む仕組みを

構築したが、産業保健サービスにより事業者や従業員の安心を感じ、事業者が産業保健サー

ビスに投資するメリットを実感してもらうことが大事な視点であると考える。特に、安全衛生を基

本的人権として取り扱う経営方針作成への支援が重要と考えられた。 

【この研究から分かったこと】中小事業場では安全と健康確保に関する十分な知識の理解と実

践をすることには課題がある。安全衛生を人権デューデリジェンスとして捉えることで業界団体

やサプライチェーンなど事業者個人に委ねられない体制整備と現場視点で経営に役立つ産業

保健サービスを提供する視点が求められる。 

【キーワード】中小事業場、産業保健サービス、運輸業・建設業 

研究分担者: 

中辻めぐみ（労働安全衛生総合研究所過

労死等防止調査研究センター・研究員） 

研究協力者： 

中西麻由子（なかにしヘルスケアオフィス 

代表・産業医） 

中村有里（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・研究業務職員） 
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Ａ．目的 

平成 26 年 6 月に過労死等防止対策推進法

が成立して以降、働き方改革関連法に基づく

働き方改革等の取組みが進められてきた 1)。そ

の結果、長時間労働の雇用者割合は減少し、

年次有給休暇の取得率は増加するなど一定

の成果がみられ、令和 6 年 4 月からは、建設

業、自動車運転、医師等にも時間外労働の上

限規制が適用されるなど、過労死等防止の取

組みが進展している。一方、過労死等事案に

よる労災請求・支給決定件数は増加傾向にあ

り、長時間労働対策に加え、メンタルヘルス対

策やハラスメント防止対策の重要性が一層増

している 2)。また、働き方の多様化が進む中、

フリーランス等の就労実態や健康確保、ハラス

メントの状況等にも目を向ける必要がある 3), 4)。 

過労死等防止対策推進法に基づく調査研

究として、過労死等防止調査研究センターで

は平成 27 年から「過労死等の実態解明と防止

対策に関する総合的な労働安全衛生研究」を

開始し、研究成果が得られてきたが、それぞれ

の医学研究や社会学研究の成果が、各事業

場における過労死等防止対策に有効に活用

されるようにすることが重要である。そこで、本

研究班において第 3 期研究（令和 3 年度～令

和 5 年度）より、過労死等研究に対策実装研

究を導入することが提案され、ステークホルダ

ー会議（以下「SH 会議」という。）メンバーの協

力のもと 3 年間にわたり実装研究が行われて

きた 5)。実装研究に関わる研究者によるタスク

フォース会議（以下「TF 会議」という。）メンバ

ーの多様な発案と実践力によって、一定の成

果を得ることができた 5)。 

特に、令和 6 年 8 月に改訂された「過労死

等の防止のための対策に関する大綱（平成 27

年 7 月 24 日、改訂令和 6 年 8 月 2 日）」（以

下「大綱」という。）では、「２調査研究等（２）予

防研究・支援ツールの開発」の項において、

「①過労死等のリスク要因とそれぞれの疾患、

健康影響との関連性を明らかにするため、特

定の集団における個々の労働者の健康状態、

生活習慣、勤務状況と、その後の循環器疾患、

精神疾患のほか気管支喘息等のストレス関連

疾患を含めた疾患の発症状況及び睡眠状況

が過重労働による健康障害へ及ぼす影響に

ついて、長期的に追跡調査を進めること、②職

場環境改善対策について、職種・業種等の特

性も踏まえた上で、対策事例の収集や事業場

間の比較等により分析し、過労死等の防止の

効果を把握し、また、深夜勤務、交替制勤務

等の勤務形態が過重労働による健康障害へ

及ぼす影響についての調査を実施し、分析を

行うこと、③過労死等防止のためのより有効な

健康管理の在り方の検討に用いることができる

ようにするため、これまで循環器疾患による死

亡との関連性が指摘されている事項について、

安全、かつ、簡便に検査する手法の研究を進

めつつ、当該事項のデータの収集を行い、

脳・心臓疾患との関係の分析を行うこと、④こ

れらの調査研究を予防研究として総括するとと

もに、過労死等事案の分析から得られる成果

及び国内外の最新知見に基づき、関係者と協

働して、事業場の規模にも着目した過労死等

防止対策の定着を支援するチェックリスト等の

ツールの開発と効果検証等を行うこと、とされ

ている。さらに、「２調査研究等（４）結果の発信」

において、「過労死等防止調査研究センター

は、調査研究の成果やその他の過労死等に

関する国内外の最新情報について、専用ポー

タルサイト「健康な働き方に向けて」を通じて公

表する。」と、記載されている 1)。 

令和 3～5 年度までの実装研究班での研究

から、過労死等防止の取組みに関して、①監

督行政による限界、②重層・下請け構造の課

題、③社会性のある会社経営の視点が必要、

④企業の過労死等防止に関する 2-6-2 の法

則（関心高い 2 割、関心あり 6 割、関心なし 2

割）を踏まえた施策の検討、⑤対象企業の準

備状況によるアプローチの必要性、⑥多様な

産業保健支援の必要性などが指摘されてきた
6)。 

特に、過労死等防止で国が取組む重点業

種の中でも、自動車運転従事者を含む運輸業、

建設業は、令和 6(2024)年 4 月から施行が 5 年

間猶予されていた時間外労働の上限規制が

導入され、実行性のある過労死等防止対策が

必要である 1)。これまでの研究から、運輸業、

建設業は中小企業の割合が高く 7), 8)、産業保

健サービスが届きにくいことが知られている 8)。

そこで、本研究ではこれらの2つの業種を対象

に、過労死等防止対策を進めるための中小事

業場（中小規模事業場）における産業保健サ

ービスに注目して、その手法等を検討してきた
9), 10)。 

過去 3 年の実装研究では、建設業を対象に、



 

313 

 

労務管理・健康管理の改善を通じ、安全衛生

活動向上・健康管理支援のための新たな方法

や実装するための手法等を産業医、社会保険

労務士、産業安全保健の研究者によるチーム

で検討した。そこで、自社の衛生管理がコンプ

ライアンスを守って自律的管理できるようにな

ることを目的に、建設業界向けのセルフチェッ

クシート（Self Check Sheet、以下「SCS」という。）

を開発し、改良を重ね、建設業界での試行及

びツールの改善を行い、業種によらない SCS

の開発への準備を行った 9)。令和 5 年度は、

現場での使用感の改善とすべての事業場で

使用できるツールの開発を行った 10)。運輸業

については、令和 4 年度に過労死等防止のた

め、ドライバーの健康確保のための方策を検

討した 9)。令和 5 年度には、運輸版 SCS とし

て、2024 年から開始されるトラック運転者の改

善基準告示に関連した重要事項を追加し、こ

れらを Microsoft FormsⓇを用いて回答・集計

できるＷｅｂ化システムとして構築し、複数の事

業場で試用した 10)。また一般業種でも手軽に

活用できる汎用版を作成した。健康診断実施

後のハイリスクドライバーへのアプローチ方法

の改善とともに、これらの業界の産業保健課題

としての認知強化や課題に取組む人達のネッ

トワーク作りを通じて現場課題解決力を高めて

いく基盤作りを目標に活動を展開した。 

これまでの研究では、中小事業場では経営

層や現場責任者での取組みやすさが重要と

考え、セルフチェックにて法的事項の趣旨を理

解し、自社課題を知ることにより、過労死等防

止に必要な適切な衛生管理に取組めるため

のツールとして開発した。ウェブ利用システム

の一般公開には至っていない。また、実務者・

研究者等のネットワークを立ち上げたが、その

継続的な運用が必要である 11)。さらに、中小事

業場での産業保健サービス手法について、最

近の実践も含めた実装研究が期待される。 

そこで、本研究では、（1）過労死等防止視

点での中小事業場向け自律的管理支援のた

めの SCS 開発と活用、（2）現地の安全衛生ニ

ーズをリスクアセスメントして優先事項を容易に

支援できる専門職集団の育成、（3）中小事業

場での安全衛生活動向上・健康管理支援の

ための課題検討と安全衛生支援サービスモデ

ル構築への取組みを行い、中小企業における

産業保健サービス手法の課題を検討した。 

 

Ｂ．方法 

1. 過労死等防止視点での中小事業場向け自

律的管理支援のための SCS の活用 

1）SCS 公開への準備 

中小事業場支援経験を持つ産業医と社会

保険労務士が、過労死等防止の視点を含む

衛生管理体制構築のために必要な基本的な

法令遵守項目を選定した SCS を作成する。既

にこれまでの対策実装研究において、過労死

等防止の重点業種となっている建設版、2024

年改善基準告示を加えた運輸（トラックドライバ

ー）版、どの業種でも使えるようにした一般版

の 3 パターン、50 人以上/10～49 人/1～9 人

と事業場規模にあわせた 9 種類を開発してい

る。開発されたツールが多くの人に使ってもら

えるツールとなるべく一般に向けて公開するた

めの方法を検討する。 

そのため、より利便性の高い Web 版につい

ては、Microsoft FormsⓇを用いて回答・集計で

きるよう構築する。今年度は団体等の集団で

Web 版を用いて実施した時の団体向けフィー

ドバック手法を検討する。 

2）個人・フリーランス向け設問の検討と実証 

本 SCS は事業者が個別に活用するだけで

はなく、業界団体やサプライチェーンマネジメ

ントなどでの活用も想定している。重点業種で

ある建設業や運輸業が安全で健康的な働き

方ができる業界となるには、1 人親方などフリ

ーで働く人たちも巻き込んだ労働安全衛生活

動の展開が想定され、労働安全衛生法の適

用をうけない方々の自己健康管理意識向上が

必要であるとの視点から、必要な支援策につ

いて検討を行う。またこの業界で働く労働者自

身にも自分の組織や自身の健康管理意識を

高めてもらうことも風土醸成には必要と考え、

そこで個人が安全で健康的に働くために留意

すべき点を検討する。 

研究期間中の 2024 年 5 月に、インテックス

大阪で開催される「理想のすまいと建築フェア

2024」にて以下のような実装を行う。 

・ブースに立ち寄った人に調査への参加を依

頼 

・安全衛生担当者には事業場 SCS を、それ以

外の方には個人向けアンケート（個人情報

を取得しない）を実施 

・「日本建築仕上学会 女性ネットワークの会」

と連係し、当団体が主催するセミナー参加

者に実施依頼のチラシを配布し、幅広く調
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査に参加してもらう 

3）展開可能性の検討 

 開発したSCSが中小事業場の安全衛生担当

者に届き活用されるための展開方法について

検討する。 

2. 運輸業・建設業その他の小規模事業場産

業保健に関心のある実務者・研究者等のネッ

トワークの形成 

 対策実装を進めていくには、現場の声に耳

を傾け、現場課題に対して実践に有効な手法

を探り、国や業界団体など各部門との連係を

図る仕組みが必要である。 

 中小事業場が多い運輸業界・建設業界で過

労死等防止対策を浸透させるためには、まず

はこの課題に関心のある方々で知恵を共有す

ることで、現場力が高まる。そのため、関係者

をつなぐ仕組みとして、学会等での会合やメー

リングリストでのネットワーク作りとして「運輸業

建設業等の産業保健・労務管理者ネットワー

ク」を UMIN（大学病院医療情報ネットワークセ

ンター）を利用して運用しており、一人でも多く

の関係者を巻き込む活動を展開する。 

3. 小規模事業場に産業保健サービスを届け

るための仕組みの検討 

対策実装研究の重点業である運輸業・建設

業では小規模事業場で就労する労働者が大

半であることが知られている 7)。過労死等防止

研究においても運転業務従事者の脳・心臓疾

患の事案の約 6 割は 50 人未満の事業場で、

建設業でも脳・心臓疾患/精神障害とも 6 割以

上が 50 人未満の事業場で発生しており 12)、産

業保健専門職不在である 50 人未満で進めら

れる対策が必要である。令和 5 年度までに事

業場団体（鹿児島県トラック協会）と企業外労

働衛生機関（ヘルスサポートセンター鹿児島）

による団体経由産業保健活動推進助成金を

活用した小規模事業場向け産業保健サービス

について検討を行ってきたが、より具体的に実

装できる小規模事業場に産業保健サービスを

届けるための仕組みの検討を行う。 

4. 倫理的配慮 

Web 版 SCS の使用と実際調査の研究にあ

たっては、労働安全衛生総合研究所研究倫

理審査委員会にて審査され、承認を得た上で

行った（通知番号 2023N26）。 

 

Ｃ．結果 

1. SCS 活用への準備 

1）SCS 公開に向けての準備 

PDF 版 9 種類については、過労死等調査

研究センター（RECORDs）HP に 2024 年度中

に専用ポータルサイト「健康な働き方に向けて」

に掲載する準備を行った。SCS を実施したいと

思った事業者だけではなく、Web ページを見

た人が何の目的でどんなツールかと関心をも

ってもらえるよう文面など工夫して公開する文

章を作成した。 

Web 版については、公開に向けた準備とし

て、団体実施をした場合の手順の整理と実施

した団体へのフィードバック方法のフォーム作

成を行った。 

2）個人・フリーランス向け設問の設定と実証 

2024 年 5 月インテックス大阪で開催された

「理想のすまいと建築フェア 2024」にてブース

を設置した。一般者が多いことより、個人として

過労死等防止対策で知っておいてほしい項目

を選定した（表 1）。Microsoft FormsⓇで従来の

SCS に追加した新調査票 Web 版を作成した。 

声かけ・ビラ（図 1）配布を行い、参加を呼び

かけ、事業場用 22 件（1〜9 人規模 5 件、10

〜49 人規模 6 件、50 人以上の規模 11 件）、

個人向け 56 件（事業場規模 1 人 5 件、2〜9

人 4 件、10〜49 人 14 件、50 人以上 33 件）の

参加があった。 

学生の来場者には設問を伝え、「こういうこと

を意識して働いてほしい」と情報普及を行った。

ブースに立ち寄った参加者からは、「ちょうど

安全衛生委員会とか考えないといけないと思

っていたところで参考になった」「勉強になって

良かった」「個人用向けセルフチェックは出入

りする職人さんのチェックとかにも使えそう」な

どの声があった。 
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表 1 個人向けセルフチェックシート 

 
 

 
図 1 配布したチラシ 

 

3）展開への模索 

安全で健康的に働ける会社にしたいとは思

っているが実践できていない中小事業場の経

営者・安全衛生担当者に SCS が実践され、自

社課題を認識でき改善に結びつけていけるこ

とが重要である。 

そこで活用場面を想定するため、学会発表、

学会・研究会等での情報提供、企業外労働衛

生機関や開業産業医・開業産業保健師との意

見交換などを行った。健康診断時に手にとっ

てもらう案、企業外労働衛生機関が顧客に活

用し産業保健ニーズに関するコミュニケーショ

ンとして活用する案、サービス提供機関の営

業活動のツールとしての活用などの意見があ

った。 

また、運輸業での展開の可能性について、

大手運輸業の安全衛生担当者にヒアリングを

行ったところ、「本社機能としては把握できてい

るが営業所等のサテライト事業場のチェックや

担当者の意識向上にも活用できる」との声を頂

き、企業内でのトライアルを検討することとなっ

た。 

2. ネットワーク作りと発信 

第 97 回日本産業衛生学会（5 月広島）・第

34 回日本産業衛生学会全国協議会（10 月木

更津）での自由集会にて「運輸業・建設業に関

心のある産業保健関係者のフリートーク 2024

年問題の共有」「運輸業・建設業など小規模事

業場課題解決のためのフリートーク～現場の

知恵を貸してください～」と題して実務家と研

究者との交流の場を持ち、両日とも 30～40 名

ほどの参加があった。ドライバーの深夜労働と

なる働き方の課題、産業医側からみた現場介

入の難しさ、産業保健職からの要請や期待に

対する市場開発の難しさなどの声があった。ま

た、健康診断で高血圧・糖尿病のハイリスクア

プローチをどう実施したら良いのか、参加者か

ら現状の報告などの意見が出された。目の前

の産業保健活動に留まらず、働く人の健康管

理を考える視点で議論がなされた。眼科医か

らは、眼底検査を有効活用したらどうか、という

提言もあった。健康診断を受けるのみで、要受

診と判定されていても放置してしまっている課

題があらためて共有された。 

第 97 回日本産業衛生学会（5 月広島）での

シンポジウムでは、対策実装チームで「デュー

デリジェンス視点からの運輸業における過労

死等防止の実践」を開催した 11)。運輸業の産

業保健課題の課題総論・全日本トラック協会

の活動・中小事業場経営者から会社を成長さ

せて従業員を守る視点についての報告・対策

実装研究チームの活動報告が行われた。総

合討議では、変化を嫌がるドライバーが多く受

動的な「させられる」を能動的な「している」に

変換するような活動が必要、変わっていく楽し

さを味わう感性が大切、との指摘があった。フ

ロアの産業医・産業看護職からの積極的な質

疑があり、企業内で変わるのは難しいかもしれ

□貴方の所属する組織には「安全や健康

管理の責任者」がおられますか？ 

□貴方は自分が 1 ヶ月に何時間くらい働い

ているか（または時間外労働をしているか）

おおむね把握していますか？ 

□貴方は自分が 1 ヶ月に何時間くらい働い

て良いルールになっているか、知っていま

すか？ 

□健康診断を 1 年以内に受けています

か？または近々受ける予定になっています

か？ 

□健康診断の結果を確認し、受診指示が

あればその指示に従っていますか？ 

□治療が必要と言われたことのある方は定

期通院をしていますか？ 

□持病があり治療をされている方は自分が

どんな仕事（もしくは働き方）をしているか主

治医に伝えていますか？ 

□貴方は仕事で触れる物質（個体・液体・

気体）や物理的環境（音・温度・光）などに

関して、危険性や有害性があるかどうか、

知っていますか？ 

□健康に不安を感じたときや、ハラスメント

など働く環境に不安を感じた時に相談する

窓口がありますか？ 
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ないが、外部の産業保健専門職は現場視点

を大切にしつつ変わる大切さを伝えられる役

割があるのではないか、となった。 

本学会では、「建設業における過労死・過労

自殺と課題」として、過労死等防止対策の重要

性を伝える機会も得た 13)。 

第 34 回日本産業衛生学会全国協議会（10

月木更津）でもシンポジウムにて「過労死等防

止対策はどこに進んでいくのか 過労死等の

事例分析からみえてきたこと（吉川）」「新たな

労働の課題 産業保健看護職に出来ること 

CoCo Healthy Working ～過労死等防止研究

から産業保健看護職に期待すること～（中西）」

での登壇機会を得て、産業保健関係者への

過労死等防止対策への関心の維持と課題の

共有を行っていった 14), 15)。 

これらの機会にて運輸業・建設業等の産業

保健・労務管理者ネットワークメーリングリスト

への参加を呼びかけた。登録 50 件と登録数が

増加した。 

3. 小規模事業場に産業保健サービスを届け

るための仕組み作り 

これまでの過労死等防止対策実装研究の

中で、運輸業での健康起因事故防止対策が

進みにくい理由（障壁）について検討してきた。

小規模事業者では労働者の安全と健康を守る

意識があったとしても多くの困難な面があると

知られている。しかし中小企業の経営者は「人

材」に関する悩み事を抱え、適切な相談相手

が見つからない状況も推察される（2020 年小

規模企業白書（中小企業庁、中小企業庁：

2020 年版「小規模企業白書」 第 3 部第 2 章

第 2 節 課題解決に向けた経営相談）。 

特に健康管理に関することは素人判断では

適切な対応がとれないこともあり、専門職の関

与が必須であるが、そのサービス提供者は事

業者から見えていないと思われる。 

そこで、健康診断等で事業者と接点があり、

経験豊富な産業保健職を有する企業外労働

衛生機関と、小規模事業場が所属する業界団

体とが連携をして健康に関する業界課題に取

組めるような仕組みとして「訪問型 BOHS（On-

site/visiting Basic Occupational Health Service 

for Small Businesses）」を構築した。 

BOHS とは、2005 年にフィンランド国立労働

衛生研究所の Rantanen が提唱した造語で 16), 

17)、すべての人が安全で健康的に働けるため

に提供されるべき産業保健職による基本サー

ビスを指す国際的な概念で、現場の実状を鑑

みて事業場と専門職の協力により提供される、

その現場で働く人に必須な産業保健サービス

のことである。そこで働く人が怪我なく病気に

ならずに働くための産業保健視点での現場支

援活動と捉えることができる。 

そのためにはトレーニングされた産業保健

専門職が現場を訪問し事業者のニーズ（経営

者の困りごと）を聞き現場を観察。健康障害リ

スクを防止するための対策を専門的視点から

優先順位をつけて少しでもより働きやすく経営

にとっても役に立つ職場となるような産業保健

サービスを提供することが必要である。 

そのサービスを体感する入り口として、団体

経由産業保健活動推進助成金制度を活用し

最初の一歩のハードルを金銭面で支えることと

した。この制度は、2023 年 4 月より独立行政法

人労働者健康安全機構において開始されたも

ので、商工会等の事業者団体等が傘下の中

小企業等に対して、産業保健活動の支援を行

うものであり、産業保健サービスを提供する費

用・事務 の一部を委託する費用の総額の 90%

（上限 500 万円〔一定の要件を満たした団体※ 

は 1,000 万円〕）を助成するものである。 

また、普段から関わりのある業界団体等が

後押しすることで、産業保健サービスに馴染み

のない事業者が必要な産業保健活動を始め

るきっかけとなることを期待している。 

 

 
図 2 訪問型 BOHS のイメージ 

 

今年度、鹿児島県トラック協会と地元の企業

外労働衛生機関（ヘルスサポートセンター鹿

児島）とでトライアルを始めている。今後この考

え方に共感して実践を増やしていくために訪

問型 BOHS の概要についてリーフレットを作成

し公開する準備を整えている。 
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図 3 訪問型 BOHS 説明用リーフレット 

 

Ｄ．考察 

本研究では中小事業場における産業保健

サービス手法の検討として、過労死等防止視

点での中小事業場向け自律的管理支援のた

めの SCS の活用、運輸業・建設業その他の小

規模事業場産業保健に関心のある実務者・研

究者等のネットワークの形成、小規模事業場

に産業保健サービスを届けるための仕組みの

検討を行った。 

令和 3～5 年度の 3 年間の研究から、中小

事業場における安全衛生活動向上・健康管理

支援のためには、① 対象企業の安全衛生活

動の関心と準備性（2-6-2 の法則）を踏まえた

アプローチをとること、② 企業の経営目標の

中に安全衛生事項をビルトインできる方策を

検討すること、③中小企業支援のための集団

的な産業保健サービスに対応できる専門職集

団への支援等が重要と整理され、本年度から

の 3 年間で、中小事業場における産業保健サ

ービスの手法と展開に関する実装研究を開始

した。 

考察では、上記 3 つの取組みから、1）自律

管理支援のための SCS における市場の反応、

2 ） 訪 問 型 BOHS （ On-site/Visiting Basic 

Occupational Health Service for Small 

Businesses）、3）SCSの展開や訪問型BOHSの

アプローチ方法、について考察し、最後に 4）

すべての働く人に産業保健を届けるための方

策について考察した。 

 

1. 自律管理支援のための SCS における市場

の反応 

2024 年 5 月に 2 日間にかけてインテックス

大阪で開催された「理想のすまいと建築フェア

2024」でフィールドリサーチを行った。事業場

用・個人向けとも 50 人以上の規模の企業と回

答した人が半数以上を占め、回答者と接して

いる印象としては大手企業やその社員の個人

参加が多かったと感じるものであった。この実

証は「日本建設仕上学会 女性ネットワークの

会」協力のもと行われ、「女性」「健康」に関心

のある意識高い方がブースに立ち寄ったと推

察される。 

規模の大きい会社では事業場 SCS、個人向

けとも設問に良好な反応があった。また建設業

以外でも経営者などからこういう情報が欲しか

ったという意見もあったが、全体的には本来ア

プローチしたい小規模事業場や 1 人親方等と

の接点は少なく、ブースには立ち寄ってもらえ

なかったように感じた。また声かけがない（配布

したビラだけ）で調査参加した事例はなく、ビラ

を配布するだけではアクセスされない現状も感

じることができた。 

この対策実装研究の対象は、ヘルスケアビ

ジネスの図本 18) で示されている行動変容ステ

ージをもとに、過労死等の防止に係る事業者

の意識を図 4 のように分類し、「関心期」「準備

期」を対象としている。彼らへのアプローチ方

法には戦略を練る必要があると推察された。 

 

 
図 4 過労死等防止の観点からの行動変容

ステージ 

 

2. 訪問型 BOHS（Visiting Basic Occupational 

Health Service for Small Businesses） 

本研究では、今回、健康診断等で事業者と

接点があり、経験豊富な産業保健職を有する

企業外労働衛生機関と、小規模事業場が所

属する業界団体とが連携をして健康に関する

業界課題に取組めるような仕組みとして「訪問

型 BOHS（On-site/visiting Basic Occupational 

Health Service for Small Businesses）」を構築し

た。 
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これまで、中小企業の産業保健支援のため

の好事例の収集や公開 19)、中小企業を含む

すべての職場での新たな産業精神保健の推

進のための提案 20)など、多くの取組みが進ん

でいるが、産業保健サービスを提供する「労働

衛生機関」は、日本の産業保健サービスの基

幹を支える組織、資源であり、その活用と発展

はかかせない。ＩＬＯの概念では「労働衛生機

関」とは、本来予防的な機能をもつもので、職

場での安全かつ健康的な 作業環境の確立と

維持及び労働者の健康を考慮して、その能力

に作業を適合させることについて、使用者、労

働者及び労働者代表に助言責任をもつ機関

とされる。 

本研究を通じた自律的安全衛生活動の推

進体制を整えることで、個別・集団で活用でき

るものとし、データ集積により対策の道筋を整

理していくことが可能と思われる。 

3. アプローチ方法 

これまでの研究から、SCS の展開や訪問型

BOHS を進めていくにあたり、企業外労働衛生

機関・開業産業医・開業保健師・建設系健康

保険組合と労働組合など小規模事業場の健

康確保に取組む医療サービス提供者たちと意

見交換を行ってきた 9), 10)。本年度も継続し、そ

れぞれ課題感や取組み方針に関しては共感

を得ることができたと思うが、それぞれが具体

的な行動を興すにはハードルがあると感じた。 

 1 人親方や家族経営規模の建設事業者が多

く加盟する組合と 2 つの健康保険組合との意

見交換では、健康保険組合としては高血圧や

高血糖の人へ受診勧奨や地域コミュニティに

健康支援者（保健委員）を介した健康確保の

声かけなど地道な活動を知ることが出来た。し

かし、熱意ある声かけに対するリアクションが乏

しく支援者のもどかしさを感じた。要因としては、

「健康確保のために時間や費用を確保する優

先順位が低い」と現場は考えているようであっ

た。個人任せの安全と健康確保ではなく、国

や元請けに安心して就労できる環境整備を求

めているようである。合わせて業界/事業者/従

業員/医療関係者が一体となって同じ方向を

向いてこの課題解決に向き合い「安全・健康が

あってこその仕事であり収入確保であり人生設

計である」という基本概念を共有して関係者一

同で対策を進めることが必要である。 

 また医療は国民の健康を守るための国策と

して進められている側面があり、他の営利目的

の業界とは違い「待ちの姿勢」であることが多

い。そのため、産業保健サービス側が助けた

いと思っている「小規模事業者」からアプロー

チがないと手を差し伸べられないと考えている

傾向がある。しかし、産業保健の基本は「すべ

ての働く人」が「安全で健康的に働ける」ことを

支援する公的支援サービスでもある。何かあっ

て対策をするのではなく、何もなく就労生活が

送れるようにする予防医学であり、「健康投資」

にあたる。日本の労働安全衛生法の考え方か

ら、労働者の健康を守るのは事業主の責務で

あるので、事業主が産業保健サービスに「必

要経費として投資」する価値のあるものだと認

知頂く必要があろう。産業保健サービス提供

側が自分たちに投資に見合うサービスが提供

できることを示していくことが重要な視点である

と考え、この課題解決を引き続き検討していき

たい。 

4. すべての働く人に産業保健を届けるために 

令和 3 年経済センサスによると、法令の産業

保健体制の整備が未熟な 50 人未満の事業場

数 は 全 体 の 95.9 ％ 、 労 働 者 数 は 全 体 の

57.6％である。うち、「雇用者」が従業者全体の 

89.9％であり、約 1 割は、「有給役員」「個人業

主・無給の家族従業者」となっている 7）。 

産業保健活動は「すべての働く人」を対象と

している。法的には従業員の安全衛生を守る

のは事業者の責務となっており、50 人以上で

は安全衛生体制の整備が求められ、50 人未

満の事業者には地域産業保健センターが支

援する仕組みが整えられ、小規模事業者にお

いてもその責務を果たすよう求められてきた。

しかし事業場規模によって産業保健サービス

に差が生じており、小規模事業者は経営資源

が少なく、目先の収益確保が優先され事業経

営に産業保健専門職を取り入れるのは難しく、

事業者の自覚を促すだけでは限界があるよう

に感じ、違うアプローチが必要であると考える。

高木らの報告では、欧米の中小企業対策にお

いては、労働災害を含む経営全般リスクの総

合的支援や中小企業の経営支援を所管する

行政との連携、大企業による中小企業支援の

仕組み作りなどから学ぶことが可能と報告して

いる 21)。経営課題の中で安全衛生の優先度を

あげる、経営支援の方法の検討が重要であろ

う。 

2020 年日本政府として、「ビジネスと人権」

に関する行動計画が策定された 11), 22)。日本で
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事業活動を行う全ての企業は、国内外におけ

る自社・グループ会社、サプライヤー等（サプ

ライチェーン上の企業及びその他のビジネス

上の関係先を言い、直接の取引先に限られな

い。以下同じ。）の人権尊重の取組みに最大

限努めるべきとされている。その中で安全衛生

は人権デューデリジェンスとして扱われる。 

事業を行う多くの事業者は事業団体に加盟

して支援を受け、他の事業者と共同しながらビ

ジネスを行っている。ビジネスネットワークの中

で上位にいる事業者がその事業に関連する

「働く人」にまで思いを馳せていくことが求めら

れる。本研究で開発されている SCS は「ビジネ

スと人権」ですべての企業に求められるサプラ

イチェーン含めた人権デューデリジェンスの支

援ツールとなりえると考える。さらに業界団体

やサプライチェーンという組織の中などで、企

業に求められる多様なコンプラインス等に対す

る相談窓口として機能し、専門職（弁護士・税

理士・社会保険労務士・中小企業診断士・産

業保健専門職等）とつなぐ仕組みができれば、

経営者が悩みを抱えず専門家につながること

ができる社会となると考える。 

これらの組織で今回、本研究でトライアルが

開始された「訪問型 BOHS」が活用されれば、

従来届いていない小規模事業者等へ産業保

健を届けることができる可能性がある。また、社

会を支える医療支援としては、他にも医療機

関（開業医等）や地域保健（保健所等）、薬局、

まちの保健室などの活動をする民間組織など

多様な資源が存在する。それぞれが自分達専

門の視点だけではなく、個人とその生活背景

等に焦点をあてて考えていくには、他の専門

分野との連携、特に就労世代であれば産業保

健的視点を持っていることが大事である。これ

らの地域資源とも連動しながら、企業（事業者

責任）という枠を超えた「すべての人が安全で

健康的に働ける社会」の実現に向けて取組ん

でいく手法に関しても引き続き検討していきた

い。 

 

Ｅ．結論 

本研究は中小事業場への産業保健支援を

改善することを目的に、①自律的管理支援ツ

ールとしてのSCS開発とその展開、②現場と研

究が連携して課題に関心のある人を広げそれ

ぞれが持つ知恵の共有、③「訪問型 BOHS」を

構築し、企業外労働衛生機関等が業界団体

等と一緒に産業保健サービス提供対象を広げ

ていく方策の検討を行った。 

SDGｓ目標 3「すべての人に健康と福祉を」

SDGｓ目標 8「働きがいも経済成長も」に向けて、

産業保健に携わる多くの人がこの課題解決の

当事者として取組んでいけるよう実装研究を継

続する。 
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（対策実装研究） 

 

対策実装研究アクション 4：生活習慣の改善の取組み 
 

研究分担者 酒井一博 公益財団法人大原記念労働科学研究所・主管研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】過労死等防止において健康的で安全に働くために労働者個人が自身の健康状態を理

解し、体調悪化時には早期に休息をとるなど体調を整えるセルフケアが重要である。本研究で

は建設技能者を対象に、自身による生活習慣の意識、把握、改善を支援するツールを開発し、

建設業における過労死等の防止につながる生活習慣、睡眠習慣、及び働き方の改善を目指

すことを目的とする。これまでに、建設技能者を対象として、睡眠の管理等の機能を有するトラ

ッカーの適用、健康管理に関するミニ講話の実施を試み、生活習慣、トラッカーの利用状況、ミ

ニ講話の有効性等に関するアンケート調査を実施し、これらのデータの分析に基づき、セルフ

ケアの改善の実装のための課題を整理してきた。本年度は、今後の調査・介入方策の検討を

引き続き実施する。 

【方法】昨年度までに、高層建築物の建設作業者（技能者）を対象とした、睡眠の管理等の機

能を有するアプリケーションをもつトラッカーの装着、及び調査期間中の健康管理に関するミニ

講話を試みた。調査の開始時と終了時に生活習慣、トラッカーの利用状況、ミニ講話の有効性

等に関するアンケート調査を実施した。本年度はこれらの結果から、今後の現場介入・調査手

法に関する課題を検討する。 

【結果】昨年度までの分析によりトラッカーの受容性や活用の程度の個人差が顕著であった。

建設現場では所属や専門の異なる多様な職種の対象者であることも影響した。工期のフェー

ズなどによる勤務状況の相違の影響があり、典型的には工期のフェーズの転換に伴い、人員

の入れ替わりが発生し、対象者の追跡が困難になる例もあった。 

【考察】睡眠実態と行動変容を促す有効な介入方策の検討において、建設業の特性、職場要

因、個人要因を考慮した対策実装方策の検討をさらに進める。睡眠環境を改善する可能性の

ある種々の手法や機器の導入の効果の検討も有効と思われる。職場状況の要因をコントロー

ル可能な現場の選択や手法の導入も検討する。 

【この研究から分かったこと】多様な作業者が従事する建設現場をハブとする健康行動を促進

する取組み事例が示された。こうした取組みの実装のための今後の課題が整理された。 

【キーワード】生活習慣改善、自主性、アクション型 

研究分担者: 

石井賢治（大原記念労働科学研究所・主任

研究員） 

北島洋樹（同研究所・主任研究員） 

佐々木司（同研究所・上席主任研究員） 

鈴木一弥（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・研究員） 

研究協力者： 

仙波京子（大原記念労働科学研究所・研究

員） 

竹内由利子（同研究所・研究員） 

野原理子（東京女子医科大学医学部・教授） 

永峰大輝（東京女子医科大学医学部・助教） 

岩浅 巧（石巻専修大学経営学部・准教授） 

 

Ａ．目的 

過労死等防止において健康的で安全に働

くために労働者個人が自身の健康状態を理解

し、体調悪化時には早期に休息をとるなど体

調を整えるセルフケアが重要である。本研究
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では、建設業における過労死等の防止のため

の生活習慣、睡眠習慣、及び働き方の改善に

つながる健康管理の支援をするツールの開発

とその実装を目的とする。 

これまでに、建設技能者を対象に、令和 3

（2021）年度のヒアリング調査と現場での意見

交換、令和 4（2022）年度のトラッカー（睡眠の

管理等の機能を有するアプリケーションをもつ

トラッカー）と睡眠日誌を使用する調査、令和 5

（2023）年度のトラッカーとミニ講話による介入

を併用した調査を実施してきた。これらの分析

結果やツールの使用状況の観察結果に基づ

き、今後の課題を整理する。 

 

Ｂ．方法 

1．これまでのデータ収集の概要 

これまでに、高層建築物（ビル）の建設作業

者を対象に、トラッカー（自身の睡眠の管理等

の機能を有するアプリケーション付; fitbitⓇ）を

装着する調査、及びトラッカーと健康管理に関

するミニ講話（「fitbitⓇ活用術」、「睡眠ミニクイ

ズ」、「健康行動」）を併用する調査を実施した。

トラッカーの記録データ、及び実施の前後に

おけるアンケート調査（生活習慣、トラッカーの

利用状況、ミニ講話の有効性）のデータを収集

した。 

 

Ｃ．結果 

昨年度までの分析により、トラッカーの受容

性や活用の程度の個人差が顕著であった。建

設現場では所属や専門の異なる多様な職種

の対象者であることも影響した。工期のフェー

ズなどによる勤務状況の相違の影響があり、典

型的には工期のフェーズの転換に伴い、人員

の入れ替わりが発生し、対象者の追跡が困難

になる例もあった。 

外国人技能者に関して、母国の言語に対応

したサイトでツールを使用するための技術的制

約の例があった。 

 

Ｄ．考察 

睡眠実態と行動変容を促す有効な介入方

策の検討において、建設業の特性、職場要因、

個人要因を考慮した対策実装方策の検討をさ

らに進める。睡眠環境を改善する手法や機器

の導入（温熱・空気環境改善、騒音対策、寝

具・部屋環境の改善、アラーム機器、BGM、照

明改善やアイマスク等）の効果の検討も有効と

思われる。今後の取組みでは、対策実装ステ

ークホルダー会議のメンバー（大手建設会社

安全衛生トップ）との協議で、職場状況の要因

をある程度コントロールが可能な現場の選択

や手法の導入による実施を検討する。 

 

Ｅ．結論 

多様な作業者が従事する建設現場をハブと

する健康行動を促進する取組み事例が示され

た。こうした取組みの実装のための今後の課

題が整理された。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

なし 

 

Ｉ．文献 

1)  酒井一博. 対策実装研究アクション 4：

生活習慣の改善の取り組み.過労死等

の実態解明と防止対策に関する総合

的な労働安全衛生研究令和 4 年度労

災疾病臨床研究事業費補助金報告

書.2022; 392-395. 

2)  酒井一博. 対策実装研究アクション 4：

生活習慣の改善の取り組み.過労死等

の実態解明と防止対策に関する総合

的な労働安全衛生研究令和 5 年度労

災疾病臨床研究事業費補助金報告書. 

2023; 289-292. 
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別添 4 

 
令和６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」 

分担研究報告書（対策実装研究） 

 

対策実装研究アクション 5：改善型チェックリストの開発と実践 
 

研究分担者 酒井一博 公益財団法人大原記念労働科学研究所・主管研究員 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】過労死等の防止対策実装研究のアクション 5 として、職場の環境改善を支援するツー

ルの開発と、それを使用した運送会社での改善の取組みを実践することを目的とする。事案

（調査復命書）の分析結果に基づく過労死等の包括的な予防対策の 6 つの柱（協力して成長

できる／健康のために必要な睡眠・休息がとれる／安全に働ける／互いに尊重し支えあえる／

社会的責任を果たす／健康で元気に働ける）を設定し、各柱に対応する対策内容を収集し、ト

ラックドライバーを対象とするアクション型チェックリストの項目を作成した。令和 5 年度は、この

チェックリストを使用したグループワークを中堅運送会社で試行した。また、より取組みやすく短

時間の実施ができるカードワークと付箋ワークを使用したグループワークの手順を検討した。6

年度はこのカードゲーム式ツールをトラックドライバーの職場環境改善活動に適用する。 

【方法】カードゲーム式職場改善ツールを使用したグループワークを中規模の運送会社の協力

を得て実施する。 

【結果】これまで（平成 5～6 年度）にチェックリスト式のツールを 1 社で、カードゲーム式ツール

を 4 社で試行した。カードゲーム方式の実施では、(1)比較的短時間（1 時間）で対策の決定ま

では可能な例が多かった。対策実施計画の作成までの所要時間に関しては会社またはグルー

プによる差があった。(2)職場改善活動の実施機会として、全社員の総会や安全大会内での実

施、実施日に参加可能なメンバーのみによる実施の例があった。(3)グループワークでは活発な

発言と議論がなされ、事業者、管理者からも有意義であったとの意見が多かった。一方で、グ

ループワークで決められた改善活動が実施され、成果の共有や継続的取組みがなされた例は

1 社、管理者主導の改善の手がかりとなった例が 1 社であった。ドライバーのアイデアの収集や

議論の機会、コミュニケーションの改善方策としてのツール利用の有効性が示されたが、従業

員による自主的な改善の実行や取組みの継続に関しては課題が残された。 

【考察】ツールを利用したグループワークの実施による従業員の意見や議論の成果があった。

改善活動の実行や PDCA の継続に関しては課題がある。 

【この研究から分かったこと】参加型職場改善プログラムの運輸職場への適用は、少なくとも議

論・コミュニケーションの機会、管理者による現場の意見の把握に関して有効であった。企業の

状況に応じ、改善が実行・継続する適用方法の検討が必要である。 

【キーワード】実装研究、運輸業、参加型改善 

 

研究分担者： 

鈴木一弥（労働安全衛生総合研究所過労

死等防止調査研究センター・研究員） 

石井賢治（公益財団法人大原記念労働科

学研究所・主任研究員） 

吉川 徹（労働安全衛生総合研究所過労死

等防止調査研究センター・統括研究員） 

高橋正也（同センター・センター長） 

茂木伸之（同センター・研究員） 

髙橋有記（同センター・研究員） 

中辻めぐみ（同センター・研究員） 

深澤健二(株式会社アドバンテッジリスクマ

ネジメント・メディカルアドバイザー) 

研究協力者: 

仙波京子(公益財団法人大原記念労働科

学研究所・研究員) 
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中西麻由子(なかにしヘルスケアオフィス代

表・産業医) 

野原理子(東京女子医科大学医学部・教授) 

 

Ａ．目的 

過労死等の防止対策実装研究のアクション

5 として、職場の環境改善を支援するツールの

開発とそのツールを使用した運送会社での改

善の取組みを実践することを目的とする。昨年

度までに、過労死等事案についてのこれまで

の諸研究結果 1）,2)と関連する既存の内外のツ

ールの調査 3)に基づき、過労死等の包括的な

予防対策の 6 つの柱（表 1）を設定し、6 つの

柱それぞれにつき 4 項目の対策アクションを設

定した。令和 5 年度は、このチェックリストを使

用した参加型職場改善活動の実施に着手し

た 4)。 

トラック運送業では、ドライバーが社外で働く

ことや、勤務の時刻が不規則な場合も多いこと

から、ドライバーが集まって実施するミーティン

グ等の時間が限られている。そこで令和5年度

は運輸の職場でより利用しやすいカードゲー

ム式のツールの開発に着手した。令和 6 年度

はこのカードゲーム式ツールを完成させ、その

運輸現場への適用を試みる。 

 

表 1. 働きやすい職場の 6 つの柱 

A) 協力して成長できる 

B) 必要な睡眠・休息がとれる 

C) 安全に働ける 

D) 互いに尊重し支えあえる 

E) 社会的責任を果たす 
F) 健康で元気に働ける 

 

Ｂ．方法 

1. カードゲーム式のトラックドライバー用ツー

ルの作成 

チェックリストの項目（6 つの柱×4 項目）4)に

よる 23 枚のカード（類似の項目を１つ省略）を

作成した（例：図 1）。また、カードを分類する分

類シート A（図 2）、付箋を分類する分類シート

B（図 3）を準備した。グループワークの手順を

作成した（表 2）。 

 

 
図 1．対策カードの例（予防対策の柱 A と B の

例） 

 

 
図 2．カードを分類するための分類シート A 

 

 
図 3．付箋を分類するための分類シート B 

 

Ｃ．結果 

1．運送会社での取組みの実施状況 

これまで（平成 5～6 年度）にチェックリスト式

のツールを 1 社で、カードゲーム式ツールを 4

社で試行した（表 3）。運送会社がこの取組み

を採用した契機として以下の例があった。 

(1)対策実装ステークホルダー会議のメンバー

（大手運送会社安全衛生トップ）の紹介（中

堅の運送会社と倉庫業）。 
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(2)対策実装研究アクション3の取組みとして実

施された学会の自由集会に参加した産業

保健職によるクライアントの紹介。 

(3)運輸事業者団体のイベント（女性経営者の

勉強会）において研究班メンバーがこの取

組みの説明をする機会があり、その結果と

しての事業者からの直接の応募。 

 

職場改善活動が実施されたイベントの種

類・実施機会として、全社員の安全大会での

実施の例と、実施日時において参加可能なメ

ンバーのみによる実施の例があった。後者に

おいては公平を保つための全員実施が望ま

れるとの管理者の意見があった。 

2．カードゲーム式ツールによるグループワー

クの実施結果 

カードゲーム方式の実施状況は以下のとお

りであった。 

(1)比較的短時間（1 時間）で対策の決定まで

は可能な例が多かった。対策実施計画の作

成までの所要時間に関しては会社またはグ

ループによる差があった。 

(2)グループワークでは活発な発言と議論がな

され、事業者、管理者からも有意義であった

との意見が多かった。 

(3)グループワークで決められた改善活動が実

行され成果が共有され、かつ翌年まで取組

みが継続された例は 1 社のみであった。また、

従業員自身による改善活動には至らなかっ

たが、グループワークでの意見が管理者主

導の改善の手がかりとなった例が 1 社あった。 

 

以上から、このツールによるグループワーク

の実施がドライバーのアイデアの収集や議論

の機会、コミュニケーションの改善方策として

有効性であることが示されたが、改善の実行や

継続に関しては課題が残された。 

 

Ｄ．考察 

カードワークと付箋ワークを取り入れたグル

ープワークの実施によって、従業員の意見交

換や議論の機会、管理者・事業者がドライバ

ーの率直な意見を把握して管理主導による改

善の手がかりとする機会として有効と思われた。

しかし、従業員自身のグループによる改善の

実行まで可能であった例は現在までに 4 社中

1 社のみである。運輸業の実情を考慮した改

善活動の実行や PDCA の継続の支援を可能

にするための取組みの導入の手順等も含めて

今後の課題である。 

 

表 2．働きやすい職場づくりプログラム（運輸

職場・カードワーク版）の手順の概要 

Step 
1 

対策カードを４つに分類する 
1-1  グループごとに、ワークの準備をする    
1-2 各⾃が対策カードを４つに分類する(シ

ート A、図１）    

Step 
2 

取組む対策を話し合う 
2-1 ⼯夫の秘訣を教えあう   
2-2 最初に取組む対策を話し合って 1 つ決

める    

Step 
3 

取組む対策に関する意⾒を 3 つに分類する 

3-1 
ステップ 2-2 で選んだ実施したい対策
について、メンバー個⼈の意⾒を出し
合う   

3-2 付箋を分類する（分類シート B、図
２）    

Step 
4 

グループで実⾏する取組みを選ぶ 
4-1 「⾃分⾃⾝で対策できること」の具体

的な取組み⽅法を紹介しあう。   
4-2 メンバーと⼀緒に改善したい取組み

（付箋）を話し合って 1 枚選ぶ    

Step 
5 

具体的な改善計画を考える 
5-1 改善のための⾏動計画を話し合う   
5-2 改善のための⾏動計画をまとめる（付

箋ワークと報告シート記⼊）    

Step 
6 

改善のための⾏動計画について報告する 
改善計画・報告シート、「社外の⼒が必要だ
と思われること」等を上司や管理者に報告 

 

Ｅ．結論 

参加型改善プログラムの運輸職場の適用は、

議論・コミュニケーションの機会、現場の意見

収集の面で有効であった。運輸業の実情や企

業の状況を考慮し、改善の実行・継続を可能

にする手法や企業への導入手順の検討が必

要である。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当せず。 

 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含
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む） 

なし 

 

Ｉ．文献 

1) Takahashi M. Sociomedical problems of 

overwork-related deaths and disorders 

in Japan. Journal of Occupational 

Health. 2019; 61: 269-277. 

2) 高橋正也他 過労死等の実態解明と防

止対策に関する総合的な労働安全衛

生研究令和２年度 総括・分担研究報

告書. 労災疾病臨床研究事業費補助

金. 令和 3（2021）年 3 月. 

3) 鈴木一弥，吉川徹，高橋正也. 長時間

労働による健康障害の自主的な予防

活動を支援するツールに関する調査. 

労働安全衛生研究. 2022； 15(1): 23-

35. 

4) 高橋正也他 過労死等の実態解明と防

止対策に関する総合的な労働安全衛

生研究令和５年度 総括・分担研究報

告書. 労災疾病臨床研究事業費補助

金. 令和 3（2024）年 3 月. 
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表 3．令和 6 年度までの職場改善ツールの適用状況 

 対象企業 対象者 ツール 改善の取組み状況 背景等 

R5 年 
運送会社Ａ
(150 台) 

ドライバー 
チェック 
リスト式 

・グループごとの成果を安全大
会で共有 

・次年度でプログラムの継続
（継続再実施） 

・経営者の社会貢献志向 
・2024 年問題への積極的
対応 

R6 年 
ドライバー、内
勤者 

カード 
ゲーム式 

R5 年 

倉庫業Ａ(41
名) 

倉庫作業者
12 名 

社員の意見を聴いての管理
者主導の改善あり 

・専門性のある事業 
（危険物等） 
・倉庫業のため集合が可能 

運送会社Ｂ
(160 名) 

ドライバー51
名 

コミュニケーションの重要性の
認識からボランティア活動の
実施 

2024 年問題への積極的対
応 

R6 年 
運送会社Ｃ
(47 名) 

12 名(含ドライ
バー4 名 

調査中 2024 年問題への積極的対
応 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．カードワークの実施風景                    図 5．付箋ワークの実施風景 
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中央労働災害防止協
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  2025 

木内敬太 仕事から心理的に離れる 久保智英編著, 「疲

れたら休む・休める・

休ませる」を実現する

ために 職場の疲労

対策のヒント. 中央労

働災害防止協会  
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木内敬太 レジリエンスとワーク・エンゲイジメント 久保智英編著, 「疲
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ために 職場の疲労

対策のヒント. 中央労

働災害防止協会 

 

 57-60 2025 

高見具広 脳・心臓疾患の労災認定事案におけ

る拘束時間、勤務間インターバルの

分析 

労働政策研究・研修

機構編『過重負荷に

よる労災認定事案の

研究 その 6』JILPT

資料シリーズ 

 

No.285  2024 

高橋正也 睡眠と職場，そして運転 立花直子監訳, オッ
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丸善出版 
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を拓く交通・安全学. 

東京. 丸善出版 

 

 209-212 2024 

吉川 徹, 細見由美
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Section 4 医療者のリスクとその予防 

3）針刺し対策, 発生時の対処. 自信
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血と静脈路確保 

 

医歯薬出版 52(13) 1349-

1354 

2024 

久保智英, 太田充彦 睡眠・休養と健康［第 4 章 人間の活
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佐藤 祐造 (監修), 

柴田英治，松原達

昭，八谷寛（編集），
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第 3 版 

190-193 2024 
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松元 俊 交代制勤務  日本睡眠学会編, 睡

眠学の百科事典. 東

京. 丸善出版. 

 

 214-215 2024 

池田大樹 睡眠慣性 日本睡眠学会編, 睡

眠学の百科事典. 東

京. 丸善出版. 

 

 280-281 2024 

池田大樹 自己覚醒 日本睡眠学会編, 睡

眠学の百科事典. 東

京. 丸善出版. 

 

 308-309 2024 

池田大樹 研究デザインの種類と選び方 金森 悟, 福田 洋 

編著, 産業保健現場

のデータ活用術. メ

ディカ出版 

 

 116-119 2024 

高橋正也 はじめに  医学のあゆみ  292(7) 537 2025 
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の疲労対策の重要性－職場の疲労

カウンセリング 

 

医学のあゆみ 292(7) 553-556 2025 
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石井賢治, 鈴木一
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過労死等防止調査研究センター対
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